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議 事 課 長 武 田 宗 仁
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議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 開 会

○外山三博議長 これより平成23年９月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員39名、全員であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○外山三博議長 会議録署名議員に、右松隆央

議員、鳥飼謙二議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○外山三博議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕 皆さん、おはよう

ございます。御報告いたします。

去る８月26日に閉会中の議会運営委員会を開

き、本日招集されました平成23年９月定例県議

会の会期日程等について協議をいたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は、

合計21件、その内訳は、補正予算案２件、条

例10件、予算・条例以外９件であります。この

ほか３件の報告があります。また、さらに人事

案件及び決算認定案件が追加提案される予定で

あります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査をいたしました結果、会期

については、本日から10月11日までの40日間と

することに決定をいたしました。なお、会議日

程は、お手元に配付されております日程表のと

おりであります。

今期定例会は、９月７日から２日間の日程で

代表質問、９日から３日間の日程で一般質問を

行います。代表質問については、質問人数を５

名とし、質問の順序及び時間は、自由民主党120

分以内、新みやざき55分以内、社会民主党45分

以内、公明党45分以内といたします。次に、一

般質問については、質問人数を合計15名以内と

し、質問順序は、６日の通告締め切り後に行う

抽せんにより決定いたします。質問時間は１

人30分以内といたします。

一般質問終了の後、議案・請願の所管常任委

員会への付託を行います。９月14日から16日ま

での間で各常任委員会を開催していただき、22

日の本会議で、付託された議案・請願の審査結

果報告をお願いいたします。その後、28日に普

通会計及び公営企業会計決算議案の審査のた

め、決算特別委員会を設置の上、同委員会に当

該議案を付託することにしております。休会中

の９月29日から10月６日までの間に決算特別委

員会を開催していただき、10月11日の最終日

に、付託された議案の審査結果報告を願いま

す。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いをい

たします。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○外山三博議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○外山三博議長 会期についてお諮りをいたし

ます。

平成23年９月２日(金)
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今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より10月11日まで

の40日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定をいたします。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第21号まで上程

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第21号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成23年度９月定例県議会の開会に当

たりまして、まず冒頭に、御報告とおわびを申

し上げます。

昨日公表いたしましたとおり、延岡県税・総

務事務所職員による多額の公用郵便切手の横領

事件が発覚いたしました。また、職員による盗

撮事件も複数発生をしております。

職員の服務規律の保持につきましては、日ご

ろから指導を行い、コンプライアンス意識の徹

底に努めますとともに、金銭や物品の管理につ

きましても、不適正な事務処理や準公金等横領

事件の発生を踏まえ、チェック体制の徹底を

図っていたにもかかわらず、このような不祥事

が続発しましたことは、痛恨のきわみであり、

県議会、県民の皆様に深くおわびを申し上げま

す。今後、関係職員の処分はもとより、職員一

人一人の綱紀粛正を改めて徹底いたしますとと

もに、組織を挙げて、このような個人の非違行

為の発生を防ぐ仕組みづくりなど、再発防止に

全力で取り組み、県民の皆様の信頼回復に努め

てまいりたいと考えております。

では、ただいま提案いたしました議案の御説

明に先立ち、県政に関しまして３点ほど御報告

をさせていただきます。

１点目は、口蹄疫からの再生・復興について

であります。

去る８月27日で口蹄疫終息宣言から１年が経

過しました。昨年４月に本県で発生し、３カ月

にわたり猛威を振るった口蹄疫は、多くの家畜

のとうとい命を奪い、また、農畜産業はもとよ

り、観光・商工業など県内経済に甚大な被害を

もたらすとともに、県民生活に深刻な影響を及

ぼしました。今もなお、人工授精や各種イベン

ト等の自粛などによる影響から脱し切れていな

いところではありますが、この区切りを契機と

して、改めまして、県民の皆様の御理解と御協

力をいただきながら、口蹄疫からの再生・復興

に向け、より一層、取り組みを強化してまいり

たいと考えております。

まず、防疫対策につきましては、二度と同じ

ような事態を引き起こすことのないよう、これ

までにさまざまな防疫強化の取り組み等を実施

してまいりました。今後はさらに、民間獣医師

を家畜防疫員として活用するなどの獣医師確保

対策を行うとともに、関係施設の防疫設備を整

備するなど、家畜防疫体制の強化を図ってまい

りたいと考えております。

また、牛肉の消費が減退する中で、ＪＡグ

ループ等とも連携した牛肉の消費拡大に取り組

むとともに、国の口蹄疫畜産再生基金や本県の

口蹄疫復興対策基金、口蹄疫復興宝くじなどの

平成23年９月２日(金)
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活用や、宮崎県口蹄疫復興財団等を通じた市町

村や関係団体等への支援などにより、再生・復

興への取り組みをさらに進めてまいりたいと考

えております。

口蹄疫による影響は甚大でありますが、国や

県、市町村、経済団体、そして県民一人一人が

力を結集して課題を一つ一つ克服し、真に本県

の再生・復興につながるよう、また、「みやざ

き新生」を目指して積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

２点目は、経済活性化対策「みやざき元気プ

ロジェクト」についてであります。

国内経済の停滞が長期化する中、最近の急激

な円高により、輸出産業を中心に経営環境の厳

しさが増しています。国において、その対策が

検討されているところでありますが、本県にお

いては、口蹄疫や新燃岳の噴火等の影響によ

り、経済活動そのものが低迷している状況にあ

ります。そこで、口蹄疫終息宣言から１年に当

たり、県民総力戦で宮崎の元気を取り戻すため

の取り組みとして、経済活性化対策「みやざき

元気プロジェクト」の展開を図ることといたし

ました。

これまでも、当初の骨格予算や６月の肉付け

予算により、経済活性化のための対策を講じて

まいりました。さらには、口蹄疫復興対策の

ファンド事業や、今議会に提案をいたしました

９月補正予算案も含めると、総額約1,122億円の

事業が実施ないし予定されることとなります。

みやざき元気プロジェクトは、これらの事業を

初め、今後、必要に応じた補正予算や来年度当

初予算をも視野に入れつつ、行政や民間団体、

県民が連携し、広義の地産地消など県内需要の

拡大等を通じ経済活性化に取り組もうとするも

のであり、同時に、県民の皆様への御理解と御

協力の呼びかけでもあります。

このプロジェクトは３つの柱で構成しており

ます。まず１つ目は、「停滞している県内経済

活動の回復」であり、緊急的な雇用対策や金融

対策等のほか、県単独事業の増額など公共事業

の積極的な実施、口蹄疫終息１周年イベント等

による需要喚起などに努めてまいります。２つ

目の「将来を見据えた産業づくりのスタート

アップ」では、「食の王国みやざきづくり」や

戦略的な企業立地、東九州メディカルバレー構

想の推進などによる将来のエンジン産業の育

成、さらに、広くアジアに目を向けた海外展開

を推進しますとともに、東九州自動車道や細島

港など産業を支える基盤の整備を促進してまい

ります。３つ目は、資金や価値が県内を円滑に

循環する「地域経済循環システムの仕組みづく

り」であり、農林水産物を初め県産品の購入促

進など広い意味での地産地消、さらに100万泊県

民運動などに取り組んでまいります。以上のよ

うな基本的な視点に立ち、宮崎の元気を回復す

る取り組みを総合的に推進してまいりたいと考

えております。

厳しい状況にある牛肉の消費拡大や県産品・

県内施設の利用、県内イベントへの積極的な参

加など、県民一人一人ができることから取り組

んでいただき、その積み重ねにより県内経済を

循環させていくことが大切だと考えております

ので、県議会議員の皆様を初め県民の皆さんの

御理解と御協力をお願いいたします。

３点目は、アシアナ航空就航10周年について

でございます。

アシアナ航空が宮崎―ソウル間に就航し、本

年４月に10周年を迎えましたことから、先月28

日から30日までの２泊３日の日程で、外山県議

会議長や宮崎県商工会議所連合会の米良会頭ほ
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か経済界の皆様とともに、韓国を訪問してまい

りました。韓国では、アシアナ航空のユン社長

にお会いし、今後とも相互に協力しながら路線

の維持発展を図っていくことを確認いたします

とともに、韓国山林庁や韓国観光公社、韓国旅

行業協会、主要旅行会社等を訪問し、本県杉材

の利用推進や観光客の誘致についてお願いをし

てきたところであります。国内経済が停滞する

中、拡大・発展するアジアとの交流を促進する

ことは非常に重要でありますので、今後とも本

県就航の航空会社等と連携を図りながら、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計38億643万5,000円、特別

会計3,614万9,000円であります。このうち、一

般会計の歳入財源は、国庫支出金１億69 7

万2,000円、寄附金20万円、繰入金12億1,090

万9,000円、繰越金23億1,474万1,000円、諸収入

１億7,361万3,000円であります。この結果、一

般会計の歳入歳出予算規模は5,843億5,643

万5,000円となります。

以下、その主なものについて御説明いたしま

す。

まず、東日本大震災対策についてであります

が、被災者生活再建支援法に基づく支援制度の

原資となる基金に対し、本県負担額を拠出する

ことといたしました。この制度は、大規模な地

震や風水害などの自然災害により、多数の住宅

が全壊するなどの被害が発生した場合に、被災

世帯に対して住宅の被害の程度や再建方法に応

じて支援金を交付する全国規模での相互支援制

度であり、基金には、各都道府県がそれぞれの

世帯数に応じた額を拠出することとなっており

ます。今回、東日本大震災に伴う支援金の規模

が、現在の基金の額を大きく上回ることから、

この対応のために必要となる追加拠出と、今後

発生する災害に備えた新たな拠出を行うもので

あります。

次に、口蹄疫・経済復興対策についてであり

ますが、先ほど御説明しましたとおり、民間獣

医師の活用や獣医師確保のための修学資金の増

額により、家畜保健衛生所の家畜防疫体制の人

的強化を図る一方で、農業改良普及センターや

県立農業高校等において、車両消毒装置や噴霧

シャワー設備を備えた更衣衛生施設の整備を行

うなど、県有施設における防疫体制の強化を図

ることとしております。また、畜産と耕種のバ

ランスのとれた産地構造への転換を促進するた

めに、土地利用型野菜の契約栽培に取り組む農

家の生産リスク軽減を目的とした新たな資金を

造成することとしております。

その他の対策といたしまして、エコクリーン

プラザみやざきの浸出水調整池補強工事に要す

る費用の追加貸し付けを行うこととしておりま

す。地元住民の皆様の安全・安心の確保を最優

先に対応するため、この補強工事に要する経費

３億3,800万円につきまして、県と市町村とが折

半して公社へ貸し付けることとし、今回、１

億6,900万円を措置することといたしました。

次に、予算関係以外の議案について御説明い

たします。

議案第３号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」は、地方税法等の一部改正によりまし

て、地方税に係る不申告等に関する過料の額が

引き上げられたこと等に伴い、所要の改正を行

うものであります。

議案第４号「執行機関としての委員会の委員

又は委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一
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部を改正する条例」は、現在、月額制としてお

ります委員の報酬を、地方自治法の趣旨や勤務

実態等を踏まえ、日額と月額の併用制とするた

めの条例の改正であります。

議案第５号「宮崎県高等学校等生徒修学支援

基金条例の一部を改正する条例」は、東日本大

震災の被災者支援のため、本県に避難してきた

世帯のうち、経済的な理由から就学等が困難と

なった世帯の幼児・児童・生徒の緊急的な就学

等支援を実施するため、所要の改正を行うもの

であります。

議案第６号「公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」から、議案第11号「宮崎県一ツ

瀬川県民スポーツレクリエーション施設条例の

一部を改正する条例」は、県の公の施設の指定

管理者を指定するに当たり、現行条例ではすべ

て公募することとしておりますが、緊急の場合

等においては、非公募により候補者を選定し当

該候補者を指定することについて、議会の議決

に付することができるよう、特例規定を整備す

るもの等であります。

議案第16号は、日向警察署庁舎建設主体工事

の工事請負契約の締結について、議会の議決に

付すべき契約に関する条例の規定に基づき、議

会の議決に付するものであります。

議案第21号「宮崎県中山間地域振興計画の策

定について」は、宮崎県中山間地域振興条例第

７条の規定に基づき、中山間地域の振興に関す

る計画を策定することについて、宮崎県行政に

係る基本的な計画の議決等に関する条例第３条

の規定に基づき、議会の議決に付するものであ

ります。

このほか、議案第12号「都市計画法施行条例

の一部を改正する条例」外７件でありますが、

説明は省略させていただきます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす３日から６日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、７日午前10時開会、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時20分散会
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午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第22号及び第23号追加上程

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第22号及び第23

号の送付を受けましたので、両案を日程に追加

し、議題とすることに御異議ありませんか。

〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案第22号

及び第23号について、御説明申し上げます。

まず、議案第22号は、教育委員会委員近藤好

子氏が平成23年10月９日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として、同じく近藤

好子氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第１項の規定によ

り、県議会の同意を求めるというものでありま

す。

次に、議案第23号は、人事委員会委員黒木奉

武氏から平成23年９月30日をもって人事委員会

委員を辞職したい旨の申し出がありましたの

で、これを承認することとし、その後任委員と

して村社秀継氏を選任いたしたく、地方公務員

法第９条の２第２項の規定により、県議会の同

意を求めるというものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○外山三博議長 それでは、ただいまから代表

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、中野 明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。今回は１時間の持ち時間、代表質問

であります。昨年の今ごろ、何をしておったか

な。やっぱり議会でした。そしてまた、知事も

昨年の議会、何を考えておられたのかな。そん

な思いもしたわけであります。昨年の今ごろ

は、口蹄疫が終息いたしまして、安堵しておっ

たわけでありますけど、その後、鳥インフルエ

ンザ、そして新燃岳の噴火、そしてまた、３

・11東北大震災が発生いたしました。本当に自

然の脅威、水の脅威を感じたところでありま

す。そしてまた、そのがれきの処理も終わらな

い間に今回の台風で、和歌山、奈良を中心とす

る大災害が発生いたしました。亡くなられた

方、被災された方に心からお悔やみとお見舞い

を申し上げたいと思っております。本当に災害

はいつ来るかわかりません。行政、我々におい

ても、しっかりした日常の対応が必要じゃない

かと、ますます確信したところであります。

今、戦後66年であります。私がどこか近くに

就職したのが昭和42年でありました。そのとき

から現在までいろんなことがありました。話を

しますと長いから省略いたしますけど、しか

し、今ほど世界の経済状況、日本の経済・社会

平成23年９月７日(水)
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状況、こんな先の見えない状況というのは、私

の経験でも初めてであります。ましてや国にお

んぶに抱っこの地方自治体、言わずもがなの状

態であります。県も一生懸命、行政改革に取り

組んでおられます。あと２～３年すると、この

ままでいくと再建団体になりますと、脅しのよ

うな言葉も出るような状況であります。したが

いまして、今、本当に地方はなすすべもないと

いうのが実情じゃなかろうかと思っておりま

す。

このような時期の代表質問でありますから、

大変恥ずかしい話でありますけれども、私も生

まれて初めて、県の総合長期計画、戦略評価一

覧表、六次・七次宮崎県農業振興計画、宮崎県

行財政改革大綱2007、みやざき行財政改革プラ

ン、農業センサスを一読しました。一読しなが

ら、さすが県庁の職員、文章がうまいな、机の

上ではよく考えているなと、本当に感心をいた

しました。しかし、それを見ながら、私の周辺

の農業、そういうところと現実に比較をしてみ

ますと、その乖離については何か複雑な思いで

ありました。したがいまして、今回の選挙、そ

のすばらしい計画の中に「大変革の時代」とい

う言葉が使われております。それから、「成果

重視の県政運営」という言葉が使われておりま

す。私は、まさしく今、この時代はそういう感

覚─もう遅いと思いますけど、今からでも

しっかりそういう感覚になって県政運営に当た

る必要があるんじゃないかと思っております。

そういうことで、その２つの言葉を念頭に置い

て、今回の質問をいたしたいと思います。

まず、知事にお伺いをいたします。

知事就任以来８カ月たちました。県行政は課

題山積であります。いろんな分野について知事

は最高責任者であります。そういう中で、これ

はそのまま言葉を伝えますと、国富辺で、「新

しい知事はどんげや」と、そういうふうに聞か

れます。私は正直だから、「頑張っちょる」と

か、まだよう言いません。「まだようわから

ん。まだこれからじゃないっちゃろかい」と、

そういうふうに答えております。というのは、

知事は一生懸命やられていると思いますけど、

どうも言い方が、例えば「県民総力戦」─私

もそうですけど、何を県民総力戦でやるのか。

主語がないんですね。そういう抽象的な表現の

仕方では、なかなか県民は理解できない。知事

がやりたいことはいっぱいあるでしょうけど、

しかし、まずは順序というのがあります。知事

が先頭に立って、これはやりたいというような

ことがあれば、ぜひアピールし、大きな声を出

されたほうが、私は選挙運動にもなると思いま

す。知事の考えをお伺いいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

知事として考えていること、それから県とし

て取り組みたいこと、これを県民の皆様にわか

りやすくお伝えする、大変重要なことであると

認識をしております。今、御指摘のあった県民

総力戦という言葉でございますが、これは私が

県政に取り組むに当たって、「対話と協働によ

る県民総力戦」というものを、基本的な考え、

基本的な姿勢として掲げておるものでございま

して、例えば憲法で国民主権と掲げてあるのと

同様に、県政推進に当たっての基本的な理念と

いうふうに考えておるところでございます。そ

の理念を踏まえて、具体的にどのような方向を

目指し、どのような取り組みをしていくのか、

これはまた別の言葉によって語られるべきもの

であるというふうに認識をしておるところでご

平成23年９月７日(水)
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ざいます。

例えば、今回の東日本大震災の被災地・被災

者を支援していこうということを、口蹄疫以来

の大変お世話になった感謝の気持ちで、「みや

ざき感謝プロジェクト」ということで、県民の

皆様の力を、総力を結集して取り組んでいくと

いうことでございます。また、先日取りまとめ

ました経済活性化対策「みやざき元気プロジェ

クト」でありますが、これは口蹄疫１年という

節目に当たり、宮崎も県民一人一人の力を結集

して元気を出していこうということで、方向性

を掲げながら、一人一人できること、例えばイ

ベントに参加する、県産品を買っていただく、

そのような取り組みをしていただけませんかと

いう呼びかけをさせていただいたものでありま

す。さらには、今回策定をいたしました長期ビ

ジョン「未来みやざき創造プラン」、総合計画

におきましては、県民の主な役割ということ

で、県民の皆さんに具体的にこのようなことを

していただけませんかというようなところを掲

げたところでございます。今後とも、さまざま

な形で、県民総力戦という基本的な考え方、理

念の上に立った具体的な方向性というものをわ

かりやすく訴えますとともに、市町村、民間、

そして県民の皆様の御理解、御協力をいただき

ながら、先頭に立って取り組んでまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○中野廣明議員 いろいろ今、お話を聞きまし

た。憲法論が出ますと、余計わからんように

なってくる。もうちょっとわかりやすく、今後

はワンフレーズとかそういうのでやられたほう

が、県民にはわかりやすい。それがまた選挙に

もつながると思っております。

次に、戦略評価一覧表についてお尋ねをいた

します。

評価というのは、目的追求だろうと思いま

す。私の目的追求というのは、わかりやすく例

をとりますと、私の会社が東京で何億かするよ

うな事業をとりたい、事業を契約したいという

大きな目的があります。そうすると、東京に何

回か行かんといかんわけです。飛行機で行くと

か、東京に何回行ったかというのは、あくまで

も手段であって、何回行ってもいい。契約がで

きて結果が出てくれば、それでよしとするわけ

ですけれども、その中には費用対効果というの

もあるわけです。だから、今の評価、こんな厚

いものが出ています。これなんか見ますと、私

は何でとかいうような気になるんですね。例え

ば東京に行って成果が出たから、これはＡです

よと。成果が出ても、５回行く予定が３回だっ

たら、これはＢかなと。極端な言い方をすると

ですよ。成果は出らんでも、東京に行く回数を

予定どおり10回行ったから成果としてはＡだと

か、簡単に言うとそういうシステムになってい

るんです。それと、この成果表にはコスト、金

額が入っていないんです。費用対効果もわから

ん。そういうことでありますので、全然だめだ

ということじゃありません。もうちょっと大き

な目的、目標を持った政策評価に変える必要が

あるんじゃないかと思います。県民政策部長の

意見をお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 御指摘のとお

り、総合計画の評価・検証に当たりましては、

いかに成果につなげていくかという視点が最も

重要であると考えております。このため、アク

ションプランにおきましては、10の重点プログ

ラムそれぞれにつきまして、合計特殊出生率や

医療体制に対する満足度、雇用創出数など、成

果や達成度をはかるための48の重点指標を掲げ

ますとともに、毎年度作成する工程表につきま

平成23年９月７日(水)



- 15 -

しては、それぞれの取り組み事項に対しまして

その進捗状況を見ていくための取り組み指標、

これは163ありますけど、それを設定したところ

でございます。

政策評価をどのように実施するのかにつきま

しては、現在検討中でございますが、外部有識

者による専門的、あるいは今、議員が言われま

したように、県民の実感に近い視点からの御意

見をいただきながら、アクションプランに掲げ

た10の重点プログラムの達成につながるよう工

夫してまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○中野廣明議員 どこか質問しようと思った

ら、数が多くてわからんようになりました。覚

えているのは、教育長を評価するわけじゃない

んです。例えばその項目の中に、30人学級に

なったというところが、いろいろ評価してＡ・

Ａ・Ａなんです。当たり前ですよ、40人学級か

ら30人学級にしてマイナスだったらせんほうが

ましですから。こんなのをするんだったら、30

人学級になって学力がこれだけ伸びましたと。

せめて客観的な数値ぐらい出るような評価じゃ

ないとだめだと思います。特に県土整備部長な

んか、インフラ整備は金があれば何ぼでもでき

るわけです。だから、部長としては幾らでもや

りたい。道路を１本つくった。いろいろやって

Ａ・Ａ・Ｂとかついている。これは金だけの問

題ですよ、土木なんかに言わせれば。そういう

ことで、これを言っていると時間がありません

から、ぜひ思い切った検討をしていただいて見

直していただきたい。言うならば、県民の生産

額、今、３兆5,000億ぐらい、これをどうやって

上げるか、貧乏県からどうやって脱出するか、

もうちょっとそういう大きいところの目標を

持ってやってもらいたいなと思うわけでありま

す。

次に、知事にお尋ねいたします。

８月31日の新聞に載っておりました。「鹿児

島県、７月観光動向宿泊客数24％増、新幹線効

果」ということであります。昔は宮崎も陸の孤

島と言われておりました。その感覚が一時消え

ました。高速道路も、最後ではありますけれど

も、何とか２年先に開通するというようなこと

でして、今度は新幹線が通ってまた、日豊本線

の鹿児島―宮崎、ガタゴトガタゴト、あんな列

車が走るのかなと思っておったわけですけど、

知事として、日豊本線の宮崎―鹿児島、大分も

あるわけですけど、とりあえず鹿児島線の改善

取り組みについてどのように理解されているの

か、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県におきましては、こ

れまでも鉄道の快適性の向上を初めとして、さ

まざまな要望をＪＲ九州に対して行ってきてお

ります。御指摘がありました九州新幹線の開通

があったわけでございますが、宮崎―鹿児島中

央間につきましては、この３月のダイヤ改正に

合わせまして、具体的には、レールの交換であ

りますとか、まくら木のコンクリート化などの

線路の改良、「リレーつばめ」車両の導入、さ

らには特急を８往復から10往復へ増便していた

だいた。さらには車内サービスを行う客室乗務

員の配置などが行われたところであります。ま

た、さらに高速化に向けても要望し、先日は唐

池社長さんが、ポイントの改良などでさらなる

高速化に努めてまいりたいというようなことも

おっしゃったところでございます。今後とも、

ＪＲ九州に対して、そのような観点から要望し

てまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 ぜひこの分は知事が旗を振っ

て先頭に立ってやっていただきたい。また県民
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の評価は上がると思います。よろしくお願いし

ます。

次に、総務部長にお尋ねいたします。

宮崎県行財政改革大綱、みやざき行財政改革

プラン、県公社等改革指針ができております。

それの担当部長は総務部長ですね。そういうこ

とで、林業公社について総務部長としてはどの

ような考えを持っておられるか、どのように検

討されたのか、お尋ねをいたします。

○総務部長（稲用博美君） 今お話がありまし

たように、林業公社につきましては、公社等改

革指針に基づく改革の対象法人ともなっており

ますことから、総務部といたしましても、所管

部局とともに、経営改善の進捗状況について、

特に留意しながらチェックを行ってきたところ

であります。その中で、公社では、借入金償還

の一部に伐採収入を充てるなど、自立性の向上

に向けました地道な取り組みが認められたわけ

でありますが、木材の価格低迷などによりまし

て、経営は依然として厳しい状況にあります。

そういうことがありますので、総務部といたし

ましても、収入確保のための新しい事業実施、

あるいは効率的・効果的な事業運営体制の整備

というような経営改善の取り組みにつきまし

て、必要な意見を申し上げてきたところであり

ます。先日、宮崎県林業公社改革検討会議が設

置されました。総務部もこのメンバーに入って

おりますので、その中でさらに必要な意見を申

し上げていきたいというふうに思っておりま

す。

○中野廣明議員 改革プランの中に「公社等改

革の着実な推進」と入っております。部長は、

財政をつかさどる、大臣ではありませんけど、

部長でありますから、財政面からもしっかり考

え方を述べて臨んでいただきたいと思います。

次に、知事にお伺いいたします。ことしか

ら、ひもつき補助金を段階的に廃止すると。地

域の自由裁量を拡大するための地域自主戦略交

付金が交付されました。本県の交付額は68

億1,600万円で九州最低額であるということであ

ります。いろいろ中身を見ますと、ある程度、

公共工事の着工とかそういう部分で配分という

のがありますけど、そういうことを考えると、

九州各県と比較した場合、宮崎は事業が大変少

なかったのかな、何かほかの原因があるのかな

と思います。知事は総務省出身でありますか

ら、一番詳しいと思います。お答えいただきま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今、御質問がありまし

た地域自主戦略交付金は、社会資本整備総合交

付金などの各省庁が所管する地方向けの投資関

係補助金の一部について一括交付金化されたも

のであります。今年度、全体の９割が継続事業

の量に応じて配分されたということで、これは

本県のようなインフラ整備がおくれている県に

とって不利になるということで、その見直しと

いうものを要望しておるところでございます

が、結果的に今回の配分につきましては、本県

の場合、他県に比べて継続事業量の要望額が少

ないことなどによりまして、このような厳しい

配分になったものというふうに考えてございま

す。

この対象事業だけではなく、投資関係事業全

体について見てみますと、21年度の決算ベース

の数字となりますが、本県の歳出に占める投資

的経費の割合が19.2％となっておりまして、都

道府県全体の平均値15.5％を大きく上回って、

全国では19位の水準となっております。ただ、

九州の中では、先ほどお話にもありました九州

新幹線など大きな事業を抱えている県もござい
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まして、この割合は福岡に次いで２番目に低い

ということになっておるところでございます

が、全国的に比較すると19位というところでご

ざいます。都道府県によりまして、人口、面

積、社会資本整備の進捗状況などさまざまな要

因が絡んでまいりますので、単純に比較するこ

とはできないわけでありますが、今後とも必要

な事業というものを的確に取り組むことができ

るよう、その財源確保に努めてまいりたいと考

えております。

○中野廣明議員 一応私も、九州管内の歳出に

占める投資的経費の割合を調べてみました。全

国平均は、言われたとおり15.5％であります。

福岡県が16.7％、佐賀県が23.8％、長崎県

が22.0％、熊本県が22.0％、大分県が21.6％、

宮崎県が19.2％、鹿児島県が23.0％、沖縄県

が23.2％であります。福岡は別格として、確か

に宮崎は投資的経費の割合が低くなっておりま

す。そういうことで少なかったかなという話も

ありますけど、一方では、19.2％ということ

で、継続的な事業がなかった。宮崎はこれだけ

インフラ整備がおくれているのに、何で継続事

業がなかったかというと、これはやっぱり大き

な問題だろうと思います。インフラ整備がおく

れている本県においては、今、財政改革中であ

りますけど、財政改革も、収入に合わせて支出

を切ったくるというのはだれでもできると私は

思うんです。そこの中で県の財政をよくすると

同時に、宮崎県の景気を浮揚するためには、ぎ

りぎりのところまででも借金をするとか、今の

計画を見ているとそういうのが感じられないん

です。ぜひそういうことも含めて頑張ってほし

い。それがまた、知事、申しわけないけど、一

般的にこういうのが少ないというのは、知事、

副知事は本省から見えているわけです。県民一

般も、本省から来てくれているからいろいろ金

を持ってきてくれるだろうと、みんなそう期待

している。特に今回の事業なんかは農政の事業

がいっぱい入っている。対象となるのは仕方が

なかったけれども、やはりそういうことを県民

は期待しておりますから、ぜひ頑張っていただ

きたいと思います。

次に、福祉保健部長にお尋ねいたします。

国では、社会保障と税源の一体改革の議論が

されております。そして、急速に進む社会保障

費の増大は待ったなしであります。本県でも

待ったなしであります。現在、県が負担してい

る社会保障費はどのようになっているのか、ま

た、本県独自の社会保障費はどのようになって

いるのか、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員御承知の

とおりでございますが、我が国の社会保障は、

その制度設計を国が行い、年金など一部の分野

を除き、地方自治体が給付・運営の主体となり

まして、経費の一部を負担するという仕組みに

なっておるところでございます。国の推計でご

ざいますが、平成22年度の社会保障費は、国庫

負担が27兆6,000億円、地方負担が16兆8,000億

円で、今後も、毎年度の自然増といたしまし

て、国が約１兆円、地方が約7,000億円と見込ま

れているところでございます。

こうした中、本年度の県の予算でございます

が、高齢者医療や介護保険等の負担金、生活保

護の扶助費など国の制度事業が594億円、また県

単独の医療費助成事業が23億円、合わせて617億

円と、福祉保健部の予算全体の６割を超えてお

りまして、前年度比4.0％、約24億円の増となっ

ているところでございます。社会保障につきま

しては、御承知のとおり、国、地方とも厳しい

財政事情の中、その持続可能な制度の構築が極
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めて重要な課題でございまして、現在、国にお

いて、社会保障と税の一体改革を進めるため、

社会保障給付の全体像や費用設計、またその財

源等について、地方単独事業を含めさまざまな

検討が行われておりますので、その動きを注視

してまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 関連がありますので、総務部

長にお尋ねいたします。社会保障費、これは

待ったなしに本県も出るわけであります。そし

て、これは固定費、義務的経費的なものですか

ら、歳出に占める割合が50％以上になってく

る。社会保障費ばかりふえていきますと、一般

財源、政策経費が少なくなるということで、ま

すます宮崎県は貧乏県になってくるということ

であります。そうなりますと、今、部長が答え

た財源、これは基本的にはどういう形になって

いるのかというのを、県民にわかりやすく説明

してもらいたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 社会保障関係費の

財源につきましては、国庫支出金と一般財源で

構成されておりますが、三位一体改革の際に主

な国庫支出金が一般財源化されましたことか

ら、現在では、財源のほとんどを県税や地方交

付税などの一般財源で賄っている状況でありま

す。このうち地方交付税につきましては、毎年

度国が定めます基準に基づいて、社会保障に係

る標準的な行政サービスを提供するために必要

な費用を算出し、例えば65歳以上の人口などに

応じて算定される仕組みとなっております。地

方交付税におきましては、実際に措置した額で

はなく、標準的な経費として算定した額の一定

割合が交付されておりますけれども、県が単独

で行っております乳幼児や重度障がい者等への

医療費の助成などについては、算定の対象と

なっておりません。県といたしましては、ふえ

続ける社会保障関係費に対応できるように、地

方交付税の総額確保はもちろんのこと、現在、

国において検討が進められております社会保障

と税の一体改革の中で、地方が単独で負担して

いる社会保障関係費の財源が確実に担保される

よう、全国知事会等を通じて国に強く訴えてま

いりたいというふうに考えております。

○中野廣明議員 私も詳しいことは知りません

けど、宮崎県の社会保障費、これは限定的であ

りますけど、この金額は地方交付税に入ってい

るか入っていないかと。一応算定基準にはある

ということですね。人口を基準にしてその中に

計算はされているけど、実態は、県が実際使っ

ている社会保障費が丸々地方交付税の中に入っ

ているかどうかはわからないということでいい

んですよね。そういうことでありますから、今

後、この問題については、いろんな問題解決の

あり方について県民総力戦でやるべきじゃない

かな、そういうことで質問をいたしました。

次に、少子化についてお尋ねいたします。

今、日本において痛みを感じない最大の課題

は、私は少子化であると思っております。少子

化の進行は、日本の社会経済力の低下、労働力

人口の減少など、マイナス要因ばかりであると

私は思っております。将来は移民制度を導入せ

ざるを得なくなるんじゃないかな、そんな妄想

まで持っております。そこで、本県の少子化の

現状と対策はどのようになっているのか、福祉

保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の出生数

及び合計特殊出生率につきましては、全国と同

様に減少を続けておりまして、近年やや回復傾

向にあるものの、依然として少子化の傾向は続

いておるという状況でございます。なお、合計

特殊出生率は、平成18年以降、沖縄県に次いで

平成23年９月７日(水)



- 19 -

全国第２位を維持しておりますけれども、人口

維持に必要とされる水準には及んでいないとい

う状況にございます。本県では、現在、次世代

育成支援宮崎県行動計画に基づきまして、全庁

挙げて少子化・子育て支援対策に取り組んでい

るところでありますが、先般、官民が一体と

なって子育て支援に取り組みます「未来みやざ

き子育て県民運動」の推進協議会が立ち上がり

まして、知事が先頭に立ってこの運動を展開し

ていくこととしております。少子化・子育て支

援対策につきましては、国において制度のあり

方などについて検討がなされているところであ

りますが、県としましては、このような動きを

踏まえ、本県のすぐれた保育環境や地域のきず

ななどを生かしながら、今後とも、総合的に各

種施策を推進してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○中野 明議員 関連質問をお願いいたしま

す。

○外山三博議長 通告がありますので、関連質

問を許します。なお、発言時間は、主質問者の

質問時間の範囲内となります。内村仁子議員。

○内村仁子議員 子育て支援について、福祉保

健部長に関連質問をいたします。

今の答弁にありましたように、生み育てやす

い環境をつくることが、子育てに対しては一番

大事じゃないかと思っております。まず、多く

の場で「地域の子供は地域で育てる」と言われ

ております。私も地域の子育てに複数かかわっ

ておりますが、県内の子育て支援に対するボラ

ンティア活動やファミリーサポートセンター事

業についての県の認識と、今後の対応について

伺います。私は、都城市議会でもファミリーサ

ポートセンターの開設を訴えてまいりました。

この制度は、働きながら子育てをしている家

族、専業主婦であるが保護者の病気や急病時の

子育て、核家族による子育てのストレス解消支

援に、平成17年度から、次世代育成支援対策法

に基づく支援事業として実施されております。

都城市においても本年度から実施されることに

なりました。この事業に対する県の認識と今後

の対応についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 子育て支援の

ボランティア活動など県民参加による取り組み

は、子育て支援対策を推進する上で大変重要で

あると認識しております。このため、県民総ぐ

るみで子育てを支援する、先ほど申し上げまし

たが、未来みやざき子育て県民運動の推進を図

りながら、官民が一体となって子育てを支援す

る機運の醸成や仕組みづくりに努めてまいりた

いと考えております。また、その中でも、県民

同士の共助によりますファミリーサポートセン

ター事業は、現在７市町で実施されております

が、この事業は、県民参加型の子育て支援策と

して大変有効な取り組みであり、今後とも、事

業の拡大に向けて、市町村に対し積極的な働き

かけを行ってまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。

次に、幼児教育と保育の質の向上として、認

定こども園の事業が実施されています。幼保一

体化を生む新たな次世代育成支援の包括的・一

元的な制度の構築に向けての施策、認定こども

園が、これからは大変重要になっていくものと

思っております。私は、先般、東京都品川区の

幼保一体化事業について研修してまいりまし

た。品川区では４カ所で幼保事業を実施してお

り、ことし６月に完成した最新の品川区立北品

川すこやか園に行ってまいりました。地域との

交流施設、幼稚園から延長保育への移行、待機

児童への一時的救済対応、特別支援の必要な幼

平成23年９月７日(水)



- 20 -

児へのサポーターの導入などをされており、幼

保・小・中の一貫体制が整備されておりまし

た。県内の状況及び今後の取り組みについて、

幼保施設は何％ぐらいになっているものか、あ

わせてお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の認定こ

ども園でございますけれども、本県で第１号と

なりました平成19年１月以降、22カ所設置をさ

れておりまして、幼稚園、保育園総数の約4.5％

となっております。また、その内訳でございま

すが、幼稚園型18カ所、保育所型２カ所、幼保

連携型が２カ所でございます。県はこれまで、

制度の周知や認定等に係る相談に対応してきて

おりまして、平成21年度からは運営費の支援も

行っているところでございます。現在、国は、

幼保一元化を含めました子ども・子育て新シス

テムの制度案の検討を行っておりますけれど

も、県といたしましては、今後とも国の動きを

注視していきますとともに、認定こども園の円

滑な運営が図られるよう、市町村、関係機関と

連携しながら支援を行ってまいりたいと考えて

おります。

○内村仁子議員 ３問目をお願いいたします。

続いて、児童虐待についてお尋ねします。

今、肉親による痛ましい虐待が報道されていま

す。胸が張り裂けるような思いで私も聞かせて

もらっておりますが、その多くは幼児への虐待

と思っておりました。しかし、近年、高学年児

童に対する虐待が発生しており、この要因、実

態とその対応について伺います。育児疲れ等か

ら来る虐待であれば、幼児への虐待が出るのか

なと思いますが、高学年に対する虐待の実態と

その対応について伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 昨年度、本県

の児童相談所で対応いたしました児童虐待の相

談処理件数でございますが、451件と全国同様、

過去最多となっておりまして、このうち、高校

生等の高学年の児童に対する虐待は、17件で全

体の3.8％となっております。内訳といたしまし

ては、ネグレクトが８件と最も多く、次いで心

理的虐待が５件、身体的虐待が２件、性的虐待

が２件となっております。

児童虐待の要因といたしましては、経済的な

事情や虐待者の心身の状況、養育に関する悩み

など、家庭が抱えるさまざまな問題が要因に

なってくるものと考えております。

虐待への対応につきましては、原則といたし

まして、48時間以内に児童の安否を確認いたし

ますとともに、児童に危害が及ぶような緊急性

の高い場合は、職権による一時保護や施設への

入所措置等を行うなど、迅速かつ的確な支援を

行っているところであります。なお、性的虐待

などの精神面の支援が必要なケースにつきまし

ては、児童相談所において継続的なカウンセリ

ングを実施するとともに、関係機関との連携を

図りながら心のケアに努めているところでござ

います。

○中野廣明議員 次に、自殺について質問をい

たします。今週末の９月10日は「世界自殺予防

デー」であります。我が国では、平成10年か

ら13年連続して、年間の自殺者数が３万人を超

える状況が続いております。本県でも平成９年

以来、自殺者が300人を超えており、平成19年に

は、10万人当たりの自殺者数が全国でワースト

２位であります。深刻な状況にあります。そこ

で、本県における自殺の現状と自殺対策の取り

組み状況について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の自殺者

数でございますけれども、平成19年の394人をピ
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ークに、その後３年連続で減少いたしまして、

平成22年は307人となっておりますが、依然とし

て深刻な状況が続いているものと認識をいたし

ているところでございます。このため県では、

知事を本部長といたします宮崎県自殺対策推進

本部と、民間団体等から成ります宮崎県自殺対

策推進協議会が連携いたしまして、総合的な自

殺対策に取り組んでいるところであります。

取り組みとしましては、県民への自殺に対す

る正しい認識の普及に努めますとともに、医療

専門職などに対する研修のほか、民間団体、市

町村が自主的に行う事業に対して支援を行って

おります。また、ＮＰＯが運営いたします自殺

防止電話に加えまして、本年３月から、新たな

自殺防止電話「ライフネット宮崎」を開設した

ところでありまして、今後とも、民間団体や市

町村と連携しながら、自殺のない地域社会づく

りに取り組んでまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 関連質問をお願いします。

○外山三博議長 関連質問を許します。清山知

憲議員。

○清山知憲議員 関連質問をさせていただきま

す。自由民主党の清山知憲でございます。

先日、厚生常任委員会でも宮崎県精神保健福

祉センターを視察いたしまして、宮崎県内の自

殺問題の大変厳しい状況をお伺いいたしまし

た。そこでまず、自殺の発生の多い時間帯と県

内における自殺相談の電話窓口、これの対応可

能な時間帯について、福祉保健部長にお伺いし

たいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成21年の厚

生労働省の統計でございますが、全国の死亡時

間別の自殺者数でございますけれども、男性で

は早朝の５時台、６時台が多く、女性では昼間

の12時台、３時台が多くなっております。ま

た、本県の自殺相談窓口の対応時間でございま

すけれども、ＮＰＯ法人が運営いたします宮崎

自殺防止センターが、日曜日、水曜日及び金曜

日の午後８時から11時まで相談を受け付けてお

り、県が運営いたしますライフネット宮崎は、

そのＮＰＯ法人が相談を受け付けていない曜日

の午後７時から11時まで相談を受け付けており

ます。このほか、昼間の時間帯では、各保健所

や精神保健福祉センターにおいても相談を受け

付けているところでございます。

○清山知憲議員 ありがとうございます。今、

御説明がございましたとおり、自殺の多い時間

帯が、男性ならば早朝、女性ならば昼間という

ことでありましたが、残念ながら宮崎県内の自

殺相談の窓口としては、こういった時間帯にな

かなか対応できていないのが現状かなと思いま

す。現在、ＮＰＯ法人や宮崎県の担当者さん

は、非常に努力されており、頑張っておられる

と思いますけれども、厳しく利用者の視点に立

つと、どうしても曜日によって電話番号が異な

る、そして、１週間のうち25時間という電話相

談可能な時間というのは、全国47都道府県で５

番目の短さでございます。自殺率の高い本県に

おいては、やはりもう少し相談窓口の対応時間

の拡充が必要かなと痛感いたします。そこで、

全国47都道府県のうち42の都道府県で自殺相談

の窓口対応をされている「いのちの電話」とい

う民間組織がございますけれども、ここは、そ

のうち21の都道府県で24時間休みなしの自殺相

談の窓口対応を行っております。宮崎県内にお

いては、私、先日、東京の事務局に伺いました

ところ、なかなかボランティアの担い手がいな

いということで事業を展開されておりませんけ

れども、こういった民間のいのちの電話さん、

もしくは現在、宮崎県内で活動されておられる
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ビフレンダーズさん、こうした民間の組織の存

在そのもの、もしくは活動状況を、より宮崎県

に周知していただく。例えばパネル展やシンポ

ジウム、その他広告媒体を通して、より多くの

ボランティアの方々、有志の方々がいれば、こ

ういった、例えば既存のビフレンダーズさん

は、より体制の強化につながるかもしれない

し、いのちの電話さんは、宮崎県内での事業展

開につながるかもしれない。ぜひ宮崎県として

そうした取り組みを強化していただきたいと思

いますが、部長の御見解をお伺いしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 確かに議員が

おっしゃったとおりでございますけれども、自

殺予防のための相談電話は、直接的に自殺を防

ぐ観点から、大変重要な役割を果たしているも

のと認識をいたしております。このため県で

は、相談窓口を記載いたしました「こころの電

話帳」の全戸配布や新聞広告などによりまし

て、その周知に努めているところであります。

今年度は、テレビＣＭや自殺防止週間等の街頭

キャンペーンにおいて相談窓口の周知を図りま

すとともに、自殺対策フォーラムなどにおい

て、電話相談の活動をされている、お話にござ

いました国際ビフレンダーズやいのちの電話の

取り組みも、広く県民の皆さんに知っていただ

きたいと考えているところでございます。ま

た、民間団体によります相談窓口の開設につき

ましては、これまで相談員の募集や養成に対し

て支援を行ってきたところでございます。今後

とも、新たな相談窓口の開設等に当たりまして

は、関係団体と十分に連携を図りながら支援に

努めてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○清山知憲議員 ありがとうございます。こう

した、いのちの電話さんやビフレンダーズさん

を知らない県民はまだまだ多くございます。何

とぞよろしくお願い申し上げます。以上です。

○中野廣明議員 次に、林業公社について質問

をいたします。

もう皆さんいろいろ御存じだと思いますけ

ど、今現在、林業公社の借入金残高合計が339億

円となっております。１ヘクタール当たり借入

金が301万円であります。１ヘクタール当た

り300万円で売れれば、借金はチャラになるとい

うことであります。宮崎県が211億円、日本政策

金融公庫が60億円、ここは利息が２％から、ま

だ6.5％まであると。よく聞く話ですが、ぼった

くりじゃないかなと思います。市中銀行が68億

円。県がみんな債務保証をしております。です

から、銀行は取りはぐれはないということであ

ります。そして、23年度の県貸付金が大体11

億7,200万円、濃淡はありますが、これがずっと

続いてきている感じであります。そして、この

計画が終了するのは平成80年。あと58年であり

ます。もうだれもいないんじゃないかなと思い

ます。そこで、部長にお尋ねいたします。平

成19年度策定の林業公社第３期経営計画の実施

状況、そして今後の対応について、部としてど

のような考えがあるのか、お尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社は、

平成20年度から29年度までの10年間を計画期間

とする第３期経営計画に基づき、経営に取り組

んでいるところでございますが、この計画で

は、長期借入金の償還について、県の貸付金と

伐採収入を充てることとしております。しかし

ながら、第３期経営計画策定時以降の木材価格

の低迷などにより、計画どおりの伐採収入が確

保できず、計画と実績に大きな乖離が生じてお

りまして、平成20年度末に４億2,700万円あった
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資金残高が、22年度末には２億7,500万円まで減

少しております。このまま推移しますと、平

成24年度には資金が底をつく事態となることが

見込まれますことから、県としましては、今年

度、林業公社の存続・廃止を含め、検討を行っ

ているところであります。検討に当たりまして

は、林業公社の果たすべき役割や、県民負担が

最小になることを基本に、関係部局とも十分な

議論を行うとともに、県議会の皆様の御意見も

お伺いしながら、林業公社のあり方について検

討を行ってまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 今、全国に40何ぼありますけ

れども、林業公社を解散したのが４公社、４県

であります。なお、参考に申し上げますと、

今、環境森林部の林業関係の予算が179億円、こ

れは職員の給料も入っております。そして、こ

れは統計課からもらった数字です。統計課とい

うのはいろんな数値がありますけれども、林業

産出額という数値があります。これは林家が

売った金額の合計。ちょっと数字が古いですけ

ど、平成20年が261億円であります。そして林家

が売って残った金、付加価値とか言われており

ますけれども、県内総生産が約157億円でありま

す。こういう数字であります。借金がいかに大

きいか。県の林業公社の予算も、少ないとは言

いませんけど、かなりいっているなということ

であります。私はここで解決方法を質問するつ

もりはありません。こういうことを含めて県庁

の中でまずはしっかり議論をして、どうするか

ということを検討していただきたいと強く要望

しておきます。

続きまして、商工観光労働部長にお尋ねいた

します。日本経済、失われた20年という中で、

３年前のリーマンショックがありました。そし

て、アメリカ、中国等々は、とりあえずそれか

ら抜け出しました。日本はまだまだデフレを残

したままの今のような状態であります。そし

て、昨年の口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃

岳、ことしの東日本大震災、円高の状況下での

本県の産業、中小企業はどのような状況にある

のか、商工観光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県産業

は、先ほどお話にもありましたような長引く景

気低迷に加え、一連の災害の影響により大きな

ダメージを受けたところでありますが、最近の

経済指標では、有効求人倍率が改善傾向にあ

り、また、直近ではございますが、主要ホテル

・旅館の宿泊客数が昨年度をやや上回り、一昨

年度の水準にまでほぼ回復するなど、一部に持

ち直しの動きが見られてきております。しかし

ながら、企業あるいは業界団体から伺っている

ところでは、まだまだ厳しいという声も多く、

また、最近の急激な円高などもあり、先行き不

透明な状況にあると考えております。このよう

な中で、中小企業につきましては、金融支援や

需要喚起対策等により、近年、倒産件数は低位

で推移しているものの、依然として経営環境に

は厳しいものがありますことから、今後とも、

その経営状況等を注視していく必要があると考

えております。

○中野廣明議員 確かに今、業界の状況という

のは部長が答弁されたとおりであります。た

だ、一昨年の数値に返ったということは、一昨

年から中小企業金融円滑化法が入ったわけで

す。その時点で、現状の借金は払えんから、リ

スケ、つまり支払い猶予をしておるわけです。

ですから、一昨年の景気に返ったという意味で

は、企業はこれが終わったときには、また苦し

いわけです。同じ大臣ですから、また１年延期

するということになれば、少しは延びますけ
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ど。

そういう中で、本県は、この円滑化法、23年

の３月までに8,416件が申し込んでいるわけで

す。この人たちがどうなるかということなんで

す。私は、今本当に宮崎の状況で新しい企業を

立ち上げるというのは難しいと思うんです。い

かに、今の中小企業を支援するところは支援し

て頑張ってもらって雇用を守るかということ

が、一番大事だと思っている。そういう意味

で、来年の３月31日で一応終わるわけですね。

今の状況がどうなのか、そういうのをしっかり

把握しながら、その状況によって、県としてこ

こはしっかりした対応、ファンドをつくるとか

方法はまだいろいろありますから、そういう対

応を今すべきだと思っているんですけど、部長

の見解をお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今、議員

が御指摘のとおり、返済猶予後に経営悪化原因

を放置していた場合、さまざまな問題が発生す

ることも懸念されるところでございます。この

ようなことから、金融庁は、この債務軽減期間

を企業の経営を改善すべき期間ととらえ、金融

機関に対して、いわゆるコンサルティング機能

を発揮するよう指導しておりまして、これに従

い、県内の金融機関や信用保証協会も、企業訪

問等を通じ、経営課題の把握や経営改善計画の

作成支援等にもこれまで以上に努めているとこ

ろでございます。

また、県におきましても、中小企業等経営基

盤強化支援事業によりまして、関係商工団体の

協力のもと、中小企業診断士等の専門家や経営

指導員から成る経営支援チームを全県下に14チ

ーム設置しておりまして、経営改善計画の作成

支援等を行っており、また、資金面からも県中

小企業融資制度において経営再建等支援貸付な

どを設けているところでございます。

県といたしましては、御指摘のような懸念を

十分念頭に置きまして、今後とも、金融機関、

信用保証協会、中小企業再生支援協議会、商工

団体等の関係機関と連携をしながら、中小企業

に対する金融支援と経営支援が一体的に推進さ

れるよう努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○中野廣明議員 本当にこれは中身がわかりま

せん。企業が自慢して言う話でもありませんか

ら。今聞いておりますと、何か他人事で、国が

しておる、しておると、そんなふうに聞こえま

す。しっかりこれは実態をとらえて対応するよ

うに。県は本部をつくるのが好きですから、そ

の実態によっては、ぜひそういうのでもつくっ

て対応をしっかりして、３月が期限ですから、

次の議会ぐらいまでには、どういう状況かを県

として報告できるように、他人じゃなくて、部

としての意見を精査してもらいたいと思いま

す。

続きまして、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。

今回、私は、農業センサス等もゆっくり読み

ましたけど、本当に日本の農業に、いい数字、

元気の出る数字はありません。それはちょっと

のけて、平成21年度の農業産出額というのを農

林水産省が発表いたしました。この中身は、平

成21年の農業産出額、県は3,073億円でありま

す。最高のときが何年か前、3,700億円まであり

ました。全国第５位ということであります。そ

の中の上位10品目を申し上げますと、肉用牛

が512億円、ブロイラーが499億円、豚が470億

円、米が227億円、キュウリが169億円、ピーマ

ンが112億円、生乳が94億円、鶏卵が80億円、葉

たばこが75億円、カンショが60億円でありま
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す。こういう状況になっております。宮崎の上

位品目を見ますと、牛が、まず口蹄疫の中でど

うなっているかというのがあります。キュウリ

は今のところまあまあかなと思います。ピーマ

ンとか生乳、鶏卵、葉たばこ─この葉たばこ

が、また後で言いますけど、大変なことになっ

ております。そういうことを考えて、農政水産

部としては平成22年度の出荷額をどのようにと

らえているのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成22年の農

業産出額につきましては、例年の12月公表に向

けまして、現在、農林水産省において算定の作

業が進められていると伺っております。このた

め、平成22年の産出額につきまして、平成21年

の産出額を参考に、主要品目等について出荷量

や販売状況等を考慮し、試算してみたところ、

肉用牛、豚、生乳につきましては、口蹄疫によ

る影響で、おおむね２割程度減少するものと思

われます。また、米、葉たばこにつきまして

も、景気低迷や需給緩和の影響等による価格の

低下、あるいは天候不順による収穫量の減少等

で、１割から２割程度減少するものと思われま

す。一方、ブロイラー、鶏卵、キュウリ、ピー

マン、カンショにつきましては、おおむね横ば

い、もしくはやや増加すると思われ、これらの

状況から、農業産出額全体としては、おおむね

１割程度減少するものと想定しております。以

上でございます。

○中野廣明議員 今、私は、本県の農業が復興

するとすれば、口蹄疫前の金額にいかに戻すか

というのが一つの大きな目標、目的だと思って

おります。そういう中で、畜産が大体半分以

上、1,700億ぐらいを占めておりました。これが

今後どうなるか。これをもとに戻せるかという

ことが、やっぱり大事なことです。そういうこ

とになりますと、口蹄疫からの復興、畜産の振

興・復興を今どういうことでやっているのか、

ちょっとお聞きいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 畜産につきま

して、農家の口蹄疫からの再開状況を見ます

と、８月末時点で戸数で57％、また、繁殖牛や

母豚などの生産基盤となる頭数ベースで47％と

なっております。また、子牛や子豚までを入れ

た頭数は、全処分頭数に対して牛36％、豚23

％、全体で26％となっております。これは、ま

だ再開されていない農家が相当数おられるこ

と、また、再開された農家も、現在、計画的な

導入を実施していること、また、大きく増頭が

見込める子牛、子豚の出産期はこれからである

ことなどによるものと考えております。また、

県全体の飼養頭数について、口蹄疫の発生前と

直近のデータを比較してみますと、牛で81％、

豚で84％となっており、それぞれ６万頭程度、

また14万8,000頭程度が減少しているところであ

ります。県といたしましては、長期計画の目標

としている口蹄疫の発生前と同水準の頭数が確

保できるということを目指しまして、再開農家

の経営が軌道に乗るための支援を継続いたしま

すとともに、防疫体制の強化に努めながら、自

給飼料基盤の確立や種畜の造成、導入促進等に

よりまして、生産基盤の強化を図っていくこと

としております。以上でございます。

○中野廣明議員 復興といえば西都・児湯地区

の話ですけど、畜産の振興というのは宮崎県全

体ですから、そういう中で頭数がどうなってい

るかという話じゃないと、私はどうもぴんと来

ん。しっかり目に見えるような計画─部長は

診断士の資格を持っていますね。分析できるは

ずですから、しっかりその辺をわかるように…

…。今のようなことを言って、聞いておってど
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うなっているか余りわからん。そういうこと

で、ぜひわかるような計画を立ててください。

それから、葉たばこ、お茶生産についてはど

のような認識か、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、葉たば

こにつきましては、宮崎県たばこ耕作組合によ

りますと、今回の廃作募集に伴い、９月２日時

点で約半分の生産者が廃作を希望していると

伺っており、大変厳しい状況にあると認識して

おります。このため、県といたしましては、関

係機関・団体で構成する葉たばこ廃作に伴う対

策会議に加えまして、９月６日に葉たばこ構造

改革支援緊急プロジェクトチームを部内に設置

し、関係機関・団体と連携を図りながら、廃作

を希望する農家に対する経営転換の支援や、廃

作に伴う農地の流動化や有効活用を促進する一

方で、葉たばこの品質、収量確保対策や共同利

用施設の再編など、葉たばこ栽培を継続する農

家への支援に一生懸命取り組むこととしており

ます。

次に、お茶につきましては、リーフ茶の消費

が全国的に低迷し、厳しい状況でありますが、

品質の高い茶につきましては高値で取引されて

いる状況もあります。このため、県といたしま

しては、各普及センターに設置した技術支援チ

ームの活動や、総合農試茶業支場に整備した製

茶技術研修センターの活用等により、高品質な

荒茶生産を積極的に推進し、成果も上がってき

ているところであります。また、販売面では首

都圏でのみやざき茶販売協力店の設置など、新

たな販路開拓等にも取り組むこととしており、

生産から流通に至る総合的な対策を進めなが

ら、本県の茶業経営の安定向上に努めてまいり

たいと考えております。以上でございます。

○中野 明議員 今、葉たばこの件で、部長は

残った人の話をされましたけど、きのう、数値

が出ました。ことしの葉たばこ耕作者が359

人。436人減ったということです。問題は、面積

が765ヘクタールになった。715ヘクタール減っ

た。半分農地があいたということになる。葉た

ばこ農家の人たちは、借りて耕作されている人

たちが多いんですね。そういうことで、今後、

耕作放棄地も含めてしっかりどうするかという

ことだろうと思います。

ちょっとよざんになりますけど、今、ＪＴが

やめる人に奨励金を出しております。反当た

り20万。いろいろ聞いたら、やめる人で28万も

らう人は、私だったら、私の孫の代までたばこ

耕作はしませんとかいうような条件。そこまで

やるのかなと思ったわけです。そこから先は何

も言うことはありませんけど、そういう実情で

ありますから、ぜひいろいろと……。農業はバ

ラ色の計画じゃありませんよ。本当に大変です

よ。そういうことでしっかり頑張ってほしいと

思います。

次に、今盛んに農政の計画に載っておりま

す、６次産業、農商工連携、農産物に付加価値

をつける、これはそれぞれどのような意味があ

るのか。みんなあれを読んでいる人は区分がわ

からんと思うんです。これをしっかりわかりや

すく説明してください。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化

は、例えばでございますけれども、稲作農家が

米粉パンの加工を行い、直売所経営を展開する

など、農林漁業者みずからが農業を起点としま

して、加工・販売等の分野にまで経営の多角化

を進め、農林漁業者の所得の向上を図るもので

あります。

また、農商工連携は、食品会社と養鶏農家が

連携し、宮崎県産地鶏の胸肉を活用したウイン
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ナーを開発するという事例がございますが、そ

のような事例に見られますように、農林漁業者

と商工業者等が連携し、相互の経営資源を活用

して、革新的な生産技術の開発や新たなビジネ

スの創出に取り組むというものでございます。

一方、農産物の高付加価値化ということがご

ざいますが、これは、このように生産物に加工

や直売によって新たな価値を付加することを意

味し、６次産業化や農商工連携を通じて目指す

ところであります。

県といたしましては、このような取り組みを

一層強化することにより、「儲かる農業の実

現」につなげてまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 国は新しい言葉をつくります

けど、中身は変わらんのですね。６次産業、農

商工連携、そして付加価値をつける。今までは

付加価値をつけるために、こういう６次産業と

か農商工連携、産学官連携をやりましょうとい

うことで、今でもずっと産業支援財団で同じこ

とをやっている。何でそれが進まんかというの

は、宮崎は中小企業、そういう対象になる企業

が少ないんです。だからできない。６次産業、

農商工連携といったって、パターンを簡単に言

いますと、農業法人がどんどん大きくなる。農

業法人によっては自前で耕作するのが一つ、も

う一つは農家に委託して買い取る。これでいい

のは、農家にとってはつくるときに利益が計算

できるということです。もうかる契約かどうか

というのはこれからです。農商工連携だって、

今いろんな加工をして売っております。それは

それでいいんだけど、そういう金額は宮崎県

の3,000億の製造品出荷額にどれぐらい影響する

か。これはこれで進めんといかんけど、何か

今、６次産業、農商工連携がこれからの農業を

つくってくれるような雰囲気になっている。決

して私はそんなことじゃないと思っております

ので、今やっている部分と、また新しく始める

んじゃなくて、既にやっているそこら辺と二重

行政にならんように、あなたも商工におったか

ら、ひとつ頑張ってほしいと思います。

次に、口蹄疫対策についてお尋ねいたしま

す。口蹄疫復興財団が基金30億円で設立されま

した。その目的と実施状況、理事長は副知事で

すかね、お願いします。

○副知事（牧元幸司君） 御質問がございまし

た口蹄疫復興財団につきましては、口蹄疫によ

りまして大きな影響を受けました県内経済の早

期回復、また県民生活の再建を図ることを目的

にいたしまして、本年３月に設立をされたとこ

ろでございます。財団におきましては、県か

ら1,000億円の無利子貸し付けというものを受け

て、運用型ファンドというものを造成している

ところでございます。そして、今、議員から御

指摘があった30億というのは、運用益が30億と

いうことでございまして、これを活用いたしま

して、平成27年度までの５年間にわたりまし

て、地域の活性化でございますとか、あるいは

観光・商工業の振興、さらには農畜産業の再生

といったような取り組みを、地域の実情に応じ

て幅広く支援を申し上げるということでござい

ます。これを通じまして県内経済の回復を進め

るということでございます。具体的には、市町

村、商工団体が企画・提案を行ってございま

す。そういった提案をいただいております事業

の中から、効果が期待できるというものを選択

いたしまして助成をするということでございま

す。

現在の状況でございますけれども、提案の公

募でございますとか、あるいは要望額の調査と

いうものを行っているところでございます。採
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択に当たりましては、経済情勢を見きわめなが

ら、柔軟かつ機動的に支援するということを基

本にいたしまして、現在準備を進めているとこ

ろでございます。口蹄疫からの再生・復興につ

いては、先ほど来、議員から御指摘のあるとこ

ろでございますけれども、もちろん、これはさ

まざまな取り組みが必要ということでございま

す。財団の行います事業と県が行います事業と

いうものを適切に組み合わせまして、全体とし

てスピード感を持って取り組んでまいりたいと

いうふうに考えてございます。以上でございま

す。

○中野廣明議員 私は、これは目的が間違って

いると思うんです。口蹄疫の復興というなら

ば、口蹄疫復興の状況で、２年前、県民にどう

いう被害なりがあったかといいますと、まずは

畜産農家、そして畜産関連農家、そして飲食店

等々とか、その時期、集会とか飲み方が減って

出る金は減ったでしょう。本当に口蹄疫で痛み

を味わった人たちがどうしているかということ

であります。しかも、今聞くと、これは宮崎県

の経済対策だというふうに聞こえる。復興対策

であれば、５年も時間をかけてやる分じゃない

と。旅館組合等も含めて、そのときのマイナス

が今、尾を引いているわけです。だから、しっ

かりこれは目的を持って、もうこれは仕方ない

話ですけれども、まだ牛関係でも、授精しな

かった部分、後で押川議員が質問しますからや

めますけど、そういう口蹄疫で損失をこうむっ

たところをいかに助けるかというのが、私は本

来の目的だろうと思っております。

それと、この事業は、観光だったら観光に４

億、５億やるわけです。従来の仕事とどこが違

うんだと。ただ５億ふえたと。総務部長、来年

になると、財団から５億来ておるから、従来の

経費を５億落としますとか、そんなことをした

らだめですよ。そういう事業なんですよ、これ

は。もうちょっと考えて。

それから、財団になりましたから、この中身

については議会では何も決議できません。そう

いうことで、私は、今回、県議会も含めて考え

ると、車の両輪というのはおかしいなと。お互

いに言うところは言って、ノーと言うところは

ノーと言うべきだなと、そんな気がいたしまし

た。私は、この計画、前から言っていますけ

ど、我々の意見は何も入っていない。そういう

ことじゃ我々も何をしているかわからん。しっ

かりノーと言うところはノーと、今後、私は

言っていこうと思っております。

次に、埋却地の確保状況はどのようになって

いるか、部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 迅速な防疫作

業を行う上で、埋却地の確保は大変重要な要素

でございまして、改正された家畜伝染病予防法

においても、家畜の所有者が遵守すべき飼養衛

生管理基準の中で埋却地の確保が義務づけされ

たところであります。これまで、家畜防疫指導

強化対策事業を活用して実施しました牛飼養農

家約7,000戸の現地聞き取り調査では、７月末時

点で「埋却地を確保している」と答えた農家は

約７割となっておりますが、すべての畜産農家

において埋却地が確保されることを基本に、10

月末を目途に、市町村と連携して、農家に対す

る指導や確保状況の全体的な把握を行うことと

しております。なお、９月１日から来年３月に

かけて実施いたします家畜防疫員による巡回調

査の中で、より詳細な調査・指導を行ってまい

ることとしております。以上でございます。

○中野 明議員 去年か、ことしの６月か、知

事にも質問いたしました。要は、県としては、
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法律どおり埋却地は個人の責任でやらせようと

いうことなんですよね。例えば鹿児島県を見ま

すと、鹿児島県は去年の11月の時点で、公有地

は調査によりできる限り可能性を確認済みとい

うことで、例えば試算では、牛は370万頭、豚

は1,570万頭を埋却可能とするということで、み

んな了解をとって、行政も一緒になってそうい

うのを準備しているということです。宮崎県は

一番痛い目に遭っているんです。その中でも、

国の検証委員会は、「口蹄疫の一義的な責任は

県にある。発生後、埋却地の早期確保ができず

時間がかかった。このことがウイルスの量をふ

やし、感染を拡大させた一因となった」と、

はっきり言われている。私もそのころよく言わ

れた。「 明さん、県は何で火元を消さんで火

の粉ばっかり消しちょっとや」と言われた。ま

さしくそうだと思うんです。法律も、最初の法

律があって埋却地でもたもたしている。特措法

をちょっと前向きで出した。そして、改正した

らまたもとの法律に変わった。それはそれでし

ようがない。国のことだから。だけど、そのと

おりやっておったら、あんなに拡大したんです

よ。責任をどこがとれということじゃないんで

す。知事なんかそのとき現場におられたわけで

すから、埋却地の一つが、東国原知事の、農政

水産部長やらのチャンバラになったと私は思っ

ているんです。そういうことを含めて、しっか

り確保すべきだと私は思っているんです。知

事、どうですか、埋却地の取得については。知

事の考え方を。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、今、

農家の方、また、市町村、関係団体と一緒にな

りながら、しっかりと埋却地の確保に努めてい

るところであります。

○中野廣明議員 知事、努めていないから私が

言うんです。全体の畜産農家の70％を回ってど

うなるかとかしか聞いていない。知事も６月の

ときにちゃんと言ったじゃないですか。「７月

には協議会を開いてそういう方針を決めます」

と答えているんですよ。ちゃんと責任持って

やってくださいよ、それは。強く要望しておき

ます。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。

急激な入札制度改革で業界も混乱し、業者も

土木従事者も減少いたしました。さらに業界で

は公共事業の減少を心配している。業界の入札

制度改革前と入札制度改革後の状況はどのよう

なことか。また、一般競争入札250万円の根拠、

これがどうも私は理解できません。この根拠は

どのようになっているのか。また、業種によっ

ては、入札エリアとかいろんな検討すべき課題

がまだあると思いますが、入札制度改革後の現

況について県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） まず、建設業

者の状況についてでありますが、平成23年３月

末時点における県内の建設業許可業者数は5,004

者であり、入札制度改革が進められる前の平

成19年３月末時点の5,525者から521者減少して

おります。

次に、一般競争入札を予定価格250万円以上と

した理由についてであります。指名競争入札に

おきましては、業者選定に恣意性の余地が残る

というようなことや、入札参加業者数が限定さ

れることにより競争性が不足する場合もあると

いうような問題点が、一般的に指摘をされてお

ります。そのため、入札の透明性、競争性を確

保し、談合事件により失われた県民の県政への

信頼を早急に回復する必要があったことから、

それまで指名競争入札であった250万円以上の工

事について、一般競争入札としたところであり
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ます。

次に、地域要件についてでありますが、県の

公共事業費が大幅に減少している中で、その範

囲を狭めてしまいますと、業種や地域によって

は応札可能な工事が著しく減少してしまうこと

も考えられます。そのため、入札参加機会を広

く確保した上で、価格のみの競争に加え、総合

評価落札方式を活用することにより、技術にす

ぐれ、経営努力を行い、地域にも貢献している

建設業者が受注しやすい環境を整備していると

ころであります。しかしながら、地域要件につ

きましては、これまでさまざまな御意見もあ

り、検討すべき課題の一つであると認識してい

るところであります。議員が冒頭おっしゃられ

ました、成果を出すということが大変重要だと

私も思っておりますので、そういった成果を出

すという視点で、地域要件の見直しも含めまし

て、今後とも幅広く御意見を伺いながら、入札

・契約制度の検証と必要な見直しや改善を図っ

てまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 入札で余り成果を出されると

業者のもうけがなくなりますから、ほどほどに

やってください。私は、何で佐賀県と宮崎の貧

乏県が250万円なのかなと。300万だったらどう

なのとか、いろいろあるんですよ。よく聞くん

ですけど、舗装なんか、私の家の近くの業者が

えびのに行ってしている。一方では、えびのか

ら国富に来てしておる。これも何か、もう

ちょっと業者に対して気配りがあっても─気

配りというか思いやりとか。それだけ経費が

要っているわけです。それでなおかつとってい

るということは、かなりもうけもなくなってい

るという話だろうと。今、企業は、とにかくも

うけはゼロでもいいと、資金を返すために仕事

をとらんといかんというのが多いんです。そう

いうことも含めて、造園にしてもほとんどない

ですよね。造園なんか考えると、沿道修景美

化、あれなんかも回数が減っている。私もずっ

と県道を通って帰ると、わきは草ぼうぼうに

なってゴーストタウンのようで元気がなくな

る。草刈りぐらい２～３回ふやしてもいいん

じゃないかなと思いますけど、総務部長、その

辺も含めて、とにかく県民が望むのは、県庁の

財政がよくなってくれるより、やっぱり県民の

生活が少しは元気が出るほうがましだと、喜ぶ

と思います。県民の目線で見ればそうです。そ

ういうことで、いろいろ頑張っていただきたい

と思います。

それから、私のライフワークでありました都

市計画、これに書いてあります。規制緩和、条

例の見直し、出ていました。ただ、せっかくこ

こまで見直してくれて、何で大集落じゃないと

いかんのかなとか、何で50軒じゃいかんのと。

私が言っているのは、インフラが整っている集

落のちょっと端っこになったりとか、そういう

ときはどうなるのか。担当が前向きならいいけ

れども、これはまた担当といろんなことが起

こってくる。せっかくここまで、私のライフワ

ークも８割か９割、８年ぶりにできたかなと思

うんですけど、再度いろいろ見直しをお願いし

たいと思います。

それでは、教育長にお尋ねいたします。総合

計画の中で、「全国学力・学習状況調査で平均

正答率が全国を上回る調査科目割合」の指標に

ついて、小・中・高が平成22年の50％から、26

年に75％に上げるというふうに設定されており

ます。私は、50％というのは、勉強の好きな

人、好かん人を入れて、これから上げるという

のは、かなりの何かの根拠がないと、30人学級

にすればまた別かなと思いますけど、教育長の
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見解をお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査は、小学校６年生と中学校３年生を対象

に、国語及び算数・数学の２教科について、そ

れぞれ「知識」に関するＡ問題と「活用」に関

するＢ問題に分けて、計８科目で実施されてい

るところであります。本県の平成22年度の結果

につきましては、小中学校合わせて８科目中４

科目、割合でいいますと全科目数の50％の科目

が全国平均を上回る状況でありました。その実

態を踏まえまして、本年度策定いたしました第

二次宮崎県教育振興基本計画におきましては、

小中学校ともに、すべての科目について全国平

均を上回ることが県民の皆様の願いにこたえる

ことになるという考えから、10年後の学力向上

の目標値として、全国平均を上回る科目の割合

を100％と設定したところであります。したがい

まして、宮崎県総合計画アクションプランにお

ける４年後の平成26年度の目標値としまして

は、中間的な目標という位置づけで75％という

数値目標を設定したものであります。

○中野 明議員 私は、今思うと、小学校、中

学校で学んだことが、結構、世の中で通用して

いるなと思うんです。ぜひ頑張っていただきた

いと思います。

次に、私は地元の人から聞いたんですけど、

今、地元でいろんなスポーツ少年団等が頑張っ

ております。そのたびにいろいろ協力を求めら

れますけれども、各地域でスポーツ少年が頑

張っているが、中学校の運動部活では、専門的

に指導できる教師が指導に当たっていない場合

もあると聞いている。俗に言うと、せっかく小

学校で少年スポーツ団で頑張って、中学校に

行ったら技術が落ちるとか、そんな声もあるわ

けです。教育委員会としては、状況に対してど

のように対応されているのか、お尋ねいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 学校における運動部

活動につきましては、技能の習得ばかりではな

くて、集団の仲間意識や思いやりの心の醸成、

さらには、目標達成に向けて努力する姿勢や自

分の責任を果たす態度の育成など、現在の学校

教育の大きな柱であります「生きる力」を身に

つけさせる上で、大変重要な教育活動であると

認識をいたしております。このような意義を踏

まえまして、各中学校におきましては、教員が

指導に当たっているところでありますが、御指

摘にありましたように、学校によっては、教員

配置の関係上、競技歴がなかったり、専門的な

指導ができない教員が指導に当たっている状況

も見られます。そのため、県教育委員会では、

部活動の適正な運営と基本的な指導技術の向上

を図るために、毎年度、２つから３つの競技に

つきまして研修会を実施し、その質の向上に努

めているところであります。また、県中学校体

育連盟におきましては、運動部活動の充実を図

りますために外部指導者制度を設けまして、平

成23年度は377名の方が登録をされ、指導に当

たっていただいており、このほかにも、各学校

におきましては、専門的な技術を持った地域の

方々に協力をいただいている状況があります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、関

係団体と連携しながら教員の指導力の向上を図

りますとともに、地域の指導者にも御支援をい

ただくなど、運動部活動の充実に努めてまいり

たいと考えております。

○中野廣明議員 今、なでしこジャパンが頑

張っていますけど、小さいときから一生懸命頑

張ったああいう人たちが、そういうふうに出て

きております。やはり私は指導者が大事だと思
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うんです。仮に研修を受けたとしても、試合の

駆け引きとか微妙なところまでは研修ではどう

にもならんと思っております。私の家の近くに

も、高校を出てヤクルトに入って、体を壊して

帰ってきて、少年野球をやっている方がおられ

ます。ぜひそういう人たちをどんどん活用し

て、何も教室にばかり補助員を入れたりしない

で、こっちのスポーツのほうにもしっかり教育

長、頑張ってほしいと思います。そういうこと

で、どこでもいいんですけど、国富で採用する

とすれば、簡単に採用できるんですか。その方

法について。

○教育長（渡辺義人君） 地域の方々に中学校

の運動部活動へ協力いただく際には、学校から

地域の競技団体等に推薦や紹介をお願いする場

合ですとか、保護者等から学校に紹介がある場

合など、さまざまなケースがございますけれど

も、最終的にはそれぞれの学校長が判断するこ

とになります。今後とも、指導力のある地域の

方々の御協力をいただきながら、部活動の充実

に努めていただきたい、また、努めていきたい

と思います。以上です。

○中野 明議員 最終的には学校長ということ

であります。学校長も、１足す１が２の人もお

れば、１足す１が３、４と判断する人もおりま

す。ぜひ教育長のほうで、そういう分に対して

はしっかり前向きで対応してもらうように、通

知なり、校長先生に対して周知方をお願いいた

します。

次に、学校の医療についてお尋ねいたしま

す。昨今、軽症であるにもかかわらず救急車を

呼んだり、時間外に受診したりするなど、それ

が医療に携わる方々にとってどれだけ迷惑なこ

とであるか、モラルを疑うようなことが話題に

なります。そこで、県内の中学、高等学校にお

ける保健学習において、地域における医療の現

状、みずからの健康の管理、基本的な病気に対

する理解について、どの程度教えられているの

か、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校における健康教

育につきましては、子供たちが生涯を通じて健

康・安全で活力ある生活を送るための基礎を培

う上で大変重要であります。そのため、各学校

におきましては、学習指導要領に基づきまし

て、中学校では48時間、高等学校では70時間の

保健学習を行っております。その中で、地域の

医療につきましては、人々の健康の保持増進や

疾病予防の役割を担う保健所や保健センター、

医療機関があることを理解させるとともに、疾

病を予防するためには、これらの関係機関を有

効に活用する必要があることなどにつきまし

て、それぞれの発達段階に応じながら指導して

いるところであります。また、健康管理や基本

的な疾病につきましては、１つには、健康の保

持増進には、年齢、生活環境等に応じた食事、

運動、休養、睡眠の調和のとれた生活を続ける

必要があること。２つには、疾病については、

年齢、性別、免疫、生活習慣などの自分自身に

かかわる要因ですとか、大気や水質の衛生状態

等の身の回りの要因、これらがかかわり合って

発生すること。３つ目に、医薬品については正

しく使用すること、こういったことなどについ

て理解を深めることができるように指導してい

るところであります。

○中野廣明議員 関連質問をお願いいたしま

す。

○外山三博議長 清山知憲議員。

○清山知憲議員 医療と関連した教育委員会の

取り組みということで、関連質問をさせていた

だきます。
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まず、医学部進学者やその他の医療従事者を

ふやすための教育委員会の取り組みとして、ど

のように取り組まれているのか、お伺いしたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 医師、看護師など医

療従事者の確保は、県政の重要な課題であり、

県教育委員会といたしましても、医療従事者を

志望する生徒の学力向上や、志を高めるための

取り組みの充実を図っているところでありま

す。具体的には、全県下の高校３年生を対象に

実施しております合同学習会におきまして、医

学部等を目指すコースを開設したり、本年度よ

り、医学部等を目指す高校２年生を対象とした

学力向上のためのパワーアップセミナーを実施

して、全県下の志を同じくする高校生が一堂に

会して切磋琢磨する機会を設け、確かな学力の

養成に努めているところであります。また、宮

崎大学の協力を得まして、「宮崎サイエンスキ

ャンプ」における医療に関する実習等や、福祉

保健部と連携して、医師になるためのガイダン

スを行う「医学部講座」を実施しております。

それから、各高等学校におきましては、インタ

ーンシップ等の実施を指導しておりまして、病

院での「一日医師体験」や「ふれあい看護体

験」、医師や看護師等による出前講座、医学部

等に進学した卒業生の体験発表などによりまし

て、キャリア教育推進の観点から、医療従事者

を目指す生徒の志を高める取り組みの充実に努

めているところであります。さらには、医療体

制の整備という地域の要請や、医療を目指す生

徒の夢の実現のために、普通科高校において、

メディカル・サイエンス科等への学科改編を

行っているところであります。今後とも、本県

の将来を担う、また将来の医療を担う人材の育

成に積極的に取り組んでまいります。以上で

す。

○清山知憲議員 ありがとうございます。地域

社会の課題に関して、教育委員会が積極的に取

り組んでおられることがよくわかりました。し

かし、県内で、私立学校を除いて県立高校だけ

でも8,000名を超える学生が毎年卒業されており

ますけれども、教育委員会の地域社会の課題に

対するコミットメントを、医療分野に進む学生

以外の一般の学生方、広くその方々に向けてい

ただくことで、より地域医療の体制を守る、そ

うしたインパクトをもたらすことができるん

じゃないかと思いまして、次の質問を用意いた

しました。

先ほど中野議員からございましたとおり、学

生のうちから医療提供体制への理解、もしくは

薬や基本的な病気に関する理解を深めていただ

くことで、将来にわたって限られた医療資源を

有効活用し、また、自身の健康増進を図ること

ができると考えております。先ほど、保健学習

に関して御説明がありましたけれども、学習指

導要領に基づく保健学習以外でも、保健指導と

いった機会においてそうした理解を深めていた

だくことが必要かなと考えますが、教育長の見

解をお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 各学校では、子供た

ちが保健学習で習得した知識を活用いたしまし

て、自他の健康を管理したり、受診の際などの

適切な意思決定や行動ができる実践力を身につ

けられるように、道徳教育、特別活動等と関連

づけながら、教育活動全体で健康に関する指導

に取り組んでいるところであります。具体的に

は、高等学校の保健学習においては、救急時や

休日・夜間には医療が受けにくいことや、医療

を受けるのが不便な地域があることなどについ

て理解させますとともに、１つには、病気やけ
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がの状態に応じて適切な治療を受けるために

は、身近にかかりつけ医を持つこと。２つに

は、より精密な検査や専門的な治療が必要なと

きには、かかりつけ医からの紹介を受けて適切

な医療機関で受診することなど、医療機関の有

効利用について指導しているところでありま

す。また、医薬品につきましても、使用回数、

使用時間、使用量などにつきまして正しく理解

する必要があることを指導することとなってお

りますが、学習活動はもちろんでありますけれ

ども、修学旅行等の宿泊を伴う学校行事の前後

に行う特別活動ですとか、健康相談等の保健指

導で改めて関連づけて取り扱うなど、実践力を

高める指導の工夫・改善に努めているところで

あります。県教育委員会といたしましては、御

指摘の点を十分踏まえまして、学校医や学校薬

剤師等と連携を図りながら、子供たちが社会の

一員として、将来にわたり適切な判断や行動が

できるように、健康教育の一層の充実に努めて

まいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。私自

身、救急医療の現場で働いていたり、もしくは

先日行われた宮大の医学生による急病センター

での調査結果を拝見しますと、若年者におい

て、夜間当直体制への理解がなかったり、基本

的な体調管理、健康管理に関しての理解が乏し

かったりすることを非常に強く実感いたしま

す。延岡市などでは、地域の医療体制を守るた

めの市民運動が非常に盛り上がりを見せたりし

ておりますけれども、新聞や宮崎県の広報番組

などを全く見ない若年者が毎年ふえておりまし

て、行政のメッセージが届かない人たちがふえ

ている印象を持ちます。そういった意味では、

高等学校などでの公教育というのは、公共への

理解や自身の健康管理への理解を深める最後の

とりでかなと思いますので、一層取り組みの充

実をよろしくお願いしたいと思いまして、終わ

りとさせていただきます。

○中野廣明議員 あと４分残っております。

今、後悔しておりますけど、２～３問通告を取

りやめました。惜しいなと思っていますけど、

最後に一言だけ申し上げたいと思います。

今の時期、行政は大変であります。民間も大

変であります。そのためには、まずは県が中心

になるわけですから、知事を中心に、この改革

プランでは職員の研修、意識改革とか書いてあ

りますけど、私は、まず、管理職、課長以上の

意識改革、目的追求というようなものをしっか

り持ってやっていただきたいと思っておりま

す。また、議会も同じように、我々は地域の代

弁者だと思っております。我々が地域の意見を

伝えるということだと思います。そういうこと

を考えますと、やっぱり車の両輪というのはお

かしいなと思うんです。議論をばんばんやっ

て、イエスかノーかと、それぐらい、こういう

ときこそやらんといかんのかなと思って、少し

心新たにしたところであります。

どうもきょうはお疲れさまでした。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 午前中に

引き続きまして、自民党を代表して代表質問を

させていただきます。
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近畿・東海地方を中心に大雨をもたらしまし

た台風12号は４日未明に日本海に抜けました

が、この台風により、奈良県上北山村では、８

月30日の降り始めからの雨量が1,800ミリを超え

る記録的な豪雨となり、また周辺各地も大雨に

よって土砂崩れや河川の増水、はんらんが相次

ぎ、一部メディアによりますと、本日までに死

亡者が50名、行方不明者が55名となり、平成に

入って以降、最悪の事態となるおそれが出てき

ておるようであります。亡くなられた皆様方に

は心からお悔やみを申し上げますとともに、被

害に遭われた方にはお見舞いを申し上げたいと

思います。そして、一日も早い復興を願ってお

るところであります。

それでは、通告に従いまして順次質問を行い

ます。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

河野知事が東国原前知事の後を継ぐ形で知事

に就任して７カ月余りが過ぎますが、知事が就

任半年を迎えた７月21日前後、新聞各紙に半年

間の知事の県政に対する姿勢についての評価が

掲載されておりました。各市町村長や県民の多

くは、知事の話を聞く姿勢を高く評価されてお

ります。一方では、存在感が余りないという指

摘が多いようであります。これは、知名度が異

常に高かった前知事との単純な比較でそういう

印象になってしまうのでしょう。仕方がない側

面もありますが、私は、そもそも河野知事にパ

フォーマンスなど必要はないと思います。た

だ、パフォーマンスはなくても、河野知事らし

さはもっと出していくべきではないかと考えて

おります。知事は、記者会見やインタビューな

ど公の場での発言で、非常に慎重な言い回しを

されます。官僚的な話し方と言われる人もおり

ますし、政治家であるわけですから、こうした

ところにも、もっと知事らしさがあってもよい

のではないかと思いますけれども、政治家とし

ての知事をもっと意識して、今後どのような姿

勢で県政に臨んでいかれるのか、お伺いをしま

す。

壇上からの質問は以上で、後の質問は質問者

席から行います。以上であります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私の政治姿勢についてということであります

が、知事就任以来７カ月余りたちました。県民

フォーラム、それから市町村長との円卓トーク

など、さまざまな意見交換、またいろんな団体

との意見交換をさせていただいておりまして、

いろいろな御意見、御指摘をそれぞれ真摯に受

けとめますとともに、政策の立案、実施に当

たっては、そういった問題というものを、本質

を見きわめた上でしっかりと自分のカラーも出

せるようにと取り組んできておるつもりではあ

ります。これまで、東日本大震災に対して本県

独自の支援を行う「みやざき感謝プロジェク

ト」でありますとか、県内経済の活性化を図ろ

うという「みやざき元気プロジェクト」、さら

には県民総ぐるみで子育てを頑張っていこうと

いう「未来みやざき子育て県民運動」などの施

策に、私なりの思いを注いだところでございま

す。

今、質問議員御指摘のように、記者会見な

り、いろんな答弁の中で、慎重な物の言い回

し、それがえてして官僚的ではないか、また思

いが伝わらないのではないかという御指摘をい

ただいておるところでございます。そういった

御指摘もしっかり受けとめながら、前任者が歯

にきぬ着せぬ物言いをして、いろいろ物議を醸
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したというところもございまして、それをそば

で見ていた人間としましては、余り無用な波風

を起こしたくないという思いがついついあるわ

けでございますが、でも大事なことは、午前中

の議会でも御指摘がありましたように、やはり

知事としての思い、それから県としてどういう

ことがしたいんだということをしっかりと県民

の皆様にお伝えをして、そして一緒の方向を向

いて、それぞれの力を合わせていくということ

だというふうに考えております。政治家として

は、方向性を示す、夢を示すこと、将来を示す

ことが大変重要だと考えておりますので、自分

のいろんな物言いも含めて、しっかりと政治家

としての立場を踏まえて、県民の皆様の先頭に

立ってこの宮崎を率いてまいりたい、そのよう

に考えております。以上であります。〔降壇〕

○押川修一郎議員 知事らしさというのが、今

の答弁ではどうもやっぱりトーンが落ちている

なというふうに私は思います。知事になられ

て、政治家でありますから、おれについてこい

というぐらい、おれが宮崎を引っ張っていくん

だという気概を持って県政を引っ張っていって

いただかなければ、この宮崎丸は、本当に大変

な時代でありますし、沈没するわけにはいきま

せんから、知事、もっと、らしさ、自分らしさ

というものを出してほしい、そんなふうに思い

ます。もう７カ月たつわけでありますから、そ

ういう気持ちでぜひやっていただければありが

たいと思います。

次に、県職員の不祥事についてであります。

先日、県職員による公用郵便切手の横領事件

が明らかになりましたが、その直前にも県職員

による盗撮事件が相次いで発生しております。

知事は今議会の冒頭で謝罪されましたが、これ

だけ繰り返し不祥事が起きている状況を考えれ

ば、謝罪だけでは済まないような気がしてなり

ません。近年の県職員による不祥事の件数はど

ういった状況なのか、再発防止に向けた実効性

のある対策はどのように考えているのか、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 平成19年度以降でござ

いますが、知事部局におきましては、交通法令

違反を含みます35件の不祥事が発生しまして、

当事者65名、管理監督者54名に対して懲戒処分

を行い、当事者のうち４名を免職としておりま

す。平成19年度は、談合事件でありますとか、

不適正事務処理の問題等がございましたので、

かなり数字も、19年度以降の数字としては多く

なっているところでございます。

職員の服務規律の保持につきましては、研修

機関はもとより、すべての職場におきましてコ

ンプライアンス研修を実施しますとともに、年

に２回、服務通知を発しております。さら

に、19年度の不適正な事務処理の発覚などを受

けまして、全庁的なコンプライアンス推進体制

の整備を図るとともに、物品管理体制の見直し

や、準公金などの取り扱いの厳格化を図り、指

導を徹底してきたところでございます。このよ

うな取り組みを進めてきたにもかかわらず、今

回、公用切手の横領事件を初めとします不祥事

が発生しましたことは、痛恨のきわみでありま

して、県議会、そして県民の皆様に改めて深く

おわびを申し上げる次第であります。

一連の事件を受けまして、９月１日にコンプ

ライアンス推進委員会を開催し、委員長である

副知事から全職員に、メールの形での通知であ

りますが、通知を発して、職務規律の保持を強

く指導したところであります。今後とも、職員

一人一人の綱紀粛正を改めて徹底いたしますと

ともに、個々の事務処理におきます非違行為の
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発生を防ぐ新たな仕組みづくりなど、再発防止

に全力で取り組んで、県民の皆様の信頼回復に

努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 繰り返し職員のそういう研

修あたりをされておるわけでありますけれど

も、なかなか改善が見られないということにな

るというふうに思います。そういう中で今回、

副知事が先頭に立って全職員に通知をされたと

いうようなことでありますし、繰り返し起きて

いることが問題であるわけでありますから、今

後、県民の皆様の信頼を損なわないような形の

中で、しっかり取り組んでいただきたいという

ことを要望として申し上げておきたいと思いま

す。

次に、県政の情報発信についてお伺いをいた

します。

全国の知事あるいは市町村長などは、ありと

あらゆる形で自分たちの地域の情報発信を行っ

ております。本県の場合、この分野では前知事

が全国的に見てもかなりたけていたと思いま

す。芸能活動を長い期間やっていたことを考え

れば、それはある意味、当然のことだと思いま

す。しかし、こうした同じやり方をまねしても

仕方がない、そのことは知事自身十分認識され

ていると思います。このために知事は、観光や

物産などの定着・定番化を図ることを目的に、

「オールみやざき営業チーム」として、民間と

行政が一体となって、そしてメディアとも連携

・協力をしながら、県外に向けた情報発信や販

売促進を行う取り組みを始められました。知事

一人の、自分自身の個性に頼らないＰＲ方法

は、実によいアイデアだと思いますし、まさに

県民総力戦、県庁総力戦で宮崎を県外に売り込

んでいく、大変重要なことだと思います。た

だ、一つ残念なのが、この取り組みが現在は観

光や物産など限られた分野で行われているとい

うことであります。６月議会で清山議員が取り

上げました医師確保に関する知事のトップセー

ルスを初め、企業誘致や移住など、まさにオー

ルみやざきで総合的に取り組んで、ＰＲや情報

発信を行っていくべきであると思いますが、知

事の考え方をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な点でありま

す。この厳しい状況の中で県民一人一人の力を

結集した県民総力戦を呼びかけておるところで

ございまして、県庁としましても、限られた人

的資源、物的資源、財源などを有効活用するた

めに、まさに御指摘のありましたような県庁総

力戦が必要だろうということで、例に挙げてい

ただきました観光、物産分野におきましては、

「オールみやざき営業チーム」をつくって取り

組んでいるところであります。杉のＰＲであれ

ば、「チームみやざきスギ」というものをつ

くってやっておるわけでございますが、今、御

質問がございました企業誘致、移住促進、医師

確保、こういった分野につきましても、その基

本的な考え方は同様でございます。

例えば、企業誘致につきましては、私が本部

長を務めます企業立地推進本部を設置しまし

て、全庁的に企業誘致に関する情報を収集す

る、アンテナを立てる、企業立地推進局に情報

を集約して取り組んでいこうということで進め

ておりますし、医師確保につきましては、教育

委員会や病院局と連携した取り組みであります

とか、全職員向けに医師や医学生に関する情報

提供を依頼するなど、職員のネットワークを活

用した取り組みを行っております。また、今年

度は、医師確保対策をより効果的に推進するた

め、宮崎大学、県医師会及び市町村とも連携し

た「地域医療支援機構」を立ち上げるというこ
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とにしておるところでございます。移住促進に

ついても、同様の基本的な考え方で取り組んで

おります。さまざまな行政課題に対しまして、

「オールみやざき営業チーム」と同じような発

想で、県庁総力戦で当たってまいりたいと考え

ております。

○押川修一郎議員 わかりました。特に、企業

誘致とか医師確保というのは県政の重要課題で

ありますので、ぜひ知事が先頭になって頑張っ

ていただきますようにお願いをしておきたいと

思います。

次に、宮崎県民歌についてお伺いをいたしま

す。

知事にお尋ねいたします。県民歌、３番まで

とは言いません、１番だけでもよいですが、歌

うことができますか。あるいは歌詞は御存じで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） いろんな行事で聞きま

すし、１番の歌詞は存じております。２番、３

番まではなかなかですが、歌うこと、そのメロ

ディーラインも覚えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。歌

えるということで、真の宮崎県民になられたん

だなというふうに思うところであります。ぜひ

歌声も披露していただきたいと思っておりまし

たけれども、本日は時間もありませんから、ま

た別の機会でお願いをすることにしたいと思い

ます。

実は県民歌は、昭和38年、置県80年を記念し

てつくられたものでありますが、歌詞は全国か

らの公募だったようであります。最終的には、

日南市の酒井さんという方の詩が採用されてお

るようであります。この歌には、本県の豊かな

自然がいつまでもあり続けてほしい、未来に向

かって県勢が大きく発展してほしいといった作

詞家の気持ちが込められているように思いま

す。メロディーも非常にやわらかいため、聞い

ていて心がすっと和んでくるような実感ができ

ます。これだけすばらしい県民歌でありなが

ら、公の場で歌われる機会が少ないのではない

かと思います。できれば、県主催のイベント、

行事などでもっと積極的に県民歌を活用すべき

ではないかと考えますが、知事の考え方をお聞

かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、この

歌詞、特に１番の歌詞は、宮崎の自然環境のす

ばらしさがぎゅっと濃縮されたいい歌詞だと思

いますし、メロディーラインも大変覚えやす

く、テンポもいい、よくできた曲ではないかと

いう印象を受けております。県民の皆様に親し

まれ、愛唱されますように、県主催のスポーツ

大会などで歌っていただくなど、周知に努めて

おりますし、県民手帳や県のホームページにも

歌詞や楽譜を掲載しております。直接音楽を聞

きたい方は、ホームページからダウンロードで

きるほか、御要望があれば複製したＣＤもお送

りするというようなことも取り組んでおるとこ

ろでございます。今後とも、県民歌が県民の皆

様に浸透して、いろんな機会に歌われるよう、

県の広報誌によるＰＲや市町村などへの働きか

けに努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 私も県の行事、いろんなと

ころに出ますが、６月に開催されます県民さわ

やかスポーツ大会、このときには歌いますけれ

ども、後はほとんど聞いたことがありませんか

ら、ぜひ、今ありましたとおり、いろんなとこ

ろでやっていただきたいと思います。

次に、同じく県民歌について教育長にお尋ね

いたしたいと思います。教育長は県民歌、大丈

夫ですね。
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○教育長（渡辺義人君） 美声ではありません

が、ちゃんと歌えます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。答

弁を聞いてほっといたしました。この県民歌

は、ぜひ子供たちに覚えて歌ってもらいたいと

私は考えております。自分たちの郷土の歌なの

ですから、学校の校歌のように、将来どこへ

行っても幾つになっても、郷土のことを思いな

がら口ずさんでもらえるようにしてもらいたい

と考えております。これは、まさに教育基本法

や宮崎県教育振興基本計画にある「我が国と郷

土を愛する」理念と合致するものであります。

学校において県民歌を現在どのように教えてい

るのか、また学校行事等での県民歌の活用のあ

り方について教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 宮崎県民歌について

でありますが、本県におきましては、子供たち

が県民歌に親しみを持つよう、音楽科の宮崎県

版の副教材の中に掲載しておりまして、音楽の

授業などで指導している学校もございます。ま

た、高校生などを含む選手たちが参加します国

民体育大会の結団壮行式などの際に歌うこと

で、県民の代表としての意識を高めているとこ

ろであります。さらに、新規採用教職員の研修

会におきましても、県民歌を歌い、本県教職員

としての自覚を促すとともに、県民歌のすばら

しさを子供たちに伝えることができるように指

導しているところであります。県民歌は、郷土

の豊かな自然や風土、未来への夢などを明るく

さわやかに表現したものであり、私自身、大変

愛着がございます。今後、学校行事や県レベル

の大会での活用を検討するなど、県民歌の輪が

広まっていくよう、いろいろと工夫してまいり

たいと考えております。以上です。

○押川修一郎議員 これは、平成21年４月４

日、宮日の「窓」欄に載っておりました。宮崎

在住の主婦の岡本さんといわれる方であります

が、今は農業大学校でありますけれども、当

時、営農研修所、ここからある時間になると県

民歌が流れておって、学校で習わなくても自然

と歌を覚えて、今、この歌を聞くと懐かしく感

じられるというような投稿であります。そし

て、学校や職場でも毎日流してみてはどうだろ

うかとか、県民が一緒に歌える郷土の歌として

歌い続けていけたらと思う一人ですということ

であります。「ああ、我が郷土宮崎県」、軽快

なリズム、明るく元気の出る歌だということで

あります。

それから、これは７月14日でありますが、や

はり宮日の「窓」欄に載っておりましたけれど

も、県民歌の意義、当局の考えはということで

投稿が来ております。ぜひ広報誌あるいはラジ

オを使って流してほしいというような要望が来

ておるところであります。先ほどありましたよ

うに、知事も教育長も、また幹部の皆さん方

も、いろんなところでこれを協議していただい

て、宮崎県人であることを意識しながら頑張っ

てもらえるような、そういう県民歌にしていた

だければありがたいと思います。

次に、県の財政状況等についてお伺いをいた

します。

長引く景気の低迷により、国、地方の税収の

増加が期待できない中、ふえ続ける社会保障関

係費の財源につきましては、国における「社会

保障と税の一体改革」の具体的な取り扱いがい

まだ明らかにされておりません。本県におきま

しては、これまで基金の取り崩しに頼らざるを

得ない財政運営を強いられてきております。６

月に策定されました「みやざき行財政改革プラ

ン」におきましては、何の対策も行わなければ
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多額の収支不足に陥り、財政再生団体に陥るお

それがあるとされ、財政健全化に向けての取り

組みが進められるということで、大きな課題に

なっておるところであります。

一方で、県内経済や県民の暮らしに目を転じ

てみますと、昨年の口蹄疫の発生以来、高病原

性鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火により、基

幹産業であります畜産業を初めとする農業や、

その関連産業はもとより、観光業や運輸業な

ど、県内経済のあらゆる分野に深刻な影響が生

じております。県財政の大きな役割の一つは県

内経済の活性化であり、このような時期だから

こそ、地域経済を回し、県民生活の安定や県内

経済の復興を図るための取り組みを進めること

が重要であると考えますが、そのためには本県

の財政がどのような状況にあるのかが大きなポ

イントとなります。そこで、県の財政状況につ

いてどのようにとらえられているのか、知事の

基本的考え方をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の財政は、そもそ

も県税を初めとする自主財源が約３割、それ以

外の地方交付税や国庫支出金などの依存財源の

比率が高いという、まず構造的な問題を抱えて

いるところであります。さらに、貴重な自主財

源であります県税というものが、長引く景気の

低迷、さらには口蹄疫等の影響によりまして、

減少傾向が続いているという厳しい状況、さら

には依存財源である地方交付税につきまして

も、近年、減少傾向に歯どめがかかっておりま

すものの、三位一体の改革以前の水準を下回っ

ている状況にあるなど、厳しい財政運営を余儀

なくされているところであります。

なお、県債残高につきましては、償還財源が

確保されております臨時財政対策債などを除い

た場合、今年度末で6,348億円まで圧縮が図られ

る見込みではありますが、引き続き、一定の公

債費負担が続くものと考えております。

このような状況の中で、少子高齢化の進展に

伴いまして、毎年度、数十億円単位となる社会

保障関係費の増嵩等に対応しながら、口蹄疫か

らの再生、さらに疲弊した県内経済の復興対策

などに多額の財政負担が見込まれることになり

ますので、本県の財政状況は、大変厳しい状況

に置かれるものと認識しております。

○押川修一郎議員 まさしく今、知事が言われ

たとおりで、私たちもそこらあたりは十分認識

をしておかなければならぬというふうに思いま

す。

そういう中で、次に、来年度の予算編成につ

いてでありますけれども、知事就任後最初の予

算となった23年度予算につきましては、当初の

骨格予算と６月の肉付け予算で２回にわたり編

成がされたということであります。これは、知

事の政策提案の実現に向けた取り組みを初め、

県内経済への波及効果の高い県単公共事業の追

加的な措置など、本県の実情を踏まえた予算編

成であったというふうに評価をするところであ

ります。

しかしながら、今申し上げましたように、県

内経済は回復に向けた端緒についたばかりであ

り、まだまだ後押しが必要な状況であります。

また、東日本大震災の発生を契機とする県民の

安全確保に対する取り組みの充実や、医師不足

への対応、さらには道路や港湾の整備など、本

県には数多くの課題が山積しており、私たち県

議会自由民主党も先日、来年度に向けた知事へ

の申し入れを行ったところであります。財政状

況が厳しい中、県財政のかじ取りは非常に難し

い局面を迎えると思いますが、就任されて２回

目となる平成24年度の予算編成について、知事

平成23年９月７日(水)



- 41 -

の基本的な考え方をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど御説明しました

本県の厳しい財政状況を踏まえますと、まずは

基金の取り崩しに頼らない、将来にわたって健

全性が確保される財政構造への転換に向けた取

り組みというものを、引き続き着実に実施して

いく必要があろうかと考えております。また同

時に、口蹄疫の発生や新燃岳の噴火等によりま

して停滞している県内の経済の活性化を図る

「みやざき元気プロジェクト」というものを推

進していくとともに、議員御指摘のとおり、東

日本大震災を契機としました県民の安全・安心

を確保する取り組みでありますとか、地域医療

の確保、さらには東九州自動車道を初めとする

社会基盤の整備など、さまざまな重点施策にも

取り組んでいくことが重要であると考えており

ます。したがいまして、平成24年度の当初予算

につきましては、６月に新たに策定をいたしま

した第３期の財政改革推進計画に基づきまし

て、徹底した財源の捻出に努めながら、選択と

集中の考え方のもとに、県が抱えるさまざまな

課題に的確に対応した優先度の高い事業に、積

極的に取り組んでいく必要があるものと考えて

おります。

○押川修一郎議員 特に、県単公共事業は機械

的に削るのではなくて、社会資本整備がおくれ

ている本県においては、特に選択と集中を進め

る中でしっかりやってほしいというふうに要望

しておきたいと思います。

次に、防災対策についてお伺いをいたしま

す。

県庁舎の耐震についてであります。去る７

月25日、宮崎県防災会議地震専門部会が開催さ

れ、東日本大震災を受けて改定する地域防災計

画の基礎となる地震・津波被害の想定につい

て、日向灘地震の想定を現在のマグニチュー

ド7.5からマグニチュード８ないし９へ引き上げ

るよう求める意見が出されたということであり

ます。過去最大の日向灘地震は江戸時代の1662

年に発生をしておりますが、このときの地震の

規模はマグニチュード7.6、震源が日向灘沖合の

浅いところにあった可能性が指摘をされてお

り、場所によっては震度６の揺れがあったので

はないかと推定をされております。このときと

同じように、沖合の浅い部分を震源として仮に

マグニチュード８ないし９の地震が発生する

と、県庁舎の多くが甚大な被害をこうむるので

はないかと危惧されております。６月議会の私

の質問で、本庁舎のあり方は今後検討したいと

の答弁をいただいておりましたが、地震規模の

想定が高目に見直されることになった場合、全

庁舎の耐震について改めて見直しを行う必要が

あるのではないかと考えますが、総務部長の見

解をお聞かせください。

○総務部長（稲用博美君） 県庁舎につきまし

ては、必要な耐震補強工事を行いまして、建築

基準法に基づく耐震性能は確保されております

が、中には老朽化が進んでいるものもあります

ことから、日向灘地震で現在想定されておりま

す震度６強の地震が発生しました場合に、建物

が倒壊する危険性は低いものの、ひび割れ等に

よりまして、業務での使用が困難となる事態が

懸念されるところであります。このため、現

在、災害時の行政機能の維持を図るため、新た

な災害対策拠点施設の整備を含めた県庁舎のあ

り方について、庁内に検討委員会を設置して検

討を行っているところであります。日向灘地震

の想定規模につきましては、県地域防災計画の

見直しの中で現在、検討を進めているところで

ありますが、その結果、地震想定規模が引き上
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げられました場合には、県庁舎の耐震性能の再

点検を行いまして、必要な対策を進めてまいり

たいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 しっかりお願いをしておき

たいと思います。

次に、道路、橋梁の津波対策についてであり

ます。阪神・淡路大震災や今回の東日本大震災

を見まして、地震発生直後の救急活動や火災な

どの２次災害への対応、水や食料などの緊急物

資の輸送を初め、復旧活動に際しての機材や人

員の輸送など、地震発生時における道路機能の

確保は重要な課題であると改めて認識をしたと

ころであります。

県においては、宮崎県地震減災計画に、緊急

輸送道路の未改良箇所や危険箇所の整備促進、

優先確保ルートの橋梁の耐震化などについて具

体的な数値目標を掲げ、着実に耐震化の取り組

みを推進されております。しかしながら、これ

はあくまでも地震についての対策であるという

ふうに聞いておりまして、津波の想定はなされ

ていないということであります。東日本大震災

を踏まえれば、緊急輸送道路や橋梁の津波対策

も急を要すると思いますが、津波に視点を置い

た対策を今後どのように講じていくつもりなの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 道路や橋梁の

津波対策につきましては、我が国の道路施設が

津波により被災した事例が少なく、研究も進ん

でいないことから、現在の設計基準等に反映さ

れていないところであります。道路施設に対す

る津波対策としましては、例えば、想定される

津波の高さ以上に道路をかさ上げすることが考

えられますが、沿道の住民生活への影響を考慮

しますと、現実的には困難であります。

このため県としましては、災害時の迂回路や

救援ルートとなる緊急輸送道路などの橋梁の耐

震化や、落石防止等の防災対策を引き続き重点

的に推進しますとともに、被災して交通途絶と

なった場合には、緊急輸送道路の応急復旧を最

優先に、全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。また、今後は、津波からの速やかな

避難を促すため、道路標高の表示方法の検討

や、道路情報板による情報提供などの対策にも

取り組みたいと考えております。

○押川修一郎議員 確かに一番なのは、津波、

地震、そうでありますけれども、１秒でも早く

１メートルでも高く避難をするようにというこ

とが今、言われているようでありますし、いつ

いかなるときにこういう状況になるかわかりま

せんから、そういう方向の中で今後もしっかり

取り組んでいただきますようにお願いをしてお

きたいと思います。

次に、液状化対策についてお尋ねいたしま

す。先日、私たちは、千葉県香取市や浦安市の

液状化被害の実態を視察してまいりました。地

盤が緩み、電柱が土中にずっぽりと埋まった

り、反対にマンホールが浮き上がったり、道路

や歩道が陥没して、自動車や人の往来に支障を

来しておるところも多数見受けられました。液

状化の恒久対策には、地盤の改良を含めた大規

模な工事が必要になり、多額の費用がかかると

されております。また、湾岸部だけでなく、内

陸部でも沼や川の埋立地、下水道工事などで埋

め戻しに砂を使っているエリアなど、液状化リ

スクの高い地域は多いと言われております。本

県において液状化の危険性が高い地域はどう

いったところがあるのか、総務部長にお伺いし

ます。また、この液状化について特に緊急輸送

道路の対策はどのようになっているのか、県土

整備部長にお伺いいたします。
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○総務部長（稲用博美君） 県では、平成19年

に実施いたしました「地震減災計画策定に係る

地震・津波被害想定調査」におきまして、ボー

リング調査や土質試験の結果、また地下水の水

位などをもとに液状化の危険性が高いと考えら

れます地域を予想しております。その中で、日

向灘地震が発生した場合には、宮崎市、延岡

市、日南市、串間市、門川町などの海岸沿いを

中心に、西都市や国富町などでも液状化の危険

性が高いと予想しているところであります。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県における

緊急輸送道路を初めとする国県道の液状化対策

につきましては、橋梁などの重要な構造物の設

計におきまして、基礎地盤が液状化すると判定

された場合には、基礎ぐいの本数をふやすなど

液状化の影響を考慮した設計を行うこととして

おります。

なお、今回の東日本大震災の液状化による被

害の発生を受けまして、国において液状化対策

技術検討会議が設置され、検討成果が８月末に

示されたところであります。この成果を受け

て、各技術基準のあり方が検討されますことか

ら、県といたしましては、これらの状況を踏ま

え、今後とも、液状化対策につきまして、適切

に対応してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ただいま総務部長並びに県

土整備部長にお答えをしていただいたところで

ありますけれども、先ほど言いましたとおり、

２カ所を見てまいりましたが、本当に大変な状

況であります。今できておるものに対しては仕

方ないというふうにも思いますけれども、これ

は安全性の面から対策はしてほしいと思いま

す。今後においては、湾岸部あるいは内陸部に

あってもこういう危険性があるということであ

りますし、液状化になるおそれがあるというこ

とでありますから、液状化対策はしっかりやっ

ておく必要があるなというふうに思います。今

の答弁でも出てきておりますから、今後、対策

は十分やっていただきたいというふうに思って

おります。

次に、地域と連携した避難訓練についてであ

ります。東日本大震災が発生した時刻は午後２

時46分、被害に遭った子供たちの多くが下校途

中、あるいは下校後に津波に遭遇しておると見

られます。関係者によりますと、地震があと１

時間おくれれば子供たちの被害はさらに大きく

ふえた可能性が高いというふうに言われており

ます。登下校ということになりますと、学校の

先生が避難誘導を行うことも簡単にはできませ

ん。そうなると、学校のある地域との連携が重

要ではないかというふうに考えます。地域全体

で子供たちを避難誘導する、そのためには日ご

ろから地域と連携して避難訓練を行うことが大

切だと考えます。特に、今回地震が発生した平

日の昼間であれば、仕事で会社など勤めに出て

いる大人が少ない時間帯でもありますので、そ

うしたことなども視野に入れて、学校において

訓練を行っておくことが必要ではないかと考え

ますが、教育長の考えをお聞きいたします。

○教育長（渡辺義人君） 災害はいつどこで発

生するとも限りませんことから、各学校におき

ましては、学校以外で遭遇した場合につきまし

ても、近くの高台にすぐに避難するなど、子供

たちが自分の身を守るための行動について具体

的な指導を行いますとともに、その指導内容に

つきましても、保護者等へ広く周知していると

ころであります。また、県内におきましては、

地域住民と子供たちが一緒に地域を回りなが

ら、危険箇所や避難場所を確認する取り組み

や、地域と学校が合同で避難所を運営する訓練
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を実施している学校もございます。このような

地域と連携した取り組みは、子供たちがみずか

ら適切に判断し、行動できる資質や能力を育成

する上で、非常に効果的な取り組みだと考えて

おります。県教育委員会といたしましては、学

校が主体となる避難訓練に加えまして、例えば

地域が実施します自主防災訓練に子供たちも参

加するなど、学校と地域が連携した取り組みを

推進することにより、各学校における防災教育

が一層充実するように支援してまいりたいと考

えております。以上です。

○押川修一郎議員 確かに大事なことは、子供

たちがみずから適切に判断ができる、そして行

動ができる、そういった能力を育成する、そう

いう意味からも、地域コミュニティーの中でそ

ういった訓練等にもぜひ子供たちを出していた

だきますように要望しておきたいと思います。

次に、高齢者対策についてお伺いをいたしま

す。

65歳以上のひとり暮らしの高齢者は全国的に

増加しており、平成17年度の国勢調査では386万

人、高齢者人口に占める割合が19％となってお

ります。同じく本県におきましても、ひとり暮

らし高齢者は平成17年が約４万7,000人となって

おり、５年前の平成12年と比べて約7,500人も増

加している状況であります。このような中、懸

念されるのが、ひとり暮らしの高齢者がだれに

もみとられることなく息を引き取り、その後、

相当期間放置される、いわゆる孤独死の増加で

あります。孤独死または孤立死と言われている

ようでありますが、定義が確立していないた

め、きちんとした統計が存在しないとのことで

あります。しかしながら、ひとり暮らし高齢者

が増加していることを考えれば、孤独死が必然

的に増加していくことは明らかであります。そ

こで、お尋ねします。確たるデータはないと思

いますが、本県における孤独死の実態を県はど

のようにとらえているのか、またその防止策と

して具体的にどのような取り組みを行っている

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたとおり、孤独死につきまして

は、明確な定義がなされておらず、統計的に把

握することは困難なところでございます。

なお、私どもで宮崎県高齢者孤独死防止対策

連絡会議というのを設けておりますけれども、

そこで把握しております平成22年中の65歳以上

独居者、ひとり暮らしの方の検死件数でござい

ますが、これが281件となっているところでござ

います。

このような中、孤独死を防止するため、県に

おきましては、市町村や住民による見守りなど

の活動を支援いたします「共に支え合う地域福

祉推進事業」や「地域支え合い体制づくり事

業」などに取り組みますとともに、警察や消

防、市町村等で構成する連絡会議を開催いたし

まして、対応策の検討や連携の強化を図ってい

るところでございます。また、市町村におきま

しても、ひとり暮らしの高齢者などに対しまし

て、民生委員による訪問活動や配食サービスな

どを通じた安否確認、緊急通報システムの設置

などを行っているほか、民生委員、福祉協力員

などによります見守りネットワークの構築等に

取り組んでいるところでございます。今後と

も、市町村などと連携しながら、孤独死される

方を一人でも減らすことができるよう努めてま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。22

年中に65歳以上の独居死の検死件数が281件とい

うことでありますけれども、恐らく今後さらに
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ふえていくというように想定ができるわけであ

ります。今ありましたとおり、市町村を初め、

いろんな関係団体の方々との連携をしながら、

十分対応していただきますようにお願いをして

おきたいと思います。

次に、買い物弱者対策についてであります。

買い物弱者は、高齢者が多く暮らす過疎地や高

度成長期に建てられた大規模な団地などで、徐

々に増加の兆候が見られ始めているとのことで

あります。その数は全国でも約600万人とも言わ

れております。先月、宮日新聞に延岡市内で実

施された高齢者に対するアンケート調査の記事

が掲載されておりましたが、高齢者の45％が買

い物に不便さを感じているとのことでありまし

たので、本県にも相当程度の買い物弱者がいる

のではないかというふうに推測されます。

買い物弱者は新たな行政課題だと思います

が、この対策に積極的に取り組んでいる事例が

幾つかあります。例えば、コンビニのセブンイ

レブンが、ＪＡと組んで過疎地などでの移動販

売を行っております。また、福岡県の芦屋町で

は、中心市街地の空洞化で買い物が不便になっ

た高齢者を支援するため、町がスーパーマー

ケットの店舗を建設し、運営を民間に委託する

という取り組みを始められておるようでありま

す。買い物弱者対策は、民間だけあるいは行政

だけで取り組める問題ではありません。民間と

行政が協力し合いながら進めていかなければ、

解決を図ることが難しいのではないかと思いま

すが、本県の買い物弱者の実態をどのようにと

らえ、今後どのような取り組みを行っていくの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 買い物弱

者の問題につきましては、本県におきまして

も、中山間地域の市町村を対象に聞き取りをし

た結果によりますと、1,873の集落のうち約半数

に当たる894集落が「日常の買い物が不便であ

る」と回答しているなど、高齢化の進展等と相

まって、今後ともますます大きな問題になるも

のと認識しております。

このため県としましては、これまで、「まち

なか商業再生支援事業」「中山間地域新産業・

雇用創出緊急対策事業」等によりまして、美郷

町や日之影町等の商工団体が実施する買い物代

行や宅配などの取り組みに対し、支援を行って

きたところであります。また、今般、県商工会

連合会内に設置されました、買い物弱者の実態

把握や対策の検討に取り組む「買い物弱者対策

調査研究委員会」に、県の関係課も参画をさせ

ていただいているところでございます。買い物

弱者対策につきましては、事業主体をどうする

のか、事業の採算性をどう確保するのかといっ

た課題がありますとともに、地域住民の生活支

援や福祉のあり方等にも深くかかわってくる問

題でありますので、今後とも、関係部局や市町

村、関係団体と連携しながら、有効な施策を検

討してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 特に、中山間地の問題は大

変だろうというふうに思うわけであります。今

も言いましたとおり、これは行政あるいは民間

だけではどうもなりませんから、一緒になっ

て、自治体まで含んで、中山間地あるいは町な

かのそういったお店がなくなったところあたり

の対策─県内どこにあるか、ちょっと私もま

だわかりませんけれども、中山間地あたりは大

体想像がつくわけでありますから、そういった

形の中で取り組みを、ぜひともお願いしておき

たいというふうに思います。

次に、介護問題についてであります。本県に

おける要介護者は平成23年３月末現在で約５
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万1,000人ということであり、介護保険制度がス

タートした平成12年度が３万1,500人でありまし

たので、この10年で２万人近くもふえておると

いうことであります。高齢化の進行が著しいた

め、今後、介護や支援を要する高齢者はますま

す増加していくものと思われます。このような

中、本県の特別養護老人ホームの入所待機者

は、昨年の４月１日現在で3,425名に上っておる

ということであります。年々増加傾向だという

ことであります。しかしながら、国の調査によ

りますと、将来的な不安から、とりあえず入所

の申し込みをする人が多く、例えば在宅でひと

り暮らしをされている要介護度の高い高齢者の

ように、すぐに入所が必要な待機者は全体の１

割程度であるということが明らかになっており

ます。入所待機者の多くが緊急性が高くない一

方で、１割の高齢者が待ったなしの状況である

実態を踏まえ、その対策について県はどのよう

に考えておられるのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたように、特別養護老人ホームへ

の申込者数でございますけれども、昨年４月時

点で3,425人となっておりますが、その入所申込

者のうち、在宅で生活されている要介護４以上

の重度の方が全体の約４分の１となっておりま

して、これらの方々への対応が重要な課題の一

つであると認識をしているところでございま

す。申込者への対応につきましては、認知症高

齢者グループホームや小規模特別養護老人ホー

ムの整備に努めますとともに、在宅での生活を

支援するため、デイサービスや訪問介護等の利

用促進にも努めているところであります。今後

の対応につきましては、来年度、平成24年度か

らの第五期介護保険事業支援計画の策定におい

て、申込者の状況等を踏まえながら、市町村と

十分協議してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 先ほども言いましたし、た

だいまもありましたけれども、これからも増加

する傾向だというふうに思います。特に、なか

なか聞き取りは難しいかもしれませんけれど

も、急を要する方々から入所ができるような形

の中で、市町村あたりとも十分御検討していた

だいて、対策に取り組んでいただければありが

たいと思います。

次に、森林経営計画についてお伺いします。

本県は、全国有数の森林県でありますが、木

材価格の長引く低下傾向により、森林や林業、

木材産業を取り巻く環境は厳しさを増しており

ます。このような中、東日本大震災を契機に、

再生可能エネルギー源としての森林バイオマス

に対する期待感が高まっており、８月26日に

は、再生可能エネルギー全量買い取り法案が成

立しましたことから、エネルギーとしての利用

も含め、資源としての木材の価値がようやく見

直される時期が来たのではないかというふうに

思うところであります。

ことし４月、10年後に木材の自給率50％以上

を目指す森林・林業再生プランを実行するため

に、森林法が改正されました。この改正によ

り、森林所有者等がこれまで作成してきた森林

施業計画が廃止され、来年４月からは新たに森

林経営計画を作成することになっております。

しかしながら、私の地元の森林組合や森林所有

者などからは、間伐面積をふやさないと森林経

営計画の認定基準に合格しないとか、新たに設

けられた森林環境保全直接支援事業では、５ヘ

クタール以上まとめないと間伐の補助金が出な

くなるということなどから、林業経営は逆に厳

しくなるのではないかという話が出ておりま
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す。そこで、森林経営計画の創設の趣旨と、森

林施業計画、森林経営計画の違いについて、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 今回創設され

た森林経営計画制度につきましては、施業の集

約化や路網整備によるコスト低減を図ることに

より、森林所有者等が持続可能な森林経営を実

現することをねらいとしたものであります。森

林経営計画制度の詳細につきましては、現在、

国で検討されているところでありますが、森林

施業計画との主な違いにつきましては、現時点

で示されている範囲で申し上げますと、１つに

は、計画の対象となる森林については、一体的

な森林施業を進める観点から、これまでの30ヘ

クタール以上という面積要件のかわりに、隣接

する森林をまとめた区域とすること、２つに

は、コスト低減に不可欠な作業路網の整備に関

する事項を、新たに計画内容として盛り込むこ

と、３つには、森林経営計画に認定された森林

のみを森林整備の補助対象にすることなどと

なっております。以上です。

○押川修一郎議員 何とか事業は理解をしたと

ころであります。しかし、現場においては、市

町村マスタープランをいつまでに作成すればい

いのか、また森林経営計画はいつごろまでに作

成すればいいのかということで、不安がってい

らっしゃるところでありまして、再度、環境森

林部長に、わかる範囲内でお答えをいただきた

いと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 森林法は本年

４月に改正されましたが、この中で、市町村森

林整備計画は来年３月末までに作成することと

されております。また、森林経営計画につきま

しては、基本的には来年４月１日以降作成する

ことになります。これまでの森林施業計画につ

きましては、来年４月以降も、それぞれの施業

計画の認定後５年間は有効とされておりますけ

れども、補助制度との関連などについては、ま

だ明らかにされていないところでございます。

○押川修一郎議員 市町村マスタープランにつ

いては24年３月まで、森林経営計画については

施業計画の残の間までにできるだけ早くつくっ

ていただければということで理解をしてよろし

いでしょうか。―わかりました。

次に、里山の小規模な森林所有者の中には、

熱心に森づくりをされている人たちがいます。

持続的な経営ができる規模ではないとしても、

森林が荒廃しないように一生懸命取り組んでい

られるわけであります。里山は小規模であるた

めに、森林所有者の数も多く、また分散もして

おりますので、５ヘクタール以上まとめて間伐

するのは非常に困難であります。そこで、森林

環境保全直接支援事業における間伐５ヘクター

ルの採択要件は、里山などの森林については緩

和することはできないのか、環境森林部長にお

伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 御指摘のとお

り、里山等の森林につきましては、５ヘクター

ル以上の間伐を実施することが困難なため、必

要な間伐が進まない場合が生じるのではないか

というふうに懸念をしております。このため、

里山等における間伐については、面積が確保で

きない場合であっても補助の対象となるよう

に、採択要件の緩和を国に対して要望している

ところでございます。

○押川修一郎議員 里山は、今言いましたよう

に、なかなか面積もまとまりにくいわけであり

ますから、今、部長のほうからありましたとお

り、さらに積極的に国のほうにも緩和の要請を

お願いしておきたいと思います。
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次に、本県の杉は成長が早いという利点があ

り、40年生ぐらいで皆伐することができます。

一方で、成長が早いために、傾斜のきついとこ

ろなどは、長伐期に持っていくと大きくなり過

ぎて、台風などによって倒れる危険性があると

いうことであります。本県の林業は、40年生程

度の短い林齢で皆伐し、再造林する循環型林業

を行うのが最もよいやり方ではないかと考えて

おりますが、森林経営計画になることで、伐採

林齢や面積に関してどのような影響が出てくる

のか、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 森林経営計画

における伐採林齢につきましては、杉を例にと

りますと、木材生産機能の高い森林では35年生

以上とされる予定でありますので、それ以上の

林齢での伐採については問題はないものと考え

ます。伐採面積につきましては、木材生産機能

の高い森林について、連続して20ヘクタールを

超える伐採に対して制限が追加される予定であ

ります。これは、林地保全の観点等から設けら

れるものでありますが、一方では、森林所有者

等の一部に影響を及ぼす可能性がありますの

で、今後、伐採計画における工夫改善が必要に

なる場合もあるのではないかと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 伐採については、本県の場

合は問題ないというふうに理解をいたしまし

た。それから、伐採面積でありますけれども、

連続して20ヘクタールということでありますか

ら、今までのように、どこかの企業なりあるい

は業者さんが来て大規模な伐採をすることあた

りに制限がかけられるということでよろしいで

しょうか。―ありがとうございます。

次に、有害鳥獣被害対策についてお伺いをい

たします。

私は、平成21年度から22年度にかけて、県森

林・林業活性化研究委員会の委員長として、野

生鳥獣被害対策について調査研究をさせていた

だきました。野生鳥獣による直接的な農林作物

への被害額は、平成19年度が約２億2,700万

円、20年度が約２億7,000万円、21年度が約２

億9,000万円と、年々増加しており、平成21年度

の主な鳥獣別の被害状況は、シカが全体の39

％、次いでイノシシが34％、猿が12％となって

おります。

このような中、侵入防止さくの設置や追い払

いなどの対策に積極的に取り組んでいるところ

でありますが、私が今回特に取り上げたいのが

猿の捕獲についてであります。シカやイノシシ

は生息数は多いのですが、有害捕獲とあわせて

狩猟がありますので、ある程度の捕獲頭数が実

績としてあります。しかし、猿の場合は一般的

に有害捕獲だけでありますので、なかなか捕獲

実績が伸びないという課題があります。平成21

年度の統計では、シカの推定生息数は約６

万8,000頭、そのうち２万176頭が捕獲されてお

ります。捕獲率は約30％、猿は推定生息数が

約5,000頭、捕獲頭数が1,022頭ですので、捕獲

率は約20％と、シカに比べて10ポイントも低い

状態であります。そこで、有害鳥獣対策の中

で、特に猿害対策について県はどのように取り

組んでいく考えでおられるのか、環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 近年の野生猿

による農林作物の被害は、収入の減少ばかりで

なく、農林家の生産意欲を低下させるなど、大

きな問題となっております。このような中、集

落における農作物の取り残し等が無自覚なえづ

けにつながり、野生猿による被害拡大の一因に

もなっております。このため県では、昨年度、
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鳥獣被害対策緊急プロジェクトを立ち上げ、全

庁を挙げて、野生鳥獣を近づけない集落環境づ

くりや電気さくの設置等、地域が一体となった

被害防止対策を徹底するとともに、シカ・猿対

策指導捕獲員を県内22市町村に48名配置し、猿

の追い払いやわなによる捕獲を推進していると

ころであります。また、平成19年度から市町村

と連携し、野生猿特別捕獲班の活動を支援して

いるところであり、このような取り組みの結

果、捕獲数は増加傾向にあり、昨年度は1,428頭

の猿を有害捕獲したところでございます。今後

とも、市町村や関係部局と連携して、効果的な

野生猿の被害防止対策に取り組むとともに、被

害状況に応じた適切な捕獲に努めてまいりたい

と考えております。

○押川修一郎議員 シカ・猿対策指導捕獲員を

県内22市町村に48名配置というような効果も

あってか、昨年度は1,428頭の猿が有害捕獲され

たということでありまして、実績としては上

がっておるんだなというふうに思いました。

次に、狩猟者の確保についてであります。近

年の本県における主な鳥獣の捕獲頭数は、横ば

いか増加傾向にありますが、狩猟免許所持者数

は平成17年度の7,466人から平成21年度は6,384

人と減少し、これまで３年ごとの大量更新時に

は500人ずつ減少している状況にあります。さら

に、高齢化が進行しており、狩猟免許所持者の

うち60歳以上の占める割合は、平成21年度が69

％になっておるようであります。担い手を確保

するために、狩猟免許を取得しやすい環境の整

備に努める必要があると思いますが、その対策

について環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 狩猟者の減

少、高齢化が進む中で、適正な捕獲を実施して

いくためには、新たな狩猟者を確保していくこ

とが重要であります。このため県では、受験希

望者を対象に事前講習会を開催するとともに、

狩猟免許試験などのＰＲを通して、新たな狩猟

者の確保に努めているところであります。ま

た、昨年度から、試験会場に高千穂町を加えて

４つの会場で銃とわなの免許試験を実施すると

ともに、特に希望の多いわなにつきましては、

さらに１回追加して試験を実施したところであ

ります。この結果、昨年度は前年より90名多

い328名が受験されたところです。今後とも、猟

友会や市町村等と連携を図りながら、受験しや

すい環境づくりを進め、狩猟者の確保に努めて

まいります。

○押川修一郎議員 328名が昨年受験されたとい

うことであります。その中で、銃とわなのそれ

ぞれの合格者の内訳がわかればお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 328名の受験者

のうちの合格者数ですが、銃が58人、わなが248

人、延べで306人となっております。平成21年度

の合格者数が212人でしたので、94人の増となっ

ております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。や

はり銃のほうが少ないわけでありますけれど

も、銃が少ない理由というのは、やっぱり山間

部でも興味がなくなった方々が多いという話を

実は聞くんです。若い人たちに興味を持たせる

ような工夫というのもぜひお願いしながら、で

きればフィフティー・フィフティーぐらいで受

験者、合格数が上がっていって、狩猟も、そう

いう銃あたりも何とか確保していただければあ

りがたい、そのように思っております。

次に、鳥獣被害防止総合対策交付金について

であります。この交付金は、野生鳥獣から農林

作物の被害軽減を図るため、市町村が作成した
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被害防止計画に基づき、地域ぐるみで行う総合

的な取り組みに対して助成を行うものでありま

す。具体的には、捕獲機材の導入やモンキー

ドッグ等を活用した追い払い、侵入防止さくの

整備や捕獲鳥獣を食肉利用するための処理加工

施設の整備などに対して、定額あるいは２分の

１以内の補助を行うものであります。この交付

金は、例年だと12億円程度の予算なのでありま

すが、今年度は緊急対策枠として100億円が予算

措置されており、本県においても、各市町村か

らの要望に基づき、県から国に対して交付金の

申請がなされておると聞いております。

先日、各都道府県からの要望に対する国から

の内示額が示されましたが、九州各県では、長

崎県が７億4,000万円、佐賀県が７億円、大分県

が３億6,000万円、熊本県が２億8,000万円とあ

る中で、本県は8,500万円と、驚くほど低い内示

額となっております。もともと、各市町村から

の要望があって積み上げた総額が約１億6,000万

円程度しかなかったようでありますが、農林作

物への被害が年間３億円を超えるような現状で

あります。それも毎年大幅に増加している中で

ありますから、果たして市町村の対策がこの程

度のものでよかったのかと大きな疑問を持って

おるところであります。私は、市町村がこの交

付金に対して十分な理解をしていなかった、言

いかえれば、県からの説明が不十分だったため

ではないかというふうに思うところであります

けれども、この交付金の申請に当たって、県か

ら市町村への周知はどのように図られたのか、

そして、それが十分なものだったのかを農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本交付金につ

きましては、市町村や関係機関・団体に対し、

国の予算概算決定前後の昨年11月と１月の２回

にわたり、事業説明とあわせまして要望調査を

行い、その結果を取りまとめて国に要望したと

ころでございます。しかしながら、全国段階に

おきましては、予算額の２倍以上の要望が上

がっており、結果としましては、本県への配分

率は52.3％で、全国平均の48.9％とほぼ同等で

ありましたが、額で見ますと、他県と比較して

低いものとなっております。今後は、事業の周

知や要望調査の段階で、養成いたしました鳥獣

被害対策マイスターや地域リーダーを活用しな

がら、集落内の合意形成を積極的に進め、事業

の掘り起こしを行うとともに、国に対しても交

付金配分のあり方について検討を要望するな

ど、被害防止のため必要な予算確保に鋭意努め

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 再質に入りますけれども、

緊急対策ということであったわけでありますか

ら、その部分をどのように地域の中に説明し、

予算額確保のために努められたかということ

で、再度、お伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 御指摘のよう

に、鳥獣被害防止総合対策交付金については、

平成23年度には緊急対策枠として100億円の予算

措置がなされたところでございます。このため

県としましては、早急に事業趣旨の徹底が必要

と考えまして、事業概要が判明いたしました11

月に国の担当者を招き、市町村、関係団体等に

対し説明と要望調査を行い、さらに事業決定後

の１月には、その詳細について再度、説明を行

いますとともに、追加の要望調査を実施したと

ころであります。この間におきまして、事業採

択の前提となります市町村被害防止計画の作成

について、全市町村での作成を目標に推進し、

その結果、23市町村で作成が行われるなど、事

業啓発に努めたところでございます。しかしな
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がら、他県の要望が多かったため、相対的に低

い配分額となったところでございます。

○押川修一郎議員 ただいま御答弁をいただき

ましたが、この交付金の緊急対策は単年度で終

了する可能性が高いと思われます。今後の対策

について、特に十分な予算確保に向けてどのよ

うに取り組んでいく考えでおられるのか、こち

らは、現在のチーム長であり、農林水産省から

来ていただいております副知事にお伺いをいた

します。

○副知事（牧元幸司君） 鳥獣被害対策につい

てでございますが、これにつきましては、県政

の重要課題と位置づけておりまして、今、御指

摘ございましたように、私をチーム長といたし

ます緊急プロジェクトチームを立ち上げまし

て、全庁的な取り組みを行っているところでご

ざいます。このような中で、鳥獣を寄せつけな

い地域力の向上というものを目指しまして、被

害防止対策、捕獲対策、生息環境対策という３

つの柱から成る総合的な取り組みを進めている

ところでございます。今後につきましても、被

害の的確な把握でございますとか、あるいは県

下全域におきますモデル集落の設置でございま

すとか、あるいは鳥獣被害マイスターの育成

等、一層の工夫を行いながら対策を進めてまい

りたいというふうに考えております。

そのような中で、御指摘をいただきました鳥

獣被害防止総合対策交付金についてでございま

すけれども、これにつきましては、私自身も先

般、農林水産省に赴きまして、予算枠の確保に

ついて要望を行ったところでございます。

○押川修一郎議員 再度、副知事にお伺いいた

しますけれども、農林水産省への要望に際して

はどのような反応であったでしょうか、お聞か

せください。

○副知事（牧元幸司君） 農林水産省に対しま

しては、本県独自に進めております鳥獣被害対

策緊急プロジェクトの総合的な取り組みについ

て説明をいたしまして、一定の評価をいただい

たところでございます。

それでは、来年の予算についてどうなるのか

ということで、来年度の鳥獣被害防止総合対策

交付金についてでございますけれども、これは

何分、現在、概算要求に向けて作業中というこ

とで、まだ方向性は明らかになっていないとこ

ろでございますので、予算措置の継続につきま

して、強く要望させていただいたところでござ

います。

○押川修一郎議員 先ほどからやりとりさせて

いただいておりますけれども、これは22年度の

重点施策でありますし、我が県は鳥獣対策、い

ろいろ事業をやられておるわけであります。そ

ういう中で、財源が乏しい本県で、一番困るの

は市町村。末端の中山間地を控えている市町村

が一番被害をこうむるわけであります。私は、

今回、緊急対策ということで100億組んでありま

すから、これを例年と同じような金額しか予算

としてとれないということになれば、本当に残

念な結果でならないなというふうに考えておる

んです。午前中にも中野 明議員からありまし

たが、一括交付金においてもそうでありますけ

れども、今後、いろんなこういった予算を獲得

する場面というのが出てくるんだろうというふ

うに思うんです。そういうときに、やはり皆さ

ん方はそうでありますけれども、せっかく宮崎

県の東京事務所、大阪事務所、いろいろあるわ

けでありますから、そこらあたりとの連携の中

で、こういったことが起こらないような形で万

全を期してほしいと思いますけれども、通告は

しておりませんが、知事、今までのやりとりの
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中でお考えがあればお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、本県

にとって貴重な財源の確保の取り組みでありま

す。関係者が連携して、これからも取り組んで

まいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

次に、新幹線対策についてお伺いします。

ＪＲ九州の発表によりますと、新幹線の全線

開通から３カ月間の利用状況は、博多―熊本間

が約218万7,000人で、前年同期の在来線特急利

用に比べて35％の増、熊本―鹿児島中央間が

約129万3,000人で62％の大幅増になったとのこ

とであります。震災の影響が懸念されたにもか

かわらず、一定の集客が図られているようであ

り、ＪＲでは、関西方面からの観光客が鹿児島

方面に向かっているとの分析を行っているよう

であります。

県内の主要ホテル・旅館の宿泊客数を調べた

ところ、新幹線が開通した３月から５月は、前

年に比べて１万1,000人から２万6,000人の大幅

なマイナスが連続して続いておりましたけれど

も、６月になってようやく1,400人のプラスに転

じた状況であります。７月も１万6,000人のプラ

スになっておりますが、比較をしている昨年の

数字は、口蹄疫で観光客が大きく減少していた

時期であります。私は、新幹線効果は事実上ほ

とんど出ないのではないかなというふうに思っ

ておるところであります。こうした状況であり

ますが、商工観光労働部長は、新幹線効果をど

のように分析されているのか、また現在、新幹

線対策としてどのような事業に取り組んでおら

れるのか、またその効果についてお伺いをいた

します。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 九州新幹

線の全線開通後の利用状況につきましては、た

だいま議員からお話のありましたように、ＪＲ

九州によりますと、開通直後こそ大震災の影響

で伸び悩んでいたものの、その後は好調となっ

ており、また新八代駅と本県を高速バスで結ぶ

「Ｂ＆Ｓみやざき」も、利用状況が伸びつつあ

ると伺っております。新幹線停車駅のない本県

としましても、誘客対策として、南九州３県で

連携したプロモーションの展開や、２次アクセ

ス対策としての観光バス「ぐるりんひむか号」

の運行、レンタカープランの造成要請などに取

り組むとともに、旅行会社への旅行商品造成支

援などを行ってきたところであります。

最近の主要なホテル・旅館宿泊者数の動向に

よりますと、先ほどもお話がございましたが、

直近のデータのある７月は対前年比123.4％、さ

らに２年前、対前々年比99.6％と、回復傾向を

見せており、また、データはございませんが、

８月についても、宿泊施設や旅行会社等の関係

者から、にぎわいが戻りつつあると伺っており

ますので、これには新幹線効果もある程度は寄

与しているのではないかと考えております。

ことし10月から12月にかけましては、ＪＲグ

ループと南九州の３県が連携して観光ＰＲと全

国からの集中的な送客を行う、「熊本・宮崎・

鹿児島デスティネーションキャンペーン」を実

施することとしておりますので、これを核とい

たしまして、新幹線効果を少しでも多く取り込

むよう、さらなる観光客の誘客に努めてまいり

たいと考えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 わかりました。なかなかデ

ータがとりにくい状況かと思いますけれども、

今後、半年、１年かけてデータあたりも十分

とっていただいて、それなりの、また新幹線は

新幹線としての本県誘客に努めていただければ

ありがたいと思います。
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しかしながら、今、答弁をいただいたわけで

ありますけれども、私は、新幹線から観光客を

宮崎に引っ張ってくるというのはなかなか難し

い面もあるのかなということを、自分自身思っ

ております。そこで、交通インフラが十分でな

く、公共交通の利便性が低いことを考えれば、

やはり航空機をうまく活用して観光誘客を進め

ていくことも現実的な取り組みではないかと考

えます。そのためには、できるだけ低価格で、

そして路線が充実していることが重要であると

思います。県民政策部長にお尋ねしますが、低

価格運賃を売り物にしております格安航空会社

（ＬＣＣ）の誘致についてどのように考えてい

るか、また国内外の航空路線拡充について、さ

らに積極的に取り組んでいく考えはないか、お

伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 大都市圏から

遠隔地にあり、また陸・海の交通基盤が脆弱な

本県にとりまして、航空路線は地域経済の活性

化や東アジアとの交流拡大のための重要な交通

基盤であると認識しているところでございま

す。このため県といたしましては、航空路線の

維持・充実を図るため、引き続き、航空会社に

対し、増便や機材の大型化等につきまして、働

きかけを行ってまいりますとともに、経済発展

著しい中国や国内主要都市などとの新たな路線

開設につきまして、ＬＣＣの誘致を含め、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

ます。

次に、スポーツランドの推進についてお伺い

いたします。

私の地元西都市では、毎年、東京ヤクルトス

ワローズの二軍春季キャンプが行われておりま

すが、来年春のキャンプは13年ぶりに西都市で

１カ月間通しで行うとの発表が先日なされ、地

元としても大変うれしく思っております。ヤク

ルトは一軍が昭和63年２月に西都市でのキャン

プをスタートさせましたが、残念ながら、平

成12年から沖縄県でのキャンプに移行しており

ます。串間市でキャンプを行っていた中日ドラ

ゴンズは平成８年から沖縄へ、日向市に来てい

た近鉄バファローズも、オリックス・ブルー

ウェーブと経営統合した後、沖縄県宮古市でキ

ャンプを行っております。東京読売巨人軍につ

いても、ことしの春季キャンプから沖縄県で２

次キャンプが行われることになりました。これ

まで、埼玉西武ライオンズや福岡ソフトバンク

ホークスのように誘致に成功したチームもあり

ますが、反対に、他県に誘致されていったケー

スが多く、本県がこれまで築き上げてきたスポ

ーツランドの柱が少しずつ崩れ始めているよう

な不安を抱かざるを得ません。プロ野球チーム

の春季キャンプは、スポーツランドみやざきの

代名詞といいますか、看板みたいなものだとい

うふうに考えます。ぜひ本県で実施してもらい

たいものでありますが、本県でキャンプの実績

があるヤクルトや中日、監督が串間市出身の千

葉ロッテマリーンズなどは、やり方次第では誘

致の可能性があるように思われます。プロ野球

チームのキャンプ誘致について、知事のトップ

セールスで積極的に仕掛けていってもよいので

はないかと思いますが、知事の考え方をお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） プロ野球キャンプであ

りますが、何十万人という単位で多くの観客の

方、それからマスコミの方が来県されるなど、

経済効果、また宮崎という情報発信に大変大き

な効果があるものと考えておりまして、スポー
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ツランドみやざきの推進にとりまして、一つの

重要な柱であると認識をしております。このた

め、県や地元市が連携して、これまで施設整備

でありますとか、球団に対する県産品の贈呈、

また観客向けに、キャンプガイドマップの作成

や観光情報サイトの「旬ナビ」による情報提供

を行うなど、より充実したキャンプになるよう

な受け入れ環境の整備や盛り上げ対策に取り組

んでまいったところでございます。

御質問にありましたようなキャンプの新たな

誘致等につきまして、まずは今、キャンプを

行っていただいている球団の継続を図っていく

ということが大変重要でございますので、私

も、キャンプ期間中に各球団の激励に回ったと

きなど、機会あるごとに強くお願いをしておる

ところでございますし、新たな誘致につきまし

ても、球団の情報収集に努めるとともに、受け

入れの主体となります市町村の意向であります

とか、受け入れ環境の整備状況などを踏まえな

がら、これも積極的に対応してまいりたいと考

えております。一方、県民の皆様にもぜひ、キ

ャンプ地宮崎としての熱意を示す、おもてなし

の精神で受け入れるということで、キャンプの

とき、それからオープン戦のときはもとよりで

ありますが、このたび10月に開催されます「プ

ロ野球ファーム日本選手権」でありますとか、

「フェニックス・リーグ」などにも積極的に足

を運んで盛り上げていただきたい、御協力をお

願いしたい、そのように考えております。

○押川修一郎議員 まさしく県民総力戦でこう

いった問題にも取り組んでいかなくちゃいけな

いなと思いますし、誘致をする、あるいは逆に

他県にとられる、そういうことがあっては、な

かなか大変だというふうに思いますから、一緒

になってこういった運動を盛り上げる必要があ

るかなというふうに思いますので、よろしくお

願いをしておきたいと思います。

次に、農業の振興についてお伺いします。

菅前総理大臣は昨年11月、ＴＰＰへの参加交

渉を開始する方針を打ち出すと同時に、みずか

らが議長となる「食と農林漁業の再生実現会

議」を設置し、農林漁業の強化に向けた議論を

行ってきましたが、先月２日、その中間提言が

取りまとめられました。その内容は、農業法人

の資本増強に向けたファンド創設や、新規就農

者支援、農地の規模拡大といったことなどであ

りますが、これに対して８月21日付の西日本新

聞に、食品流通学の専門家である中村学園大学

の甲斐教授の「ＴＰＰへの交渉参加ありきの姿

勢が見え見え。ＴＰＰの言葉を隠したままで、

国民をだますかのような美辞麗句を並べ立てた

提言に、農家は怒るべきだ」とのコメントが

載っておりました。新しい野田総理大臣もＴＰ

Ｐ参加には積極的な考え方を持っていると聞い

ておりますので、今後の行方が大いに気になる

ところでありますが、農林水産業を基幹産業と

する本県としては、ＴＰＰに対して断固として

反対の姿勢を訴え続けていかなければなりませ

ん。ＴＰＰに対する知事の認識を再度お伺いし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰでございます

が、現在、アメリカやオーストラリアなど環太

平洋地域の９カ国が参加をいたしまして、農畜

産物などの関税の取り扱いや政府調達、また人

の移動など、幅広い範囲にわたります経済連携

の枠組みにつきまして協議が進められておりま

す。国におきましては、なかなか政権の方針と

いうものがはっきりしないので、不安を感じて

おるところでございますが、今御指摘のありま

したように、８月２日「我が国の食と農林漁業
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の再生のための中間提言」として、我が国の食

と農林漁業の再生の姿と当面検討すべき政策と

いうものが提示されたところでございますが、

具体的な手段でありますとか工程が示されてお

りませんで、また提言の内容につきましても、

国民的な議論がなされている状況にはないと考

えております。世界的な人口増加などによりま

す食料需給の逼迫が予想される中で、将来にわ

たる安定的な食料確保は、基本的には国内農業

の強化により担保すべきである、またその中

で、農業県である宮崎としてはしかるべき役割

を果たすべきであると考えております。これま

でも申しておりましたとおり、我が国の農業戦

略、食料戦略というものが明らかにされていな

い状況の中で、現段階でＴＰＰへの参加を認め

ることはできないものと考えておるところでご

ざいます。

○押川修一郎議員 そういう中で、民主党、２

年で３人目の野田政権が誕生したところであり

ます。どのような方向に今後、日本丸のかじ取

りをされるか、不透明でありますけれども、Ｔ

ＰＰ交渉は11月のＡＰＥＣが一つの山場になる

と思いますので、今後、全国知事会あるいは政

府に対して、反対の立場での発言あるいは要請

をお願いしておきたいと思います。

次に、農業機械のレンタル利用についてであ

ります。農業の生産コストの削減を図るため、

農業機械のレンタル利用がふえております。県

では、ＪＡグループでの取り組みが始まってい

ます。農機は購入すると相当な経費がかかりま

す。例えば、４条植え（クランク式）田植え機

は小売価格で約90万円、２条刈り（16.5馬力）

コンバインは小売価格が約300万円ですから、そ

れ以上馬力が大きくなると相当の金額になると

いうことであります。ＪＡのレンタルでは、田

植え機は補償料込みで１日当たり１万7,000円、

コンバインは同じく５万円で借り受けることが

できます。こうした農機は年間に使用する日数

も限られているわけですから、かなり割安とい

うことになります。特に、新規就農者にとって

は、農機を購入するということになりますと、

それなりの初期投資が必要になるわけですか

ら、このレンタル事業を活用すれば、大きな負

担軽減になるわけであります。近年、燃油高騰

の問題もありますし、農作物は全体的に価格が

低迷しておりますので、できるだけ生産コスト

を抑えるようにして、所得の向上につなげてい

きたいと思うのでありますが、農機のレンタル

事業を普及拡大していくために県の支援等は検

討できないか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業機械につ

きましては、農業を効率的に行う上で必要不可

欠なものでありますが、省力化、効率化を追求

する余り、過剰投資となり、農家経営を圧迫し

ている状況も一部に見受けられます。そのよう

な中で、農業者が必要な機械を必要な期間だけ

借りるレンタル方式については、農業者の経営

コストの低減につながるとともに、緊急時や農

繁期の機械不足など、幅広い農家のさまざまな

ニーズにこたえられる大変有効な仕組みである

と考えております。このため、今後、県といた

しましては、レンタル利用に対する農業者の実

態や意向把握を行うとともに、レンタル事業の

優位性啓発や、地域間での機材の相互利用調整

のあり方など、レンタル利用の普及定着に向け

た仕組みづくりや支援のあり方などを検討して

まいりたいと思います。

○押川修一郎議員 新たにコストを下げるとい

う意味でも、レンタルというのは大事だろうと
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いうふうに思います。さきの東日本大震災、津

波の被害、あるいは今回の台風で農機具等も相

当被害が出ていると思いますし、これまた新し

く購入するということになると大変であります

し、二重ローンも発生するような状況でありま

すから、新たな宮崎県の農業の方向の中で、ぜ

ひレンタル事業あたりが活用できて、コストが

下がる中でのまた御検討もお願いをしておきた

いと思います。

次に、セシウム牛及び枝肉価格低迷に対する

肥育農家対策についてであります。東日本大震

災に伴う福島第一原子力発電所の事故が長期化

する中、７月８日、福島県南相馬市の農家が出

荷した肉用牛から放射性セシウムが検出された

ことが明らかになりましたが、それ以降、放射

性セシウムに汚染された稲わらが与えられてい

た可能性のある肉用牛の存在が、17都道府県で

相次いで確認され、その一部は、本県において

も20数店舗の小売店などで販売されていたとい

うことであります。そこで、農政水産部長にお

尋ねしますが、放射性セシウムに汚染された稲

わらが、本県に持ち込まれたり、肉用牛に与え

られたりしている事実はないのか、お伺いをい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 放射性セシウ

ムに汚染された稲わらなどの県内での流通、使

用等につきましては、国の依頼に基づきまし

て、飼料取扱業者、市町村、農協等の団体への

調査を行うとともに、さらに本県独自で、肉用

牛肥育農家及び酪農家全戸に対して聞き取り調

査を実施したところでございます。その結果、

県内での流通、使用等の実績はないことを確認

しております。また、飼料取扱業者や畜産農家

に対しましては、稲わら等を購入する場合に

は、原発事故以降に東北・関東など16都県にお

いて収集されたものでないことの確認を確実に

行うこと、及び万が一購入した場合には、直ち

に使用を中止し、県または市町村、農協等へ報

告するよう指導しているところでございます。

○押川修一郎議員 わかりました。

次に、こうしたセシウム牛をめぐる一連の報

道によって、震災以降消費が低迷していた牛肉

の消費が一気に冷え込むとともに、７月12日に

は、東京の枝肉市場で牛肉が一時、１キログラ

ム当たり6 0 7円と大暴落、その後もＡの４

で1,400円から1,500円程度と、価格が大きく下

落している状況であります。口蹄疫からの再生

・復興に向けて関係者が一丸となって取り組ん

でいるやさきの原発事故による消費低迷に、畜

産農家は頭を抱えている状況であります。畜産

農家が安心して経営を再開、継続していくため

に、枝肉価格の安定につながる消費拡大対策の

実施が重要でありますが、県では牛肉の消費拡

大に向けてどのように取り組んでいこうとされ

ておるのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の肉用牛

振興にとりましては、まず安全・安心な牛肉を

生産すること、そして国内外の販路を開拓、ま

た拡大すること、さらには県内外の牛肉の消費

拡大を図ることが大変重要であると考えており

ます。そのため、関係団体と連携して、現在、

県内外に431店舗展開しております指定店の拡大

や、トップセールス、また各種フェアの開催等

に取り組みますとともに、香港・マカオを初め

とする海外への輸出対策につきましても、強化

していくこととしております。また、今回、Ｊ

Ａグループ等と連携いたしまして、宮崎県産和

牛肉消費拡大パックの販売や、みやざき再生・

復興プレミアム牛肉商品券の発行を予定してお
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りまして、県民の皆様の御協力をいただいて、

さらなる消費拡大に取り組んでまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 時間が余りありませんの

で、急ぎたいと思います。

次に、県内の肥育牛農家は、近年の子牛価格

や飼料価格の高騰に加え、原発事故による消費

の減退、枝肉価格の下落など、三、四重の苦し

みの状況になっております。このような中、４

月から６月の肥育牛経営安定対策、いわゆるマ

ル緊でありますけれども、３万3,000円が通常よ

りも早期に交付されるところであります。ま

た、７月分以降は毎月算定、交付されるという

ことでありまして、国においても、肥育経営の

直面している現状を考慮した制度の改善が図ら

れております。しかしながら、マル緊の発動は

あったものの、対象となる経費の算定に輸送費

や屠場経費などが含まれていないことから、肥

育農家の生産経費から見たときに約２万円ほど

の赤字の状態ということであります。肥育農家

が安定した経営が継続できなければ、子牛競り

市での購買も厳しくなると思いますので、肥育

農家の経営継続に向けた支援も必要ではないか

というふうに考えますが、国に対して、対象経

費の算定について制度の改善を要望していただ

くわけにはいかないか、農政水産部長にお伺い

をいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 肉用牛肥育経

営につきましては、枝肉価格の低迷に加えまし

て、配合飼料価格の高騰などにより、大変厳し

い状況にあると認識しております。このような

中、新マル緊事業につきましては、国に対して

地域の実態を踏まえた運用の改善を要望してき

ました結果、今年度から、粗収益の算定基準と

なる枝肉価格に、全国主要市場の取引データだ

けではなく、本県を初めとする地域の肉用牛主

産県の相対取引データが採用されるなど、一定

の改善が行われたところでございます。今後と

も、肥育経営の再生産が可能となる補てん水準

の確保、また積立金が不足した場合の財源確保

など、より地域の実態を踏まえた制度の運用が

なされますよう、引き続き国に要望してまいり

たいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、肥育農家対策、よろ

しくお願いをしておきたいと思います。

次に、口蹄疫発生に伴う人工授精自粛対策に

ついてであります。昨年、口蹄疫が発生した直

後の４月23日、県は、全農協や畜連を通じて家

畜の人工授精自粛の要請を行いましたが、県内

各地域ともその要請にこたえ、約３カ月、人工

授精を自粛し、その後、制限区域の解除に伴

い、７月下旬から一斉に人工授精が始まりまし

た。このことにより、授精自粛期間中に本来授

精が行われて生まれるはずであった子牛の出荷

時期、ことしの12月から来年の２月ごろまで競

りに出される牛が激減する状況になっておりま

す。また、その後は一斉に授精が開始されたた

め、来年３月から５月ごろまで、反対に通常の

出荷頭数を大きく上回る子牛が出荷されると予

想されておりますが、こうした競り市の牛の極

端な増減によって、子牛の価格が低下すること

が懸念されております。このような状況につい

て県はどのように認識をされておられるのか、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 昨年の人工授

精の自粛につきましては、県内での蔓延防止を

図る観点から、防疫指針に定める制限区域以外

の地域も含めた全県を対象に要請させていただ

いたところでありまして、その結果、他の地域

への感染が最小限に食いとめられたと考えてお
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ります。人工授精の約３カ月にわたる自粛とと

もに、自粛解除後、一斉に人工授精が行われま

した結果、ことし12月から来年２月まで子牛出

荷頭数が減少し、また３月から５月は出荷頭数

が激増することが予想されております。このよ

うに、県内子牛市場における出荷頭数が大きく

増減することから、購買者の確保が難しい、あ

るいは子牛価格の下落が懸念されます。また、

繁殖農家においては、子牛の出荷ができない期

間の資金繰りが苦しくなるなどの影響が想定さ

れ、大変厳しい状況であると認識しておりま

す。

○押川修一郎議員 ただいま御答弁をいただき

ましたが、部長も私と同じ認識をしていただい

ておるなということで、同感だというふうに思

います。そういう中で、畜産農家は非常に大き

な不安を抱えているわけでありますが、その懸

念を払拭するための対策、どのように取り組み

を考えておられるのか、再度、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 市場関係者に

おきましては、出荷頭数の平準化を図るため

に、子牛競り市への早期出荷の検討を進めてい

るところであり、県といたしましても、円滑な

出荷調整が行われることを目的に、競り市の子

牛価格対策並びに購買者対策として、農畜産業

振興機構に設置されている口蹄疫畜産再生基金

が活用できるよう、国と調整をしている段階で

ございます。今後、国からの了解が得られ次

第、早急に市場開設者や農業者等に対して周知

徹底し、円滑な出荷調整が行われるよう取り組

んでまいりたいと考えております。一方、子牛

出荷が減少する時期の運転資金不足に対応する

ため、経済変動・伝染病等対策資金や農林漁業

セーフティネット資金などの各種制度資金の活

用を図ることとしております。

○押川修一郎議員 ぜひ、これはしっかり国の

ほうにも要望をさらに強くしていただいて、対

策をお願いしておきたいと思います。

次に、入札・契約制度改革についてお伺いし

ます。

談合事件によって失われた県政に対する県民

の信頼を回復するため、指名競争入札から一般

競争入札への移行が図られてきたわけでありま

すが、この制度改革と公共工事の大幅な減少と

が相まって、建設産業の多くは厳しい経営環境

に直面しております。予定価格が3,000万円未満

の公共工事は、できれば指名競争入札を復活さ

せてほしいと、これまでも何度もお願いをして

まいりました。先日も知事に対して申し入れを

行いましたが、残念ながら、前向きな回答はい

ただけませんでした。

地元建設産業の話を聞いても、明るい話題は

非常に少ない。次から次に仲間が仕事を失って

いく。知事や部長は、「建設産業は社会資本整

備の担い手であり、災害時の緊急対応などにも

大きな役割を果たしてもらっている。地域経済

と雇用を支える重要な産業である」と繰り返し

答弁をされておりますが、本当にそう思ってい

るのだろうかと疑念を抱かざるを得ません。建

設産業を取り巻く環境は悪化しております。一

たび災害が発生したときには、機動力のある地

元業者がいないと大変なことになってしまいま

す。県では、総合評価方式をうまく活用して、

地元業者への一定の配慮をされておりますが、

今後、さらに地元業者が受注しやすい入札・契

約制度の見直しについて、知事にお伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 御質問にありました総

合評価落札方式につきましては、工事の品質確
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保を図る観点から、「価格」と「技術力など価

格以外の要素」を総合的に評価しまして、落札

者を決定する方式でありまして、企業の技術力

に加えまして、入札参加者の本店所在地や災害

時の協力体制など、地域の建設業者の役割を適

切に評価することによりまして、地元の建設業

者の育成にもつながる制度であると考えており

ます。

平成22年度は、公共三部で発注件数の最も多

い土木一式工事におきまして、競争入札案件

の78％に適用しております。その発注事務所管

内の建設業者が受注した割合は92％となってお

りまして、価格のみの一般競争入札と比較しま

して、10ポイント程度高くなっているところで

あります。一方で、実績の少ない建設業者の受

注機会確保などの観点も重要であると考えてお

りますので、価格のみの一般競争入札との併用

を基本に、工事内容等を勘案しながら、適用し

ているところであります。

入札・契約制度につきましては、工事の品質

確保を図るほか、技術にすぐれ、経営努力を行

い、地域にも貢献している建設業者が受注しや

すい環境づくりという観点から、引き続き、総

合評価落札方式を活用してまいりますととも

に、地域要件の見直しも含めまして、今後と

も、幅広く意見を伺いながら、適正な施工の確

保や建設業の果たす重要な役割というものを

しっかりと勘案して、制度の検証と必要な見直

しや改善に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 今後とも総合評価方式を中

心に進めていく考えのようでありますが、この

総合評価方式は、企業の技術力の評価項目の中

に、過去10年の同種類似工事の実績の有無を問

う部分があります。ここに市町村発注の工事を

対象として入れていないのは、九州では本県と

熊本県と鹿児島県だけであります。地元業者が

できるだけ受注しやすくするため、国・県発注

工事と同様に、市町村発注工事も対象にしても

らえないかと考えますが、県土整備部長にお伺

いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 総合評価落札

方式のうち、施工実績等を重視して評価します

特別簡易型におきましては、工事の品質確保を

図る観点から、企業や技術者が過去に行った工

事の実績や経験として、過去10年間の国または

県が発注した入札対象となる工事と同様な工事

の実績や経験を評価対象としております。御質

問にあります市町村が発注した工事につきまし

ては、監督・検査基準を策定していない、ある

いは工事の成績評定を実施していない市町村が

あるため、県が求める品質が確保できる施工能

力や技術力の確認が難しいことから、工事の実

績や経験については、国または県に限定してい

るところであります。

なお、予定価格4,000万未満の土木一式工事な

どにつきましては、地元の建設業者が受注しや

すい地域企業育成型の総合評価落札方式を原則

適用しておりまして、この方式でありますと、

技術力の評価において施工実績は問わないこと

から、国や県の実績が少ない建設業者の受注機

会の確保が図られているものと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 先ほども言いましたけれど

も、緊急時には特に地元業者というのが必要で

ありますから、やはり地元業者が育成されるよ

うな形の中で、今後とも御検討をよろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、人権教育、領土教育についてお伺いし

ます。
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初めに、人権教育についてであります。こと

しの４月１日の閣議において、「人権教育・啓

発に関する基本計画」の一部が変更され、新た

に、「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目

が、この基本計画の中に盛り込まれました。こ

のことを受けて政府の拉致対策本部は、５月26

日付で各都道府県知事と教育委員長に対して、

拉致問題に関する理解促進活動等の実施を求め

る通知を行っております。わかりやすく言え

ば、北朝鮮による拉致事件を人権教育として全

国の学校で取り上げるよう、通知がなされたと

いうことであります。北朝鮮による拉致事件

は、明らかな人権問題でありますので、学校教

育においてこのことをきちんと取り上げて子供

たちに教えていくことは、ある意味、当然のこ

とであると思います。県では、政府の通知をど

のように受けとめ、それに基づいてどのような

対応をされているのか、教育長にお伺いをいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 北朝鮮による拉致に

つきましては、日本国民に対する人権侵害であ

り、我が国の主権及び国民の生命と安全にかか

わる重大な問題であると認識をいたしておりま

す。本県におきましても、政府が認定した拉致

被害者の方を初め、拉致の可能性を排除できな

い特定失踪者がおられ、その方々の一刻も早い

帰国が実現されることを願ってやみません。

今回の政府の要請は、拉致問題の解決のため

には幅広い国民各層の理解と支持が不可欠であ

り、その関心と認識を深めることを目的になさ

れたものであります。県教育委員会といたしま

しては、この要請をしっかり受けとめ、発達段

階に応じて児童生徒の拉致問題への理解が深ま

るよう、人権教育のより一層の推進を図ること

が重要であると考えております。

現在、県教育委員会では、教職員の手引とな

ります「宮崎県人権教育基本資料」の中で拉致

問題を示し、人権侵害を受けた人の立場に立っ

て理解すること、人権問題を正しく理解しよう

とする態度を育てることなどを指導していると

ころであります。また、公立小・中・高等学

校、特別支援学校の校長や各学校の人権教育担

当教員等に対する研修の機会をとらえまして、

拉致問題は、国民に対する人権侵害であり、我

が国の主権及び国民の生命と安全にかかわる重

大な問題であるとの指導を行っているところで

あります。今後につきましては、今回の政府の

要請の趣旨を十分踏まえまして、教職員等に対

する人権教育研修をより一層充実させますとと

もに、政府が作成いたしました拉致問題啓発ビ

デオ「めぐみ」が、各学校における社会科や道

徳の時間、ホームルームの時間等で教材として

取り上げられるように、活用の拡大を図りたい

と考えております。さらには、12月の「北朝鮮

人権侵害問題啓発週間」に合わせた取り組みな

ど、拉致問題に係る人権教育の推進に取り組ん

でまいりたいと考えています。以上です。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。よ

ろしくお願いをしておきます。

次に、領土教育についてであります。昨年９

月７日、尖閣諸島周辺において領海を侵犯し、

違法操業を行っていた中国漁船が、意図的に海

上保安庁の巡視船に衝突を繰り返し、中国人船

長が逮捕される事件が発生したのは御案内のと

おりであります。竹島の問題につきましても、

韓国による占拠が、国際法上何ら根拠がないま

ま行われている不法占拠であることは、改めて

申し上げることではありませんけれども、そう

いうことであります。また、北方領土につきま

しては、昨年11月、ロシアのメドべージェフ大
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統領が北方領土を訪問したことに加え、韓国の

国会議員までも北方領土を訪問するという暴挙

がありました。このように、我が国固有の領土

をめぐり、周辺諸国が勝手な主張や行動を繰り

返しておりますが、こうしたときだからこそ、

我が国の領土に関する問題について、子供たち

に正しく理解をしてもらう必要があると思いま

す。学校現場で領土教育を正しく行うことは、

教育基本法や宮崎県教育振興基本計画の「我が

国と郷土を愛する」という基本的な考え方に沿

うものであります。学校においての領土教育問

題について、小・中・高、それぞれの取り組み

について教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 領土について正しく

認識することは、国民として重要なことであ

り、小・中・高等学校の学習指導要領におきま

しても、我が国の領土に対する理解や、不法に

占拠されている事実などにつきまして、的確に

扱うように明示をされております。このことを

受けまして、小学校におきましては、北方領土

などの島の名称や我が国の位置と領土につい

て、地図帳や地球儀などで具体的にとらえる学

習を行っております。また、中学校におきまし

ては、北方領土や竹島など我が国固有の領土に

つきまして、その位置と範囲を確認させるとと

もに、北方領土につきましては、現在、ロシア

連邦によって不法に占拠されており、返還を求

めていることや、竹島につきましては、我が国

と韓国の間に主張に相違があることなどにも触

れ、北方領土と同様に、我が国の領土、領域に

ついて理解を深めさせる学習を行っておりま

す。さらに、高等学校におきましては、地理の

学習の中で、小学校、中学校までの学習を踏ま

え、北方領土など当面する領土問題につきまし

て、我が国が正当に主張している立場に基づい

て学習を深めているところであります。今後と

も、学習指導要領の趣旨の徹底を図り、領土に

関する学習が適切に行われるように指導してま

いりたいと考えております。以上です。

○押川修一郎議員 学校教育の中で領土問題、

しっかり子供たちに教えていただきたいという

ふうに思います。

次に、犯罪被害者対策についてお伺いしま

す。

連日のように凶悪な事件がマスコミで報道さ

れておりますが、こうした犯罪の陰には、社会

が手を差し伸べてやらなければならない被害者

やその遺族などが必ず存在するわけでありま

す。被害者の家族は、命を奪われ、財産を奪わ

れといった直接的な被害だけでなく、犯罪に

遭ったことによる精神的な苦痛や身体の不調、

周囲のうわさや中傷、マスコミ報道によるプラ

イバシー侵害など、さまざまな問題に苦しめら

れております。

このような中、被害者同士が、みずから集う

自助グループなどの組織をつくっているようで

あります。６月には、九州や沖縄で起きた殺人

事件や交通事故などで両親を亡くした人たち

が、県を越えて連携を図っていく「九州・沖縄

犯罪被害者連絡会」という組織を立ち上げたと

の報道がなされております。被害者同士が支え

合い、励まし合うことで、被害者を孤立させる

ことがなくなると思いますので、こうした自助

グループが結成されるのは大切なことではない

でしょうか。本県にはこのような自助グループ

があるのか、またこうした組織に対してどのよ

うに支援をされておるのか、警察本部長にお伺

いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県におきまし

ても、平成19年に犯罪被害者自助グループが結
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成をされております。この自助グループは、事

件・事故等の被害者やその御家族、御遺族が傷

ついた心をいやせる場として、それぞれの思い

を語り合うために集い、被害の早期回復及び軽

減に資することを目的としたものでありまし

て、現在、交通事故被害者の御遺族の方々が参

加をしておられます。

自助グループへの支援でございますけれど

も、警察本部が被害者支援業務を委託しており

ます「公益社団法人みやざき被害者支援センタ

ー」におきまして、毎月１回、交流会を開催い

たしますほか、自助グループの周知のための広

報啓発活動を行っております。警察におきまし

ても、引き続き、みやざき被害者支援センター

との連携を強化いたしまして、自助グループへ

の支援を行いますとともに、犯罪被害者等への

情報提供、それから付き添い等の支援を推進し

ていく所存でございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

本当に問題を共有できるということで大変喜ば

れるだろうと思いますし、知らないことも知り

ながら、自分自身は安らぐ場所とか、そういう

意味でも、やはりこういった組織というのは大

事だろうと思いますので、今後ともいろんな形

での支援あたりをお願い申し上げておきたいと

思います。

最後に、自転車の交通違反ということで準備

をしておりましたけれども、時間が参りました

ので、以上をもちまして、代表質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時53分散会
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平 成 2 3 年 ９ 月 ８ 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）
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30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）
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◎ 代表質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、新

みやざき、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。新みやざきを代表しまして、日向市

選出、西村賢が代表質問を行います。本日は、

日向市からもたくさんの方に応援に来ていただ

いております。４年ぶりのことであります。本

当にありがとうございます。東日本の大震災か

ら間もなく半年となります。その災害の恐ろし

さを忘れる前に、今回の台風12号、奈良県、和

歌山県初め多くの地域で、死者、行方不明者

が100人を超す大きな災害となりました。被災さ

れた方々には、お見舞いを申し上げますととも

に、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げま

す。改選後、初めての代表質問となりますの

で、多少総花的になると思いますが、執行部の

皆様方の明快な答弁をよろしくお願いいたしま

す。特に河野知事、本日は誕生日であります。

おめでとうございます。昨日も押川議員のほう

から知事らしくと、知事らしさを求める声もあ

りました。ぜひ新たな１年、また健康に過ごさ

れて、県勢発展のリーダーとして活躍していた

だきますようにお願い申し上げます。

それでは質問に移ります。まず、知事の政治

姿勢についてお尋ねをいたします。

９月２日に、野田新内閣が誕生いたしまし

た。野田総理の誕生のきっかけになった民主党

代表選挙の演説は、みずからをドジョウに見立

てるなど、自虐的な言い回しは逆に好感を得ま

した。前財務大臣として、東日本大震災からの

復興には一時的な増税も必要だと復興増税の必

要性を訴え、その増税路線に対しては、今なお

与党内からも大きな反発があります。しかし、

国民にとって都合の悪いことをしっかりと訴え

るということは、逆に信頼感も高まったのでは

ないかとも思います。その新総理、また新内閣

に対しまして、河野知事の所感、また、復興に

おいて増税が必要であるという復興増税路線に

ついて、知事のお考えを伺います。

また、私が６月議会一般質問の際に、知事に

対して、東日本の被災地にぜひとも行ってもら

いたいという質問を行いました。その６月議会

終了後にすぐさま東北の地へ向かわれ、実際に

被災地を目の当たりにしてこられ、どのように

感じられたか。また、水産業初め本県にとって

もゆかりのある東北地域で、今後どのような復

旧支援、復興支援に本県が取り組んでいくの

か、知事のお考えをお聞かせください。

以下、質問者席より質問を続けさせていただ

きます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えをいたします。

まず、このような場で誕生日をお祝いいただ

き、大変感激し、恐縮しておるところでござい

ます。きょうは少し河野カラーを出してみたと

ころでございますが、本当の意味でのカラーを

出せるよう、御指摘を踏まえて政治家としての

思いをしっかり伝えてまいりたいと考えており

ます。（「よろしくお願いします」と呼ぶ者あ

り）はい。

新内閣への期待についてであります。我が国

は今、東日本大震災からの復旧・復興や原発事

故の収束を初め、円高・デフレ対策、財政改
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革、外交・防衛問題など、内憂外患、国内外に

重要課題が山積しております。先行きが極めて

不透明で、社会全体に閉塞感が漂っていると感

じております。新内閣には、この国難と言える

状況を乗り越えるための具体的な方針・政策と

いうものを明らかに示していただき、そして何

よりも政権内部での意思決定のシステムを明確

にしていただく中で、日本の再生に全力を尽く

していただきたいと考えております。また、復

興増税路線につきましては、総理が将来世代に

負担を先送りすることなく、逃げずに向き合お

うとしているその姿勢については共感するとこ

ろでございますが、一口に増税路線といいまし

ても、規模をどうするのか、どういう税目をど

れほど上げてどれだけの期間行うのか、さらに

は大切なのは、どのタイミングで行うのか、さ

まざまな検討課題もございます。大震災の後、

厳しい経済・雇用状況や円高に苦しむ中小企

業、さらに本県においては、口蹄疫からの再生

・復興等で大変厳しい状況もございますので、

こういったものを踏まえますと、慎重に判断が

なされるべきものと考えております。

次に、東日本大震災についてであります。今

回の大震災に際しましては、公務などの事情が

許す限り、早い段階でみずから被災地を訪問

し、その状況を自分自身しっかり確認したいと

考えておりましたが、７月に２回、宮城県、岩

手県を訪問する機会を得ることができました。

それまでも、現地に派遣した職員やメディアで

の情報で、被害の状況は承知していたわけであ

りますが、津波で町が壊滅し、瓦れきと化して

いる状況などのすさまじさを、改めてみずから

の五感をもって認識したところであります。ま

た、私みずから勤務したことのあります宮城

県、その変わり果てた姿に胸ふさがる思いもし

たところでございます。また同時に、その現実

に向き合っておられます被災者の皆様、そして

この復旧・復興に向けて尽力されております現

場の行政、またさまざまな団体の皆様の背負っ

ておられるものの重さというものを痛感したと

ころであります。被災地や被災者の支援につき

ましては、これまで「みやざき感謝プロジェク

ト」として、職員やボランティアの派遣などの

人的支援や救援物資による支援などに、県内市

町村や県民の皆様と連携し、また御協力をいた

だきつつ取り組んできたところであります。被

災地におきましては、震災発生から半年が経過

し、避難所から仮設住宅への入居が進むなど、

状況が時々刻々変化しております。また、ニー

ズも変化しております。支援内容につきまして

も、例えば、職員の派遣が、避難所の運営支援

などの短期的・事務的なものから、公共施設の

復旧業務などの長期的・技術的・専門的なもの

へと変化しております。現地はまだまだ復旧途

上でありまして、本格的な復興には相当長い期

間を要するものと考えております。被災３県か

ら他の都道府県へ避難しておられる方が全国で

６万数千人、県内にも100数十人いらっしゃると

いう状況もございます。このような状況、また

復興までの長い道のりを念頭に置きつつ、その

時々の被災地・被災者のニーズに応じた支援を

息長く継続して行ってまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 今、話にも出たように、本県

に避難している方々への支援、また東北地域へ

の支援を継続していただきますようにお願いを

申し上げます。また、知事自身も現場をみずか

ら見てみる、またいろんなところに足を運ぶと

いう大切さを改めて感じられたと思います。ま

た、その思いを持って、宮崎県内にも多くの
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困っている地域がありますので、みずからの足

で出向くということを、その姿勢をまた本県に

もつなげていただきたいと思います。

この震災に関しまして、少し関連して質問を

させていただきますが、環境森林部長にお伺い

をいたします。この津波被害に際しまして、我

々会派としても東北の視察に行きました。その

際、松林を見ますと、本当に多くの防潮林がな

ぎ倒されておりまして、非常に津波の恐ろしさ

というものを感じたところでありましたが、こ

の防潮林、正式には潮害防備保安林と言うよう

です。この松林、本県にも長い海岸線には防潮

林が広がっております。この管理というもの

が、ふだんであれば、砂をせきとめたり、塩害

を食いとめるという重要な役割を担っておるん

ですけれども、本県の管理というものがどう

なっているのか。一時は松くい虫等々の被害が

大変深刻だということもありましたけれども、

現在はどうなのかを伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 潮害防備保安

林は、海岸沿いの集落や農地、公共施設などを

高波や潮風から守るため、森林法に基づいて指

定されております。県内では、延岡市から串間

市にかけ、松林を中心に1,307ヘクタールの潮害

防備保安林が指定されておりまして、その内訳

は、国有保安林が669ヘクタール、民有保安林

が638ヘクタールであります。これらの保安林の

管理につきましては、県や国が関係機関と一体

となって、現地の状況に応じ、植栽や除間伐に

加え、松くい虫の薬剤防除などを行い、保安林

機能の強化・保全を図っているところでありま

す。

○西村 賢議員 改めて、継続してその保安林

の保護・育成に努めていただきたいと思いま

す。

次に、昨年の口蹄疫、また新燃岳の噴火、鳥

インフルエンザの三重苦の被害を経て、またさ

らに東日本大震災の影響で、本県も経済が厳し

い状況が続いておりますが、知事もこの９月議

会の提案理由説明の場において、県民総力戦で

県民の元気を取り戻すための取り組みとして、

経済活性化策「みやざき元気プロジェクト」の

展開を図るとの方向性を打ち出しました。この

プロジェクトを広く県民に周知し、また理解、

協力を得ることが大事なことであると思いま

す。その「みやざき元気プロジェクト」の内容

を質問する前に、もうすぐ東日本大震災から半

年となりますが、震災前と比べて、今、本県の

経済、また雇用情勢がどうなったのか、商工観

光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東日本大

震災が本県商工業者に与えた影響につきまして

は、商工会議所及び商工会を通じて、５月と８

月の２回、調査を実施し、いずれも約3,000の事

業所から回答をいただいたところでございま

す。それによりますと、売り上げが減少した事

業所は、５月調査では全体の41.7％で、影響も

卸小売業、宿泊業初め幅広い業種にわたってお

り、売り上げの減少要因としましては、消費マ

インドの低下、次いで仕入れ先の業務停止や縮

小、物流の混乱、原材料不足などとなっており

ました。一方、８月の調査では、売り上げの減

少した事業所は33.3％と、8.4ポイント減少する

など、５月時点と比べますと、影響の度合いが

減っていることがうかがわれ、その要因としま

しても、消費マインドの低下とするものが最も

多いという点は変わらないものの、次いで仕入

れ価格の高騰、納品先の業務縮小などとなって

おり、５月時点と比べますと、物流の混乱、原

材料不足を要因とするものは減ってきておりま
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す。しかしながら、業界団体等から伺っている

ところでは、まだまだ厳しいという声も多く、

また最近の急激な円高などもあり、経済情勢の

先行きは依然不透明な状況にあると考えており

ます。また、県内の雇用情勢につきましては、

有効求人倍率で見ますと、震災前の２月で0.54

倍、震災後の４月で0.56倍、直近の７月で0.58

倍と改善傾向が続いており、雇用面の指標で見

る限り、現時点では大きな影響は見られない状

況にあります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。雇用

面では余り大きな影響がないということで、

今、改善傾向にあるということ、非常にいいこ

とであると思います。

今回の「みやざき元気プロジェクト」は、

「停滞している県内経済活動の回復」「将来を

見据えた産業づくりのスタートアップ」「地域

経済循環システムの仕組みづくり」の三本柱で

構成されております。順に内容について質問を

行いたいと思いますが、そもそも口蹄疫発生以

前から本県経済は厳しい状況でありました。平

成21年度から、緊急雇用基金事業、またふるさ

と雇用基金事業などを活用し、さまざまな雇用

対策の施策を講じてきたと思います。その雇用

者数が何人であるのか。また現在、それらの事

業により、どのくらいの方が正規雇用に結びつ

いたのか。これまでの成果を商工観光労働部長

に伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ２つの基

金事業を合わせまして、延べ人数で申し上げま

すと、21年度は1,791人、22年度は3,815人が新

たに雇用されたところであり、今年度は3,580人

が雇用される見込みとなっております。また、

ふるさと雇用基金事業におきましては、正規雇

用化した事業主に一時金を支給することとして

おりますが、これによりますと、これまでに202

人が正規雇用されております。

○西村 賢議員 過去の事業がどのように雇用

に結びついているかという視点が重要であると

思いましたので、質問させていただきました。

今のお答えですと、202名の方が正規雇用につな

がっている。非常に実績が上がってきているの

で、本当によかったと思います。これがさらに

つながっていきますように、県当局、またさら

に努力を重ねていただきたいと思います。

次に、本県の物産販売の状況について伺いま

す。先月31日に、東京日本橋高島屋で開幕しま

した宮崎県物産展「第24回 日向自慢みやざき

展」に参加してまいりました。本県からも内村

議員、また渡辺議員も一緒になって伺いまし

た。さらに本県出身の花田景子さんも参加され

て、会場も非常ににぎわっておりました。この

みやざき展にこれまでも何度か足を運んでおり

ますが、今回特に人気が高かったように感じま

した。東国原前知事のおかげもあって、本県の

物産が全国区の知名度になったこともあります

が、そのよいところは今後も伸ばしていかなけ

ればなりません。最近では、県庁への観光客も

減ってきているように感じますが、みやざき物

産館初め新宿みやざき館ＫＯＮＮＥなど、本県

アンテナショップの現状はどうかをお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） みやざき

物産館、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥなどの本県

アンテナショップ全体の売り上げ状況は、県庁

が観光地化するなどの宮崎ブームによりまし

て、平成19年度から21年度の３カ年は、20年度

の12億9,900万をピークに、毎年12億円台の売り

上げを記録したところであります。しかしなが

ら、昨年度は、口蹄疫や鳥インフルエンザ、新
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燃岳の影響などもあり、ピーク時と比較します

と、24.2％減の９億8,500万円となっておりま

す。また、今年度に入りましても、４月から８

月までの売り上げは、東日本大震災等による消

費の低迷などもあり、前年同期比では34.7％の

減少となっているところでございます。

○西村 賢議員 かなり大きな減少が見られて

いると思います。きょうは日向からも多数来て

おりますので、ぜひ帰りの際には物産館にも

寄っていただくようにお願いをいたします。

その中でも、天神のみやざき館ＫＯＮＮＥが

今閉館中でありまして、今後どのような形でリ

ニューアルされていくのか伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県におき

ましては、北部九州における県産品の販路拡大

・ＰＲを行うため、昨年４月に福岡市中心部の

天神地区に天神みやざき館ＫＯＮＮＥを開設

し、運営を行ってまいりましたが、入居施設側

の都合によりまして、１年間の賃貸借契約が切

れる本年４月23日をもって閉店せざるを得な

かったところであります。しかしながら、アン

テナショップは、県産品の販路開拓や市場調査

を図る上で有効な方策の一つであり、多くの人

・物・情報が集まる福岡市に開設する意義は大

きく、県としましては、継続的な設置が望まし

いものと考えております。アンテナショップの

開設には、立地条件や運営方法、財源確保等の

課題もありますが、県物産貿易振興センターな

どの関係団体とも連携を図りながら、引き続

き、新たな開設に向けての調査検討を行ってま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 次に、６次産業化について伺

います。先日、特別委員会の県内調査で、西都

市に新設されました、冷凍野菜、カット野菜工

場のジェイエイフーズみやざきを訪問いたしま

した。ニーズが増しているお弁当や惣菜に利用

される野菜を加工する工場とのことですが、こ

の工場の規模、また最新設備には、今後も大き

な可能性を感じさせられました。夏場などの本

県の野菜生産の落ち込む時期への対応など、ま

だまだ課題はあるかと思いますが、農家の安定

収入や農業の活性化にも非常に大きな期待が持

てる施設であります。この工場の取り組みを踏

まえまして、今後、６次産業化を推進するに当

たり、県のかかわり方について、農政水産部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化

は、農林漁業者が加工や販売の分野にも事業展

開いたしまして、そこから生じます付加価値を

経営に取り込むものですが、今回のジェイエイ

フーズみやざきの取り組みは、産地において生

産から加工・販売に至る一連の取り組みを強化

し、まさに地域全体の６次産業化につながる大

変重要なものであると認識しております。この

ため県では、冷凍加工に関する豊富なノウハウ

や販売チャネルを有する千葉県の食品企業との

連携をコーディネートいたしますとともに、新

たな産地育成のため、大規模実証試験の実施や

省力化機械の導入などの積極的な支援を行って

きたところであります。本県農畜水産物の付加

価値を高める６次産業化は、地域経済の活性化

を図る上で大変有効な取り組みの一つでありま

すので、県といたしましても、今後とも、関係

部局、また地元市町村等との緊密な連携のも

と、生産・供給体制の確立や加工技術の高度

化、また新商品開発や販路開拓、さらには必要

な資金の確保やパートナー企業とのマッチング

などについて、幅広く支援してまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 この６次産業化について、昨
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日もよくわからんというような部分の質問もあ

りましたけれども、やはり農家の所得安定、も

しくは所得の向上につながる手段の一つである

と思います。また、この工場を含めまして、農

家にとって今後、農家の所得向上にどのように

つながっていくのか。また、具体的に農家のメ

リットを教えていただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化の

一つといたしまして、例えば、県内に加工・業

務用野菜に対応した加工施設が整備されるとい

うことは、地元に出荷先が確保されますととも

に、契約取引が基本となりますため、市場価格

に左右されない安定した農家所得が確保される

ものと考えております。また、契約取引では、

農業者が収益を予測した生産計画を立てること

が可能になることから、低コスト化に向けた規

模拡大や機械導入等を計画的に実施すること

で、さらなる所得向上につながるものと考えて

おります。県といたしましても、６次産業化の

推進とともに、農家所得向上に直結する低コス

ト化や生産性の向上に向けた支援を行い、「儲

かる農業の実現」に努めてまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 ありがとうございました。

次に、公共事業費について伺います。今年度

の県単公共事業は124億円、前年度比24.1％の増

とのことでありますが、県内の厳しい経済情勢

を勘案して措置されたものであると考えられま

す。公共事業の迅速な発注は、直接的に建設関

連業の雇用にも結びつきますし、地域の経済活

性化にもつながると思います。しかし、これま

での入札制度改革によって、発注額が高くても

落札額が低い場合、結局、企業も赤字覚悟で落

札し、そのしわ寄せは下請や資材業者に広く及

んできたわけです。それが当然、景気対策には

つながらない、そのようなケースも多々ありま

した。実際に多くの建設関連業が倒産や廃業を

し、地域社会にはより厳しい状況を招きまし

た。その後、県も最低制限価格の見直しなどを

行ってきて、一定の落ち着きを見せてきたとこ

ろでありますが、総合評価方式に対する不満な

ど今も抱えております。公共事業には、適正か

つ公正な入札は必要であります。企業側にも競

争力や企業努力というものが求められる時代で

あるのは当然のことです。今回の県単公共事業

の増加を見るに、県も公共事業の発注が直接的

に景気・雇用につながるとの見方をしていると

思いますが、総務部長に今回の県単公共事業費

増のねらいについてお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 平成23年度予算に

おける県単公共事業につきましては、６月の肉

付け予算までを含めまして、対前年度比で24.1

％増としたところであります。県単公共事業に

つきましては、比較的きめ細かな事業の発注が

多く、県内全体への経済波及効果も期待できる

ものと考えております。したがいまして、厳し

い財政状況の中でありますが、県債残高の抑制

など財政改革の取り組みとの均衡を図りなが

ら、６月の肉付け予算におきまして、口蹄疫の

発生などにより停滞している県内経済の活性化

や新燃岳噴火に伴う降灰対策として、約22億円

を追加的に措置したところでございます。

○西村 賢議員 答弁ありがとうございます。

公共事業が地域経済に即効性のある経済対策で

あることは、この数年間は理解されなかったと

ころがあります。

次に、入札制度の見直しについて、昨日、押

川議員の質問にもありましたが、例えば地域ご

との発注機会の拡大、もしくは最低制限価格の

さらなる見直し、また役所の関与が大きい総合



- 72 -

平成23年９月８日(木)

評価落札方式の見直しなど、今後どのような見

直しがあるのか、いまだ建設業界にとっても入

札制度改革に対する要望が非常に多いのもあり

ますし、この数年間、試行というものをずっと

繰り返してきた結果でもあると思います。今後

の入札制度の見直しについて、どのような視点

で行っていくのか、県土整備部長にお伺いをい

たします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 入札・契約制

度につきましては、改革と並行して制度の検証

を行いまして、最低制限価格の引き上げや地元

の建設業者が受注しやすい「地域企業育成型」

総合評価落札方式の創設、あるいはまた予定価

格の事後公表など、必要な見直しを随時行って

まいりました。また、総合評価落札方式につき

ましては、工事の品質確保を図り、地域の建設

業者の育成や技術力向上にもつながる制度であ

ると考えておりまして、その適用を拡大してき

たところであります。県としましては、引き続

き、価格のみの一般競争入札との併用を基本

に、総合評価落札方式を活用してまいりますと

ともに、地域要件の見直しも含め、今後とも、

幅広く意見を伺いながら、入札・契約制度の検

証と必要な見直しや改善を図ってまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

次に、県内のインフラ整備についてお伺いを

いたします。東日本大震災が発生し、東北地方

の復興を全国民が考えていく中ではあります

が、県民の中からは、東北地方の復興財源確保

のために、本県の公共事業がストップしたり減

らされたりするのではないかという懸念をよく

耳にしました。我々新みやざき会派としても、

６月に当時の櫻井財務副大臣のもとを訪ね、意

見交換をしたところでありますが、その際にも

我々は、震災復興は本当に大事であるけれど

も、本県のおくれたインフラ整備への配慮も要

望したところでありました。国としては、ほか

の地域の整備をとめてまで復興財源に回すよう

な措置は考えていないと、そのときの考え方を

はっきりと話をしていただきました。ただ、そ

の際にも政府から、復興対策のために国は公共

事業費５％保留という措置をとり、各都道府県

には差し引いた分を交付金等として渡してきま

した。その５％保留の影響が、本県の補助事業

などに影響が出ていないか、県土整備部長にお

伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本年度の国の

公共事業費の減額や今回の５％留保によりまし

て、補助公共事業等の執行につきましては大変

厳しい状況でありますが、重要度の高い箇所を

優先的に施工するなど、留保による影響を最小

限に抑えるための工夫を行っているところであ

ります。その結果、県土整備部におきまして

は、工事の中止や中断などは発生していないと

ころであります。また、留保の解除に当たりま

しては、被災地の対応のほか、今、議員も言わ

れましたけれども、本県のように社会資本整備

のおくれた地方へも十分配慮していただきます

よう、国に対して要望してまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 我々議会も一緒になって、こ

のおくれたインフラ整備というものは、国に訴

えていかなければならない問題と思います。そ

れとともに、やはり東日本の復興も考えながら

いかなければならないという苦しみもあります

けれども、それはバランスよくやっていただく

ようにお願いいたします。

次に、今後の県北の経済発展、また県内の産

業集積に期待のかかる細島港の活用について伺
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います。細島港が重点港湾に選定され、１年が

たちました。その間に新規着工の港にも選ば

れ、44億円もの予算をかけて新規整備が見込ま

れております。今後の高速道路の整備も含め、

県北地域にとってはもちろんのことですが、県

全体としても、東九州の海の玄関として、今後

の産業活性化にも期待されております。その重

点港湾選定から１年が過ぎました。企業立地や

細島港の活用を希望する状況はどうなのか、ま

ず、知事が各地でトップセールスを行っている

と思いますが、その感触、手ごたえをお伺いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 企業立地のためのトッ

プセールス、いろいろな機会をとらえて、積極

的に行っているところであります。これまで、

今、御指摘のありましたようなインフラ整備の

おくれというものが、本県の企業立地活動にお

きまして、いわばハンディ、おもしとなってい

たわけでございますが、おかげさまで細島港が

重点港湾に指定され、国、県が連携しながら着

実に整備を進めていくということになった。さ

らには、東九州自動車道の整備というものも相

まって、交通基盤の整備が進んでいるというこ

とを企業に対してもしっかりと説明して、関心

を持っていただいているところでございます。

今後とも、インフラ整備の充実を図り、これか

ら伸び行く地域だということをしっかりとＰＲ

してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 港と高速道路の整備というの

は、県北のみではなく、県全体の悲願でありま

すので、これを通じた上で、これまで以上に

トップセールスを知事に頑張っていただくよう

にお願いしたいと思います。

同じく、商工観光労働部長に、重点港湾選定

後の細島地区企業立地の現状をお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 細島港が

重点港湾に選定された平成22年８月以降、当地

区への立地企業として２社を認定しているとこ

ろでございます。

○西村 賢議員 今、２社ということですが、

これは港を活用する企業とは直接関係がないと

いうことで、ぜひ今後は港もしくは物流に関す

る企業に対してもアプローチを続けていただき

たいと思います。

次に、今後の細島港の活用のためにも、現

在、ソーラーフロンティア社がつくっている太

陽電池の輸出港を細島港にという動きがありま

す。その地元の期待にはなかなかこたえてもら

えずに、現状は厳しいという話もありますが、

やはり先方も民間企業でありますから、これか

らの利便性、そしてコストなど、総合的に判断

されると思います。その中で日向市からも、国

富町の工場付近に高速道路のスマートインター

をつくって、それで物流対策をよくすることが

いいのではないかという提案が出ております

が、現在の取り組み状況、また県の考えを県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） スマートイン

ターチェンジの整備に当たりましては、地元自

治体がその必要性と整備効果等の検討を行い、

国、県、市町村、高速道路株式会社等から成る

地区協議会を設立し、採算性等の検証を行った

上で実施計画を作成しまして、連結許可申請を

行うなどの手続を踏む必要があります。このた

め現在、国富町におきまして、地区協議会の設

立に向けた検討が進められているところであり

ます。県といたしましては、スマートインター

チェンジは、地域振興や利用者の利便性向上に

寄与すると考えておりますことから、国富町の

検討やその意向を踏まえながら、関係機関との
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連絡調整など必要な対応を行ってまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 国富のスマートインターも含

めて、平成25年度には細島もしくは延岡方面ま

で高速道路がつながりますので、ぜひそれまで

に間に合うような検討、そして取り組みをお願

いしたいと思います。

次に、地域循環システムの仕組みづくりにつ

いてお伺いします。今回、地域の地産地消とし

て、農産品だけではなく、さまざまな分野にも

関連していこうという動きがあります。現在、

新燃岳の降灰対策として、その灰を利用しよう

という動きもありますが、それも一つの地産地

消ではないかと思います。今回は、本県の骨材

利用についてお伺いをいたします。骨材とは、

コンクリートやアスファルト混合物をつくる際

に用いられる材料である砂利、また砂を指しま

すが、天然素材である砂や石以外にも、高炉ス

ラグなどの人工骨材、またコンクリートを破砕

した再生骨材があります。平成21年度の県内の

使用砕石の使用割合の数字を見ますと、本県は

九州で最も県外からの輸入が多い県となってお

り、３割が県外からの流入となっております。

道路整備等に欠かせない砕石などの骨材を地元

で調達することが望ましいと思いますが、県内

比率を高めていくためにどのような取り組みが

できるのか、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 公共事業にお

ける地産地消の取り組みは、県内産業振興の観

点から、大変重要なことであると認識しており

ます。県発注工事につきましては、宮崎県工事

請負契約約款に、県独自に資材購入先は県内業

者から選定するよう努めることを明記しますと

ともに、砕石等を使用する主要建設資材の製造

関係団体、例えば生コンクリート工業組合等で

ありますが、このような団体に対しまして、可

能な範囲で県内からより多くの原材料を調達し

ていただくよう、地産地消に関する協力要請を

行っているところであります。今後とも、幅広

く関係団体等の御意見を伺いながら、公共工事

における地産地消の取り組みに努めてまいりた

いと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。その

取り組みが進むように、よろしくお願いいたし

ます。

次に、ＪＲや高速道路など、県内インフラの

有効活用について伺います。我々議員も、西日

本高速道路株式会社、またＪＲ九州などに、高

速道路整備や鉄道の利便性の改善へ陳情・要望

に出向いております。先月も県北の議員で、道

路整備や鉄道の改善を要望に向かいましたが、

逆に意見交換の場では、ぜひとも宮崎県とし

て、整備した後の有効活用をお願いしたいと要

望もされました。まず、鉄道の有効活用・利用

促進の取り組みについて、県民政策部長にお伺

いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県では現在、

鉄道の利用促進を図るため、宮崎県鉄道整備促

進期成同盟会と連携しまして、車両やダイヤ改

正など鉄道に関する情報や沿線地域の見どころ

等の発信に努めますとともに、ＪＲ日南線や吉

都線の沿線自治体などが実施します駅の美化活

動あるいはチラシの作成、イベントへの支援な

どを行っているところでございます。また、観

光列車「海幸山幸」の平日運行に対する支援の

ほか、ＪＲ九州に対しましても、利用しやすい

ダイヤの編成や車両、駅舎の改善などの要望活

動を行っているところでございます。鉄道は県

民の生活を支える重要な交通手段でもあります
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ことから、県といたしましても、今後とも、鉄

道の利用促進に努めてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ＪＲ

九州には、これから延岡駅周辺の再開発、また

九州新幹線から本県へ結ぶＢ＆Ｓなど、本県に

とっても恩恵が大きい事業がたくさんありま

す。今、一民間企業ではありますけれども、互

いに協力体制をとっていただきたいと要望申し

上げます。

次に、県土整備部長に高速道路の活用につい

てお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 高速道路の利

用促進につきましては、これまでも、県と県内

市町村で構成します宮崎県高速道路利用促進協

議会におきまして、開通区間の周知やＥＴＣ利

用促進キャンペーンを行うなど、県民の皆様に

対し、広く高速道路の利用を促してきたところ

でありまして、本年度におきましても、現在、

「宮崎ハイウェイ 走って！もらって！キャン

ペーン」を実施しているところであります。ま

た、去る８月には、本県と西日本高速道路株式

会社の間で締結しました包括的相互協力協定に

おきまして、高速道路等における利用者の利便

性向上及び利用促進を図ることなどが盛り込ま

れておりまして、今後とも、西日本高速道路株

式会社と連携しながら、さらなる利用促進に努

めてまいります。さらに、県民が高速道路を利

用できる環境を早期に整えるためには、東九州

自動車道、それからまた九州中央自動車道の

ミッシングリンクの早期解消が大変重要である

と考えておりますので、国や関係機関に対しま

して強く求めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今も御答弁ありましたけれど

も、まだまだつながっていない東九州自動車道

等を利用することは、まだ利便性はよくありま

せん。でも、積極的に利用することで、１回当

たりの時間は10分、15分かもしれませんけれど

も、１年通じれば大きな時間短縮につながると

思います。県職員の旅費制度を拝見しますと、

県職員の県内出張には、基本的には一般道路を

通行するようになっているようですが、県職員

の仕事の効率化を考える上では、鉄道や高速道

路をもっと活用すべきではないかと思います

が、その点につきまして、総務部長、いかがで

しょうか。

○総務部長（稲用博美君） 職員が出張します

場合には、条例に基づきまして、最も経済的な

通常の経路及び方法により旅費が支給されまし

て、基本的に公共交通機関または公用車を利用

することになりますが、職員は、用務の時間や

場所等を考慮し、合理的な経路及び方法を選択

して出張を行っております。こうした中で、Ｊ

Ｒにおける特急列車や高速道路の利用など、別

に利用料金を必要とするものにつきましては、

時間短縮など一定の効果がある場合にはその利

用を認めておりまして、現在、ＪＲについて

は、普通列車も含め相当程度の利用があります

が、高速道路につきましては、限定的な利用に

とどまっている状況にあります。県といたしま

しては、経費節約という予算執行上の原則を踏

まえながら、今後、特に高速道路の整備等の進

捗による時間短縮の効果等を見きわめた上で、

必要に応じた利用促進を図ってまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 経費節約ということも非常に

重要なところでありますけれども、早く、例え

ば県北から帰ってきて、例えば４人乗っておら

れた場合、県職員の方が３人以上は高速道路を

使っていいよとか、そうしたほうが、県職員の
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方の時給換算すると申しわけないんですけれど

も、3,000円とか2,000円とかいう時給が換算さ

れるのであれば、その方が15分、１人が短縮す

ると、そちらのほうが私は経済効果も高まると

いうか、逆に経費削減効果も高まるのではない

かと思います。下の一般道をゆっくり来ると、

どうしても渋滞にかかってしまったり、予想以

上の長い時間、運転することで疲れもあると思

います。できるだけ早く帰ってきて早く仕事を

する、私はこれは別に経費削減の観点からは外

れていないと思いますので、そのことも今後検

討していただきますように、部長にお願い申し

上げます。

続きまして、今回、地域循環システムの仕組

みづくりで、私はこれは最も重要なことではな

いかと思いますが、高校や大学に進学の際、若

者が県外に行ってしまう、いわゆる人材流失を

取り上げております。このことは今に始まった

ことではなく、長い間、都市部への人材供給を

してきた本県にとって大きな課題であると思い

ます。この人材流失を防ぐために、具体的な取

り組みがなされるのか、とどまる、または戻っ

てこられる環境づくりを商工観光労働部長に、

そして、若者が地元に残り、地場の職場で活躍

するためのキャリア教育を含めた人材育成をど

う考えていくのか、教育長にお伺いをいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 地域経済

の維持発展を図る上で、若者の県内就職を促進

することは大変重要であると考えております。

このため、県といたしましては、これまでも県

内の働く場づくりに向けて、地場産業の振興と

企業立地の推進を車の両輪として各種施策を展

開してきたところであり、特に地域の特色・資

源を生かした産業の振興という観点からは、食

品産業の活性化や農商工連携の推進、さらには

成長産業として期待される太陽電池関連産業や

東九州メディカルバレー構想に基づく医療関連

産業の集積等を図っているところであります。

また、お話にありました、いわゆるＵ・Ｉター

ンを含めまして、若者の県内事業所への就職を

支援するため、就職説明会の開催や相談窓口で

の情報提供等を実施しているところであります

が、若者に県内事業所に対する認識や理解を深

めてもらうことがまずは大切でありますので、

本年度から新たに、大学や高専等の技術系学生

を対象に、ものづくり企業の視察を実施するな

ど、県内事業所とのマッチングにも力を入れて

おります。さらに今後は、インターンシップの

県内事業所への受け入れ促進等の取り組みにつ

いても検討してまいりたいと考えております。

○教育長（渡辺義人君） 県内に雇用がふえ

て、若者が県内にとどまり、本県の経済・産業

に貢献していくことは、本県が発展する上で極

めて重要なことと考えておりまして、県教育委

員会といたしましても、県内企業に対して求人

要請等を実施し、地元への就職を希望する若者

が活躍できる職場を広げる取り組みを行ってい

るところであります。また、児童生徒が社会的

・職業的に自立するために必要な基盤となりま

す能力や態度を育てることを目的として実施し

ますキャリア教育は、高校や大学等から社会・

職業への円滑な移行を実現する上で大変重要な

ものであると認識いたしております。このた

め、県立高等学校キャリア教育総合推進事業を

通して、すべての県立高校で地元企業でのイン

ターンシップ、地域人材を生かした外部講師に

よる職業講話等により、仕事に対する心構えな

どを身につけさせる取り組みも実施していると

ころであります。さらに、宮崎ものづくり人材
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育成塾におきまして、高校生に地元企業のすぐ

れた技能者の実践的な指導を受けさせるなど、

さまざまな取り組みによりまして、地元企業の

よさを知らせますとともに、地域産業への理解

を深めさせる取り組みも行っているところであ

ります。県教育委員会といたしましては、本年

度、策定いたしました「第二次宮崎県教育振興

基本計画」の５つの大きな柱の一つとして、

「自立した社会人・職業人を育む教育の推進」

を掲げているところでありまして、今後、この

計画に基づきましてキャリア教育を積極的に推

進し、将来の宮崎の産業を担う人材育成に努め

てまいります。

○西村 賢議員 両部長の答弁、ありがとうご

ざいました。ただ、お二方の部長の答弁を聞き

ますと、まだまだ今までの事業の継続といった

色も濃いところがあります。当然、その事業の

内容を濃くしていくということは非常に重要な

ことであると思いますけれども、これだけ大き

な目標を掲げているわけですから、ぜひこれま

での枠を超えて新しいものにも取り組んでいた

だきたいと思います。またその期待もしまし

て、次の質問に移ります。

次に、口蹄疫からの復興について伺います。

口蹄疫の終息から１年がたちました。議会冒

頭でも知事は、畜産業や観光、商業への影響、

また防疫対策などにも触れられました。改めて

河野知事に、振り返ってこの１年の感想と、こ

れからの復興に対する思いを伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫の終息から、８

月27日で１年を迎えたわけであります。約30万

頭もの家族同然の家畜を犠牲とすることになり

まして、畜産業のみならず、地域経済、県民生

活に深い傷跡を残すこととなりましたことを改

めて重く受けとめておるところであります。こ

の間、休む間もなく消毒作業に当たっていただ

きました畜産農家の皆様、そして温かい御支援

をいただきました県民の皆様、また県外の皆

様、全国の皆様に対して、改めて深く感謝を申

し上げる次第であります。畜産、そして本県の

経済を取り巻く状況は、大変厳しいものがござ

いますが、30万頭の犠牲に報いるためにも、ま

た、全国から寄せられた御支援に対する感謝の

思い─この御支援にこたえるためにも、復興

のモデルを全国に示すという気概を持って、何

としても口蹄疫からの再生・復興を実現してい

かなくてはならないという思いを、この１年と

いう節目を迎えるに当たって強くしたところで

あります。今後とも、畜産農家の皆様に寄り添

いながら、市町村、関係団体と連携を図りまし

て、本県畜産の新生に向けた取組みを一歩一歩

着実に進めてまいりますとともに、県内経済・

県民生活の回復、また産業構造・産地構造の転

換に全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 本当に二度とあってはならな

いことであると思います。先ほど答弁にありま

した復興のモデルを全国に示すという知事の言

葉─本当にこの宮崎県が全国から受けた恩恵

に対して、やはり二度と出さないための仕組み

づくり、そして復興のあり方というものをぜひ

全国に発信していけるように、まだまだこの被

害、また復興は続いております。また力を出し

ていただいて、ぜひ畜産農家、また商業、観光

業の復興のために力を入れていただきたいと思

います。

続けて、感染ルートの解明について質問いた

しますが、現在、国による感染ルートの解明調

査はどうなっているのか。中間取りまとめを踏
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まえて、今後の動きも副知事に伺いたいと思い

ます。

○副知事（牧元幸司君） 口蹄疫の感染経路の

究明についてでございます。昨年の発生初期か

ら、国の疫学調査チーム、それから県の疫学班

が一体となりまして、発生農場を中心に聞き取

り調査等を行ったところでございます。この結

果、昨年11月に国から「疫学調査に係る中間と

りまとめ」が公表されたところでございます。

この中では、感染経路につきましては、「アジ

ア地域の口蹄疫発生国から人、あるいは物を介

して我が国に侵入したと推定されるものの、人

の出入りに関する正確な記録が取られていない

こと等から、情報収集には限界がみられた」と

の報告にとどまっているところでございます。

一方、県といたしましても、検証委員会におき

まして、これは本当に現場の皆様のさまざまな

御協力をいただきながら、感染ルートの調査を

行ったところでございますが、残念ながら、感

染ルートの特定には至っていないところでござ

います。今後についてでございます。本年４月

に改正されました家畜伝染病予防法におきまし

ても、「国は速やかに発生の原因を究明するよ

う努める」とされたところでございます。これ

らを受けまして、現在、国は感染拡大の要因等

の調査を継続して行っているところでございま

す。県も協力しながら、聞き取り調査等を行っ

ているところでございます。今後、これらの調

査に、今回分離されました口蹄疫ウイルスの毒

性を調べるための感染実験等を加えまして、ま

だいつ報告されるかというスケジュールは明確

になっていないところでございますけれども、

最終報告がなされるものと聞いているところで

ございます。

○西村 賢議員 ぜひ今後も国に対して要望を

続けていただきたいと思います。

次に、粗飼料対策について伺います。昨日も

押川議員のほうから、「本県には汚染された稲

わらは入っていないのか」という質問に対しま

して、「東北、また関東地方からの放射能に汚

染された稲わらは入っていない」との答弁があ

りました。しかし、全国的には、一大産地であ

ります東北地方の稲わらが使用できないことも

あって、今後の国産の稲わら確保が困難になる

のではないかという見方もされております。本

県の稲わら確保の状況、また、本県が粗飼料確

保を行うための安定した生産地づくりを行って

いくにはどうしたらいいのか、農政水産部長に

お伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 粗飼料の確保

を進めることは、防疫面や安全で安心な畜産物

を生産する上で、非常に重要でありますことか

ら、飼料生産受託組織の育成や飼料作物用機械

の導入支援などを行い、生産拡大を図ってま

いったところでございます。その結果、平成22

年度の自給粗飼料の作付面積は、全国第３位の

３万500ヘクタールとなり、自給率は約90％に達

したところであります。県といたしましては、

粗飼料自給率100％を目指して、引き続き、飼料

生産基盤の整備や飼料生産の外部委託化、また

飼料用米等の増産・利用の促進などの対策を進

めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これもすばらしい取り組みの

成果が少しずつ出ていると思います。

続けて質問を行います。これも昨日質問が出

ましたが、再度質問をさせていただきます。こ

としの年末から来年初めについて起こり得る人

工授精自粛期間による影響についてですが、こ

れは昨年の７月の臨時議会から私も質問を続け

ております。いよいよその時期が間近に迫り、
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農家にとっては収入が途絶えるその時期を戦々

恐々としております。先日、テレビのニュース

を見ておりますと、宮崎市議会では、この９月

議会に個別農家を支援する議案が出されたとの

ことでした。これによって、財源のある地域の

農家は助かり、また、財源のない地域の農家は

支援がもらえないという事態も出てくるわけで

すが、このような事態は避けなければならない

ことであると私は思います。口蹄疫によって厳

しい経営が続く中、福島原発の問題で枝肉の価

格の下落、また子牛価格の低迷は、さらに追い

打ちをかける厳しい状況となっております。県

は、この収入が途絶える期間、畜産農家をどの

ように支援していくのかを伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 人工授精の約

３カ月にわたる自粛によりまして、繁殖農家に

おいては、子牛の出荷ができない期間の資金繰

り等の影響が想定されております。県といたし

ましては、運転資金不足に対応するため、経済

変動・伝染病等対策資金や、また農林漁業セー

フティネット資金などの各種制度資金の活用

で、十分な対応を図っていきたいと考えており

ます。また、市場関係者の皆様が検討を進めて

いる早期出荷の取り組みについて、円滑な出荷

調整が行われるよう、子牛価格対策並びに購買

者対策として、農畜産業振興機構の口蹄疫畜産

再生基金の活用に向け、国と調整している段階

でございます。

○西村 賢議員 それは昨日の押川議員に対す

る答弁にもあったことであると思いますが、本

当に12月ということであれば３カ月後の話であ

ります。その時間、その調整がつかなった場合

というのは、やはりお金も出せないとか手段も

ないということです。そうなってから農家に知

らされても、農家は大変なことになります。そ

の時期がどのぐらいになるのか、部長、今答え

ることはできますか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今後、国から

の了解が得られ次第、早急に市場開設者や農業

者等に対して周知徹底させていただき、人工授

精自粛の影響が最小限となるよう取り組んでま

いりたいと考えているわけでございますが、現

在、一日も早く了解を得られるようということ

で、国に対して今強く要望しているところでご

ざいます。

○西村 賢議員 その思いはわかりました。こ

れは、仮に了解が得られないということもある

んでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 私どもといた

しましては、何とか理解いただきますよう、

今、詰めの段階であると認識しております。

○西村 賢議員 これ以上は質問というか追及

もできませんけれども、ぜひこれは一刻も早く

方向性を示し、また12月にも安心して年を越せ

るということを─やはり県が自粛してくれと

いうふうに、県内各畜産農家に人工授精の自粛

を迫ったわけですから、そのことも責任を感じ

ていただきたいと思います。知事はこの問題は

重々承知であると思いますので、畜産農家に対

しても、できる限り安心して経営していただく

ようなアピールもあわせてお願いしたいと思い

ます。

次に、全国的に大きな問題となっております

安愚楽牧場の破綻の影響について伺います。600

億円を超える負債を抱え、経営破綻した安愚楽

牧場でありますが、その破綻の一因が、口蹄疫

や原発事故の影響であるとも言われておりま

す。昨年の口蹄疫の際には、県内にこれだけ多

くの農場があったのかということが明らかにさ

れましたが、本県にも数多くの預託農家がいた
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ことも明らかとなりました。この破綻によっ

て、本県の預託農家等、いわゆる個人の農家等

に影響がないのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 安愚楽牧場に

係る県内の預託農家は、８月現在、22戸の

約4,000頭となっております。牧場の経営破綻に

伴う預託農家への影響としましては、８月９日

の民事再生法適用申請以前の６月、７月及び８

月８日までの預託料の一部が未払いの状況と

なっております。８月９日以降は、２週間ごと

に預託料が全額支払われていると聞いておりま

すが、民事再生法手続の進展によっては、預託

農家の経営に大きな影響があることも懸念され

ます。県におきましては、預託農家の状況や民

事再生法手続の状況につきまして情報を収集す

るなど、今後とも、引き続き注視してまいりた

いと考えております。

○西村 賢議員 次に、本県畜産業の再生・復

興のために、これまで以上の販路拡大が重要で

あると思います。少子高齢化などで国内の市場

が手狭になる中、富裕層が多く、また市場の拡

大が期待できる東アジアに、一層の輸出拡大を

していくことが重要ではないかと思います。既

に、本県産の良質な牛肉は海外でも高い評価を

受け、特に香港やマカオなどへは、年間50トン

を超える出荷を行ってきました。今回の福島原

発事故、また口蹄疫などの影響で、たびたび輸

出が中断されてきたようですが、現在の状況は

どうであるのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県産和牛肉

の海外輸出につきましては、平成２年度のアメ

リカを皮切りに、香港、シンガポール、マカオ

へと順次拡大を図りまして、途中、口蹄疫やＢ

ＳＥの発生による中断がありましたものの、輸

出再開後の平成19年度の年間輸出量は28ト

ン、20年度は約36トン、21年度には約56トン

と、年々増加してきたところでございます。し

かしながら、昨年の口蹄疫の発生により、現在

の輸出相手国は香港とマカオのみとなり、さら

に３月の東日本大震災での原発事故の影響等に

より、震災後の４カ月間の輸出量は、香港で約

３トン、マカオで約２トンとなっており、震災

前の４カ月間と比較しますと、香港で６分の

１、マカオで３分の２まで減少している状況に

ございます。

○西村 賢議員 この震災の影響というものが

非常に大きいということが、今の答弁でわかり

ました。当然、これを震災前の状況、口蹄疫前

の状況に戻さなくてはなりませんし、これまで

以上に伸ばしていく、いわゆる出荷トン数を伸

ばしていかなければならないんですが、牛肉の

国外への輸出に対して、本県がどう支援してい

くのかをお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 現在、国内の

牛肉消費が低迷している状況や、また我が国が

超高齢社会を迎えていることを踏まえますと、

本県産和牛肉の海外への販路拡大は、肉用牛肥

育経営の安定を図る上で大変重要であると考え

ております。このため、県といたしましては、

「より良き宮崎牛づくり対策協議会」を中心

に、関係団体と連携を図りながら、海外におけ

る宮崎牛フェアの開催や商談会等の参加に対す

る支援、また宮崎牛指定店の拡大などを行い、

海外への販路開拓等に努めているところであ

り、その一環としまして、ことしの11月には、

香港での市場調査等を行うとともに、マカオフ

ードフェスティバルに参加することとしており

ます。また、現在、輸出が中断しております国

や中国を初め東アジア地域を中心とした国との
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二国間協議の早期成立について、国に要望して

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これは非常に期待ができるこ

とでもありますので、今後とも、力を入れて

いっていただきたいと思いますし、場合によっ

ては、海外に戦略的に出て行こうとする県内企

業、もしくは協力企業に対しては、さまざまな

支援を検討していただきたいと思います。

次に、口蹄疫復興宝くじについて伺います。

いよいよ10月15日から販売されます口蹄疫復興

宝くじでありますが、これは震災以外では全国

初の宝くじでもあります。けさ方、水間元議員

からも電話がありまして、「よし、頑張れ」と

いうことと、また皆様方に対して、この宝くじ

の成立に関して非常に御尽力いただいたことへ

のお礼をあわせて申し上げます。この実現に至

るまでには、大変な御苦労があったと聞いてお

りますが、この宝くじの本県への収益金は、14

億円から16億円程度であるとも伺っておりま

す。当然、これは全国的に売り上げてもらわな

くてはなりませんが、時期的に口蹄疫の終息か

ら１年がたち、大丈夫かなという心配もありま

す。ぜひこれは議会の皆様、もしくは県民の皆

様にも、協力して買っていただかなくてはなら

ないんですが。まず、この宝くじが売れた場

合、25日までの販売とのことですが、収益金が

県に入る、県の歳入の時期、そしてこの使途に

ついて、具体的な使途が決まっているのかをお

伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 宝くじの収益につ

きましては、発売終了後、約１カ月後に配分さ

れるために、11月中には─11月末になるかと

思いますが─配分されるものと考えておりま

す。収益金の使途につきましては、一たん宮崎

県口蹄疫復興対策基金に積み立てた上で、農畜

産業はもとより、観光・商工業の振興策など、

口蹄疫からの再生・復興を図るため、複数年に

わたり、必要性の高い継続的な事業の財源に充

てる予定としております。なお、口蹄疫復興宝

くじは、お話がありましたように、発売期間

が10月15日から25日までの11日間というふうに

短いことから、県内はもちろんのこと、全国に

おいてもできる限り多くの方に購入いただきま

すよう、販売促進に取り組んでまいりたいと考

えています。なお、県の職員互助会も臨時売り

さばき所に指定いたしました。職員はもちろん

ですが、議員の皆さんも御購入できますので、

できるだけたくさん御購入いただきますように

よろしくお願いいたします。

○西村 賢議員 ぜひ、これが当たったことに

よって、またいろんな形で寄附とか助成ができ

ればと思います。本当にこの宝くじがどれぐら

い売れるかという心配もあります。ぜひ知事に

おかれましては、県政のテレビに出演されたり

ラジオに出演される、もしくは県外のいろんな

会議に出られるときには、いろんな県の方にも

アピールをよろしくお願いいたします。

次に、中山間地振興について伺います。

中山間地の振興に対しまして、本県も、交流

人口をふやし、中山間地域の魅力を盛り上げて

いくために、イベントやまちおこしなどを助け

るソフト事業を行ってまいりました。本年度の

事業でも専門家を派遣するなど、人が地域をつ

くるという大切さを認識されているのだと思い

ます。その中で、本県にも「中山間盛り上げ

隊」というものがありますが、県内の登録され

た有志が、依頼のあった中山間地へ出向いて、

イベントや奉仕作業等の手伝いを行うという、

まさに人と人とがつながる事業でもあります。

特に、都市部の方が中山間地へ手助けに行くと
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いう気持ちも非常にありがたいところでありま

す。「宮崎中山間ネット」というホームページ

がありまして、この中にはブログ等もあり、さ

らにここで隊員の申し込みができるという、見

ごたえがあっておもしろいホームページがある

んですが、ぜひこれも広くＰＲしていただきた

いと思います。この「中山間盛り上げ隊」は、

中山間地の方々にとっても勇気づけられる取り

組みでありますが、この活動実績はどうである

のか、県民政策部長にお伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「中山間盛り

上げ隊」派遣事業につきましては、３つの派遣

形態によりまして事業を推進しております。ま

ず、日帰りでボランティア活動を行う短期派遣

につきましては、平成22年度において、272名の

隊員登録がなされておりまして、８市町村から

の依頼を受けまして、合計33回、延べ193名を派

遣しております。また、中山間地域に数カ月在

住しながら活動する中長期派遣につきまして

は、昨年11月からの５カ月間、１名を諸塚村に

派遣したところでございます。さらに、職員を

町村役場に２年間派遣しています県職員派遣に

つきましては、西米良村、諸塚村、日之影町

に、それぞれ１名、計３名を派遣したところで

ございます。これらの取り組みによりまして、

中山間地における各種活動の維持・活性化と、

都市と中山間地域との人的交流の促進が図られ

ておりまして、今後も、「中山間盛り上げ隊」

の活動内容を幅広く周知しまして、隊員の確保

と支援活動地域の拡大に努めたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 次に、「いきいき集落」につ

いて伺います。この「いきいき集落推進事業」

がスタートし、みずからの地域を盛り上げよう

とする自発的な動きが中山間地域からも広がっ

ているように感じます。先ほどの「宮崎中山間

ネット」のホームページでも、現在の「いきい

き集落」が検索でき、また、その地域がどのよ

うな活動を行っているか、その地に行かなくて

も見ることができます。これらの活動の成果と

今後の取り組みについて伺います。また、「い

きいき集落」の地域分布を見ますと、県北に固

まっているようにも見えます。中山間地対策を

行っていくに当たり、いまだに「いきいき集

落」に認定されていない地域をどうやっていく

のか、この地域に対しての県の支援もあわせて

お伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「いきいき集

落」の取り組みにつきましては、住民主体によ

る元気な集落づくりを推進するために行ってお

りまして、現在、95集落を「いきいき集落」と

して認定しております。県といたしましては、

「いきいき集落」に対しまして、認定証やのぼ

り旗の交付のほか、スタートアップの取り組み

や他の集落のモデルとなり得る取り組みへの助

成や、集落相互の情報交換を図るための研修交

流会も実施しているところでございます。この

「いきいき集落」につきましては、集落活性化

の支援の一つとして取り組んでいるわけでござ

いますが、「いきいき集落」に認定されなくて

も、独自で活動されている地域もあるわけでご

ざいます。我々は、そういう地域につきまし

て、できるだけ多く「いきいき集落」に応募し

ていただく、そして「いきいき集落」の事業の

趣旨を御理解いただくよう、ＰＲあるいは啓発

に努めたいと思っていますが、もう一つ考えな

ければいけないのは、平成23年２月に行われま

した市町村からの聞き取りによりますと、本県

の集落の中には、今後、集落機能の維持が困難

となる集落や消滅の可能性があると考えられる
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集落がありまして、そういった集落につきまし

ては、「いきいき集落」としての活動が非常に

厳しいところもありまして、その対策につい

て、大きな課題であると認識しているところで

ございます。このような集落につきましては、

引き続き「中山間盛り上げ隊」といった外部人

材の活用等による集落の活性化に取り組んでい

きますが、加えて、集落点検によりまして、集

落の現状や今後の課題を把握しまして、住民だ

けでなく市町村も交えた話し合いによって、集

落の将来的なあるべき姿を整理する必要がある

と考えております。そのような中で、集落の持

つ国土保全機能にも十分留意しながら、集落の

再編整備等についても検討せざるを得ない、そ

ういう場合もあると考えているところでござい

ます。以上でございます。

○西村 賢議員 本当にソフト事業は重要なこ

とであると思いますし、今、最後に部長が話を

されました、本当に厳しい状況の地域もござい

ます。これからその地域をどう助けていくか、

さらなる支援も必要なところもあると思います

ので、また手を差し伸べていただきますように

お願いを申し上げます。

さらに質問を続けます。またホームページの

紹介になってしまいますが、みやざき「郷ナ

ビ」というホームページがあります。これも非

常によくできているホームページでありまし

て、中山間地の民宿、もしくは旅館などが探せ

るホームページでありますが、実際にこんなと

ころに泊まれるんだろうかというような民家も

載っており、非常に驚きました。中山間地に

とっては、町の活性化、住民の生きがい、また

交流人口をふやしていくこと、そして経済活動

につながっていくことに、地域の宿泊というも

のは非常に大きな力になると思います。五ヶ瀬

町の農家民泊などは海外からも非常に人気もあ

り、また、中国からも多くの誘客があると聞い

ております。しかし、中山間地の宿泊は、アク

セスが悪かったり人数の制限があるなど、さま

ざまな課題もありますが、魅力ある大自然、も

しくは都会にない自然環境を持った中山間地域

の宿泊は、県内の宿泊者数をふやしていくには

大きな資源でもあります。今議会に提案されて

おります県の施策「宮崎を知ろう！100万泊県民

運動」、それとどう結びつけていくのかお伺い

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「宮崎を知ろ

う！100万泊県民運動」につきましては、本議会

で提案しております「宮崎県中山間地域振興計

画（案）」におきましても掲げているところで

ございますが、県民一人一人に本県の中山間地

域の魅力を理解していただくとともに、都市と

中山間地域との交流促進、さらには県内観光に

よる経済効果など、さまざまな効果があるもの

と期待しておりまして、具体的な進め方につき

ましては、現在、関係部局において検討を行っ

ているところでございます。中山間地域対策と

しての運動の展開に当たりましては、中山間地

域が有している自然や食、伝統文化など、すぐ

れた地域資源について見詰め直しまして、それ

らの資源を生かした特産品の開発、レストラン

や民宿といった取り組みを支援しますととも

に、関係部局や市町村と連携しながら、中山間

地域の持つ地域資源や観光に関する情報につき

まして積極的に発信を行いまして、広く県民の

理解促進に努め、中山間地域を訪れようという

意識の醸成を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○西村 賢議員 ぜひ、その部長の思いが中山

間地に届きますように、よろしくお願いしたい
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と思います。

鳥獣被害対策につきましては、昨日に多くの

質問がなされましたので、割愛させていただき

ます。

次に、公社改革について伺います。

まず、林業公社について伺いますが、平成17

年から19年の３年間をかけて抜本的に改革指針

を策定してまいりました。19年に議会報告を経

て、公社運営がなされてきたと思いますが、そ

の指針が打ち出された際も、平成80年に黒字化

という長期的な展望が疑問視されていなかった

わけではないと思います。これは昨日の中野議

員の質問にもありましたが、どうしても森林と

いう長期的に考えざるを得ない資源は一部仕方

がないことかもしれませんが、平成16年の主伐

開始から数年で見直しをせざるを得ない状況

は、見通しの甘さを指摘しないわけにはまいり

ません。木材価格の低迷により、公社分収金が

激減しているということが大きな理由ではあり

ますが、来年度には資金残高が赤字に転じるこ

とから、早急な対応が必要であると思います。

そこで、今回も見直しには林業公社改革研究会

で有識者の意見を伺うことになっているようで

すが、恐らく現行の経営計画策定の際にも、有

識者の意見というものが盛り込まれてきたと思

います。有識者の助言というものが今後どの程

度盛り込まれていくものなのか、先に環境森林

部長に伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、平成17

年に県が設置しました有識者で構成する林業公

社基本問題等研究会におきましては、林業公社

の経営形態について、県営林への意向、他団体

との統合、公社として存続の３つの形態につい

て検討した結果、公社として存続することが適

切であるとして、平成19年３月に、県にその旨

の提言がなされたところであります。この提言

においては、債務の増加の抑制などを柱とする

抜本的改革を今後実行していくことを前提に、

国内外における木材の需給や価格の動向につい

ても盛り込まれていましたので、公社において

は、これらを十分に踏まえ、平成20年度から

の10カ年間の第３期経営計画を作成したところ

であります。次に、今回、４月に県が設置した

有識者による林業公社改革研究会は、平成20年

以降の木材価格の下落等により、公社は第３期

経営計画どおりの収入が確保できておらず、24

年度には資金残高が底をつくことが見込まれる

ことから、改めて存続・廃止を含めた検討を

行っているところであります。今後、県及び林

業公社におきましては、この研究会の御意見を

十分に踏まえた上で、林業公社の今後のあり方

等について検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。有識

者の方々の意見というのは、我々のような素人

から見る視点とは、また全然違うところからも

見ていると思います。今後も大丈夫かなという

思いを持ってこの質問をしているわけでありま

すけれども、今後、やはり破綻とか、その最悪

の状況を避けていく必要があると思います。現

実的に破綻となってしまえば、債権放棄などを

含めて、非常に大きな県の財産を失うこととな

りますし、また当然、行政の責任も問われま

す。そのためには、今後どのような対策を講じ

ていくのか、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社の経

営状況は、毎年度、資金残高が減少するなど、

非常に厳しい状況にありますが、森林の持つ公

益的機能の維持・増進、これまで行ってきた分

収林契約の確実な履行、あるいは県民の負担を
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最小限にするといった観点からも、経営の破綻

といった事態は避けなければならないと考えて

おります。そのため、林業公社の今後のあり方

といたしましては、公社として存続あるいは公

社を廃止して県営林に移行、この２つの案を中

心に検討することが適切であろうと考えており

ます。県としましては、今後、これらの選択肢

のメリット・デメリットを慎重に検討した上で

結論を出していきたいと考えております。

○西村 賢議員 銀行等からも多くの借金があ

り、非常に大変なこの林業公社の見直しの問題

ですが、やはりこれはみんなで知恵を絞って乗

り切っていかなければならない問題であると思

います。これは全国的に見ましても、林業公社

を抱える他県では、もっと厳しい県もたくさん

ございました。宮崎県は本当にまだましかなと

思えるようなところもありました。そもそも現

在の木材価格が安いことも、国に責任がないわ

けでもありませんし、やはり昭和30年代に特措

法までつくって造林政策を国主導で行ってきた

ことによる影響も非常に大きいわけです。この

場で国に文句を言ってもしようがない話であり

ますが、さらなる問題の先送りとならないよう

に、今回でしっかりと県の対策を講じていただ

きますようにお願いを申し上げます。

次に、道路公社について質問をいたします。

道路公社の管理下にあります小倉ヶ浜有料道

路、一ツ葉有料道路でありますが、できたころ

は県内の道路事情も悪く、非常によかった時代

であったと思いますが、小倉ヶ浜有料道路に際

しては、都市計画道路が真横にできてしまい、

また、一ツ葉北線では並行して県道が整備さ

れ、南道路は並行して赤江大橋が開通し、今後

も整備が進捗していく状況にあります。この生

活道路の進捗というものは、地域住民にとって

は悲願でありますけれども、年々、道路公社の

経営を厳しくしてきた一端ではないかと思いま

す。この整備進捗によって利用者確保が厳しい

状況ではありますが、小倉ヶ浜道路に関しまし

ては平成25年度、一ツ葉道路に関しては32年度

には料金徴収期間が終わり、償還完了して無料

開放するという計画になっておりますが、現在

その見通しはどうなのか、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 一ツ葉有料道

路につきましては、平成19年に、料金の値下げ

とともに料金徴収期間を10年間延長したところ

でありまして、現時点での試算では、計画どお

り平成32年には無料化できるものと考えており

ます。また、小倉ヶ浜有料道路につきまして

は、現在、未償還金の取り扱いを含めた料金徴

収期間満了後の方針を検討しているところであ

りまして、できるだけ早い時期にその方向性を

出したいと考えております。

○西村 賢議員 できるだけ早い時期に─こ

れは私、質問のたびに同じ回答をいただいてお

りまして、まだかな、まだかなと心待ちにして

いるところもあります。また、計画どおり順調

ということでほっとしておりますが、料金徴収

が順調ということは、25年の５月には小倉ヶ浜

は無料化されていくということになると思いま

す。その中で、それは日向市民にとってもうれ

しいことでもありますし、私も何度も、25年度

には高速道路が開通する、そのときに合わせて

無料化してくれという思いをずっと訴えてまい

りました。しかし、これは代表質問でもありま

すし、道路公社全体の経営のことを考えて、一

つの提案といたしますが、小倉ヶ浜道路は25年

５月に料金徴収期間が終わります。でも、その

際には、６億5,000万程度の未償還金が残るので
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はないかと言われております。実質、これは一

ツ葉のほうの料金収入で返済していかねばなり

ません。それでは、やはり日向市民としても心

苦しいところもありますので、例えば西都イン

ターチェンジへつながる広瀬バイパスの開通の

時期、それは時期的に平成20年代後半になるで

しょうが、そのときに合わせて一ツ葉の北線も

無料化していく、そのようなことはできないの

か。これは質問しても答えはないでしょうか

ら、あくまで提案にとどめますが、林業公社と

違って、道路公社は長期的な借り入れを民間銀

行からしているわけでもありませんし、県の出

資金も29億円超ありますけれども、これは道路

をつくったものとして考えれば、そんなに高い

お金ではないと思います。無料化して、経済の

活性化、道路の有効利用というものを積極的に

考えていったほうがいいのではないかなと私は

思いますが、これも考慮していただきますよう

に、提案をさせていただきます。

次に、観光客の誘致について伺います。

先月、日向市で行われました全日本サーフィ

ン選手権では、県内外から選手や観客が訪れ、

非常ににぎわっておりました。河野知事も開会

式に出られたということで、本当にありがたい

ことであります。大会期間中は、日向市内にも

多くの方々が滞在し、波及効果もあったように

感じました。今後もサーフィン大会が県内各地

で開催されることによって、本県観光にとって

大きな力になることを期待したいと思います。

そこで、本県もサーフィン誘客を意識した「波

旅プロジェクト」を行っておりますが、実際に

は予算額も少なく、言葉よりも本気度は感じら

れません。この「波旅プロジェクト」につい

て、どのような効果を期待しているのか、商工

観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「波旅プ

ロジェクト」は、全国トップクラスの良好なサ

ーフィン環境を活用しながら、サーフィン愛好

者はもとより、一般観光客をも対象にして、ダ

イビングなどのほかのマリンスポーツやグル

メ、温泉などの地域の魅力を組み合わせ、観光

の振興を図ることを目的としているところでご

ざいます。このため、昨年度、サーフィン関係

者や観光関係者、関係市町村等で構成する波旅

プロジェクト推進会議において策定した基本指

針に基づき、本年度から「波旅プロジェクト」

の事業をスタートさせたところであります。具

体的には、７月に青島サーフィンセンターにお

きまして実施した「波旅宮崎」テイクオフプロ

モーションを皮切りに、サーフィンを初めとす

るマリンスポーツの情報発信に努めているとこ

ろであります。また、サーフポイントごとの実

情に応じた取り組みが必要であることにかんが

み、地域ごとに設置されました地域推進会議や

関係団体の取り組みを支援していくこととして

おります。県といたしましては、市町村や関係

団体等とそれぞれの役割分担のもと、連携を強

化しながら、「波旅プロジェクト」を本県観光

振興の大きな柱と育てるべく、取り組みを進め

てまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これは、ねらいとか今部長が

おっしゃったような取り組みというのは非常に

いいものがあると思いますが、内容は、予算措

置も200万円ぐらいしかないというのもあります

し、実際に関係者に聞きましても、そんなに事

業自体も進行していないという話も聞きます。

ぜひこれは、地域のそれぞれの沿岸部になって

しまいますけれども、自治体、もしくはその地

域のさまざまな団体と協力してやっていただく

ように、また県としても、「恋旅」とかいろん
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なプロジェクトがありますけれども、せめて、

そのプロジェクトと同じぐらいの予算規模の獲

得をしていただきたいと思います。

続きまして、九州新幹線からの観光客誘致に

ついて伺います。開通から半年がたちまして、

新幹線効果による本県駅への乗降客、もしくは

レンタカーによる観光客の増加も見られるとの

ことですが、今後も、新八代から宮崎を結ぶＢ

＆Ｓの活用にも期待がかかるところでありま

す。昨年、新幹線の開通を考えて、観光客を本

県に導くためのバスルート開発のために、多額

の予算を計上しておりましたが、そのバスルー

トの事業の実績は今どのような状況であるのか

を、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「九州新

幹線観光バスルート実証実験事業」につきまし

ては、ふるさと雇用再生特別基金を活用して実

施しておりまして、熊本駅と延岡駅を結ぶ熊本

ルートと鹿児島中央駅と宮崎市内を結ぶ鹿児島

ルートの２ルートで、観光バス「ぐるりんひむ

か号」を運行しております。22年10月から運行

を開始いたしましたが、土日祝日運行であるこ

と、また事前予約制であることといった条件が

あることや、事業の認知度不足のため、これま

でのところ、残念ながら期待したほどの効果は

上がっておりません。このため、ことし10月か

ら12月にかけて、ＪＲグループとともに実施し

ます「熊本・宮崎・鹿児島デスティネーション

キャンペーン」に合わせまして、本事業のＰＲ

強化を行うとともに、当日の乗車受け付けや利

用者特典の導入等により、利用者の増加につな

げていきたいと考えております。

○西村 賢議員 このような事業自体があった

のか、このようなバスがあったのかも私も存じ

上げなかったわけですが、予算をかけてこのバ

スルートの開発というものに力を入れてきたわ

けですから、かけた以上は、うまく軌道に乗っ

ていくように今後とも指導していただきたいと

思いますし、やはり始めてしまうとやめるわけ

にもいきませんから、ぜひ改善を続けていただ

きたいと思います。

次に、海外からの誘客についてお伺いをしま

す。東日本大震災の影響等で、外国人観光客の

訪日は一時50％減となったとの報道もありまし

た。徐々に回復基調にあるとは思いますが、本

県の海外からの観光客の推移はどうなっている

のかお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 海外から

の観光客につきましては、３月に発生しました

東日本大震災及び原子力発電所事故により、日

本への渡航が激減いたしました。このため、県

では、定期便が就航し、本県への観光客が多い

韓国、台湾を中心に、４月から８月にかけまし

て、知事、副知事のトップセールスを含む、切

れ目のない現地でのプロモーション活動を展開

したところであり、「宮崎の観光は安全」との

メッセージを強く発信するとともに、旅行会社

が行う本県への旅行商品造成や、マスメディア

等を活用した広告作成に対する支援を行ってま

いりました。主要ホテル・旅館における外国人

宿泊者数を見てみますと、３月から４月には大

幅に落ち込んだところでございますが、７月に

は、昨年、一昨年を超える水準にまで持ち直

し、回復傾向にあると考えております。

○西村 賢議員 回復基調であるということ

で、非常にいい流れができつつあると思いま

す。この海外からの集客の中で、今、アジアか

らの観光客誘致というものに関しましては、宮

崎のみならず、全国各地で誘致合戦が繰り広げ

られているところでありますが、本県にとって
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も、定期航空路線のある台湾や韓国、また個人

観光客のビザ発給が大幅に緩和された中国は、

非常に期待が持てるところであります。本県の

未来みやざき創造プラン、いわゆるアクション

プラン工程表によりますと、平成22年度、韓国

からの観光客２万9,732人を平成26年には５万人

に、台湾の9,647人を26年には２万人に、香港

の2,696人を26年には１万人に、中国の平成21

年1,763人を26年には１万人にという具体的な目

標を掲げて、さまざまな施策を講じているとこ

ろであります。ぜひこの目標到達に期待したい

ところでありますが、この目標達成ができれば

合計で９万人、本当に倍以上の方に来てもらう

取り組みが必要であると思いますが、いろいろ

心配する点もございます。今の定期便数で足り

るのか、もしくは定期航空路線のない地域はど

うなのか、例えば、この目標を達成するための

具体的な取り組みというものがあるのか、商工

観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 議員のお

話にありましたように、アクションプランで

は、海外誘客に係る平成26年度の目標値を、韓

国が５万人、台湾が２万人、香港が１万人、中

国が１万人と、意欲的に設定したところでござ

います。これらの目標達成に向けて、定期便の

ある韓国や台湾につきましては、先ほど申し上

げましたように、切れ目のない観光プロモー

ション活動を継続して実施しております。ま

た、中国につきましても、個人観光客へのビザ

発給要件が大幅に緩和され、訪日観光客の増加

が見込まれますことから、８月に副知事を団長

に北京を訪問し、中国国家旅遊局、これは日本

では観光庁に相当する組織になりますが、そこ

の副局長や北京市政府副市長を初め、北京市旅

遊委員会、中国国際航空、現地大手旅行会社で

ある中国旅行社等の代表の方々にお会いしまし

て、本県の１年を通じて快適にゴルフができる

環境、美しい海と豊かな自然、日本の発祥につ

ながる神話・伝説等について御紹介し、観光・

リゾート宮崎をＰＲしてきたところでありま

す。今後とも、中国を初めとする東アジア地域

の市場における本県の知名度向上に努め、現地

の旅行会社や航空会社との連携強化を図ること

で、新たな観光需要を掘り起こし、海外からの

観光客増加につなげていきたいと考えておりま

す。以上でございます。

○西村 賢議員 実際、キャリアとして今、韓

国と宮崎を飛んでいるエアバスというのも、140

から170席ぐらいの座席しかありません。例え

ば、新幹線にしても、700系と言われるもの

で500席、そういったものから１割でも本県の観

光客がふえていったとしても、実際、倍にふや

さなきゃいけないという計画は、今考えるとど

うかとも思いますけれども、やはり段階的にふ

やしていく、目標に向かっていくということは

重要であると思いますので、ぜひ実現に向け

て、これは段階的に頑張っていただきたいと思

います。

次に、少子化対策、子育て対策について伺い

ます。

少子化対策として、本県にも結婚支援事業と

いうものがありますが、少子化の原因である晩

婚化や生涯未婚者の増加というものをなくし、

出会いそのものの機会をふやしていこうという

ねらいがあったかと思います。縁結び応援事業

は、平成20年から始まっている取り組みであり

ますが、これまでの取り組みの成果、今後の取

り組みについて、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたとおり、未婚化・晩婚化の進行
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は、少子化の大きな要因の一つでありますこと

から、県ではこれまで、結婚を応援する民間団

体を支援し、社会全体で結婚を応援する機運づ

くりに努めてきたところでございます。具体的

には、平成20年度から、民間団体が実施いたし

ます出会いや交流の機会の情報を独身者へ電子

メールで提供しており、昨年度は約800名の独身

者に情報提供を行いまして、団体が企画するイ

ベント等に延べ約4,000名が参加されておりま

す。今年度につきましては、民間団体の意見交

換会等を実施いたしまして、ネットワーク化を

図りますとともに、独身者を対象にいたしまし

た話し方講座などのセミナー開催や、県ホーム

ページを活用した出会いや交流の機会の情報提

供を行うことといたしております。このような

結婚を応援する取り組みは、未婚化・晩婚化対

策の一つとして大変重要であると考えておりま

すので、今後とも、結婚を応援する事業に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 少し時間がなくなってきまし

たので、質問を割愛して前に進めていきます

が、次に、障がい者福祉について伺います。

健常者であっても、高齢化とともに障がいを

持つことがありますが、高齢化社会である現

在、障がい者の数自体がふえているのか。身体

障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳といった障害者手帳の配付状況はどうなって

いるのか、それぞれの推移と今後の傾向につい

て福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障害者手帳所

持者の状況についてでございます。平成17年度

と平成22年度の５年間の推移をずっと見てまい

りますと、身体障害者手帳が平成17年度５

万8,575人、平成22年度６万3,942人で、5,367人

の増加でございます。療育手帳が平成17年

度8,700人、平成22年度9,767人で、1,067人の増

加、精神障害者保健福祉手帳が平成17年度3,301

人、平成22年度4,691人で、1,390人の増となっ

ているところでございます。３つの手帳を単純

に合計しますと、重複等があるわけでございま

すけれども、平成17年度７万576人、平成22年度

７万8,400人で、7,824人の増となっておりまし

て、この傾向は続いていくものというふうに考

えております。

○西村 賢議員 合計で7,824人、これは単純に

は言えないとのことですが、５年間でこれだけ

多くの障がい者の方の増加が見られますし、例

えば割合でいえば、精神障害者保健福祉手帳が

この５年間で1,390人もふえている。非常に多く

の増加が見られております。このような障がい

者の増加に対しまして、社会としても大きく変

わっていかざるを得ない部分もありますが、ハ

ード整備等々以外にも、例えば、障がい者の雇

用・生活をどう助けていくのかということもあ

ります。本県も障害者就業・生活支援センター

を設けまして、就業支援を行っていると思いま

す。しかし、健常者であっても厳しい就職難の

ときでもあります。当然、企業側にも理解を求

めていかなければなりませんし、協力も必要で

あると思いますが、その状況はどうであるの

か、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障害者就業・

生活支援センターにつきましては、障がいのあ

る方の就業・生活面の一体的な支援や企業から

の障がい者雇用に関する身近な総合相談窓口と

いたしまして、県内７つの障がい保健福祉圏域

に設置されておるところでございます。当該セ

ンターの平成22年度における実績といたしまし

ては、相談に対する指導助言が１万7,612件、関

係機関との連絡調整が6,222件などとなっており
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ます。次に、本県の障がい者雇用の現状につい

てでございますが、宮崎労働局の調査では、平

成22年６月１日現在でございますけれども、法

定雇用率1.8％が適用される県内企業549社のう

ち、法定雇用率を達成した企業の割合は69.4％

で、都道府県別で１位となっております。ま

た、障がい者実雇用率でございますが、これ

は2.03％でございまして、都道府県別では８位

となっている状況でございます。県としまして

は、厳しい経済・雇用状況の中ではございます

けれども、今後とも、当センターを中心に、宮

崎労働局等の関係機関と一層の連携をいたしま

して、企業への理解を図るなど、障がい者雇用

の促進に積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 今の答弁の中で、障がい者雇

用を積極的に推進している本県企業、いわゆる

協力している企業の割合が、都道府県別で１位

ということであります。非常に障がい者に対し

ても目を向けている企業が県内に多いというこ

とは、本当にありがたいことであると思いま

す。

次に、障がい者スポーツについて伺いたいと

思います。韓国テグで行われました世界陸上、

陸上競技400メートルにおきまして、義足のラン

ナー、南アフリカのオスカー・ピストリウス選

手が注目を集めました。準決勝まで進み、障が

い者のみならず、多くの方々に勇気を与えてく

れました。パラリンピックなど障がい者スポー

ツの最高峰もありますが、ここでは、本県の障

がい者スポーツの実情、また普及のための県の

取り組みについてお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障がい者スポ

ーツは、リハビリテーションの手段としてだけ

でなく、障がいのある方々の健康増進、それか

ら社会参加の推進、さらには障がいや障がい者

に対する理解の促進にも大きな役割を果たして

おります。このため、県では、宮崎県障害者ス

ポーツ協会と連携いたしまして、市町村単位で

のスポーツ教室の開催やスポーツクラブへの助

成、宮崎県障がい者スポーツ大会の開催や、全

国障害者スポーツ大会への宮崎県選手団の派遣

など、障がい者スポーツの普及促進に取り組ん

でいるところでございます。特に、毎年５月に

開催しております宮崎県障がい者スポーツ大会

への参加者は年々増加いたしておりまして、大

会記録が更新されるなど、競技力も向上いたし

ております。県といたしましては、今後とも、

障がい者スポーツの一層の推進に取り組んでま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

少し時間がなくなりましたので、質問を割愛

しますが、最後に、ネット犯罪の県内の状況に

ついて伺いたいと思います。昨年の全国のサイ

バー犯罪の検挙件数は6,933件、過去最高となり

ました。ハッカーやフィッシング詐欺に加え、

これまでも有名人の殺人予告など悪質なものは

全国的にニュースになりましたが、匿名性の高

いインターネットでは、さまざまな犯罪やトラ

ブルも発生しております。本県でも先月、ホー

ムページの問い合わせフォームに殺人予告の書

き込みをした男性が威力業務妨害で逮捕されま

した。また、先日、インターネット掲示板に誹

謗中傷を書かれた被害者が裁判所に訴え、開示

命令を出し、プロバイダーは、悪質な書き込み

をした数人の住所、氏名を開示したという報道

もありました。このようなネット中傷者と被害

者は、精神的に追い込まれるケースもあります

が、ここでは警察本部長に、本県のサイバー犯

罪の現状と対策について伺います。
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○警察本部長（鶴見雅男君） サイバー犯罪に

関しましては、相談として警察に寄せられたも

のが、本年８月末現在で732件であります。昨年

同期と比較して130件の増加ということでありま

す。相談件数が最も多いものは、いわゆるワン

クリック詐欺などの詐欺・悪徳商法に関する相

談、次いでインターネット掲示板への誹謗中傷

の書き込みに関する相談などというふうになっ

ております。また、検挙でありますけれども、

８月末現在で33件、昨年同期と比較いたしまし

て19件の増加であります。内容といたしまして

は、詐欺が15件、青少年育成条例違反が３件、

児童買春・児童ポルノ法違反が２件というよう

な状況でございます。対策でありますけれど

も、サイバー犯罪の現状を広く県民の皆様方に

知っていただくということで、新聞・テレビ等

にお願いをした広報啓発活動を行っておりま

す。そのほか、被害防止をするために、サイバ

ー犯罪の実態やネット上のトラブルへの対処方

法、こういった情報提供を行いますサイバーセ

キュリティカレッジを開催しておりまして、本

年は、これまでに51回、１万3,000人の方が受講

しておられます。ちなみに、ことし検挙いたし

ました事件の中で、18歳未満の児童が被害者と

なったものが５件ございます。いずれも携帯電

話でコミュニティーサイトを利用しての被害で

あります。したがいまして、特に、児童生徒、

保護者、学校関係者に対する被害防止のための

フィルタリングの普及に向けた啓発活動に力を

入れているところでございます。

○西村 賢議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、社会民主党宮崎県議団、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 午前中の質

問の中で、きょうが河野知事の誕生日と紹介さ

れました。47歳ですか、おめでとうございま

す。そしてまた、河野カラーを出すんだという

ことで、きょうは、紫色でしょうか、カッター

シャツのアピールをされました。60歳の還暦は

赤をイメージしまして、紫は古希の70歳だと、

私、伺っておりますが、70歳の70は、恐らく、

さまざまな世代に果敢に挑む、最低でも70点以

上出すんだと、そういう決意ということで受け

とめさせていただきたいと思います。

ちなみに、実はおとといが私の誕生日でござ

いまして、別に気にはしませんから何もいいん

ですが、５歳になられました秋篠宮家の悠仁様

も、私と同じ誕生日でございます。そしてテレ

ビを見ていましたら、なでしこジャパンの澤穂

希選手も一緒でした。ヤワラちゃんこと谷亮

子、今、議員です。この方も同じだというふう

に記憶しております。いささか脱線しました

が、御紹介しておきます。

まずは、東北大震災、そして福島原発事故、

放射能漏れで大変たくさんの方々がまだ避難を

されております。そして、先日の台風12号のす

さまじい記録的な豪雨によって多くの命が奪わ

れました。不幸にも亡くなられた方々、そして

災害に遭われた方々に、心からお見舞い申し上

げる次第であります。

さて先日、５日夕方、たまたまテレビを見て

おりましたら、泉谷しげるさんが、昨年開催さ
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れた口蹄疫義援イベントを、ことしも来月の22

日に開催していただくことが決定したと報道が

ありました。記者発表の中で泉谷しげるさんが

おっしゃっていたことが記憶に残っております

が、「非常事態宣言を乗り越えた強さや感謝の

気持ちを生かせないか。宮崎が口蹄疫からの復

興を成功させれば、東北の方々への勇気とな

る」というようなことを話されていました。口

蹄疫の記憶が風化しつつある中で、昨年苦しん

だことを忘れることなく、被災地の思いをこの

宮崎でもしっかりつないで、宮崎が元気になる

ことが東北の方々に元気と勇気をつなぐことに

なると、改めて受けとめたところでございま

す。泉谷さんは、本来であれば東北３県を中心

にイベントをされるはずだと、私自身は思って

おりましたが、あえてこの宮崎で再びイベント

をやっていただくことに心から感謝を申し上げ

ます。

本題に移ります。さきの６月議会では多くの

議員が原発に関する質問をなさったようであり

ますが、今議会の代表質問、あすからの一般質

問、原発に関する質問が少ないようでありま

す。そこで私、まず知事に、脱原発に対する知

事の見解をお伺いしてまいりたいと思います。

６月議会での原発に対する質問に対し知事

は、「国が方針、選択肢を示し、国民的議論を

高めていく」と答弁をされ、今後原発はどうあ

るべきか、原発に対する態度は明確にされな

かったと思います。福島原発事故はいまだに収

束を見ず、世界じゅうに原発事故の恐怖を与

え、さまざまな分野への悪影響を与え続けてい

ます。また、国内には賛否両論ありますが、国

民的議論がさらに高まっています。改めて原発

に対する知事みずからの考えを伺います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

原子力発電についてであります。今回の福島

第一原子力発電所の事故によりまして、これま

での基準や考え方では安全性が確保されないと

いうことが明らかになり、原子力発電に対する

国民の不安が非常に高くなっております。一方

で、これまでの原子力政策は、安全性の確保を

前提にその割合を高めてきた結果、東日本大震

災が発生する前は電力の３割を原子力が占める

までになっておりまして、短期間でかわりの電

源を確保することは難しい状況にあるのではな

いかと考えております。

このような中で、コスト、技術面など解決す

べき課題はあるものの、中長期的には再生可能

エネルギーの割合を高めていく必要があると考

えておりまして、本県としましては、太陽光発

電、さらにはバイオマス発電などに積極的に取

り組んでまいりたい、本県ならではの役割を果

たしてまいりたいというふうに考えておりま

す。今後の原子力政策につきましては国の責任

において決定される事項でございまして、国民

の安全を守るという視点から、国民の理解が得

られるような、国民的議論を経た上で判断され

る必要があるものと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 期待していた答弁ではなかっ

たと私は思います。知事は広島県出身ですよ

ね、被爆地出身だということで、実は非常に興

味深く、答弁を期待していたんですが、原発は

小さくしていこうという思いは少しは伝わりま

したけれども、将来的に原発とはさよならしよ

うというような思いの、はっきりした答弁をい

ただくとありがたかったかなと思います。
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次に移りますが、本県における電力需要に対

する発電能力と発電量はどのようになっている

のか、県民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県における

発電能力は現時点で、九州電力の水力発電が

約195万キロワット、企業局の水力発電が約16万

キロワット、このほか家庭や企業で導入されて

いる発電設備は約26万キロワットとなっており

まして、合計約237万キロワットとなっておりま

す。また、これらの設備から実際に発電された

電力量につきましては、平成22年度分は、企業

等による自家消費分を除きまして26.5億キロ

ワットアワーとなっております。この発電電力

量が県内の電力消費量をどれだけ賄っているか

といいますと、県内の電力消費量は、企業等に

よる自家消費分を除きまして、平成22年度

で76.3億キロワットアワーとなっておりますの

で、その割合は34.7％となります。以上でござ

います。

○髙橋 透議員 電力需要に対して自前で対応

している、賄っているのが34.7％ということで

理解をしたいと思います。そこで、新エネルギ

ーの導入、知事もお話しされましたが、いわゆ

るアクションプラン、ここに目標値が示されて

おりますけれども、現在、20万キロワットか

ら、平成26年に40万キロワットと設定されてお

ります。太陽光発電、いろんな普及拡大に力を

入れていただいておりますが、本県の発電能力

は拡大していくと思うんです。そういう意味で

は、すごくびっくりしたのはバイオマスなんで

すが、この発電が平成15年3,499キロワットアワ

ー、平成22年には13万8,810キロワットアワーま

で伸びているんです。ざっと40倍です。この数

年で40倍伸びているんですが、このバイオマス

発電について、今後も伸びていく要素があるの

か、環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 鶏ふんや木質

チップなどを燃料とした県内のバイオマス発電

につきましては、平成21年度末における発電能

力は約13万9,000キロワットであり、この５年間

でおよそ５倍の伸びとなっております。また、

県内の最近の動きといたしまして、畜ふんを燃

料とした新たな発電施設や、燃料の約６割を木

質バイオマスで賄う大型の発電施設が、それぞ

れ来年度の稼働に向けて現在建設中でありま

す。再生可能エネルギーは、コスト面や安定し

た供給などについて解決すべき課題が指摘され

ておりますが、去る８月末には再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度を導入する法律が成立

するなど、徐々にバイオマス発電に取り組みや

すい環境が整いつつあるものと考えておりま

す。本県では、林地残材や畜ふんなどまだ利用

されていないバイオマス資源が豊富にあります

ので、今後、バイオマス発電は期待できる分野

であると考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。今

おっしゃいましたように再生可能エネルギー固

定価格買取法が成立した関係で、バイオマスも

まだ伸びるよということでございました。

そこで、次は企業局にお尋ねをするわけです

が、この固定価格買取法が成立した関係で、電

力買い取りの対象が太陽光、風力、小規模水

力、地熱、バイオマスということであります。

そこで、この法律が成立したことを受けて、企

業局も新たな電源開発が可能になると思われま

すが、企業局長の見解を求めたいと思います。

○企業局長（濵砂公一君） お話にありました

法律の成立に伴いまして、再生可能エネルギー

の固定価格買取制度が来年７月から実施される

ことになりました。この制度は、電力会社に、
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太陽光や水力などの再生可能エネルギーで発電

した電気を一定の期間、一定の価格で買い取る

ことを義務づけるものでございまして、再生可

能エネルギーの普及が進むものと期待をされて

いるところでございます。企業局といたしまし

ては、これまでも太陽光発電ですとかマイクロ

水力発電に取り組んできているところでござい

ますけれども、新たな事業化につきましては、

今後、国において決定される買取価格ですとか

買取期間等の動向も見ながら、またそれぞれの

再生可能エネルギーの特性ですとか採算性等を

考慮しながら検討してまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 まだはっきりした答弁はでき

ないだろうと思います。仮にそういう方向で流

れるとしたときの話になるんでしょうけど、県

内には治水ダムなり砂防ダムなど、小規模水力

と言われるダムが数多く存在していると思うん

ですが、既存のダムを活用した発電事業に取り

組む可能性は探れないものか、いま一度企業局

長に答弁をお願いします。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては現在、利用されていないエネルギーの有効

活用という観点から、延岡市の祝子ダムの河川

維持流量を活用いたしましたマイクロ水力発電

の施設を来年１月の完成を目指して建設してい

るところでございます。また今年度は、綾北ダ

ムにおきましても同様の発電の事業化の可能性

を調査することとしております。御質問にあり

ました治水ダムあるいは砂防ダムを利用した発

電でありますけれども、特に砂防ダムなんかは

山間部の急峻な地形の中にあるということもご

ざいまして、建設あるいは工事上の技術的な問

題、あるいは年間を通して発電に必要な水量が

安定して得られるかというような問題もござい

ますので、その辺も十分調査し、関係機関とも

連携を図りながら検討してまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 この流れがうまくいけば可能

性として期待できるかなという答弁のようであ

りましたが、確かにダムの場所なり水の量なり

関係してくるので、いろいろと検討は必要だと

思います。私の地元には日南ダムとか広渡ダム

等があります。これが小規模水力に当たるかど

うか私も疑問でありますけれども、可能性があ

るということで、今後また勉強させていただき

たいと思います。来年７月施行ということで、

再生可能エネルギー固定価格買取法、先ほども

ありましたように、買取価格の額なり期間が非

常にかぎになろうかと思います。ただ、私が申

し上げたいことは、既存のダムの活用は、それ

ぞれ付随する関係法があって、これを乗り越え

ないとできないということも、今、企業局長が

おっしゃったとおりでありますけれども、この

事業を現実的なものとするために、新たなダム

を建設して発電施設をつくるんじゃなくて、ぜ

ひ、こういった初期投資をかなり抑制できる事

業にしていただきたい。水力発電の先駆けであ

る本県がこうした取り組みに積極果敢に挑戦し

ていただくように強く要望しておきたいと思い

ます。

次に移ります。九州広域行政機構に対する本

県のスタンスについてお伺いしていきたいと思

います。

九州広域行政機構の設置によりまして廃止さ

れる国の出先機関についてお尋ねしますが、現

在、国の出先は、福岡県と熊本県にその中心と

なる局事務所が置かれておりますが、廃止後も

現状の組織が継承されていくのか、知事にお尋

ねしたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構の構

想でありますが、地方分権をより一層進めると

いう観点から、地方との二重行政やガバナンス

の欠如など国の出先機関が抱える問題を解消し

て、住民ニーズに迅速かつ的確に対応するため

に、国の出先機関を丸ごと受け入れる組織とし

て、九州知事会において構想を取りまとめて国

に提案をしているものでございます。この構想

では、受け入れる国の出先機関を各県の知事が

分担して管理することとしまして、職員は各県

の担当知事の指揮・監督に服しながら、それぞ

れ現在の勤務地及び所属で今までの職務に当た

るということを、現段階の構想では想定をして

おります。

○髙橋 透議員 広域行政機構の運営ですけれ

ども、どのくらい費用がかかって、また本県の

負担はどのくらいになるのかお尋ねしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構で受

け入れを目指している国の出先機関の職員数や

歳出の規模でございますが、平成20年度に公表

された資料によりますと、職員数約１万2,000

人、歳出規模は約１兆3,000億円となっておりま

して、機構の運営に当たりましては、これらの

人件費や事業費など事務の執行に要する財源に

つきましては、当然、国において全額措置され

ることを前提としているところであります。た

だし、新たに機構という組織を設置することと

なりますと、機構の運営にかかる新たな経費が

必要となってくるわけでありまして、この経費

負担のあり方などにつきましては、今後、機構

の詳細な制度設計を行う中で検討していくこと

になると考えております。

○髙橋 透議員 機構の運営にお金がかかると

いうことはわかりました。中身については詳細

を今後検討されるということでありますが、費

用負担、新たなコストだというふうに思いま

す。本県も負担をするということでしょうか

ら、これもいろいろと議論されるところじゃな

いかと思いますが、廃止される出先機関、各県

が管理分担ということでございましたが、分権

なんだから、局とか事務所の場所を移すぐらい

の―例えば宮崎は農業県です。農政局は宮崎

が担当してもいいじゃないですか。あるいは九

州の中で一番道路網が未整備、鉄道も貧弱―

地方整備局は宮崎が担当してもいい。そんなこ

とを知事は―この人は何を言っているんです

かと思われるかもしれませんが、ぜひ知事会の

中で言っていただきたいと思っています。宮崎

県のトップとしてしっかり意見をぶつけていた

だきたいと思っています。

続けていきますが、奈良県が関西広域連合参

加を見合わせております。ここは九州広域行政

機構と違って、各県が持っている事務を集約す

るということです。ここに奈良県の知事は疑問

を持たれたということです。分権なのに、なぜ

各県が持っている事務を集めるのか。これは分

権じゃなくて集権じゃないですかということな

んです。後ほどまた質問しますけど、道州制

も、分権と言いながらも、結局流れはそういう

ところに行くと非常に心配しているんです。州

都があるところに権力は集まっていく、そうい

うところを私たちは見きわめて、宮崎県は道州

制については慎重になるべきだということを申

し上げているんです。各都道府県があって、今

回の広域行政機構でいくと、新たな組織、行政

ができると思いますから、奈良県の知事も言っ

ているように屋上屋を重ねることにならない

か。分権を目指しているのに、中身をしっかり

見るとそれは集権じゃないかということを、
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しっかりチェックいただきたいと思います。

そこで知事にいま一度お尋ねするのは、これ

まで知事は、市町村への権限移譲とか基盤強化

はよく言われてきました。宮崎県の知事として

道州制の考え方、まだはっきり態度を示されて

いない気がしてならないんですが、道州制につ

いての本県のスタンスについてお聞かせいただ

きたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 道州制につきまして、

これまで国、地方、経済団体、各方面で議論が

なされているところでありますが、単なる広域

行政対応をどうするかというよりも、国や地方

のあり方そのものを抜本的に変えるものにな

る、国民生活に大きな影響を及ぼすものという

ふうに考えておりますが、残念ながら今、国民

的な議論が深まっているという状況にはないと

認識をしております。道州制につきましては、

地方分権を今の状況からより一層推進していく

ための有効な選択肢の一つであると考えておる

ところでありますが、国民の間でまず十分な議

論を行うこと、あわせて、現在の都道府県制に

つきましても改めて整理なり検証を行う議論の

過程が必要であろうと考えております。

○髙橋 透議員 私が申し上げたいことは、道

州制で宮崎が生き残れるのかということを非常

に大事にしたいと思っているんです。「九州が

均衡して発展していける」、そういうことはど

こも言うと思うんです。しかし、自治体の大き

さは別にして、ぜひ市町村合併を振り返ってい

ただきたいと思うんです。かなり不満も出てき

ておりますし、先ほど言いました、「身近に

あった行政が結局遠くなった」「権力がどんど

んと離れていった」、そういった御意見、御不

満を言われる方もたくさんいらっしゃいます。

例えば、今回の東北大震災、合併したことに

よっていろんな地域のつながりが非常に薄く

なってきた結果、うまくいっていないところも

あるらしいんです。福島県の飯館村は合併して

いないんです。非常にあそこは連携してやって

いらっしゃる、つながりが維持できていると聞

いております。そういったところもぜひ参考に

していただきたいし、もし道州制になるとした

ら、今のいびつな国の形が変わるような、いわ

ゆる格差が一番問題なんです。いろんな地方で

も格差がいっぱいあります。九州を見てもわか

るように、格差はいっぱいあるでしょう。そこ

が変えられるような改革の足がかりに、今度の

広域行政機構、ぜひ宮崎で整備局、農政局を

とってください。よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に移ります。医療・福祉対策について質問

してまいりたいと思います。

精神疾患の患者数が急増したということが新

聞で報道されました。96年から98年にかけて、

このころから糖尿病と患者数が並んだというこ

とを新聞で見たところでありますが、実は98年

にはもう自殺者は３万人を超えているんです。

このころからしっかり精神疾患に対する分析な

り―今度５大疾病に加えるわけですが、この

ころから５大疾病に加えるような検討をしても

よかったんじゃないかということを素人なりに

考えたところであります。年間３万人を超える

自殺者の９割が精神疾患にかかっていた可能性

があるということが言われておりまして、早急

な対策が求められていると思います。そこでお

尋ねします。精神疾患が５大疾病に追加されま

した。本県の医療計画の見直しもなされていく

と思います。医療計画の見直しのスケジュール

及び概要について、福祉保健部長にお尋ねしま

す。
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○福祉保健部長（土持正弘君） まず、現在の

医療計画でございますけれども、国の方針に基

づきまして、がんや脳卒中など重点的に医療提

供体制の構築を目指す４疾病のほか、精神疾患

等につきましても、「現状と課題」や「施策の

方向」を示しているところでございます。この

ような中、お話にございましたけれども、先

般、国の社会保障審議会医療部会において、精

神疾患についてもがんや脳卒中などと同様に位

置づけ、各医療機関等の機能分担や連携など、

さらなる医療提供体制の構築を図るべき疾患と

することが了承されたところでございます。今

後、国において医療計画策定に関する基本方針

等が示される予定でございまして、また、本県

計画の期間が平成24年度までとなっております

ので、これらを踏まえながら来年度中に見直し

を行いたいというふうに考えております。

○髙橋 透議員 精神科救急体制の現状と課題

についてお尋ねをしていきたいと思います。救

急に行きましてベッドがあいていても、実は性

別の関係で、女性が行ったときに女性が入る

ベッドがなかったとか、精神保健指定医の確保

に、特に夜間帯において苦慮されていると伺っ

ております。時には保健師が夜中じゅう、翌朝

の病院があく時間まで見て連れていくというケ

ースもあるみたいです。精神科救急体制の現状

をどう認識して、その課題にどう取り組んでい

かれるのか、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県では、平

成９年から精神科救急医療システムを宮崎県精

神科病院協会等に委託して運営しておりまし

て、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始におい

て、県内20病院が当番制で医療体制の確保を

図っているところでございます。課題といたし

ましては、平日夜間の体制がないことや、土曜

日の対応が一部地域に限られていること、診療

所、病院及び後方支援機関であります県立宮崎

病院相互の役割分担の明確化を図ることなどが

挙げられているところであります。このため県

では、精神科医療機関、消防機関、警察の代表

などで構成いたします宮崎県精神科救急医療シ

ステム連絡調整委員会を設置いたしまして、救

急対応時間の拡大や医療機関相互の連携のあり

方につきまして協議を進めているところでござ

います。今後とも、緊急な医療を必要とする精

神障がい者等のための医療体制の充実に努めて

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。精神疾患の治

療には時間がかかるんです。したがって、救急

とかリハビリなどの役割分担を、ぜひ地域の病

院ごとに決めていただきたい、あるいは退院後

もその人が生活しているところで治療ができる

計画になるように、検討をお願いしたいと思い

ます。

次に、自殺対策についてお尋ねしていきま

す。自殺の原因は広範囲にわたっておるわけ

で、したがって、国は、厚生労働省を窓口にす

るのではなくて、内閣府をその対策の窓口にし

ております。より部局横断的な総ぐるみ対策と

するためには、本県の自殺対策の窓口、現状は

福祉保健部ですね。ぜひ福祉保健部から県民政

策部に移行すべきではないでしょうか、お尋ね

したいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 多くの自殺

は、さまざまな要因が複雑に関係して心理的に

追い込まれた末の死であると言われており、そ

の要因でございますけれども、健康問題や経済

問題、家庭問題など多岐にわたっております。

しかしながら、自殺者は、先ほど議員のほうか

らもお話ございましたが、自殺の直前にうつ病
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等の精神疾患に罹患している場合が多く、うつ

病の予防等のメンタルケアが重要であることか

ら、精神保健の担当部局である福祉保健部が所

管をしているところでございます。

なお、自殺対策を効果的に推進するために

は、関係する部局が横断的に連携を図っていく

必要がありますことから、平成19年に、知事を

本部長、副知事を副本部長、各部長などを本部

員とする宮崎県自殺対策推進本部を設置いたし

まして、関係部局が一体となった取り組みを推

進しているところでございます。

○髙橋 透議員 自殺の原因が広範囲にわたっ

ているということを一つの理由として、私は申

し上げました。そして、自殺対策本部というの

は当然のことで、そこで横断的にやるためにつ

くっているわけですね。ただ私は、指揮命令を

しっかりするところは県民政策部のほうがいい

んじゃないかと。今の体制も活動的なものとし

て理解はします。いつでしたか、四役体制で県

民政策部が候補にも上がりましたが、それだけ

部局を調整する権限と機能を持ち合わせている

部だと思いますので、発展的に移行するという

意味で、今後お考えをお願いしたいと思いま

す。

次に、セーフティネット貸付について質問し

ていきます。社会福祉協議会が窓口となってお

ります生活福祉資金制度で、借り入れ困難な多

重債務者を救済する貸付制度はできないんです

かということを２～３度質問しました。県、市

町村にお願いをしますが、県のほうではなかな

か困難なようでありました。関係団体でその後

ずっと検討、研究を重ねられた中で、実はいよ

いよ中身が固まって─本来であれば自治体に

も入っていただいて、４者、５者でセーフティ

ネット貸付制度をスタートしたかったんです

が、余り先送りもできないということで、労働

者福祉団体中央会、九州労働金庫、日本労働者

信用基金協会、この３者でセーフティネット貸

付制度を発足すると伺っております。ちなみ

に、労働金庫は会員向けに低利の貸付制度は

持っているわけで、会員以外にもサービスを提

供しますよと、そういう意味であります。福

岡、熊本もこういうセーフティネット事業を

やっていらっしゃるんですが、そこでは県がか

かわっているんです。いろんな運営補助金なり

を出しているんです。この３者で今のところス

タートするセーフティネット貸付制度、県とし

て何も関与しなくていいのか、その辺の見解を

県民政策部長にお尋ねしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今回、今、議

員がおっしゃいました３者でそういう制度をつ

くられるということでございまして、民間の金

融機関・団体が行います多重債務者向けのセー

フティネット貸付は、深刻化する多重債務問題

の解決に資する一つの手法と考えておりまし

て、大変評価するものでございます。今、議員

もおっしゃいましたが、県としましては、借り

入れや返済に対するモラルハザード発生の危険

性、あるいは当該制度は貸付対象が勤労者に限

定されることなどから、公平性の観点から一般

県民の理解が得られるかなどの問題がありまし

て、貸付原資や貸し倒れ補てんのために支出す

るといった直接的な関与は大変難しいと考えて

いるところでございます。多重債務問題に対す

る行政としての県の役割は、相談への対応に加

え、県民が多重債務に陥らないよう啓発を行う

ことが基本であると考えているところでござい

ます。したがいまして、今回の新たな貸付制度

に対しましては、県多重債務者対策協議会など

を通じた周知・広報、あるいは相談業務におい
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て連携を図りたいと考えておりまして、県とし

てできる限りの支援を行ってまいりたいと考え

ております。以上でございます。

○髙橋 透議員 県民政策部長の思いは十分伝

わりました。あとはお金を出すかどうかの問題

でありまして、周知とかいろんな相談事業で連

携していこうということで、それにもお金は間

接的に入っているんでしょうけれども、思いは

よくわかりましたから、いかに関与して連携し

ていくか、いま一度、このことを今後も十分検

討を重ねていっていただきたいと思います。あ

りがとうございました。

次に、改正障害者基本法、この点について触

れてみたいと思います。私、６月議会でも少し

触れさせていただきましたが、日本は、国連の

障害者権利条約をまだ批准しておりません。批

准要件を満たすために国内法の整備が必要に

なってきます。このたび障害者基本法が一部改

正されまして、今後、障害者自立支援法にかわ

る障害者総合福祉法、そして障害者差別禁止法

の制定が予定をされています。冒頭言いました

障害者基本法、あわせてこの３つがしっかりと

改正されたときに批准ができると考えておりま

す。ただ、この障害者基本法の問題点もあるよ

うですが、まずは障害者基本法の改正の経緯、

概要について、福祉保健部長にお尋ねいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 国は、障害者

権利条約の締結に向けまして、ただいまお話ご

ざいましたけれども、平成21年から25年までの

５年間で国内法の整備を初めとする障がい者に

係る制度の集中的な改革を行うこととしており

まして、その一環として、今般、障害者基本法

の改正が行われたものでございます。今回の改

正概要についてでありますが、障がい者の定義

が大幅に見直されたほか、差別の禁止に関し新

たな条項が設けられるとともに、基本的施策に

ついて、「教育」や「労働」等の規定の見直し

や「防災及び防犯」等の追加が行われ、さら

に、施策の実施状況を監視する機関といたしま

して内閣府に障害者政策委員会が設置されるこ

とになりました。国においては引き続き、障害

者総合福祉法や障害者差別禁止法の制定が予定

されておりますので、県といたしましては、今

回の改正法の趣旨を十分踏まえつつ、今後の制

度改革の動向も注視しながら適切に対応してま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 私、先ほど、改正された障害

者基本法、課題があると言いました。権利条約

の批准の第一歩として改正された基本法ですけ

れども、障がいのあるなしにかかわらずともに

学び合うインクルーシブ教育、この実現に向け

た根拠としては不十分だということが今、運動

団体のほうから指摘をされております。この改

正障害者基本法、理念法なんですが、「可能な

限り」という文言が実は５回出てきます。日本

には「基本法」という名のつく法律が38本ある

そうですけれども、「可能な限り」という文言

があるのは、この改正法と中央省庁等改革基本

法のみだそうでございます。私が言いたいとこ

ろなんですが、第16条全文を読むと時間があり

ませんので省略しますが、この16条、これまで

の分離教育から共生、ともに学ぶ教育に転換を

していきましょうという内容の条文です。ここ

に「可能な限り」という文言が使われておりま

す。「可能な限り」ということになりますと努

力義務という意味に解釈をされます。いわゆる

骨抜きにされるんじゃないかということなんで

す。当事者の方々は非常に心配していまして、

今頑張ってもらっている特別支援教育の充実を
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すればいいというふうに骨抜きにされてしまう

のではないかと、不安と期待が交錯していると

いうふうに聞いております。この障害者基本法

を受けて、今後の本県の特別支援教育のあり方

はどうなっていくのか、教育長にお尋ねいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 今回の障害者基本法

の改正では、教育につきまして、「可能な限り

障害者である児童及び生徒が障害者でない児童

及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつ

つ」などの条文が新たに加えられたところであ

ります。この趣旨は、法の目的であります、誰

もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社

会の実現に向けて、教育分野の基本的方向性が

示されたものであると認識をいたしておりま

す。県教育委員会といたしましてはこれまで

も、障がいのある児童生徒が地域で学校生活を

送れるように、特別支援学校への高等部の設置

や、身体に障がいのある生徒が高校の教育課程

の履修ができるように県立高等学校生活支援員

の配置などに取り組んでまいりました。また、

高校生が障がいのある人との交流をみずから企

画して行う「高校生発！共に育つ人づくり推進

事業」や、特別支援学校と小学校、中学校、高

等学校との交流及び共同学習を通じて、将来の

共生社会を担う人材の育成に努めているところ

であります。現在、文部科学省の中央教育審議

会に設置されました「特別支援教育の在り方に

関する特別委員会」におきまして、就学指導の

あり方、合理的配慮など具体的な検討がなされ

ておりますことから、今後は、このような国の

動向を注視しながら特別支援教育の一層の充実

に努めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 本県の特別支援教育、大変頑

張っていただいていると思います。それは認め

ておりますが、裏を返せば、他の都道府県は頑

張っていないんですよね。宮崎が飛び抜けてい

るんじゃなくて、宮崎は当たり前に頑張ってき

ただけで、そういうこともあるわけですが、イ

ンクルーシブ教育、分離から共生の教育のあり

方について、今後問われていきます。先ほども

言いましたように、特別支援教育の充実ではな

くて、障がいのあるなしにかかわらず地域の普

通学級にその籍が保障される制度、障がい児が

普通学級から排除されない合理的配慮がなされ

る仕組みが問われていくことを申し上げておき

たいと思います。

次に移ります。県立病院会計の決算の所見を

伺いたいと思います。

県立病院会計の赤字についてはこの間ずっと

問われてきた問題でありますが、縮小傾向にあ

ると思います。ことし３月に示された県立病院

の第二期中期経営計画によりますと、22年度決

算見込みは６億2,900万円の赤字が計上されてお

りましたが、先月、８月に出されました決算見

込みによりますと３億7,400万円の赤字決算と

なっております。これについては職員の意識改

革なり徹底した歳出削減などの取り組み、経営

努力が生んだ結果だというふうに、それぞれ皆

様方に敬意を表する次第でありますが、22年度

決算において収支がかなり圧縮されたその主な

要因について、病院局長にお尋ねをいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院では、

平成18年度に策定した第一期の中期経営計画の

目標達成のため、議員御指摘のとおり、職員の

経営参画意識の醸成を図りながら、７対１入院

基本料を初めとする新たな施設基準の取得や、

疾病ごとの包括請求方式でありますＤＰＣの導

入による収益の確保、さらには医療器械や薬剤
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等の共同購入や後発医薬品の採用など、徹底し

た経費削減に病院一丸となって取り組んでまい

りました。その結果、平成22年度決算では、こ

れまでの積み重ねてきた取り組みが一定の成果

を見せるとともに、診療報酬のプラス改定の追

い風も受け、計画期間においては最も収支が改

善したところでありまして、職員のコスト意識

の向上など赤字体質の改善が進んできたのでは

ないかと考えております。

○髙橋 透議員 18年度から第一期が始まっ

て、職員一丸となって経営改革に取り組んでこ

られたその結果だと思います。こういう取り組

みがますます強化されて収支改善されていけ

ば、私からの期待も込めてなんですが、第二期

の計画では25年度で黒字ということで示してあ

りますが、１年前倒しでひょっとしたら黒字化

できるのではないでしょうか、病院局長にお尋

ねしたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 御指摘のとおり

収支が改善はしてきております。しかしなが

ら、現在休診中の診療科の医師確保に確実な見

通しが立たないことに加えまして、来年４月に

予定される診療報酬改定の内容も不透明である

など、病院事業を取り巻く環境は決して楽観視

できないと認識をしているところであります。

このような状況ではありますが、平成25年度ま

でに病院事業全体での黒字化という第二期中期

経営計画の目標達成に向けまして、医師の確保

に全力を挙げることはもとより、県立病院の役

割であります高度医療への特化を進めることに

より診療収入の確保を図るなど、さらなる経営

改善に取り組んでいく必要があると考えており

ます。

○髙橋 透議員 職員もみずから血を流して頑

張っていらっしゃるわけで、今後ともさらに職

員一丸となって努力いただきたいと思っていま

す。今答弁いただいた病院局長みずからも頻繁

に３病院に出向いていらっしゃると聞いており

ます。いよいよ正念場でありますから、医師確

保はもちろんですが、県民目線を失われること

なく、さらなる経営改革に取り組んでいかれる

ようお願いしておきたいと思います。

次に、防災対策について質問してまいりま

す。

地域防災計画の見直しが進められているわけ

ですが、実は玄海原発がある佐賀県と隣接する

長崎県は、玄海原発から30キロ圏内を避難区域

とする素案を公表しております。そこで、本県

の地域防災計画の見直しにおいて、鹿児島県の

川内原発、あるいは愛媛県の伊方原発の事故を

想定した内容は盛り込まれていくのか、知事に

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現在のところ、本県、

国の原子力安全委員会の原子力防災に関する指

針の中で示されておりますＥＰＺ（防災対策を

重点的に充実すべき範囲）の10キロメートル圏

の範囲外にありますことから、県の地域防災計

画の中には具体的な記載をしていないところで

あります。福島原発の事故につきましては、収

束に向けた作業が現在も進められている段階で

ありまして、今後の原子力防災に関する国の考

え方、ＥＰＺの範囲をどの程度広げるのかとい

うようなところも含めて整理をされていないこ

とから、現状では本県の地域防災計画にどのよ

うな内容を盛り込むか、具体的な内容等を決め

ている段階ではございません。しかしながら、

今回の大震災に伴う福島第一原子力発電所の事

故の影響の広がりというものが、震災前に想定

されていたものを大きく上回っている状況でご

ざいますので、何らかの記述を本県としても検
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討する必要があるのではないかと考えておりま

す。今後とも必要な情報収集を進めてまいりま

すとともに、電力会社に対しましては、今後の

原子力発電所における徹底した安全確保であり

ますとか防災対策に万全を期すよう要請してま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 まだ今からということであり

ますでしょうが、ＥＰＺですか、片仮名は―

私は調べましたからわかります。原子力の防災

対策の重点地域、そういった範囲を示すんで

しょうけど、今度の原発事故でふと思ったの

は、わからない用語が多いんです。「メルトダ

ウン」「ベント」、何ですかこれと、みんな思

われるんです。「溶け出している」とか「廃

棄」「溶け出して大変な状態なのだよ」という

ことで、ちゃんと政府は発表してほしいんで

す。そういったところから国民は正確な情報を

しっかりと受けられない、そんなことがあると

思うんです。ＥＰＺ―ＡＫＢ48はわかります

よ。私の次男坊が今えらく狂っているみたいで

すけど。私は、そういうところから日本という

国は国民目線で政治をやっていないのではない

かということをつくづく、今回の原発事故で

思ったところであります。今から盛り込まれて

いくいろんな項目、常在危機―６月議会でも

使われた方がいらっしゃると思いますが、緊急

時に迅速かつ的確にいろんなことができる、そ

ういう体制をぜひつくっていただくことをお願

いしておきたいと思います。

次に、原発はちょっと置きますが、津波が非

常に想定をされていると思うんです。海沿いの

地域の人々の人命救助、それと復旧には、当然

道路の整備が必要でありますが、東北大震災で

は「くしの歯作戦」と呼ばれる救援輸送ルート

が効果を発揮したところであります。いわゆる

くしの歯作戦、本県でもしっかりと機能するの

かどうか、県土整備部長にお尋ねします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） くしの歯作戦

でありますが、これを宮崎県に置きかえます

と、くしの歯の根元となる縦軸のラインが東九

州自動車道に当たり、また、くしの歯となる横

軸のラインが東九州自動車道から日向灘沿岸部

につながる国県道等に当たると想定されます。

しかしながら、くしの歯の根元となります東九

州自動車道の県内の供用率は34％と非常に低

く、現状ではくしの歯としての防災機能は十分

に発揮できない状況にございます。県といたし

ましては、このような観点からも東九州自動車

道の早期整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 今、部長がおっしゃったの

は、くしの柄の部分のことをおっしゃったと思

うんですけど、私は歯のところを今から県土整

備部長には答弁いただきたいと思って、議場配

付までさせていただきましたが、くしの歯作戦

が宮崎に通用しないとすればどこを改良しなく

ちゃいけないか。まずはくしの柄のところ、

今、部長がおっしゃったとおり縦軸も改良整備

が必要なんですけど、この地図を見てくださ

い。南のほうの日南海岸に行きますと、実は横

軸になるルートがないんです。赤色で書いてあ

るのは、わかりやすくなるように実は私が書き

ました。この地図には載っていなかったんで

す。これは日南市道でありまして、起点は、日

南海岸のところに富土海水浴場とありますが、

ここから北郷の郷之原に抜ける富土郷之原線で

す。国道220号も非常に課題を持っていて、皆さ

ん方の御努力によって何とかまた線上にのった

ようでありまして、その改良も急がれるわけで

すが、実は、津波があって道路が崩壊したとき
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に、日南海岸線ルートにいらっしゃる、生活し

ていらっしゃる方、あるいはここは産業道路で

もあります。あるいは年間100万人を超える観光

客が行き来をしています。この人たちが閉じ込

められるわけです。緊急輸送道路はどこになる

かといったら、くしの歯がもげているんです。

くしの歯をどこにするかといったら、赤線で引

いた道路が有効になるんじゃなかろうかという

ことで、議場配付して皆さん方に説明したとこ

ろであります。巨大津波を想定したときの避難

道路の確保、災害直後の救援に必要な横軸とな

る輸送道、絶対確保が必要と思われますから、

ぜひこのくしの歯作戦が何とか遠からず早く活

用できるようにしたいわけです。この横軸の見

解について、いま一度県土整備部長に認識をお

尋ねしたいと思います。考え方を答弁してくだ

さい。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 市道の富土郷

之原線につきましては、議員お話がありました

ように、東九州自動車道と海岸沿いの国道220号

を結ぶ道路でございます。現在、全く未整備の

道路でございます。当該地域では現在、東九州

自動車道の清武から日南間の整備が進められて

おります。また国道220号におきましても、本年

度から国において日南防災事業に着手されたと

ころでございます。県といたしましては、これ

ら両路線の進捗状況等を見ながら、富土郷之原

線につきましては、道路管理者であります日南

市と本路線の整備について協議を行ってまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 時限性を求めて私は言ってい

るわけではなくて、安心・安全、防災です。必

要な道路ですから、高速道、そして220号、そし

て横軸、お金をどこが出すかは別にして、何と

か連携・協力して早期に改良できるようにお願

いしたいと思います。

次に移ります。観光対策についてお尋ねして

いきますが、いわゆる東国原知事後の観光、本

当に河野知事には申しわけないんですが、一番

環境が悪いときにバトンタッチをされたなと、

私も同情するわけです。近年の観光客の推移、

観光動向が出ていましたので見てみますと、東

国原知事が就任された１～２年がピークみたい

なんです。それでも平成12年の1,273万人には及

ばないんです。翌年の21年には1,200万人を割り

込んでいます。その後に22年、御承知のとおり

口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火、非

常に苦しんだ１年でありましたから、まだ数字

は出ていませんが、さらに観光客数は落ち込ん

でいると思います。河野知事のアクションプラ

ン、具体的な数値目標を示してさまざまな施策

を掲げてありますが、県内外の観光客が減少し

続ける東国原後の宮崎観光をどう盛り返してい

かれるのか。国外・国内・県内対策の３つの視

点からどう立て直していかれるか、知事にお尋

ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の観光振興につい

て３つの視点からということでございますが、

まず国外対策、どんどん発展拡大しております

アジア、大変重要だと考えておりまして、韓

国、台湾、中国、香港などの東アジア地域を中

心に、本県の知名度の向上対策でありますと

か、旅行会社や航空会社などとタイアップした

旅行商品の企画、造成の支援に取り組んでいる

ところでございます。私も８月に韓国、副知事

も６月に韓国、８月に中国に出向くなど、現地

でのプロモーション活動を展開しております。

実際行ってみることによりまして、原発事故の

放射線の影響が宮崎にはないというようなこと

も、必ずしも正確には伝わっていないというと
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ころもございますので、そういった情報をいか

に正確に伝えるか。また、足しげく通うことに

よって熱意を伝えることも大事であるというこ

とを実感したところであります。

次に、国内対策としましては、本県ならでは

の魅力を生かした観光ＰＲでありますとか、旅

行会社に対する旅行商品化の働きかけなどの取

り組みを行っております。また、全線開通しま

した九州新幹線からの観光客の誘客を図るた

め、南九州３県と連携したプロモーションをこ

の10月から開始することとしております。私

も、７月にはＪＲ西日本を訪問し、８月にはＪ

Ｒ九州と連携したイベントに参加するなどトッ

プセールスに努めているところであります。

最後に、県内対策でありますが、私は、選挙

時の政策提案の中で「100万泊県民運動」をお示

しして取り組んでいるところでございますが、

これは、県内観光の活性化による経済効果とと

もに、中長期的には国内外の観光誘客の促進に

も効果があるものと期待をしておるところでご

ざいます。このため、具体的には、県民の方々

に対する観光情報の発信や、市町村などにおけ

る観光地の魅力向上の取り組みに対する支援な

どさらに充実してまいりたいと考えておりま

す。

本県経済の再生・復興を図る上で観光への取

り組みというのは大変重要だと考えております

ので、今言いましたような３つの視点から取り

組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。私

も、最後の県内対策の100万泊県民運動ですか、

非常に興味のある施策だというふうに思いまし

た。これはやりようによっては何とかクリアで

きる施策だと思うんです。ぜひ議会も率先して

家族を連れて泊まって、100万泊を成功させたい

というふうに思いますので、ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。

次に、農林水産業振興対策についてでありま

すが、まず、ＴＴＰ問題に対する宮崎県のスタ

ンスについてお尋ねしていきたいと思いま

す。11月にアジア太平洋経済協力会議、ＡＰＥ

Ｃ首脳会議がありますが、ここでいよいよオバ

マ大統領が大枠合意を目指してまとめられると

報道されております。もう時間もないんです。

したがいまして、政権も野田政権にかわった。

このＴＰＰ、にわかに騒いでおるようでありま

すが、参加検討が具体的に議論されてくると思

います。きのうも質問がありまして答弁なさい

ましたが、このＴＰＰ、農業のみならず医療、

労働など幅広い分野に影響を与えます。本県の

農業をどう守るか、中山間地域をどう守るか、

そのために農業団体を中心に今、交渉参加する

こともだめだよということで意思表示、行動さ

れておりますが、いま一度知事から、本県のＴ

ＰＰに対するスタンスをお聞かせいただきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 国におきましては、Ｔ

ＰＰ参加による高いレベルの経済連携と食料自

給率の向上や農業・農村の振興を両立させるこ

とを目的としまして「食と農林漁業の再生実現

会議」を設置しまして、８月２日に中間提言が

提示をされております。しかしながら、この中

間提言では、当面検討すべき政策が提示された

ものの、大震災からの再生・復興が緒についた

ばかりで、農業の将来をどうするのか具体的な

手段、工程が示されておらず、また提言の内容

につきましても国民的な議論がなされている状

況にはございません。さらには、関税撤廃を大

前提としたこのＴＰＰは、国の食料政策、農業

政策の根幹にかかわる大変重要な問題でありま



- 105 -

平成23年９月８日(木)

して、将来にわたる安定的な食料確保は、持続

的な国内生産などにより担保することが大変重

要な国の責務であると考えております。したが

いまして、国内農業への影響や食料自給率向上

等の農林漁業の再生実現が可能なのかどうなの

か、そういったところが不透明な状況におきま

しては、ＴＰＰへの参加を認めることはできな

いと考えておるところであります。

○髙橋 透議員 知事の答弁を聞いていて、

ニュアンスのとり方もあるんでしょうけど、い

ろんな条件が整えばとか、不透明なところで今

はだめだと。ただ私は、ＴＰＰそのものは、い

わゆる完全自由化を前提としているわけだか

ら、これは話にならないと。実は７月に、農民

連盟と農民連盟推薦議員と県議会議員で意見交

換会をしましたが、「参加検討もうちはだめだ

よ」ということで強く意見も言われたところで

あります。基本のところ、スタンスは、知事、

一緒だと思うんです。私ははっきり、ＴＰＰ、

今も反対であるということを強くあらゆる場で

言っていただきたいし、食料自給率を50％とし

ようという中でのＴＰＰ参加は非常に矛盾して

いるわけですから、今後とも粘り強く、いろん

な団体と―宮崎県では経済団体、あるいは建

設業協会もそうでしたが、連携して集会をしま

した。宮崎県は農業ですそ野広く経済が回って

いるという認識をお持ちのようです。経済団体

の方も含めてですね。だから連携はしっかりと

れると思いますから、今後もしっかりと知事が

リーダーシップをとってＴＰＰへの反対行動を

示していただきたいと思います。

次に、風評被害対策についてお尋ねをしてい

きますが、福島原発事故に伴って、東北地方な

どにおいては非常に農水産物の風評被害が発生

しております。その状況は本当にはかり知れま

せん。私は、原因は初動にあったと思っていま

す。つまり、実態被害をそれこそ迅速・的確に

公表しなかった。このことがかえって風評被害

を拡大していった。そのことだというふうに私

は思っています。このことに対する知事の見解

を堂々と述べてください。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） まさに御指摘のとおり

でありまして、今回の原子力発電所の事故の状

況、それから放射性物質の拡散などにつきまし

ては、国が責任を持って情報収集し、得られた

情報を速やかに、かつわかりやすく国民あるい

は全世界に対して説明していくことが重要で

あったと考えておるところであります。国にお

きましては現在、食品中の放射性物質のモニタ

リング検査や出荷制限などの措置を講じている

ところですが、いまだ収束への道筋は立ってお

りませんで、本県としましては農畜水産物への

風評被害対策を強化するよう国に対し強く要望

しておるところでございます。本県産の農畜水

産物につきましては安全性を懸念する状況には

ないわけでございますが、県としましては引き

続き、全庁的に情報を共有しますとともに、消

費者の皆様へ正確な情報を提供するなど、農畜

水産物を安心して食べていただけるよう努めて

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 余り過敏になるなというよう

なことをおっしゃる方もいらっしゃいますけ

ど、例えば学校給食ですよね、地産地消を求め

てその割合を高めてきていますが、全部じゃあ

りません。いろんなところから食材は入ってく

ると思うんです。そこのところまでチェックが

今度は必要になってくるかもしれないです。こ

れは言い過ぎになるかもしれませんが、知事も

おっしゃいましたように情報収集をして、的確

に指示ができる体制をとっていただきたいと思
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います。私は責任は政府にあると思います。ぜ

ひ今後ともしっかりお願いしたいと思います。

次に、公共建築物への県産材活用策ですが、

公共建築物における木造率の目標は、本県の現

状は14.9％ですか、これを10年後に２倍にする

ということで30％の目標を立てておりますが、

我が県は杉生産量日本一でありますから、さら

なる上を目指さにゃいかんと思うんです。10年

後に30％じゃなくて、むしろ宮崎県はもっと上

を目指す。40、50をどこかでやるんだよという

ようなことをぜひアナウンスしていただきた

い。そのような考えを環境森林部長にお尋ねい

たします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 昨年10月の

「公共建築物等における木材の利用の促進に関

する法律」の施行に伴い、県では同年11月に

「県産材利用推進に関する基本方針」を改正し

まして、民間が整備する病院や老人ホーム等を

含めた公共建築物の木造率を、平成20年度の

約15％から、平成32年度には倍増の30％とする

数値目標を掲げたところでございます。議員の

おっしゃったとおりでございます。この目標達

成に向けて、副知事をトップとする県産材利用

推進委員会において、全庁的に県有施設の木造

化・木質化に取り組んでいるところでございま

す。また、市町村に対しまして同法律で規定す

る市町村方針の策定を働きかけているところで

すが、多くの市町村で策定または策定準備が進

められています。木造化を促進していくために

は、建築基準法等関係法令の制約などにより木

造化が難しい建築物もあることや、市町村、民

間の理解、協力を得ることなどクリアすべき課

題もありますことから、まずは昨年度設定した

目標を確実に達成するため最大限の努力をして

いきたいと考えております。

○髙橋 透議員 今の答弁の中で「木造化が難

しい建築物」ということがありました。私も先

日、難しい木造建築物の構造計算について話を

聞いたことがあるんです。厚生常任委員会で日

南の保育園に視察に行かれたと思うんですけ

ど、八角形の建物なんです。木造です。ところ

が、安全性なりを計算する設計者が宮崎県には

いないとおっしゃるんです。いらっしゃるんで

しょうけど、少ないんです。そして時間とか手

間暇かかる割には費用が合わないということも

あるんでしょう。だから敬遠される。需要がな

いからそういう設計者も育たないというかふえ

ないと思います。そこはそことして一つの問題

でしょうけど、いろんな木造の建物がふえれば

仕事もふえるわけですから、設計者も育ってい

く、ふえていくということがありますので、ぜ

ひ木造化率をどんどんと高めていって、飫肥杉

が県内に広まっていくように頑張っていただく

ようお願いします。

次に、中山間地域振興計画についてお尋ねを

いたします。

まず、いわゆる限界集落、当初、国土交通省

が「限界集落」を使って不評だったものですか

ら、この呼称を改めましょうということで募集

をして、今、宮崎県、「いきいき集落」を使っ

ているというふうに思っていたら、「限界集落

といきいき集落は違うんですよ」というふうに

説明を受けました。ただ、マスコミとかメディ

アでもあの当時、東国原知事が色紙に「いきい

き集落」と書いて宣伝されたんです。だから恐

らく、私も含めて、「限界集落」は「いきいき

集落」という名前にかわったんだなと思ってい

らっしゃると思います。ここでお尋ねします

が、いわゆる限界集落との違い、県民政策部

長、説明をお願いします。
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○県民政策部長（渡邊亮一君） いわゆる「限

界集落」という言葉につきましては、「高齢化

率が50％を超え、冠婚葬祭等の社会的共同生活

の維持が困難になった集落」という定義で、調

べてみますと、1991年に高知大学の大野晃教授

が論文で書かれた学術用語でございます。それ

に対しまして「いきいき集落」は、高齢化率や

社会的共同生活の状況にかかわらず、住民みず

からが考え、行動するような元気な集落づくり

を行っている中山間地域の集落について、応募

により県が認定しているものでございます。し

たがいまして、高齢化率50％を超える集落かど

うかではなく、元気な集落づくりを行っている

集落について、いきいき集落として支援を行っ

ているところでございます。

○髙橋 透議員 いきいき集落、先ほども西村

議員が質問していましたが、西諸地域は１カ所

もないんです。これはなぜですか。いま一度答

弁をお願いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） いきいき集落

でございますけれども、住民主体で元気な集落

づくりを行っているところであればどこでも認

定するということで、そういった集落には積極

的に応募していただきたいと考えているわけで

ございます。しかしながら、今、議員のほうで

御指摘にありましたように、地域によって認定

されている集落が少ない。県北地域は非常に多

くなっている、そういう状況もあります。要因

をいろいろ考えますと、例えば、県職員の派遣

の有無、あるいは市町村の取り組み姿勢に、い

ろいろ差が生じている。あるいは独自に集落活

性化のための活動をやって、特段県の事業の支

援を求めない集落もあると思います。いずれに

しましてもいろんな原因があるんだろうと思い

ますが、我々としましては、いきいき集落の趣

旨や支援の内容等が住民に十分行き届いていな

くて応募に至っていないケースもあるのではな

いか、そういうことも考えておりまして、今

後、その拡大を図っていくことが課題であると

考えております。以上でございます。

○髙橋 透議員 今、支援を求めないという答

弁がありましたが、私、いろいろと実態を調べ

ていただきたいと思っています。「うちはもう

いいわ」というところは確かにあると思うんで

す。ただ、元気なむらづくり、まちづくり、い

わゆる村おこしには３つのキーワードがあるん

です。まず、「若者」「よそ者」「ばか者」な

んです。限界集落には若者はいません。よそ者

もいません。ばか者がいるかもしれませんが、

いないんでしょうね。ただ、いずれ年をとって

いきますから集落機能低下することは間違いあ

りませんので、ぜひ掘り起こしをお願いしま

す。

時間がありません。あと２つは飛ばします。

教育問題に行きます。実は、延岡に４月開校

予定の延岡しろやま支援学校でありますが、新

聞等に保護者や団体の方でいろいろと不満が

載っていましたが、来年４月開校が危ぶまれる

報道がありました。来年４月開校に向けての進

捗状況を教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 今議会に議案として

上程をされております、平成24年４月に開校予

定の延岡しろやま支援学校につきましては、こ

とし４月に、県立延岡わかあゆ支援学校内に専

任の教職員を配置した新設県立特別支援学校開

設準備委員会を設置しまして、教育目標や指導

計画の作成、校章や校歌の制定、給食の実施方

法など、学校運営上のさまざまな事柄につきま

して細部にわたり検討するとともに、開校準備

の進行管理を行いながら開校に向けた万全の準



- 108 -

平成23年９月８日(木)

備を進めているところであります。また、施設

設備の工事進捗状況につきましては、現在、管

理棟、聴覚障がい教育棟及び相談棟が完成をし

ておりまして、その他、今年度に整備を予定し

ている施設設備につきましても当初の計画どお

り順調に工事が進んでおります。なお、運動場

と駐車場の一部につきましては、現在行ってい

る工事の資材置き場や搬入路として使用する必

要がありますことから、その整備につきまして

は開校年度の平成24年度を予定しているところ

であります。

なお、これらの開校に向けた準備の進捗状況

につきましては、保護者など関係者の皆様に逐

次かつ積極的に情報提供を行ってきたところで

あります。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 通告がありますので、関連質

問を許します。なお、発言時間は主質問者の質

問時間の範囲内となります。太田清海議員。

○太田清海議員 来年４月開校に向けて建設中

ということでありますが、基本設計、実施設

計、そして建設と手順を追って進めていくわけ

ですけど、その折々に、保護者、職員の意見を

反映するために十分聞くというのは非常に大切

なことだと思うんですが、どのような体制をつ

くられたのか、開催回数など教えてください。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の整備に当たりましては、平成20年度の基本

構想の段階から、保護者を含む関係者の意見を

聴取しますとともにパブリックコメントを実施

し、基本設計や実施設計におきましても、３つ

の学校の保護者、教職員、医療・福祉等の関係

者を対象として意見聴取を行ってまいりまし

た。また平成22年度は、保護者等に対する説明

会を合計で14回実施いたしましたほか、新設特

別支援学校に関する説明小冊子を配付するな

ど、情報提供や説明に努めてまいりました。そ

のような機会を通して得られました保護者の皆

様方の御意見を受けて、例えば、スクールバス

のバスヤードですとか保護者の送迎用の屋根つ

きの駐車場を拡張したり、寄宿舎に明るい日差

しが差し込むように天窓を設置したりするな

ど、可能な限り整備計画への反映に努めたとこ

ろであります。今年度におきましても、保護者

の代表や３校の教職員が参加する検討会を４月

から８月までに延べ200回以上実施をいたしまし

て、十分に協議を行っているところでありま

す。さらに、こうした協議の内容や進捗状況を

保護者向けの定期的な会報でお知らせしますと

ともに、参観日などの機会をとらえた保護者説

明会や完成した施設の見学会を開催し御意見を

伺うなど、引き続き丁寧な説明や意見交換に努

めているところであります。

○太田清海議員 丁寧な説明をされたというふ

うに理解をいたします。

一つ、昼食をとるランチルームについてであ

りますが、通常は厨房の隣にランチルームが

あったほうがいいわけですよね、衛生面からも

時間的な面からもですね。ただ、３つの障がい

ですから、中には騒音にいら立つ子もいらっ

しゃるということも聞いております。ですから

分けたほうがいいというのもあると思います

が、今回、ランチルームはつくらずに５カ所の

多目的室を使うということになっていますが、

配ぜんをすること、それから下ぜんのときの衛

生上の問題とか、給食指導に養護教諭、看護師

が５カ所見ていかにゃならんというところ辺の

問題もあろうかと思いますが、この辺について

はどう思われますか。

○教育長（渡辺義人君） 給食につきまして
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は、例えば、それぞれの棟からの移動時間を短

くすることですとか、大きな音や集団が苦手な

自閉症の子供たちへの配慮、感染症への対応等

を考慮いたしまして、全員が一堂に会して食事

をとる形ではなくて、障がいの部門別に食事を

とることにいたしております。このため、厨房

棟から給食を入れた食缶を各部門の棟に給食用

ワゴンで運ぶことになりますので、現在、厨房

棟から各棟までの動線ですとか、食缶や給食用

ワゴンの必要数、配ぜんなどに必要な人数等に

つきまして詳細な検討を進めているところであ

ります。

なお、特別支援学校における給食は、児童生

徒の生活力を高める大切な学習の場であります

ことから、児童生徒が職員と一緒に配ぜんや片

づけを行うことも含めて、児童生徒の実態に応

じた給食のあり方についても検討しているとこ

ろであります。また、給食中に誤嚥や発作等を

起こす心配のある児童生徒につきましては、教

員が一緒に給食をとりながら児童生徒の様子を

確認しますとともに、緊急時に養護教諭や看護

師が速やかな対応がとれるように、給食時の見

守り体制等について検討を進めているところで

あります。

○太田清海議員 ３つをまとめて質問したいと

思いますが、聴覚障がい者の場合、ととろ聴覚

支援学校ですが、土々呂駅が近かったから部活

動を十分にやって列車で帰っていたと。今度は

ちょっと遠くなりますよね、その辺の部活動の

場合のスクールバスの活用なんかを工夫しない

といかんかなというのが一つ。

それから、運動場は来年ということですが、

知的障がい者の場合、発散をしていくというこ

とが大事なことで、ストレスがたまる子がいる

んだよということも聞いております。その辺を

どうするか。

最後に、知的障がい児の高等部は３階になっ

ているんです。発作とかいろいろあったりして

事故が起こってもいけませんので、その辺はど

うされるかということをお聞きしたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、１点目であり

ますが、現在、延岡ととろ聴覚支援学校の幼

児、児童生徒は、すべてＪＲ利用や保護者送迎

等、スクールバス以外の交通手段で通学いたし

ております。移転後の通学につきましては、そ

れぞれの家庭から学校までの通学経路や距離が

変わりますことから、通学方法に変更が生じる

場合も考えられます。このため、スクールバス

の利用の必要性も含めまして、一人一人の児童

生徒の通学方法について詳細に検討していると

ころであります。

２点目の運動場でありますが、運動場につき

ましては来年度の整備を予定いたしております

ことから、現在、工事期間中の授業計画等の詳

細について、開設準備委員会において検討して

いるところであります。こうした検討の中で、

児童生徒のパニックや疲労時のストレスを和ら

げたり、日常的な情緒の安定を図りますため

に、運動場等の広い空間を利用することがあり

ますことから、その点の配慮が必要になるもの

と考えております。このために、隣接する延岡

高等学校の野球練習場を運動場のかわりとして

利用するほか、これまでより大幅に広くなりま

す体育館、新しく設置いたしますクールダウン

室、中庭の遊具などの施設設備を有効に活用し

ますとともに、必要に応じて近隣の運動施設を

利用したり校外学習を計画したりするなど、児

童生徒の情緒の安定に配慮した対応を検討して

まいりたいと考えております。
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３点目でありますが、事故防止等の安全対策

ということであろうかと思います。知的障がい

教育棟の２階と３階につきましては、それぞれ

の教室の窓に転落防止用の手すりや、校舎間の

渡り廊下の両側部分に1.2メーター程度の壁を取

りつけるなど、事故防止のための対応を図って

いるところであります。また、パニックを起こ

しやすい生徒や危険の認知等が困難な生徒には

特に配慮が必要でありますので、教職員が個別

に対応するなどしっかりとした指導体制を組ん

でまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 次に、暴力団排除条例につい

て質問してまいります。

８月１日から施行となりました条例、社会全

体で暴力団を排除する体制をさらに強化する目

的で制定されたものと伺っておりますが、この

条例の期待される効果について、警察本部長に

お尋ねします。

○警察本部長（鶴見雅男君） この条例の目的

でありますけれども、暴力団排除活動を効果的

に推進して県民の皆様の安全で平穏な生活を確

保し、社会経済活動の健全な発展に寄与するこ

とを目的としております。その目的達成のため

に、条例の中におきまして、県の事務事業から

の暴力団排除、それから各事業者の暴力団に対

する利益供与の禁止、また各種契約時における

暴力団排除措置など、暴力団との関係遮断につ

いて規定をしております。例えば「利益供与の

禁止」に関しましては、これまで暴力団との関

係が断ち切れずに、みかじめ料とかトラブル解

決のための用心棒料の支払いを行っていた事業

者の皆さんが、この条例を盾にして暴力団との

関係を断ち切ることができます。

また、契約時における措置に関しましては、

あらゆる商取引に関しまして、契約書面に暴力

団と判明した場合に契約の解約の規定を盛り込

むということで、相手方が暴力団とわかれば一

方的に解約することができることになります。

例えば、暴力団組織による宴会場等の利用、ゴ

ルフプレー等についても、申し込み時はもちろ

んでありますけれども、事後に判明した場合で

も契約を解除することができることになりま

す。当然のことながら、これに関しましてトラ

ブル等がありましたら、事件があれば検挙活

動、その他必要があれば警察が保護等の必要な

支援を行うということになります。そういった

関係で、先ほど御指摘がございましたように、

社会全体で暴力団を孤立化させる体制が強化さ

れるということになります。

○髙橋 透議員 次に、市町村へこの条例が設

置できれば、さらにその効果が期待できると思

うんです。そこで、市町村の条例制定の状況、

あるいは働きかけ、どうでしょうか。本部長、

答弁ください。

○警察本部長（鶴見雅男君） 県内の市町村に

おける暴力団排除条例の制定に向けまして、警

察のほうでは積極的な働きかけを行っておりま

す。その結果、すべての市町村から制定に向け

ての御理解をいただいております。各市町村で

の暴力団排除条例の制定作業の進捗状況でござ

いますけれども、確認をいたしましたところ、

昨日現在、15の市町村が９月議会に既に条例案

を上程した旨の回答を得ているところでござい

ます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

けさニュースで、福岡県でまた発砲事件が

あったということが出ていましたけど、あそこ

は最近、発砲事件とか爆弾事件が多いですよ

ね。福岡は昨年の４月に全国に先駆けて条例を

制定しているみたいです。ただ、罰則規定がな
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いということで―本県のも罰則規定がありま

せんね。だから、今度、９月の改定で罰則規定

を設けるとか、繁華街を指定して改善するよう

なことが新聞に載っていましたが、いろいろと

取り組みをお願いしたいと思います。

最後に、犯罪被害者等給付金制度の概要につ

いて伺いたいと思います。警察本部長、よろし

くお願いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 犯罪被害給付制

度は、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死

を遂げた犯罪被害者の御遺族、またはそれによ

り重傷病等の重大な被害を受けた犯罪被害者の

方に対して、国が給付金を支給してその精神的

・経済的被害の緩和を図って支援する制度であ

りまして、昭和56年に施行されております。こ

の犯罪被害者等給付金は３種類ございます。一

つが犯罪被害により亡くなられた御遺族に支給

される遺族給付金、それから犯罪被害により重

傷病を負った方に支給される重傷病給付金、そ

して犯罪被害により身体に障がいが残った方に

支給される障害給付金の３種類でございますけ

れども、本県では昨年１年間で５件、総額

約1,000万円が支給されております。

○髙橋 透議員 身体を害する犯罪以外は対象

外ということをこの前新聞で見ました。詐欺で

何百万も友達にとられて一銭も返ってこないと

いう女性の方の記事を見ました。そこで、みや

ざき被害者支援センターというのがあって心の

ケアとかされていると思うんです。その活動状

況、支援状況について伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 被害者支援につ

きましては、被害に遭った方に対して必要な支

援を途切れることなくきめ細やかに行うことが

大変重要であります。警察では、公益社団法人

みやざき被害者支援センターと連携をいたしま

して犯罪被害者等に対する支援に取り組んでお

ります。このみやざき被害者支援センターでご

ざいますけれども、市町村の負担金、それから

警察からの業務委託費、そして賛助会員の方々

の賛助金等によって運営をされております。主

な活動といたしましては、専門相談員による相

談の受理、臨床心理士によるカウンセリング、

弁護士による法律相談、裁判所や病院への付き

添いといった支援活動を行っております。ま

た、犯罪被害者等は社会全体で支えることが重

要でありますので、その機運を醸成するという

ようなことのために、県内の小・中・高校生を

中心に命の大切さを学ぶ一行詩コンクールを開

催するなど、広報・啓発活動にも力を入れてい

るところでございます。

○髙橋 透議員 このみやざき被害者支援セン

ターで十分な心のケアをするためには十分な体

制が必要であります。そのためには運営費なん

です。賛助会員を募っているということをおっ

しゃいましたが、実は県議会議員でこの賛助会

員に入っているのは、私を含めて４名なんで

す。年間3,000円でございますので、どうかほか

の議員の方々も賛助会員になっていただいて、

被害に遭われた方々の支援をしていこうではあ

りませんか。

以上で、社会民主党県議団を代表しての質問

を終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○外山三博議長 ここで休憩いたします。

午後２時30分休憩

午後２時40分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、河野哲也議員。
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○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 代表質問の

最後となりました。日本列島に豪雨をもたらし

た台風12号は、全国で死者54名、行方不明者55

名という甚大な被害のつめ跡を残すこととなり

ました。心より、亡くなられた方々の御冥福を

お祈り申し上げますとともに、被災されました

皆様へお見舞いを申し上げます。

野田新内閣が船出いたしました。今度こそ山

積みする課題を遅滞なく解決していただきた

い。「政治家が一歩誤れば、国をつぶすか、国

民をひじょうな疲弊に陥れる」、野田首相が学

んだ松下政経塾の創設者、故松下幸之助氏の言

葉であります。まさに政権交代後の２年間で実

感した言葉であります。また、松下氏は、政治

家の第一の使命は、「国民の声をつかまえるこ

と」との箴言を残されています。私たちは、県

民の痛みを感じ、声をつかまえることのできる

政治家でありたいと決意し、公明党宮崎県議団

を代表し、質問させていただきます。

まずは、県政運営について知事にお伺いいた

します。

東国原県政の新みやざき創造戦略についての

外部評価の結果内容が発表されました。評価委

員会は、進捗として重点56項目のうち31項目を

Ａとし、25項目をＢ、成果として20項目が

Ａ、35項目をＢといたしました。昨日、この政

策評価Ａ、Ｂ、Ｃの段階的評価に意味があるの

かという厳しい発言がありましたが、私は率直

に検証すべきだと考えます。そこで、今後のア

クションプランを推進するに当たってこの結果

をどのように生かしていくのか、お伺いいたし

ます。

みやざき感謝プロジェクトについてお伺いい

たします。７月16日～26日に派遣されていた

第16班の東日本大震災被災地派遣報告書を読ま

せていただきました。４月１日から継続して

行っている山元町役場への職員派遣、県職員11

名、都城市職員２名、串間市職員２名、諸塚村

職員２名、計17名の職員で参加。支援内容は、

総合案内、罹災証明発行、罹災証明データ入

力、がれき撤去申請、応急修理、仮設住宅申

請、拾得写真の洗浄・引き渡し、避難所運営

と、多岐にわたっていました。今後復旧活動が

本格化していく中で、現地の役場職員だけでの

対応は難しく、被災地支援の派遣職員の必要

性、山元町が復興に向けて進み出していること

への実感等が報告されていました。また、滞在

中に、宮崎県産の杉を使ってつくられた学童机

・いすの贈呈式が行われたこともホットな話題

として紹介されていました。一本の報告を読ん

だだけでも、このプロジェクトが被災地の皆様

にとってどれだけの力になってきたかをひしひ

しと感じているところであります。そこで、

第20班の職員派遣で一区切りをつけると聞いて

おりますが、東日本大震災の支援について、こ

れまでの取り組みを総括していただきたいと思

います。

先日、県北の建設関係団体との意見交換を行

いました。地域性が考慮された公共事業の積極

的な実施、入札制度の見直し、高速道を初めと

するさらなるインフラ整備等、緊急的な課題を

いただきました。ぜひ知事の経済活性化対策の

第一ステップ、みやざき元気プロジェクトを早

急に展開していかなければならない、そのよう

に感じているところでございます。プロジェク

トとは、何かの大きな目標を集団で達成するた

めの計画を指します。プロジェクトであるなら

ば、例えば今回、何人かの議員からも出ていま

す100万泊県民運動のように、より具体的な達成

目標の提示が今後なされるべきだと考えます。
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このプロジェクトはどのような目標の達成を目

指しているのかお伺いいたします。

口蹄疫復興対策についても知事にお伺いいた

します。

口蹄疫終息から１年、再生・復興への取り組

みがやっと動き出したという感がありますが、

昨年８月に策定した再生・復興方針に沿って今

ある課題についてお伺いいたします。再開農家

の数、57％で704戸、導入頭数47％で３万3,346

頭とお聞きしました。まず、再生・復興の進捗

状況についてお伺いいたします。

防災対策について総務部長にお伺いいたしま

す。

情報誌「ダイヤモンド」によると、安心・安

全なまちの指標として、防災拠点や水道管など

の耐震化率をはかる「ハード力」、防災に予算

を組む財政余裕度があるかをはかる「財政

力」、住民による防災組織などの充実度をはか

る「人的ソフト力」、災害の被害想定やエリア

別危険度リストを作成し、住民と情報共有をは

かる「情報ソフト力」の４つが挙げられていま

した。特別委員会の調査において、自主防災組

織について協議した中で、課題として挙がった

のが要援護者の支援についてでありました。７

月に発表された総務省の災害時要援護者の避難

支援対策の調査結果によると、宮崎県では、要

援護者の名簿が整備されている市町村は53.8％

にとどまっています。さまざまな課題がある中

で、県としてこれまでの取り組みと今後どのよ

うに対策を進めるのか、お伺いいたします。

ＮＰＯ法人の支援について県民政策部長にお

伺いいたします。

６月議会でも取り上げましたが、東日本大震

災の復興ボランティア活動に欠かせない存在と

なった特定非営利活動法人、いわゆるＮＰＯ法

人、災害時のみならず、日ごろから地域発展に

貢献するＮＰＯ法人を支援する改正ＮＰＯ法が

７月15日に成立し、認定ＮＰＯ法人に寄附した

場合の優遇税制の拡充なども７月22日に実現い

たしました。我が公明党が推進する協働型福祉

社会の共助のかなめであるＮＰＯ法人の支援強

化がようやく図られたところであります。県に

おきましても、ＮＰＯ法人との協働を推進され

ていますが、まず、ＮＰＯ法人への事業委託状

況について、過去５年間の件数及び事業費の推

移と委託内容の状況をお示しください。

難病対策について福祉保健部長にお伺いいた

します。

先日、県難病団体連絡協議会の会長より、

「進行性骨化性線維異形成症など５つの疾患を

医療費助成の対象となる特定疾患に認定するこ

とや、専門医不足の解消などを県に求め、知事

に要望書と署名簿を提出させていただいた」と

報告をいただきました。要望書の内容は、６月

の県議会で請願として採択されております。私

自身、昨年の９月議会で、「成人スティル病な

どは若年に多い。就労支援は考えられるか」と

執行部にただして以来、難病対策にかかわらせ

ていただいているところであります。このとき

相談を受けた成人スティル病の青年も、国の難

病就労システムの中で今技術を身につけている

ところでございます。そのとき奔走してくだ

さったのが県難病団体連絡協議会の会長なので

す。もしこの支援組織がなければと思うと、今

後私も全力で支援していきたい、そのように考

えております。そこで、県の財政逼迫の状況は

理解しているところでございますが、本年６月

議会において、５疾患を県独自事業の特定疾患

に認定を求める請願が採択されましたが、請願

に対する県の対応をお伺いいたします。
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以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、政策評価のアクションプランへの反映

についてであります。新みやざき創造戦略の政

策評価につきましては、各部局における内部評

価や検証を踏まえまして、進捗状況や成果につ

きましてＡ、Ｂ、Ｃの３段階評価を行ったとこ

ろであります。これがどういう形で評価がなさ

れたか、そこも大事なんですが、最も重要なの

は、評価・検証のプロセスの中で課題を明確に

し、それをいかにして有効な解決策につなげて

いくかという視点であります。そのような認識

のもとに、各部局による内部検証の過程におき

まして、各項目ごとに課題と今後の方向性を整

理した上で外部評価委員会に報告し、それを評

価いただくとともに、課題の解決に向けた意見

交換を行ってきたところであります。アクショ

ンプランを推進するに当たりましても、今回の

政策評価の結果を次の施策展開につなげてまい

りたいと考えております。

次に、東日本大震災の支援についてでありま

す。今回の大震災に際しましては、まず、発生

直後のＤＭＡＴや緊急消防援助隊などの派遣あ

るいは救援物資の輸送など、応急対策として必

要な支援を行ったところであります。その後、

被災地の避難所運営支援等のための職員派遣な

ど、全国知事会等の調整に基づく支援に加え、

本県とつながりの深い気仙沼の漁業の復興支援

でありますとか、本県の農畜水産品を使った炊

き出しや県産杉材の机・いすの提供など、本県

の特色を生かした独自の支援にも取り組んでき

ているところであります。また、被災地の役に

何としてもたちたいという県民の皆様の温かい

声が数多くありましたので、ボランティアを公

募いたしまして、みやざき県民復興協力隊とし

て、被災家屋内外の片づけ、がれき撤去などの

活動に従事していただいたところであります。

これらの支援は、「みやざき感謝プロジェク

ト」という名前のもとに、県内市町村や県民の

皆様と連携して、さらには県民の皆様からの寄

附を一部財源とする基金を活用して取り組んで

いるところであります。

次に、元気プロジェクトの目指す目標につい

てであります。本県の経済状況、長引く景気低

迷に加えまして、口蹄疫や新燃岳の噴火などの

影響により、経済活動そのものが停滞している

現状にあります。このため、まずは県内経済の

活性化を図ることが何よりも重要であるという

認識から、口蹄疫終息宣言から１年というこの

タイミングをとらえまして、このたび、「みや

ざき元気プロジェクト」ということで取りまと

めたところであります。これは、アクションプ

ランに掲げました重点施策のうち、経済活性化

対策として平成23年度に取り組み施策・事業を

具体的に掲げまして、県民の皆様にお示しした

ものでありまして、９月補正予算案までの取り

組みとして、県の予算、それから口蹄疫の復興

ファンドなどの事業を活用しまして、現時点で

は総額約1,122億円の規模となっているところで

ございます。

ただ、これで終わりということではなしに、

今後も必要な財源措置というものは検討する必

要があろうかというふうに考えておりますし、

大事なことは、県としてはこういういろんな事

業を用意しておりますと、これとあわせて、市

町村も関係団体も県民の皆様も、それぞれでき

ることに取り組んでいただいて、宮崎の元気の

回復、経済の活性化に取り組んでいこうと、そ
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ういうメッセージを出させていただいたところ

でございます。

したがいまして、このプロジェクトの中で

は、新たに広い意味での地産地消でありますと

か、御指摘のありました100万泊県民運動など、

県内需要を喚起し、経済活動を活発化させるこ

とを目的としました地域経済循環システムの構

築を図ることなども盛り込んでいるところであ

りまして、経済界あるいは県民の皆様にもぜひ

とも御理解、御協力をいただきたいというふう

に考えております。私といたしましては、この

プロジェクトの展開によりまして、厳しい経済

・雇用情勢の早急な回復を図りますとともに、

アクションプランで目指す将来を見据えた産業

づくりにも積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

最後に、口蹄疫からの再生・復興に向けた取

り組みの進捗状況についてであります。口蹄疫

からの再生・復興につきましては、５月に策定

しました工程表に基づき、関係機関・団体とも

十分に意見交換を重ねながら、防疫体制の強化

や畜産・農業の再生、経済・雇用対策などに取

り組んでいるところであります。

防疫につきましては、県の防疫マニュアルの

見直しや防疫演習を行うとともに、関係12の団

体と防疫協定を締結してまいりました。また、

家畜防疫員の体制を強化し、飼養衛生管理基準

の遵守や埋却地の確保などにつきまして、県内

全農場の巡回指導を実施するなど、防疫体制の

強化に取り組んでいるところであります。

次に、畜産・農業の再生につきましては、市

町村、関係団体と一体となりまして、畜産農家

個々の実情を踏まえて、経営再開に向けた支援

・指導を行いますとともに、冷凍野菜加工施設

の整備など、産業構造、産地構造の転換に向け

た取り組みも行っているところであります。

経済・雇用対策につきましては、プレミアム

商品券の発行支援やイベントの開催、公共事業

などを行ってまいりました。さらに、今後、口

蹄疫復興対策運用型ファンドを活用した事業に

も取り組んでいくこととしております。今後と

も、再生・復興方針に掲げました早急な県内経

済の回復、県民生活の回復、全国のモデルとな

るような畜産の再構築、産業構造・産地構造の

転換といった目標に向けまして、市町村、関係

団体と連携して全力で取り組んでまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○県民政策部長（渡邊亮一君）〔登壇〕 お答

えします。

ＮＰＯ法人への事業委託についてでございま

す。過去５年間の委託件数及び事業費は、県と

の協働事業に関してでございますが、平成18年

度は25件の１億2,50 0万円、19年度は33件

の8,400万円、20年度は33件の7,800万円、21年

度は40件の１億5,000万円、22年度は35件の２

億1,300万円となっておりまして、年度によって

ばらつきはありますが、平均しますと33件程

度、１億3,000万円程度の委託を行っておりま

す。委託内容としましては、まちづくり、環境

保全、福祉など多岐の分野において、ＮＰＯ法

人の柔軟な発想や専門知識等の特性を生かした

事業を実施しているところでございます。この

ほか、協働事業とは別に、県が作成した仕様書

等に基づき実施している事業委託もございま

す。以上でございます。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

災害時要援護者支援対策についてでありま

す。災害時要援護者の支援につきましては、住

民の避難に直接的にかかわる分野として、市町
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村が支援計画の策定などを行うこととなってお

り、県としましては、市町村への支援を中心に

対策の推進を図ってまいりました。具体的に

は、市町村における災害時要援護者の避難支援

計画の策定を推進するため、平成20年に災害時

要援護者避難支援モデルプランを策定し、各市

町村への説明会を実施したほか、平成21年度以

降も先進的な取り組み事例の紹介を行うなど、

継続的に取り組んできたところでございます。

支援のためには、要援護者の個人情報を、市町

村、自治会、民生委員等の相互で共有する必要

があり、それに伴う本人の承諾や個人情報保護

などの課題もありますが、今後とも引き続き市

町村等と連携しながら、訓練の実施なども交え

ました災害時要援護者の支援対策を推進してま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

難病対策についてでございます。現在、国の

指定しました56疾患について、特定疾患治療研

究事業の一環として医療費助成等が行われてい

るところでございます。難病に関する治療法の

開発や研究の推進は、国の責任において実施す

べきであると考えておりますが、特定疾患治療

研究事業については、国が本来補助すべき額の

５割程度しか県へ交付されていないという大変

厳しい状況にあります。請願が採択された５疾

患につきましては、特定疾患治療研究事業の対

象疾患とはなっていないことから、県としまし

ては国に対し、その対象疾患として位置づける

よう、さまざまな機会をとらえて要望してまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○河野哲也議員 御答弁ありがとうございまし

た。１問ずつ再質をさせていただきます。

東日本大震災の支援、みやざき感謝プロジェ

クトについてお伺いいたします。私が教職につ

いていたときの同僚も参加していました。７

月25日から29日、山元町における夏休み学校サ

ポートの活動報告も読ませていただきました。

「授業等の支援、校務支援を中心に活動した中

で、さまざまな苦難を乗り越えながら、自分や

山元町の未来を明るくしようと真剣に学習して

いる子供たちに心打たれた。どのような状況下

でも、子供たちから遊ぶことや体を動かすこと

を奪ってはならない。支援は相手のニーズに応

じなければならない。支援される側のニーズは

日々変化している。恩返ししたいという強い思

いを持っている宮崎県民だからこそ、慎重にな

る必要がある」と結んでありました。そこで、

知事に、今後の被災地への支援の方向性をお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この大震災につきまし

ては、震災発生から半年が経過しようとしてお

りまして、避難所から仮設住宅への入居が進む

など、被災地の状況が時々刻々変化をしておる

わけであります。支援につきましても、救援物

資の需要というものが少なくなりまして、ま

た、職員の派遣につきましても、避難所の運営

支援など短期的・事務的なものから、公共施設

の復旧業務など長期的・技術的なものへと変化

をしております。先ほど20班で一区切りという

話がございましたが、これは１週間程度で派遣

をしています短期派遣が一区切りということで

ございまして、１カ月、２カ月単位での長期派

遣での技術者、また医療関係者というものは、

引き続き派遣をしておるところでございます。

同時に、被災３県から他の都道府県へ避難し

ておられる方が全国で６万数千人、本県にも百
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数十人いらっしゃるということで、こうした避

難者への支援というものをあわせて行っており

ます。また、津波被害の大きかった沿岸部を中

心に、ボランティアに対するニーズは依然とし

て継続しているというふうにも伺っておりま

す。このような状況を踏まえつつ、本格的な復

興には相当長期を要するということを念頭に置

きまして、今、報告書にもありましたように、

その時々の被災地、被災者のニーズに応じた支

援というものをこれからも行ってまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 知事が最後に述べたように、

ニーズに合った支援、それと、新たに県内避難

者についての支援が必要になってきたと考えま

す。避難者の不安払拭のため、コミュニティー

の形成というのが今後大事になってくるのでは

ないかと思います。

次、みやざき元気プロジェクトです。知事の

今回の提案説明の中で、みやざき元気プロジェ

クトは、平成24年度当初予算も視野に入れると

発言されましたが、２年間をめどとするのか、

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） このプロジェクトの中

に掲げました施策の中には、今後の事業の進捗

や成果などを見ながら継続して実施すべきとい

うものもございますし、今後の経済情勢等を見

ながら新たに事業を構築すべきものもあると考

えております。したがいまして、１年で終わ

り、それで期間を２年にするというように、

かっちり期間を決めるということではございま

せんで、来年度の当初予算も視野に入っておる

わけでございますが、施策の組み立てや具体的

な事業のリニューアルは別として、その成果が

上がるまでは、県政の重要な経済活性化プロ

ジェクトとして継続して取り組んでまいりたい

と考えております。

○河野哲也議員 先ほど髙橋議員からも横文字

云々という話がありましたが、プロジェクトと

いう言葉は非常にこだわらなきゃいけないのか

なという気がしました。実を言うと、2009年、

見事に打ち上げに成功した東大阪の中小企業の

夢を乗せた人工衛星「まいど１号」、その中心

となった株式会社アオキというのは、リーマン

ショックで世界的大不況の真っただ中、同じ年

の４月に宮崎にまいど技術センターを開設した

んです。その社長と昨日お会いする機会があり

まして、お話しすることができました。真っ先

にお聞きしたのは、「なぜ、宮崎に」というこ

とでありました。明快な答えでした。人工衛星

プロジェクトを進める中で、これからはメカだ

けじゃなくてエレキが必要だと。電気系が必要

だと。宮崎にエレクトロニクスに強い人材がた

くさんいると。見つけ出したんですね、青木社

長は。その技術が欲しくて立地したそうです。

県の誘致も確かにあったそうですが、一番の理

由がそれだったというふうにおっしゃっていま

した。あとは宮崎県民の人柄だというふうにも

おっしゃっていました。とっても熱い方でし

た。もう次のプロジェクトは決まっているんで

す。私、感じたのは、大きな発言をして自分に

プレッシャーかけてそれを実現する。それじゃ

ないといけないんじゃないかなと。その意味の

プロジェクトということでぜひ、知事、考えて

いただきたいなと。何としても目標実現のプロ

ジェクトにしていきたいと、そのように考えま

す。

続いて、防災対策でございます。災害時要援

護者の支援のポイントは、「情報は確実に、支

援は的確に」と言われます。政府も、自治体に

要援護者の避難支援計画の個別計画を策定する
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よう求めています。早急な整備が必要だと考え

ます。宮崎大学の原田教授から、防災ネットワ

ークとして、行政、ＮＰＯ、そして企業の力を

まぜ合わせて多様な防災力をつくる、そのため

の企業防災の視点が提言されました。そこで、

防災対策の一つである企業防災について、県と

してこれまでの取り組みと今後の方向性につい

て、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 災害時におきまし

て企業が果たす役割につきましては、県民であ

ります従業員の安全確保や復旧・復興に向けた

企業活動による社会的、経済的な貢献など、そ

の重要性について、県といたしましても十分に

認識をしておるところでございます。企業防災

推進のためには、防災訓練や事業所の耐震化に

努めていただきますとともに、各企業におきま

して、災害時に業務を継続するための事業継続

契約、いわゆるＢＣＰと言われるものですが、

その策定にも取り組んでいただく必要があると

いうふうに考えております。県といたしまして

は、こうした企業の取り組みに資するように、

企業向けの防災セミナーを平成21年度に４カ所

で開催いたしました。また、企業の要請を受け

まして出前防災講座を行うなど、さまざまな機

会をとらえまして企業防災に関する知識の普及

や啓発などを行ってきたところでありまして、

今後とも継続して取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。

○河野哲也議員 防災力強化のために中小企業

に何としても強くなっていただきたいなと、そ

れが重要だなということを感じます。

防災のハード力として、地震災害発生時の災

害応急対策の実施対策拠点や、避難所となる公

共施設の耐震化率を見ると、神奈川県が89.8

％、愛知県87.8％、東京都87.6％、上位３つ紹

介しましたが、本県の防災拠点となる公共施設

の耐震化進捗状況と推進のための対策につい

て、総務部長、お伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 本県におきます防

災拠点となる公共施設の耐震化の状況につきま

して、平成21年度末時点の数字になりますが、

耐震率が県では87.9％、これは県の施設という

意味ですが、市町村分で70.9％、県と市町村合

わせた全体で見ますと73.6％であります。全国

平均の70.9％は上回っている状況であります

が、施設の種別ごとに見ますと、社会福祉施設

など一部耐震率が全国平均を下回っているもの

もございます。県といたしましては、県有施設

の耐震率の向上に引き続き計画的に取り組んで

まいりますとともに、各市町村に対しましても

耐震化の推進を要請してまいりたいと考えてお

ります。

○河野哲也議員 県の強制力というか、啓発程

度の指導しかできないと計画書に書いてあった

んですけど、できるだけ100％に近づく対策を県

がリードしてお願いしたいと、そのように考え

ます。

続きまして、ＮＰＯ法人の支援についてお伺

いいたします。ＮＰＯ法人の活動を推進するた

め、県はどのような支援を行っておられます

か、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ＮＰＯ法人の

活動を促進するため、県では、ＮＰＯ法人制度

に関する相談を直接受け付けているほか、ＮＰ

Ｏと行政の間に立って相談事業等を行いますＮ

ＰＯ活動支援センターに対する補助金の交付、

あるいはＮＰＯの運営等についての専門知識を

有する税理士等をアドバイザーとして派遣する

事業等を行っております。また、各種助成金等

の情報提供や企画力を向上させるための研修会
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を開催するなどの支援もあわせて行っていると

ころでございます。さらに、今年度からは、国

の交付金により設置しました新しい公共支援基

金を活用しまして、ＮＰＯ等財政運営基盤強化

事業や寄附募集支援事業等に取り組んでいると

ころでございます。公共サービスの担い手とし

てのＮＰＯ法人の果たす役割は、ますます重要

になってくることから、県といたしましても、

今後とも支援を行ってまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○河野哲也議員 県の積極的な支援を確認する

ことができました。現在、全国の法人数は４

万2,000を超えています。ただ、寄附優遇税制の

対象となる認定ＮＰＯ法人は要件が非常に厳し

く、223にとどまっているというふうにお聞きし

ています。また、認定ＮＰＯ法人については、

東京都に半数近く集中する一方、一つも存在し

ない空白県も15県あると。非常に隔たりがあり

ます。全法人の約７割が財政難と人材不足など

の問題を抱えているというふうに聞いておりま

す。ところで、県内の認定ＮＰＯ法人数、設置

状況等を県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 平成23年７

月31日現在、県内のＮＰＯ法人343法人のうち、

認定ＮＰＯ法人は１法人となっております。以

上でございます。

○河野哲也議員 今回の改正の特徴、これは認

定権限を国から都道府県等に移したことによっ

て、認定手続の迅速化、現場でのきめ細やかな

対応が可能になると言われております。それと

寄附税制の改正によって税控除が導入され、認

定ＮＰＯ法人、仮認定ＮＰＯ法人への寄附はそ

の対象となって、寄附が集まりやすくなるとい

う効果が期待されております。そこで、ＮＰＯ

法人法の改正により、新たな認定ＮＰＯ法人制

度が設けられたことを受けて、県の対応をお伺

いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 改正特定非営

利活動促進法の来年４月の施行に向けまして、

現在、国では、施行令等の制定準備が進められ

ているところでございます。ＮＰＯ法人への寄

附を促す仕組みである認定制度につきまして

は、今回、都道府県等が行う制度として位置づ

けられましたが、あわせて、認定要件の緩和や

仮認定制度の導入がなされているところでござ

います。このことは、ＮＰＯ法人にとって認定

への道を大きく開くものでございまして、寄附

に支えられたＮＰＯ法人の活動を活発化する契

機ととらえまして、県といたしましては、制度

の周知や働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○河野哲也議員 また、改正ＮＰＯ法によって

認定ＮＰＯ法人の活動内容が大変拡充されまし

て、観光の振興や中山間地域の活性化の活動も

可能になったというふうに聞いています。どう

か県の積極的な推進をお願いしたいと思いま

す。

次に、交通サービスと地域活性化についてで

あります。

昨年11月の議会において、私も、県北地域に

おけるＩＣＴ利活用広域連携事業を活用したデ

マンド方式のバス運行支援システムの取り組み

等を質問させていただきました。これまでも昨

年の総務政策常任委員会を初め、本議会でもコ

ミュニティバスの運営やデマンド交通システム

等の公共交通ネットワークの質疑があり、その

重要性を確認されております。そして、本年の

新規事業として、未来をつなぐ地域公共交通

ネットワーク創造事業が予算計上されておりま

す。そこで、県民政策部長に、この未来をつな
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ぐ地域公共交通ネットワーク創造事業の内容に

ついてお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県では、バ

ス利用者の減少によりまして、バス路線の維持

が困難になってきておりまして、高齢者や学生

などの地域の交通手段の確保が重要な課題と

なっております。この事業は、こうした地域が

抱える公共交通の課題やその解決策につきまし

て、県と市町村で研究会を設置しまして、先進

事例も参考にしながら調査研究を行いますとと

もに、デマンド方式の導入やスクールバスの混

乗化、この混乗化というのは、通学時に生徒以

外の住民も利用するということでございます

が、この混乗化など新たな実証実験等を行う市

町村を支援することによりまして、地域の実情

に応じた持続可能な公共交通ネットワークの確

立を図ろうとするものでございます。

〔「関連質問をお願いします」と呼ぶ者

あり〕

○外山三博議長 関連質問を許します。重松幸

次郎議員。

○重松幸次郎議員 公明党の重松でございま

す。ただいまの御答弁につきまして関連質問を

させていただきます。

答弁にありましたとおり、デマンド方式によ

るコミュニティバスの運行についてであります

が、デマンドバスは、私も議員になる前からテ

レビ、雑誌等で見聞しておりまして、市街地活

性化の立場で大変興味深く思っていたわけであ

ります。これまでの県議会での各委員会での会

議録、また、定例議会会議録などを読ませてい

ただき、大変参考になりました。ただいま御説

明のとおり、デマンド交通は、ドア・ツー・ド

アのサービスであるタクシーの便利さをバス並

みの料金で実現するシステムであり、予約に合

わせて自宅や外出先まで車が迎えに来て、地域

内の行きたいところまで運んでくれる大変便利

なサービスであります。それらはまた、単なる

公共交通サービスの提供にとどまらず、多種多

様な財政削減効果や、高齢者への生きがい創

出、また交通弱者対策、そして、地域商店街の

活性化をもたらし、新たな事業の展開と雇用が

促進されるなど、サービスインフラの整備がこ

れからの地域価値を高める上でも、この交通

ネットワーク創造事業は非常に重要な施策であ

ると思っております。

そこで、またお尋ねいたしますが、県内にお

きまして、コミュニティバスが運行されている

市町村は幾つあるのか、また、デマンド方式が

採用されている市町村は幾つあるのかを、県民

政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） コミュニティ

バスが運行されている市町村数は20でございま

す。また、そのうちデマンド方式が採用されて

いる市町村数は６つであります。以上でござい

ます。

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

これから各市町村と連携して、ますます事業運

営を拡大していただきたいと思います。そし

て、できましたら、コンピューターシステムな

どのＩＴ活用を含めて、デマンド交通の実証実

験または本格導入をお願いしたいと思います。

全国各地の公共交通空白地域でも、コンピュ

ーターによるデマンド交通システムを活用し

て、より高度化することで、利用者のサービス

向上と乗車率をアップすることが期待されてお

ります。先日、私は、デマンド交通のシステム

を開発している名古屋の会社を訪問し、システ

ムの概要を尋ね、あわせて岐阜県可児市―岐

阜市及び名古屋市から30キロ圏内で、人口10万
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の都市でありますけれども、そこに視察に行っ

てまいりました。そこでもコンピューター受け

付けを採用されており、さまざまな予約内容を

運行時間に合わせて車両ごとに整理されて、運

転者に送信ができ、運転手は車両に登載されて

いる端末からジャーナル用紙に印字をされて

―システム会社では液晶パネルになっており

ましたけれども、効率的に送迎ができ、安全運

転に専念できるということでありました。同市

のアンケート調査によりますと、デマンドバス

を利用された方の評価は、９割以上が満足され

ており、「すごく早く目的地に行けるので満

足」「とてもありがたいので、将来にわたって

存続させてほしい」などの声でございます。

そしてさらに、デマンド交通に関する住民サ

ービスの向上や、各地域の運営主体等がより効

率的なサービスを実現するために設立された全

国デマンド交通システム導入機関連絡協議会と

いう協議会がございます。そのホームページか

ら、取り組まれた自治体の声を紹介いたします

と、１つ目は、「デマンド交通は、高齢者の足

の確保というだけでなく、病院や商店の集客に

も貢献しているほか、外出を容易にしている点

で高齢者の健康増進にもつながっている。地域

の足として機能していると実感しております」

（石川県宝達志水町）。２つ目は、「財政支援

を削減しながら、住民の生活交通の確保、利便

向上を図ることができました。町内のすべての

地域の方からも大変喜んでいただいており、町

としてもデマンド交通システムを導入してよ

かったと感じております」（長野県富士見町）

などと、高い評価をされております。さらに、

同協議会のシステム導入の意義づけとして、シ

ステム構築での一番のポイントは、地域住民か

ら賞賛されるベストなサービスとなるように、

地域みずからが改良・改善を繰り返していける

ところに、このデマンド交通システムの最大の

社会的意義があると述べられております。つま

り、実証実験や運用された過去のデータを活用

し、行政、住民、事業者の各セクターの受ける

利益、負担コストを、地域に応じて適正にコン

トロールする運営体制が日々更新され、確立さ

れていくことが大事だということでありまし

た。

そして、このシステムが構築されると、その

先には、デマンド交通にとどまらず、ツールを

活用して、今後の高齢者対策であるシルバーサ

ポートシステム、行政サービス、買い物、介護

相談受け付けなどにつながっていくことも申し

添えておきたいと思います。

このデマンド交通はとても有効な施策であり

ますので、多くの地域で導入を検討していただ

きたいと思いますが、県民政策部長の見解をお

尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） デマンド方式

は、利用者の少ない地域で、利用者の予約に応

じて運行することから、運行コストの縮減や利

便性の向上等に有効な方式であると考えている

ところでございます。現在、本県でも日向市の

コミュニティバスで、ケーブルテレビの画面を

使った予約システムが稼働しております。県と

いたしましても、デマンド方式について市町村

とともに調査研究を進めまして、市町村に対

し、必要な支援を実施してまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○重松幸次郎議員 各市町村の我が党の議員も

連携して、デマンドバス及び公共交通サービス

地域活性化の推進に取り組んでまいります。

以上で私の関連質問を終わります。ありがと

うございました。
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○河野哲也議員 難病対策について福祉保健部

長にお伺いします。先ほどの答弁をちょっと確

認したいと思うんですが、「対象疾患として位

置づけるよう、さまざまな機会をとらえて要望

してまいりたいと考えております」というの

は、今までも要望していましたということで確

認してよろしいでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） おっしゃると

おりでございます。平成21年６月議会で、特定

疾患治療研究事業の対象疾患とするよう、４疾

患について請願があったわけでございますけれ

ども、これにつきましては、21・22年度、国の

ほうに要望を行っております。今回、その４疾

患に成人スティル病を加えた５疾患についての

請願がございましたので、これの対応について

先ほど御答弁したということでございます。

○河野哲也議員 ありがとうございます。難病

の治療に携わることのできるお医者さんは偏在

しています。移動に時間をかけ、難病患者の方

々は治療してもらっているわけです。非常に難

しい問題でございますが、難病に係る専門医の

確保について、県の考えをお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 難病患者の方

々が、症例数が少ないことなどから、専門の医

師が身近にいない場合があるという実情につき

ましては、先般来、団体の方等からも伺ってい

るという状況でございます。難病患者の皆さん

が地域において適切な診療を受けることができ

る環境を整備することは、重要な課題であると

認識をしております。県におきましては、重症

難病患者の受け入れを円滑に行うため、重症難

病患者入院施設確保事業を実施しておりまし

て、地域の医療機関等の協力関係の充実を順次

図っていっているという状況でございます。

○河野哲也議員 公明党の国会議員から、仙台

市の進行性筋ジストロフィーという難病の青年

の体験報告がありました。３月11日、東日本大

震災が発生したとき、その青年は、揺れだけで

はなく、さらに停電という恐怖に襲われたと。

停電すると、人工呼吸器の電源は内蔵バッテリ

ーに切りかわるわけですけど、使用限度は約６

時間が目安。それまでに電源が確保できなけれ

ば生命の危機に直面する。その青年は、たまた

ま居合わせたヘルパーの機転で自家発電機のあ

る病院に一時避難し、間一髪で命をつなぐこと

ができたというふうに報告をいただきました。

災害時の難病患者、障がい者市民への支援計画

等、今後策定されていくと思いますが、やはり

当事者の参加、当事者の考え、思いが酌まれた

計画でなくてはいけないというふうに考えてお

ります。避難訓練など、難病患者の災害対応に

ついて県としてどのように考えておりますか。

よろしくお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 難病患者の災

害時における対応につきましては、難病患者の

皆さんが生活している地域において、避難や医

療等のケアが速やかに対応できる体制を整えて

おくことが重要と考えております。県といたし

ましては、各保健所において特定疾患治療研究

事業対象者の名簿を作成し、同意を得られた患

者さんについて、災害時に備え、消防署や市町

村への情報提供を行っております。今後とも、

市町村における災害時要援護者支援計画策定や

地域における避難訓練実施の際に、各地域の保

健所を通じて適切な情報提供等を行ってまいり

たいと考えます。

○河野哲也議員 どうかよろしくお願いいたし

ます。

口蹄疫復興対策について農政水産部長にお伺

いいたします。複数の議員から、農民の声、不
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安な声を代表して質問がありますが、重なる部

分はあるかもしれませんけど、大事な点として

質問をさせていただきます。

確かに工程どおりに努力していただいており

ます。しかし、昨日も質問がありましたが、埋

却地は10月１日までに確保率100％を目指せるの

でしょうか。その他の課題としてお伺いいたし

ますが、畜産経営再開の支援として、今後の畜

産のあり方で、販売戦略を念頭に置いた県産

牛、豚肉の新たな肉質の検討が始まっていると

聞いています。安くておいしい赤身の和牛が注

目されている中で、霜降りにこだわり続けるの

か、また、豚肉について、県は後継ブランドの

開発を検討しているとお聞きしています。た

だ、今、全国的な要因で枝肉価格が低迷してい

るわけであります。まずは短期的な牛肉の消費

拡大への対策を伺いたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 牛の枝肉価格

回復のためには、牛肉の消費拡大を図ることが

大変重要であると認識しております。このた

め、今回、ＪＡグループ等と連携いたしまし

て、宮崎県産和牛肉消費拡大パックの販売や、

みやざき再生・復興プレミアム牛肉商品券の発

行を予定しておりまして、県民の皆様の協力を

いただきながら消費拡大を図ることとしており

ます。また、引き続き関係団体と連携して、現

在、県内外に431店舗展開しております指定店の

拡大や、トップセールス、また、各種フェアの

開催等に取り組みますとともに、香港、マカオ

を初めとする海外への輸出対策につきましても

強化を行いまして、本県産牛肉の販売拡大に取

り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひ販売拡大戦略を具体的に

進めていただきたいということを要望しておき

ます。

６月議会における副知事の答弁で、再生・復

興のために産地構造、産業構造の転換を進める

必要があるとし、例えば、国・県合わせて10億

円の補助を受けて設置されているＪＡ経済連の

冷凍野菜加工施設を核としまして、付加価値の

高い土地利用型農業の推進などに取り組んでい

るとありました。そこで、畜産から耕種への転

換の一つの位置づけの施設として、西都市に冷

凍野菜加工施設が稼働しておりますが、畜産か

らの転換による農家及び農地の受け入れをどの

ように見込んでいるか、お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 冷凍加工施設

の本格稼働に向けては、西都・児湯地域を中心

に関係機関が一体となって、加工原料の生産・

供給を行う農家や農地の確保に取り組んできた

ところであります。この結果、主力品目のホウ

レンソウを栽培する農家は、法人を含め全体

で86戸、面積で151ヘクタールとなり、このうち

畜産との複合経営の中で新たに栽培を開始する

農家は11戸で、面積は10ヘクタールとなってお

ります。さらに、法人等が畜産農家から飼料畑

を借り受けて栽培する面積は45ヘクタールと

なっております。県としましては、本議会にお

願いしております不作時の減収に伴う所得の減

少等を補てんする制度とともに、引き続き、機

械化一貫体系の確立に向けた支援等を行いなが

ら、今後、さらに畜産農家の参画や飼料畑の有

効活用を図り、加工原料用野菜の産地確立に努

めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 この転換が持続可能なものな

のか、これは今後も注視していかなければなら

ないと思っております。

国や県の検証委員会の報告書は、密集地域に

おける防疫上のリスクの高さを問題視しており

ます。国や県に適正な飼育規模の検討を提言さ
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れました。適正な飼育規模を議論するのは前例

のない試みだけに、相当難航しているのではな

いでしょうか。過密飼養解消のためのふさわし

い飼養体制というのを農家に示していくのか、

お伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫からの

再生・復興に当たりましては、昨年の経験を踏

まえ、防疫や環境に配慮した飼養密度等の課題

について検討を行うこととしておりまして、生

産者の代表や関係団体、大学関係者等で構成す

る意見交換会を開催したところであります。意

見交換会におきましては、「防疫や生産性の向

上等の観点から、飼養密度を含めた適正な飼養

管理について検討することは必要である」。あ

るいは、「飼養規模等を制限するのではなく、

関係者の共通理解を醸成することが必要であ

る」といったさまざまな観点からの御意見をい

ただきました。県といたしましては、これらの

意見を踏まえ、家畜防疫が徹底され、かつ生産

性が高く、持続可能な畜産経営を推進する観点

から、適正な飼養規模・密度あるいは適正な飼

養管理について関係者が共通理解をし、普及啓

発、実践を行っていくために、その基本となる

ガイドラインを、市町村や関係団体と協議を行

い、10月をめどに策定するということとしてお

ります。

○河野哲也議員 済みません、ちょっと確認で

すけど、今、10月策定のガイドラインのお話が

ありましたが、これは強制力を持たせるという

ふうに考えるんでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） ガイドライン

につきましては、現在その内容等について鋭意

検討しているわけでございますが、基本的に

は、基準を定めて強制するという性格のもので

はなくて、関係者が共通理解をして、普及啓

発、実践を行っていくための基本となるものと

考えております。

○河野哲也議員 進むかどうかというちょっと

はてながつきそうなあれですけれども、どうか

飼育規模の適正化と経営安定化が両立可能な方

策を今後とも考えていっていただきたいと、そ

のように思います。

教育の再生についてとの観点で、３点教育長

にお伺いいたします。

指導力不足教員についてであります。教育情

報誌の中で、ここまで学校のシステムがゆがん

でいるのかと、愕然とする記事を見つけまし

た。抜粋して紹介いたします。これは他県の記

事です。「教師失格のレッテルを張られた若い

教師の訴えである。新聞のホームページに指導

力不足教員の数が載っていた。全国上位の多さ

だという。本県で認定・研修制度が整った結

果、認定者がふえたのではないかとの見方を示

した。しかし、私は、校長から指導力不足の指

導は受けていない」。間をとります。「一緒に

特別研修を受けていた先生は、学校の校内研修

の授業のときに市教委が来て参観した。それま

で何の指導もなく、３月になっていきなり校長

に指導力不足教員と言われたそうである。一

方、３年連続で学級崩壊させている先生が指導

力不足教員ではない。さらに、他の学年より10

時間程度授業がおくれている50代の先生が指導

力不足教員ではない。こんないいかげんな手続

で指導力不足教員にさせられている人がいっぱ

いいるのだ」と、このような記事でございまし

た。

本県の「指導が不適切な教員」の現状、認定

までの手続、研修の内容についてお伺いいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 指導が不適切な教員
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につきましては、平成19年の教育公務員特例法

の一部改正によりまして、指導改善のための研

修が法定化されました。その後の本県の状況と

いたしましては、平成22年度に指導が不適切な

教員として２名を認定いたしましたが、指導改

善のための特別研修を実施した結果、改善が認

められ、両名とも学校に復帰いたしておりま

す。

認定手続でありますが、指導に課題のある教

員に対しましては、まずは各学校において、校

長が中心となって当該教員と十分コミュニケー

ションをとりながら研修を行い、改善を図って

おります。それでもなお改善が見られない場合

には、県教育委員会におきまして、医師や弁護

士、ＰＴＡ関係者等で構成します審査委員会の

意見を参考にいたしまして判定会議を行い、指

導が不適切な教員として認定をいたしておりま

す。認定の後は、主に県の教育研修センターに

おきまして、原則１年間の特別研修を実施する

ことになります。研修の内容でありますが、そ

れぞれ個々の教員の課題に応じて作成をした研

修計画に基づきまして、自己の課題を認識させ

るための個別面談やカウンセリング、指導力を

向上させるための講義・演習や授業研究、さら

には社会性を高めるための福祉施設等での体験

研修などを実施しているところであります。以

上です。

○河野哲也議員 本県ではゆがんだシステムは

ないというふうに信じております。今回質問は

いたしませんが、精神疾患等による休職者の復

職システムについてもしっかりと対応していか

れることを強く望みます。

次に、エネルギー教育についてであります。

３月の東日本大震災によって福島県で原子力発

電所の事故が起きて以来、放射性物質の影響を

心配する声が東北を初め関東圏でも広がってお

ります。エネルギー教育の指導においても学校

の対応が課題となってきました。来年度、本格

的に中学校理科において40年ぶりに放射線に関

する指導内容が復活いたします。新指導要領に

よると、理科第一分野「科学技術と人間」のエ

ネルギー資源にかかわる項目において、「放射

線の性質と利用にも触れること」と表記されて

おります。約40年前の理科第一分野の教科書を

見ると、当時の指導内容は、物質を構成する原

子について指導する際、その構造として原子

核、電子、中性子の解説に加えて、原子核が核

分裂によって別の物質に変化するときにアル

ファ線、ベータ線、ガンマ線といった放射線が

発生するなどと解説されています。実際のとこ

ろ、総合学習などでエネルギーに関する教育実

践に取り組んだ中学校以外の理科教員のほとん

どが、この指導項目について実際の指導経験が

ないところから、どの程度の指導を行うのか戸

惑っているという声をお聞きします。

一方、小学校においても、原子力発電所の扱

いにおいて慎重になっております。先日、愛知

県豊橋市教育委員会は、市内の小学３・４年生

に配布している社会科副読本の「原発は必要」

との記述を、東京電力福島第一原発の事故を受

けて修正する検討を始めたとの報道がありまし

た。また、市内の全52小学校に指導する際、教

育の中立性を保たれるよう配慮することを求め

る通知を出したともありました。原発の是非に

ついて、国の議論をまって修正するかどうかの

結論を出すとのことでございます。

そこで、本県の学校における原子力、放射線

に関する教育の現状と今後の対策についてお伺

いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 原子力や放射線に関



- 126 -

平成23年９月８日(木)

しましては、小学校３・４年生の社会科及び中

学校、高等学校の社会科や理科等で、児童生徒

の発達の段階を踏まえまして、学習指導要領に

基づいて指導しているところであります。具体

例といたしましては、中学校３年生の理科にお

きましては、人間は、水力、火力、原子力など

からエネルギーを得ていること、また、エネル

ギーの有効な利用の大切さや放射線の性質と利

用についても指導いたしております。今後の対

応といたしましては、福島第一原発の事故を受

けまして、文部科学省では、児童生徒が放射線

等についての正しい基礎知識を学ぶための副読

本を作成し、全国の小・中・高等学校・特別支

援学校に配布する予定と聞いております。県教

育委員会といたしましては、この副読本も活用

しながら、原子力等のエネルギーに関する学習

が適切に行われるよう指導してまいりたいと考

えております。以上です。

○河野哲也議員 教える側が不安にならないよ

うに、子供のためにしっかり注視していきたい

と思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。

いじめ対策についてでございます。いじめに

よる自殺をとめることができません。昨年、小

・中・高校の自殺した児童生徒数は、全国で147

人となっています。先日、県立図書館で行われ

ている自殺予防週間のパネル展に行かせていた

だきました。本県の若年層の自殺数がゼロでな

いことを確認しました。いじめが原因になって

いるのではと非常に心配になったところでござ

いました。８月４日に文科省が、「平成22年度

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する調査」を発表いたしました。その中で、小

・中・高・特別支援学校のいじめの認知件数は

約７万5,000件、前年度約７万3,000件、児童生

徒1,000人当たりの認知件数は5.6件、前年度5.1

件とありました。諸問題に関しての調査結果を

見ると、全体的には横ばいあるいは低下傾向に

ある中で、平成18年度以降、毎年大幅な減少を

続けてきたいじめの認知件数が増加に転じまし

た。しかも今回の調査には、東日本大震災で被

災した岩手、宮城、福島の３県は含まれており

ません。いじめ認知件数の実数は、小学校が前

年度比1,222件増の３万5,988件、中学校が237件

増の３万2,348件、高校が975件増の6,617件、特

別支援学校が83件増の342件、すべての校種で増

加しております。また、いじめの態様では、

「冷やかしやからかい、悪口、おどし文句、嫌

なことを言われる」が前年度比3,118件増の５

万235件、「仲間外れ、集団により無視をされ

る」が113件増の１万5,614件となっています。

本県も同様な状況なのでございましょうか。本

県の学校におけるいじめの現状について、まず

はお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省が実施を

いたしました平成22年度の調査によりますと、

本県の公立学校におけるいじめの認知件数は、

小学校が23件、中学校が40件、高等学校が37

件、特別支援学校が５件で、合計で105件となっ

ております。児童生徒1,000人当たりの認知件数

で申し上げますと、本県は0.85件であり、全国

平均の5.74件に比べて低い状況にあります。

○河野哲也議員 本県は、07年度から４年連続

で減少しております。全国が注目する結果に

なっておりますが、しかし、ゼロではありませ

ん。また、105件中いじめが解消したのは86件と

報告を受けております。解決率81.9％です。人

数に直すと19人の子供たちはいまだに苦しんで

いるということで私は考えております。

私も複数の相談をまだ受けています。いじめ
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は複雑化していると言われています。要因は家

庭の不安定さが挙げられています。いじめが顕

在化しています。例えば携帯電話の普及による

ネットいじめです。特定の子の嫌がる写真を投

稿したり、書き込みで集中攻撃をしたりしなが

ら、学校生活ではそのそぶりも見せないので

す。いじめ問題に対して学校や県教育委員会は

どのような取り組みを行っているか、お伺いい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 各学校におきまして

は、いじめは、人として絶対に許されない行為

であるということを、道徳の時間や学級活動等

におきましてすべての子供たちに指導の徹底を

図ることにより、いじめの未然防止に努めてお

ります。また、校長のリーダーシップのもとに

定期的にいじめ対策委員会を開催し、教職員間

で情報の共有と対応の確認を行いますととも

に、学級担任だけではなくて、養護教諭や生徒

指導主事等との連携も図りながら、すべての教

職員による組織的な対応に努めているところで

あります。さらに、アンケート調査を年間に複

数回実施しながら、いじめの状況を詳細に把握

したり、継続的に教育相談を実施したりするな

どして、早期発見・早期対応に努めているとこ

ろであります。県教育委員会におきましては、

いじめ問題への取り組みチェックシートを作成

・配布いたしまして、すべての学校がいじめの

問題への取り組み状況を定期的に点検・見直し

しながら、小さないじめも見逃さず、きめ細か

な対応を行うよう指導しているところでありま

す。また、スクールカウンセラーやスクールア

シスタントを配置したり、実情に応じてスクー

ルソーシャルワーカーを派遣したりして、各学

校におけるいじめ問題の取り組みを支援してい

るところであります。先ほど御質問の中でも紹

介がございましたけれども、今後とも、いじめ

は、どの学校でもどの子供にも起こり得るとい

う危機感を持って、いじめのない学校づくりに

努めるよう指導してまいりたいと思います。以

上です。

○河野哲也議員 私もいじめをなくせるのは教

師だけだと考えます。もっと先生方に、いじめ

は、子供の命にかかわる最大の事件であるとい

う認識を持っていただきたいと思います。いじ

めの発見をどのように行っているんでしょう

か。いじめを発見したとき、学校ではどのよう

に対応するか、方法を示すことができるでしょ

うか。いじめが解決されたか最終的にだれが判

断するのでしょうか。校長が、「わかりません

でした」。絶対にあってはならないことです。

もう一度、どうか早期発見・早期解決の不断の

取り組みをお願いいたします。

警察行政についてでございます。

飲酒運転根絶対策について、警察本部長にお

伺いいたします。平成18年８月25日、福岡市海

の中道道路で、今でも記憶がよみがえります

が、飲酒運転により３児死亡した事故がありま

した。あれから早くも５年たちます。福岡県

は、事件の後、飲酒運転による事故が激減しま

した。ところが、昨年22年、また増加し、全国

最悪となったそうです。本県の平成22年の飲酒

運転検挙状況についてお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県におきます

飲酒運転の検挙状況でありますが、今御指摘の

ように、平成18年の福岡の事故以来、減少傾向

にはございます。昨年の本県における飲酒運転

検挙件数は579件であります。これは、５年前の

平成18年の検挙件数996件と比較いたします

と、41.9％減少しているという状況にありま

す。
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○河野哲也議員 21年、酒酔い・酒気帯びへの

罰則の強化は、平成19年に続いて行われており

ます。救護義務違反、つまりひき逃げの罰則が

厳しくなった背景は、飲酒運転者が事故を起こ

したときに、重い刑罰、危険運転致死傷罪を適

用されないよう、現場から逃走するひき逃げが

多発したからでございます。また、飲酒検査拒

否については、厳罰化によって飲酒の検査を拒

否する者の増加が懸念され、引き上げとなりま

した。悪質運転者の増加を考え、免許欠格期間

も最長５年から10年になりました。そこで、罰

則強化による効果についてお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） ただいまおっ

しゃられたように、平成19年９月の道路交通法

の一部改正、罰則の大幅強化、そして21年６月

の行政処分の強化、これによりまして、先ほど

申し上げましたように、県内における飲酒運転

の検挙件数は減少いたしました。飲酒事故につ

きましても、５年前、平成18年の90件から昨年

は62件へということで、31.1％減少をしており

ます。それから、飲酒運転により運転免許を取

り消された者、これは平成21年が前年比プラ

ス99人の199人、平成22年が前年比プラス186人

の385人ということになっておりまして、２年間

で約４倍に増加するなど、悪質運転者の排除が

できているものというふうに考えております。

○河野哲也議員 実は、福岡も厳罰による効果

が３～４年は続いたんですね。だけど、やっぱ

り福岡で見られるように、厳罰による抑制効果

も数年というふうに有識者がおっしゃっていま

す。さまざまな抑止効果に取り組んでいるにも

かかわらず事故が絶えないのは、一つにはアル

コール依存から飲酒運転を繰り返すドライバー

が存在するからだと言われています。今、仮釈

放後、飲酒運転防止プログラムを受講させ、再

発防止に取り組んでいると聞いていますが、本

県における飲酒運転根絶対策についてお伺いい

たします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県におきます

飲酒運転根絶対策でございますけれども、ま

ず、新聞、テレビ、ラジオ等を通じての広報啓

発活動、それから、各種講習会におきまして事

故の実例等を交えた身に迫る講話、こういった

ことを行っておりますほか、年間を通しまし

て、昼夜を問わない取り締まりを行いますとと

もに、飲酒運転取締月間を定めるなどしており

ますけれども、運転者のみならず、同乗者、そ

れから車両等の提供者に対する責任の追及にも

努めております。昨年１年間で飲酒運転を助長

した者といたしまして、同乗者10人を含む18人

を検挙しております。検挙ばかりではというこ

とでございますけれども、平成25年をめどに、

飲酒運転で免許を取り消された再取得希望者に

対する新たな講習というものが全国で導入をさ

れる予定であります。本県におきましても、現

在その具体的な準備を進めていかなければなら

ないということで考えているところでございま

す。飲酒運転の根絶は、警察に負託された最重

点課題の一つであるというふうにとらえており

まして、関係機関と連携の上、取り組みを一層

強化してまいる所存でございます。

○河野哲也議員 ぜひ、新たな講習というのが

一日でも前倒しして始まるよう努力をしていた

だきたいと思います。

全国で交通事故全体の発生件数は、警察本部

等の努力で減少傾向にあるものの、全事故に占

める自転車関連の事故の割合は増加傾向にあ

り、07年からは全体の２割を超えているという

調査結果が出ております。特に、自転車が加害

者となる自転車対歩行者の事故が急増していま
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す。警察庁の調べによれば、97年に発生した自

転車と歩行者の事故は633件だったのが、2000年

から増加。06年以降は2,700から3,000件の間を

推移しております。自転車は、道路交通法上で

は軽車両に位置づけられ、車道を走ることが原

則ですが、現実はそうなっておらず、歩行者と

の事故が相次いでいるとのことです。そこで、

県内では、７月下旬から自転車取り締まりが強

化されたとお聞きしました。県内の自転車事故

の発生状況と取り締まり強化について、警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 自転車が関与い

たします交通事故は、昨年１年間で1,575件発生

をいたしまして、死者が６人、負傷者は1,558人

という厳しい状況にございます。また、自転車

交通の交通事故防止、それから自転車利用者の

交通ルールの確立を図るということで、平成18

年から、イエローカードを使用しました現場警

告によります自転車利用者への警告を行ってお

りますが、その警告件数も年々増加をしており

まして、昨年は過去最多の9,370件となっており

まして、県民の皆様からも、自転車利用者の交

通マナーの悪さを指摘する意見も数多く寄せら

れているところでございます。このように事故

が減らず、また批判が増加しているということ

がございまして、重大な交通事故につながった

り、取り締まり要望の多い違反であります酒酔

い、信号無視、携帯電話使用等の違反を重点違

反といたしまして、こういった違反を犯したこ

とによって交通の危険・迷惑が生じた場合、そ

れから、警察官の指示に従わずに違反行為を継

続するような悪質な者への取り締まりを強化す

ることとしたものであります。今後とも、関係

機関・団体との連携を深めまして、交通事故防

止と規範意識の向上に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○河野哲也議員 実は、私は、朝、街頭のあい

さつ運動をさせていただいているんですけど、

延岡工業生とウルスラ生は非常にあいさつが元

気よくて、こちらからあいさつすると向こうも

あいさつしなきゃいけないので、自転車をぴ

しっと運転しているといいますか、そういうの

も効果的なのかなということで、こちらからあ

いさつを今もさせていただいていますが、自転

車事故の防止に向け、国交省と警察庁は08年１

月、全国98地区を自転車通行環境整備モデル地

区に指定して、歩道や車道と分離した自転車専

用道路の整備を進めてきました。その結果、さ

くなどによって歩道、車道と分離された自転車

道や、カラー塗装されるなどして区別した自転

車レーンでは、整備前に比べ交通事故が大きく

減少したと、そういう報告があります。７月21

日に発表した国交省の調査結果によれば、自転

車道が整備された区間で１年間に発生した交通

事故の件数が26％も減少、自転車レーンでは１

年間で36％も減少したと報告を受けておりま

す。本県での自転車レーンの整備について、県

土整備部長、お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、議員おっ

しゃいましたとおり、全国98カ所のモデル地区

を指定しまして、整備課題の把握あるいは対応

策の検討を行ったところでありますが、本県に

おきましては、宮崎市と日向市の２地区が指定

を受けまして、一部の路線で自転車通行部分の

カラー化あるいは自転車レーンの設置に取り組

んだところでございます。議員のお話にありま

したように、本年７月にこのモデル地区の整備

について国のほうで調査結果を公表されまし

た。今後は、その調査結果の評価・検証を行っ

た上で、自転車通行環境整備のガイドラインを
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取りまとめ、各自治体へ周知する予定と聞いて

おるところでございます。県としましては、引

き続きこのガイドラインを参考に、道路の現況

あるいは交通実態も踏まえながら、自転車レー

ン設置も含めまして、よりよい走行環境の整備

に取り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 以上で質問のすべてを終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします

午後４時２分散会



９月９日（金）
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。後藤哲朗でございます。平成23年９

月９日午前10時過ぎ、初めての登壇でありま

す。地域経済の発展と安全・安心な住みよい県

土づくり等への目標、目的を明確にしまして、

議会人としての使命をしっかりと果たしていき

たいと思いますので、御指導、御厚情をよろし

くお願い申し上げます。

さて、来年のオリンピック、ロンドン大会に

金メダルの期待がかかる競泳の松田丈志選手、

そしてこの秋場所で定年を迎えます大相撲立行

司・木村庄之助氏、お二人とも努力と精進、ひ

たむきなチャレンジャー精神で、県民に感動と

元気、勇気を与え続けております。どうか引き

続き、なでしこジャパンと同様に御声援、御支

援を心からお願い申し上げます。

それでは、提言を含め質問をしてまいりま

す。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

いたします。

３月11日に発生しました東日本大震災は、我

が国に未曾有の苦難を与え、半年たった今に

なっても、いまだに復興の見通しがつかない状

況にあります。しかし、千年に一度と言われる

大災害の中にあって、混乱に陥ることなく整然

と行動する日本人の姿に、世界の人々は改め

て、日本人の行動規範や倫理・道徳観の高さに

驚嘆したのであります。日本という風土文化、

そしてそこに生きる日本人に根づいている、い

わば精神の美しさに感銘を受けたのでありま

す。

さて、国においては、「新成長戦略～「元気

な日本」復活のシナリオ～」を平成22年６月に

閣議決定しており、その中で、「我が国独自の

文化財・伝統芸能等の文化遺産の活用は、地域

経済の活性化や雇用機会の増大の切り札であ

る」と位置づけました。このような観点から、

文化庁は本年度から「文化遺産を活かした観光

振興・地域活性化事業」を、県や市町村などの

実行委員会等を対象として実施しております。

この事業は、日本各地の宝である多様で豊かな

文化遺産を活用し、伝統行事や伝統芸能の公

開、後継者育成、重要文化財建造物等の公開活

用など、文化振興、さらには観光振興や地域経

済の活性化を推進すると説明されております。

一見、まことに耳当たりのよい言葉で、費用対

効果にも配慮した地域おこしに有効な発想であ

ると思いますが、私はこの事業は、政府の行政

刷新会議の事業仕分けにより廃止された伝統文

化こども教室助成事業を一部引き継いでいるも

のと理解しております。伝統文化こども教室助

成事業は、平成15年度から22年度まで８年間に

わたり、本県において多くの団体・保存会の皆

様方の御尽力で、次世代を担う子供たちにかけ

がえのない地域文化を純粋な気持ちで伝承しよ

うと取り組まれたものであり、経済性を重視し

た、先ほどの「文化遺産を活かした観光振興・

地域活性化事業」と異質なものと感じていると

平成23年９月９日(金)
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ころであります。

事業仕分けを受け、文化庁は文化の伝承に関

して大きくかじを切り、大きな方針転換をされ

ましたが、不安と心配、割り切れないものを抱

いているのは私だけではないと思います。東日

本大震災の映像の中で感じ、感銘を受けた、苦

境の中でも揺るぐことのない日本人のバック

ボーンは、費用対効果とは無関係な打算のない

純粋な気持ちで、長い歴史の中で伝統文化を

脈々と引き継いできた風土の中に生きる日本で

こそ培われたものと確信をいたしております。

そこで、大変大きな命題でありますが、聡明な

る知事に、日本の文化をどのようにとらえてお

られるのか。またその視点から、地域文化に対

する認識と伝統文化の保存・伝承に対する基本

姿勢をお伺いいたします。

次に、知事部局７部の政策課題研究について

お伺いいたします。

今、本県をめぐる状況は大変厳しいと言わざ

るを得ません。地域医療、中山間地域の問題、

災害への備え、雇用の確保・創出などさまざま

な課題が山積していますが、その一方で、長引

く景気低迷により県の財政はますます厳しく

なっております。また市町村も同様でありま

す。そのことを認識した上で山積する課題に対

応していかなければならないわけですから、み

んなの知恵を集めることは非常に大切であると

私は思います。また、市町村や経済界、さらに

は県民との対話と協働という考え方が総合計画

の中でもうたわれていますが、まさにそのとお

りだと思います。問題は、どのように実行して

いくのかであり、一口に知恵を集めると言って

も、それが有効に機能するためには、知恵を出

し合う仕組みや全体をリードしていく人が必要

であります。そのような中、県では現在、各部

次長をリーダーとする政策課題研究を実施して

いるところでございます。各部の次長がリー

ダーとなり、関係する部署の職員が一緒になっ

てその対策を検討するとのことで、職員の知恵

を集めるということ、職員の能力を高めるとい

うことの２つの点で大変意義ある取り組みであ

ると受けとめております。そこで、この政策課

題研究の取り組みとその結果をどのように県政

に生かしていかれるのか、県民政策部長にお伺

いいたします。

次に、新たな広域連携の取り組みであります

宮崎県市町村間連携支援基金設置事業について

お伺いいたします。

本年６月に、持続可能な地域づくりを進める

ことを目的として宮崎県市町村間連携支援基金

条例が制定されました。今後は、この基金を活

用し、県内における市町村間連携のあり方に関

する検討や、地域ごとの市町村間連携推進計画

の策定、及びその計画に沿った市町村間連携の

取り組みを支援されると伺っております。一方

県内では、県北地域において、延岡市を中心市

として県北９市町村で構成する圏域や、日向市

を中心市として日向市、東臼杵の５市町村で構

成する圏域、そして都城市を中心市として都城

市、三股町、鹿児島県曽於市、志布志市の４市

町で構成する圏域において、総務省の進める定

住自立圏構想に取り組んでおり、医療や産業振

興等の生活機能の強化を初めさまざまな取り組

みが進められております。県の進める基金設置

事業や定住自立圏構想は、基本的には新たな広

域施策の展開を後押しするものであり、これま

でのような各自治体に生活機能を満遍なく整備

するのではなく、圏域の市町村において連携し

ながら、蓄積された資源の効率的な活用や充実

を図り、圏域全体の生活機能を維持・向上させ

平成23年９月９日(金)



- 136 -

平成23年９月９日(金)

ていこうというものであると考えられます。そ

こで、市町村間連携支援基金設置事業の目的と

内容はどのようなものか。また、定住自立圏構

想の取り組みを支援するものと位置づけてよい

のか、県民政策部長にお伺いいたします。

次に、安心・安全のまちづくり、セーフコミ

ュニティについてお伺いいたします。

セーフコミュニティとは、事故やけがは偶然

に起こるのではなく、予防できるという理念の

もと、行政と地域住民など多くの主体の協働に

より、すべての人たちが安心して安全に暮らす

ことができるまちづくりを進めるものです。こ

れは、ＷＨＯ（世界保健機関）が「世界じゅう

の人を健康に」という取り組みを進める中で、

日々の生活において安全が健康に大きな影響を

与えることに着目したのが始まりです。そこ

で、地域の人たちが協働で安全な環境づくりに

取り組んでいたスウェーデンの小さな町の試み

をモデルとして、地域のだれもがいつまでも安

全に暮らせるまちをつくろうという取り組みに

なったのがセーフコミュニティです。人々が平

穏に暮らせるようにするため、事故や暴力、そ

の結果としての外傷や死亡を、協働で科学的に

評価可能な手法により予防しようと取り組む地

域を、ＷＨＯセーフコミュニティ協働センター

がセーフコミュニティとして認証しています。

このセンターでは認証のための６つの指標を定

め、この指標を満たしているかを申請書と現地

調査により確認を行い、認証を行います。認証

は、事故やけがが減少したかどうかを見るので

はなく、地域住民、行政、企業などさまざまな

主体が連携・協働し安全な地域づくりに取り組

む状態になっていることに与えられます。この

セーフコミュニティ事業を研究・検討課題とし

て前向きに取り組んでいただけないか、県民政

策部長に御所見をお伺いいたします。

次に、現在、国が検討を進めている子ども・

子育て新システムについてお伺いいたします。

県は、本年３月に策定した「未来みやざき創

造プラン」の中で、子育て支援の充実のための

施策の基本的方向性として、地域全体での子育

て支援による不安や負担の軽減を位置づけ、乳

幼児から放課後児童まで成長段階に応じた多様

な保育サービスの充実や、地域における子育て

支援の体制づくりに努めるなどとして、子供と

子育て家庭をみんなで支え、安心と喜びが広が

る社会を目指そうとしております。その県の方

向性を受け、保育所や幼稚園では、地域の宝で

ある子供たちの教育、発達援助にかかわる、心

身の健康、人間関係、環境、言葉、そしてさま

ざまな体験を通して豊かな感性や表現力の醸成

に多大なる御尽力、御貢献をしていただいてい

るところでございます。子育て日本一の県を目

指す背景、素地には、これまでの関係各位の御

努力と成果があってこそだと思います。

そのような中、財源と明確な方向性を棚上げ

にしながら進められる税と社会保障の一体改

革、その中で浮上しています子ども・子育て新

システムに断固として反対の立場で質問をいた

します。私は、この新システムには多くの問題

点があると考えているところですが、時間の都

合上、一部のみを指摘したいと思います。最も

大きな問題点は、現在の児童福祉法第24条に定

められている市町村の保育義務、就学前児童の

擁護と教育を撤廃することを前提に制度設計が

なされようとしていることであります。具体的

には、１つ目は、保育の実施は市町村から指定

業者にかわり、保育スペース、職員配置等の最

低基準が守られなくなり、指定業者の参入と撤

退が容易になること。２つ目は、所得に応じた
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負担から利用量に応じた負担にかわり、低所得

者の負担が増大すること。３つ目は、契約は市

町村から営利事業者にかわり、利益追求型と

なっていき、子供や保育士さんへの処遇の悪化

が懸念され、子育ての市場化や格差が始まるこ

と。この新システムについては、保育の質の低

下への懸念などさまざまな課題が指摘されてお

りますが、福祉保健部長に御所見をお伺いいた

します。

次に、経済活性化対策「みやざき元気プロ

ジェクト」の中から２点についてお伺いいたし

ます。

１点目は、環境・新エネルギー先進県を目指

した取り組みについてお伺いいたします。本県

には、太陽光のほかにも豊かな木質バイオマス

資源があります。林業関係者の御努力により、

全国に誇れる林業県として揺るぎない地歩を築

いてまいりました。これまでは森林は木材とし

ての利用に主眼が置かれていましたが、これか

らは燃料としての活用においても全国に誇れる

ような宮崎方式の確立を急ぐ必要があると考え

ます。今、県北では、中核企業が木質バイオマ

スによる大型発電所を計画しており、この燃料

として五ヶ瀬川流域の間伐材や林地残材を初め

とする多くの木質バイオマスが利用されると聞

いております。まさにエネルギーの地産地消で

あり、第２期の薪炭林の時代が到来しようとし

ております。そうなりますと間伐が進み、次世

代に引き継ぐ宮崎の美林が形成され、中山間地

域の振興はもとより、水源の涵養や洪水時の流

木による漁業被害の低減、二酸化炭素の排出削

減などが期待できます。その効果は、県民はも

とより国民全体に及び、はかり知れないものが

あります。そこで、安価な化石燃料とコストの

かかるバイオマス燃料の価格差を縮めることが

重要であるが、木質バイオマスの新たな利用の

取り組みについて助成、支援はできないか、環

境森林部長にお伺いいたします。

２点目は、東九州メディカルバレー構想の推

進についてであります。この構想は昨年10月に

策定されましたが、今年度は構想推進のスター

トになる重要な年であると考えております。県

は、本年５月に開催されました企業立地推進本

部において、この構想の推進による医療機器関

連産業のさらなる集積を図ることが打ち出され

ておりますが、県内の産業界からも着実な推進

を望む声が上がっているところであります。ま

た、去る６月議会においては、本構想の推進に

欠かせないと考えられる総合特区制度の指定に

ついて、「指定を目指して国との事前協議を進

めつつ、提案内容に関して、大分県やメー

カー、大学などとの磨き上げを図っていく」と

の答弁があったところであります。総合特区の

第１次の申請受け付けは今月末日までと伺って

おりますが、現在の進捗状況や今後の見通しに

ついて、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

最後に、この構想推進における産学官の連携

についてお伺いいたします。本構想のそもそも

のスタートは、県北地域における医療機器関連

産業の集積を最大限に活用するという発想であ

ると認識をいたしております。延岡市において

も全く同様の発想から延岡市メディカルタウン

構想を策定して地域の活性化を図ろうとしてい

るところでありますが、この構想の最大のポイ

ントは、延岡を初めとする県北地域において東

九州メディカルバレー構想の取り組みが展開さ

れることを目指して、県を初めとする関係機関

との緊密な連携を図ることを主眼に置いている

ところであります。こうした延岡市の考え方が
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あったからこそ、県と延岡市との協力体制が構

築され、宮崎大学医学部の寄附講座の開設につ

ながったものと理解しております。延岡市とし

ては今年度より商工観光部内にメディカルタウ

ン推進室を設置し、タウン構想の推進はバレー

構想の推進そのものであるという考え方に基づ

いて、積極的に県との連携を図ろうという姿勢

を示しているところでありますが、こうしたや

る気のある市町村との連携のあり方について、

商工観光労働部長に御所見をお伺いいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わりますが、質問

席からの再質問もさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。(拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

文化についてであります。「文化」というの

は幅広い言葉でありまして、生活文化、芸術文

化というふうに使われることもあれば、企業文

化というように社会や組織において共有される

価値観のような使われ方もございます。御質問

にありましたような地域文化、伝統文化という

文脈の中では、この文化というものは、豊かな

人間性を涵養し、創造力と感性をはぐくむな

ど、人間が人間らしく生きていくための糧とな

るものでありまして、人々が真にゆとりと潤い

を実感できる心豊かな生活を実現していく上で

欠かすことのできないものであると考えており

ます。また、地域の生活や歴史の中で受け継が

れてきました神楽などの民俗芸能、祭りや伝統

行事などの地域の伝統文化は、郷土に対する誇

りや愛着を深めるものとして、県民の心のより

どころとなっているものでもあります。

私は以前、総務省に勤務しておりましたとき

に、地域伝統芸能の保存・継承を通じた地域づ

くりという仕事に取り組んでまいりました。哲

学者の梅原猛先生の御指導のもとに「地域伝統

芸能まつり」というイベントも担当しておった

わけでございますが、ＮＨＫホールに全国各地

から地域伝統芸能を呼んで支援をしたイベント

であります。本県からも、高千穂の夜神楽、ひ

えつき節、銀鏡神楽に出演をしていただいたと

思います。そういう事業に取り組む中で痛感し

ましたことは、こういった伝統芸能や祭りとい

うものが、単に季節ごとに行われるだけではな

く、地域のきずなを強め、世代を超えた交流を

促すなど、地域づくりの営みそのものであると

いうことでありまして、その保存や継承は大変

重要なことと認識をしております。また、特に

こういった祭りや伝統芸能の根底には、自然な

ど人間の力ではいかんともしがたいものに対す

る畏敬の念でありますとか鎮魂の念というもの

が流れておりまして、今回の東日本大震災を経

験した後、またその意義というものは高まって

いるものに感じておるところでございます。

現在、高齢化や過疎化の進行によりまして地

域の伝統文化の継承が困難となっている地域も

ございます。県といたしましては、市町村や関

係団体との連携を図りながら、学校や地域にお

いて伝統文化を学ぶ機会を提供したり、後継者

の育成に努めるなど、地域伝統文化の保存・継

承に取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○県民政策部長（渡邊亮一君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、政策課題研究についてでございます。

厳しい財政状況が続く一方で県民ニーズが複雑

・多様化しております。そういう中で県政が抱

える課題を解決していくためには、組織の力や
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職員の知恵を結集して県庁総力戦で対応してい

くことが必要でございます。このため県では、

各部の次長をリーダーとするワーキンググルー

プを設置し、関係する分野の職員が一体となり

現状分析や解決方法について研究を行っており

まして、今年度は、「災害時における行政機能

の維持」や「地域経済循環システムの構築」な

ど各部が直面します７つのテーマを設定したと

ころでございます。研究結果につきましては、

それぞれ直接知事に報告を行うとともに、十分

な効果が期待できるものにつきましては事業化

に向けてさらに検討を進めることとしておりま

して、このような取り組みを通じまして、県政

が抱える課題解決だけでなく、職員の意識啓発

や組織の活性化にもつながることを期待してい

るところでございます。

次に、市町村間連携支援基金設置事業につい

てでございます。この基金は、人口減少、少子

高齢化等によりまして地域を取り巻く社会経済

情勢が厳しさを増している中で、持続可能な地

域づくりのために市町村が連携して行う取り組

みを支援することを目的として設置いたしまし

た。事業の内容としましては、今年度は、「市

町村間連携の在り方に関する検討会」を設置し

まして、持続可能な地域づくりとは何か、どの

ような連携の手法があるのかなどについて検討

していくこととしております。また、県内各地

域におきましては、市町村において地域の課題

や方向性を記載した市町村間連携推進計画を策

定していただくことにしておりまして、次年度

以降、この計画に沿った取り組みを支援するこ

ととしております。お尋ねの定住自立圏構想に

つきましても、市町村間連携の有効な手法の一

つであることから、その構想も含め、連携の取

り組みが一層推進されるよう基金を活用してい

ただければと考えているところでございます。

次に、セーフコミュニティについてでござい

ます。セーフコミュニティは、地域住民やＮＰ

Ｏ等との協働によりまして生活の安全と健康の

質を高めるまちづくり活動でございます。この

新しい取り組みは、子供や高齢者が被害者とな

る事故や犯罪、虐待、災害等が起こる背景に

は、人間関係の希薄化や人々の孤立化などの問

題があることから、人と人とのつながりや地域

のきずなといった地域力の向上が何よりも重要

であるとの考え方に基づいております。この

セーフコミュニティには、その活動に取り組む

市町村を対象にＷＨＯが認証する制度がありま

して、県といたしましてもアクションプランに

位置づけました地域有縁システムと方向性を同

じくするものであると考えております。したが

いまして、認証を受けた先進的な自治体の取り

組み事例などを参考にしながら、セーフコミュ

ニティにつきまして今後研究してまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

子ども・子育て新システムについてでござい

ます。子ども・子育て新システムにつきまして

は、本年７月に中間取りまとめがなされまし

て、その中で幼保一体化につきましては、総合

施設の創設や国の給付の一元化、株式会社やＮ

ＰＯ法人を含めた多様な事業主体の参入などの

内容が盛り込まれているところでございまし

て、今後、国は具体的な制度設計を行っていく

とのことでございます。新システムへの移行に

つきましては不安や懸念を抱いておられる方々

の声も伺っておりますので、県といたしまして

は、今後の国の動向を注視いたしますととも

に、子供の立場や地域の実情を踏まえた制度と
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なるよう、市町村や保育所、幼稚園関係者の御

意見を伺いながら、全国知事会等の場を通じま

して国への要望を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

木質バイオマス利用への支援についてであり

ます。木質バイオマスのうち、未利用間伐材な

どの林地残材につきましては、収集・運搬コス

トがかさみ採算が合わないことなどから、ほと

んど利用されてこなかったところであります。

このため県では、林地残材の利用を促進するた

め、平成21年度から市町村、森林組合等と連携

してモデル的な実証事業に取り組み、低コスト

な収集・運搬方法について検討しているところ

であります。また、エネルギー分野など木質バ

イオマスの新たな利用を促進するため、国の基

金事業である森林整備加速化・林業再生事業を

活用し、木質チップやペレットなど燃料加工施

設の整備に加え、燃料用間伐材等の購入経費も

支援しております。しかしながら、この基金事

業は今年度で終了することから、来年度以降の

事業継続・拡充につきまして、国に対し強く要

望しているところであります。今後とも、木質

バイオマスのより一層の利用促進を図るため、

これまで取り組んできた実証事業を踏まえ、さ

らなるコストの削減や安定供給体制の整備に努

めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、東九州メディカルバレー構想の進捗状

況についてであります。構想の推進につきまし

ては、本年３月に宮崎・大分両県の構想推進会

議を、５月には本県の構想推進会議を設置する

など、体制の整備を図ったところであります。

構想に掲げる拠点づくりの推進につきまして

は、本年度、議員のお話にありましたように、

県と延岡市が共同で産学官の研究開発拠点とな

る寄附講座を宮崎大学に開設することとしてい

るほか、地場企業の医療機器産業への参入を支

援するため、４月には医療機器に関する豊富な

経験を有する連携コーディネーターを九州保健

福祉大学内に配置するとともに、10月には、仮

称でありますが、医療機器産業研究会を設立す

ることとしております。さらに、人材育成に関

しましては、九州保健福祉大学におきまして４

月から、海外の医療技術者に対する医療機器の

トレーニングを開始したところであります。ま

た、構想の取り組みを促進するため総合特区の

活用を検討しておりますが、指定を受けるため

には、我が国の成長に資する先駆的な取り組み

であること、地域での必然性があること、国の

規制、制度改革の提案があることなどの要件を

クリアする必要があります。このため、現在、

第１回の指定申請に向けて、大分県や医療機器

メーカー、大学などと詳細な協議を行っている

ところであります。今後とも、産学官が連携し

て各拠点づくりに着実に取り組みますととも

に、構想推進会議で全体を調整しながら構想を

推進してまいりたいと考えております。

次に、延岡市との連携についてであります。

延岡市は、本年２月に延岡市メディカルタウン

構想を策定し、また４月には、先ほど議員のお

話にありましたように推進室を設けて、延岡市

の言葉をそのままおかりしますと、「東九州メ

ディカルバレー構想のメーンステージを目指し

た取り組み」を進めておられるところでありま

す。血液や血管に関する医療機器産業の多くが

集積している延岡市が、東九州メディカルバ

レー構想に呼応した取り組みを意欲的に実施さ
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れることは、大変心強く考えているところでご

ざいます。現在、延岡市には構想推進会議の委

員として参画いただくとともに、産学官の研究

開発拠点となる寄附講座の開設など共同して進

める事業もありますので、今後とも緊密な連携

を十分図りながら構想の推進に努めてまいりた

いと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○後藤哲朗議員 それぞれに御答弁、ありがと

うございました。

再質問をしてまいりますので、よろしくお願

いいたします。

まず初めに、知事に、文化の振興への御所見

を再度お伺いいたします。2,000年続いてきた男

系皇位継承の維持は、日本の民族的な礎であ

り、国柄でもあります。そして日本には長い歴

史と固有の伝統文化があります。それらが国の

土台なのですから、現代を生きる者としてしっ

かりと守っていく責任というか義務があるので

はないか、そのように思っている次第です。未

来みやざき創造プランのアクション編では、重

点施策に「知の環境・スポーツ・文化の充実」

があります。実施内容として、「郷土に対する

誇りと愛着を高め、地域の絆を深められるよ

う、県内各地に残された神話・伝承、伝統芸能

・祭りなどの特色ある文化財・文化資源を保

護、継承するとともに、地域づくりや情報発信

など様々な分野での活用に取り組みます」、そ

のようにあります。地域のきずな、地域づくり

には文化の振興は欠かせないものがあると思い

ます。未来を築く新しい豊かさへの挑戦だけに

は終わらず、しっかりと形として取り組んでい

ただきたいと思いますが、再度御所見をお伺い

します。

○知事（河野俊嗣君） 地域文化、伝統芸能、

祭りなどの保存・継承の重要性、必要性につき

ましては、先ほど御答弁申し上げたとおりであ

ります。県はことし３月に、文化振興に関する

基本的な方向性を取りまとめまして「みやざき

文化振興ビジョン」を策定しております。この

ビジョンは、キャッチフレーズとして「文化で

つくる みやざきの新しい「ゆたかさ」」とい

うものを掲げております。文化の振興による心

豊かな暮らしの環境づくりにこれからも取り組

んでまいりたいと考えております。その際、地

域に密着した文化振興につきましては、まず地

元の市町村が取り組み、それを県、国がサポー

トしていくというふうに、それぞれ役割分担が

あると考えております。繰り返しになります

が、地域文化、伝統芸能等の保存・継承という

のは大変重要であるという認識のもとに、郷土

に対する誇りと愛着を高め、地域のきずなを深

めるという観点から、積極的にさまざまな文化

振興施策に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

続きまして、宮崎県市町村間連携支援基金事

業についてであります。この事業は、県内を宮

崎と東諸県、南那珂、北諸県、西諸県、西都と

児湯、日向と東臼杵、延岡、そして西臼杵の８

つの地域に区分し、基本的にはその地域ごとに

機能の集約、役割分担、ネットワークの強化を

行うこととしております。県北においては、こ

れまでの地域における取り組みを踏まえ、県北

定住自立圏の市町村で今後の連携事業を行うこ

とができないか、県民政策部長にお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 市町村間連携

事業につきましては、地域の自主性に応じまし

て自由に連携の相手を決定できる仕組みとなっ
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ております。県北地域におきましても、これま

での地域における取り組みを踏まえまして、市

町村間で合意していただければ、県北定住自立

圏を構成する市町村での連携に取り組むことも

可能でございます。いずれにしましても、連携

対象につきましては、県があらかじめ枠組みを

定めるものではなく、地域の生活や交流の実情

を踏まえまして、各市町村が連携について自主

的、主体的に相手方を選択していただきまして

持続可能な地域をつくっていくことを期待して

いるところでございます。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

続きまして、セーフコミュニティについてで

あります。先ほど主質問の中で６つの認証基準

があることをお話ししました。その中で最重要

なものが安全にかかわる分野の横断的な推進体

制、ネットワークを構築しまして住民との協働

に基づく活動基盤を持つことであると思いま

す。

実は私、資料やホームページ等では認証に向

けたきっかけ、経緯等がわからなかったので、

国内で最初の認証を受けました京都府の亀岡市

に行ってまいりました。最初のきっかけは阪神

・淡路大震災、被害者の治療に当たった京都府

立医科大学のドクターが、けが等の中に、日常

から注意しておけば軽減できたのではないかと

いう予防学の見地と、防災・減災意識から始め

られたそうです。この医師が暗中模索してたど

り着いたのがこのセーフコミュニティであり、

京都府の支援が始まり、府の働きかけで亀岡市

が事業に着手したようであります。なぜ亀岡市

なのか。市長が、安全・安心なまちづくりと市

民との協働をマニフェストに掲げていたそう

で、このセーフコミュニティ事業に着眼をし、

認証への取り組みを開始されたとのことです。

その後、各自治体で広がりが始まり、青森県十

和田市では、自殺予防など保健的な側面を重視

して健康推進課が担当し、ボランティア団体に

よる積極的な市民活動が展開されているとのこ

とです。神奈川県厚木市では、街頭犯罪の抑

止、防犯、交通安全強化など警察との強い連携

が特徴であり、生活安全課が担当されていると

のことです。九州では、福岡県久留米市、鹿児

島県は鹿児島市が認証への導入準備を開始して

いるとのことです。各行政の各部局の指導型、

県民との協働型、警察本部主導型といろいろな

ケースがあるとのことであります。特に亀岡市

では、３・11以降、問い合わせ、視察の申し入

れが殺到しているとのことで、このセーフコミ

ュニティ事業、この活動は安全・安心へのきず

な、連携づくりにも効果は高いものがあるので

はないか、そのように思っている次第です。

ところで、このセーフコミュニティ事業、例

えば消防団活動、自主防災組織、防災・減災等

についての効果があるということで総務部、高

齢者対策、災害時要援護者対策等、保健所、児

童虐待、民生委員さんとの連携等で福祉保健

部、バリアフリー化、急傾斜地の崩壊対策事業

の県土整備部、医師、医師会等で病院局、子供

の見守り、ＰＴＡ関係で教育委員会、防犯ネッ

トワーク、ＳＯＳネットワーク、自転車の安全

対策等で県警本部と、横断的な推進体制が重要

なため、各部局長に順次お聞きしたいところで

したが、県民政策部が取りまとめ役を担われる

ということ、右に倣えではありませんが、部長

発言に大変重みがあられるということでありま

して、視察とか研修のための職員派遣等スピー

ディーな対応、各部局の取りまとめも行わない

といけない、かなめの県民政策部長に切に要望

しまして、この点は終わります。よろしくお願
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いします。

続きまして、子ども・子育て新システムにつ

いて、再度、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。「財源なくして政策なし」という言葉があ

ります。財源なくして政策なし。今回のこのシ

ステム導入には約１兆円かかると。その１兆円

はどこにあるのかというのが第１点なんです

が、保育という就学前児童の養護と教育には国

が全責任を負うべきじゃないか、そのように

思っています。幼児期の養護と教育の充実は、

その後の小中高校、大学教育の基礎になるとい

う認識に立ってなぜ考えないのか、残念でなり

ません。指定制度の導入によって株式会社やＮ

ＰＯ法人の参入を認めると言っておりますが、

これはまさに保育の産業化であります。私は絶

対に保育の産業化は認めてはならない、そのよ

うに思っているところであります。そこで、こ

の新システムでは多様な事業主体の参入が可能

となり、保育の質の低下を招くおそれがあると

考えますが、県のお考えを再度お伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本年７月の子

ども・子育て新システムの中間取りまとめによ

りますと、総合施設を含めましたこども園（仮

称）につきましては、安定的、継続的な運営を

担保する観点から、撤退規制等の条件を設けた

上で、株式会社やＮＰＯなどを含めた多様な事

業者の参入を認める方向となっております。県

といたしましては、今後の国の動向を注視いた

しますとともに、新システムが、保育サービス

の質の低下を招くことなく、子供がよりよい環

境の中すくすくと成長していける制度となりま

すように、市町村や保育所、幼稚園関係者の御

意見を伺いながら国へ要望してまいりたいと考

えております。

○後藤哲朗議員 部長、実はもう９月です。冒

頭９月９日と言いましたけど、来年の４月導入

を目指そうとしているんですよね。いろんな面

で明確性が打ち出されないために、非常に私は

冒険的ではないかと思います。特に保育現場で

の無用な混乱、不安に陥ることで一番かわいそ

うなのは子供と保護者だと、そのように思って

いるところでございます。ですから、御答弁に

ありましたように、現場で子供たちのために一

生懸命頑張っておられる関係者の方々の御意

見、現場主義、現場の声が一番だと思いますの

で、いろんな声を収集しまして、ぜひとも現場

の声の把握、地方の実情・実態を政府にしっか

りと届けていただきたい、そのように思いま

す。

さて、地域主権改革一括法の成立によりまし

て、保育所の職員配置基準や施設の面積等の基

準については、今後県が条例を制定していくこ

とになりますが、条例制定に向けた基本的な考

えをお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 地域主権改革

一括法の成立を受けまして、現在、国では、県

が条例を制定する上で基準となります政省令の

改正に向けた取り組みが進められているところ

でございます。今後、県といたしましては、国

の進捗状況を見ながら具体的な検討を行ってま

いりますけれども、保育所の設備や職員配置な

どを定めました現在の国の最低基準を基本とし

ながら、関係者の皆さんの御意見も十分に踏ま

えた上で条例の制定を行ってまいりたいと考え

ております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。ど

うぞよろしくお願いいたします。

続きまして、環境森林部長にお伺いいたしま

す。主質問で、エネルギーの地産地消、第２期
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の薪炭林、まき、炭の林の時代という表現を使

わせていただきました。県北の耳川以北には

―明治期に小林乾一郎という有名な方がい

らっしゃるんですが、小林乾一郎翁の活躍によ

り多くの民有林が残っており、かつては薪炭林

として利用され、木炭は関西地区に送られ貴重

な収入源となり、中山間地域には現在の２倍強

の人々が居住し活況を呈していたところであり

ます。しかしながら、エネルギーの革命や拡大

造林の終息とともに就労の場は少なくなり、高

齢化や林業従事者の減少により森林は荒廃し、

昔日の面影はありません。木質バイオへの期待

感は高いものがありますが、木質バイオマスを

資源化するためにはコストの削減が最重要課題

であります。そこで、効率的な森林施業や人材

育成が必要であると考えますが、その取り組み

について御所見をお聞かせください。お願いし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 木質バイオマ

スをさらに活用していくためには、御指摘のと

おり徹底したコスト削減が重要であると考えて

おります。現在、県では、コスト削減を図るた

め、効率的な伐採、搬出が可能となる列状での

間伐や林内路網の整備、高性能林業機械の活用

などを進めております。また、人材育成の面に

おいても、効率的な林内路網を作設できる現場

技能者や、搬出作業を低コストで行えるオペ

レーターの養成などに取り組んでいるところで

ありまして、これらのことは木質バイオマスの

さらなる活用にも資するものであると考えてお

ります。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。ど

うぞよろしくお願いいたします。

続きまして、東九州メディカルバレー構想の

推進について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。構想に掲げる４つの拠点づくりの取り

組みを具体化するため、推進会議のほかに分科

会や研究会的な実行組織の設置が必要と思いま

すが、御所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話のと

おり、構想に掲げる４つの拠点づくりを進める

ためには、それぞれにテーマごとの取り組みを

具体的に検討し実行していく体制が必要である

と考えております。このため、「研究開発の拠

点づくり」につきましては、産学官の研究開発

拠点となる宮崎大学の寄附講座を中心とした研

究開発グループが、また、「医療機器産業の拠

点づくり」につきましては、この分野に参入す

る企業や支援機関で構成する医療機器産業研究

会を10月に発足させることとしており、これら

がその役割を果たすものと考えております。

「人材育成の拠点づくり」及び「血液・血管に

関する医療拠点づくり」につきましても、どの

ような体制が必要になるのか、今後、産学官の

関係者と意見交換しながら準備を進めてまいり

たいと考えております。

○後藤哲朗議員 最後となります。同じく東九

州メディカルバレー構想についてであります

が、本年度は、研究開発、人材育成等の体制の

検討や整備に本当に御努力をいただいていると

思いますが、昨年度開催されました医療機器産

業セミナーや企業立地セミナー等のＰＲ効果や

今後の見通しについて、再度、商工観光労働部

長に御所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 昨年10月

の構想策定以降、構想をＰＲし理解していただ

くための取り組みとして、11月には、延岡市で

関係者や一般県民など約450人を対象とした構想

推進大会を開催し、また本年２月には、東京と

大阪で県外企業を対象とした企業立地セミ
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ナー、それから延岡市で県内企業を対象とした

医療機器産業セミナーを開催したところでござ

います。そのほかにも、各種展示会への出展や

関係学会への出席などを通じて構想のＰＲに努

めてきたところであり、県内外で構想の認知度

が向上するなど一定の効果があったものと考え

ております。今後も、セミナーの開催や展示会

への出展など、あらゆる機会をとらえて構想の

周知を図ってまいりたいと考えております。以

上でございます。

○後藤哲朗議員 皆様方には、初めての登壇

で、ふなれといいますか、要望、お願いが多く

て申しわけありません。次回はしっかりと勉強

して質問させていただきますので、よろしくお

願いします。

ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党、右松隆央でございま

す。多くの方々に傍聴いただきまして、心から

感謝申し上げます。ありがとうございます。

私は、今、宮崎県は、県が始まって以来の最

大の危機を迎えている、そのように認識をいた

しております。昨年の口蹄疫では、29万7,808頭

の家畜の命が失われました。そして、経済損失

は2,350億円という試算をされているわけであり

ます。そして、知事就任当日に鳥インフルエン

ザが発生しました。そして、新燃岳の断続的な

噴火がいまだに続いているわけであります。私

は、宮崎の現状には極めて厳しいものがある、

そのように認識をいたしているわけでありま

す。

私は今、宮崎は第２の創県の時期だと、その

ように認識をいたしております。第１の創県の

時期は、明治維新が起こって廃藩置県が行われ

ました。そして、明治６年に初めて宮崎県が誕

生したわけであります。そして、そのわずか３

年後、西南戦争の前に、宮崎県は鹿児島県に吸

収合併されたわけであります。宮崎の父と言わ

れる川越進翁は、今の清武町に生まれました。

旧飫肥藩士の家で生まれたわけでありますけれ

ども、川越進翁は、西南戦争で西郷軍に従事を

いたしております。西南戦争が終わって、宮崎

郡選出の鹿児島県議会議員として当選をされ、

鹿児島県議会の議長まで務められたわけであり

ます。当時、宮崎県、何としてでも鹿児島県か

ら分離独立をしなければいけない、再設置しな

ければいけないという、大きな分権運動が起

こったわけであります。その分権運動の中心に

いたのが川越進翁でありました。４年間にわ

たって、さまざまな苦難を乗り越え、みずから

の人脈を駆使し、そしてみずから私財を投じ

て、明治16年、ついに宮崎県は鹿児島県から分

離独立、再設置になったわけであります。私

は、今、この川越進翁に匹敵するほどの人物が

この宮崎に出てこなければ、宮崎の再生・再建

は非常に難しい、そのように強く認識をいたし

ているものであります。

これからのまさに４年間、数年間、宮崎の再

生・再建ができるかどうか、私はこの数年間に

かかっているというふうに思っております。こ

の数年間、まさしく河野知事をトップリーダー

として、私たち県議の一挙手一投足が将来の宮

崎を左右してくる、そのように私は強く認識を

いたしております。

河野知事の人柄はすばらしいものがありま

す。そして、事務能力も卓越したものがあるわ

けであります。ただ、これだけの厳しい難局を

乗り越えるためには、人柄や、あるいは事務能

力だけでは到底乗り越えられないわけでありま



- 146 -

平成23年９月９日(金)

す。私は、強いリーダーシップが必要だと、そ

のように認識をいたしております。まさに、厳

しいこの県政運営の中で、かつてない県政改革

を河野知事に行ってもらわなければ、宮崎の再

生・再建は難しい、そのように強く認識いたし

ているわけであります。職員を束ねて全庁挙げ

て、かつてない改革に取り組んでいただきた

い、そのように強く申し上げたいわけでありま

す。

宮崎は今、本当に大きな課題をたくさん抱え

ています。破綻寸前の財政問題、あるいは経済

も、口蹄疫からなかなか復興できないでおりま

す。長引く景気低迷で、今、本当に民間企業は

大変な思いをしております。そして、県民の皆

さんはどうでしょうか。自殺率は全国でワース

ト２位です。九州圏内ではワースト１位です。

そして自己破産率、いろいろと問題になってい

ます。この自己破産率は全国でワースト１位で

す。県民の皆さんの生活の状況、この厳しさと

いうのは想像を絶するものがある、そのように

強く申し上げたいわけであります。

そういった中で、私は財政の問題に目を向け

ていきたいというふうに思っております。宮崎

の今の財政、長期債務残高、いわゆる借金であ

りますけれども、これは１兆580億円でありま

す。それに対して基金の分、これは貯蓄に当た

ります。財政調整積立２基金、こちらはわず

か386億円です。毎年のように負債、借金が大き

くなり、そしてまた積み立て、貯蓄の部分が少

なくなっているわけであります。このまま財政

が推移をすれば、平成26年、３年後にはマイナ

ス332億円。今、宮崎の財政規模からして、財政

再生団体に転落する一つの目安として、基金の

マイナス164億円が言われております。まさに、

このまま何もしなければ、３年後には宮崎県は

財政再生団体に転落するわけであります。当然

これではいけないということで、行政が一生懸

命動かれて、行財政改革プランが見直しをされ

ました。この行財政改革プランをそのまま進め

ていった場合でも、３年後は99億円の基金しか

残らないわけであります。そして、翌年度はま

さに基金が破綻をする。そして平成28年、５年

後にはマイナス180億円。財政改革プラン、今の

行財政改革を進めたとしても、５年後には財政

破綻をしてしまう、そういう状況にあるわけで

あります。

財政再生団体に転落をすればどうなるか。ま

さにそれは、かつて財政再生団体に転落をした

ところの、その後の自治体の経緯を見れば明ら

かであります。夕張市は、住民税個人均等

割3,000円から3,500円に値上がりになっていま

す。それから固定資産税も0.05％引き上げに

なっています。それから軽自動車税は５割増し

になっています。それから上下水道も８割値上

がりになっています。子育てにも極めて大きな

影響が出ています。毎年のように保育料が値上

がりになったわけであります。そしてわずか２

年の間に人口が１割減少したわけであります。

財政再生団体に転落して政府の管理下に置かれ

れば、まさしく宮崎県もそのような状況になる

わけであります。もうそうなってからでは手お

くれであります。そうなる前に、当然、私たち

政治家はこれを回避しなければならないわけで

ございます。

そこで、知事に質問させていただきたいと

思っています。行財政改革プランを着実に進め

たとしても、近い将来に財政破綻するかもしれ

ない、そのような状況もあります。そして経済

情勢も極めて厳しい中にあります。またさらに

は、県民生活も大変な状況にある。まずは、行
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財政改革プランを進めた中での今の財政の現

状、そして宮崎県全体の現状認識、そしてもう

一つは宮崎の再生・再建に何が必要なのか、

トップリーダーとしての心構えを伺いたいと思

います。

後は質問者席にて質問を行いたいと思いま

す。ありがとうございます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

本県の置かれている状況認識ということでご

ざいます。議員御指摘のとおり、本県には口蹄

疫や鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火が相次ぎ

まして、また県外では東日本大震災が発生する

など、想定し得ないような危機が次から次へと

発生し、またそれに直面し、これまで以上に暮

らしの安全・安心に対する不安が高まっている

状況でございます。同時に、こうした危機事象

が本県の地域経済に与えている影響、さらには

本県の財政運営に与えている影響というものも

甚大であります。したがいまして、まずは停滞

している経済活動及び雇用の回復を早急に図る

ことが重要であると考え、「みやざき元気プロ

ジェクト」などさまざまな経済対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。また、暮らし

の面では、東日本大震災等の教訓を踏まえた危

機対応の強化でありますとか、地域医療の再

生、中山間地域対策など、現在の厳しい状況を

直視し、しっかりと取り組んでいく必要がある

と考えております。また、県の財政運営に関し

ましては、自主財源に乏しく、依存財源の占め

る割合が多い本県におきまして、持続可能な財

政運営を図るためには、歳入歳出両面にわたっ

て見直す財政改革に着実に取り組んでいく必要

があろうかと考えているところでございます。

県政運営を担う者として、私は、こうした県

政に対する考えを県民の皆様にわかりやすく訴

えてまいりますとともに、市町村、民間、そし

て県民の皆様の御理解、御協力をいただきなが

ら先頭に立って取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○右松隆央議員 県債残高が１兆580億円、そし

てこれをいかに圧縮していくか。地方交付税が

三位一体改革の影響で大幅に減少いたしており

ます。現在でも従前の水準を下回っている状況

であります。そういった中で、現金での交付が

限界を迎え、臨時財政対策債を大幅に増額して

賄っているわけであります。この臨財債は県債

でありますから、私は借金には変わりないとい

うふうに認識をいたしております。普通債の部

分を幾ら下げたとしても、私はやはり、その分

がこの臨財債に大幅に回ってしまっては財政健

全化とは決して言えない、そのような認識でお

るわけであります。そこで、財政再生団体へ危

機意識を持たざるを得ない中、県債残高圧縮

と、財政調整積立２基金の残高増へどのように

取り組んでいくんでしょうか、総務部長にお願

い申し上げます。

○総務部長（稲用博美君） 本県では、平成15

年度に作成いたしました第１期の財政改革推進

計画からこれまで財政健全化のための取り組み

を進めてまいりましたが、長引く景気低迷によ

る税収の伸び悩みと社会保障関係費の増嵩等に

よりまして、今後も極めて厳しい財政状況が続

く見通しでありまして、議員御指摘のとおり、

県債残高の圧縮、そして基金残高の確保を図

り、より健全性の高い財政構造に転換していく

ことが大きな課題だと思っております。このた

めに、６月に策定をいたしました第３期の財政

改革推進計画によりまして、具体的には、総人

件費の抑制、投資的経費の縮減・重点化、ゼロ
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ベースからの事務事業の見直し、そして広告収

入の拡大等の積極的な歳入確保対策など、歳入

歳出両面からの徹底した見直しを行いまして、

臨時財政対策債など特例的な県債を除く県債残

高の圧縮、そして財政調整のための２基金につ

きまして一定の残高の確保を図ることとしてい

るところであります。これまでの取り組みに加

えましてさらなる見直しを行うというものであ

りますが、毎年度収支不足を圧縮し、基金の取

り崩しに頼らない持続可能な財政運営を目標

に、職員の意識改革を図りながら全部局一緒に

なって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○右松隆央議員 歳入を増大させていく、歳入

をふやしていくということは、やはり人口減少

であったりとか、あるいは少子高齢化など社会

のあり方から考えるに、そしてまた宮崎の地域

経済の現状を考えますと、極めて難しいという

ふうに私は認識をいたしております。やはり、

歳出をいかに抑えていくか。その抑え方も地域

経済にマイナスにならないような、マイナスの

影響を与えないような、むしろ民間の仕事をふ

やす方向性で歳出を抑えていかなければならな

い、そのように考えております。そのことは後

ほど、３番目の行財政改革のところで質問をし

てまいりたいと思います。

また、財政調整２基金についても、シミュ

レーションでも数年後にまた危険水域に入ると

いうふうなことはわかっているわけでありま

す。今後、景気変動もあるわけでありますし、

それによって税収の急激な減も考えていかなけ

ればなりません。また、不測の事態が起こらな

いとも言えないわけであります。それに備える

ためにも、やはり基金は一定程度残高を保持し

ておかなければならない、私はそのように考え

ております。私は、基金造成を目指していく中

で、一定の目標額を設定するなど、さらなる

ハードルをこの基金には設けていくべきだ、そ

のように考えております。いま一度、総務部長

にお伺いしたいと思います。財政調整積立２基

金の新たな積み立て目標額を設定するお考えは

ありますでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） ６月に策定いたし

ました、先ほど述べました第３期財政改革推進

計画であります。これは、単年度ごとの基金残

高の目標というものは設定しておりませんが、

計画期間であります平成23年度から平成26年度

の間におきまして、歳入歳出両面にわたりまし

た徹底した見直しを行い収支不足額を圧縮する

ことによりまして、平成27年度の当初予算編成

時における財政関係２基金の残高として99億円

確保することを見込んでおります。なお、この

残高につきましては、達成すべき最低限の目標

として設定した数字でありまして、先ほどお答

えいたしました具体的な対策を一体的・集中的

に実施することによりまして―あくまでも先

ほどのは最低ですので―できるだけ多額の基

金残高の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 臨財債についてですが、これ

は借金であることには変わりないと申し上げま

した。御承知のとおり、臨時財政対策債は、国

から地方自治体に現金で交付する地方交付税の

原資が足りなくなったため、その不足分の一部

をとりあえず臨時財政対策債として地方自治体

に借金をさせて窮状をしのぎ、借金の返済時に

地方交付税として地方自治体に返すという趣旨

で、平成13年度に設置されたものであります。

この臨財債、私は当然、地方自治体の責任で行

う借金であるというふうに認識いたしていま
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す。名前のとおり、臨時的な措置でありなが

ら、３年間の時限措置としていたにもかかわら

ず、その後も継続をされて現在に至っているわ

けであります。先ほど申し上げましたが、この

臨財債、地方自治体の責任において行う借金で

ある、すなわち自己責任が問われるわけだとい

うふうに思っております。

臨財債の発行可能額でありますけれども、平

成23年度560億1,410万円であります。これは全

額発行いたしております。そして、今年度の発

行額は419億7,681万1,000円であります。これも

全額発行する予定になっております。しかし、

この臨時財政対策債は、発行が可能であって、

発行しなければならないというわけではないわ

けであります。あくまでも各自治体の責任と判

断で発行するわけであります。実際、愛知県や

岐阜県はそれぞれ78％、85％の発行割合になっ

ております。宮崎県として、今後もこの制度が

続く限り、この臨財債の割当額は全額発行する

考えかどうか、まずは伺いたいと思います。あ

わせて、臨財債の見方、考え方、見解を伺いた

いと思います。総務部長にお願いします。

○総務部長（稲用博美君） 臨時財政対策債に

つきましては、地方財政計画の策定上見込まれ

ます財源不足額を補てんするために、本来、地

方交付税として算定される額の一部について、

先ほど言われましたように、特例的な地方債に

振りかえられた、いわば地方交付税の代替財源

でありますので、今年度におきましても、発行

可能額約420億円全額を発行する予定でございま

す。

地方交付税制度は、地方団体間の財政力の格

差を解消し、本県のように自主財源の乏しい団

体にあっても標準的な行政サービスの提供に支

障が生じることのないように、財源調整等の機

能を果たしているところでありますが、今後と

も、国全体の税収が伸び悩み、地方交付税財源

総額の確保が困難な状況におきましては、臨時

財政対策債は地方交付税制度の一部として必要

な役割を果たしていくものと考えております。

また、臨時財政対策債の元利償還金相当額につ

きましては、地方財政法におきまして、普通交

付税の算定基礎となります基準財政需要額に全

額が算入されることとなっておりますが、今後

とも、臨時財政対策債の元利償還金の取り扱い

につきましては、地方公共団体の財政運営に支

障が生じることのないよう、国に対し強く求め

てまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 この臨財債をどの程度発行す

るかは、あくまでも地方自治体の裁量であると

いうことを申し上げます。したがって、財政秩

序を確立するという観点から、私は適切な処理

が望まれるというふうに考えています。

また、国が、後年、地方交付税として補てん

をするから安心だという考え方は、私は、今の

国家財政をかんがみれば極めて危険な発想だと

いうふうに認識いたしています。この臨財債

は、国の仕分けでも、22年度末で34兆円を超え

ており、隠れ借金だというふうな大きな問題に

もなっているわけであります。国家財政をみず

から圧迫させる最悪の借金だと、私自身はその

ように認識をいたしているわけであります。そ

もそも、３年の時限的な措置でありながら10年

も借り入れを続けさせているわけであります。

この地方交付税の原資は、所得税であった

り、あるいは法人税、消費税、あるいは酒税、

たばこ税の一定割合が割り当てられるものであ

ります。この地方交付税が足りなくなったの

で、臨時財政対策債という県債を発行して借り

入れてくださいということは、要するに将来の
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世代の方々が納めていただく税金を今の世代が

使っている、そのように私は認識しているわけ

であります。「子供に借金を残す政治は、詐欺

と同じだ」、この言葉を残したのは、アメリカ

の第３代大統領だったトーマス・ジェファーソ

ンであります。まさにこの臨時財政対策債は、

本来、子供が使うべき財源を先取り、横取りす

るのは泥棒と同じだ、そのように言えるもので

はないでしょうか。このようなことがいつまで

も続けられるはずがない、私はそのように考え

ております。いつか財政運営が破綻する、もし

くは大幅増税として県民の皆様にさらなる負担

増としてはね返ってくることは自明の理だ、そ

のように認識をいたしております。国が補てん

するから使えるものはどんどん使っていこうと

いう発想は、結果的には国家の財政破綻に加担

することにほかならない、そのように考えてい

ます。回り回って県民の負担増にみずから手を

かすことになっていく、そのように認識をいた

しているわけであります。

知事にお伺いしたいと思います。それでもな

お臨時財政対策債を発行し続けることが問題な

いとお考えでしょうか。そして、「この制度は

本来、国が果たすべき責任を果たさずに、地方

に借金を重ねて、いわばその場しのぎで、将来

に必ず禍根を残す制度だ。早急に制度を廃止し

て本来の地方交付税に戻すべきある」と、地方

自治体の首長の責任として国へ要望する考えは

ないのでしょうか。私は、それこそが先を見通

した賢明なリーダーシップのあり方だというふ

うに認識いたしております。知事お願いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 臨時財政対策債につい

てのお尋ねであります。先ほど総務部長がお答

えしましたとおり、これは地方交付税の代替財

源ということで、その元利償還金は後年度、全

額交付税措置されることが法定をされている、

償還財源は確保される、制度的にはそのような

担保がなされておるわけでございます。ただ、

御指摘がありましたように、「臨時」という言

葉がついておりますとおり、本来、地方交付税

の財源不足額につきましては、地方交付税の法

定率の見直しなどにより対応すべきものと考え

ておりますが、国全体として税収の大幅な増が

期待できず、地方交付税財源総額の確保は極め

て困難が見込まれる中でのこの制度でございま

す。

13年度以降に導入された臨財債であります

が、12年度以前は、交付税特別会計が地方全体

として借金をして、それを交付税として配って

おったわけであります。地方の負担が生じると

いうことについては、交付税特会全体での借り

入れも、この臨時財政対策債も変わらないわけ

であります。ただ、交付税特会で借り入れる

と、地方全体の借金が積み重なっているにもか

かわらず、個々の団体は負担感を感じない、財

政規律が働かない。それは、臨財債を行うこと

によって、今ここで議論しているように、個々

の自治体でしっかりと財政規律を働かせていく

べきではないか。ただ、もともとは、言いまし

たように、国がしっかりとした財源を確保して

交付税率を高めるというのが本当でございます

が、今、残念ながら、国も地方も大変な貧乏な

状況でございます。そういう中での方策であっ

たということでございまして、臨財債をやるこ

とによって地方の新たな負担が生じたというこ

とではない、以前も見えない形で交付税特会に

地方全体の借金が積み重なっておったんだ、そ

こはぜひ御理解をいただきたいと思っておりま

す。
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その上で、本県といたしましては、臨時財政

対策債の元利償還金の扱いはもちろんのこと、

法定率の見直しを初め、地方交付税総額が安定

して確保される制度への改革につきまして、国

に対し、これまでも求めておりますが、今後と

も強く求めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 この臨財債については、これ

からもしっかりと私も研究してまいりたいとい

うふうに思っております。またいろいろと話を

させていただきたいというふうに思っておりま

す。いずれにしても私は、やはり大局的な見地

から、知事にはこの臨財債をとらえていただき

たい、そういう趣旨で御質問させていただいた

ところでございます。

続きまして、行財政改革について伺いたいと

思います。

まずは知事に伺いたいと思います。行財政改

革は何のために行うのか、目的は何なのか。も

ちろん宮崎県を再生・再建していくために財政

を健全化していくことが一つの目的になるわけ

でありますが、私はやはり、もう一つの目的が

あるというふうに思っております。それはやは

り、今、宮崎県は地域経済が大変疲弊をしてお

ります。民間企業が大変苦しんでいるというこ

とは、申し上げたとおりであります。この民間

企業を救うためには、当然、仕事をふやしてい

かなければならないわけであります。そのため

に行財政改革を行うという方向性、一方でそう

いうふうな考え方があってもよいのかなという

ふうに考えております。歳出を抑える手だてと

して、特に民間活用という観点に絞って、知事

の考え方を伺わせていただければありがたいで

す。

○知事（河野俊嗣君） 先ほどの議論にもござ

いましたように、県の財政状況が大変厳しい中

で、従来のように行政だけで効果の高い行政

サービスを提供することは大変困難になってい

るところでございます。そのようなことから本

県では、みやざき行財政改革プランの中でも、

県が実施するよりも民間などで行うほうがより

効果的、効率的であると判断されるような業務

につきまして、積極的にアウトソーシングに取

り組むこととしておるところでございます。例

えば、公の施設に指定管理者制度を導入したこ

となどによりまして年間４億円程度の県費削減

効果が得られるなど、財政支出を抑制する観点

からも、また多様化、複雑化する県民ニーズに

対応する観点からも、民間活用というものは有

効な手法の一つであると認識しております。

○右松隆央議員 御答弁にもありましたよう

に、民間活用という観点で一つはアウトソーシ

ングがあるわけであります。今、県では、アウ

トソーシングの推進ということで、公の施設に

ついて指定管理者制度を活用して民間事業者に

施設の管理を代行させ、行政コストの削減を

図っているわけであります。現在80施設、これ

を４年後には100施設にするという目標設定をし

ております。もちろんこれはこれでしっかり取

り組んでいくことは大切なことだというふうに

思っております。

と同時に、私は一方で、事業そのもの、県で

は今、事務事業が、平成22年度には知事部局

で4,127事業あり、今年度も3,860事業あるわけ

ですが、そういった事業そのものを民間に委託

できるものは民間に委託をしていく、あるいは

将来的に民間で行ってもらう方向で、当面は県

実施で予算をつけていくという、事業そのもの

のアウトソーシング、民間実施を全力で進めて

いくことが、行財政改革の面でも、そして民間

の活力を引き出していくという観点からも、非
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常に重要だというふうに私は認識をいたしてお

ります。いかに民間を積極的に活用していく

か、民間を元気にしていくかという観点で、総

務部長に、現在の民間委託の取り組み状況を伺

いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） アウトソーシング

につきましては、民間など外部の有します資源

を県行政の運営に積極的に活用することによ

り、行政サービスの向上や行政コストの削減等

を図ることを目的といたしております。例え

ば、県が設置しております公の施設につきまし

ては、ＮＰＯや企業を初めとする民間事業者に

県にかわって管理をしていただく、先ほど言わ

れました指定管理者制度導入を積極的に進めて

おります。お話にありましたように、現在80施

設というふうになっております。また、県が管

理いたしております道路の巡視業務であります

とか、県立病院の医事業務などにつきまして、

順次民間への委託を進めてきたところでござい

ます。今後も県の業務について随時見直しを進

め、民間活力の活用をするほうがいいというも

のにつきましては、そういうことを図ってまい

りたいと考えております。

○右松隆央議員 そこで、４年前に行われた事

業仕分けについて、再度、総務部長にお伺いし

たいと思います。この事業仕分けの是非につい

てはいろいろあろうかと思います。ただ、行政

の視点とは異なった形で、特に民間の感覚、住

民の感覚で事業を点検するということは、決し

て不毛なことではないというふうに考えており

ます。加えて私は、そこに議員がかかわって事

業の点検作業をしていくことも、一つの手法と

して一考する値はあるというふうに考えており

ます。４年前に事業の仕分けを実施して随分時

間が経過しましたが、その後の経過報告と、ど

のように内部評価をしているのか、検証結果を

総務部長に伺いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） ４年前の平成19年

度に行いました事業仕分けにつきましては、５

カ月にわたりまして延べ21回の作業部会等の検

討・協議が行われ取りまとめられました多岐に

わたる提言につきましては、以後の予算編成や

事業運営に最大限生かしていく旨、結論づけら

れたところでございます。その後、本県では毎

年度、当初予算編成の前に行います事務事業の

見直し作業におきまして、事業仕分けの成果や

手法等を踏まえ、すべての事業を対象にゼロ

ベースからの徹底した見直しを繰り返し実施し

ております。23年度予算編成に当たりまして

は54億円の財源を捻出するなど、実績、成果を

上げてきているというふうに思っております。

事業仕分けにつきましては、担当される委員の

権限のあり方でありますとか、その結論の拘束

性などにつきましてさまざまな御意見もありま

すが、社会経済情勢の変化等を踏まえまして、

民間との役割分担はもとより、国や市町村との

関係につきまして改めて見直すことができる契

機となったものと評価しております。当時とし

ては必要な取り組みであったというふうに考え

ております。

○右松隆央議員 私が特に注目しているのは、

４年前の仕分けの中で、その結果、対象198事業

のうち、民間で本来行うべきと判断された事業

が32事業あったということであります。現実的

な対応として、すぐには民間では実施できな

い。県の改善などに移りまして、最終的には３

事業に大幅に減っております。ただ、そういっ

た事業が16.2％あったということは、私はやは

り重要なことだというふうに考えているわけで

あります。民間の視点で、あるいは議員の視点
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で事務事業を総点検していく意義というもの

は、私は大きなものがあるというふうに認識い

たしております。歳出をあくまでも抑えるとい

う手だて、そして民間を積極的に活用していく

という手だてとしても、民間、そして議員が事

務事業の総点検、事業の仕分けをもう一度実施

したらどうかということについて、知事の見解

をお伺いしたいというふうに思っております。

○知事（河野俊嗣君） 本県では19年度に実施

したわけでございますが、このときは民間から

選ばれた委員によりまして行ったわけでありま

す。その事業仕分けの成果、手法というもの

を、現在は、予算編成の第１段階として実施を

しております「事務事業の見直し作業」に反映

をさせまして、一つ一つの事業について、その

必要性、緊急性について十分に検証するととも

に、本来、県が行う事業であるかどうかという

ものを、ゼロベースからの徹底した見直し―

これはあくまで県庁内部の作業でありますが

―を行っているところでございます。一方

で、行革推進会議ということで民間の有識者の

行革の御指摘をいただく会議もありまして、そ

こから民間の視点というものをいただいておる

ところでありますし、まさにこういう議会の場

で、議員の先生方からのいろんな形での行革に

向けたいろんな御指摘、提案をいただいている

ものと考えております。それぞれの役割分担と

いうものを、19年度の仕分けの成果も生かしな

がら取り組んでいるところでございまして、大

規模な事業仕分け実施後の事業見直しの方策と

しては、当面、現行方式が適切ではないかと考

えているところであります。

○右松隆央議員 さまざまな考えがあると思う

んですが、仕分け委員会を仮に設置するとすれ

ば、議員をそこに入れるとか、あるいは予算委

員会の再設置が負担であるということならば、

常任委員会において次年度の事業及び予算を点

検していくとか、工夫すればいろいろ知恵は出

てくるというふうに思っております。いずれに

しても、歳出を削減しながら、なおかつ民間活

用は積極的に進め、地域経済を活性化していく

ことの重要性を私は強く考える次第でありま

す。ぜひ、事務事業の総点検についてさらに踏

み込んだ手だてを考えていただければありがた

いというふうに思っております。

時間が大分過ぎてきましたが、続きまして、

危機管理の１つ目、地震・津波の防災対策につ

いて伺ってまいりたいというふうに思っており

ます。

私は、危機管理こそ政治が一番力を発揮しな

ければならない分野だと強く認識いたしており

ます。何よりも県民の生命・安全を守ることが

政治の要諦であることは申し上げるまでもない

わけであります。そしてあわせて、危機管理こ

そ自助の考え方が一番求められているものだと

考えます。これは地方自治体でも同じことであ

ります。国に助けを求めることも当然必要では

ありますけれども、まずはやはり郷土をみずか

ら守るという前提に立った考え方が自治体にも

求められているのだと考えております。宮崎を

危機から守る、その最高責任者、司令塔が知事

になるわけであります。まずは知事にお伺いし

たいと思います。危機が発生したとき、あるい

は危機管理能力という観点において何が大切な

のかをお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） トップに求められるも

のは、危機発生時のリーダーシップであるとい

うふうに考えております。そして、リーダーと

して留意すべきポイント、３点ほどあろうかと

考えておりますが、１つ目としましては、まず
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は最悪の事態を想定して、それを前提にその最

悪の事態の回避に全力を挙げることであろうか

と思います。２つ目としましては、可能な限り

起こっていることの情報というものを収集・集

約した上で、具体的な対応方針を明確かつわか

りやすく示していくこと。さらには３つ目とし

ましては、迅速かつ最大限に組織力―県庁、

国、市町村、団体等の連携ということもあるか

と思います―そういう力を発揮していくこと

であると考えております。また、そういった

リーダーシップ以外にも、将来的な事態の推移

を見通す洞察力でありますとか、それらを踏ま

えた対処方針を構築する戦略性、さらにはその

方策を実行する決断力、こういったものが求め

られると考えております。

○右松隆央議員 ありがとうございます。

考えられないことを考えていく、考えたくな

いことを考える、これが危機管理の本質だとい

うふうに考えております。知事もおっしゃいま

したように、最悪の事態を想定して、未然に、

かつスピーディーに手を打っていくということ

が、危機管理において必ず、必須な必要な能力

だと私は認識いたしております。未曾有の被害

を我が国にもたらし、現代日本における防災の

歴史は変わったと言っても過言ではない３・11

東日本大震災が起きまして、はや半年になるわ

けであります。３・11の前と後では防災対策の

考え方が大きく変わったものだと私は認識いた

しております。

そのような中、本県の地震のリスク及び防災

対策の現状について考えていきたいというふう

に思っております。日向灘地震の発生する確率

は、Ｍ7.1前後が10年以内で30～40％、30年以内

には70～80％、そして50年以内に至っては80

～90％という極めて高い発生確率になっていま

す。ここまで来れば、日向灘地震は近い将来必

ず発生するということを前提に防災対策を講じ

なければならないというふうに考えておりま

す。なおかつ、東南海・南海地震もいつ起こる

かわからない状況であります。ましてや日向灘

地震、そして東南海・南海地震が連動して起こ

る可能性も強く指摘をされております。そうな

れば、東日本大震災クラスの地震がこの宮崎で

発生しても全くおかしくない状況になるわけで

あります。もう想定外という言葉は使えないと

いうふうに認識いたしております。そこで、日

向灘及び東南海・南海地震における宮崎県の被

害想定について質問させていただきたいという

ふうに思っております。今現在、県の被害想定

は、東南海・南海地震で最大震度が６弱、津波

の高さが６メートル、そして日向灘地震の最大

震度は６強、さらには津波の高さが５メートル

というふうになっております。当然この被害想

定は大きく見直さなければならない。この県の

地震・津波の被害想定の見直しの進捗状況を、

まずは知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 東日本大震災の後、地

震・津波に対する県民の不安が大変高まってい

る状況の中で、早急に防災力の向上に努めてい

く必要があろうと考えております。日向灘地震

でありますとか東南海・南海地震に対する被害

想定の見直しにつきましては、今年度から来年

度にかけまして宮崎県地震防災戦略策定事業の

中で実施することとして、この作業に着手して

おるわけでございますが、７月には、今回の見

直しの基本的な方向性につきまして、専門家の

意見等を集めるための宮崎県防災会議地震専門

部会を開催したところであります。この会議で

の意見をもとに、想定を見直す上での課題を整

理し、必要な調査、資料作成の作業に取り組ん
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でいるところであります。これら地震・津波に

よる被害想定の見直しを行う中では、国の中央

防災会議が進めております東南海・南海地震な

どの連動によります大規模地震に関する科学

的、専門的な知見に基づく検討結果を踏まえる

必要があると考えておりますので、一定の時間

を要することとなりますが、今回の見直しは、

地震・津波の防災対策を県、市町村がそれぞれ

行う上での基本となる内容でありますことか

ら、可能な限り早く結果を出せるように努めて

まいりたいと考えております。

○右松隆央議員 本県でもいろいろ取り組みが

進んでいるということはわかりましたけれど

も、やはり、東日本大震災を受けて今、全国で

防災計画、津波対策の見直しが加速度的に進め

られております。中央防災会議の見直しを待つ

と、場合によっては来年になってしまうわけで

あります。ですから各自治体が、もう指をくわ

えて待つわけにはいかない、待っていてはだめ

だということで、できるところから着手すると

いう考えで、専門家あるいは地元の過去の文献

等を活用して、独自に見直しを進めていってい

るわけであります。住民を守るために早期対応

が迫られております。それにこたえるというこ

とは、住民を守るその最前線にいる地方自治体

の責務でもあると、私は強く認識をいたしてお

ります。

兵庫県は、想定する津波の高さを暫定的に現

在の２倍に引き上げるシミュレーション作業を

始めております。あわせて今月中には、県が暫

定的に浸水被害の予想図を公表する手だてに

なっています。大阪府も、津波の高さを暫定的

に２倍に引き上げ、その際の浸水域を想定し避

難対策準備を進めているわけであります。隣県

の大分県もそうであります。いまだこのような

方針を明確に打ち出せない本県の危機管理体制

に、私は、正直申し上げて疑問を感じているわ

けであります。さらには、県として県内各市町

村にどのような津波対策、防災指導をされてい

るのかも、正直申し上げて疑問に感じていると

ころであります。つい先日は、宮崎市の戸敷市

長が「地震・津波の被害想定の見直しを求める

要望書」を知事に手渡しをされているわけであ

ります。被害想定の見直しは中央防災会議での

結論を反映させて最終決定するとしても、なぜ

暫定的にでも津波の高さを引き上げる方針を打

ち出せないのでしょうか。来年の秋まで、それ

までひたすら待つわけでしょうか。もし仮にそ

れまでに大規模地震が発生をしたらどうなるの

でしょうか。確率からして、いつ起こっても不

思議ではないわけであります。県内の自治体も

動きが早いところが出てきております。延岡市

は、津波避難場所の見直しとして、高さを最

低11.5メートルに引き上げています。

危機管理は、まさにトップリーダーの首長の

判断一つで大きく動いていく、そのように感じ

ております。トップの危機管理能力が今こそ問

われていると認識いたしておりますし、県の危

機管理能力も今問われているんだ、そういうふ

うに認識いたしています。知事に再度質問いた

します。津波の高さというのは避難経路や避難

所を決める際の一つの大事な目安になってくる

わけであります。暫定的にでも県独自で津波の

高さを設定するなどのお考えはないのでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 被害想定の見直しの中

で、津波の高さについての御指摘でございま

す。これはえいやで、例えば15メートルなり10

メートルに設定するということもあるかと思い

ますが、この被害想定の設定に基づきまして、
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その後のハード、ソフトのさまざまな対策を講

じていき、県民の皆様にも理解なり備えを求め

ていくことになりますので、この想定をする上

では確かな科学的な知見をもとに設定をする、

具体的に設定をしていくことがかぎで、高さを

置いていくという、より大変重要なことである

というふうに考えております。

ただ、御理解をいただきたいのは、あくまで

被害想定の見直しに関しましては国の中央防災

会議等の検討を踏まえて順次やっていくという

ことでございますが、今、県内市町村と議論を

しておりますのは、短期、中期、長期というこ

とで、できることから取り組んでいこうと考え

ております。被害想定の見直しは専門家の意見

を踏まえて取り組むわけでございますが、まず

できることとしては、現在の避難経路のあり

方、避難場所の問題、それから沿岸地域におけ

る、場合によっては避難タワー、避難ビルのよ

うなものの見通しをつける、そういった作業と

いうものを、今できることというものはあるの

ではないかということで、それぞれ市町村で取

り組んでいただいておりますし、それぞれの地

域の標高を示す表示板というのを統一のデザイ

ンにして、わかりやすく県民の皆さんに訴えて

いこう、さらには沿岸地域を初めとして自主防

災組織率を高めるといったような、今できるこ

と、当面できることというものがございます。

こういった短期、中期、長期でできることを組

み合わせながら、本県の防災力の向上に努めて

まいりたい、そのように考えております。

○右松隆央議員 県民の命を守る最終責任は知

事にあるということをおわかりになっていらっ

しゃるかと思います。先ほど知事がおっしゃい

ましたけれども、津波避難ビルを指定し住民の

逃げ場を少しでも多く確保することなど、やる

べきことはたくさんあるわけであります。迅速

な対応と強いリーダーシップを心から望む次第

であります。

次に、先ほど知事のほうからお話がありまし

たように、自主防災組織についてであります。

この自主防災組織の組織率については、アク

ションプランの重点指標の一つに位置づけられ

ております。宮崎県地震減災計画における自主

防災組織の組織率の直近の数値も含めて、現状

と今後の取り組みの見通しについて、総務部長

にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 平成23年４月１日

現在の組織率であります。これは速報値になり

ますが、約73.6％でありまして、昨年の４月１

日現在の63.5％から10.1ポイント増加しており

ます。４年前の19年４月１日現在は57.9％でご

ざいましたので、それからしますと15.7ポイン

トの増ということで、年々増加してきておりま

して、特に最近の増加率が大きくなっておりま

す。アクションプランにおきましては、平成26

年度末で組織率を70％としておりますので、こ

の分については、速報値ではありますが、これ

はクリアしたということであります。ただ、地

震減災計画、27年度末の目標値を80％というふ

うに設定をしておりますので、これにはまだ到

達していないということで、今後県で実施いた

します防災士の養成研修でありますとか、自主

防災組織の資機材の整備に対する補助なんかも

あります。それから、市町村の巡回指導などを

行いまして、目標達成できるように努めていき

たいと考えております。

○右松隆央議員 いろいろと資料も用意したん

ですが、今回、時間もありませんから─いき

なり前年度から自主防災組織の組織率が上がっ

ています。そのあたりも含めて細かいところに
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関しては、防災対策特別委員会でいろいろとお

話を伺いたいというふうに思っております。

この自主防災組織は中身も大変大事でありま

す。防災対策特別委員会の県内調査で、宮崎市

木花の島山地区、そして延岡市の別府町の自主

防災組織の方々と意見交換を行いました。２つ

の地域とも大変参考になる自主防災組織をつ

くっておられました。情報班、消火班、あるい

は救出・救護班、避難・誘導班、給食・給水班

と組織を構築されております。かつ島山地区で

は要援護者のリストも地域で作成をされておっ

て、だれが要援護者を助けに行くか、誘導する

のかもしっかりとシミュレーションされてい

る、非常に参考になる事例でございました。自

主防災組織の組織率向上とともに、組織の中身

も充実したものにしていけるようにお願い申し

上げる次第でございます。

それでは最後に、口蹄疫についてお話を伺い

たいと思っております。

口蹄疫からの復興、防疫体制について伺いま

す。昨年の口蹄疫は、本県を未曾有の危機に陥

れました。私たちはそこから何としてでも再び

立ち上がっていかなければならないわけであり

ます。しかしながら、代表質問でもありました

ように、畜産農家の経営再開状況は、農家数

で57％にとどまっております。まずは、畜産農

家の経営再開が57％にとどまっている理由及び

今後の見通しについて、農政水産部長にお伺い

したいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫により

家畜を処分された農家のうち、８月末までに畜

産経営を再開された農家の割合は、御指摘のと

おり57％となっております。再開されていない

農家の中で今後どの程度の方が経営を再開され

るかなどの詳細については、現在分析中でござ

いますが、経営再開を迷っている主な理由とい

たしましては、高齢や健康上の不安、また後継

者がいないこと、景気低迷や東日本大震災に伴

う枝肉価格の低迷や飼料価格の高騰、また、韓

国や台湾など隣国での口蹄疫の発生による再発

への懸念、さらには、畜産経営をやめて畑作等

へ転換するなどがございます。県としまして

は、できるだけ多くの方に再開していただくこ

とはもとよりですが、再開された農家の経営安

定、あるいは円滑に畑作へ転換できるよう、各

地域の市町村やＪＡ等と県で構成いたします畜

産産地再生推進会議地域本部の現地指導班を中

心に支援してまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 経営再開が思うほど進まない

理由を伺いましたが、高齢化や後継者問題、あ

るいは飼料高騰の問題、さらには資金難の問題

等いろいろあろうかと思います。そういった中

で再開が思うほど進まない理由の一つに、県の

防疫体制及び県の再発防止策に全幅の信頼を置

けずに、経営再開をちゅうちょする畜産農家も

おられるやに伺っております。代表質問でもあ

りましたように、韓国、台湾など周辺諸国で口

蹄疫が頻発しております。そして副知事から、

昨年の口蹄疫の感染源としてアジア地域の口蹄

疫発生国から人あるいは物を介して本県に侵入

してきたとの推定もされておられるというふう

な答弁がありました。しかし、これはあくまで

も推定の域を超えていないわけであります。い

まだに感染源あるいは感染ルートの解明には

至っていないと言わざるを得ないわけでありま

す。そこで、知事にお伺いいたします。口蹄疫

の感染源及び感染ルートについて、もうこれ以

上解明作業は必要ないと考えておられるでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） 感染源、感染経路の特
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定が十分なされていない、難しいというところ

が、畜産の再生・復興に向けて農家の皆さんに

大変な不安を与えているというふうな認識でお

るところでございます。この究明につきまして

は、これまでもさまざまな形で取り組んでござ

います。今御指摘がありましたように、国の疫

学調査チーム─これは県のメンバーも加わっ

てのチームでありますが─の昨年11月の中間

取りまとめにおきましては、「アジア地域の口

蹄疫発生国から人あるいは物を介して我が国に

侵入したと推定される」、そこまでの指摘にと

どまっているわけであります。県におきまして

も、独自に設けました検証委員会において、さ

まざま聞き取り調査を行いました。私も副知事

在職当時に、短い期間ではありましたが、委員

として加わり、現地で農家の方のヒアリングな

ども行ったところでございますが、感染経路の

特定には至っていないところでございます。口

蹄疫で家畜を処分されました畜産農家が安心し

て再開するためにも、また今後の防疫を強化す

るためにも、感染経路等の究明は大変重要であ

ると考えておりまして、国においては現在も疫

学調査を継続し、児湯地域での感染拡大の要因

などについて─これは県も協力しながらとい

うことでありますが─聞き取り調査を行って

いるところでありまして、今後これらの調査結

果などを踏まえた最終報告がなされるものと聞

いております。

また、ことし10月に宮崎大学に設置予定の産

業動物防疫リサーチセンターにおきましては、

本県での口蹄疫につきましてさらに詳細な疫学

分析を実施いたしまして、感染拡大の要因分析

や発生シミュレーションなどの研究を行うと

伺っておるところでございます。県としまして

は、その研究に協力しますとともに、宮崎大学

と連携して適切な防疫対策を講じてまいりたい

と考えております。

○右松隆央議員 畜産農家の思い、声に最後ま

でこたえていただくのが知事の役割だというふ

うに認識いたしております。近い将来、感染経

路が解明されることを心から願う次第でありま

す。

最後に、ことし４月に作成された宮崎県口蹄

疫防疫マニュアルについて伺いたいと思いま

す。口蹄疫が万一また発生したとき、昨年の厳

しい経験からも、迅速な初動でウイルスを封じ

込めることが極めて重要になってくるわけであ

ります。その初期段階でウイルスを封じ込める

対策として、このたび作成された口蹄疫防疫マ

ニュアルが十分なものであるのかどうか、農政

水産部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 昨年の口蹄疫

発生時における防疫対応の経験を踏まえまし

て、ことし４月に改定いたしました県の口蹄疫

防疫マニュアルにつきましては、まず、発生前

の、空港や港湾における、いわゆる水際防疫

や、農家の衛生指導、早期発見・早期通報体

制。次に、万一の発生に備えた動員体制や備蓄

資材、重機の手配。また、発生時における防疫

措置や消毒ポイントの設置から記者発表時の情

報提供のあり方など、発生を経験したからこそ

記載できる詳細な内容になったと考えておりま

す。また、現在、本マニュアルを踏まえた支庁

・振興局ごとの防疫マニュアル、また市町村マ

ニュアルの策定も行っているところでございま

す。一方、本年４月には、マニュアルに基づき

ました実働演習を実施し検証を行ったところで

あり、11月にも全市町村を対象とした防疫演習

を行うこととしております。その検証結果や地

域からの御意見等も踏まえまして、必要に応じ
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てマニュアルの見直しを行うとともに周知徹底

を図りながら、迅速かつ的確な防疫措置が図ら

れる体制づくりを、今後とも一生懸命進めてま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 昨年の口蹄疫での初動体制で

の問題点としてたくさん挙げられたわけですけ

れども、その中で、一つは道路封鎖のおくれも

ありました。県道沿いで発生をして、さらにす

ぐさま県道の交通どめができなかった。あるい

は消毒ポイントの態勢が不十分だというふうな

指摘も挙げられました。畜産関係車両の交通が

多い農道に消毒ポイントが設けられなかったと

いう声も伺っているわけであります。さらに

は、情報の共有化がしっかりされていなかった

という問題点もあるわけであります。この防疫

マニュアルを、今後もしっかり改良に改良を重

ねて万全なものに仕上げていただきたいと願っ

ております。

ひたすら宮崎のために、私もやはり身を粉に

して、これから一生懸命頑張ってまいりたいと

思います。どうかこれからもよろしくお願い申

し上げます。

以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。まことにありがとうございました。（拍

手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） それでは、

午後のトップバッターとして登壇をさせていた

だきます。

まず、台風12号によります紀伊半島の豪雨災

害で被災されました皆様に心からのお悔やみと

お見舞いを申し上げる次第であります。

それでは、通告に従いまして順次質問をさせ

ていただきます。

初めに、知事の政治姿勢についてでありま

す。

ことし１月に河野県政がスタートして、はや

８カ月が経過をいたしました。知事は、就任

早々からいろんな出来事や情勢の変化に直面さ

れました。実に200年ぶりとなる新燃岳の大噴火

は県民のだれも予想していなかった事態であ

り、また時期を同じくして発生した高病原性鳥

インフルエンザなどにより、県民生活や県内経

済は大きな被害を受けました。そして、３月11

日には東日本大震災が発生いたしました。県外

での出来事とはいえ、想像をはるかに超えた余

りに大規模な災害に対し、私たちは大きな衝撃

を受けたのであり、加えて、被災地の復旧・復

興がなかなか進まず、多くの被災者の方々は今

もって厳しい生活を強いられております。知事

就任前には予想できなかったであろうこのよう

な事態が次々と起こっておりまして、知事はそ

の対応に懸命に取り組んでこられたことと思い

ます。直面する新しい局面に対応していくこと

は県政のリーダーとして当然の役割であります

が、一方で、知事は選挙の際に政策提案を示さ

れました。県民はその考えに賛同し、知事に一

票を投じたわけでありますから、いろいろな情

勢の変化があるにしても、公約の実現に向けて

取り組んでいかなければなりません。これま

で、新たな総合計画を策定し、また６月には知

事の考えに基づいた肉付け予算も成立したとこ
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ろであり、現在、公約実現に向けて取り組んで

おられるところだと思っております。そこでま

ず、政策提案に示された４つの基本政策につい

てどのようなものを目指しておられるのか、ま

たその実現に向けてこの８カ月間どのように取

り組んでこられたのか、知事にお尋ねをいたし

ます。

後の質問については質問者席からさせていた

だきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私の基本政策などについてであります。私が

選挙時の政策提案に示しました４つの項目につ

きましては、アクションプランの施策目標とし

てそれぞれ掲げたところでございます。まず、

１つ目、「危機事象への対応と再生・復興」に

つきましては、危機への備えと口蹄疫等からの

再生・復興を図ることとしております。２つ目

の「産業・雇用づくり」では、落ち込んだ県内

の経済活動や雇用を回復させるとともに、「食

の王国みやざきづくり」を初め、地域の強みを

生かした新たな成長産業を育成することとして

おりまして、新規企業立地100社、あるいは農業

産出額3,300億円などの数値目標を設定しており

ます。また、「人財づくり」では、「日本一の

子育て・子育ち立県」を初め、県民が連携・協

働し、地域経営に参画する環境づくりを、さら

に「くらしづくり」では、豊かな自然や安全・

安心な生活環境に恵まれた豊かさを実感できる

暮らしの実現を目指すこととしております。

次に、この８カ月の取り組みについてであり

ます。知事に就任した当初は、高病原性鳥イン

フルエンザ、また新燃岳など危機事象への対応

に取り組んでまいりました。しばらくの間、防

災服を着っ放しであったということを覚えてお

ります。その後、就任50日目に当たる日に東日

本大震災が発生をいたしまして、大きな被害が

生じましたことから、「みやざき感謝プロジェ

クト」として復旧支援にもさまざまな形で取り

組んでまいり、また一方で本県の防災力の向上

にも、市町村、関係団体と連携しながら、取り

組んできたところでございます。

一方で、本県の経済は昨年の口蹄疫以来大変

厳しい状況が続いておりますことから、先般、

経済活性化対策「みやざき元気プロジェクト」

を取りまとめまして、県内の経済活動の回復や

雇用対策に取り組んでいるところであります。

このほか、医師確保に向けた組織体制の強化

や、宮崎大学、医師会及び市町村と連携した地

域医療支援機構の設立に向けた取り組みであり

ますとか、「未来みやざき子育て県民運動」の

開始、さらに「オールみやざき営業チーム」に

よる官民挙げての県外プロモーション活動など

に取り組んできたところであります。まさにこ

の８カ月間、無我夢中で駆け抜けてきたところ

でございますが、今後とも、具体的な取り組み

をさらに加速化しながら、県政の推進に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ぜひ、目標に向かって頑張っ

ていただきますようにお願いをしておきたいと

思います。

次に、口蹄疫からの再生・復興についてお尋

ねをしてみたいと思います。

知事は、政策提案としまして示された４つの

基本政策の中でも、口蹄疫からの再生・復興を

最大の政策課題として取り組まれる決意である

と言っておられます。しかしながら、１月の知

事就任以来、高病原性鳥インフルエンザの発生

など相次ぐ危機事象に見舞われまして、口蹄疫
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復興対策に加え、これらの危機事象の対応に精

力的に当たってこられたわけでありまして、こ

うした中、去る８月27日で口蹄疫の終息宣言か

ら１年が経過をいたしました。昨年４月に発生

しました口蹄疫は、1,200戸余りの農家から家族

の一員と言うべき家畜を奪いまして、農家に

とっては大変大きなダメージであったわけであ

ります。心を痛めたところでもあります。ま

た、口蹄疫の防疫では、畜産農家の懸命な消毒

作業を初め、市町村や関係団体を含め、全国か

ら防疫作業に多くの支援をいただき、およそ３

カ月後の７月27日に県内移動制限が解除されま

して、その後の８月27日には終息宣言が出され

ました。

この間、畜産はもとより、県内のあらゆる産

業、経済に大きな影響が出たことも御承知のと

おりであります。発生から１年半、終息から１

年がたっても、口蹄疫の影響はまだ続いており

まして、今後も畜産業を含めて県内経済が元気

を取り戻すためには相当な時間が必要だ、この

ように思っております。畜産農家の再開状況で

いえば、終息宣言から１年を経過した８月末で

の経営再開状況は、私としては決して順調とは

言えないと考えておるところであります。知事

は口蹄疫発生時は副知事として、途中で農政水

産部長兼務として口蹄疫の防疫に対応されたわ

けでありますが、現在の復興状況について知事

はどう考えておられますか、またいつまでにど

の程度の復興をする目標にしていらっしゃるの

か、お尋ねをしてみたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫からの復興状況

についてであります。まず、畜産経営の再開

は、農家ベースで57％、頭数ベースで47％と

なっているところでございます。県内経済全般

について見てみましても、東日本大震災等も含

めたさまざまな要因もございまして、回復の基

調にあるという状況ではない、大変厳しいもの

と認識をしております。県としましては、昨年

８月に再生・復興方針を、ことし５月にはその

工程表を作成いたしまして、これに沿って各地

域での意見交換など、現場での意見を踏まえな

がら、再生・復興に向けた取り組みを進めてき

たところでありますが、情勢の厳しさを踏まえ

ますと、まだまだこれからやらなければならな

いことがたくさんあると考えておるところでご

ざいます。

復興の目標につきましては、県内の経済全般

及び県民生活におきましては、できるだけ早く

口蹄疫前の状態に戻すことが必要であると考え

ておりまして、口蹄疫復興対策運用型ファンド

でありますとか、中小企業応援ファンドなどを

活用して迅速に対策を推進してまいりたいと考

えております。観光面、宿泊客数などは何とか

前の状況に戻りつつあるという傾向も見られる

ところでございます。

一方、畜産におきましては、工程表の中で西

都・児湯地域における経営再開を農家ベースで

７～８割程度、頭数ベースで９割程度というふ

うに想定しておるところでございますが、現在

の状況を考えますと、相当の努力、またそれな

りの時間がかかるものと考えております。した

がいまして、畜産農家の再開や経営安定の支援

を行うとともに、耕種への転換や畜産を核とし

ました６次産業化の取り組み、農商工連携など

を鋭意進めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。どう

ぞ前向きにお取り組みをいただきたいと思いま

す。

終息宣言から１年が経過した８月末での経営

再開状況は、おおむね半数ということでありま
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す。再開が進まない理由としては、畜産の先行

き不安や、韓国での口蹄疫の発生など、農家の

経営再開をちゅうちょせざるを得ない状況も考

えられるわけであります。そのような中、経営

を再開される畜産農家の方々が安心して経営が

できるよう、県としてしっかりと取り組んでい

ただきたい。お願いをしておきたいと思いま

す。

一方で、畜産経営の再開を断念された農家

が300戸以上いらっしゃるということでございま

す。これらの農家が再開されない理由について

実態調査などを行っているのかどうか、農政水

産部長にお伺いしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫により

家畜を処分された農家に対しましては、経営の

再開状況等について聞き取り調査を実施してお

ります。詳細につきましては、現在、分析中で

ございますが、８月末現在で経営を再開されて

いない農家は全体の43％となっております。畜

産経営を断念する、あるいは再開を迷っている

主な理由といたしましては、先ほど議員のほう

からもありましたが、まずは高齢や健康上の不

安、また後継者がいないこと、景気低迷や東日

本大震災に伴う枝肉価格の低迷や飼料価格の高

騰、さらには韓国や台湾など隣国での口蹄疫の

発生による再発への懸念、また畜産経営をやめ

て畑作等へ転換するなどとなっております。

○徳重忠夫議員 今、300戸以上、40％の方が再

開できていないということでございますが、畜

産経営を維持していた方々が再開しないという

ことになりますと、いろいろ課題が生じるので

はないかと懸念するところであります。畜産経

営を中止する農家は、農業そのものを中止した

り、その他の作目へ転向したりすることになる

と思いますが、口蹄疫から再開しない農家に対

してはどのような対応をしていこうとされてい

るのか、お伺いをしてみたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫により

家畜を処分された農家に対しては、各地域の市

町村やＪＡ等と県で構成いたします畜産産地再

生推進会議地域本部の現地指導班を中心に、個

別の巡回等を行っているところでございます。

畜産経営を中止される農家の中には、高齢等の

理由から農業そのものを中止される方もおられ

ますが、一方で畜産から他の作目への転換を希

望する農家もありますので、現地指導班を中心

に、導入品目や栽培技術などについて、助言・

指導等を行うこととしております。県といたし

ましては、畜産経営を再開される農家はもとよ

り、他品目に転換される農家につきましても、

その意向等を踏まえ、関係機関と一体となって

支援をしてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いしておきます。

それから、口蹄疫から再開しない農家には、

相当な面積の土地があるわけであります。300戸

といいますと、２町平均にしますと600ヘクター

ルというような大きな農地があると思います。

再開しない、あるいは他の作物に転向しようと

なったとき、農地をどのように活用するのか、

そのことが大きな問題であろうと私は考えてお

ります。そこで、畜産経営を断念された300戸の

農家の経営転換と農地の有効利用を図るため、

児湯地区に畑作野菜の大規模な実験圃場をつ

くって、具体的に農家の目に見える形で示し

て、指導することが大事であると私は考えま

す。畜産から耕種農業へと大変厳しい条件かと

思いますが、百聞は一見にしかず、目で見せな

ければわからない、こう思いますときに、県が

率先してそういう試験農場をつくる考えはない
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のか、お尋ねをしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫からの

復興と畑作農業の振興を図るため、大規模な実

証圃を設置するというお話ですが、それは、新

たに野菜栽培を開始する農家の不安解消、また

栽培技術を定着させる上で大変有効な手段であ

ると認識しております。このため県では、昨年

度、児湯地区を中心に８カ所、約15ヘクタール

の大規模実証圃を設置しまして、ホウレンソウ

や里芋等の機械化一貫体系や品種に関する検討

を行いますとともに、現地研修会や実績検討会

を開催し、その成果を生産者や関係者に広く周

知したところでございます。本年度も引き続

き、５カ所、約13ヘクタールの実証圃を設置す

ることとしておりまして、今後も、大規模実証

圃を最大限に活用しながら、農地の有効利用や

耕種への転換を支援し、畜産と耕種のバランス

のとれた産地の確立に努めてまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 ぜひ、そういう方向で頑張っ

ていただきますようにお願いを申し上げておき

ます。

続いて、環境森林部長にお尋ねをしてまいり

ます。浄化槽の法定検査についてであります。

県では昨年度から、浄化槽管理者に対し、法

律で義務づけられている年１回の法定検査を受

けるよう指導されておられますが、保守点検・

清掃と法定検査との違いがわかりにくいとの声

が県民の間からたくさん聞こえてきておりま

す。また、法定検査をさらに受けることによっ

て浄化槽管理者の負担が多くなります。そこで

まず、浄化槽管理者に義務づけられている保守

点検・清掃と法定検査の違いは何か、またこれ

らにかかる費用は幾らになるのか、環境森林部

長にお尋ねをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、保守点

検・清掃と法定検査の違いについてでありま

す。保守点検はポンプの点検や消毒剤の補充な

どを行うもので、清掃は不要な汚泥の除去など

を行うものであります。そして、法定検査は、

これらの保守点検と清掃が適正に行われ、浄化

槽の機能が十分発揮されているかどうかを水質

検査などにより確認するものです。

次に、費用につきましては、浄化槽の使用状

況や維持管理を行う業者にもよりますが、最も

多く設置されている５人槽の場合、年額３万か

ら４万5,000円程度となっておりまして、このう

ち法定検査の料金は3,800円で、九州では最も低

くなっております。

○徳重忠夫議員 浄化槽管理者の方からは、こ

れまで維持管理はしっかりしてきたんだと、大

体２カ月に１遍、清掃公社等が回ってきてちゃ

んとしてきたんだと、突然、法定検査を受ける

ような指導があったことについて、今さら何だ

ろうという不満の声が多く聞かれるわけであり

ます。法定検査はいつから義務づけられている

のか、また浄化槽管理者に対する法定検査の指

導の経緯と受検率の推移について部長にお伺い

をいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 法定検査は、

昭和60年の浄化槽法施行当初から年１回の受検

が義務づけられております。県におきまして

は、テレビや新聞などによる広報活動のほか、

浄化槽を設置する際には事前の講習を受けてい

ただくなどして、法定検査の受検を促してまい

りましたが、受検率は伸び悩んでおりました。

また、全国的にも低迷が続いていたため、平

成17年に浄化槽法の改正が行われ、都道府県知

事の浄化槽管理者等への監督権限の強化が図ら

れたところです。県では、平成22年度から法定
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検査の未受検者全員に対し、文書や電話による

受検指導を行っており、平成22年度には県内に

設置されている約14万8, 0 0 0基のうち、３

万3,000基程度が受検し、受検率は平成21年度

の14.2％から22.4％に向上しております。

○徳重忠夫議員 続いてお尋ねしていきます。

全国的に法定検査の受検率が低いという状況に

あるようであります。県によっては受検率が高

いところもあるんです。改正指導があってから

５年たっているということもありまして、高い

ところもあります。私は、法定検査が法的義務

であるならば、受検している人としていない人

との不公平感を解消するためにも、このような

他県の例を参考にするなどして受検率100％を目

指すべきだ、こう考えております。そこで、法

定検査の受検率の向上のために今後どのような

指導をしていかれるのか、部長にお伺いをして

おきたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 法定検査につ

きましては、浄化槽法において受検が義務づけ

られておりますので、本来すべての浄化槽管理

者が受けるべきものでございます。しかしなが

ら、現在のところ、保守点検との区別がわかり

にくいといったことや、新たな費用負担につな

がるといったことなどから、受検率は低い状況

にあります。このため県といたしましては、今

後、さらに市町村等と連携して指導啓発に努め

るとともに、指定検査機関や保守点検業者等と

の連携による検査を受けやすい新たな仕組みづ

くりに努めるなど、すべての浄化槽管理者に法

定検査を受けていただくよう積極的に取り組ん

でまいります。

○徳重忠夫議員 電話やチラシ等で法定検査を

受けるようにということで、積極的に努力する

ということでございますが、現在、この法定検

査を行っているところは財団法人宮崎県環境科

学協会１社となっております。検査効率などを

考えますときに、県内を３つのブロックぐらい

に分けて検査所をつくっていく考えはないの

か。他県では指定検査機関を複数設定している

ところがあるようであります。５社あるところ

もあれば、３社あるところもある、２社あると

ころもある、そういった状況であります。本県

で複数指定についてどのように考えておられる

のか、環境森林部長にお尋ねをしておきます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 指定検査機関

の指定につきましては、浄化槽法において検査

業務を公正、適正かつ確実に実施するためのさ

まざまな要件が定められております。検査機関

指定についての相談があった場合には、これら

の要件に適合しているかを確認するとともに、

現在の検査体制などさまざまな状況を勘案し、

生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点から

適切に対応していきたいと考えております。

○徳重忠夫議員 部長のほうでは精いっぱい努

力をしていく、しているんだ、こうおっしゃい

ました。どうも私は納得できませんので、これ

からの質問については知事にお答えをいただき

たい、このように思います。法定検査の受検率

向上に関しまして御答弁をいただきましたが、

法律で受けなければならないと決まっているこ

の法定検査を受けない方に対する指導監督の責

任者はだれなのか、知事にお伺いしておきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 平成17年に改正された

浄化槽法12条の２の規定によりまして、指導監

督するのは都道府県知事とされております。

○徳重忠夫議員 それではまた、知事にお尋ね

いたします。岩手県では保守点検・清掃を行っ

ている業者と連携しまして、全国で一番高いん
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だそうでありますが、88％を超しているという

受検率になっているようであります。また、私

たちは隣の鹿児島県のお話をよく聞くわけであ

りますが、私は鹿児島県に直接電話して聞いて

みました。受けなきゃならない人は、27万戸あ

るんだそうです。５年間に１回だけですけれど

も、全部受けているんです。聞いてみましたら

５年に１回、次からは４年に１回します。みん

な平等でなければいけないということで、これ

を５年間で27万戸全部やったということであり

ます。不公平感を生じないよう配慮していると

いうことで、精いっぱいの努力をされているよ

うであります。岩手県や鹿児島県における取り

組みについて知事はどのようにお考えなのか、

お尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 法定検査の受検率が高

い県におきましては、全国で見ますと、５％を

切るところから、御指摘のような88％というと

ころまであるわけでございますが、そういう高

いところにおきましては、さまざまな工夫や努

力がなされているというふうに思いますので、

私ども、しっかりそういったところを勉強させ

ていただきながら、今後、受検率の向上に努め

てまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ところで、21年、昨年から22

年度にかけての受検率を見てみますと、宮崎県

環境科学協会のほうにお願いして、伸び率が10

％のようであります。10％といいますと、１割

です。この状態でいきますと、10年かかるとい

うことになります。さらに、御案内のとおり、

県はこの協会のほうに22年から23年度にかけま

して１年間に9,000万円という委託料を払って、

勧誘されているわけです。9,000万円ですよ。そ

して、１万2,000軒ぐらいしか勧誘されていない

んです。１軒当たり7,000～8,000円の計算にな

ろうかと思います。それだけ金が出されている

わけであります。これを10年使ったら１億円近

くの金が要るんだという私の概算であります。

法定検査を受ける人、10年間も受けないで受け

ませんと言っている人、これを考えますと、10

年間、3,800円─一番安いとおっしゃいます

が、４万円ぐらいのお金を払う人と払わん人と

出てくるわけです。私は、これはいかがかな

と、こう思っています。地域の中で法定検査を

受けている人とそうでない人が実際にいること

は、またそのことによって地域のコミュニ

ティーが壊れるんですよ。あの人は払ってい

る、私は払っていない、それでもいいんですよ

ということになったら、地域のコミュニティー

が壊れて、あれは納めない、こういうことにな

る。私は、これが一番恐ろしいような気がして

ならないのであります。

知事は、総務部長、副知事、そして知事とし

て、今から10年間トップにいらっしゃって指導

されるわけであります。私は、法定検査を受検

している人としていない人との不公平感を早期

に解消するためにも、知事の任期中にこれを解

消していくためにも、管理者に法定検査をさせ

ていくべく取り組むべきだ、こう思っておりま

すので、知事のそれに対する決意をお聞きして

おきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県のこのような受検

率の状況、大変低い状況にございまして、これ

までの指導啓発については必ずしも十分ではな

かったと深く反省をしておるところでございま

す。その反省を踏まえて、本県のきれいな川や

海を次の世代に引き継いでいくためには、一人

一人が生活排水の適正処理に取り組んでいくこ

とが大切であると考えておりますし、法律で年

１回と定められたものにつきまして、なるべく
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多くの皆様に御協力をいただくように、受検率

の向上に向けて、できるだけ早く全員の皆様に

受けていただくような努力をしてまいりたいと

考えております。

○徳重忠夫議員 知事、ぜひあなたの任期中に

―あと３年しかありません。ぜひ３年間でや

り遂げるぞという気持ちで頑張っていただきま

すようにお願いをしておきたいと思います。

それでは、新燃岳の噴火に伴う対策について

お尋ねをしてまいります。

新燃岳の今回の噴火において、最初に爆発的

噴火を観測したのはことしの１月27日のことで

あります。あれ以来、小康状態を思わせる期間

もありましたが、現在も噴煙を上げておりま

す。いまだ終息に至ったとは考えられません。

また、初期段階の爆発的噴火などにより降り積

もった火山灰による土石流の危険性も声高に叫

ばれておりますが、幸いにして、これまでに大

規模な土石流の発生は観測されていないもの

の、雲仙普賢岳の例を見るまでもなく、安心で

きる状態にはほど遠いのではないかと危惧して

いるところであります。

このような中、都城市においては、２月以

降、幾度となく避難準備情報や避難勧告が出さ

れております。しかしながら、実際に避難した

方々は0.9％から5.8％にとどまっております。

もちろん、このほかにも親戚や知人の家に避難

されておられる方々もおるとは思いますが、そ

れにしても低い数値と言わざるを得ません。先

ほど私が申し上げましたように、新燃岳の噴火

災害は現在も継続、進行しているのでありま

す。この低い避難率の解消を図らなくては、人

的被害を完全に防ぐことはできないと考えてお

りますが、避難率の向上のために県としてはど

のようなことを考えておられるのか、まず知事

にお伺いしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の新燃岳の噴火に

おきましては、高原町では１月30日に火砕流に

対応するために避難勧告を発令しまして、約50

％の住民が避難をされておるところでありま

す。一方、都城市におきましては、避難計画を

作成するとともに、土石流に対応するために、

２月以降、基準を超える降雨が予測されるたび

に避難準備情報や避難勧告を発令して、住民の

生命の安全を図っているというところでござい

ますが、住民の避難率は、議員御指摘のとお

り、低い状況でございまして、実際に大規模な

土石流が発生した場合に被害が発生するという

ことを大変危惧、心配しておるところでござい

ます。

避難の指示・勧告につきましては、災害対策

基本法において、住民に最も身近な市町村長が

行うこととされているところでございます。県

といたしましては、気象台や国土交通省などと

連携を密にしまして、気象の情報などを迅速的

確に市町に伝達しますとともに、日ごろ、関係

市町と連携をしまして、火山や土砂災害などの

専門家を招いて防災講演会を開催するなど、住

民の皆さんに避難の重要性というものを改めて

認識していただく、そのような啓発活動に取り

組んでまいりたい─これまでも行っておりま

すし、これからも取り組んでまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

それでは、総務部長にお伺いをしておきたい

と思います。さて、私自身が噴火災害の中で最

もおそれを抱いているのが火砕流であります。

雲仙普賢岳において多くの犠牲者を出しました

火砕流が、今後、新燃岳において発生する可能

性はあるのか、専門家の意見を踏まえていろい
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ろ勉強されていると思いますが、総務部長にお

答えいただきたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 新燃岳が１月に噴

火してから今日まで、規模の大きな火砕流は観

測をされていない状況であります。しかしなが

ら、火山噴火予知連絡会の検討結果によります

と、新燃岳のマグマだまりへのマグマの供給は

続いておりますので、１月下旬から２月上旬の

噴火に匹敵する活動が起こることも考えられま

す。さらに活発化した場合には、火砕流の発生

も懸念されるところでございます。

○徳重忠夫議員 大変心配するところでござい

ます。やはり危険性は残っているとのことでご

ざいますが、今後も警戒を怠ってはいけない、

このように考えております。新燃岳の噴火に伴

う火山灰の堆積によりまして、土石流の発生が

懸念されております。これまでに、国及び県に

おいてどのような緊急対策工事が行われたの

か、その内容と金額について県土整備部長にお

伺いをしておきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 緊急対策の工

事でありますが、国土交通省と連携を図りなが

ら、都城市及び高原町の土石流被害が想定され

る区域におきまして、ことしの２月から実施し

てきたところであります。国土交通省では、15

カ所におきまして、約11万9,000立方メートルの

土砂除去工事や、コンクリートブロックによる

仮設導流堤工事のほか、監視カメラやワイヤー

センサー等の設置を行っておりまして、総工事

費は約10億円と伺っております。また、県で

は、22カ所で約３万6,000立方メートルの土砂除

去工事や土のう積み導流堤の工事等を行ってお

りまして、総工事費は約１億5,000万円となって

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

それでは、次に進めてまいります。さきの台

風12号では、和歌山県や奈良県を中心に、多く

のとうとい命が奪われるなど、大きな被害が発

生しております。この被害の中には、集落の対

岸にある山で土砂崩れが発生して、その土砂が

川をせきとめたために、川の流れが変化して集

落を襲ったという想定外と言うべきものもあり

ました。

私は、御池小学校から都城市の吉之元のほう

にかけて国道223号をよく車で通るわけでありま

す。周辺の形状や土地の状況についてもよく理

解していると思っておりますが、仮に国道の上

流域で土石流が発生した場合、土砂や石などが

木々をなぎ倒し、それらが谷を埋塞することに

よって、本来の流れとは異なる方向に土石流が

流れ込み、被害を拡大させるのではないかと心

配しているところであります。このような可能

性についてどのように考えておられるのか、県

土整備部長にお伺いをしておきたいと思いま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 議員が御指摘

されたとおりでございまして、土石流の発生規

模によりましては、土石や倒木が谷を埋塞する

ことによりまして、被害が拡大する可能性も想

定されるところであります。また、先ほどお答

えいたしました緊急対策工事でございますが、

これは、土石流被害の軽減や避難時間の確保を

目的とした、あくまでも緊急的な措置でありま

す。今後、国におきましては、さらに安全性を

高めるため、砂防堰堤の新設工事などを計画的

に実施していく方針と伺っておりますが、その

整備には相当の期間を要するものと思われま

す。したがいまして、関係する住民の皆様にお

かれましては、気象情報や各市町から出される

避難に関する情報に引き続き注意をしていただ
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くとともに、早目の避難を心がけていただくこ

とが大変重要であると考えております。

○徳重忠夫議員 避難が最も大事なことだとい

うことでございますので、ぜひそういった方向

で、地元に周知徹底をお願いしたいと思いま

す。

次に、都城志布志道路についてお尋ねをいた

します。

私もライフワーク的な気持ちの中で今日まで

質問をしてまいりました。県の施行区間である

五十町インターチェンジから梅北インターチェ

ンジまでの約３キロメートルについては、平

成13年度に事業着手して、本年４月に宮崎県区

間では初めて開通となったところであります。

私たち地元の者としましても、喜びもひとしお

であります。国の直轄事業区間においても、平

塚インターチェンジから五十町インターチェン

ジの間1.9キロが、今年度中に供用予定と聞いて

おりますが、まだまだ全線開通までには長い時

間がかかると思われます。私も地元の皆さんか

ら、いつ完成するのか、いつ用地買収に入るの

かなどとよく聞かれます。そこで、都城志布志

道路の整備に対する知事の考えをお聞きしてお

きたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 都城志布志道路でござ

いますが、都城インターチェンジと志布志港を

直結し、物流の効率化に資することはもちろん

ですが、広域救急医療の整備充実などを掲げま

した都城広域定住自立圏構想を実現するために

も、大変重要な幹線道路であると認識をしてお

るところでございます。国と県で重点的に整備

を進めておりまして、今御指摘のありましたよ

うに、ことし４月に五十町インターチェンジか

ら梅北インターチェンジ間の約3.2キロが完成供

用し、大きな一歩を踏み出すことができたわけ

でございます。今年度中には、国施行区間の平

塚インターチェンジから五十町インターチェン

ジの1.9キロメートルも供用が予定されていると

ころでございます。大変厳しい公共事業を取り

巻く状況でございますが、県としましては、今

後とも、国や鹿児島などと連携しまして、整備

促進に努めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。これ

までもいろんな場面でお話ししておりますよう

に、都城志布志道路は、日本の食料基地である

都城・曽於地域と国際バルク戦略港湾でありま

す志布志港を直結する道路であります。沿線の

地域に大きな経済効果が期待されるものであり

ます。しかし、道路はつながらなければその効

果を発揮することはできません。本路線では、

ほとんどの区間において事業が展開されている

ところでありますが、唯一、宮崎、鹿児島の県

境区間だけが整備着手していない状況にありま

す。しかし、鹿児島県は、この県境区間に早期

に事業を着手できるよう県単独で3,000万の調査

費を計上したと、私はじかに行って聞いてまい

りました。県境区間は一日も早い事業着手が必

要と考えますが、都城志布志道路の県境区間の

取り組みについて、県土整備部長にお尋ねをし

ておきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 現在、整備を

進めております梅北工区に続きます諏訪山イン

ターチェンジから、今、議員からお話がありま

した、県境までの区間、県内が約2.5キロメー

ターございますが、この区間につきましては、

本県も昨年度から事業化に向けた調査を行って

おりまして、本年度も引き続き、1,500万円の補

助調査費で道路環境調査を進めているところで

あります。なお、鹿児島県側、約２キロメート

ルも事業未着手となっておりますことから、県
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境区間の整備につきましては、今後とも、鹿児

島県と連携を図りながら、事業着手に向けた取

り組みを進めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。全区

間着手された、このように理解いたしておりま

して、ぜひ頑張っていただきたい、このように

思います。

宮崎県内の区間の事業費は、今年度の予算を

見てみますと、約12億円と落ち込んでおりま

す。今後の整備が心配されるところでありま

す。一方、鹿児島県においては、整備に必要な

予算が確保されていると聞いておるところであ

りまして、鹿児島県の当初予算24億円に対して

宮崎県は半分でございます。少ないと思いま

す。国の区間も含め、道路の整備は計画どおり

進むのか、県土整備部長にお伺いをしておきま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本年度の都城

志布志道路の当初予算でございますが、今、議

員からお話がありましたとおり、鹿児島県側

は23億6,000万、それから宮崎県側は国と県合わ

せまして12億1,000万となっております。しかし

ながら、両県におきますこれまでの総投資額で

は、ほぼ同額程度となっておるところでござい

ます。県施行区間では本年４月に五十町から梅

北間が完成供用したところでありまして、現

在、それに続く梅北から諏訪山間、約2.5キロ

メートルにおきまして、調査設計、測量などを

行っております。また、国の施行区間では、先

ほど知事も答弁いたしましたように、平塚から

五十町間が本年度中の供用予定となっていると

ころであります。公共事業を取り巻く環境は大

変厳しくなっておりますが、県といたしまして

は、今後とも、本路線の計画的な整備促進に努

めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。志布

志道路につきましては、ぜひとも隣県の鹿児島

県と力を合わせて同時開通を目指していただき

たい。心から強く要望を申し上げておきたいと

思います。

国道221号の歩道整備についてお尋ねをいたし

ます。

都城市高崎町新田地区は、旧高崎町の中心市

街地として商店街や住宅街を形成し、古くから

の町並みが続いておりますが、地区の真ん中を

貫く国道221号沿いの歩道整備が遅々として進ん

でおりません。買い物や通学時に日常的に利用

する高齢者や小中学生にとりましては、交通事

故等の危険性が高い状況にあります。このた

め、地区中央部の約650メートル区間につきまし

ては、現在施行中の新田土地区画整理事業によ

り、幅の広いゆとりのある自転車道や歩道が両

側に整備されておりまして、地区民が大変感謝

し、喜んでいる状況であります。しかしなが

ら、新田土地区画整理事業以外の区域について

は、都城市が新たな土地区画整理事業を行う予

定でありましたが、諸般の事情により、土地区

画整理事業が困難とされました。そのため、接

続する前後の区間は、車道側溝部を利用した簡

易な構造で、不規則な段差やわずかな幅員のた

め、高齢者や小中学生の安全な通行の障害と

なっております。危険かつ不便で、早急な整備

が必要な区間と言わざるを得ません。そこで、

国道221号高崎新田地区における土地区画整理事

業の前後区間の歩道整備を県で取り組めない

か、県土整備部長にお伺いをしておきたいと思

います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 御質問の区間

につきましては、交通量が多く、通学路にも指

定されておりますことから、歩道整備が必要で
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あると認識をしております。しかしながら、現

在は、土地区画整理事業による住環境の改善ま

で視野に入れたゆとりある歩道として計画され

ております。今後、この区間を県が交通安全の

観点から歩道整備に取り組むためには、経済性

あるいは利用者の安全確保を考慮した歩道幅員

等の見直しが必要でございます。このため、ま

ちづくりの主体であります都城市において、地

元の合意形成を図っていただいた上で、都市計

画変更の手続を進めていくこととなります。県

といたしましては、今後、都城市と十分連携を

図りながら、事業化に向けて検討してまいりた

いと存じます。

○徳重忠夫議員 どうぞ前向きによろしくお願

い申し上げておきたいと思います。

最後になりましたが、中学校における武道の

必修化について、教育長にお尋ねをしたいと思

います。

私は、今の子供たちに対し、武道の精神、い

わゆる相手を尊重する心や自律の精神などを学

ばせることは、とても意味のあることだと考え

ております。３月の東日本大震災において、被

災者が水や衣服などの必要物資を配給される際

にきちんと並んで受け取る姿や、避難所での様

子を見て、外国のメディアが絶賛しておりまし

た。太平洋戦争後の日本の飛躍的な発展も、こ

の日本人の心があったからだと思います。そこ

で、教育長に、平成24年４月から中学校におい

て武道が必修となりますが、その背景や目的を

伺っておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 武道必修化の背景で

ありますが、平成18年の教育基本法の改正を受

けまして、中学校の保健体育科では、平成20年

の中央教育審議会答申におきまして、「武道の

指導を充実し、我が国固有の伝統と文化に、よ

り一層触れることができるよう指導のあり方を

改善する」ことと示されたところであります。

これを受けまして、改訂されました学習指導要

領では、１つには、基本動作や基本となるわざ

ができるようになること、２つ目には、相手を

尊重し、伝統的な行動の仕方を守ろうとする態

度を養うこと、３つ目には、武道の特性や成り

立ち、伝統的な考え方などについて理解するこ

となどが、武道の授業におけるねらいとされた

ところであります。以上です。

○徳重忠夫議員 武道のねらいについて今、教

育長からお話があったとおりだと思います。そ

のねらいを達成するためには、指導者の役割が

大切であると私は考えております。そこで、武

道のねらいを達成するために、教員の資質向上

にどのように取り組んでいかれようとしている

のか─武道の先生がそんなにたくさんいらっ

しゃるものか、ちょっと私にはわかりません

が、お答えをいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では武

道の必修化に対応するために、平成21年度から

３年計画で、すべての保健体育科教員を対象

に、武道に関する講習会等を開催し、指導方法

や指導計画作成上の留意点等につきまして、指

導を行ってきているところであります。さら

に、本年度からは、関係団体の協力を得なが

ら、希望する中学校に武道の専門家を派遣し、

基本となるわざや伝統的な行動の仕方などを指

導していただくことにしておりますので、教員

の指導力向上にもつながるものと考えておりま

す。今後とも、市町村教育委員会と連携しなが

ら、各学校の武道の授業の充実が図られるよう

に、教員の資質向上に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○徳重忠夫議員 ぜひ、立派な先生方、指導者
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をお招きいただきたい、このように思います。

武道につきましては、４月から必修化されます

が、現在、中学校において選択で行われてい

る、このように聞いております。柔道や剣道が

行われているようでありますが、中学校におけ

る武道の実施状況はどのようになっているの

か、また24年度、来年度からの必修化に伴いま

して、各中学校は今後どのような種目に取り組

もうとしておられるのか、お伺いをしておきた

いと思います。

○教育長（渡辺義人君） 平成22年度に調査し

た結果によりますと、県内すべての国公私立中

学校並びに中等教育学校147校のうち、その78％

に当たります115校で武道を実施しております。

複数種目を実施している学校もございますの

で、種目ごとに学校数を申し上げますと、柔道

が86校、剣道が34校、相撲が３校、空手道が２

校となっております。また、同じく平成22年度

の調査結果では、武道が必修となります平成24

年度につきましては、柔道が114校、剣道が38

校、相撲２校、空手道２校、弓道１校の実施予

定となっております。以上です。

○徳重忠夫議員 柔道が多くて剣道が少ないと

いう状況でございます。これにはそれなりの理

由があろうか、こうも思うところであります

が、実は、剣道は防具も高い、そしてそれなり

の準備も必要だと。いろんなこともあろうかと

思います。ところが、やはり剣道の基本は木刀

だということを聞いております。形をするとき

に、あるいは昇段試験では必ず木刀を使ってい

るんだと、こう聞いておりまして、全日本剣道

連盟の武安会長がホームページでこういうこと

を書いておられます。木刀を活用して、「剣道

基本技稽古法」を行うことを奨励しておられる

ようであります。このことによって教育効果が

非常に高まる、こう言われております。そこ

で、剣道の授業において教育効果を上げるため

にも、県産品であります木刀を活用した授業が

考えられないか、教育長にお尋ねをしておきた

いと思います。

○教育長（渡辺義人君） 中学校第１・第２学

年の剣道の授業では、新学習指導要領の技能の

指導内容として、基本動作や基本となるわざを

学ばせることになりますが、相手との攻防を通

して技能を習得することが重視されております

ので、竹刀や防具を使用することが基本となり

ます。しかしながら、木刀を、剣道指導の最初

の段階、あるいは各授業の初めの時間等で取り

入れることにより、正しい握りや構えといった

基本動作を習得させる上で効果的な指導につな

がることも考えられるところであります。県教

育委員会といたしましては、剣道の授業におけ

る木刀の活用につきまして、文部科学省や関係

団体からの情報の収集に努めますとともに、県

主催の講習会等で、活用方法の紹介などを行っ

てまいりたいと考えます。以上です。

○徳重忠夫議員 ぜひ、よろしくお願いを申し

上げておきたいと思います。

１分少々残っておりますので、知事に要望を

申し上げてみたいと思います。と申しますの

も、都城志布志道路のことでございます。22年

度の当初予算が11億5,800万円しかついておりま

せんでした。ところが、国の経済緊急対策で９

月27日、都城志布志道路に８億円つきました。

そして、22年度補正予算、ことしの１月に、年

度末に11億5,000万つきました。総計31億800万

ついたわけであります。考えますときに、こと

しは鹿児島の半分しかついておりません。ぜひ

とも補正予算なり、そういった関係省庁に、去

年はこれだけつけたじゃないか、ぜひやってく
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れということをお願いしていただきたい、これ

を強く要望しておきたい、このように思いま

す。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

です。傍聴席ゼロですが、しっかりとした答弁

をよろしくお願いしたいというふうに思ってお

ります。

それでは、通告に従い質問をさせていただき

ますが、時間の関係もありまして、道路問題に

ついては、次回に回させていただきたいと思い

ます。これまでの代表質問、一般質問と重複し

ている部分もありますが、私なりに質問をさせ

ていただきたいと思います。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

今回の民主党新代表選挙において野田氏が選

出され、８月30日の衆参本会議において第95代

内閣総理大臣に選出されました。代表選挙にお

いては５名の方が立候補され、１回目の投票の

結果は、野田氏が102票に対して、海江田氏

が143票とトップとなりましたが、過半数に達し

ていないということから、１、２位の決選投票

となり、野田氏215票、海江田氏177票で、野田

氏が新代表に就任されています。しかし、当初

の世論調査では前原氏に対する期待が最も高

かったわけでありますが、結果は、外国人から

の違法献金などの問題もあり、１回目の投票で

３位となり、決戦投票へと進めませんでした。

国民の支持は前原氏に最も期待、民主党として

は海江田氏に最も期待という結果でありました

が、結果は野田氏が代表に、そして首相に選出

されています。人柄については、低姿勢で、下

積みを積み、泥臭い人のようであります。９月

２日、３日に共同通信が行った世論調査で

は、62％という高い支持率であります。支持の

理由は、「首相を信頼する」「ほかに適当な人

がいない」「低姿勢で挙党一致態勢や野党との

対話を訴える首相の姿勢に国民の期待があらわ

れた」などとなっております。そこで、今回の

民主党代表選挙、１回目の結果、２回目の結果

と、民主党代表選挙における世論調査の結果に

ついて、知事はどのような感想を持っておられ

るのか、まずお伺いをいたしたいと思います。

次に、国内的には、東日本大震災からの早期

復興、東京電力福島原発問題、米軍普天間飛行

場移設問題、ＴＰＰ問題や財源確保のための増

税問題など、どの問題をとりましても、首相の

首が飛ぶような難問だらけであります。本県に

おいても、口蹄疫からの復興を初め、さまざま

な問題を抱えておりますが、知事は野田新首相

に何を最も期待されておりますか。

次に、観光についてお伺いをいたします。河

野知事体制になって半年が過ぎ、東国原前知事

の影も薄くなり、県庁前広場からバスが消え、

県庁観光客も大幅な減少傾向、さらに県内の観

光客も減少し、物産館の売り上げも減少となっ

ております。県庁が前知事就任前の状況に戻っ

たと考えれば何てことはないわけであります

が、このような県庁を初めとする県内への観光

入り込みの状況と今後についてどのように考え

ておられるのか、知事にお伺いをいたします。

次に、本県で発生した口蹄疫や東日本大震災

での原発問題もあり、宮崎牛の消費も伸び悩

み、このごろ、みやざき地頭鶏も余り話題に上

がらなくなり、さらには東国原前知事が最も売

り込んでいたマンゴーも景気悪化等から、価格

がピーク時からキロ単価2,000円以上の値下がり
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と聞きます。さらには、林業・漁業界について

も、県産材のＰＲ、魚のブランド化など、積極

的に取り組んでいただいておりますが、価格面

等で厳しい局面を迎えております。このよう

に、これまで築いてきた宮崎全体の地域ブラン

ド力に陰りが感じられると考えますが、今後の

宮崎の地域ブランドの売り込みについて、知事

のお考えをお聞かせください。

次に、本県は、県民所得が全国下より３位、

新規学卒者の就職についても県内に企業が少な

いことから厳しく、国民健康保険税の収納率

も90％がやっとという状況、国民年金の納付率

についても平成21年度分が63.2％から平成22年

度分が60.7％と、どちらも年々減少傾向にあ

り、各種税金等の滞納も年々増加傾向でありま

す。高齢者になっても年金もなく、生活保護世

帯が今後大幅に増加する気配であります。こう

した状況から、県の財政も扶助費が毎年大幅に

増加しているようでありますが、知事はこの現

状をどのように考えておられますか、お聞かせ

ください。

次に、県職員の諸問題についてお伺いいたし

ます。先日の押川議員の代表質問等とも重複す

る点もありますが、大事な点ですので、再度質

問をさせていただきます。

地方において、一般職員、教員、警察官、病

院局、企業局等の県職員に採用されたとなれ

ば、だれもがうらやましがる職場であります。

県職員に求められる資質は、責任感、協調性、

県民の手本となる行動であると思います。今

回、知事の提案説明の冒頭に、県職員による横

領事件、盗撮事件など複数発生しているとして

謝罪をされました。職員の服務規律の保持につ

いて、日ごろより指導、コンプライアンス意識

の徹底、金銭物品管理についても適正な事務処

理、チェック体制の徹底を図り、再発防止に全

力で取り組むとされております。知事の言われ

ていることは、公務員としてでなく、人間とし

て当たり前のことであります。事件を起こした

職員だけ処分されて済む問題ではなく、その家

庭も崩壊してしまう危険性もあります。県の信

頼を失うこととなり、県の業務に大きく影響す

ると考えられます。そこで、知事は再発防止策

としてどのようなことを具体的に考えておられ

るのか、お聞かせください。

次に、本県の財政が悪化して、数年前より県

では行財政改革を進めております。改革を進め

るに当たっては、職員の削減もかなり進んでお

り、各担当課においては少ない職員で効率よく

業務をこなしていただいており、感謝するもの

でありますが、メンタル面での休職職員がかな

りの数いらっしゃるようでありますが、どのよ

うな点が問題で休職されていると分析をされて

いるのか、さらには職員がメンタル面でダウン

しないための予防策と、ダウンした職員に対す

る早期復帰の対策はどのようになされているの

か、総務部長、企業局長、病院局長、教育長、

警察本部長、それぞれお聞かせください。さら

に、職場で複数の職員がダウンされた場合の業

務上の対応はどうされているのか、それぞれお

聞かせください。

次に、職員の異動についてお伺いをいたしま

す。職員の異動については、喜ぶ方、泣く方、

いらっしゃると思います。異動により家族全体

が一緒の生活ができなくなる家庭や、希望して

の部署への異動の方、希望と反する場所への移

動であったりと、さまざまであると思います

が、職員の異動についての仕組み―年数を含

みまして―と基本的な考え、また職場に向き

不向きがあると考えますが、どうしても向かな
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かった場合の対応をお聞かせください。総務部

長、企業局長、病院局長、教育長、警察本部

長、それぞれお伺いをいたします。

これから先につきましては、自席で質問をさ

せていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、民主党の代表選挙についてでありま

す。今回の民主党代表選挙は、党の選挙ルール

に基づきまして、党所属の国会議員の皆様の御

判断により選ばれたところでございます。国難

と言える状況の中で、党の代表でもあります

が、実質的に我が国のリーダーを選ぶ選挙でも

ありましたので、時間に限りがあったとはい

え、もっと国民に見える形での政策論争、例え

ば東日本大震災からの復旧・復興、それからエ

ネルギー政策のあり方、円高対策の問題、さま

ざまな政策課題がございます。政策論争が行わ

れてもよかったのではないか、そのような思い

がいたしておるところでございます。

世論調査に反映されます総理への期待という

ところでございますが、挙党態勢の部分であり

ますとか、さまざまな分野での丁寧な対応とい

うものを今、心がけておられます。ドジョウと

いうような言葉でみずからのイメージを語って

おられます。私も何かに自分のことを例えてい

れば、影が薄いとか言われなくて、イメージを

与えることができたのではないかというふうに

思っておるところでございます。以前、ピッ

チャーが急にいなくなって、それをリリーフす

るキャッチャーに例えたことがあったわけでご

ざいますが、いろんなことを考えているところ

でございます。

次に、野田総理への期待についてでありま

す。国内外に課題が山積してございます。まさ

に国難という状況でございます。我が国のリー

ダーとして、何よりもこの国難を乗り越えるた

めの具体的な方針、政策を明確にしていただ

き、それを断固実行していただきたいというふ

うに思っておりますし、政権内部における意思

決定のシステム、内閣と党の関係、党の内部の

決定のシステム、そういったところを整理して

取り組んでいただきたいという思いがございま

す。そして、何よりも、宮崎から申しますと、

口蹄疫からの再生・復興、新燃岳、さまざまな

課題を抱えて厳しい状況にある本県を初め、千

葉出身ということでございますが、地方の現

状、地方のつらさ、大変さというところにも理

解をいただき、共感をいただけるような政策運

営というものを期待したいと考えておるところ

でございます。

次に、本県への観光入り込みの状況と今後に

ついてであります。新燃岳の噴火、大震災等に

よりまして、２月から４月にかけては大きな影

響を受けたところでございます。県としまして

は、国内外に向けての観光プロモーションや旅

行会社に対する旅行商品化などの働きかけに取

り組みまして、私も７月にＪＲ西日本を訪問、

８月には韓国でのプロモーションや、ＪＲ九州

と連携したイベントに参加するなど、国内外で

のトップセールスに努めてきたところでござい

ます。

最近の主要ホテル・旅館宿泊者数の動向を見

ますと、７月は回復傾向を見せております。対

前年度比で120％程度と、前年は口蹄疫の影響も

ございますので、対前々年度と比べても99.6％

というところでございます。またさらに、８月

も、宿泊施設や旅行会社等の関係者に伺います

と、本県出身で人気の川越達也シェフを招いた

イベント「みやざきグルメとランタンナイト」
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など、これは10万人のお客様があったというこ

とでございますが、にぎわいが戻りつつあると

いうことでございます。先ほどのホテル宿泊者

数の数字で申しましても、８月は前年度比で119

％、前々年度と比べても105％程度というところ

で、徐々に回復傾向にあるのではないかという

ことでございます。今後とも、プロモーション

の展開、旅行会社への旅行商品造成支援に取り

組みますとともに、10月からのＪＲグループ等

と連携したデスティネーションキャンペーンで

ありますとか、集客力の高いイベントを実施す

ることによりまして、さらなる観光誘客に取り

組み、観光振興につなげていきたいと考えてお

ります。

次に、宮崎の地域ブランド力についてであり

ます。ここ数年の宮崎ブームの定着・定番化

と、口蹄疫被害等からの復興やイメージ回復を

さらに推進することが重要であると考えており

ます。このため、例えば農業分野におきまして

は、安全・安心の確保を徹底しながら、消費者

のニーズに即した農畜産物の生産、販売を推進

しますとともに、林業分野では、行政と民間が

一体となって県産材を大口需要者に売り込みま

す「チームみやざきスギ」などの取り組みを

行っているところであります。こうした各分野

ごとの取り組みに加えまして、本県のさまざま

な魅力を束にして、分野の垣根や、行政、民間

などの枠を超えまして、一丸となって情報発信

や販売促進活動を展開いたします「オールみや

ざき営業チーム」の取り組みをスタートさせた

ところであります。その第１弾としまして、去

る７月に実施いたしましたイオン九州における

プロモーション活動では、私も福岡の会場に赴

きまして、関係企業や団体の皆さんと一緒に

なって、宮崎の魅力、さまざまな魅力の面をア

ピールしたところでございます。今後とも、市

町村、企業、団体はもとより、県外企業、マス

コミ、みやざき大使、県人会などの口コミの力

をおかりしながら、さまざまな機会を通じて、

またさまざまな皆様の総力を結集して宮崎を売

り込んでまいりたいと考えております。

次に、本県を取り巻く経済等の現状について

であります。雇用情勢や生活保護の状況などを

見ましても、本県の現状は大変厳しく、低迷し

ている本県の経済情勢を反映しているものと考

えております。中長期的にも、少子高齢化の進

展に伴いまして、社会保障関係費などがさらに

増大していくと見込まれておりまして、しっか

りとした行財政運営が必要だと考えておりま

す。このため、本年６月に策定しましたアク

ションプランにおきまして、食品加工産業など

の振興を図るフードビジネスの展開であります

とか、新エネルギー・医療機器関連産業など、

本県経済のエンジンとなる産業の育成など、さ

まざまな経済振興策を掲げますとともに、生涯

を通じた健康づくりや、若者が県内に定住でき

る環境づくりなどを推進することとしたところ

であります。また、落ち込んでいる県内の経済

・雇用情勢の早急な回復を図るため、先般、

「みやざき元気プロジェクト」を取りまとめた

ところでありまして、これらを総合的に推進す

ることによりまして、本県経済の一日も早い回

復に全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。さらに、先般まとめました「みやざき行

財政改革プラン」を着実に推進することにより

まして、効率的な行財政運営と県民サービスの

向上に努めてまいりたいと考えております。

最後に、不祥事の再発防止策についてであり

ます。職員の服務規律の保持につきましては、

日ごろから厳しく指導してきたところでござい
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ますが、今回の一連の不祥事の発生を受け、コ

ンプライアンス推進委員会委員長である副知事

から全職員に対して通知を出し、改めて強く指

導を行ったところであります。公務員倫理の確

立には不断の意識づけが必要でありますので、

今後とも、粘り強く職員の指導に取り組んでま

いりたいと考えております。また、職員が非行

の原因となるストレスや悩みを抱えることのな

いよう、風通しのよい職場環境の整備にも努め

る必要があるものと考えております。さらに、

再発防止につきましては、個々の事務処理方法

につきましても、不正が発生する可能性をさま

ざまに検証して必要な見直しを行う、具体的な

仕組みづくりを行うということで、例えば以前

の準公金等の取り扱いの問題に関しましては、

一人だけで扱うんじゃなしに、さまざまな視点

でダブルチェックを行う、さまざまなチェック

を行うということによりまして、そういう非行

防止の仕組みづくりに取り組んだわけでござい

ます。これからも、そのような実効性の高い再

発防止策を講じてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、休職職員についてであります。メンタ

ルダウンの原因としましては、仕事上のストレ

ス、家庭生活など仕事外の要因など、さまざま

な原因があるものと考えております。

職員に対する予防や早期復帰対策についてで

ありますが、まず、１次予防といたしまして、

精神疾患についての理解を深めるため、職員を

対象として啓発や研修を行っております。次

に、２次予防といたしまして、精神科医や臨床

心理士を配置しまして、精神疾患を早期に発見

し治療に結びつけるための相談体制を整えてお

ります。早期復帰対策につきましては、休職中

の療養相談や、職員本人、専門医、保健師、今

年度新たに配置いたしました復職コーディネー

ター等によります復職支援会議をもとに、試し

出勤を行うなどの復職に向けた支援を行ってお

ります。

次に、休職に伴います業務の対応についてで

あります。職員が病気休職等により不在となる

場合には、業務の割り振りの見直しや、所属内

での配置がえ、あるいは臨時・非常勤職員の任

用などにより対応しているところであります。

また、職員不在の期間が長期間にわたり、業務

に著しい支障が生じる場合は、人事異動によっ

て補充の職員を配置するなど、業務執行体制を

確保しているところであります。

次に、職員の異動についてであります。人事

異動は、公平公正、適材適所を原則として、本

人の能力と適性を踏まえ、職員が最も力を発揮

できる配置を念頭に行っているところでありま

す。その期間につきましては、３年間を基本と

しつつ、本人の意向や業務体制上の必要性など

も考慮の上、弾力的に対応しているところであ

ります。また、若手職員など能力を伸ばす段階

にある職員につきましては、多様な業務を経験

させることはもとより、あえて苦手とするよう

な業務分野も経験させるなど、計画的なロー

テーションを行うことによって中長期的な人材

育成を図ることが重要であるというふうに考え

ております。したがいまして、人事配置後は、

まずはその職場において業務習熟に努め、職員

としての能力を高めていただくことが第一と考

えておりますが、職務によります精神的、肉体

的な負荷によって体調を壊すなど、やむを得な

い場合は、本人の要望や職場の業務体制を踏ま

えまして、配置がえなどを行って柔軟に対応し
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ているところでございます。以上でございま

す。〔降壇〕

○企業局長（濵砂公一君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、職員のメンタルヘルス対策等について

であります。企業局におきましては、現在のと

ころ、精神疾患による休職者はおりませんけれ

ども、メンタルヘルス対策につきましては、ま

ずはそのような職員を出さないように日ごろか

ら努めるということが大変重要と考えておりま

す。したがいまして、企業局におきましては、

特に予防対策に重点を置きまして、知事部局と

連携した各種研修や相談事業に加えまして、企

業局独自のメンタルヘルス研修を実施している

ところでございます。また、所属長に対しまし

て、何でも相談できる風通しのよい職場づく

り、あるいは職員の日ごろの勤務状況について

目配りを怠らずに、必要に応じて声かけや相談

など、早目早目の対応を行うことなどに努める

ように指示しているところでございます。

次に、職員の異動についてでございます。企

業局におきましては、現在、局独自の職員採用

は行っておりませんので、知事部局との交流に

より人事異動を行っております。異動の基本的

な考え方につきましては、先ほどの総務部長答

弁と大体同様でありますけれども、職員の能力

と適性を踏まえまして、本人の希望や家庭環境

等を考慮しながら、適材適所を基本に行ってい

るところでございます。また、異動後につきま

しては、各所属において当該職員が早期に職務

に適応できるように努めておりますけれども、

職務に起因して精神的あるいは身体的な不調を

来しまして、やむを得ない場合は、本人の希望

や職場の業務体制を踏まえまして、必要に応じ

て業務分担の見直しあるいは配置がえを行うな

ど、柔軟な対応を行っているところでございま

す。以上でございます。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、メンタルによる休職の原因と予防、早

期復帰対策についてであります。休職の原因と

しましては、家庭内の問題や個人の生活に起因

するもの、職場でのストレスなど、さまざまな

要因があるものと考えております。また、予防

対策として、病院局独自の研修を実施している

ほか、知事部局開催のメンタルヘルス研修会へ

の参加、精神科医等の専門相談員による相談窓

口の活用などによりまして、予防、早期発見に

努めているところであります。休職中の職員に

つきましては、それぞれの状況に応じた試し出

勤プログラムを作成し、その内容を実施するこ

とによりまして、円滑な職場復帰と再発防止を

図っているところであります。

次に、職員がメンタルダウンした場合の対応

についてであります。職員が休職した場合に

は、業務に支障が出ないよう、臨時または非常

勤職員を任用することにより対応することとし

ております。

最後に、職員の異動についてであります。病

院局におきましては、職場の活性化と医療水準

の向上を図るため、適材適所を基本に人事異動

を行っております。人事異動に際しては、その

職員の能力、適性、希望や家庭環境等を十分に

勘案し、配置しているところでありますが、人

事配置後に、職務により精神的、身体的な変調

を来した場合は、本人の状況を十分把握した上

で、必要に応じ、業務の見直しや配置がえを行

うなど、柔軟に対応しているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた
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します。

まず、メンタル面での休職の原因とその予防

や早期復帰対策についてであります。教職員の

精神性疾患による休職につきましては、本人や

その家族に深刻な影響があるばかりでなく、児

童生徒への指導に支障が生じるなど、学校現場

における大きな課題の一つであると認識をいた

しておりますが、その原因につきましては、職

場でのストレスや家庭内の問題など、さまざま

な要因が複雑に関係しているものと考えており

ます。県教育委員会といたしましては、公立学

校共済組合と連携をしながら、予防対策とし

て、一般教職員や管理職を対象とした研修会の

開催や保健指導員の派遣等を行っております。

また、早期発見・早期対応のために、専門の教

職員相談員を配置したり、４つの相談医療機関

を指定するなど、相談体制を整えております。

さらに、休職中の教職員につきましては、円滑

な職場復帰と再発防止を目的として、徐々に職

場になれるための職場復帰トレーニングを平

成17年度から実施しているところであります。

次に、複数の職員がメンタルダウンした場合

の対応についてでありますが、教職員につきま

しては、授業等に支障が生じることのないよう

に、休職者が出た場合には、その都度速やかに

臨時講師等を任用することにより対応している

ところであります。

最後に、職員の異動であります。教職員の人

事異動につきましては、学校の活性化を図り、

本県教育水準を維持向上させるため、全県的な

適正配置を基本方針として実施しております。

具体的には、教員は原則として同一校勤続５年

以上の者を、また事務職員は同じく３年以上の

者を対象に、市町村教育委員会や校長と十分協

議しながら、適材適所の異動を行っておりま

す。また、異動後の担当業務により、精神的、

身体的に不調の見られる教職員につきまして

は、まずは各学校におきまして、本人の状況を

十分に把握した上で、業務分担の見直しなどを

行っております。それでもなお困難な状況があ

る場合には、本人や校長の意向を踏まえなが

ら、必要に応じ、異動の措置を講じるなど、柔

軟に対応しているところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

まず、メンタル面によります県警職員の休職

の原因でありますが、健康状態、家庭の問題、

異動に伴う職場環境の変化等によるストレスが

関係しているものと考えております。予防対策

につきましては、幹部に対する研修や、全職員

に対しまして、メンタルヘルスに関する正しい

知識を持たせるためのハンドブックを配付する

などの啓発活動を行っておりますほか、専門相

談員や臨床心理士による相談窓口の設置等によ

り、早期発見・早期対応に努めているところで

あります。また、早期復帰対策につきまして

は、本部厚生課、関係所属の健康管理担当者、

保健師等を構成員といたします病状審査委員会

を開催いたしまして、職場復帰トレーニングを

行うなど、組織的な支援体制を構築し、円滑な

職場復帰と再発の防止を図っております。

次に、職場内で複数の職員がメンタルダウン

した場合の対応についてであります。そのよう

な場合は、担当業務を他の職員で再配分した

り、必要であれば新たな職員を配置するなどの

対応をとることとしております。

最後に、人事異動についてであります。県警

におきましては、県民の皆様の安全と安心を確

保する精強な第一線警察を構築するために、適
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材適所を基本に人事異動を行っております。人

事異動に際しましては、職員の能力、適性、希

望及び家庭の事情等を十分に勘案し、配置して

おります。また、人事異動後、早期に所属長等

による個別の面接を行っておりまして、担当業

務の適応状況を聴取し、職員のケア等に努めて

いるところであります。なお、業務にうまく対

応できないというような場合、その原因を究明

いたしまして、必要に応じて業務の見直しや配

置がえなどを行っているところであります。以

上であります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございました。知

事の政治姿勢ということで、それぞれお伺いを

させていただきました。本県は、これまで観光

宮崎として売り出してきたわけでありますが、

高速道路、鉄道網の整備のおくれや、景気の悪

化、口蹄疫の関係、新燃岳の噴火と、観光面、

各種のみやざきブランドにも大きな影響を受け

ております。こうした影響が県民所得にも大き

く影響していると考えております。厳しい時代

であると思いますが、知恵を絞っていただき、

知事を先頭に全力で取り組んでいただきますよ

う、よろしくお願いしたいと思います。

職員の不祥事につきましては、先日も答弁が

ありましたけれども、綱紀粛正に努めていただ

いて、県職員全体で取り組んでいかないといけ

ないと思いますので、再発防止に向けて全力で

取り組んでいただきますよう、重ねて要望して

おきたいというふうに思います。

職員のメンタル面につきましては、各部局長

にそれぞれ答弁をいただきましたが、任命権者

が違うということでありますが、答弁に大きな

差はありませんが、今回、大変重要な問題であ

るととらえましたので、時間短縮のために壇上

から一括して質問をさせていただいたところで

あります。メンタル面については、各部署の状

況をそれぞれ私も聞き取りで調査させていただ

きました。各部署にダウンしている方が大変た

くさんいらっしゃるということがわかったとこ

ろであります。労働の対価として給与が支払わ

れているわけであります。ダウンされた穴埋め

を、先ほど答弁ありましたように、臨時であっ

たり、非常勤職員、臨時講師の任用で対応され

ているということでありますが、一般企業であ

れば退職となっている状況であろうと思います

けれども、県職員というのは県民のために働い

てもらわなければなりません。ダウンされた職

員の給与とその穴埋めのための費用を単純に計

算すると、数億単位の金額になるようでありま

す。大変大きな金額が県民のために活用されて

いないということになります。そしてまた、ダ

ウンされた方の仕事がたまってしまうと、今度

は協力し、加勢した人がまたダウンするという

ような状況があっては困るというふうに思いま

すので、気をつけていただきたいと思います。

病気休職や妊娠出産での休職という方もたくさ

んいらっしゃるわけでありますから、そういう

ことを考えると、大変多くの金額が県民のため

に活用されていないということになりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。県職員

がダウンすることなく伸び伸びと県民のために

働ける環境を、しっかり整備していただきたい

というふうに要望しておきたいと思います。

職員の異動については、答弁にありました年

数等で異動することとなりますが、その年数で

せっかく築いた貴重な人脈であったり、そう

いったものが異動で切れてしまうということに

なりますので、人脈づくりも、個人の人脈から

組織としての人脈づくりにつなげていただきた

いというふうに思っております。適所適材をも
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とに県勢発展のために、人脈が、せっかくつ

くったものが切れないような対策もとっていた

だきますよう、よろしくお願い申し上げておき

たいと思います。

それでは次に、質問をさせていただきます

が、県職員の諸問題の中でさせていただきたい

と思います。優秀な職員というのは、コンプラ

イアンスを遵守し、いろいろなことに積極的に

取り組み、県の立場に立って上司の意見に口答

えをせず忠実に従う、こういった職員かなと考

えますが、コンプライアンスの遵守は当然であ

りますが、間違ったことであれば上司と意見を

言い合える人材であったり、さらには県民とひ

ざをつき合わせ意見を聞ける人材、こういった

職員が、今、県民が何を望んでいるのかを一番

理解し、そして各種施策に結びつけることがで

きるのではないかと考えております。県職員も

積極的に各種の会合に出席していただき、県民

との意見交換をされております。そうした総会

や会議の後に意見交換を含めた懇親会が開催さ

れる場合が多いわけでありますが、ほとんどの

県職員の方は、地方での会合におきましては、

アルコールを拒否されます。宮崎市や延岡・都

城方面での会合になると、多分飲まれるんだろ

うと思うんです。なぜなのかということを分析

しますと、大体住まいが宮崎市内にありますの

で、鉄道の便利がよかったり、自宅に帰れると

いうことが原因かなというふうに思っておりま

す。地方では酒を酌み交わすことで信頼関係が

増すというふうに言われておりまして、物事を

スムーズに行うために地元の声をしっかりと聞

くためには、意見交換は大変重要と考えます

が、そのような場合に県職員が各種会合で県内

に宿泊することは認められていないのか、総務

部長にお伺いをしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 職員の宿泊につき

ましては、勤務時間外に業務に従事したり、あ

るいは今お尋ねにありましたような行事で公務

に位置づけられたものに参加するような場合

に、所属長が、用務の内容でありますとか、時

間、場所、公共交通機関の運行状況などを考慮

した上で、宿泊が必要であると判断した場合に

は、県内外にかかわらず認められる取り扱いに

なっております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。答弁

としては認められるということになりますが、

事前に所属長が、用務の内容や時間、場所、交

通機関の状況などを考慮─調べちょかないか

んということになると思いますので、用地の担

当であったりすると、交渉がうまくいったか

ら、きょう飲みなさいよと言われて、きょう飲

めませんと言ったら、もう御破算でいいという

話も出てくる状況があるわけですよ。そういう

ことを考えると、やっぱりある程度は、飲み過

ぎろとは言いませんが、多少は個人で判断がき

く、大人ですから多少の判断はきくんじゃない

かなと思いますので、そのあたりについては

ちょっと検討していただけるとありがたいなと

いうふうに思っております。積極的な姿勢のあ

る職員の行動でありますが、職場や車の中で一

夜を明かすということも耳にするんですが、そ

のような状況があるということを知事はどのよ

うに考えておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 私は、そのような実態

があるということを必ずしも十分把握しておら

なかったわけでございますが、そういう職場や

車での宿泊は、健康管理上また庁舎の管理上か

らも好ましくないものというふうに考えており

ます。日本の社会では、「飲みニケーション」

という言葉もありますように、お酒を一緒に飲
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みながら語り合うことが、親交を深めたり、人

間関係を円滑にしたり、また重要な意見交換を

したりすることができて大変貴重な機会である

ということを、私自身の経験も踏まえて感じて

いるところでございます。お尋ねのケースで

も、職員はそういう思いで懇親会に参加したの

でありましょうし、地元の皆様の理解を得なが

ら職務を進めようというその姿勢は、大変評価

できるものだと考えております。その取り扱い

というのは大変難しゅうございますが、あらか

じめ宿泊施設を確保するなり、だれかがハンド

ルキーパーとして対応するなり、場合によって

は飲酒せずに懇親会に参加するとか、そういう

工夫をしながら取り組んでいただきたいという

ふうに思います。

○宮原義久議員 ありがとうございます。知事

から言われましたように、「飲みニケーショ

ン」という言葉があるぐらいですが、ハンドル

キーパーをちゃんと準備もしなさいということ

でありますけれども、あなたも飲みなさいと言

われたときには、にっちもさっちもいかん状況

でありますので、認められない、なかなか厳し

いのであれば、各部署に、セキュリティーの問

題もあるんでしょうけれども、各所属される部

署に仮眠をとれるぐらいの、宿泊できるぐらい

の簡単なスペースがあってもいいんじゃないか

なと。車に寝るというのはやっぱり異常かなと

思いますので、検討方をお願いしておきたいと

いうふうに思います。

これまで職員の諸問題ということでいろいろ

と質問をさせていただきましたが、私たち議員

が執行部と各種の意見交換や勉強会をする際

に、部局をまたがるような質問をしますと、な

かなかうまく調整がいかないのが県庁という職

場の悪いところであるというふうに思います。

知事がいつも言われる、県民総力戦と言われる

割には、まじめな職員の方々が多いわけであり

ますから、他の部署に少しでも関連することに

なるとしり込みをされる傾向があります。縦の

つながりが強く横のつながりが弱いということ

がよくわかるというふうに思っておりますの

で、横の連携がとれる職場であってほしいなと

思います。一般の方が県の職員を見ると、バッ

ジがついているだけで県の職員に県に関するこ

とを頼むとすべてわかってもらえるというふう

に思うんですけれども、それぞれ所属が違うか

ら、そこは私じゃないとも言えないので、私た

ち議員もいろんな質問を受けるんですけれど

も、いろんな相談も受けますが、知らんと言え

ないんです。県の職員も一緒だと思いますの

で、そのあたりについては、県職員としてとい

う部分では、縦じゃなくて横のつながりも十分

とってやっていただけるとありがたいなという

ふうに思います。先ほどの、任命権者が違うと

いうことでしたけれども、５つの担当の方にそ

れぞれ人数などを聞かせてもらうのに、複数ま

たがると、なかなか苦労するんです。そういう

ことがありますので、十分御配慮をよろしくお

願いしたいというふうに思っております。

次に、地下水問題についてお伺いをいたしま

す。

これまで自動販売機の中の中心は、炭酸飲料

の時代からウーロン茶、それから緑茶の時代

へ、そして近年、ミネラルウオーターの利用が

非常に増加しております。小林市には、出の山

湧水というのがありまして、多くの湧水があり

ます。上水道や農業用水に活用されております

が、小林市の一番高いところが分岐点になって

おりまして、西側に流れると川内川に、東側に

行くと大淀川へと流れているところでありま
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す。標高が高いということで当然、水がきれい

ということになりますが、近年、多くの井戸が

掘られ、ミネラルウオーターとして出荷をされ

ているようであります。そこで、ミネラルウ

オーターを製造している事業所は県内に幾つあ

るのか、また市町村ごとの事業所数はどうなっ

ているのか、県民政策部長にお伺いをいたしま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ミネラルウ

オーターを製造している事業所は、工業統計調

査によりますと、従業者数が４人以上の事業所

で平成21年12月31日現在、県全体で７事業所と

なっております。また、市町村別では、小林市

が３事業所、えびの市が２事業所、延岡市と美

郷町がそれぞれ１事業所となっております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。延岡

も町の中じゃないだろうと思いますので、大

体、標高の高いところがそういう状況で井戸を

掘るなりされて、ミネラルウオーターとなって

いるんだろうというふうに想像がつきます。

次に、限りある水資源を守る意味で、小林市

において小林市水資源保全条例が10月１日より

施行されることになっております。そうした中

で、小林市内では駆け込み的に井戸を掘る状況

があるというふうにも聞きます。県外ナンバー

が３台ぐらいとまっていたので、あるとき見て

いたんですけれども、既に井戸を掘っているん

です。そういう状況があるようであります。市

内の企業進出予定地には、進出企業に対して反

対の意見もある状況があります。法的規制や県

条例での規制もない状況でありますし、黒木正

一議員だったと思いますが、山林を外国資本が

買収するということが懸念されるという質問も

県議会のほうで出ておりますので、水源を外国

資本が押さえるともこのごろ言われております

ので、製造したミネラルウオーターは国外へと

出荷されるというふうにも言われているようで

あります。企業が進出するということは、雇用

の場の確保という観点からすれば歓迎すべきこ

とであると思いますが、水資源を守るべきとい

う声もありますし、今後の対応を含めて県はど

のように考えておられるのか、県民政策部長に

お伺いをしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県は、豊か

な森林を背景としまして、全国的に見ても水資

源が豊富でありますが、地下水等の水資源は、

一たん失われますとその再生には長い年月を要

しますことから、企業立地などの経済活動への

影響も勘案しつつ、適切な保全を図ることは重

要な課題であると認識しているところでござい

ます。このため、今議会に審議をお願いしてお

ります宮崎県中山間地域振興計画（案）におき

まして、水資源の保全を掲げておりまして、市

町村と連携しながら、持続可能な地下水の保全

に努めることとしており、今後とも、水資源の

適切な利用に留意してまいりたいと考えており

ます。また、現在、国会におきまして、特に地

下水の利用規制が必要な地域を指定しまして、

地下水の採取に対しまして、届け出義務を課す

とともに、地下水採取の禁止、制限などを規定

する「地下水の利用の規制に関する緊急措置法

案」が審議されているところでございまして、

このような国の動向にも注視してまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 先ほど言いましたように、山

を外国資本が押さえる―水源は一緒だという

ふうに思っておりますので、十分そのあたりに

は気をつけておいていただきたいと思います。

部長が一番最初に言われたように、地下水等の

水資源は一たん失われますとその再生には長い
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時間を要します。一たん人の手に渡ってしまう

と取り返しができないという部分もありますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。

次に、農業問題についてお伺いをいたしま

す。

口蹄疫の終息宣言から１年が経過したわけで

ありますが、牛、豚を処分された1,238戸のうち

の704戸が畜産を再開され、頭数ベースで47％と

なっているようでありますが、農家の現状は、

資金面を初め、畜種によってもさまざまな問題

を抱えているようであります。知事として経営

の安定化に向けて全力で支援するとされており

ますが、現在の再開状況については、畜種ごと

についてはどのようになっているのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） ８月末時点で

の再開戸数は全体で57％であり、肉用牛は57

％、酪農は85％、養豚は47％で、酪農と比較し

て肉用牛と養豚の再開割合が低くなっておりま

す。頭数では全体で47％であり、肉用牛で44

％、酪農で69％、養豚で52％となっており、肉

用牛の導入頭数の割合が低くなっております。

再開農家は、導入家畜の更新や安定的な出荷等

を考慮いたしまして、計画的な導入を行ってお

り、それぞれの経営において飼育頭数が戻るま

でにはしばらく期間が必要だと考えておりま

す。

なお、再開していない農家等の状況を含め、

詳細については、最新の意向調査結果をもとに

現在分析中でありますが、肉用牛、養豚ともに

規模の小さい農家や高齢農家の経営中止の割合

が高くなっているようでございます。県といた

しましては、今後とも、個別農家の意向等を踏

まえながら、経営再開や経営の安定化に向けて

全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 次に、畜産の廃業は、発生し

処分された地域だけの問題ではなくて、私の地

域でも小規模の畜産農家は高齢化が進み、そし

て生きがい的部分もあったんですが、そういう

位置づけもありましたけれども、農家の方の高

齢化、体力的な限界、さらには口蹄疫の発生を

きっかけにやめる方が増加しておるようであり

ます。県の畜産の今後の目標については、「第

七次宮崎県農業・農村振興長期計画」におい

て、基準年の平成21年と目標年の平成27年にお

いて、厳しい状況ではありますが、現在の頭数

を維持または微減という状況で目標を設定され

ているようでありますが、口蹄疫により多くの

家畜を今回失うこととなりました。処分された

畜産農家の再開の状況を考えた場合、見直しも

やらなければならない状況じゃないかとも考え

ますが、今後の考え方について農政水産部長、

お示しをいただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 畜産を取り巻

く状況につきましては、担い手の減少、また高

齢化の進展を初め、さまざまな課題が山積して

おりますし、現在の再開状況等を踏まえます

と、長期計画の目標頭数を達成することは容易

ではないと認識しております。しかしながら、

畜産を取り巻く多くの関連産業の活性化を含

め、本県経済の安定的な発展を図る観点から

も、頭数を一定の水準に維持することは大変重

要であると考えております。本県におきまして

は、口蹄疫からの再生・復興を契機とし、家畜

防疫体制の強化や生産構造の再構築を図り、全

国に誇れるモデル的な畜産県を目指していると

ころでありますので、繁殖性の改善や事故率の

低減など、生産性の向上等を図ることで目標頭

数の達成に努めてまいりたいと考えておりま
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す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

それでは次に、今回の補正予算でも口蹄疫の

再発防止に向けてさまざまな対策がとられてい

るようでありますが、一般農家においても現在

でも消毒については徹底されているようであり

ます。県内の幹線道路に常設の消毒設備の設置

の要望も過去にあったように記憶をしておりま

すが、鹿児島県湧水町には国道268号沿いに常設

の消毒槽を設置されているようであります。本

県においても、畜産関係車両を中心に消毒する

常設の消毒施設も必要と考えますが、県及び県

内市町村においてそうした動きはないのかお伺

いするとともに、常設消毒施設についての県の

考えを、農政水産部長にお伺いいたしたいと思

います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 地域における

常設消毒施設の設置につきましては、これまで

市町村や関係団体等からさまざまな御意見をい

ただいているところでございます。口蹄疫等の

発生予防、蔓延防止のためには、徹底した農場

防疫に加えまして、飼料運搬車や家畜運搬車等

の畜産関係車両の所有者等において、みずから

の車両が病原体の伝播の原因とならないよう、

しっかりと消毒を行っていただく必要があると

考えております。その上で、常設消毒施設の設

置につきましては、どのような車両を対象とす

るのかや、ウイルス等を地域に入れないための

効率的な設置場所の選定、また継続的に活用す

るための運営主体のあり方などのさまざまな点

を検討する必要があると考えております。した

がいまして、今後、市町村や関係団体等と十分

意見交換をさせていただきまして、検討してま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。口蹄

疫の発生が宮崎県を想定して鹿児島県は宮崎県

との県境につくっているような状況があるわけ

ですから、宮崎が今度、別のところから入った

ときにどうするかということも考えておかなけ

ればならないと思います。なかなか難しい問題

だろうと思いますけれども、そういう意見が過

去にあった経緯があるわけですから、十分な検

討をしていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いをしたいと思います。

次に、これは何人かの方から質問が出ており

ますけれども、口蹄疫発生に伴う人工授精業務

の自粛対策についてお伺いをいたしたいと思い

ます。本県では４月23日に県内全域で人工授精

を自粛する要請がなされております。その結

果、人工授精ができなかった関係もありまし

て、５月以降に分娩が集中しているわけであり

まして、そうしたことから、本年12月、来年１

月の競りの上場頭数が激減ということでありま

す。来年３月期は分娩が集中し、子牛が集中的

に出てくるということになっております。つま

り、本年12月、来年１月の競り市では出荷頭数

が少なく、購買者の減少が予測され、価格の下

落が心配される。逆に、３月以降は通常より出

荷頭数が増頭するということで価格の下落が心

配されるということで、ＪＡや畜連等から子牛

の価格の安定化を図るために、早期出荷で競り

市の出荷頭数を平準化するということで価格の

下落をとめてほしいという要望を受けているわ

けであります。こうした要望を受けて、私ども

自由民主党も８月26日に知事に対して三役で申

し入れをさせていただいております。ＪＡや畜

連においては、競り市の開催予定や出荷頭数の

調整を図らなくてはならない時期でありますの

で、農家側とすれば、早期出荷の経験がなく不

安があるわけであります。早期出荷の要請が
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あったとしても、今の状況ではなかなか理解が

得にくい状況なのかなというふうに思っており

ますが、まずはＪＡや畜連、生産者団体から、

早期出荷に対する対策の要望はあったのかな

かったのか、農政水産部長にお伺いをいたした

いと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 子牛市場への

出荷頭数が大きく増減することによりまして、

価格の下落を招くのではないか等の懸念から、

昨年度、さらに今年度に入りましても、生産者

団体等から県に対し、早期出荷に対する奨励策

や価格安定対策等の要望が提出されておりま

す。さらに、ＪＡ等各関係機関の会議において

も、同様の要望、提案等が行われているところ

でございます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。今、

答弁にありましたように、ＪＡ、畜連、生産者

団体等から早期出荷に対する対策の要望があっ

たということであります。対策についての質問

を予定しておりましたが、押川議員初めほかの

方から質問がありましたように、農畜産業振興

機構に設置されている口蹄疫畜産再生基金の活

用ということを国と調整されているという答弁

がこれまでありましたので、やっぱりぎりぎり

のところだというふうに思っているんです。だ

から、県としては、なるべく早く調整が図られ

ないと、問題を先送りの状況にすると、どんど

んどんどんリスクが大きくなるというふうに

思っておりますので、大変だということは十分

承知をしておりますけれども、そういう農家な

り畜産関係者の声に耳を傾けていただいて、部

長だけではなくて、知事を含めて、副知事にも

努力いただきたいと思っております。どうかよ

ろしくお願いをしたいと思います。

次に、東京電力福島原発問題から牛枝肉価格

の下落が続いております。和牛去勢Ａ５のピー

クの年の平成18年にキロ単価で2,472円であった

ものが、本年７月には、セシウム問題もありま

してキロ単価1,928円、544円の下落になってお

ります。和牛去勢Ａ４で736円の下落、Ａ３

で810円の下落と、大変厳しい状況のようであり

ますが、本県にとっても枝肉の下落というの

は、口蹄疫からの復興、肥育農家の再開にも大

きく影響する問題でありますが、現在の肥育農

家の経営状況についてお伺いをしたいと思いま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の肉用牛

肥育経営につきましては、昨年の口蹄疫の影響

に加え、配合飼料価格の長期にわたる高どまり

の中で、東日本大震災や原発事故に起因する牛

肉の流通問題や消費低迷等に伴う枝肉価格の低

迷等により、大変厳しい状況にあると認識して

おります。このような中、肥育経営のセーフ

ティネットとも言うべき肉用牛肥育経営安定特

別対策事業、いわゆる新マル緊事業につきまし

て、国に対し、地域の実態を踏まえた運用の改

善を要望しておりましたが、地域の相対取引

データの採用や、７月からの毎月算定等の改善

が図られまして、肉専用種では１頭当たり第１

・四半期では３万3,200円が交付され、また７月

分では７万4,200円が交付されることとなってお

ります。県といたしましては、新マル緊事業へ

の加入を促進するために生産者積立金の一部助

成を行ってきたところでありまして、より地域

の実態を踏まえた制度の運用がなされるよう、

引き続き国へ要望を行うとともに、牛肉の消費

拡大対策等にも取り組みながら、肥育経営の安

定に努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。肥育

経営農家の経営状況によっては、今後の子牛価
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格に大きく影響してまいりますので、資金面を

含めた経営指導、営農指導にそれぞれ当たって

いただいて、しっかりとした対策が打てるよう

に、よろしくお願いしておきたいというふうに

思います。

最後になりますが、西諸畑地かんがい事業に

ついてお伺いをさせていただきます。これまで

も、早期整備について何回となく質問をさせて

いただいておりますが、西諸畑地かんがい事業

は、小林市、えびの市、高原町の4,150ヘクター

ルの整備を進めております。平成22年までにダ

ムの堤体コンクリート打設も完了しており、整

備が形となって見えてきたところであります

が、西諸１期工事の平成22年度の事業費が54

億6,000万円に対して、平成23年度が22億3,000

万円、そして２期工事が、平成22年度事業費

の17億1,000万円に対して、平成23年度事業費が

当初予算で６億1,700万円の予算でありました

が、東日本大震災の影響から２期工事の２億円

がさらに減額となっておりまして、国は農業農

村整備事業予算を大幅に削減しており、その影

響から西諸畑地かんがい事業も大きく影響を受

けることとなりました。西諸畑地かんがい事業

における国営事業の今後の整備の見通しと予算

確保に向けた取り組みについて、農政水産部長

にお伺いをしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 国営かんがい

排水事業西諸地区につきましては、１期地区の

浜ノ瀬ダムの工事は、今後、取水施設や管理施

設の整備、また試験湛水などを行い、平成27年

度には水の利用が可能になると聞いておりま

す。しかしながら、２期地区のパイプラインや

貯水施設、いわゆるファームポンド等の工事に

つきましては、予算が縮減され、完成時期のお

くれが懸念されているところでございます。こ

のようなことから、県としましては、関係市

町、農業委員会、ＪＡ等で構成します西諸地区

農業水利総合開発事業促進協議会と連携して、

予算確保に向け、国等への要望活動を行ってい

るところでございます。今後とも、引き続き関

係機関と一体となって、国営事業の早期完成に

向け、必要な予算の確保を強く国へ要望してま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、関連しまして、県営畑

地帯総合整備事業など残り43地区の関連事業が

畑地かんがい事業の整備とともに残っておりま

す。今後、こういうふうに予算がかなり削られ

てくるわけですが、どのように推進していく考

えがあるのか、あわせて農政水産部長にお伺い

をしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 関連事業の推

進につきましては、畑地かんがいの効果の早期

発現が重要でございますので、地域の実情に応

じた事業計画づくりに向け、早い段階から地域

での話し合い活動を実施するなど、計画的に取

り組んでいるところでございます。また、事業

推進のためには、水を有効に活用した畑かん営

農の啓発普及が重要であると考えており、県、

市町、ＪＡなどの関係機関が一体となって組織

する西諸地区畑作営農改善推進協議会を中心

に、実証圃場の成果を踏まえた水利用の効果を

農家の方々に丁寧に説明するなど、積極的に取

り組んでいるところでございます。県としまし

ては、関連事業の計画的な推進を図るため、今

後とも、関係機関と連携し、事業予算の確保と

畑かん営農の啓発普及に積極的に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。国営

の１期工事が68.6％、２期が62.9％という進捗

率でありまして、もうダムも見えてきて、いよ
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いよというときに予算が３分の１ということで

は、水が通らないということになりますので、

このあたりにつきましても、畑地帯の整備とと

もに、予算確保には御努力をいただきますよう

お願い申し上げまして、質問のすべてを終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 ここで休憩をいたします。

午後２時59分休憩

午後３時９分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） きょう最後

の質問者になりました。私は、串間市選出、自

民党つくしの会の岩下斌彦でございます。

このたびの台風12号でお亡くなりになりまし

た方々、並びに被災者の皆様方に衷心よりお悔

やみとお見舞いを申し上げます。

さて、私の青年時代、1984年、昭和59年当時

でありますが、宮崎県では、県民運動として

「なんでも挑戦・みんなが参加」の標語のも

と、新ひむかづくり運動が提唱されました。

「人づくり・物づくり・心づくり・街づく

り」、これが呼びかけられました。このこと

は、県民はもとより、私も大きな感動をいただ

きました。この呼びかけをきっかけに、やれば

できるという思いになり、希望と勇気がわいて

まいりました。

私は、青年会議所運動を通して仲間と地域の

皆様方とともに、いろいろな地域おこし運動を

展開してまいりました。２～３、例を挙げます

と、当時は大きな市内の祭りであるのに太鼓の

音も聞こえませんでした。市民の皆様方に日本

人の心を取り戻そうと呼びかけをさせていただ

きまして、継続的に収益事業を行うことにより

和太鼓一式を購入して、名前も「新ひむか太

鼓」と名づけ、祭りでは打ち鳴らし、盛大に盛

り上げました。

また、都井岬でございますが、その地形を生

かしまして、「新ひむかジョギング都井岬」を

開催いたしました。多いときには1,800人を超え

る参加者が市外から見えました。後に続く仲間

たちが通算19年間、実施、継続してくれまし

た。

昭和60年には筑波万博が開催されましたの

で、県内各地に呼びかけをさせていただきまし

て、小学生、中学生、500名以上の参加をいただ

きまして、科学の粋を集めた万博を見に行こう

ということで、４泊５日の「ちびっこ新ひむか

丸の旅」というのを実施いたしまして、日向港

から出港いたしました。

これらの取り組みが結果的には、「人づくり

・物づくり・心づくり・街づくり」につながっ

たのではないかと思います。いろいろ行事をし

まして、自宅に帰って疲れをいやしております

と、電話が鳴りました。「もしもし、松形で

す」。なじみがないものですから、「えっ、ど

なたですか」「県知事の松形です。きょうは御

苦労さんでした。大変だったでしょう。御苦労

さまでした」という声の電話をいただきまし

た。そのときは本当にびっくりいたしましたけ

れども、疲れも吹っ飛びました。今では懐かし

い思い出ではありますが、県内各地でさまざま

な県民運動が実施され、地域活性化が図られた

ものでした。

河野知事におかれましては、対話ときずなを

掲げられ、積極的に県内各地に出向かれている

と伺っております。今後とも、宮崎県のトップ

リーダーとして御指導のほどよろしくお願いを
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いたします。私の地元の方々から、「今度の知

事はどうですか。どんな方ですか」と聞かれま

す。私は次のように答えます。「東国原前知事

を、総務部長として、また副知事として支えて

きた方であるし、誠実で県民の話をよく聞かれ

る方で、これからが楽しみですよ。宮崎県、串

間はよくなりますよ」というぐあいに答えてお

ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、本題に移ります。私は４月の選挙で

は、串間の声、県民の声を県政に生かすと訴え

させていただきまして、当選させていただきま

した。これから地域の声、県民の声に沿って質

問をさせていただきます。

それでは、県南地域の経済浮揚についてお伺

いいたします。

県南、特に串間市は、自然に恵まれ、海、山

に囲まれ、生活するには最高の場所だと言われ

ておりますが、課題があります。雇用の場がな

く、少子高齢化、過疎化が進み、人口減少に歯

どめがきかない状況で、今や串間市の人口は、

市でありながら、２万67人という状況でござい

ます。そこで、河野知事に、県南地域の経済浮

揚を図るため、県としてどう対応していかれる

のか、お伺いをいたします。

次に、商工観光労働部長にお伺いします。厳

しい経済状況にある県南地域でありますが、九

州新幹線の開通、イルカランドのオープンな

ど、観光面では明るい話題もあり、追い風も感

じております。そこで、県南地域、中でも串間

地域の観光振興に県はどう取り組まれるのか、

お聞かせください。

以下の質問につきましては、質問者席からさ

せていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県南地域の経済浮揚についてであります。県

南地域には、温暖な気候を生かしたカンショや

スイートピーのほか、漁獲量日本一を誇るカツ

オやマグロ、飫肥杉など、魅力ある農林水産資

源が豊富にございます。また、日南海岸国定公

園や都井岬、マリンスポーツ環境や森林セラ

ピー基地など、多彩な観光資源もあります。ま

た、私も以前、何度か参加させていただきまし

たビーチバレーの大会とか、スポーツイベント

もございますし、火祭り、そういうお祭りイベ

ントもございます。さらに、このたび、イルカ

ランドがオープンしたところでございまして、

九州新幹線鹿児島ルートの開通を追い風としま

して、観光客の誘致に弾みがつくものと大いに

期待をしているところでございます。地元の皆

様の頑張りと相まって、串間は必ずよくなると

確信をしておるところでございます。

県としましては、県南地域の豊富で多彩な農

林水産資源を生かした農商工連携や６次産業

化、あるいは食や健康など、新たな切り口によ

る観光資源の磨き上げや情報発信の強化に取り

組みますとともに、今年度新たに設置をいたし

ました市町村間連携支援基金を活用した地域づ

くり支援など、県南地域の活性化に積極的に努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

県南地域の観光振興についてであります。県

南地域は、日南海岸国定公園を初めとする豊か

な自然、温泉、歴史・文化、マリンスポーツの

ポイント、さらには豊富な海の幸、山の幸な

ど、多くの観光資源に恵まれております。この

ような中、日南市南郷町のジャカランダの森、

飫肥地区の「食べあるき・町あるき」などは、
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その個性を生かしたユニークな取り組みにより

県内外から多くの観光客が訪れております。ま

た、串間市に本年７月にオープンしました、先

ほどお話のありましたイルカランドにつきまし

ては、事業者の想定を大きく上回る入場者数と

伺っておりまして、県南地域の新しい観光の核

として大いに期待しているところでございま

す。さらに、串間市におきましては、本県の代

表的観光地の一つであります都井岬について、

都井岬再興プランを策定し、これに基づく都井

岬の魅力向上や岬の駅の運営などに取り組まれ

ており、県としても支援を行っているところで

ございます。今後とも、県南地域につきまして

は、新たな観光資源の発掘、磨き上げや、サー

フィンや森林セラピーなどの体験・滞在型観光

の推進、他地域と連携した広域的な観光ルート

の開発など、地域に根差した観光振興の取り組

みを支援してまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございま

す。このたびは志布志湾大黒イルカランドがグ

ランドオープンして、イルカとの触れ合い、あ

るいはいやし効果も相まって大盛況でございま

す。さらに、将来、東九州自動車道の県南ルー

トが完成すれば、鹿児島、桜島、志布志、都

井、日南、宮崎と、九州新幹線効果を呼び込む

魅力的なルートができ、串間が宮崎県の南の玄

関口となる明るい兆しが見えてくるようでござ

います。どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。

次に、関連で県民政策部長にお伺いをいたし

ます。このたび、地域創造計画第３号の串間市

の認定、まことにありがとうございます。地域

創造計画第３号認定の「南国みやざき最南端！

くしま跳ね駒プロジェクト」の内容についてお

伺いをいたします。また、県はどう支援してい

かれるのか、お伺いしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 串間市の今回

の計画案は、市を取り巻く現状と課題を踏まえ

まして、地域住民と一体となって５つのプロ

ジェクトに取り組むこととしております。主な

柱としましては、物産館や宿泊施設など都井岬

観光の拠点整備等を行う「観光リーディングプ

ロジェクト」、町なかにあります古い民家等の

活用や案内看板の設置等を行う「まちなかクロ

スプロジェクト」など、串間市の豊富な地域資

源を最大限に活用しまして、新たな魅力を創出

することによりまして、地域の活性化に向けた

大きな効果が期待できるものとなっておりま

す。県としましては、去る９月１日にこの計画

を地域創造計画として認定を行ったところでご

ざいますが、今後も、串間市や関係部局と連携

を図りながら、計画に記載された事業のさらな

る練り上げと具体化を進め、県や国の補助事業

等の集中投入の検討を行うなど、計画を積極的

に支援してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。市

民の大きく期待がかかる事業でございますの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。１号の日之影、あるいは２号のえびの、成

果をいろいろ上げておられるということでござ

います。串間市も一丸となって取り組む、その

決意でございますので、よろしくお願いを申し

上げます。

それでは、県立福島高等学校の存続について

教育長にお伺いをいたします。

福島高等学校は、女学校がもとでございまし

て、80有余年の歴史を持ち、これまで多くの人

材を輩出してまいりました。串間市民は、県立

福島高校が廃止されるのではないかと心配をい
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たしております。地元串間市では、串間市長

（野辺市長）が会長となり、31団体、そして市

当局が参加をいたしまして、「県立福島高等学

校を育てる会」が昨年発足をいたしまして、い

ろいろ協議を重ねております。私も参加をさせ

ていただきました。そういった意味におきまし

て、まず高等学校再編について検討がなされ、

今年度中に結論が出ると伺っております。検討

状況についてお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成25年度以降の県

立高等学校の教育整備計画につきましては、現

在、教育庁内に策定委員会を設置し、検討して

いるところであります。この計画につきまして

は、学識経験者等から構成されます学校教育改

革推進協議会からことし２月にいただきました

報告を踏まえ、高等学校の各学科の特色づくり

や高校入学者選抜制度の改善、さらには小規模

の学校のあり方など、今後の本県高等学校教育

の姿を総合的に示す計画として策定することと

しております。今後、いかにして生徒にとって

魅力と活力のある教育環境を提供できるかとい

う視点で、平成25年度以降の本県高等学校のあ

り方について本年度中の公表を目途に検討して

いくこととしております。以上です。

○岩下斌彦議員 串間の地域現状、いろいろ話

をさせていただいておりますけれども、生活、

経済状況、大変厳しい状況があります。その中

で、それではほかの学校に行けばと、簡単には

言えない状況でございます。串間市民、心配を

しておりますので、どうぞよろしく御検討のほ

どお願い申し上げます。

そこで、私は、福島高等学校の件で、廃止あ

りきで検討するのではなく、宮崎県が設置者で

ございますので、県教委が設置者でございます

ので、設置者として福島高等学校の振興策に努

めるべきではないかと考えております。教育長

にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成25年度以降の県

立高等学校教育整備計画を策定するに当たりま

しては、廃止ありきの議論ではなくて、まずは

いかにして生徒にとって魅力と活力のある教育

環境を提供できるかという視点に立って検討し

ているところであります。県教育委員会といた

しましては、福島高校の活性化について、これ

までさまざまな取り組みを行ってきておりま

す。

例として申し上げさせていただきますが、ま

ず１つ目には、進学と就職の両面から、それぞ

れの生徒の幅広い進路希望を実現するために、

普通科ではありますが、複数の商業の教員を配

置しまして、２年次から進学コースと商業系の

情報ビジネスコースを設置するなど、体制を整

えております。その結果として、就職率100％や

難関大学合格を達成するなどの成果を上げてい

るところであります。２つ目に、平成22年度か

ら、普通科高校におけるキャリア教育推進校３

校のうちの１校に指定をいたしまして、生徒み

ずからが企画するインターンシップや外部から

の講師を招いての講演会など、将来のあり方、

生き方を考える進路指導の充実も図っていると

ころであります。３つ目でありますが、宮崎県

高等学校競技力強化推進校に平成23年度も指定

をいたしまして、学校全体の部活動のさらなる

活性化を推進しており、さまざまな部活動の生

徒が各種大会やコンクールにおきまして上位入

賞を果たすなど、成果を上げているところであ

ります。４つ目に、小・中・高一貫教育におき

ましては、指導主事を指導助言等で派遣するな

ど、串間市との連携も深めながら、地域全体の

学力向上を図りますとともに、人材の育成に取
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り組んでいるところであります。例示としてい

ろいろ申し上げましたけれども、県教育委員会

といたしましては、引き続き、地元である串間

市の関係者の皆様方の御理解、御協力をいただ

きながら、特色ある学校づくりに努めてまいり

ます。以上です。

○岩下斌彦議員 教育長から話をお伺いいたし

まして、ほっとしたといいますか、廃止ありき

ではないんだなというのを聞かせていただきま

して、大変安堵をいたしております。串間にお

きましても、地元の福島高校を育てるという意

味、あるいは母校を大事にという思いは強いも

のがありますので、今後ともよろしくお願いを

申し上げます。

それでは、続きまして、県立芸術劇場につい

て県民政策部長にお伺いをいたします。

アイザック・スターンとか、テレビなんかで

も前、流れていたのを思い出しますけれども、

県立劇場、いろんな催しをされておられます。

宮崎県の芸術文化の殿堂としてその評価は高い

ものがありますが、平成21年度と平成22年度の

催しの数と入場者数をお願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県立芸術劇場

のホールの利用状況についてお答えしますが、

平成21年度は、主催事業として、宮崎国際音楽

祭、あるいはライプツィヒ・ゲヴァントハウス

管弦楽団の演奏会、あるいは文楽公演など、72

の公演を実施していまして、２万7,444人の入場

者がありました。また、貸し館事業では309公演

が実施されまして、入場者数は11万8,409人でご

ざいまして、合計の入場者数は14万5,853人であ

りました。また、平成22年度は、主催事業とし

て、音楽祭やウィーン・フィルハーモニー管弦

楽団の演奏会、松竹大歌舞伎など、68公演を実

施しまして、入場者数は２万7,185人、貸し館事

業では284公演が実施され、入場者数は13万626

人で、合計の入場者数は15万7,811人となりまし

た。以上でございます。

○岩下斌彦議員 宮崎県の皆様方の文化に対す

る関心は高いというふうに思っておりますし、

お聞かせいただいて納得できます。

そこで、関連して質問をいたします。市民の

声でございます。私は先月、串間市の文化協会

に所属されている方から途中で呼びとめられま

した。そこで話を伺いましたら、県の芸術劇場

をよく利用していると言われましたけれども、

駐車場がいつもいっぱいで車がとめられないと

のことでございました。県民政策部長に伺いま

す。このように、コンサートやイベント時に駐

車場が不足して困る、何とかしてほしいという

要望がかなり以前からあったと聞いております

が、駐車場不足に対しどのように対応されてい

るのか、お尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ただいま議員

がおっしゃいました串間市など遠方から来られ

る方々のそういうお声があるということは十分

承知しております。県立芸術劇場の駐車場につ

きましては、美術館、図書館、県民広場等、各

施設の共用施設として総合文化公園内に531台分

のスペースを確保しております。また、総合文

化公園北側に、催しの重なる休日などに利用す

るための駐車場150台程度を平成18年に整備した

ところでございます。しかしながら、公園利用

者すべての駐車スペースの確保が困難な場合も

あります。そのため、芸術劇場利用者に対しま

して、公共交通機関の利用をお願いするととも

に、宮崎国際音楽祭や芸術劇場の主催事業等の

場合には、臨時に近隣の駐車場等を確保するな

どの対策もあわせて講じているところでござい

ます。今後とも、芸術劇場利用者にはできる限
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り公共交通機関を利用していただくなどの御協

力をお願いするとともに、臨時駐車場の確保や

適切な誘導等によりまして、利用しやすい環境

づくりに努めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 どうぞ、利用者が気持ちよく

できますよう御配慮をお願いいたしたいと思い

ます。

それでは、就学前教育について福祉保健部長

にお伺いをいたします。

国では、認定こども園の普及を呼びかけ、総

合施設として幼児の教育と保育の一体化をさせ

たこども園構想を掲げ、2,000園をめどに推進い

たしております。国は、認定こども園の認定に

際し、最終的には幼保連携型を目指すこととい

うふうにしておりますけれども、宮崎県では幼

保連携型の認定が進んでおりません。昨年の11

月の定例会でも要望をいたしております。議事

録の一部を読み上げさせていただきます。「福

祉保健部長には幼稚園の県内の状況をつぶさに

見ていただきまして、将来を担う子供たちのた

めに、教育と保育の充実を目指す認定こども園

の幼保連携型の認可等、ぜひとも検討いただき

まして」、途中を飛ばしますが、「幼児教育は

大事だということで一生懸命頑張っている団体

でございます。ぜひとも今後、宮崎の子供たち

のために幼保連携型ということを御検討いただ

きますよう要望いたしまして」というふうに発

言をいたしておりました。福祉保健部長にお伺

いをいたします。幼保連携型認定こども園の認

定が進んでいない理由を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、県内で

は認定こども園が22カ所ございまして、このう

ち幼保連携型につきましては、２カ所となって

おります。お話のとおり、全国的に見まして

も、少ないほうだというふうに思っておりま

す。本県で幼保連携型認定こども園が増加しな

い要因といたしましては、幼稚園が幼保連携型

を目指す場合には、保育所の待機児童が存在し

ないことから保育所の認可が困難であるという

こと、また保育所が幼保連携型を目指す場合

は、幼稚園の多くが定員割れをしておりまし

て、幼稚園の認可が困難であることなどの状況

が考えられます。また、同一の経営者が幼稚

園、保育所双方の運営を行っておりましても、

経営者の理念といいますか、お考えによりまし

て、認定こども園を志向しない場合や、幼稚

園、保育所の距離的な問題―一日のうちで子

供を寄せる必要があるわけでございますけれど

も、その子供たちの移動時の安全確保への懸念

などがあるというふうに伺っております。

○岩下斌彦議員 今お答えをいただきましたよ

うに、宮崎県では待機児童がいない、存在しな

いというふうに表現をされておりますけれど

も、待機児童というその表現の中に、それに該

当するのは、保育園に入園を希望して入園でき

ない乳幼児を対象として待機児童がいないとい

うふうに解釈をされているんではないかと思い

ます。幼稚園に在籍している幼児の約半数以上

でございますが、共働きでございます。その子

供たちは、保育園と同じように、親の都合によ

りまして預かり保育を実施いたして、受け入れ

をしている状況でございます。どうか宮崎県内

の子供たちの幸せのために、健やかな成長のた

めに、ぜひとも専門家を交えて前向きな取り組

みをお願いしたいと思います。

ここで、幼稚園教育のことについて、けさも

後藤さんのほうからも中身について話がありま

した。幼稚園の教育は、ただ自由奔放に遊ばせ

ているわけではないのでございます。幼稚園の

教育は、発達段階を踏まえて、意図的、計画的
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に遊びを通して心身の健康に関する健康の領

域、あるいは人とのかかわり合いに関する人間

関係の領域、身近な環境とのかかわりに関する

領域として環境、言葉を獲得するのに関する言

葉、及び感性と表現に関する領域の表現とい

う、５つの領域を考慮しながら保育教育をやっ

ているところでございます。福祉保健部長にお

伺いいたします。人間形成の大事な幼児教育に

携わっている学校法人立幼稚園に、今後、支援

策を強化していく必要があると考えますが、県

の考えをお願いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の幼稚園

に現在、約9,800人の園児がおりまして、そのう

ち９割を超える約9,200人が私立幼稚園に在籍し

ております。このため私立幼稚園は、本県の幼

児教育や子育て支援の重要な役割を担っていた

だいているところでございます。県といたしま

しては、これまで、厳しい財政状況の中、私立

幼稚園振興費補助金や預かり保育推進事業の拡

充、さらに障がいのある幼児への教育を実施し

ている園への県単補助事業の実施や、幼稚園教

諭を対象にした各種研修の充実などに取り組ん

できたところでございます。私立幼稚園を取り

巻く状況は、少子化の進行などに伴いまして、

大変厳しい環境にあるものと認識しておりま

す。県全体の幼稚園の状況でございますけれど

も、現在、在園されている園児が定員の６割と

いう状況でございますので、大変厳しい経営環

境にあるということは十分認識をいたしており

ます。引き続き、県といたしましても、関係者

の方々と意見交換を行いながら、可能な限りの

支援を行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。

○岩下斌彦議員 総務課文教から、幼稚園の担

当としてこども政策課、福祉保健部のほうに担

当の方が異動されて今、取り組みをされており

ます。幼稚園と保育園のそういった状況をしっ

かりつかんでいただいて、状況がわかる皆さん

方でございます。「鉄は熱いうちに打て」と申

します。いかに幼児期が大事か、またさらに御

支援のほどよろしくお願いを申し上げます。

次に、県南地域の企業誘致について商工観光

労働部長にお伺いをいたします。

企業誘致は、経済発展にかかわる雇用の場を

つくる上で重要な案件でございます。過去10年

間の県南地域の企業誘致の実績をお尋ねいたし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 平成13年

度から平成22年度までの10年間で、県南地域に

おきましては12社が立地し、従業員数は、正社

員やその他の従業員等を合わせて現在、約600名

となっております。

○岩下斌彦議員 商工観光労働部長にお伺いい

たします。企業立地に積極的に取り組まれてい

るのは承知をしておりますが、串間におきまし

ては、男子の雇用の場がなく、疲弊をいたして

おります。一極集中ではなく、県全体でバラン

スがとれた企業誘致をお願いしたいと願ってお

りますが、県としてどのように取り組んでおら

れるのか、お聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 企業立地

は、雇用の拡大と地域経済の活性化に大きな効

果が期待できますことから、県内の各地域で立

地が進むことが望ましいと考えております。こ

のため県としましては、用地や人材の確保な

ど、企業のニーズを的確に把握するとともに、

各地域の特性や立地環境を生かした立地活動に

努めているところでございます。一方、市町村

における受け入れ環境の整備等も不可欠でござ

いますので、今後とも、市町村と十分連携を図
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りながら、各地域への立地につなげてまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。

続いて、また商工観光労働部長にお伺いしま

す。近年の経済状況から、今後、容易には企業

誘致は進まないというふうにも思いますが、雇

用を確保するためには、今まで誘致した企業を

しっかりとフォローする必要があるのではない

かと考えます。その企業で１人でも２人でもま

たさらに雇用が生まれるとありがたいなという

ふうに思いますが、どのように取り組んでおら

れるのか、お尋ねします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 立地企業

へのフォローアップにつきましては、平成20年

度から専任職員を配置するとともに、市町村や

県外事務所、総務商工センター等とも連携をし

て、立地企業の県内事業所はもとより、県外の

本社、親会社などを訪問しているところであり

ます。昨年度は337事業所を訪問いたしまして、

企業からの取引先拡大や地元での人材確保等の

御要望、御相談に対して、関係機関と連携して

対応したところでございます。今後とも、立地

企業のフォローアップに積極的に取り組むこと

によりまして、立地企業の地元定着と、おっ

しゃいますような事業の拡大等を促進してまい

りたいと考えております。以上でございます。

○岩下斌彦議員 それでは、続きまして、県土

整備部長にお尋ねいたしますが、まずもってこ

の場でお礼を申し上げたいと思います。県土整

備部の関係の皆様方あるいは串間土木事務所の

方々にいたしましても、市民の声を伝えます

が、そういった中で時間調整をしていただい

て、現場に来ていただいて説明をされます。

「これは県の仕事でありません。これは市がす

るものです。市のほうではこの方、こういった

担当がされておりますので、その方と連絡をと

り合ってやってもらうといいですね」というぐ

あいに、本当に親切にかかわりを持っていただ

いております。この場をおかりしまして厚くお

礼を申し上げます。

続きまして、港湾・漁港の整備についてお伺

いをいたします。

まず、福島港の整備計画について県土整備部

長にお伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 福島港につき

ましては、串間市の地域振興の拠点として昭

和58年度から岸壁３バースを備えた埠頭の整備

を進めまして、平成14年度に完成したところで

あります。現在は、木材チップや砂利等が取り

扱われ、地域産業の活性化に寄与しているとこ

ろでありますが、さらに漁業者の水揚げや漁具

積みおろし作業の効率化を図るため、昨年度か

ら港整備交付金事業によりまして、延長25メー

ターの浮き桟橋の整備を進めているところであ

ります。また、埠頭用地におきましては、港湾

利用者の利便性の向上を図るため、県単独事業

によりまして、野積み場の舗装を行ったところ

であります。今後とも、地元と一体となりまし

て、福島港の利用促進と機能充実に努めてまい

りたいと存じます。

○岩下斌彦議員 私も福島港に行ってきました

けれども、県産材を製材した資材が今、福島港

に積んであります。どうにか港らしくなってき

たなという感じがいたします。これから福島港

の活用にもぜひどうぞＰＲ方お願いをいたしま

して、何とか中国・韓国ルートができますよう

に、またお力添えもお願いしたいと思います。

次に、都井漁港では、40海里だったでしょう

か、その場所に魚礁があります。また、20海里

の地点に魚礁を設置していただきまして、漁師
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の皆さんは大変喜んでおります。まだ魚はそこ

にはついておりませんけれども、将来楽しみだ

というぐあいに皆さん言われております。今、

都井漁港あるいは市木漁港のほうでは定置網が

盛んでございますし、またイセエビ漁で都井漁

港は活気づいております。そこで、都井漁港、

市木漁港の整備について農政水産部長にお尋ね

をいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 都井漁港と市

木漁港につきましては、港内の静穏度を確保す

るために防波堤を設置することとし、平成22年

度から調査設計を進めてきたところでございま

す。本年度、都井漁港では、立宇津地区の工事

に着手するとともに、毛久保地区の調査設計を

進めているところであります。同様に、市木漁

港におきましても、舳地区の工事に着手し、築

島地区の調査設計を進めているところでござい

ます。今後とも、予算確保を図りながら、事業

の推進に努めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございま

す。都井漁港、市木漁港に所属されておられる

漁業従事者の方々は意欲を持って取り組まれて

おりますので、どうぞ御支援のほどよろしくお

願いを申し上げます。

ここで要望があります。福島港並びに都井・

市木港の施工の関係にいたしましては、できる

だけ地元の業者が受注できますよう、御配慮い

ただきましたらありがたく思います。よろしく

お願いします。

次に、太陽光発電補助金について環境森林部

長にお伺いをいたします。

東日本大震災により一段と自然エネルギーへ

の関心が高まっているように思いますが、県の

住宅用太陽光発電システム補助金について、宮

崎市、都城市、延岡市と、その他の市町村に分

けて平成22年度の交付件数の実績をお伺いしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 平成22年度の

住宅用太陽光発電システム補助金の交付件数

は、全体で2,535件でした。その内訳ですが、宮

崎市が912件、都城市が381件、延岡市が331件、

その他の市町村が合計で911件となっておりま

す。なお、市町村ごとの交付件数は、おおむね

人口割合に比例したものとなっております。

○岩下斌彦議員 関連して質問をさせていただ

きます。この補助金の目的は太陽光発電の普及

にあると考えますが、補助金の額は、１キロ

ワット当たり３万円で、上限額８万円が基本と

のことでございます。県内産パネルの製品設置

者については、補助金の上限額が２万円引き上

げられると聞いております。県内で太陽光パネ

ルを製造するのはソーラーフロンティア社のみ

でありますので、実質的にはソーラーフロン

ティア社に対する優遇措置であります。ソー

ラーフロンティア社に対しては、さきの６月議

会で企業立地補助金として30億円の予算が成立

いたしておりますが、県民の声として、また他

社の製品を扱う方々から、30億円の補助金を出

すのに、さらに住宅用太陽光発電の補助金でも

他社の製品に比較して上限を２万円引き上げる

とは、余りにも不公平ではないかという批判の

声が聞かれております。そこで、環境森林部長

に伺います。太陽光発電は、メーカーの三菱、

シャープ、京セラ、三洋、パナソニック、その

他でしのぎを削ってすぐれた製品があるのに、

なぜソーラーフロンティア社を優遇する必要が

あるのか、お尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、製

造、発電、活用、この三拍子そろった太陽光発

電の拠点づくりを基本理念とした「みやざき
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ソーラーフロンティア構想」を推進していると

ころです。今回の措置は、この構想の基本理念

のうち、県内での太陽光パネルの製造に着目し

た措置でありまして、県内雇用の確保、県内経

済への波及効果が期待できることなどから、平

成23年度に新たに設けたものでございます。

○岩下斌彦議員 今年度は既に受け付けも始

まっているそうでございますので、制度の変更

は難しいと思いますが、来年度以降の補助金に

ついて検討する際には、県民の中にはこのよう

な意見があることを十分認識していただきまし

て、優遇策について再検討をお願いしたいと思

います。

次に、猿害対策について農政水産部長に伺い

ます。

県南、特に串間の海岸線の農地は、耕作放棄

地が目立っております。理由を聞きますと、高

齢化に加えまして、猿の被害に遭っている、意

欲が減退しているということでございます。そ

こで、県内における野生猿による農産物被害の

状況をお聞かせください。また、野生猿による

農作物被害対策にどのように取り組んでおられ

るのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成21年度の

野生鳥獣による農作物被害額は、約２億4,000万

円であります。これは全県ということなんです

が、このうち野生猿によるものは約3,200万円と

なっております。猿は、ほかの鳥獣に比べ、学

習能力や運動能力が高いため、防護さく等を設

置しても田畑に侵入されやすい状況にあり、そ

の対策には特有の難しさがございます。このた

め県といたしましては、「鳥獣被害対策緊急プ

ロジェクト」の中で、集落ぐるみでの追い払い

や野生猿に侵入されにくい猿用ネットさくの設

置など、地域が一体となった総合的な被害防止

対策に取り組んでいるところでございます。

○岩下斌彦議員 再度、農政水産部長にお尋ね

いたします。野生猿の農作物被害対策として、

モデル的に技術実証展示圃を設置している綾町

の例を常任委員会で視察してまいりました。大

変すばらしい取り組みであると思います。あの

取り組みを県全体に積極的に普及させるべきで

はないかと思いますが、農政水産部長にお尋ね

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 猿害対策のモ

デル的な取り組みとして、今お話ございました

綾町割付地区におきましては、集落全体の日向

夏果樹園を対象として、問題点を洗い出す点検

を行い、その結果に基づきまして、侵入経路の

特定のための監視カメラや、猿が登りにくく、

安価で、高齢者でも容易に組み立てられる侵入

防止さくの設置、集落住民による一斉追い払い

研修会の実施などの集落ぐるみの活動を行って

おります。その結果、当該地区では被害が低減

され、住民からも高い評価を得ているというこ

とでございます。現在、このような取り組みを

県下７地域の地域鳥獣被害対策特命チームが設

置するモデル集落で推進するとともに、鳥獣被

害対策マイスターの育成研修などでそのような

事例を紹介するなど、全県に普及できるよう取

り組んでいるところでございます。

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございまし

た。なかなか話を聞いていても実際にはその様

子がわかりにくいのではないかなと思います

が、グラスファイバーを使って猿が登りにくい

網がしてあるということで、大変すばらしい装

置でございますので、ぜひ力を入れて普及して

いただきたいというぐあいに思います。

さて、通告いたしました質問は以上で終わり

ますが、要望としてお聞きください。災害の関
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係につきまして、防災はどうだ、あるいは災害

に遭って、水が来たときには何メートルとか、

いろんな話題が出ました。ただ、宮崎県に、私

は調べておりませんが、避難住宅はあるのかな

と。例を聞きますと、40分あるいは50分で２～

３人が住める仮設住宅というのも工夫されてあ

るようでございます。そういった意味では、仮

設住宅を在庫としてとっていただいて、いざと

いうときに５軒なり10軒なり、そういったもの

を保管しておかれると、緊急の場合に役に立つ

のではないかなというぐあいに思います。

もう一つでございます。郡部のほうに住んで

いますと、なかなか県の方々にお会いする機会

というのはないのでございます。まして、部長

さん方に串間の市民の皆さん方が会う機会があ

るかというと、ほとんどないのではないかなと

いうぐあいに思います。各部長さん、なかなか

お忙しくて難しいでしょうけれども、出前講座

ということではなくて、ぜひ県のいろんな考え

方なり、そういったことを、何か講演会みたい

なものを、構えるのではなくて、交流を図って

いただいて、宮崎県ではこう考えているんです

よ、一緒にやりましょうやと各部長さんにお話

をいただくと、県と県民の間が本当に近くなる

ような気がいたします。今現在は串間市民含め

て郡部のほうでは、偉い方だものですから、部

長さんたちとなかなか話もできない状況でござ

います。機会がありましたら、ぜひ郡部のほう

にも足を延ばしていただいて、相対話していた

だくと、さらにその方々も勇気が出るのではな

いかなと思います。

以上をもちまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、12日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時２分散会
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名、全

員でございます。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。ただいま

から一般質問に入ります。まず、鳥飼謙二議

員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。先月、髙橋議員とようやく、東北の

宮城県山元町、石巻市、そしてあの大川小学校

の悲惨な事故があった現場、さらには気仙沼

市、陸前高田市に行ってまいりまして、その被

害のすごさといいますか、本当に圧倒される感

じでございました。また質問の中でも申し上げ

ますけれども、この一連のことから多くのもの

を私たちは学ばなければならないなというふう

に思っているところでございます。

まず最初に、知事の政治姿勢についてでござ

います。

３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震

は、日本における観測史上最大のマグニチュー

ド9.0を記録しました。巨大地震と大津波は東北

地方に壊滅的な被害をもたらしました。さら

に、東京電力福島原子力発電所では、国や電力

会社が想定することさえ不要とした全交流電源

喪失や冷却材喪失事故によりまして、原発は暴

走し、放射能を国内はもちろん、全世界にまき

散らしました。半年が経過した今日でも事故は

収束せず、原発は今でも放射能を環境中に放出

させているのであります。住民は、地震、津

波、原発事故により、ふるさとを追われるな

ど、復旧の見込みさえ立っていないのでありま

す。巨大地震・大津波という大震災を乗り越

え、必死で復興を図ろうとする住民を絶望のふ

ちに追いやろうとしているのが、原発事故であ

ります。これまで悲惨な事故が起きることが指

摘されてきたにもかかわらず、それを防ぐこと

ができなかったことに、地方政治家の一人とし

て責任も感じるわけでございます。東電福島原

発の過酷事故は、なれ合いとも言える政治的、

経済的、社会的な政策決定が招いたものであり

ます。これからは、このようななれ合いとも言

える政策決定は決して許されない時代に入っ

た。そういうことを私たちに示しています。国

がこう言うから大丈夫だ、大多数の学者が、マ

スコミが安全だと言うから、国に従っておけば

よいという選択は許されないのであります。知

事は、県民の暮らしと命にかかわることはすべ

て関与し、最善と思うことを県民に発信し、先

頭に立って行動すべきと思いますので、お尋ね

をいたします。

後は質問者席からお尋ねいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

政策決定のあり方につきまして、本県では、

口蹄疫からの再生・復興を初め、社会資本の整

備、中山間地域対策、地域医療の再生など、さ

まざまな行政課題を抱えております。極めて重

要な課題を抱えている現在、知事といたしまし

ては、宮崎の現実というものをしっかりと踏ま

えた上で、将来を見据えて、宮崎の立場で明確

な方針、政策を示し、先頭に立って断固実行し

ていくことが求められているというふうに認識

をしております。行政内部におきましては、

国、県、市町村の連携を図る中でさまざまな仕

事をしていくわけでございまして、そういう意

味での連携、調整というものは必要でございま

すが、国と議論していく際に、やはり一番強み

平成23年９月12日(月)
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となるのは、地方の現場の実態を踏まえた議論

ができるというところにあるものと考えており

ます。これからも、県の実態を踏まえた県の立

場というものをしっかりと国に伝える中で、政

策決定に取り組んでまいりたい、そのように考

えております。以上であります。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 今から順次質問してまいりま

すが、私は、本会議前に答弁書はいただかない

ことにいたしておりまして、再質問をしなくて

済むように明確なお答えをいただきますよう

に、よろしくお願いを申し上げます。

次にまいります。口蹄疫、鳥インフルエン

ザ、新燃岳の噴火と続き、本県の経済は危機的

状況にあります。このような状況を打開するた

めに、宮崎県総合計画アクションプランにある

地域経済循環システムは、本県経済に欠かせな

いと思うのであります。私の思いでもある地域

経済循環システムは、今般発表された経済活性

化対策「みやざき元気プロジェクト」にもうた

われていますが、要は今後具体的にどう展開を

するかであります。どのように考えておられる

のか、お尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） この地域経済循環シス

テムでありますが、県内各地域の消費需要とい

うものを喚起・拡大させ、資金でありますとか

価値を県内で円滑に循環させることによりまし

て、県内経済の活性化を図ろうというものであ

ります。具体的な展開としましては、農林水産

物の消費拡大や県産材の利用、県産品の購入、

さらには企業活動における原材料などの県内調

達など、こうした広い意味での地産地消の取り

組みでありますとか、100万泊県民運動などにつ

きまして、行政、民間、県民などが連携・協働

して取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。これらの取り組みは、市町村や経済

界、県民の皆様を初め、県全体で取り組んでい

くことが必要であると考えております。市町

村、経済界に協力をお願いしますとともに、さ

まざまな機会を通じて県民の皆様にもその協力

をお願いしたい、ＰＲをしてまいりたいと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 私の思いと通じるところがあ

りまして、よくできているなと、よく書いてい

ただいたなと思っておりまして、ぜひ頑張って

いただきたいというふうに思います。

そこで、民間の皆様にというお話もございま

したが、駅前にＫＩＴＥＮ（きてん）という大

きなビルが建っておりますけれども、１次請け

の会社は、全国的に通用しているゼネコンとい

うふうに聞いておりますので、県内で事業はで

きなかったのかなと思ったりもいたします。ぜ

ひ、県だけでなくて、民間の皆さん方にもお願

いをしていただきたいというふうに思っており

ます。

それから、副知事２人制に関連しまして２月

の代表質問でお尋ねをいたしました。お二人と

も県外の出身者ということでございます。それ

はそれで、そういう選択をされたわけですか

ら、私は知事の選択を尊重するということで、

副知事選任にも同意をしてまいりました。その

際に知事は、副知事に県民政策部長、総務部長

を加えた四役体制で政策を進めたいというふう

なお話でございましたけれども、四役体制がど

のように機能しているのか、実施状況について

お尋ねをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 四役体制ということで

御説明をいたしましたが、これは従来の出納長

も含めた三役という体制から二役になったとい

うこと、そして、２人とも県外出身者であると

いうようなことを現実問題としてどのように

平成23年９月12日(月)
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補っていくかというところから、県民政策部

長、総務部長を含めた体制でということでござ

いますが、これは両部長を特別な位置づけにし

たというよりは、これまでも御説明しておりま

すが、予算、さらには議会対応など重要な政策

案件を決定する際に、担当部長に加えて両部長

が必ず同席して協議をしている、そのような実

態を踏まえて御説明を申し上げたところでござ

います。これまでも、東日本大震災の支援を行

う「みやざき感謝プロジェクト」でありますと

か、今御質問のありましたような経済活性化対

策「みやざき元気プロジェクト」、そのような

重要案件を議論する際には、担当部長とあわせ

て、この四役ということで議論をしてまいった

ところであります。

○鳥飼謙二議員 関係部長のところに両部長が

同席をするというようなお話で、機能を果たし

たいということですけれども、やはり部長は部

長なんですよね。同格ですから、それを指示す

るなり判断するなりということはなかなか困難

だというふうに思っております。その弱点をど

う補っていくかということですから、そこはや

はり私が指摘をしました、地元出身の暫定的な

副知事２人制ということについて考えていかな

いと、同列のところでは話ができないというこ

とが現実ですから、そこは押さえていただきた

いというふうに思っています。

次に、２番と３番の順番を変えさせていただ

きますが、原子力発電とエネルギー問題につい

てお尋ねをしてまいります。

関東を中心に本県に避難してきておられる方

々、150人から200人おられるということなんで

すけれども、実は、きのう、15世帯の家族の皆

さん方とお話し合いをする機会がございまし

た。非常につらい胸の内を語っておられまし

た。ちょっと御紹介をしたいと思います。これ

は「ウミガメのたまご」というグループをつく

られておるんですけれども、余りに敏感過ぎる

んじゃないかということで、避難することに批

判をされるとか、いろんな悩み、苦しみがおあ

りのようです。ちょっと最初のところだけ読ま

せていただきます。

「３・11以降の政府の対応、東電の発表の二

転三転。人命よりも経済を重視する政府に対

して既に信頼を失っています。子供の命を守

れるのは母親だけだという思いから避難をし

ています。原発が爆発してから各先生方が、

メルトダウンが起こったらまずいが、命は今

は大丈夫だとおっしゃっていました。後にこ

れは既に起こっていたことが明らかになりま

した。このことが将来、子供たちの健康にど

のように影響するのでしょうか。だれが責任

をとれますか。母親たちが政府を信じ、福島

近くで生活をしていたら、将来後悔すること

は絶対ないですか。私の子供は今２歳です。

この子が社会人になり、今の先生方と同じ年

になったとき、この先生方は既に責任をとれ

る立場にいらっしゃらないでしょう。将来健

康被害が出たとき、ただ子供だけが、その家

族が苦しまなくてはいけないのです。私はこ

の子をお腹に宿したときから、この子の人生

に責任を持ちたいと。それが親になることだ

と信じてきました」

後は省略をいたしますが、そういうような非

常につらい胸の内を語っておられました。

いろんな見方が原発についてはあるわけです

けれども、やはり小さい子供さん、発達がどん

どん進んでいる、細胞分裂といいますか、どん

どん進んでいる子供たちには影響がかなり大き

いということで、チェルノブイリの事故も教え
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ております。彼ら、彼女らが避難をする権利と

いうものも私どもは保障していかなくてはなら

ないんじゃないかなというふうに思っておりま

すので、ぜひ県においてもさまざまな支援をお

願い申し上げたいというふうに思います。きの

うは集会とデモ行進もありまして、かなり疲れ

ましたけれども、やはりこういう意思表示を今

後していく必要があるんだなというふうな思い

を深くしたところでございます。

まず最初に、汚染がれきの処理についてでご

ざいます。東日本大震災で発生した畳や家具、

家電製品等の廃棄物は、岩手県で449万トン、宮

城県で1,581万トン、福島県228万トン、３県

で2,258万トンと環境省は推定しているようでご

ざいます。これまでに1,100万トンが仮置き場に

搬入され、今後焼却処分が本格化するわけです

けれども、がれきの処理は復興に向けた大きな

課題の一つでございます。京都名物の大文字焼

きではいろんな騒動がございました。非常に悲

しい出来事でもあったわけですけれども、放射

能に汚染されたがれきが大量に含まれていると

いうのが問題であるわけです。そこで、環境省

は、全国で広域処理するとして、近藤昭一副大

臣名で地方自治体に協力要請を行っています

が、まず経過についてお尋ねをしたいと思いま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） ことし４月か

ら５月にかけて環境省から県に対し、災害廃棄

物の広域処理受け入れに関する調査依頼があり

まして、県内市町村や一部事務組合等に照会を

行いました。その結果、５つの市から、処理余

力として焼却処理が１万1,360トン、破砕処理

が3,610トン、埋め立て処分が6,162トン、合計

２万1,132トンあるとの回答がありました。国へ

の回答に際しては、市町村からの回答は各施設

の処理余力であり、受け入れの意思を表明した

ものではない旨付記したところです。調査結果

につきましては、既に国から被災市町村に対し

て情報提供が行われておりますが、これまでの

ところ、本県に対し受け入れ要請はなされてお

りません。

○鳥飼謙二議員 このがれきの問題、何とかし

て私どもも引き受けなくてはならないという思

いがある一方、やはり放射能に汚染されたがれ

きというもの、これを拡散してはならないとい

うのが大事ではないかなというふうに思います

ので、そういうチェックといいますか、搬出を

する際にしっかりしていただかないといけない

んじゃないかというふうに思っております。私

が聞いているところでは、既に宮崎市とえびの

市は、汚染がれきは受け付けないということが

公表されているようでございますので、しっか

りとした対応をお願いしたいというふうに思っ

ております。

いろんな動きが被災地でも出ておりまして、

日本製紙の石巻工場はボイラーの燃料にすると

か、いろんな対応もされているようでございま

すけれども、いろんな知恵を今後出していかな

くてはならないのではないかというふうに思っ

ております。

それから、次に行きますけれども、これまで

の答弁で、水力を主とした本県の電力の自給状

況は、平成22年度で自給率は34.7％、不足分

約65％を県外からの送受電に頼っているという

答弁がございました。エネルギーの地産地消の

観点からも、不足分を可能な限り県内で発電す

ることが求められています。太陽光や風力発電

等を推進する新エネルギービジョンは定められ

ておりますけれども、新エネルギーのほかに、

水力や火力、さらには省エネ、節電、これらを
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含めた本県独自のエネルギー計画を定めて、さ

らにエネルギーの地産地消を図るべきではない

かというふうに思っております。そして、県長

期計画の改定に合わせて新エネルギービジョン

を改定すべきだったのではないかなというふう

な思いがございますけれども、これらの問題に

ついて知事はどのように考えておられるのか、

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、エネルギーに関

する政策についてでありますが、エネルギー政

策基本法におきまして、国がエネルギー需給に

関する責務を有して、地方公共団体は、国に準

じてその地域の実情に応じた施策を行うべきも

のというふうにされておるところでございま

す。これを受けて、本県では、御指摘のありま

したような新エネルギービジョンやソーラーフ

ロンティア構想などを策定して、本県の特性を

生かしたエネルギーに関する施策を推進してい

るというところであります。東日本大震災以

降、電力の確保が大きな課題となっております

ので、本県としましては、新エネルギーの見通

し、また、省エネルギーのあり方など、県とし

ての基本的な考え方を整理して、今後明らかに

していくというふうに考えておるところでござ

います。

この新エネルギービジョンは、平成25年度を

目標年度としまして、平成16年の３月に策定を

しております。国におきましては、エネルギー

基本計画の見直しについても議論をされておる

ところでございます。また、再生可能エネルギ

ーの固定価格買取制度を導入する法律が成立し

ましたが、来年７月からの制度開始に向けて、

今後、買い取り価格や買い取り期間が決定をさ

れるということになっております。新エネルギ

ービジョンの改定につきましては、このような

状況を十分に踏まえながら今後検討してまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 エネルギー計画については国

に準じてというようなことでございますけれど

も、本県として、先ほど申し上げた65％を頼っ

ているという、これを少しでも変えていくとい

う努力を、県の目標を定めていくべきではない

か。国がこう決めたからこうでよろしいですよ

ということは、冒頭申し上げたように、それは

もう許されない時代に入っているというふうに

思っておりますので、ぜひそれらも含めて十分

検討をしていっていただきたいというふうに

思っております。

次にまいります。３月の福島原発の深刻な事

故を受けまして、６月に行われました九州電力

の株主総会で、原発の順次廃止等を求める株主

提案が行われました。宮崎県は九電の株式を380

万株保有する大株主ですが、この株主提案に対

して宮崎県はどのような理由でどのように対応

してきたのか、お尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御質問のありました株

主提案は、九州電力が保有する原子力発電所

を、古いものから順次、停止・廃炉することな

どを内容とする、定款の一部変更を求めるもの

でありました。これに対し、九州電力のほうで

は、一つには、今回の福島第一原子力発電所の

事故を踏まえた国の指示に基づき、緊急安全対

策を既に講じたこと。さらには、今後、国のエ

ネルギー政策の見直しが行われる場合には、そ

の方向性に沿って対応を検討する考え方である

ことなどを理由として、この提案にありました

定款の一部変更は必要ないという意見でありま

した。これを受けて県としてはということでご

ざいますが、今後の原子力政策につきまして

は、国民の安全を守るという視点から、幅広い
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議論を経て、国の責任において決定されるべき

ものというふうに考えておりまして、九州電力

においても、国の方針に沿って対応するという

考え方が明確にされましたことから、県といた

しましては、この定款の一部変更については必

要ないものと判断して、株主提案には反対をし

たところであります。

○鳥飼謙二議員 国の原子力政策に基づいてと

いいますか、そんな御発言でございましたけれ

ども、それは今もう許されない時代に入ったと

いうふうに思うんです。東電の福島原発、30年

以上経過をした、40年近いマークⅠ型の原発が

動いていて、津波のせいだと言われております

けれども、何百とある配管が、あのマグニチュ

ード９という地震の中で破断をしないというこ

とは考えられないことですね。破断をしている

と考えるのが妥当ではないかというふうに思っ

ていけば、当初は30年としておった原発を、40

年、今、60年にしようというふうにして、原子

力村といいますか、国とか電力会社は言ってき

たわけですが、やはりこの判断が間違っていた

ということが突きつけられたわけですから、そ

こは知事として判断をすべきではないかなと私

は思っております。だからといって、こうしな

さい、こうできますということではないわけで

すよね。

そこで、原子力発電についてですけれども、

日本は地震列島と言われております。太平洋沿

岸といいますか、南半球も含めて地震が多発を

していると。日本は世界の中で0.3％の国土しか

ない。しかし、10％、１割の地震が発生をして

いるという地震大国。その活断層の上に、浜岡

原発にしても玄海原発にしても、伊方原発にし

ても建っているという現実を見たときに、今度

起きたら、私はもう日本の破滅だというふうに

思っております。知事はこの原子力発電につい

て、確かに国の事項ではありますけれども、知

事として判断をして、知事としての考え方を県

民に発信していく、そのことが求められている

と思いますので、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の福島第一原子力

発電所の事故によりまして、これまでの基準や

考え方では安全性が確保されないということが

示されたわけでありまして、原子力発電に対す

る国民の不安は非常に強くなっているものと考

えております。一方で、これまでの原子力政策

というものが、安全性の確保というものを前提

にその割合を高めてきた結果、東日本大震災が

発生する前は電力の３割を原子力が占めるに

至っておりまして、短期間でかわりの電源を確

保するのは非常に難しい状況にあるものと考え

ております。原子力政策につきましては、国が

決定する事項でありますが、最も大切なのは国

民の安全を守ることであるというふうに考えて

おるところでございます。コストや技術面など

解決すべき課題もあるものの、中長期的には再

生可能エネルギーの割合を高めていく必要があ

るものと私は考えております。

○鳥飼謙二議員 知事の答弁を聞いていると、

にじみ出る感じはするんですけれども、はっき

りそれは言うべきだというふうに思っておりま

す。髙橋議員の答弁に、地域防災計画上、何ら

かの記載をすべきだというようなこともありま

すし、右松議員の答弁でも、危機管理では最悪

の事態を想定して対処することが重要だという

ふうに言っておりますし、６月議会では横田議

員が原発について、川内原発で事故の起きた時

の影響を言っておりますけれども、判断を言っ

ていくということが、そのことが知事の姿勢

を、県庁職員ももちろんそうです、県民も見る
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わけですよ。それを受けて、この知事は信頼で

きる知事だなというふうに思っていくわけです

から、ぜひそこのところは決断をすべきではな

いか。だからといって知事ができるというわけ

じゃないですよ。ないけれども、老朽化した原

発は廃炉にすべきだとか、それらのことは発言

をしていくべきではないかなというふうに思っ

ております。

次に、ＴＰＰについてお尋ねをいたします。

菅前総理が2010年、去年の11月、突如として

第三の開国だと持ち出してきましたＴＰＰにつ

いては、３・11の大震災等で議論がストップし

ておりましたけれども、新しい政権もスタート

しまして再度推進されていくだろう。９月の日

米首脳会談、11月のＡＰＥＣが山場になるので

はないかなというふうに言われております。本

県議会でも、主として農業問題が議論をされて

まいりました。意見書も採択をいたしました

が、そこで、例外なき即時関税化を図るという

ＴＰＰが突如として出されてきた背景とＴＰＰ

に対する認識について、知事にお尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰでありますが、

ＷＴＯにおきます多国間の貿易自由化交渉が行

き詰まっているということを背景としまして、

特定の地域や二国間におきまして、貿易の自由

化や経済連携を進める流れ、この中の一つとし

て始まったものでございます。国際的な経済連

携というものは拡大する傾向にあるところであ

りますが、関税の撤廃でありますとか、各分野

における規制緩和が実施されますと、市場が拡

大すると同時に、国際的な地域間競争の激化が

予想されますために、参加することのメリッ

ト、デメリットにつきまして、しっかりとした

分析・検証が必要なのではないかというふうに

考えておるところであります。ＴＰＰにつきま

しては、御指摘のあった農業分野も含めてでご

ざいますが、参加した場合の影響や対策につい

て、十分な検証や議論がなされていないという

ふうに考えておりますので、現段階での参加を

認めることはできないものと考えております。

○鳥飼謙二議員 参加して、議論したら、それ

から決めるといっても遅いんです。参加して撤

退をすることは考えられません。今の日米関係

の力関係上、それはほとんどできない。100％近

くできないと思っておりますので、やはりここ

はＴＰＰには参加をしないということが大事で

はないかなと。国際経済学者の宇沢弘文さん

が、ＴＰＰは社会的共通資本を破壊すると。山

や川などの自然環境とか、道路・橋などの社会

的インフラとか、教育、医療、金融などの制度

資本とか、こういうものを言われているようで

ございます。このＴＰＰ─1990年代、20年前

にＭＡＩ（多国間投資協定）というのがあった

そうですけれども、これが世界のＮＧＯの力で

中断をすることになりました─これに通底を

するというふうに宇沢先生はおっしゃっておら

れます。

ＴＰＰ域内のＧＤＰ95％がアメリカと日本な

んですね。ですから、日本が入らないＴＰＰは

アメリカにとっては意味がないというふうに思

うわけです。そこで、いろんな分野に影響が出

ると思いますけれども、ここでは、医療分野、

労働分野、入札制度への影響について知事にお

尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰは、関税だけで

なく、非関税障壁なども撤廃をしまして、サー

ビス貿易、政府調達、知的財産、人の移動など

のさらなる自由化を進めるものということであ

ります。このため、ＴＰＰへ参加し、各分野へ
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の規制改革が実施された場合に、例えば、医療

事業への企業参入や外国人労働者の拡大、そし

て公共事業の国際入札の拡大など、農林水産業

以外でもさまざまな分野で市場化が急速に進

み、国際競争にさらされるということになるわ

けであります。その結果、十分な対策・検証と

いうものがなされないままでありますと、医療

の質や労働・雇用環境の面においてさまざまな

影響が生じるのではないかということを懸念し

ておるところでございます。

○鳥飼謙二議員 認知症の母親を突然介護する

こととなったサラリーマンの息子の家族と外国

人のホームヘルパーとのかかわりを描いた、く

さか里樹さんの「ヘルプマン！」、突然知事に

渡しましたが、お読みいただけたでしょうか。

感想があればあわせてお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） まずは、この「ヘルプ

マン！」という漫画を紹介いただきましたが、

本当にありがとうございます。大変感銘を受

け、心を打たれたところであります。介護とい

う重いテーマを扱って漫画として成立している

というのが、漫画文化自体、捨てたものじゃな

いというか、すばらしいというふうに思いまし

たし、この第８巻で取り上げられておりました

のが、今御指摘ありましたように、まさに介護

とは何か、家族とは何かという重いテーマであ

ります。それをフィリピンからの介護士という

ものを通して、今申し上げました介護のあり

方、家族のあり方というものをあぶり出したす

ばらしい作品ではないかというふうに思ってお

ります。現場の大変厳しい実態というものがご

ざいますので、これに対して我が国全体として

どのように向かい合うか、非常に重要な課題で

あり、今後検討を深めるべきものだということ

を痛感したところであります。

○鳥飼謙二議員 お忙しい中、お読みいただき

ましてありがとうございました。実は私の尊敬

する長野県の佐久総合病院のドクターの紹介を

受けて私も読んだんですけれども、よくＴＰＰ

の意味がわかるよと、それから、介護、高齢化

の問題もわかるよということでございました。

どうもありがとうございました。

そこで、以下、関係部長にお尋ねをしてまい

りますけれども、財政赤字、それから国保の滞

納・未納、無保険者の増加、医療ツーリズム等

のグローバル化等、非常に危機的状況にあると

思いまして、ＴＰＰ加入により自由診療が拡大

し、国民皆保険制度が崩壊するのではないかと

懸念しておりますので、福祉保健部長にお尋ね

をしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 我が国の国民

民皆保険制度でございますけれども、これはす

べての国民が、平等に安心して医療を受けられ

る、世界に誇れる制度であり、国民皆保険制度

を堅持していくことは極めて重要であるという

ふうに考えております。このため、ＴＰＰへの

参加に関しましては、国における検討の状況を

しっかり注視していく必要があるというふうに

考えております。

○鳥飼謙二議員 注視するだけじゃだめなんで

す。注視するだけじゃだめですからね。よろし

いですか。

それから、関連して、国民健康保険の状況に

ついてお尋ねをしたいと思います。21年度、本

県は、加入世帯が20万2,601世帯、被保険者数

が36万2,281人、そのうち３万6,580世帯、約18

％が滞納になっておりまして、特に宮崎市の場

合はその数が多くなっております。滞納の現状

と原因、財政運営への影響と対策についてお尋

ねします。
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○福祉保健部長（土持正弘君） ただいま議員

のほうからお話がございましたけれども、直近

のデータであります。これは昨年６月１日現在

の数字でございますが、市町村国民健康保険税

の滞納世帯が３万6,580世帯、滞納世帯の割合

が18.1％となっているところでございます。滞

納の原因でございますけれども、これにつきま

しては、それぞれの世帯によりさまざまな状況

があるものというふうに考えられますが、厳し

い雇用・経済情勢の影響もその一因というふう

に考えております。なお、国民健康保険税は、

その運営に要する費用のうち、保険料として賦

課すべき総額を定め、被保険者に案分する総額

案分方式で算定することとされております。し

たがいまして、滞納の増加は、その運営を不安

定にし、国民健康保険税の引き上げや一般会計

からの繰り入れが必要になることなど、財政上

の影響が考えられるところでございます。この

ため、滞納対策として、市町村においては、コ

ンビニ収納や口座振替により納税者の利便性を

図りますとともに、テレビ、ポスター、広報紙

等による納税意識の向上や納税相談等が実施さ

れているところでございます。また、県におい

ては、市町村に対し、助言等を行いますととも

に、担当職員を対象に、収納率向上に向けた研

修会を開催しているところでございます。

○鳥飼謙二議員 今でも、滞納者がこれだけい

ても黒字財政というふうになっておりまして、

保険料を上げなくて済むわけですから、その対

策をしっかりお願いしたいと思います。

それから、労働の影響についてですけれど

も、国内の例えばホームヘルパーさんなどの福

祉労働者、それから工場労働者が、人件費の安

い外国人労働者に置きかわることが予想される

わけですけれども、商工観光労働部長の認識に

ついてお尋ねします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ＴＰＰ参

加によりまして、海外からの労働者の移動制限

が緩和された場合の影響につきましては、国に

おいても特に試算等は示されていないところで

ありますが、お話にありましたように、労働・

雇用環境面においてさまざまな影響が生じるこ

とが懸念されます。したがいまして、どのよう

な影響が生じることになるかを含め、今後とも

情報収集に努めますとともに、国の動向を注意

深く見守ってまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 今から備えておくということ

をぜひお願い申し上げたい。

国際調達の関係なんですけれども、入札制度

は、今、総合評価落札制度を全面適用しており

ますけれども、これは非公正要件とされるおそ

れもありまして、県が努力をしてきたことがそ

ういうふうになるおそれがございます。県土整

備部長の認識についてお尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 建設工事の総

合評価落札方式につきましては、工事の品質確

保を図る観点から、価格と技術力など価格以外

の要素を総合的に評価しまして、落札者を決定

する方法でございます。この価格以外の要素と

しましては、企業の技術力や企業の地域社会貢

献度及び配置予定技術者の能力を評価項目とし

ているところであります。ＴＰＰに参加した場

合、対象金額がＷＴＯの基準から引き下げられ

ることが想定され、その適用対象となる工事に

つきましては、県内における本店の有無や災害

時の協力体制などを評価する企業の地域社会貢

献度が設定できなくなる可能性が高く、県発注

工事におきます県内企業の受注機会を確保する

観点からは、影響が懸念されるところでありま

す。
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○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。今

の点に絞りましても、ＴＰＰの与える影響とい

うのは本県にもかなり大きいものがございます

ので、国が決めるということではなくて、ぜひ

県において十分な備えといいますか、検討をす

る、そして声を出していくということをお願い

しておきたいと思います。

次に、児童の社会的養護、社会的な子育てに

ついてでございます。

小泉構造改革によりまして、日本社会は連帯

ときずなが分断され、所得や社会的格差、中央

と地方の格差などにより、日本社会は閉塞感に

覆われています。さらに、価値観の多様化や少

子高齢化、離婚の増大と相まって、児童の置か

れている状況は、ネグレクトや暴行などによる

虐待の増加など、極めて厳しいものがございま

す。今般、厚生労働省において、「児童養護施

設等の社会的養護の課題に関する検討委員会」

が設置され、その中で、社会的養護の将来像と

いうものが示されましたことは御存じのことと

思います。そこでお尋ねをいたします。児童相

談所の業務概要によりますと、21年度の児童虐

待件数は365件、２年前の３倍増、22年度で

も451件と急増していますが、その背景をどのよ

うに認識しておられるのか、お尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 児童虐待の背

景ということでございます。その背景につきま

しては、経済的な事情、虐待者の心身の状況、

子育て世帯の孤立感など、さまざまな要因があ

るものと考えておりますけれども、相談件数が

増加しておりますのは、平成16年度の児童福祉

法の改正によりまして、虐待の疑いがある場合

も通告範囲に含まれたことや、テレビや新聞な

どの報道で児童虐待事件が取り上げられるよう

になったことで、社会的な関心が高まったこと

も影響しているものというふうに考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 実際、ネグレクトなど今まで

虐待とされてこなかったことについても、虐待

と規定をしていったこともあるかと思いますけ

れども、やはり社会の動きの反映ということで

すから、しっかりと対応することが求められて

いると思います。

そこで、子供たちを保護するために、児童相

談所や市町村などの関係機関の連携強化を図る

ということで、要保護児童対策地域協議会が設

置されています。その運営状況についてお尋ね

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 市町村の要保

護児童対策地域協議会でございますが、これに

つきましては、県内すべての市町村に設置され

まして、保護を要する児童等に関する情報交

換、支援内容についての協議を行うなど、当該

児童等の支援や保護を図るネットワークとして

重要な役割を担っているところでございます。

その運営状況につきましては、これは各市町村

ごとに協議会の開催回数や内容において、おっ

しゃったとおり差があるという状況にございま

す。このことから、県といたしましては、協議

会に児童相談所の職員が参加し、助言を行った

り、協議会の構成機関職員を対象とした研修の

実施などを行っておりまして、今後とも、協議

会が適切に機能を発揮できるよう支援を行って

まいりたいというふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 市町村間でかなり格差がある

ということですよね。ですから、市町村におい

ても問題意識をもっと持ってもらって、先ほど

出たように、児童の問題は児童相談所に任せて

おけばいいわというような感覚がまだ残ってい

るということではないかというふうに思ってお
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ります。ぜひ丁寧な指導をお願い申し上げた

い。

次に、発達障がい児の対応についてお尋ねを

いたします。例えば21年度、3,524件受け付け相

談がございましたけれども、152名施設入所の措

置がとられております。おおむね10％程度とい

うふうに想定をいたしますと、14～15人という

ことになるわけですけれども、養護施設の対応

が非常に困難をきわめて、運営そのものにも影

響を来しているというふうに聞いております。

発達障がい児に対する対応、これは児童相談所

も含めて、市町村も含めてですけれども、しっ

かりとした対応が必要であるというふうに思っ

ておりますけれども、どのように認識しておら

れるのか、お尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 発達障がいを

有する児童の相談につきましては、学校や保育

所などと連携を図りながら、家族や本人に対す

る助言・指導を行いますとともに、必要に応じ

て、発達障害者支援センターや医療機関などの

専門機関の紹介を行っているところでございま

す。また、虐待などのさまざまな理由で在宅で

の養育が困難な児童につきましては、児童養護

施設等への入所措置を行っておりますけれど

も、特別な支援が必要な発達障がいを有する児

童等の増加によりまして、一人一人の児童に対

するきめ細やかな支援ができにくくなっている

というふうに認識をしております。このため、

児童相談所の職員を対象とした発達障がいに関

する研修を実施いたしますとともに、今年度か

ら、発達障がい児等の処遇困難な児童への行動

療法等や、施設職員に対する専門的な研修を実

施することによりまして、児童の問題行動の軽

減と施設職員の処遇技術の向上に努めていると

ころでございます。

○鳥飼謙二議員 なかなか不十分でありますよ

ね、非常勤の人が対応しているとか。それでも

少しはよくなったんですけれども、それは否定

いたしません。ただ、大きな問題であるという

ことはしっかり受けとめていただきたいと思い

ます。

そこで、発達障がい児等を受け入れて指導す

る情緒障害児短期治療施設、これは本県にない

わけなんですけれども、今回示された国のプラ

ンによりますと、各都道府県に１つということ

で、それぞれ設置をされてきている状況もあり

ますけれども、本県の状況についてお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 情緒障害児短

期治療施設でございますけれども、これは、児

童養護施設等では対応が困難な発達障がい児な

どを受け入れることが可能となりますことか

ら、今後検討しなければならない施設の一つで

あるというふうに考えております。このため、

現在、他県の状況調査、それから、関係いたし

ます児童福祉施設協議会との意見交換などを

行っている状況でございます。

○鳥飼謙二議員 児童家庭支援センターについ

ては割愛をいたします。

次に、全国で虐待例が絶えないわけですけれ

ども、虐待死亡例、先ほども申し上げましたけ

れども、頻繁に起こっています。本県でも平

成21年に発生した延岡市での虐待死亡例、里親

の里子への虐待事例が起きています。原因と虐

待防止策についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成21年度に

発生いたしました児童虐待による死亡事例につ

きましては、社会福祉審議会に設置いたします

措置・検証部会の報告において、専門機関とし

ての児童相談所の機能が十分に発揮できず、当
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該家庭におけるハイリスク要因を適切に把握で

きなかったことや、市町村など関係機関との連

携が円滑でなかったことなどが指摘されており

まして、再発防止策についての提言もなされて

おります。このため、県といたしましては、同

部会の提言を受けまして、児童相談所の機能強

化や関係機関との連携、啓発活動などに取り組

んできたところでございます。具体的には、児

童相談所の機能強化につきましては、職員配置

と体制の見直しを行い、研修体制の充実を図る

など、体制強化と専門性の向上に取り組んでい

るところでございます。また、関係機関との連

携強化につきましては、全市町村に設置されて

いる要保護児童対策地域協議会に児童相談所職

員も参加して、情報交換や問題解決のための支

援を行っているところでございます。今後と

も、児童虐待への対応につきましては、児童相

談所、市町村や関係機関との連携を図りますと

ともに、児童虐待防止の啓発活動についてもさ

らに努力してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 社会福祉審議会の中でも検証

されて検証報告書が出ております。保健師の配

置とかいうことで配置もされておりますけれど

も、児童相談所の技能をしっかり高めていくこ

とが大事だと思っているんです。今、教育委員

会から学校の先生が派遣をされている状況がご

ざいますけれども、３年で出ていくと。そうす

ると技能が蓄積されないんですね。これではや

はり不十分だというふうに思っておりまして、

児童福祉司の処遇も含めてですけれども、しっ

かりとした養成を図っていくべきではないかな

というふうに思っております。宮崎県は児童相

談所の機能が弱いんです。とりわけ一時保護所

の機能が弱いというのを指摘されております。

２月の議会で、保育士の非常勤化を見直してく

ださいということで知事に申し上げましたけれ

ども、それも踏まえて、そういうことがあるん

ですね。ですから、児童相談所の機能強化、職

員の育成というものをしっかりと果たしていく

べきだというふうに思っております。今申され

ましたので、もうお聞きしませんけれども、

しっかりと児童相談所の機能強化を図っていっ

ていただきたいというふうに思っております。

総務部長にも後ほどお聞きしますけれども、行

財政改革プランでこういう方針があって人を減

らしますからということで、どうも福祉保健部

はねじ伏せられていると。もうちょっと頑張っ

てもらわにゃ困ると私は思っているんです。

しっかりした方針がない。どうやって児童相談

所を強化していくか、福祉事務所をどうするの

かということをやっぱりやらなくちゃいかんと

いうふうに思っております。ここはもうお聞き

をいたしませんけれども、ぜひよろしくお願い

を申し上げたいというふうに思います。

次に、行財政改革と職員処遇について。

代表質問、一般質問で出ました職員の不祥事

の問題について、知事が陳謝をされました。原

因をどのように受けとめるのかということで、

答弁もきのう、インターネットを起こしてみた

んですけれども、「指導を徹底しているにもか

かわらず、このような不祥事が発生したことは

痛恨のきわみだ。コンプライアンス推進委員会

を開催し、委員長の副知事からメールを出し

た。全力で取り組む」というようなことがあっ

たんです。これは原因を分析していないと思っ

ているんです。再度お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 職員によるこうした不

祥事の原因につきましては、まずは、公務員と

しての倫理意識、コンプライアンス意識がいま
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だ職員一人一人まで徹底されていないというこ

とにあるものと考えております。また、このよ

うな不祥事が発生する背景の一つには、職員が

公務内外でさまざまなストレスや悩みを抱えて

いることや、個々の事務処理を行う中に非違行

為を行うことのできる機会が残されている。そ

れを防ぐことの仕組みづくりができていないと

いうことにあるものと考えております。このた

め、今後とも、職員の公務員倫理の確立に粘り

強く取り組みますとともに、職員同士が活発に

議論し、互いに気遣う、ケアし合うことのでき

る風通しのよい職場環境づくりにも努めてまい

りたいと考えております。また、事務処理の内

容を再点検し、さまざまな面から不正の起こる

可能性を検証した上で、必要な見直しを行って

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 コンプライアンス意識の欠

如、それを指摘しておっても解決をしないんで

す。勤務場所とか労働条件、私は、職員処遇の

面からも変えていくべきではないかなというふ

うに思っております。本年４月の定期人事異動

についての基本的な考え方と特徴についてお尋

ねします。

○総務部長（稲用博美君） 本年４月の定期人

事異動に当たりましては、口蹄疫や鳥インフル

エンザ、新燃岳噴火による影響からの再生・復

興を初め、安全・安心な暮らしづくりの確保、

医療・福祉の充実、産業づくりなど、県政のさ

まざまな課題に対応するため、適材適所、公正

・公平を基本に、職員一人一人が、高い意欲と

気概を持って能力を最大限に発揮できるという

ような考えのもとに人事配置を行ったところで

あります。また、引き続き、若手管理職あるい

は女性職員の登用を積極的に行いましたほか、

人材育成ということにも心掛けまして、国や市

町村との連携の観点からも、国や民間企業への

職員派遣、そして、他県や県内市町村との人事

交流を積極的に行ったところでございます。

○鳥飼謙二議員 適材適所、そうだろうと思い

ますが、しかし、それだけでは解決しないんで

すね。やはり私は、人事異動、人事そのものに

問題があるんじゃないかと。例えば本庁と出先

機関の交流人事、これが少ないんじゃないかな

というふうに思っております。今回の事件で

も、20年とは言いませんけれども、それに近い

出先機関の勤務になっている。本庁に合ってい

る人、出先が合っている人、それぞれあるとは

思うんですけれども、出先機関の職員も県庁の

職員ですから、その意欲をどうやって引き出し

ていくのかというのが大事だと思います。私

は、大卒の職員が不満を持っているのを何人か

らも聞いてきました。しかし、これまで申し上

げませんでした。こういう中で、知事にこうい

う質問をするのも申しわけないなと思っている

んです。補佐する人がしっかりやってもらいた

いというふうに思っているんですけれども、家

庭の事情等やむを得ない場合を除いて、本庁と

出先機関の交流を積極的に行うべきではないか

というふうに思いますので、お尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 人事異動につきま

しては、質の高い県民サービスの提供、重要施

策の推進という観点から、先ほども申し上げま

したが、適材適所、公平・公正ということを基

本に実施しております。また、人材育成という

観点もありますので、採用後早い段階で本庁と

出先機関の双方を経験させまして、能力の伸長

はもとより、自己の職務適正に応じたキャリア

デザインの形成を促すということを行っており

ます。また、その後も個々の職員の職務や勤務

地に関します希望、能力、適性等に十分配慮し
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た上で、本庁・出先機関への人事配置に努めて

いるところでございます。今後とも、御指摘の

ような本庁と出先機関との交流という点に十分

配慮しながら、県庁総力戦となるような形の体

制づくりに努めてまいりたいというふうに思っ

ております。

○鳥飼謙二議員 なかなか難しい問題であると

いうことは私も承知をしておりますけれども、

先ほど申し上げましたように、山元町に行った

ときに─担当の宮崎県職員ですね、一たん本

庁におりましたけれども、それからずっとこ

の10数年、出先なんですよ。物すごく情熱的に

仕事をしておられるというのもよくわかるんで

す。やっぱり、そういう人たちも含めて交流を

しないといけないと。彼はそんな不満を全然

言っておられませんでしたけれども、出先機関

を歩いてみるとそういうのがありますので、ぜ

ひよろしくお願いしたい。

それから、仕事が忙し過ぎるというのも大き

な問題ではないかなと。新行財政改革プラン、

人員を減らすわけですけれども、削減の根拠、

よくわからないので、お尋ねをいたします。

○総務部長（稲用博美君） 職員数につきまし

ては、大変厳しい財政状況の中で、今後とも、

組織のスリム化を図りまして人員の削減に取り

組んでいく必要があるということで、さきの６

月定例県議会におきまして議決いただきました

みやざき行財政改革プランにおきましても、今

後の新たな数値目標を設定したところでありま

す。これまで、「簡素で効率的な政府を実現す

るための行政改革の推進に関する法律」、いわ

ゆる行革推進法、あるいは本県の財政状況等を

総合的に勘案して策定いたしました行財政改革

大綱2007におきまして、総定員数の削減を行っ

てまいりました。1,133人というような削減数で

あります。今後さらに、職員の公社等への派遣

の削減でありますとか事務事業の見直し、ある

いは市町村への権限の移譲、あるいは業務の民

間へのアウトソーシングということに取り組む

必要があると思っておりますので、そういうよ

うなことの中で、法の起点であります17年度と

の対比で、27年度当初までに知事部局の職員数

についての１割程度の削減ということを目標と

して掲げたものでございます。

○鳥飼謙二議員 やはり根拠についてよくわか

りませんでした。本庁で疲れてメンタルダウン

して、そして出先に行くという。出先機関には

そういう人たちがたくさんいることを知ってお

ります。非常に人を減らしてきている。例えば

中央福祉こどもセンター、職員数と非常勤の関

係の数をお尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 中央福祉こどもセ

ンターには、現在、81名の職員がおりますが、

このうちの44名が非常勤職員となっておりま

す。具体的には、児童指導や保育、心理判定な

どの資格や経験を要します業務のほかに、電話

相談あるいは給食調理、寮母といった、断続的

あるいは一定の時間帯で対応が必要となります

業務に従事いただいております。

○鳥飼謙二議員 いろいろとお尋ねしました。

もう時間がありませんので、もう一つ、経済団

体へ新規高校卒業者などの採用拡大を要請して

います。宮崎県はこれだけ人を減らしておっ

て、民間は正規でお願いしますというのは

ちょっとおかしいと思うんですけれども、知事

の考え方、お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 大変厳しい経済状況の

中で、県民の真に求める行政サービスというも

のを提供していくためには、組織の簡素・効率

化や少数精鋭による組織運営に努めるととも



- 216 -

平成23年９月12日(月)

に、県民との連携協働による民間活力の積極的

な活用に取り組んでいく必要があるものと、こ

れが基本的な考え方であります。県のさまざま

な業務を推進する中で、一定の資格や能力を

持った外部の人材活用というものも有効な手法

でありまして、所属によっては、比較的多くの

非常勤の方に働いていただく場合もあるという

ふうに考えておるところであります。

○鳥飼謙二議員 以上で終わりますけれども、

民間にお願いをするときに、非正規でいいです

よということでお願いしていないと思うんで

す。じゃ、自分のところはどうなんだというこ

とになるわけですから、ぜひそこら辺はしっか

り押さえていただきたいのと、やはり３・11以

後は、国の模様を見るとかそういうことは許さ

れない時代に入ったというふうに、知事自身も

思っておられるだろうと思いますけど、それを

発信していくということが大事です。まだ半年

ちょっと過ぎたぐらいですから、余り多くを要

求するのも申しわけないなと思いますけれど

も、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思

います。どうもありがとうございました。終わ

ります。（拍手）

○外山三博議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） ２年ぶりに

戻ってまいりまして、久しぶりに一般質問させ

ていただきます。私としては、いまだ初心者の

つもりでありますけれども、ベテラン議員とか

言われると何か面映ゆい気持ちであります。頭

のほうだけはベテラン議員になってしまいまし

たけれども、精神的にはまだまだ未熟な者であ

ります。どうぞ、これから４年間、議員各位に

おかれましても、また知事部局におかれまして

も、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

それでは、ワークシェアリングについてお聞

きいたしたいと思います。

日本は今、後進国から追い上げられて、後進

国から仕事を取り上げられておりますが、こう

いう状況は、私たちの先を行くヨーロッパ、ア

メリカでは、20～30年前に既に経験したことで

あったわけであります。そのとき、ヨーロッパ

はどうしたか、アメリカはどうしたかというこ

とでありますが、アメリカはそのとき、相変わ

らず自由化、規制緩和によって経済規模を拡大

して、そして成長させて、それで労働力の需要

を生み出していくというやり方でいったわけで

ありますが、ヨーロッパは違う方法をとった。

これがワークシェアリングであります。ともか

く仕事を分かち合おうと、共有しようというこ

とでありまして、これは20世紀に生まれた生存

権、福祉主義を基礎とした分かち合いの思想か

ら出てきたものであります。

ヨーロッパはみんなワークシェアリングを取

り入れておりますけれども、その中で最も成功

した例としましてはオランダがあります。オラ

ンダの奇跡とさえも言われております。皆さん

御存じかもしれません。オランダは、かつて

は12％ほどの失業率であったわけですが、今は

１％台の失業率で推移しております。オランダ

のワークシェアリングの特徴は、フルタイム労

働者とパートタイム労働者が同一労働、同一賃

金ということであります。全く同じようにどち

らも正規雇用者であって、全く同一の労働条件

であります。そういうことでありますので、そ

こでは、お巡りさんの中でも３分の２がパート

労働者、あるいは先生もパート労働者、いろん

な職業の中にパート労働者が入っているわけで

あります。そして、２人で1.5人分で我慢しよう

と。共働きで働いて1.5人分で我慢しようという
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のが大きな流れであるようであります。そし

て、残った時間を趣味のためにあるいは家族の

ために使おうというのが流れであるようであり

ます。今、「世界一幸せなオランダの子供た

ち」ということさえも言われているそうであり

ます。どうしてそういうことができたかといい

ますと、政府と企業と労働者が「三方一両損」

という発想で、みんながお互い譲り合う形で実

現できたものだそうであります。

日本もそうありたいものだと思いますが、日

本はなぜかアメリカの後追いをしております。

アメリカと日本ほど本当に違う国はないと言わ

れるほど、日本とアメリカは真逆の国民性をし

ているんですね。日本は大体単一民族だと言わ

れていますが、アメリカの場合は多種多様の人

種が入り込んでおります。また、アメリカは大

陸でありますが、日本は島国であります。ま

た、日本は伝統と文化が長い歴史を持っていま

すが、アメリカは生まれて250年にもならない国

であります。そして考え方も、日本の場合、集

団主義というか、これが特徴でありますが、向

こうは非常に個人主義が発達しております。そ

んなことでことごとく日本とアメリカは違う国

でありますが、それなのに何でか知らないです

けど、日本はアメリカの後追いをしているとこ

ろであります。私は、アメリカという国は、経

済的には豊かかもしれんけど、あの国は実際の

ことを言って後進国じゃないのかといつも思っ

ているわけです。というのも、例えばあそこは

ピストルを持っていい国であります。ああいう

のは日本で言えば廃刀令がまだ終わっていない

国であります。あんな国のまねを何でせにゃい

かんのか、私はいつもいつも思っているわけで

あります。

戦後60年、日本は、ともかく自由競争を基本

とした経済至上主義で走ってまいりました。そ

して、その結果、３万人以上の自殺者。去年は

ＮＨＫでは無縁死というのを取り上げておりま

した。無縁死というのは、身元がわからんわけ

じゃないんですね。身元はわかるんです。持っ

ていくと、「いや、私とは何十年も交流があり

ません。引き取れません」、こうやる。それが

３万人以上おるというんですね。毎年ですよ。

日本は本当に寂しい国になりつつあると私は

思っております。

また、少子化、少子化と言うけど、実は、安

い給料で結婚できない若者がたくさんいるんで

す。私は、本当にこの日本をどうにかせにゃい

かんなという気持ちであります。日本人は今、

心が不安定であります。あすの生活がどうなる

かわからない、そういう状況であります。今、

日本は少子高齢化。右肩上がりの経済成長を望

める状況ではありません。この状況はヨーロッ

パによく似ております。私は、日本は、アメリ

カのような自由競争主義社会ではなくて、ヨー

ロッパ型の福祉主義の社会を目指すべきである

と思っております。今、日本は中福祉・中負担

と言われておりますが、これは中途半端である

と。私は、ヨーロッパのように高福祉・高負担

を目指してもいいんじゃないかと思っておりま

す。アメリカのような小さな政府じゃなくて、

大きな政府で結構であると思っております。政

治は、国民の生活を安定させる義務があると私

は思います。そのためにはお互いが助け合う制

度をつくるべきであると思います。相田みつを

さんが言っております。「うばい合えば足り

ぬ。分け合えばあまる」。日本にも何度かワー

クシェアリングを導入する試みがなされまし

た。しかし、なかなか中途半端でうまくいって

おりません。今、東日本大震災の後で共助の機
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運が高まっているときであります。今こそ本気

でワークシェアリングを導入すべきときじゃな

いかと思います。ただ、これは国家的なことで

ありますので、私が一人わあわあ言ってもしよ

うがない。しかし、また、知事がわあわあ言っ

てもしようがないというところもありますけれ

ども、ひとつ知事あたりに本当に意識を変えて

いただいて、国に対しても、ワークシェアリン

グをやるべきじゃないのか、そういうときじゃ

ないのかということを要請していただけないも

のかと思うのであります。まずはこの県庁から

始めてはどうかと思うのでありますが、知事の

御見解をお聞かせください。

次に、ＴＰＰについてであります。

ＴＰＰについて、今、鳥飼議員が言われまし

たから、まあ、あれでいいかなという気はしま

すけれども、私は私でちょっと違った切り口で

やりたいと思います。

私がこのＴＰＰに反対する理由は、大きく分

けて２つであります。１つは、これは新手の構

造改革であるということが１つです。もう１つ

は、今、日本で進んでいるデフレを逆に助長し

てしまう、推進してしまうということから、こ

のＴＰＰはやるべきじゃないというのが私の考

えであります。

構造改革であるということはどういうことで

あるかというと、このＴＰＰは農業部門だけの

話じゃないと。まさに今、鳥飼議員も言ってお

られました。そのとおりであります。24部門に

わたって検討に入るということでありますが、

今さっき言われましたように、ともかく建設か

ら医療からあらゆる部門にわたっておりまし

て、日本ががらがらになる可能性がある。私は

そう思います。前原前外相、蔵相だったです

か、わずかＧＤＰ1.5％の農業のために98.5％の

かなりの部門が犠牲になっているということを

言われました。ここに、ＴＰＰは農業だけの問

題だというふうに特化してしまっておりますけ

ど、私はこれは悪意があるという気がします

ね。これはアメリカの策略じゃないのかと。実

際ＴＰＰでもうけるというか、利益があるのは

アメリカしかない。ＴＰＰに入っていって日本

は本当に痛い目に遭うだけだと思いますので、

マスコミまでも何でＴＰＰ賛成というのか。マ

スコミの方たちがおるが、日本の将来に責任を

皆さんたちは本当に持てるのかどうか、これは

真剣に考えていただきたい。

今さっき、わずか1.5％と言いましたけど、フ

ランスは1.8％、イギリスが0.9％、ドイツは0.8

％、特別日本が低いわけではないわけでありま

す。アメリから日本に対する年次改革要望書に

従って、日本は幾つもの部門が自由化、規制緩

和を強いられてまいりました。郵政民営化もそ

の一つでありました。その自由化、規制緩和に

よって、弱い者は塗炭の苦しみを今味わってお

ります。小泉改革によって、日本は世界で２番

目に格差のある、貧困率の高い国になってしま

いました。ＴＰＰはこれにもっと拍車をかける

ことになってしまいます。

それから、もう一つ、デフレを推進するとい

う話であります。デフレというのは、供給過剰

で需要不足ということでありますが、1930年の

世界大恐慌も実はデフレであったわけでありま

す。あのときも、バブルがはじけて、そしてそ

の後の処置を間違った。世界各国が緊縮財政に

走ったためにデフレになったわけであります。

経済というのは、基本的に、少しずつ成長して

いくときには、ほんの少しインフレというのが

正常な姿であるそうでありますが、このデフレ

というのは逆に縮小していくということであり
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まして、経済の病気だと言われております。そ

の世界大恐慌のときにとられた政策が、かの有

名な経済学者ケインズのニューディール政策で

あります。実際は第２次世界大戦のために需要

が喚起されてうまくいったんだという話もあり

ます。一昨年起きましたリーマンショックであ

りますが、これもバブルがはじけた事件であり

ました。これも処置を誤れば実はデフレになる

可能性があるわけであります。それでヨーロッ

パ、アメリカは、とにかく金融緩和、それから

税金を安くするということで需要喚起、供給を

とめるというか、そういう政策で一生懸命やっ

ているというのが状況でありまして、はっきり

言ってデフレになる可能性も今からでもまだあ

るわけであります。

日本はどういうことかといいますと、日本の

場合は、バブルがはじけた後、処置に失敗して

しまったわけであります。橋本内閣が緊縮財政

をとってしまう。その後、小泉さんが今度は逆

に自由化政策をとってしまった。そのために需

要不足、供給過剰となってデフレを推進してし

まったということであります。

そこにもってきてまた今度ＴＰＰをやれば、

結局、自由化、規制緩和ですから、供給を刺激

するということになります。それでデフレを

もっともっと悪化させてしまうのではないかと

私は思うのであります。今は需要を喚起する政

策が必要であります。それを民間に望むことは

本当は難しい。それがゆえにアメリカなんかは

ああいうニューディール政策をとったわけであ

りますが、日本も今は、はっきり言って公共投

資が必要なときであります。確かに財政赤字で

大変なときではあるけど、しかし、このまま

待っていても決して財政がうまくなるというこ

とはないわけでありますから、今はむしろ公共

投資、これをやらにゃいかんときであります。

知事としては、県も思い切って、国も思い切っ

て公共投資を考えなきゃいかんと思いますが、

お考えをお聞かせください。

財界はともかく、マスコミまでもＴＰＰ賛成

論をとっておりますが、その中に、ともかく開

国だ、開国だと言う、今さっき言われるよう

に、本当にそういう人たちが多いのであります

が、しかし、日本の平均関税率は、アメリカや

韓国よりも低いのであります。何をもって鎖国

状態と言うのかわかりません。アメリカと比較

してみますと、農産品だけは日本が高くて、ア

メリカが4.7％、日本が21％です。あと、非農品

がアメリカ3.3％、日本が2.5％、電気機器がア

メリカ1.7％、日本が0.2％、輸送機器と自動車

がアメリカ3.0％、日本が０％、乗用車がアメリ

カ2.5％、日本０％、化学品がアメリカ2.8％、

日本2.2％、繊維がアメリカ8.0％、日本5.5％、

非電気製品がアメリカ1.2％、日本０％でありま

す。日本は十分開国しているのであります。ほ

かにもまだ言いたいことはありますけれども、

ともかく私は、今度のＴＰＰは新手の構造改革

である。そしてデフレをますます悪化させる

と。その２点で私はＴＰＰに反対するものであ

ります。知事のＴＰＰに対するお考えをもう一

度お聞かせ願いたいと思います。

壇上よりの質問をこれで終わります。ありが

とうございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、ワークシェアリングについてでありま

す。御指摘のあったワークシェアリング、ヨー

ロッパ、とりわけオランダにおきまして

は、1980年代前半の高い失業率を背景としまし

て、雇用創出のための労働時間の短縮と賃金抑
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制についての労使双方の理解と合意があり、そ

の後、国の手厚い社会保障制度のもとで、多様

な就業に対応したタイプのワークシェアリング

が進んだものというふうに考えております。我

が国におきましては、リーマンショック以降の

雇用情勢の悪化に伴いまして、平成21年３月に

政労使が合意をしました残業の削減、休業、教

育訓練、出向などにより従業員の雇用維持を図

るという、いわゆる日本型のワークシェアリン

グの取り組みを促進するために、国において、

従業員を解雇しない場合の雇用調整助成金の支

給率の上乗せがなされたところであります。本

県におきましても、この助成金を活用し、多く

の企業で従業員の雇用維持が図られているとこ

ろであります。こういったワークシェアリング

は、雇用の維持・創出とともに、仕事と家庭の

両立を図りながら、多様な価値観を持ってゆと

りある生活をはぐくむ観点からも、有効な手法

の一つと考えておるところでありますが、いろ

いろなタイプのワークシェアリングがある中

で、導入に当たりましては、賃金体系や社会保

障制度などさまざまな仕組みの見直しが必要と

なること、また、労使双方の理解と合意が不可

欠であるということから、さらには労使双方さ

まざまな意見もあるといった課題があるところ

でございます。県庁における導入につきまして

も、こういったさまざまな仕組みの見直しが必

要になるなどの課題がありますので、国や民間

における検討や取り組みなども参考にしなが

ら、今後県としてどのような取り組みが考えら

れるのか、研究をしてまいりたいと考えており

ます。

デフレの進行に伴う経済対策についてであり

ます。本県におきましては、デフレの進行など

に伴う景気の低迷に加えまして、口蹄疫の発生

や新燃岳の噴火などによりまして、経済活動に

深刻な影響が生じているものと認識をしており

ます。このため、経済活性化対策「みやざき元

気プロジェクト」といたしまして、当初の骨格

予算や６月の肉付け予算、さらには口蹄疫復興

対策ファンド事業や９月補正予算なども含め

て、現時点で総額1,122億円になる事業というも

のを準備し、展開をしてまいりたいと考えてお

るところであります。

この中で、公共事業の取り組みとしまして

は、６月の肉付け予算におきまして、県単公共

事業を中心に28億円を追加的に措置いたしまし

て、肉づけ後の公共事業予算全体では対前年度

比の7.5％を確保するなど、積極的な対策を講じ

たところであります。こうした道路の改良や港

湾の整備を初めとする公共投資につきまして

は、地域経済に一定の波及効果をもたらすこと

が期待できるものと認識しておりますので、極

めて厳しい財政状況の中ではありますが、今後

とも県債残高の抑制など財政改革の取り組みを

推進しながら、選択と集中の考え方に基づいて

適切に対処をしてまいりたいと考えておりま

す。

最後に、ＴＰＰについてであります。ＴＰＰ

は、関税だけでなく、非関税障壁も撤廃し、サ

ービス貿易、政府調達、知的財産、人の移動な

どのさらなる自由化を進めるものでありまし

て、御質問のとおり、我が国の社会や経済への

影響が予想されるところであります。例えば、

規制の撤廃が行われますと、政府調達や医療分

野におきまして、企業間競争やサービスの質の

面への影響というものが、そして、外国人労働

者の拡大により雇用環境等への影響が生じるこ

とも考えられます。また、関税の撤廃により、

安い輸入製品が大量に入ってくると、デフレが
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加速し、国内経済への影響が懸念されるという

見方もあるところであります。このようなとこ

ろから、まずは、これらの問題等につきまして

きちんとした検証や議論がなされるべきであり

まして、現段階ではＴＰＰへの参加を認めるこ

とはできないものと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○井本英雄議員 ありがとうございました。

次に、高校教育について教育長にお聞きいた

します。

教育委員会の今年度の「活用する力」を高め

る授業力強化事業というのは、小中学校生がＯ

ＥＣＤのＰＩＳＡの試験に対応するものであり

ますが、一方、高等学校確かな学力強化推進事

業というのは、高校生が大学受験に対応するも

のであります。これは、つまり、小中学校にお

いては、ＰＩＳＡ型リテラシー（応用力）を重

視した教育でありながら、高校では、大学受験

のための知識重視の詰め込み教育が行われてい

るということであります。今、世界の教育の主

流は、私は、ＰＩＳＡ型リテラシーを重視する

教育であると思います。21世紀は、自分で考え

て自分で困難を切り開いていく、そういうたく

ましい人間をつくらなければならないからであ

ります。しかし、ほとんどの大学受験は知識を

試す受験が主流であります。したがって、高校

の教育は、暗記中心の知識重視の詰め込み教育

がなされることになります。教育委員会として

は、リテラシー重視の教育か、はたまた知識重

視の詰め込み教育か、股裂き状態にあるであろ

うと私は思うところであります。教育委員会と

しては、今後どのように対応していかれるつも

りなのか、お聞かせください。

また、大学受験が知識重視型の試験である限

り、高校教育は詰め込み教育にならざるを得ま

せん。私は、大学等に対して、リテラシーを重

視するような受験を行うよう働きかけるべきで

あると思いますが、教育長の御見解をお聞かせ

願いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 国際化、情報化、少

子高齢化など変化の激しい社会の中で、生徒が

みずから課題を見つけて主体的に判断し、より

よく問題を解決する能力を身につけることは、

ますます重要になってきていると思っておりま

す。このような状況の中で、高校教育におきま

しても、基礎的・基本的な知識・技能を確実に

習得させることを基盤としながら、情報活用能

力や表現力、コミュニケーション能力を総合的

に育成することを目的とする課題解決型の学習

活動を重視する方向へと大きく変容してきてお

ります。県教育委員会といたしましては、基礎

・基本の定着とそれらを活用した課題解決型の

学習活動を車の両輪として大切にしながら、今

後も高校教育の充実に努めてまいりたいと考え

ております。

御提言のありました大学入試の関係でありま

すけれども、大学入試におきましても、ＰＩＳ

Ａ型リテラシーを問うような問題が重視される

ように、徐々にではありますが、変わってきて

いるととらえております。御提言のありました

大学への働きかけにつきましては、全国高等学

校長会と国立大学協会等との意見交換の場など

で、大学入試のあり方についても要望できない

か検討してまいりたいと考えております。以上

です。

○井本英雄議員 ありがとうございました。

次に、東日本大震災ボランティア修学旅行に

ついてお聞きします。この大震災は1000年に一

度のことであります。私も被災地に行ってまい

りましたけれども、本当にこの世とも思えんよ
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うな悲惨な状況でありました。私は、若い人た

ち、心がまだやわらかい感受性の豊かなとき

に、ああいうものを現場で一回見る。もちろん

テレビなんかで見られるんだけれども、やっぱ

り現場で見るということは、昔から「百聞は一

見にしかず」という言葉がありますけれども、

現場で見せるということが、将来その若者たち

の成長にとって大きな影響を与えるものではな

いかなと思うわけであります。そういうこと

で、修学旅行を、ついでにあそこでボランティ

アをして帰ってくる、そういう企画を立ててみ

たらどうかなという提案でありますが、教育長

の御見解をお聞かせ願いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 高校生がボランティ

ア活動などに取り組みますことは、社会におけ

る自己の役割を自覚し、互いが支え合う社会の

仕組みを実感する上で大きな教育的意義がある

と考えております。本県では、過去の台風や新

燃岳噴火による災害の際に、各高校におきまし

てボランティア活動を生徒に呼びかけ、実際に

多くの高校生が活動に参加して、県民から感謝

をされますとともに、生徒自身の成長にもつな

がっているところであります。

被災地を訪れ、ボランティア活動を行っては

どうかとの御提言でありますが、修学旅行につ

きましては、１年前からそれぞれの学校で目的

を定め、生徒、保護者にも説明を行いながら、

目的地や見学先、研修内容を決定し、宿泊施設

や交通機関等の予約をしておりますので、今年

度の修学旅行の計画を変更することについては

困難ではないかと考えております。一方で、こ

としは、東北地方で全国高校総体、そして全国

高等学校総合文化祭が開催をされました。本県

からも数多くの高校生が参加をいたしまして、

現地の高校生との交流を通して多くの大切なも

のを学び、感じ取ることができたのではないか

なというふうに思います。このたびの震災や被

災地の状況等から学ぶべきものは多くありまし

て、これらを学ぶ方法につきましても、ボラン

ティアを含めさまざまな形があるのではないか

なと思います。来年度以降の修学旅行につきま

しては、保護者等の御理解もいただきながら、

各学校が適切に判断をしていくということにな

りますけれども、私といたしましては、高校生

が復興・復旧に努める被災地を訪問し、その状

況を実際に自分の五感を通じて体感すること

や、現地のさまざまな方々と交流することには

大きな意義があるというふうに考えておりま

す。

先ほど、全国高校総体あるいは全国高総文祭

で本県の高校生がたくさん参加したというふう

に申し上げましたが、ある生徒の感想では、現

地に訪れることによって、現地の人から、よく

来てくれたと、普通にこうやって来てくれるこ

とがありがたいんだと。そういう勉強もさせて

いただきましたというような発言がございまし

たので、御紹介をさせていただきたいと思いま

す。以上です。

○井本英雄議員 ありがとうございました。

教育長にもう一問、延岡高校、私の母校であ

りますけれども、新しく設置されたメディカル

・サイエンスコース、これはどのような特色が

あるのか、そのための予算はどのくらいついて

いるのか、お聞かせ願いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 延岡高校のメディカ

ル・サイエンス科につきましては、医師確保と

いう地域の課題や、東九州屈指の工業集積地に

位置しているという状況等を踏まえまして、地

域の医療や先端技術産業の将来を担う人材育成

を図るために、これまでの理数科をメディカル
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・サイエンス科に学科改編したものでありま

す。

特色といたしましては、学科の中にメディカ

ルコースとサイエンスコースを設定いたしまし

て、理科、数学、英語での少人数指導を行った

り、課題を設定した探求的な学習をし、その発

表を行わせるなど、質の高い学びを提供するこ

ととしております。また、病院、地域最先端企

業への職場見学やインターンシップ、大学や企

業関係者による出前授業、地域医療担当医師や

最先端企業技術者を招いての講演会などの取り

組みを行い、高い志を持って社会に貢献する人

材の育成を目指しているところであります。

なお、すべての高等学校に対して、キャリア

教育推進のための予算措置を行っているところ

でありますが、特に延岡高校を含む３つのモデ

ルとなる学校につきましては、研究費として年

間60万円を重点配分しているところでありま

す。以上です。

○井本英雄議員 ありがとうございます。60万

円が高いか少ないか私もちょっとわかりません

が、ひとつ効果的に使っていただけたらと思い

ます。

次に、新エネルギーについてお聞きします。

まず、宮崎県内で新エネルギーについて、先

ほども鳥飼議員が聞かれましたけれども、どの

ように進んでいるのか、具体的に環境森林部長

にお聞きしたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、新エ

ネルギーを積極的に導入するため、その指針と

なる「宮崎県新エネルギービジョン」を平成16

年３月に策定し、その推進を図っているところ

です。太陽光やバイオマスを活用した新エネル

ギーの具体的な導入状況といたしましては、平

成21年度末において、太陽光発電の発電能力は

約５万4,000キロワットで、この５年間でおよそ

２倍の伸び、それからバイオマス発電について

は約13万9,000キロワットで、この５年間でおよ

そ５倍の伸びとなっております。例えば太陽光

発電の５万4,000キロワットは、平均家庭約１万

世帯分の電気を賄えるものであります。太陽光

やバイオマス発電などの導入が拡大している

中、東日本大震災もあり、新エネルギーへの関

心はますます高まっているものと考えていま

す。

○井本英雄議員 新エネルギーに関する関心は

高まっておりますが、その中で、オーランチオ

キトリウムという藻ですけど、この名前をお聞

きになったことがありますでしょうか。これ

は、筑波大の渡辺教授が昨年12月に沖縄で発見

した藻であります。２～３年前に、石油をつく

ることで一躍注目を浴びたボトリオコッカスと

いうのがありましたけれども、それの10倍以上

の生産力があるということで、今、俄然注目を

浴びております。どのくらいすごいかと申しま

すと、１メートルの深さの池で２万ヘクタール

あれば、今の日本の石油すべて賄えるというも

のであります。２万ヘクタールとはどのくらい

かということでありますが、琵琶湖の大体３分

の１ぐらいの広さがあれば、日本の今の石油す

べてを賄えるということであります。

今、日本の耕作放棄地が38万ヘクタールであ

りますから、その一部を使えば可能だというこ

とになります。これは本当にびっくりするよう

な話であります。今、アメリカでは、バイオ燃

料の原料としてトウモロコシを使っております

が、面積だけの比較ですけれども、トウモロコ

シの５万倍の効率があるということでありま

す。日本が一躍産油国になるという夢のような

話でありますが、しかもまた、生活雑排水を食
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べてくれるということで、一石二鳥の藻であり

ます。

ただ、このオーランチオキトリウムというの

も、実は沖縄で発見されただけにちょっとした

ネックがあります。それは暖かいところを好む

と。30度ぐらいで一番繁殖するそうでありまし

て、沖縄でやるのが一番効率がいいのかもしれ

ませんが、沖縄は土地が狭いですので、そうい

う場所がなかなかないですので、私は、沖縄の

次に暖かいこの宮崎県でやったらどうかなと。

宮崎こそ手を挙げるべきではないかなと思った

次第であります。

渡辺教授によりますと、1,000億円ほど投資す

れば大体５年から10年で実現可能だと、実用化

可能だという話であります。一つの産業にもこ

れはなり得るわけでありますので、我が宮崎県

としてはひとつ注目してもらえんかなという提

言でありますが、環境森林部長の御見解をお聞

かせ願いたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 今、議員御紹

介のオーランチオキトリウム利用によるオイル

生産の研究は、大変興味深い話だと思います。

このオーランチオキトリウムに関しましては、

筑波大学の研究チームによって、議員おっしゃ

いましたように、昨年12月の学会で発表されて

以来、石油代替燃料への利用が大いに期待され

る藻類として、新聞やテレビ等で紹介されてお

ります。実用化に当たっては、最適な量産方法

や、この藻類によってつくられた油を効率よく

抽出する方法などの技術開発が必要であるとも

聞いておりますが、東日本大震災以降、新エネ

ルギーへの関心も高まっておりますので、今

後、バイオ燃料生産技術の一つとしてさらに注

視してまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。この

オーランチオキトリウムは、渡辺教授のところ

に外国からいろんなオファーが今来ているんで

すけれども、私は日本のためにこれを使いたい

んだということで、みんな断っているそうであ

りまして、日本がもしかするとという気がしま

す。そして、石油は、昔は我々、動物の死骸か

ら出てきたんだということを習いましたけれど

も、渡辺教授によると、実は藻から石油がつく

られたんだという説を言っています。そっちの

ほうが正しいんじゃないかということでありま

して、この藻を今後注目していただきたいと思

います。

それから、次の質問であります。障がい者用

トイレについてであります。

私は、延岡の障がい者の方たちから、ともか

く国道沿いにトイレをつくってほしいという要

請を受けまして、国道沿いといえばまずは国土

交通省だろうということで、早速、国土交通省

に行きましたが、だめと。えっということで県

土木にも行きましたけど、まただめ。小回りの

きく市だったらどうだろうかということで行き

ましたら、市もだめということでありました。

何でだめなのかというと、要するに障がい者用

トイレというのは単独の事業がないというんで

すね。何かの事業の一環としてあると。一環と

してしかつくれないというわけです。例えば公

園をつくる場合、公園事業の一つとしてトイレ

をつくる。あるいは道の駅をつくる。その道の

駅の事業の一つとしてトイレをつくることは

あっても、トイレだけをつくるという事業はあ

りませんということでありました。私は、へえ

と驚いたのでありますけれども、私たち健常者

は、便意を催せば、たくさんあるコンビニエン

スストアでも駆け込むことができますが、障が

い者の方たちは、一々出かける前にどこにトイ
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レがあるかということを調べて、それから出か

けるそうであります。我々も、健常者であるけ

れども、いつまた、それこそ障がい者になるか

もしれんわけでありますから、せめてトイレぐ

らいは不自由をしないようにしていただきたい

ものだなと思います。障がい者用トイレを道路

わきにつくれるような事業を立ち上げてもらえ

ないかと思うのでありますが、福祉保健部長の

お考えをお聞かせください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障がい者用の

公衆トイレの整備についてでございます。県で

は、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づ

きまして、福祉保健施設や文化施設を初めとす

る公共施設について、障がい者用トイレの設置

促進に努めるなど、バリアフリーの施設づくり

に取り組んできたところでございます。また、

これら公共施設のバリアフリー化の情報につき

ましては、ホームページで提供しておりまし

て、地図からの検索で障がい者用トイレの有無

などの情報が入手できるようにいたしまして、

障がいのある方々の外出を支援しているところ

でございます。御質問にありました公衆トイレ

につきましては、その設置及び維持管理は、法

令上、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃

掃法）というものがございますが、これにおい

て市町村の役割とされておりますことから、障

がい者用の公衆トイレの設置を計画する市町村

があった場合には、その相談に応じてまいりた

いというふうに考えております。

○井本英雄議員 市町村のほうがそういうのを

やろうとするなら相談に乗ろうという話であり

ますけど、県として独自にそういう予算をまず

はつくってもらえないかという気がしておりま

す。

次に、鹿児島―宮崎間に「ゆふいんの森号」

と同じような上品な列車を走らせたらどうかと

いう提案であります。我々は、日豊本線の高速

化のために、決起大会をやったり、あるいはＪ

Ｒ九州に陳情に行ったり、国土交通省に行った

り、毎年のようにやっておりますけれども、し

かし、私が県議会議員になる前からやっておる

んでしょうけど、もうらちがあかないと。これ

は私が思うに、死んだ卵をかえすようなもの

じゃないのかという気がしております。私は、

これはもうここで覚悟を決めて、のろい列車な

らのろい列車で、そのかわり魅力ある列車を走

らせたらどうかという提案であります。

大分―久留米間に「ゆふいんの森号」という

列車が走っております。私も一度乗ってみまし

た。上品なしょうしゃな列車でありました。私

と一緒に乗った友人が、おりるときには、「も

うこれで終わりか。もっと乗っておきたかった

ね」と言うぐらい気持ちがよかったんだろうと

思います。今、時あたかも鹿児島まで新幹線が

来まして、去年に比べると大体1.6倍ぐらいの乗

客が鹿児島中央駅におり立っているわけであり

ますが、これを何とか宮崎に引っ張ってくる方

法を考えなきゃいけません。そのために、私

は、宮崎―鹿児島間に、あの「ゆふいんの森

号」のような上品な列車を走らせてもらって、

列車の旅そのものを楽しんでもらう、そういう

企画を立ててみたらどうかなと思うのでありま

すが、知事の御見解をお聞かせ願いたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 現在、ＪＲ九州の中に

は、日南線を走る「海幸山幸」を初めとしまし

て、今御指摘のありました「ゆふいんの森

号」、また、「あそぼーい！」「ＳＬ人吉」

「いさぶろう・しんぺい」「はやとの風」「指

宿のたまて箱」など、全国のＪＲグループの中
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でも最も多くの観光列車が運行しているという

ことのようであります。また、2013年の春に

は、スイートルームとかレストラン、ラウンジ

などを備えて、２泊３日で九州をめぐる「九州

一周豪華寝台列車」の運行というのも予定をさ

れているというところでございます。基本的

に、新幹線で九州を訪れた観光客に、そこから

先はゆっくりとゆとりを持って九州各地の在来

線の旅を味わっていただくということで、九州

各地の観光地へ送客することを目的としている

というふうに伺っております。今御指摘のあり

ましたように、九州新幹線を利用して来られた

観光客をいかに本県に呼び込むかというものが

大変重要な課題となっておるところでありま

す。宮崎―鹿児島中央間におきましては、こと

し３月のダイヤ改正で、「リレーつばめ」車両

が数多く導入されまして、利便性、快適性の向

上が図られたところでありますが、御提案のよ

うな乗ること自体が楽しみな豪華列車での旅行

というのも、大変趣のあるいいものであります

ので、本県のＰＲにもつながるというふうに考

えられます。御提案の趣旨をＪＲ九州にもお伝

えして要望してまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございました。と

もかく急ぐ急ぐ、そういう時代じゃなくて、ス

ローライフとかスローフードという言葉があり

ますけど、ゆっくりと時を楽しむ、そういう列

車があってもいいのではないかと思っておりま

す。

最後に、ＳＯＨＯについてお聞きいたしま

す。

ＳＯＨＯは、７～８年前に非常に話題になり

ました。１人、２人で立ち上げられ、ベンチャ

ービジネスを育てるインキュベーターシステム

として話題を呼んだわけでありましたが、この

ＳＯＨＯを底辺として、そこからいろんな産業

が育っていくわけでありますので、底辺が大き

ければ大きいほど、広ければ広いほど立派な産

業が育っていくということが言えると思いま

す。その後、宮崎のＳＯＨＯの取り組みはどう

なったのか、現状はどうなのか、大きく育った

企業はあるのか、商工観光労働部長にお聞きし

たいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ＩＴを活

用して自宅や小規模事業所等で仕事を行う、い

わゆるＳＯＨＯにつきましては、宮崎県産業支

援財団におきまして、仕事のマッチングのため

に現在105事業者が登録され、21年度の73事業者

と比べますと32事業者ふえております。成功事

例といたしましては、３社ほど御紹介申し上げ

ますと、スマートフォン向けに開発したアプリ

ケーションが大手の携帯電話企業に公式に認定

された企業や、創業・新事業挑戦支援ファンド

から投資を受けて、ネットショッピングサイト

の構築サービスによって、従業員が２人から50

人を超えるところまで成長した企業、さらに

は、高度なレーザー特殊加工による偽造困難な

セキュリティラベルを製造販売し、本年６月に

は、九州ニュービジネス奨励賞を受賞した企業

などがございます。今後とも、このようなベン

チャー企業の支援は、新たな産業を創出する上

で重要であると考えておりますので、情報提

供、創業に関する相談対応、ファンドによる投

資、インキュベーション機能を有する貸しオ

フィスを提供すること等により、支援をしてま

いりたいと考えております。以上でございま

す。

○井本英雄議員 どうぞひとつよろしくお願い

しまして、私の質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。（拍手）
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○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。通告していました

が、宮崎市加江田地区の諸問題につきまして

は、月日と時間をかけて調べてまいりました

が、まだ十分とは言えず、残念ですが、今回取

り下げをいたします。

さて、グローバル化の新成長戦略のかぎは、

地域に、地方にあると私は考えます。ま

た、2011年は、その幕あけの年と言う学者もい

ます。そうであれば、これまでの中央集権的な

高度成長モデルではなく、低成長時代ならでは

の分権型・ボトムアップ型の成長モデルを考え

ていく必要があります。地方からの改革の重要

なポイントは、現場感覚で政策イノベーション

を起こし、魅力的な政策モデルをつくり、それ

を全国に波及させていくことであり、さらに地

域間での政策競争を促す仕組みをつくることだ

と思います。例えば、Ｂ級グルメグランプリ等

地域活性化に、地域から生まれたアイデアが起

爆剤として全国に広がっていることは御存じの

とおりです。成長戦略の観点からも、地域の創

意工夫は非常に重要であり、地方からの改革に

おいて問題があるとすれば、みずからの地域の

ことだけを考え、日本全体への責任が希薄に

なってしまうことではないでしょうか。

今、東日本大震災において、各県・各地でで

きることを精いっぱい支援していこうと動き出

したことは、地域間競争だけでなく、各地域の

努力、工夫や取り組みがつながり、きずなとな

ることの大切さが認識されているからだと思い

ます。宮崎県は、口蹄疫、鳥インフルエンザ、

新燃岳の噴火と災害に見舞われましたが、宮崎

県の再生・復興の取り組みは、現場の視点を重

視した地域間政策競争の政策論を巻き起こして

いくものとなり得ると私は期待をしています。

そのことを具体的に言えば、政策の地域間競争

は、政策選択における検証は欠かせず、首長と

議会は大きな責任を課せられることになりま

す。特に首長は、一定の評価が出るまでは、実

施した行政官として責任を放棄するべきではな

いと考えています。

期待を込めて、知事に質問をいたします。今

議会における知事から報告のありました経済活

性化対策「みやざき元気プロジェクト」の展開

についてですが、説明によりますと、「これま

での事業展開に加え、今後、必要に応じた補正

予算や来年度当初予算をも視野に入れつつ、行

政や民間団体、県民が連携し、広義の地産地消

など県内需要の拡大等を通じ、経済活性化に取

り組もうとするものであり、同時に、県民の皆

さんへの御理解と御協力の呼びかけでもありま

す」となっており、インパクトのある内容で

す。まず、広義の地産地消は、どのように解釈

すべきことで、また、どのように取り組んでい

かれるのかお尋ねをいたします。

次からの質問は、質問者席にて行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「広い意味での地産地消」についてでありま

す。一般的に「地産地消」といいますと、「そ
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の地域で生産されました農林水産物などの食材

をその地域で消費すること」という意味で使わ

れるわけでありますが、ここで「広い意味での

地産地消」といたしましたのは、県内産の農林

水産物の直接的な消費にとどまらず、食料品や

工業製品における原材料の県内調達であります

とか、県産木材などの県産品の利用・購入促

進、また太陽光やバイオマスなどの再生可能な

地域資源を利用した新エネルギーの利用拡大な

ど、さまざまなものを考えているところであり

ます。このように、原材料や製品をできるだけ

県内で調達するといったような幅広い取り組み

を進めることによりまして、本県経済の需要拡

大と県内消費が促され、県内経済の活性化が図

られるものと考えております。また、この「広

い意味での地産地消」を推進するに当たりまし

ては、市町村や経済界、県民の皆様を含め、県

全体で取り組んでいくことが大変重要と考えて

おりますので、市町村や経済界に協力をお願い

いたしますとともに、さまざまな機会を通じま

して、その重要性、またその取り組みへの参加

というものを県民の皆様にＰＲして訴えてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○井上紀代子議員 県内の観光地からのにぎわ

いが消えていると言われています。それで、観

光庁が７月半ばに発表した統計―対象は国内

主要旅行社59社―によりますと、日本人によ

る５月の国内旅行の取扱額は、前年同月比16.9

％減り、外国人の訪日旅行取扱額は、同60.4％

と大幅に減ったとなっています。国内旅行取扱

額は、ことし２月までの５カ月連続、外国人の

訪日旅行取扱額は、同14カ月連続で前年同月を

上回っていたんですけれども、ともに震災の

あったことし３月に大幅な減少に転じて、その

後も下落傾向が続いているとされています。も

ちろんいろいろな理由はあったと思いますが、

日本経済新聞社で６月に調査を実施して、観光

客に直接向き合う旅行会社、対象は83社なんで

すけれども、行政に求める観光振興策を複数回

答で上げてもらったところ、その結果は、最も

多くの回答を集めたのは、震災や原発問題など

に対する情報発信、安全性のアピールだと言わ

れています。全体の56.6％に当たる47社が上げ

た、「原発事故の終息が長引く中、風評被害が

拡大している。行政に求めるのは安全性のアピ

ールに尽きる」と、その声が大きいことを強調

しています。安全性のアピールに工夫を重ねて

成果を上げている自治体も現にあります。その

例として、栃木県の日光市が挙げられているわ

けですけれども、やはり日本が今どんなふうな

状況にあるかということをつぶさに連絡して、

そして現地に赴いて、そのことをしっかりとお

伝えして、そこの自治体の長が改めてその地域

の皆さんに声をかけていただく、そういうこと

によって現実に旅行がふえてきたという状況に

なっています。私は、ここでも言われておりま

すが、首長の海外訪問は、ただ行くだけでは本

当に不十分だと思っています。現地のメディア

に取り上げてもらって、インターネットや口コ

ミ情報などにうまく乗せることが重要で、その

ためには、各自治体が持つ海外人脈をフルに活

用すべきことというのを、この日光市の市長さ

んのされたこと、日光市の取り組みというのが

そういうふうに評価されています。

今、私どもは、常に情報がいっぱいの中で暮

らしています。私は今回、食の安心・安全とい

うのがどのように担保されているのかというこ

とを再三にわたってやりとりをしようと思って

おりましたが、なかなかこれは非常に難しい。
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地域間のいろいろな温度差もあり、そして今現

在、苦しんでおられる東北地方の皆さんのこと

を考えると、なかなかそこについて言いづらい

面もあるというふうに思っています。ただ、私

どもが東北地方をただ見守っているだけではだ

めで、各地域の中でしっかりした経済活動をし

ない限りは日本全体の復興がありませんので、

それによってでしか、各地域が元気になること

でしか、本当の意味での東北の支援にならない

のではないかというふうに思っています。その

ためには、やはり消費者と言われる方、そして

行動する多くの方々に対して、どうきちんとし

た情報を伝えるかということが大事なんです

ね。そこをしっかりと伝えていただきたい。そ

のツールが本当にあるのかどうかというのを非

常に疑問視しています。先日、本当にお気の毒

でしたけれども、ながの屋さんの瀬頭店が、本

来はそうではない情報が入って、そのことに

よって非常に迷惑をこうむられたという事情が

ありました。だから、今出される情報というの

は、本当に正確であるかどうかというのをどう

─事実の読み方ですね。だから、マスコミで

書かれていることも、それから私どもが発信す

ることも、すべてですけれども、どうやって事

実を読み込んでいけるのか、読み取ることがで

きるのかということが、今、非常に問われてい

るというふうに思っています。ですから、私は

中部地区の出先の皆さんとの意見交換会をした

ときに、衛生環境研究センターが63年のチェル

ノブイリ事故以来、ずっとセシウムについても

測定をしてきたという事実をそのとき教えてい

ただいて、大変うれしく思いましたし、そのこ

とがもっと一般の皆さんにもしっかりと伝わる

ことが必要だというふうに思っておりますが、

そのことについて、まずちょっとお聞きしてお

きたいと思います。現在の状況を教えてくださ

い。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、昭

和63年度から文部科学省の委託を受け、毎年、

空気中の放射線量や雨などの降下物、土壌、

茶、牛乳等について、放射能の調査を行ってお

ります。福島原発事故以降、これまで降下物、

土壌及び茶で、ごく微量の放射性物質が検出さ

れましたが、いずれも健康への影響のない極め

て低い値でありました。また、空気中の放射線

の量は、事故前と同じレベルでありました。調

査結果につきましては、結果がわかり次第、速

やかに記者発表を行っておりますし、報道機関

には積極的に報道していただいているところで

す。また、同時に県のホームページに掲載する

とともに、市町村にもお知らせしております。

今後は、市町村広報誌にも掲載していただくな

ど、より多くの方にお知らせしてまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 私は今回、知事の県政報告

のありようというか中身については大変評価を

しておりまして、これをぜひ、政策イノベー

ションの高さというのをアピールしていただき

たいというふうに思っています。ですから、政

策の地域間競争に耐え得る内容だというふうに

思っています。だから、100万泊県民運動とかお

もしろいと思うんですよね。ああいうものも含

めてそうですけれども、宮崎県がする今からの

政策イノベーションというのは、本当に丁寧に

丁寧に発信する必要があると思うんですね。先

ほど、セシウムのあれも非常に低い値であると

いうことは、私どももそうやって聞くと、うれ

しいと思っています。それで、それがどうみん

なが納得する形で、そこがどう伝わってくるか

が問題なんですね。一応新聞社にも言ってい
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る、市町村にもこうしている、でも届かないと

いうことに対する焦りみたいなものが私自身の

中にはちょっと残っていることを言っておきた

いと思うんですけれども、農政水産部長に

ちょっとお尋ねしますが、例えば、牛肉の消費

拡大を図ると、この中にも書かれているんです

ね、知事の報告、「元気プロジェクト」の中に

もあるわけですけれども、具体的にどういうこ

とをしようと思っておられるのか、そこを聞か

せてください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 具体的には、

ＪＡグループ等とも連携を図りながら、消費の

ためのパック販売が一つと、あとプレミアム商

品券がありますけれども、再生・復興のための

牛肉のプレミアム商品券を発行したいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 今インターネット上では、

もう日本の牛肉はだめだから外国のものを食べ

たほうがいいよとかいうのを、まことしやかに

流している情報とかもあります。だから、だれ

がどのような情報をとっていくのかというの

は、これはわからないことではあるんですね。

ただ、少なくとも、九州で栽培しているものも

含めて、非常に安心・安全な食べ物であるとい

うことは、現実に私どもが感覚的にもわかる内

容なんですね。ですから、そこは外国の皆さん

も含めてそうですし、県内の皆さんも確信を

持ってそこはちゃんと認識する必要というのが

あるのではないかというふうに思います。原子

力発電所の問題とはまた別問題として、やはり

自分の地域の問題と、それから事実的なものは

事実的なものとしてきちんと受けとめて、そこ

から打って出るという必要はあるのではないか

というふうに私は思っています。広報の伝え方

といいますか届かせ方というのは、もう少し工

夫をしていただけるといいのかなというふうに

思っております。これは答弁は要りませんの

で、それでは、次の質問に移りたいと思ってい

ます。

まず、本県の障がい者雇用率の現状につい

て、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の障がい

者の雇用率でございます。宮崎労働局の調査に

よりますと、平成22年６月１日現在でございま

すが、法定雇用率1.8％が適用されます県内企

業549社のうち、法定雇用率を達成した企業の割

合が69.4％でございまして、都道府県別で１

位、また、障がい者実雇用率は2.03％で、都道

府県別で８位という状況となっております。

○井上紀代子議員 やっぱり数字だけにとらわ

れるだけではだめだと思うんですよね。だか

ら、これをまだもっともっと宮崎はいいほうで

すよという話で取り入れるのか、それとももっ

と努力をするというほうに取り上げるのかで

ちょっと違うと思うんですけれども、障がい者

雇用制度には、トライアル雇用とか精神障害者

等ステップアップ雇用というのがありますが、

その活用状況について、また部長にお尋ねしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話のありま

したトライアル雇用及び精神障害者等ステップ

アップ雇用につきましては、いずれも宮崎労働

局で実施している事業でございます。まず、ト

ライアル雇用でございますが、企業が一定期

間、障がい者を試行的に雇用いたしまして、本

格的な雇用につなげる制度であり、平成22年度

の実績は、終了者数が131人、そのうち常用雇用

に移行できた方が113人となっております。次

に、精神障害者等ステップアップ雇用につきま

しては、精神障がい者及び発達障がい者を対象
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に、一定程度の時間をかけまして、障がい者の

職場への適応状況に合わせて、就業時間を徐々

に延長していくことができる制度でございまし

て、平成22年度の実績は、終了者数８人となっ

ているところでございます。なお、県におきま

しても、地域の企業、民間教育機関等に職業訓

練を依頼いたしまして、地域の障がい者雇用ニ

ーズに対応しながら、就職に必要な知識や技能

を習得する委託訓練事業を実施いたしておりま

して、実績といたしましては、平成22年度で受

講者が60人、そのうち常用雇用に移行できた方

が34人となっているところでございます。

○井上紀代子議員 今、現状とそれから対策に

ついて、しっかり受けとめさせていただいたん

ですが、障がい者雇用の制度というのは、企業

にもっと丁寧に周知されるべきではないかなと

思うんですけれども、そのことについて、県は

どのような取り組みを行っているのかを最後に

お聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 企業等への障

がい者雇用制度の周知でございますけれども、

県を初めといたします関係機関では、毎年この

９月の障がい者雇用支援月間を中心にいたしま

して、障がい者雇用について、県民を対象に広

く新聞やテレビ等で啓発を図りますとともに、

多くの企業を対象に障がい者雇用促進のための

セミナー等を開催いたしまして、企業が利用で

きる諸制度や雇用事例の紹介等に努めていると

ころでございます。また、宮崎労働局を初め、

ハローワークや障害者就業・生活支援センター

等の関係機関が連携いたしまして、企業等を直

接訪問しながら、その職種に応じたきめ細やか

な障がい者雇用についての改善・提案を行いま

すとともに、利活用できる制度の説明等も行っ

ております。さらに、県庁が率先いたしまし

て、知的障がい者並びに精神障がい者を対象

に、臨時職員としての任用や職場実習を行うこ

とによりまして、県民・企業に対する障がい者

雇用への理解促進にも努めているところでござ

います。県といたしましては、今後とも、関係

機関と一層の連携を図りながら、障がい者雇用

制度や活用事例等の周知を積極的に推進いたし

まして、さらなる障がい者雇用の拡大に努めて

まいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ積極的な推進に取り組

んでいただきたいと思います。それで、他県で

は、それを番組化して、企業も含めてそうです

けれども、全体的に流しているという例もあり

ます。できるだけ多くの皆さんに知っていただ

くということが、まずここも必要なのではない

かというふうに思っておりますので、ぜひよろ

しくお願いしておきたいと思います。

次に、クリティカルパスについて、ちょっと

お尋ねをしておきたいと思います。今、私は医

療問題のところの特別委員会に所属しておりま

して、今回この委員会では、がん条例をつくる

ための努力をさせていただいています。たまた

ま私の身内に、若いんですけれども、がんの患

者となった者がおりまして、そのこともあっ

て、ちょっと強く受けとめたせいもあるんです

けれども、このクリティカルパスについて、各

県をちょっと調べてみました。やはりこれにつ

いては本当に必要性もあるし、ぜひ早期に取り

組んでいただきたいというふうに思っていま

す。つまりクリティカルパスというのは、医療

の内容を評価・改善して、質の高い医療を患者

さんに提供することを目的として、入院から退

院までの計画を立てたもので、患者さんには、

検査の予定や治療の内容、リハビリテーション

の計画、いつごろ、どのような状態になれば退
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院できるかなどを一覧表にして説明することに

なります。ただ、すべての病気がクリティカル

パスを用いて医療を行うことがいいというわけ

ではないのですけれども、がんには特にいいと

言われています。そして、もう一つメリットと

して、広域の患者を効率的に適切に診療ができ

ますし、細かな診療情報を共有でき、医療機関

に変更があっても継続的な治療が可能で、患者

さんに大きな安心感が生まれると言われていま

す。また、がん診療の地域格差を埋める効果が

期待できるというふうに言われています。一応

宮崎県もクリティカルパスの導入に努めるとい

うふうにはしておりますが、現在の進捗状況を

お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 地域連携クリ

ティカルパスでございますが、これは今議員の

ほうからお話がございましたように、手術など

の専門的治療を行う病院とかかりつけ医が、共

通の診療計画を用いまして、患者に診療内容や

医療機関の役割分担を提示・説明することによ

り、患者が安心して継続した医療を受けること

ができるようにする仕組みでございます。がん

に関する県内共通の地域連携クリティカルパス

につきましては、都道府県がん診療連携拠点病

院であります宮崎大学医学部附属病院に設置さ

れました宮崎県がん診療連携協議会において、

５大がんであります肺がん、胃がん、肝がん、

大腸がん、乳がんについて、運用の準備が進め

られておりまして、本年10月から開始されるこ

ととなっております。以上でございます。

○井上紀代子議員 素早い取り組みをよろしく

お願いしておきます。

それでは、次に、児童虐待の問題についてお

尋ねをいたします。厚生労働省の調査で、2010

年度、児童虐待の児童相談所が対応した件数が

５万5,152件になって、前年度比28.1％増加した

ことが報道されました。震災の影響で、宮城、

福島、仙台市の分が含まれていませんが、前年

よりも１万2,090件多くなっています。まず、本

県の児童虐待の現状と、県内３カ所あります児

童相談所ごとの相談処理件数についてお伺いを

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 昨年度、本県

の児童相談所で対応いたしました児童虐待の相

談処理件数は451件でございまして、10年前の平

成12年度の193件と比べて2.3倍に増加し、全国

同様、過去最多となっております。虐待の種別

といたしましては、ネグレクトが172件と最も多

く、次いで身体的虐待が160件、心理的虐待が97

件、性的虐待が22件となっております。また、

県内３カ所の児童相談所ごとの相談処理件数に

つきましては、中央児童相談所が253件、都城児

童相談所が126件、延岡児童相談所が72件となっ

ております。

○井上紀代子議員 虐待対応件数は、10年度ま

での11年間で4.7倍になる一方で、児童福祉司の

増加は2.1倍にとどまっています。国と地方の財

政難が背景にあって、児童福祉司の配置基準見

直しは厳しいと言われています。昨年夏の総務

省調査で、受け持つ件数が多くて、児童福祉司

の６割が虐待対応の負担が非常に大きいと感じ

ていることが明らかになっています。また、残

念なことに、関係機関の連携のなさから、最悪

の事態に至ったケースもあることが発表されて

います。増加する児童虐待に対応した児童相談

所の体制強化と、市町村との連携はいかがなの

でしょうかお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話がござい

ましたとおり、増加する児童虐待に適切かつ迅

速に対応するためには、専門機関であります児
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童相談所の機能強化はもとよりでございます

が、住民に身近な市町村を中心に、地域の関係

機関が広く連携することが重要であるというふ

うに考えております。このため、児童相談所に

おきましては、児童福祉司の配置についてでご

ざいますが、平成12年度には10名であったもの

を、順次増員いたしまして、現在23名といたし

ますとともに、今年度は、相談支援活動を円滑

に遂行するため、組織の見直しを行い、相談支

援担当を２担当制にするなど、体制の強化を

図ってきたところでございます。また、市町村

との連携についてでございますが、現在、全市

町村に設置されております要保護児童対策地域

協議会の活動を通じまして、市町村、保育所、

警察、学校、民生児童委員等の関係機関との情

報交換や役割分担を図りますことで、地域全体

で児童虐待の早期発見と適切な対応がなされる

よう、連携の強化に努めているところでござい

ます。

○井上紀代子議員 次に、重ねて、児童虐待に

つきましては、先ほどもちょっと部長からもあ

りましたが、地域の力が本当に大切ですが、そ

の取り組みについてお尋ねをしておきます。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまも申

し上げましたが、地域における児童虐待の防止

につきましては、市町村や要保護児童対策地域

協議会を中心に対応しておりますけれども、さ

らに保健事業等を活用した取り組みも行ってい

るところでございます。具体的には、保健師や

母子保健推進員、それから民生児童委員等を活

用いたしました乳児家庭全戸訪問事業や育児支

援訪問事業を実施しておりますほか、病気や仕

事などにより一時的に育児困難となったときに

児童を預かる子育て短期支援事業や、子育て支

援センターを利用した育児相談などを行ってい

るところでございます。児童虐待の防止につき

ましては、地域における子育て支援も重要な役

割を担っておりますので、さまざまな社会資源

や人材の活用を図りながら、「未来みやざき子

育て県民運動」の一環として取り組んでまいり

たいというふうに考えております。

○井上紀代子議員 震災以降、今まで、小さな

子供さんをお持ちのお母さんに、子供と自分と

の関係というものについてアンケートをされて

いるんです。それが震災後は非常に大きな変化

があって、子供のそばにいて、子供が不安もあ

るかと思うし、お母さんも落ち着いていないせ

いもあると思うんですけれども、この関係につ

いていらいらするという方が、お母さん方のパ

ーセントで70％を超しているという例がデータ

として発表されています。ということは、自分

のいらいらがどこかに向かっていくということ

が起こり得るということだと思っています。そ

れで、民生児童委員の皆さん方は、大分負担が

重たいことではあるかと思いますが、いろんな

意味で─自宅に子供と２人でいるとか、子供

とお母さんだけでいる家庭というのは結構ある

と思うんですよね。だから、どこかに出てきて

くださって、どこかでそんなことも含めて発散

していただければいいけれども、そうじゃなく

て家庭内にいらっしゃる方たちのところには、

やはり訪問していって声をかけて、少なからず

だれか聞いてあげられる人がいるんですよとい

うことはお伝えする必要というのがあると思う

んですね。他県でも、児童委員の方が自宅に訪

問していって、「何か困ったことはないです

か」と言って声をかけてくださっているという

例はありますので、このあたりの強化について

もぜひやっていただきたいと思います。地域の

中にある力というのが、ただ決められた行政だ
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けのネットワークだけではなくて、民間の方

も、それから地域にいらっしゃる高齢者の皆さ

んのところにも広がっていくようにしなけれ

ば、なかなか本当によその人の家庭の中のこと

を言いづらいというのは、皆さんお持ちだと思

うんですね。だから、お一人でも助かるために

は、そのことをしっかりとやっていただければ

と思っておりますので、そのことを要望してお

きたいというふうに思います。

次に、教育問題について、教育長にお尋ねを

いたします。

何度も何度も申し上げて恐縮ではあるんです

けれども、延岡しろやま支援学校の開校に向け

た準備の中で、新聞等によりますと、保護者や

教職員が、なかなか情報が伝わってこないと

か、本当に間に合うのかという不安を持ってい

るというような報道等もありましたけれども、

現実に今、教育委員会のほうとしては、保護者

や教職員の方たちにどのような説明と情報提供

を行っているのかお伺いしておきます。

○教育長（渡辺義人君） 今議会に議案として

上程されております延岡しろやま支援学校の開

校に向けましては、保護者など関係の方々への

説明を十分に行いながら、ともに新しい学校づ

くりを目指していくことが重要であると考えて

おります。このため、昨年度は、計14回の保護

者説明会を実施したり、新設校の理念や方針、

運営方法に関する説明小冊子を配付するなど、

情報提供や説明に努めますとともに、いただい

た御意見につきましては、例えば保護者送迎用

の屋根つき駐車場の拡張など、可能な限り整備

計画に反映したところであります。今年度にお

きましても、学校の運営方法等について、保護

者の代表や３つの学校の教職員が参加する検討

会をこれまでに延べ200回以上実施し、協議を

行っているところであります。また、検討会の

協議内容や準備の進捗状況につきましては、保

護者向けの定期的な会報でお知らせしますとと

もに、保護者説明会や完成した施設の見学会を

開催し、御意見を伺うなど、新しい学校づくり

のための説明や意見交換に努めているところで

あります。

○井上紀代子議員 この延岡しろやま支援学校

というのは、いろいろこれに似たような学校が

ほかに全国的にあるのかどうかちょっと調べて

みましたら、本当にないんですね。これはまさ

に全国的にもまれな学校であるというふうに言

わないといけないと思います。ですから、私は

この基本構想の概要というのをいただいており

ますが、設置理念のところに、「地域とともに

子供たちの自立する心と力を育み、可能性を高

め、未来を拓く総合的な専門教育の実現」、そ

して基本方針としては、多様な教育的ニーズに

対応した専門性の高い教育、ライフステージに

応じた支援、医療・福祉・保健・労働と連携し

た地域支援を行うと。この構想そのものは、本

当に評価すべき内容だというふうに思っていま

すが、理念や基本方針どおりに開校準備という

のが進められているのかどうか、そこについて

教育長にお尋ねしておきます。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の基本構想につきましては、今、議員から御

紹介ございましたように、「地域とともに子供

たちの自立する心と力を育み、可能性を高め、

未来を拓く総合的な専門教育の実現」を設置理

念としているところであります。また、基本方

針につきましても、３点、今、議員から御紹介

のあったとおりであります。また、これまでの

学校にはない新たな機能といたしまして、４つ

の付加機能を基本構想に掲げているところであ
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ります。１つ目には子育て支援機能、２つ目に

自立支援機能、３つ目に研修・啓発機能、４つ

目に地域交流機能であります。この基本構想に

従いまして、例えば、仮称ではありますが、子

育て支援機能のための地域教育支援センターや

自立支援機能のための自立支援センターを設置

することにいたしております。これらはそれぞ

れ、障がいのある子供のワンストップ相談窓口

や、卒業後も含めて自立に向けた就労や生活に

関する相談を行うセンターとなるものでありま

すが、その運営内容について、延岡市を初めと

する地域の医療、福祉、労働等の関係機関や保

護者の代表が参加する場におきまして、調整を

進めているところであります。今後とも、保護

者を初め関係者の皆様との連携を深めながら、

設置理念にふさわしい、全国に誇れる専門性の

高い総合的な特別支援学校を目指してまいりた

いと考えております。

○井上紀代子議員 期待をしておりますので、

その理念どおりに進んでいかれることをお願い

しておきたいと思います。

そこで、先日、私も教育振興大会の中で教育

長のところにお伺いをさせていただいたんです

が、そのときにちょっと保護者の皆さんから心

配が出たのは、人員配置を含めて、開校準備と

いうのは本当に大丈夫なのかということを言わ

れておりました。というのは、例えば３校が１

つになってくれば、そこで人員が減っていくわ

けですが、その減り方が、何が減っていくのか

ということが非常に問題だと思うんですね。で

すから、障がいが違う３つの学校が統合される

わけですから、やはり養護教諭の先生の数が減

るというのは非常に問題もありますし、そうい

う人的配置とか開校準備というのはどのように

進められているのか、教育長にお尋ねしておき

ます。

○教育長（渡辺義人君） 来年４月の開校に向

けた準備状況ということでお答えをさせていた

だきますが、まず、施設設備の工事進捗状況に

つきましては、運動場と駐車場の一部は、開校

年度の平成24年度に整備する予定であります。

今年度に整備を予定しているものにつきまして

は、当初の計画どおり、順調に工事が進んでい

るところであります。なお、管理棟、聴覚障が

い教育棟、相談棟につきましては、既に完成い

たしております。また、学校運営につきまして

は、今年度、専任の教職員を配置した新設県立

特別支援学校開設準備委員会を設置し、統合す

る３つの特別支援学校のすべての職員が、組織

運営ですとか地域支援など、そういったテーマ

別に設定いたしました12の小委員会のいずれか

に所属いたしまして、学校運営上のさまざまな

事柄について細部にわたり検討し、万全の準備

を進めているところであります。なお、お尋ね

の教職員の人員配置につきましては、学校の規

模や児童生徒の実態に配慮した指導体制、さら

には子育て支援機能や自立支援機能の充実な

ど、現在、検討を行っております学校運営内容

の全体像を踏まえながら、適切な人員配置を検

討してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 延岡しろやま支援学校は、

西高跡地に建てられているということもありま

すので、やはりこれからも特別支援学校が地域

の学校となるための努力というのが大変必要だ

と思っています。そのために、延岡市、そして

また地域の関係機関との連携、住民の協力、こ

れはどのように考えておられるのかお伺いをい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の設置理念には、地域とともに自立する心と
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力をはぐくむことを掲げておりまして、地元の

延岡市には、基本構想策定の段階から協議に参

画していただいております。その協議を踏まえ

まして、現在、子育て支援機能の充実を図るた

めに新たに設置します教育相談棟におきまし

て、福祉事業による支援や就学相談を実施する

など、市とのさまざまな連携・支援体制のあり

方について、詰めの作業を行っているところで

あります。また、巡回療育支援を行っている

「こども療育センター」や、福祉相談を行って

いる延岡の「そうだんサポートセンター」、そ

れから地域支援運営に係る助言をいただいてお

ります「九州保健福祉大学」など、医療、福祉

等の関係機関や、ＮＰＯ団体との連携・協力体

制についても、調整を進めているところであり

ます。さらには、地域住民との協力関係を築く

ためには、まず何よりも、子供たちや学校が地

域に愛され、地域の方々から親しみを持たれる

学校となることが重要であります。このため、

気軽に訪れることができる開かれた学校を目指

して、体育館、運動場等の地域への開放、障が

い理解やボランティア活動に関するセミナーな

どの開催、それから災害時の避難場所としての

活用などを計画しているところでありまして、

地域とともに歩む学校となるように開校準備を

進めているところであります。

○井上紀代子議員 この延岡しろやま支援学校

は、ほかの県からも、将来的な状況とかをかん

がみて視察に来られる可能性というのは非常に

高い学校だと思います。そういう意味では、大

変御負担も重いかもわかりませんが、ぜひいい

学校になるような開校をよろしくお願いしてお

きたいというふうに思っています。

次に、防災教育のことについて、教育長にま

たお願いをしたいと思います。文部科学省の有

識者会議が７日に、東日本大震災を受けて、公

立学校の児童生徒が災害時に自分で危険を回避

する能力を育成することや、ボランティア活動

の理解を深めるため、防災教育の充実を必要と

するという提言をまとめています。確かに、災

害が起こった場合、何か危機管理の場合のとき

に、どういうふうに自分たちがしていくのかと

いうのは、これは一番大事な点だと思うんです

けれども、地震・津波による被害が想定される

各学校の―これだけではないんですが―危

機管理マニュアルの見直しと避難訓練の実施状

況について、教育長にお尋ねをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 地震による津波や土

砂崩れなどによる被害が想定される各学校にお

きましては、東日本大震災後に緊急に危機管理

マニュアルの点検・見直しを行っております。

さらに、児童生徒の登下校時や部活動中、ある

いは在宅時などの発生を想定した視点を加える

など、随時、点検と見直しを進めているところ

であります。また、避難訓練につきましては、

被害が想定されるすべての学校におきまして、

危機感を持った実践的な取り組みがなされてお

りまして、中には、避難場所をより高いところ

へ変えて再度訓練を行ったり、あるいは幼稚園

と小学校が合同で訓練を行ったりするなどの独

自の工夫を凝らした取り組みを行っている学校

もございます。なお、災害発生時の児童生徒の

安全確保は、学校だけではなくて、保護者や地

域にもつながる課題でもありますために、例え

ば地域住民と児童生徒が地域における避難場所

を一緒に確認したり、地域が実施する自主防災

訓練に子供たちも参加するなど、学校と地域が

連携した取り組みも重要であると考えておりま

す。

○井上紀代子議員 子供たちが防災訓練のとき
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に避難をするときに、頭を守るために、上のほ

うに教科書だったりランドセルだとか頭に載せ

たりしながら、自分を守ろうとしているという

のがニュースなんかで出てくるんですね。少な

くとも、防災ずきんて昔の話だと思っていまし

たけれども、あれって本当に有効なんだなとい

うのは一つ思いました。でないと、両手が使え

ないということもありますので、できたら、そ

ういうことも今後、私たちも考えていかないと

─地域で何かができるとすれば、そういうボ

ランティア活動、それをつくってさしあげると

かいうボランティアも必要なのかなというふう

に思った次第でした。今後、私がちょっと心配

しておりますのは、会派で宮城に行きましたと

きに、津波てんでんこ─さっきどなたかも紹

介されましたが、私は今回の釜石の奇跡という

のを、私ども宮崎県の子供たちにしっかりと認

識してもらいたい。どう体の中にしみ込ませて

いくかということが大変重要だと思うんですよ

ね。釜石の子供たちは、想定を信じない、自分

の命を守ることは周りの命を救うことになる、

この一点においてずっと訓練を受けてきて、そ

してあの釜石の奇跡と言われる、だれ一人死亡

者を出さなかった、中学生がちっちゃなちっ

ちゃな小学生の子供たちを守りながら全員が救

われたという例がありました。これは私は本当

に学ぶべき内容だというふうに思っています。

ですから、危機管理マニュアルがどんなふうに

つくられようと、マニュアルどおりにいかない

場合に、自分が命を守っていくことができるか

ということを、どう防災教育の中でしっかりと

植えつけるかということが、私どもに求められ

ているのではないかというふうに思っていま

す。そういう子供たちを育てることについて、

教育長の見解をお伺いしておきたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 今、釜石の奇跡につ

いて御紹介がありましたけれども、災害発生時

の適切な判断や行動選択ができる児童生徒の育

成が喫緊の課題であるととらえております。そ

のために、これからの防災教育におきまして

は、今回の震災の教訓や過去のあらゆる災害か

ら、さまざまな危険を予測することの大切さを

伝え、どのように対処すべきかを考えさせるな

ど、児童生徒みずからが状況に応じて臨機応変

に対応できる力を育成することが大切であると

考えております。県教育委員会といたしまして

は、先進県の取り組みも参考にしながら、学校

の教育活動全体を通して、児童生徒一人一人に

「自分の命は自分で守る」という強い意志を持

たせる防災教育の充実に努めてまいりたいと考

えております。

○井上紀代子議員 よろしくお願いいたしま

す。

次に、高等学校「確かな学力」強化推進事業

の中身なんですけれども、サマーセミナーを実

際に、私は田口議員、渡辺議員と一緒に西高に

行き、本当に驚くほど先生と生徒たちが生き生

きとした授業を展開しているというのを目の当

たりにしました。そして、我が県の先生も本当

にこんな方もいらっしゃるのかと思うほど、非

常に情熱的な授業をしておられて、子供たちも

またそれを本当に吸収していく、大きな力で受

けとめているというのを、実際、目の当たりに

しました。そして、私はこの性格ですので、一

々学校の先生、見学に来られた先生、それから

生徒さんたちとかにも質問してみたんですけれ

ども、なかなか本当に評判がよく、本当に次の

ステップに向かっているというふうに思ってお

りますが、この成果といいますか、それをどの
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ように教育長は評価されておるのか聞かせてく

ださい。

○教育長（渡辺義人君） 普通科高校サマーセ

ミナーは、平成17年度から高校３年生の夏の合

同学習会として開始されたものでありまして、

ことしで７年目となります。対象生徒は、県内

の県立・私立高校の３年生のうち、国公私立大

学を志望している生徒でありまして、生徒の志

望に合わせまして、難関大学レベルから基礎・

基本のレベルまで、全部で８コース、計18クラ

スを開設いたしまして、約700名が受講しており

ます。また、授業を担当する教科指導力向上支

援教員は、すぐれた指導力のある教員として各

高等学校長から推薦され、県教育委員会が任命

しているものであります。このセミナーは、全

県下の志を同じくする高校生が一堂に会して、

すぐれた指導力のある教員の授業を受けて、他

校の生徒と机を並べて切磋琢磨し合い、その後

の学習に向けて、意欲を高めることを目的とし

ております。ことしの生徒のアンケートの結果

を見てみますと、「先生の講義は理解できた」

と答えた生徒が95％、「参加してよかった」と

答えた生徒は97％でありまして、例年と同様に

大変高い満足度でありました。また、生徒の感

想にも、「他校の生徒からよい刺激を受けた」

というものや「いつもと違う先生から新しい考

え方や新しい学習法を学んだ」などの声が、例

年、数多く寄せられているところであります。

このようなことから、普通科高校サマーセミナ

ーの所期の目的は達成できているのではないか

なというふうに考えております。

○井上紀代子議員 そこでなんですけれども、

その生徒さんたちというのは、大体宮崎県の高

校生の15％ぐらいだと言われています。それ

で、参加できる生徒が限られているので、そう

いうすぐれた指導や授業、これは県全体にどう

いうふうにして広めていかれるのか、教育長に

改めてお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） サマーセミナーは、

教員への授業公開も兼ねておりまして、普通科

高校に限らず、すべての県立高校や私立高校に

も参観を呼びかけ、例年100名以上の教員が授業

を参観しておりまして、その後、その成果を各

学校に持ち帰って、生徒の指導に生かしており

ます。また、サマーセミナーは、支援教員の数

や会場の事情等によりまして、生徒の参加人数

に一定の制約がありますけれども、各学校で

は、学校の代表として参加するよう呼びかけて

おりまして、大半の生徒はそのような自覚で参

加いたしておりますので、参加した生徒が３日

間の学習の成果や体験を学校に持ち帰り語るこ

とで、各学校の生徒に大きな刺激をもたらして

いるものと考えております。それから、57名の

支援教員につきましては、県内各地域、各学校

のすぐれた指導力を持つ教員を任命しておりま

して、それぞれの学校で教科指導のリーダーと

なっているところであります。また、支援教員

は、セミナー後の９月から12月までの間に、そ

れぞれの学校を会場として授業を公開する研修

会を行っておりまして、毎年150名前後の教員が

この研修会に参加いたしておりますので、その

効果が県全体に広がっているところでありま

す。サマーセミナーは、本県高校生の学力向上

と教員の指導力向上に取り組む事業の柱とし

て、今後とも実施してまいりたいと考えており

ます。以上です。

○井上紀代子議員 今回、中山間地域振興計画

というのが議会にかかっています。これの中で

私が一番気になるのは─教育部門のところが

すっぽりと抜けてしまうのではないかという心
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配をしています。地域に学校がなくなると、こ

れが一番問題なんですね。岩下議員のほうから

は、串間の福島高校のお話が出ました。そし

て、えびのの飯野高校は、市長さんが中心に

なって、また教育委員会のほうにも存続をお願

いされています。そしてもう一つ、宮崎県の海

洋高校、これはまた誇り得る高校だと私は思う

んですね。ところが、そういうところを絞った

りなくしたりしてしまうと、大変損失ではない

かなと思うんです。逆にそれを磨き上げてい

く、そして、例えば飯野は飯野のよさをどう発

揮させるのか、福島は福島のよさをどう発揮さ

せるのかということが大事だと思うんですけれ

ども、高校再編の問題について、今後、教育長

はどのようにお考えなのか、そこの見解をお伺

いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成25年度以降の本

県高等学校のあり方につきましては、現在、教

育庁内に高等学校教育整備検討委員会を設置

し、本年度中を目途に「宮崎県立高等学校教育

整備計画」として公表する予定にいたしており

ます。この計画につきましては、学識経験者等

から構成されます学校教育改革推進協議会か

ら、ことしの２月にいただきました報告を踏ま

えまして、高等学校の各学科の特色づくりや高

校入学者選抜制度の改善、さらには小規模の学

校のあり方など、今後の本県高等学校教育の姿

を総合的に示す計画として策定することにいた

しております。この計画の検討を進めていく上

では、今お話にありました点も含めまして、廃

止ありきという議論ではなくて、まずは、いか

にして生徒にとって魅力と活力のある教育環境

を提供できるか、そういう視点に立って取り組

んでいるところであります。以上です。

○井上紀代子議員 それでは、県民政策部長に

お伺いしたいと思いますが、この中山間地域振

興計画の策定に当たって、学校再編について教

育庁とは議論をされたんでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今回の中山間

地域振興計画（案）につきましては、庁内の関

係部局と十分な協議を重ねた上で、今議会に上

程いたしました。したがいまして、教育委員会

とも中山間地域における教育の課題等につきま

して議論した上で、計画案を取りまとめており

ます。

○井上紀代子議員 ぜひ教育のところはしっか

りと押さえないと、本当に地域から学校がなく

なるということは、逆にもっともっと寂しい地

域になるのではないかというふうに思います。

もう一つ、中山間地域の活性化のためには、

特に人が交流すること、そして子供が交流する

ことが必要だと私は思っているんですけれど

も、そのことについて、県民政策部長はどのよ

うにお考えなんでしょうか。「宮崎を知ろ

う！100万泊県民運動」は、この本会議に提案さ

れている内容ですので、このことを踏まえた上

で、どう教育委員会も含めて動かしていくの

か、県民政策部長にお尋ねします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今回の計画案

では、「持続可能な中山間地域づくり」を目標

として掲げておりまして、県民一人一人が中山

間地域のよさを認識し、支えていくこととして

おります。中山間地域の持つ魅力について認識

を深め、愛着を持ってもらうためには、子供の

ころから中山間地域を訪れ、さまざまな交流・

体験をすることが大変重要でありまして、その

ことが将来にわたって中山間地域づくりにつな

がっていくものと考えております。このため、

「子ども農山漁村交流プロジェクト」あるいは

グリーンツーリズムの取り組み等について、国
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や市町村あるいは関係部局、さらには教育委員

会、さまざまな部局等と連携しながら促進して

まいりたい考えております。また、計画案にお

いては、「中山間地域をみんなで支える県民運

動」を進めることとしておりまして、その中

で、関係部局と連携しながら「宮崎を知ろ

う！100万泊県民運動」等にも取り組み、子供を

含む県民のさらなる交流を進めてまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ成功させてください。

最後に、宮崎海岸のことについてお尋ねをい

たします。

私も市民談義所等も含めて参加をさせていた

だきましたが、これまでの取り組みと今後の対

応について、県土整備部長にお尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 宮崎海岸の侵

食対策につきましては、平成20年度に国の直轄

事業として採択され、これまで、国と県が設置

しました宮崎市民談義所におきまして、多くの

方々からいただいた幅広い意見や、国が行った

試験養浜等の調査結果をもとに、対策案を取り

まとめ、先月開かれた宮崎海岸侵食対策検討委

員会に諮った上で、工法を決定したところであ

ります。その内容は、土砂流出を抑制するため

の突堤の設置、失われた砂浜を回復するための

養浜の実施、そして浜がけの急激な後退を抑制

するための護岸整備の３つから成っておりま

す。県としましては、宮崎海岸の侵食状況は著

しく、早急な対策が必要であると考えておりま

すので、引き続き、国と連携して、詳細な構造

等の検討を進めますとともに、関係者との合意

形成に努めながら、本格的な侵食対策工事の早

期着手を目指してまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 それぞれに御答弁をいただ

き、本当にありがとうございました。世界が変

わったと言われる10年前の９・11、そして日本

は３・ 1 1、日本はどう変わるのでしょう

か。2007年以降の地震によって、石川県の志賀

原子力発電所、新潟県の柏崎刈羽原子力発電所

でトラブルが発生しています。東日本大震災で

は、青森県、福島県、宮城県、茨城県の原子力

発電所でふぐあいが生じています。日本にある

原子力発電所54基の８割は、現在、稼働してい

ません。関西電力、四国電力はストレステスト

を終了していますが、しかしながら、今後の稼

働見込みは定かではありません。産業活動や生

活において電力に依存し、その電力の多くを原

子力発電所に依存していることは否定できませ

んが、福島原子力発電所事故から受けた不安は

なかなか解消されず、原子力発電所がある地域

の皆さんが稼働に賛成できる状況は低いと思い

ます。今、原子力発電所問題についての学習会

が多く持たれています。会場に行きますと、参

加される方が多く、関心の高さを実感します。

センセーショナルな情報は、特に間断なく入っ

てきます。特に引用されるチェルノブイリの大

事故は、衝撃的に伝わってきます。インター

ネット上の情報も、事実の読み方を間違えるこ

とがあることは否定できません。

東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故

を受けて、日本は原子力発電所をめぐる状況の

転換点にはなると私は実感しています。メディ

アの論調や住民の意識は変わりました。95年の

阪神・淡路大震災後では、高齢被災者の多さが

注目されただけでなく、神戸の重工業を初め産

業が衰退し、国際競争に敗れました。概して災

害は、それまでの変化で弱っていた部分に打撃

を与えて、衰退を加速し、その結果、社会の変
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化が加速します。つまり、日本社会で進行して

いた地方の衰退と過疎化・高齢化が露呈された

ということです。東日本大震災においても、日

本の地方がグローバル化と構造改革以後の時代

において、どれだけ弱体化していたかが再認識

されることになりました。しかし、ここでとど

まるわけにはいかないのですから、壇上で申し

上げましたとおり、今後の新成長戦略のかぎは

地域・地方にあると重ねて申し上げたいと思い

ます。宮崎県が口蹄疫からの再生・復興に取り

組む政策が、日本全体の政策競争において注目

を集めることを期待申し上げて、私の質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、 原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） 代表質問も

ございましたので、取り上げる項目がごく身近

なことになりますが、お許し願いたいと思いま

す。

今回も家内が手書きで書いてくれました。読

みたいと思います。先般、「働かないアリに意

義がある」という本を読みました。著者は進化

生物学者の長谷川英祐氏であります。虫ながら

女王を中心に集団生活を営むアリやミツバチな

ど真社会性生物と呼ばれる彼らの営みは、その

まま我々人間社会の縮図を見るようで大変興味

深いものでありました。ミツバチは、巣箱の温

度を調節するために羽ばたきをしますが、羽ば

たきを開始する温度にはそれぞれ個体差があ

り、温度の上昇に従って羽ばたきをする数はふ

えていくそうであります。この温度などの変化

や刺激に対して行動を起こすのに必要な刺激量

の限界値、いわゆる行動のハードルを反応閾値

と呼び、人に例えるならば、きれい好きとそう

でない人の違いも、汚れに対する反応閾値の違

いだそうであります。余談ながら、危機に対す

る反応閾値も、人によってかなり違うものなの

かもしれません。このミツバチの途中一瞬の行

動を見れば、ミツバチの一部はまるで遊んでい

るかのように見えますが、意外や意外、実はこ

れは、さらに温度が上昇したときの余力として

存在していたというわけであります。

一方、アリについては、「間違える個体によ

る効率的ルートの発見」という実験結果が述べ

られております。要約すれば、えさまでの曲が

りくねったフェロモンの道を正確に追うアリに

対し、間違えるうっかりアリさんは、近道を発

見することがあり、結果、えさが効率的に運搬

されるというのであります。お利口な個体ばか

りいるより、ある程度ばかな個体がいるほうが

組織としてうまくいくということだと述べてあ

り、さらには、人間社会に当てはめて、効率ば

かりを追い求める組織も、実は非効率であった

りするかもしれないとも述べております。似た

ような例え話に車のハンドルがあります。もし

ハンドルに遊びがなければ、とても車の運転は

できるものではありません。また、ギアには、

お互いの歯と歯の間にすき間があります。もし

このすき間がなければ、ギアはぎしぎしとかみ

合い、うまく動力を伝えることはできません。

これも一種の遊びであり、同じ意味で、自転車

のチェーンには下部にたわみが設けてありま

す。ここで言う遊びとは、すなわち余裕、余裕

なくして余力は生まれず、余裕のない社会に発

展は望めないのではないか、そんな気がいたし

ます。便利で豊かにはなったものの、ぎすぎす

として大らかさが失われつつある今の現実を見

るにつけ、ミツバチの遊びに見えて実は余力を

蓄えている姿などに、とても心ひかれた次第で

あります。自殺者の増加や心を病む人の増加
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も、こういう大らかさのなさが背景にあるよう

に思えてなりません。

さて、質問に入りますが、お互い目指すべき

は宮崎県の発展であります。時には厳しいこと

を言うかもしれませんが、知事を初め執行部の

皆さん、心静かに大らかな気持ちでお答えくだ

さい。壇上からは１点だけお尋ねいたします。

知事にとって政治とは何かお答えください。

後は自席から質問をいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

政治とは何かという大変ストレートな幅広い

テーマでございます。キーワードでお答えする

としますと、情熱、決断、責任、その３点かと

いうふうに思っております。ただひたすらにこ

の愛する宮崎をよくしようというその熱い思い

というものを、制度的、財政的、また経済情勢

なり、さまざまな制約の中で最善の選択を行う

決断、そして大切なことは、その結果に対する

責任をしっかりと負う、重みを背負うというこ

とであるというふうに考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○蓬原正三議員 知事の政治姿勢につきまして

は、いろいろ聞きたいところでありましたが、

これまでにダブったところもございますので、

その分については割愛しながら進めてまいりま

す。元検事総長の但木敬一氏は、政治主導につ

いて、新聞のコラムで次のように述べておりま

す。「我が国の危機を深めたのは、無意味なス

ローガンによって官僚機能を破壊してしまった

ことである。憲法上も法律上も、行政権は内閣

に属しており、各省の権限は大臣に集中してい

る。政治主導は我が国の基本的システムであ

り、これを殊さらに提唱することは、みずから

の統治能力のなさを独白するに等しい」。さ

て、知事は、県政運営に当たり、職員との距離

をどのように考えて県政運営を進めていかれる

のか、お聞かせいただきたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 県職員というものが、

それぞれの行政の現場、最先端において、まさ

に実務を担っておるわけでありまして、まさに

県庁にとって財産であるというふうに考えてお

ります。ふだんから、組織のトップとしまし

て、県職員と密にさまざまな形でコミュニケー

ションを図り、施策の企画・立案・実行に当た

りましては、私の考えをしっかりと伝える一

方、職員の意見や考えを十分に酌み取るように

努めているところでございます。

○蓬原正三議員 次に、財政再建のことについ

てお尋ねしたいと思います。デフォルトという

言葉が聞かれるようになりました。国家債務不

履行のことでありますが、あのアメリカに対し

てさえ、その懸念が報道されておりました。ま

た、本県については、財政再建団体転落の危機

さえささやかれるようになっております。さ

て、財政再建を推し進めているところではあり

ますが、地方は独自の増税策もままならず、歳

入にはおのずと限界がございます。残るは歳出

面での思い切った対策しか私どもには思い浮か

びませんが、何か秘策があるのか、見通しはあ

るのか、知事の所見を伺いたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 長引く景気の低迷、税

収の伸び悩み、社会保障関係費の増嵩等が考え

られる中で、本県におきましては、今後とも多

額の収支不足が見込まれていると、大変厳しい

状況にあるものと認識しております。そのた

め、６月に第３期の財政改革推進計画を策定し

たところでありまして、この計画に基づきまし

て、歳入歳出両面にわたりまして、全般的に見
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直しというものを一体的・集中的に進めてまい

りたい、そのように考えております。御指摘の

歳出面につきましては、総人件費の抑制はもと

よりでありますが、投資的経費の見直しであり

ますとか重点化、またゼロベースからの事務事

業の見直しなど、聖域を設けることなく、あら

ゆる分野を対象に徹底した見直しを進めて、選

択と集中のもとに、真に必要な事業への重点化

を図ってまいりたい、そのように考えておりま

す。

○蓬原正三議員 次に、県央への一極集中とい

うことについてであります。県央への県有施設

の集中立地には、県央以外の地域では強い批判

もあるところであります。また、今後の宮崎市

への一極集中も、人口も含めてでありますが、

懸念されております。県土の均衡ある発展を図

るべきと思いますが、知事の所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 我が国全体で見まして

も東京都への集中、九州全体でも福岡県への集

中、県内で見ますと、御指摘のありましたよう

な宮崎市への集中といったような構造があるわ

けでございますが、本県の発展のためには、県

全体の底上げというものが不可欠であるという

ふうに考えております。県内各地には、豊富な

農林水産資源でありますとか観光資源、特色あ

る工業集積など、それぞれすばらしい資源、ま

た技術というものがございます。こういった地

域特性を生かしながら、バランスのとれた県土

の維持・発展を図ってまいりたいと考えており

ます。

○蓬原正三議員 地方分権についてお尋ねいた

します。髙橋議員からも似たような質問がござ

いましたが、九州広域行政機構や道州制の論議

がございますが、新幹線の開通などによって九

州はまさしく西高東低、本県はますます陸の孤

島化しつつあります。本県が埋没することへの

懸念、また、県内にあっては市町村との関係に

ついて、どのように考えておられるのかお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） 地方分権を推進する過

程の中で、新たな広域自治制度としまして、道

州制でありますとか九州広域行政機構構想など

が議論されておるわけでありますが、九州全体

のことを考えますと、先ほどの県内における議

論と同様、ああいうバランスのとれた発展とい

うものが、議論のまずは前提になるものという

ふうに考えておるところでございます。また、

県内におきましても、県と市町村が適切な役割

分担のもとに、権限移譲などによりまして、市

町村の基盤・機能を強化していく、さらに県と

市町村の連携を強化していく、そのような姿が

望ましいものと考えております。

○蓬原正三議員 次に、危機管理について４点

ほど伺います。知事の政策提案に、知事直属の

危機対応チームというものがございました。昔

の戦国時代でいいますと、大将の周りには近衛

兵がいたり、ほろ武者と呼ばれる者がいたり、

馬廻組というものがいたり、あるいは御近習衆

というのがいて、全体の動きとはまた別に、全

体の戦いの動きを見ながら、その直属で動いて

いく、そういうイメージかなというふうにも

とったところでありますが、イメージをお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） 地震・津波などの自然

災害や口蹄疫を初めとする家畜伝染病といった

危機事象でございますが、あらかじめ私を本部

長とする対策本部を設置することとなっておる

ところでございます。しかしながら、昨年の口

蹄疫のときの経験を思い起こしてみましても、

また、東日本大震災のような大規模な災害等を

平成23年９月12日(月)



- 244 -

想定いたしますと、既定の組織・職員が現場と

の連絡調整など直面する事態の処理に忙殺され

るということになるわけでありまして、全体的

な情報収集や分析、それに基づく対処方針の立

案、国などの関係機関との連絡調整などが、余

り十分に機能しないというような状況に陥りや

すいと考えております。そこで、このような事

態を避けるためにということで、直轄のチーム

というものを考えてはどうかというのが、この

政策提案の中でのアイデアでございます。直轄

とは申しましても、対策本部とは切り離して別

個に設置するというよりも、今、御指摘のあり

ましたように、本部長である私と対策の実務を

担う既定の組織―そういう対策本部ですね

―をつなぐ位置づけ、あるいは既定の組織の

一部機能を拡充する、そういったようなものを

想定しているところであります。

○蓬原正三議員 それから、ダムについてであ

ります。今回、想定外という言葉がかなりはや

りましたが、県が管理しているダムの大規模地

震に対する安全性はどうか。これが想定外で壊

れると、大変な被害を下流部にこうむるという

ことになります。確認をしておきたいと思いま

す。県土整備部長、お願いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県は、企業局

管理の３つのダムを含めまして、16のダムを管

理しておりますが、ダムは大規模かつ重要な構

造物でありますことから、地震に対しましても

十分な安全性が確保できるよう、国が定めた設

計基準により建設をしているところでありま

す。国土交通省によりますと、今回の東日本大

震災発生後、東北地方などのダムにつきまし

て、管理者が行った臨時点検の結果、ダムの安

全性に直ちに影響するような被害は発生してい

ないと報告されております。県管理ダムにつき

ましても、同じ設計基準でつくられております

ので、東日本大震災規模の地震に対しまして、

ダムの安全性は確保されているものと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 本県の県が管理するダムにつ

いては安全だと、想定外はないというふうに理

解をします。

それから、河川についてでありますが、過去

の経験を超える異常降雨というのが―今回も

そうでありますが―ございます。各地で大規

模な災害が発生しております。河川整備の計画

規模、専門的には計画規模という言い方をする

んだそうですが、過去の何年確率雨量とかあり

ますけれども、そういうデータが使えない状況

になっているので、そういう計画規模を見直す

べき時期に来ているのではないか、そういう気

持ちを持つわけでありますが、県土整備部長の

御見解をお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 河川の整備計

画につきましては、河川の重要度、過去の洪水

による被害の実態、それから経済効果等を総合

的に考慮して定めておりまして、この計画規模

に基づき、段階的に治水安全度を高めるべく、

整備を進めているところであります。計画規模

を上回る大雨により被害が発生した場合には、

必要に応じ計画の見直しを行っておりますが、

すべての河川で一律に計画を見直し、整備を行

うには、多額の予算と相当の期間を要すること

となります。このため、河川整備とあわせまし

て、関係機関と連携しながら、雨量・水位など

の河川情報の提供や洪水ハザードマップの周知

等を行い、住民が迅速に避難できるよう、ソフ

ト対策にも努めているところでございます。

○蓬原正三議員 見直すべきという御意見とい

うふうに受け取りました。
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それから、総合防災訓練についてでありま

す。これが実施されたと聞いておりますが、こ

の防災訓練において、いろんな問題点も見えて

きたのではないかというふうに思っておりま

す。地震・津波訓練の状況、問題点等がござい

ましたらお聞かせいただきたいと思います。知

事、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） ことし５月に実施しま

した県の総合防災訓練では、新燃岳の火山災害

を想定した訓練とともに、東日本大震災を受け

まして、沿岸すべての市町、10市町における津

波に対する避難訓練も実施したところでありま

す。津波に係る訓練では、沿岸10市町におい

て、64機関、約１万6,000名の県民の皆さんに参

加していただきました。この訓練を通しまし

て、例えば高齢者等災害時要援護者の具体的な

避難支援体制の整備のおくれでありますとか、

身近で安全な避難場所・避難経路が不足してい

る、さらには防災行政無線が聞こえないなどの

事態に即した問題点というものが出てきたとこ

ろであります。このような課題に対しまして、

各市町において検討を行い、対策を講じている

ところでありますが、県といたしましても、沿

岸市町連絡会議の開催や担当職員によります沿

岸部の各首長さんとの意見交換などを通じまし

て、市町と連携しつつ減災に努めてまいりたい

と考えております。

○蓬原正三議員 次に、知事の政策提案、「ス

ポーツ日本一」についてであります。高校野球

日本一を掲げておられました。大変高いハード

ルだと思いますが、なぜ競技スポーツの振興な

のかという基本的なところと、高校野球日本一

達成に向けて、何か特別な勝利の方程式を胸に

秘めておられるのか、持っておられるのか、お

聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 競技スポーツでありま

すが、選手のひたむきな姿や活躍というもの

が、県民のスポーツへの関心を高め、県民に夢

や感動を与えるなど、活力ある社会の形成に大

いに貢献するものでありますことから、競技ス

ポーツの強化というものを政策提案に掲げまし

て、これを「未来みやざき創造プラン」のアク

ションプランにも位置づけて積極的に取り組ん

でまいりたい、そのように考えておるところで

ございます。その中で、一つのシンボルとしま

して、これは決して容易なことではないわけで

ありますが、甲子園での優勝という目標を、九

州一周駅伝の優勝とあわせて掲げたところであ

ります。駅伝については、幸い去年、優勝した

ところでありますが、甲子園での優勝を目指し

て、最初の取り組みとしましては、ことし夏の

甲子園大会の県の予選で、知事としては23年ぶ

りだということでございますが、始球式の投手

を務め、キャッチャーを教育長に務めていただ

いたところであります。また、開会式、閉会式

や県庁訪問をされた際、選手の皆さんには激励

をするとともに、私の「どうしても優勝したい

んだ」という熱い思いを伝えたところでありま

す。現在、県高等学校野球連盟では、指導者の

資質向上を図るために、各学校の指導者を県外

の有力校や甲子園大会へ派遣し、指導方法であ

りますとか戦術、野球に取り組む姿勢などを学

ばせるとともに、県内６地区におきまして、中

学生に基本的な技術指導を行うなど、競技力向

上のための取り組み、底上げにつながるような

さまざまな取り組みを進めていただいておりま

す。私といたしましても、言霊、言葉に発する

ことにより現実化するという、その力というも

のを信じながら、今後とも、甲子園優勝という

高い目標を掲げ続けて、県民の皆様と願い・夢
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というものを共有して、実現に向けて機運を盛

り上げるとともに、一歩でもその目標に近づけ

ますように、県高野連等と一体となって、さら

なる強化策につきましても検討してまいりたい

と考えております。

○蓬原正三議員 言霊もいいことですが、掲げ

たからには、ぜひ何かの政策を掲げて、達成に

向けて頑張っていただきたいものだと、私ども

も応援をいたしたいと思います。

これまた知事の政策提案でございますが、中

小企業振興条例の制定に向けた取り組みについ

てお聞かせください。このことについては、中

小企業団体中央会からの強い要望が以前からあ

ると聞いております。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 中小企業振興条例につ

きましては、先般策定しました県の総合計画

「アクションプラン」に、県・事業者の責務等

を定めた条例の制定というものを掲げて盛り込

んだところであります。この条例は、グローバ

ル化の進展や円高・デフレなど、経済情勢の変

動によりまして、本県産業を取り巻く状況が大

変厳しさを増しているという認識のもとに、地

域経済や雇用を支える、本県の大半を占める地

場の中小企業というもののさらなる振興を図

り、本県産業の足腰を強くしていく、これを目

的としているところであります。現在、既に制

定されています他県の同様の条例の内容ですと

か効果などについて、調査・研究を行っている

ところでありまして、今後、経済団体の御意見

なども十分伺いながら、検討を進めてまいりた

いと考えております。

○蓬原正三議員 質問の数を多く設定しており

ますので、次に移りたいと思います。国際化に

ついてであります。

先月、都城高専の大気と水の学術調査団に

―後ろにいらっしゃいます緒嶋議員も一緒で

ありましたが―同行して、モンゴル国を訪問

いたしました。日本大使館の城所全権大使やＪ

ＩＣＡの事務所、あるいはウランバートル市の

教育庁、モンゴル科学技術大学等を訪問し、い

ろんなお話を伺ったところであります。３回

目、個人的には７年ぶりの訪問でありましたけ

れども、経済成長率８％、その発展ぶりはすさ

まじいものがあり、車は急増、人口116万人の首

都ウランバートルはビルの建設ラッシュで、ま

さしくバブルの真っ最中でありました。そのウ

ランバートル市と都城市が姉妹・友好都市を締

結して10年になります。そもそもモンゴルとの

交流は、鹿児島大学に留学した学生が山田町に

ホームステイしたときに、「ゲルに住む人々に

明かりが欲しい」と訴え、それを受けて、都城

高専が自転車のダイナモを改造した風力発電機

を送ったのが始まりであります。以来、風力発

電機がかけ橋となって、モンゴル科学技術大学

との風力・水・大気などの環境を中心とした学

術交流がスタートし、それがさらなるきっかけ

となって姉妹・友好都市の締結に結びついてお

ります。県内に数ある友好・姉妹都市交流の中

でも、一国の首都との交流というのは大変珍し

いのではないかと思われます。しかもモンゴル

は、石炭や金・銀・銅・ウランはもちろん、今

を時めくレアアースなどの産出資源大国であり

まして、かてて加えて、かの大国ロシアと中国

との間にあって、ベルリンの壁崩壊以来、自由

化を強力に推進する親日的な国であります。そ

こで、以下５点ほど質問いたしますが、１点目

は、国際化推進プランが今回できました。県民

アンケートによると、「国際化は進んでいると

は思わない」との評価が77.1％であります。今

後の推進の方策について、県民政策部長の御見
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解をお聞かせください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今回のプラン

では、「国際感覚豊かな人づくりの推進」「多

文化共生社会づくりの推進」「多様で身近な国

際交流・国際協力の促進」、そして「アジアと

の経済・観光交流の拡大」の４つの柱を掲げて

おりまして、本県の国際化施策に関する基本的

な方向性を示したところでございます。今後

は、この４つの柱に基づきまして、市町村や関

係団体、さらには県民の皆さんとの連携・協働

を図りながら、具体的な施策の実施に取り組み

まして、本県における一層の国際化の推進に努

めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 具体的に国際化を進める上

で、姉妹・友好都市の締結というのは、非常に

意味のあることだというふうに思っておりま

す。県内の活動状況についてお聞かせくださ

い。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内では、都

城市を初め８市町におきまして、アメリカ、中

国、韓国など６カ国の14都市との間で、姉妹・

友好都市の締結がなされております。活動の状

況につきましては、児童生徒の相互の受け入

れ、官民一体となった相互訪問、あるいは文化

団体の交流などにより、それぞれの地域の特徴

を生かしながら、交流が行われているところで

ございます。

○蓬原正三議員 都城市の姉妹・友好都市の話

に変わりますが、首都との交流という意味で特

筆すべきことであると考えます。モンゴル・ウ

ランバートル市との地道な国際交流が、やがて

将来、本県がアジア経済戦略を展開する上で、

予想外のおもしろい展開がありそうに思えま

す。そこで、姉妹・友好都市交流を進めていく

上で、県としても姉妹・友好都市に何らかのか

かわりを持てないのか、県民政策部長の御見解

をお聞かせください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県では、都城

市とウランバートルとの友好交流10周年式典あ

るいは民俗芸能の受け入れに際しまして、国等

の助成に関する情報提供を行ったほか、モンゴ

ルからの国際交流員の受け入れについても支援

をさせていただいたところでございます。これ

までの都城市とウランバートルとの多彩な姉妹

・友好都市交流の積み重ねがさらなる交流拡大

につながるよう、これは都城市だけでなく、県

全体との交流拡大につながるよう、今後とも、

できるだけ協力していきたい、そういうふうに

考えております。

○蓬原正三議員 次に、モンゴル科学技術大学

との交流についてであります。学術交流開始以

来、県の海外技術研修員制度で、研修員を同大

学から３年前まで過去10年以上の間、受け入れ

ておりました。海外からの研修生はなぜ必要な

のかと申しますと、それは日本、我々の場合は

宮崎ということになりますが、宮崎をよく知る

リーダーを外国にふやし、宮崎を取り巻く海外

ネットワークのかなめとして―先ほども似た

ような意見ございましたが―活躍してもらう

ところに将来的に意味があるというふうに考え

ます。モンゴルからの研修生受け入れ再開の考

えはないのか、県民政策部長の御見解をお尋ね

いたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） モンゴルから

の海外技術研修員の受け入れにつきましては、

モンゴル科学技術大学の研究者を、平成８年度

から平成20年度にかけまして計11名を受け入れ

ておりまして、都城高専で、電気工学などさま

ざまな分野で研修をしていただいたところでご

ざいます。今後、教育機関等から、モンゴルか
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らの海外技術研修員の受け入れの希望が出てき

た場合には、所定の手続に沿って、受け入れを

積極的に検討してまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 多分希望があるのではないか

というふうに思っておりますが、最後に留学生

支援についてであります。知事の政策提案「み

やざきの新生」には、「産業・雇用づくり」の

「東アジアの大市場の積極的な開拓」という項

で、海外との経済交流を担うグローバルな人材

を育成するため、海外留学への支援に取り組む

というふうにございます。最近の日本の学生

は、内向きでなかなか留学したがらないとの評

価がありますが、大変時宜を得た発想かという

ふうに考えます。知事はどういうふうに考えて

おられるのかお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 日本人学生の海外への

留学が年々減少してきているということで、グ

ローバルに活躍する我が国の人材の育成が危惧

されている、御指摘のとおりであります。私も

かつてアメリカのハーバード・ロー・スクール

に留学した経験がございますが、ハーバード

も、だんだん中国、インドなどアジアの諸国が

ふえているものの、日本人学生はどんどん減っ

ているという大変残念な状況で、心配をして

おったところでございます。アメリカで勉強し

た経験からしますと、教室で学んだことという

よりも、異なる文化の中で、外国人の若者と一

緒に切磋琢磨しながら学び生活した経験そのも

のが、その後の私の人生にとって大きな糧に

なっているというふうに考えておるところであ

ります。将来を担う若者の皆さんにも、ぜひ海

外に目を向けていただき、留学を含めて、海外

に出向いてさまざまな経験をしていただきたい

と、そのように思っております。県としまして

も、今後とも、国際化に対応した教育を推進す

るなど、グローバルな視野を持った人材の育成

を図りまして、学生等の海外留学にもつながる

よう努めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、技術の地産地消、今は

やりの言葉を使ってのタイトルとさせていただ

きました。

今回、10年ぶりに宮崎県産業科学技術振興指

針が策定されました。読む限り、確かに抜かり

なく、よくできた指針ではありますが、絵にか

いたもちにならないよう、技術振興ということ

について７点ほど伺います。まず１番目です

が、上位計画の総合計画で「「地域発」産業創

出・雇用確保プログラム」が位置づけられてお

ります。「地域発」というのは、ここではどの

ような意味に使っておられるのか、県民政策部

長にお願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） このプログラ

ムで掲げます「地域発」とは、経済のグローバ

ル化が進み、地域の産業も競争力の強化が求め

られている中で、例えば県西地域の食料関連産

業など、地域の強みや特徴を生かした産業づく

りを進め、地域から、技術も含めまして、新し

い事業、産業を生み出していく取り組みを意味

しているところでございます。

○蓬原正三議員 新しく生み出していくという

ことだというふうに理解しますが、前回、平

成13年度につくっておられます指針をもとに、

これまでの宮崎生まれの技術や産業化されたも

のは実績として何があるのか、その状況も含め

てお聞かせください。商工観光労働部長にお願

いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県にお

いて開発された代表的なものとしましては、工

業技術センターのＳＰＧ（シラス多孔質ガラ
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ス）技術や、食品開発センターの焼酎酵母「平

成宮崎酵母」の開発、産学官で取り組みました

ブルーベリーの葉っぱですが、この機能性を生

かした商品開発などが挙げられます。ＳＰＧ技

術につきましては、抗がん剤や化粧品の乳化技

術への活用、世界最小クラスのハンダ粒子の製

造、１ミクロン以下のナノバブルの生成技術に

活用するとともに、新たな応用技術についても

研究を重ねているところであります。また、平

成宮崎酵母につきましては、近年の消費者の嗜

好の多様化にこたえるため、新酵母の開発に取

り組み、平成22年度から県内の焼酎メーカー等

への分譲を開始し、既に新たな商品がつくられ

ております。さらに、ブルーベリーの葉につき

ましては、機能性を生かしましたお茶の商品開

発をしており、本年１月には、宮崎大学発のベ

ンチャー企業が立ち上がったところでありま

す。

○蓬原正三議員 「昔の名前で出ています」と

いう言葉が御承知であるかないか、よく聞きな

れた言葉が出ておりますが、何か新しいものを

生み出す努力をしていただきたいものだなとい

うふうに、我々も協力しますが、そう思いま

す。

宮崎大学にロボット関連学科が新設予定とい

うふうに聞いております。どのような状況なの

か、商工観光労働部長、お聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話のと

おり、宮崎大学は来年度、工学部に定員49名の

環境ロボティックス学科の新設を予定してお

り、現在、文部科学省に申請を行っていると

伺っております。宮崎大学によりますと、我が

国が直面している環境破壊、エネルギー不足、

高齢化などの大きな社会問題への対応として、

今後は、職場、家庭などで活用できる機器、ロ

ボットの開発などが進んでいく中で、機械・電

気電子・化学及びコンピューターについて、横

断的で実践的な知識・技術などを身につけた人

材が必要となっており、この学科は、その人材

育成を目指すものとのことでございます。

○蓬原正三議員 先般、かつて私が若いころ在

籍した、とある電機メーカーのロボット製造工

場を見学してまいりました。車の溶接ロボット

をつくる工場でありましたが、今さらながら、

改めて技術の進歩にびっくりの連続でございま

した。極端な言い方をすれば、ロボットがロ

ボットをつくっております。ボルト締め作業や

仕上げ塗装などもロボットの仕事であります。

また、別なインバーターをつくっている工場で

は、部品調達あるいは運搬はロボットが行って

おりました。作業者が必要な部品名をロボット

に指令すると、ロボットが倉庫から部品を運搬

してまいります。あるいは、電子部品基板裏の

テープを張る作業等も、見事なロボットの作業

ぶりでありました。また、工場を出てショール

ームに行きますと、100円でロボットがソフトク

リームをつくってくれました。今やそういうふ

うに、ロボット技術はかなり汎用的な技術と

なってきた感がございます。今後、ロボット技

術は、製造工場のみならず、農林漁業や福祉分

野あるいは災害現場などに、無人化・省力化を

目的に大いにその応用が期待される技術であり

ます。例えば、田植えだって理論的には無人化

でできるわけですね。過去、工業技術センター

では、ロボット・メカトロニクス分野を重点分

野として研究してこられた時期がありました

が、近年、力が入っていないというふうに聞き

ました。折よく宮崎大学にロボット関連学科が

創設されることになりました。改めて、宮崎大

学と連携して、積極的にロボット技術の研究、
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技術移転・導入に取り組むべきと思いますが、

商工観光労働部長の御見解をお聞かせくださ

い。汎用的な技術になろうとする技術であれば

こそ、ベーシックな技術として、他県におくれ

をとらないように技術の移転・導入を急ぐべき

と考えます。お願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 製造業の

生産工程やサービス業の作業工程における一層

の自動化が求められる中、高度な産業機械や福

祉機械などを開発・生産するロボット産業は、

新たな可能性を有するものであると考えており

ます。工業技術センターでは、介護や福祉関係

の機器の研究など、県内企業の機械電子技術向

上のための支援を行っておりますが、議員から

お話がありましたとおり、ロボットに関する研

究は十分でないのが現状でございます。このた

め、環境ロボティックス学科が新設されること

を契機とした宮崎大学との連携のあり方につき

まして、今後、研究してまいりたいと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 大いに研究を進めていただき

たいと思います。

あと１件、宮崎発ということで、都城高専の

モンゴル式風力発電機も宮崎発の技術の一つで

はあります。現在、モンゴルに風力発電機製造

工場建設も進行中でありますが、何か宮崎県で

産業に生かせないのか。難しいとは聞いており

ますけれども、商工観光労働部長の御見解をお

聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 都城高専

が開発した風力発電機につきましては、モンゴ

ルの風土や電力事情、生活スタイルにマッチし

た、低価格かつ小型で移動させやすいといった

特徴があるようでございますが、我が国におい

て事業化する場合には、安定した風力の確保や

採算性の観点等から、課題が多いと考えており

ます。なお、高専に伺いますと、この風力発電

機に関しまして、宮崎に事業所のある企業とモ

ンゴル企業との合弁会社を設立する準備が進め

られ、お話にありましたように、現地生産に向

けた取り組みが行われているとのことでありま

す。

○蓬原正三議員 次に進みます。今年度、三鷹

光器株式会社の協力を得て、ビームダウン式集

光装置を宮崎大学に設置して、水素製造と太陽

光発電に関する研究開発を進めようとされてお

ります。すぐれた技術を持つ企業と共同研究を

行い、技術の導入を図ることは、とても大切な

ことであり、本県の技術力を高める早道でもご

ざいます。今後さらに拡大・発展して、他の企

業との共同研究も大いに推進すべきと思います

が、商工観光労働部長の御所見をお聞かせくだ

さい。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） すぐれた

技術を有する企業と県内企業、大学、工業技術

センター等が共同研究を行うことは、本県の技

術水準の向上が図られるとともに、新商品、新

製品を開発する上でも大変有効な手段だと考え

ております。本県におきましても、ハンダの製

造に関しトップレベルの技術を持つ民間企業と

工業技術センターとの共同研究により、ＳＰＧ

技術を応用した、より微細なハンダ粒子の新製

品を開発し事業化された例や、お話のありまし

た企業とは別の企業になりますが、集光型の太

陽光発電に関してノウハウを持つ民間企業と宮

崎大学との共同研究により、太陽光発電システ

ムの効率化に取り組んでいる例もあります。今

後とも、すぐれた技術を有する企業との共同研

究を推進し、新産業・新事業の創出に向け、取

り組んでまいりたいと考えております。
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○蓬原正三議員 あと１件、技術の導入・移転

ということですが、私は団塊世代でありますけ

れども、非常に数の多いときであります。団塊

に老後はないなどと冗談を言いながら友達とよ

く飲んでおりますが、その活用ということにつ

いてお話ししたいんですけれども、かつては企

業戦士として働いて、最先端の技術やノウハウ

を持つ人たちの活用という観点からでありま

す。一つの例ですけれども、私の友達の一人

に、ある大企業を退職して、週に１回、韓国に

行く人がおりました。韓国のメーカーに顧問と

して技術の指導に行くのだそうであります。た

だ、技術革新のスピードが速く、歓迎されるの

は２～３年だそうでありますが、まさに日本の

技術の流失であり、もったいない話に聞こえて

仕方ありませんでした。ほかにもこういう例は

いっぱいございます。そこで、本県に必要な技

術を持つ人と、先ほどの企業との共同研究もそ

うですが、例えば工業技術センターも含めて共

同研究を行うなど、何か活用の方策は考えられ

ないのかというふうに考えます。商工観光労働

部長にお願いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 先端技術

を習得された技術者が、退職後に県内企業等で

その技術や経験を生かしていくことは、新技術

開発や技術改善等を行う上で、大きな戦力にな

るものと考えております。本県におきまして

も、退職された技術者が中小企業支援機関のコ

ーディネーター等に就任され、県内中小企業の

指導などに携わっていただいている例がありま

すが、直接企業が受け入れる場合には、受け入

れ企業の存在、技術者と受け入れ企業相互の

マッチング方法など課題もございますので、今

後、他県の状況や受け入れニーズの動向等を調

査し、研究してまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に移ります。集落の機能維

持ということについてであります。

昔から、集落で争いがあるとすれば、大きく

は２つ、それは水争いと境界争いでありまし

た。ところが、時代は変わりまして、高齢化に

よって、今やその水を引き込む水路そのものの

保全が危ぶまれる時代になりました。明治から

大正のころ、一大事業によって、５～６キロも

の上流から川のがけ沿いにつくられた水路が各

地に存在しております。境界についても、耕す

面積が狭まっていいなどと、最近はそういう自

虐的な冗談まで、お互いの耕作をめぐってかつ

ては争い、今はかえって狭くなったほうがいい

などという、そういう話が、冗談まで聞かれる

ほどであります。水が引けなくなることによっ

て、耕作放棄地のさらなる増加が懸念されま

す。このような状況に対して、どのような対策

が考えられるのか。大切なことです。源の話で

すから。農政水産部長の御見解をお聞かせくだ

さい。

○農政水産部長（岡村 巖君） 御指摘のとお

り、高齢化や担い手の減少等により、農家のみ

では用水路等の保全管理を行うことが困難な集

落がふえているものと認識しております。この

ため、県といたしましては、平成19年度から、

農地・水・環境保全向上対策により、自治会や

消防団などの非農家も含めた地域住民による水

路の泥上げや農道の草刈りなどの共同活動を支

援しており、地元からも高い評価をいただいて

いるところでございます。なお、本対策では、

住民による共同活動が基本でありますが、危険

が伴う急傾斜地の水路の管理などについては、

地元の建設業者等に外注している事例もあるな

ど、地域の状況に応じて柔軟に対応していると

ころでございます。さらに、高齢化が著しい中
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山間地域においては、中山間地域等直接支払制

度による農地・農業用施設の保全管理等が取り

組まれております。今後とも、これらの制度を

有効に活用し、用水路等の適正な保全管理を進

めるとともに、集落営農組織等の担い手育成や

確保対策に努め、耕作放棄地の発生防止を図っ

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○蓬原正三議員 あと１件ございます。中山間

地域のみならず、農村集落というのは、高齢化

によって集落機能の低下が懸念されておりま

す。これは全国的な傾向だろうというふうに

思っています。過去、農地法の制約によって、

農家の子供が家を建てたくても自分の土地に家

を建てられず、やむなく都市部に家を建設した

例は数多く見られます。もう今がタイムリミッ

トだというふうに思っています。将来、それが

兼業だったにせよ、田んぼを耕すその担い手と

なる若者の住宅を建てていかないと、ますます

今申し上げたような集落の機能というのはなく

なってしまいます。集落機能の維持という観点

から、若者の住宅を農地に建設できる、何かそ

ういう緩和はできないのか、農政水産部長の御

見解をお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） お話にござい

ましたように、集落活性化の観点から、集落に

おける担い手確保を図ることは、大変重要な課

題であると認識しております。住宅建設を目的

とする農地利用につきましては、「農業振興地

域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内

においては、区域からの除外手続、また農地法

に基づく転用については、許可や届け出が必要

となっております。これらの法律においては、

優良農地の確保と土地の適正利用との調整を図

る観点から、農地の活用が制限されております

が、集落に接続しているなど、地域の農業振興

を図る上で支障がなく、一定の要件を満たせ

ば、農地を転用し、住宅を建設することが可能

となる場合もございます。県といたしまして

は、今後とも、市町村や農業委員会等と十分連

携し、各事案等には適切に丁寧に対応してまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 一般質問ですから、基本的な

ことしかお尋ねしませんが、また細かいところ

は、農振地域の除外の話とか見直しのこととか

実際いろいろありますが、今、方針だけ伺いま

したので、いろんなところで議論をしていきた

いというふうに思っています。

話は変わりまして、若者が定住できる環境づ

くりについて。

アクションプランの２、脱少子化・若者活躍

プログラムの重点項目に「若者が定住できる環

境づくり」が掲げてあります。今のように、若

者に仕事がなく、夢や希望、志が持てない社会

というのは異常だと思います。将来の発展も望

めません。重点的に取り組むべき施策だという

ふうに考えます。そこで、７点ほどお尋ねする

つもりでしたが、時間も迫っておりますので、

１番と２番と３番をまとめて、はしょってまい

ります。商工観光労働部長にお願いします。ま

とめるのは３つ、平成22年度の新卒者の就職状

況、２番目が新規学卒者及びＵ・Ｊ・Ｉターン

希望者等の若年者に対する就職支援等、３番目

がふるさと人材バンク及び県内外就職説明会の

平成22年度における実績についてであります。

よろしくお願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、新

卒者の就職状況についてであります。宮崎労働

局によりますと、本年３月の新規学校卒業者の

就職決定率は、大学は91.3％と、前年の87.1％
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を4.2ポイント上回っており、県内就職者の割合

は41.4％と、前年の37.1％を4.3ポイント上回っ

ております。また、高等学校のほうでございま

すが、就職決定率は97.1％と、前年の94.4％

を2.7ポイント上回っており、県内就職者の割合

は58.8％と、前年の59％とほぼ同程度となった

ところであります。

次に、若年者に対する就職支援についてでご

ざいますが、新規学卒者の求人枠の確保・拡大

について、教育委員会及び宮崎労働局と共同

で、経済団体に対する要請を行いますととも

に、事業主へは、新聞広告やポスター、チラシ

等により、求人のお願いをしたところでありま

す。また、ふるさと宮崎人材バンクを活用した

県外からの就職希望者と人材を求める県内企業

とのマッチングや、県内外での就職説明会の開

催を通じた県内企業との出会いの場の提供に取

り組んでいるところであります。

最後に、ふるさと宮崎人材バンク等の実績に

ついてであります。まず、人材バンクにつきま

しては、平成22年度の登録者は1,499人で、就職

決定者は41人となっております。また、就職説

明会につきましては、県内６会場、県外３会場

で開催しており、合わせまして、参加企業277

社、参加者1,775人、就職決定者81人となってお

ります。若年者等の県内就職の促進を図ること

は、本県産業の発展を図る上で大変重要であり

ますので、今後とも、宮崎労働局等と連携しな

がら、就職支援に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○蓬原正三議員 大学生の６割、高校生の４割

が県外ということです。若いときによそに出て

ということもあるでしょうけれども、しかし実

際、その後のＵターン等がどうかとなります

と、なかなか今の人材バンクの状況を見ると厳

しい、なかなか帰ってこられないということの

ようですから、若者の定住できる環境づくりと

いう意味では、やはり宮崎県の場合は大変厳し

いと。宮崎県の将来を考える上で、若者が元気

を持って活躍できる、そういう社会づくりが必

要だと思いますので、知事、このことについて

は、全面的に力を入れてやっていただきたいと

いうふうに要望しておきたいと思いますが、要

は、その帰りにくいということは、受け皿がな

いということだろうというふうに思います。若

者が定住できる環境づくりを図る上で、景気対

策と産業振興における基本政策としてはどのよ

うなものがあるのか、これは知事に聞いたほう

がよさそうですが、知事、お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 若者の定住を促進する

ためには、雇用の場の確保というものが大変重

要であります。そのための産業振興につきまし

て、アクションプランの中におきましても、さ

まざまな施策というものを盛り込んでいるとこ

ろでございます。まず、戦略的な企業立地や中

小企業の競争力の強化、産業人材の育成に取り

組みますとともに、農林水産業を核とした総合

的な食料供給産業の展開を図るほか、アジア市

場に目を向けた輸出の促進や、海外・県外から

の観光誘客対策にも取り組んでいくこととして

おります。さらに、先般、停滞しております県

内経済活動の回復などを柱とする「みやざき元

気プロジェクト」を取りまとめたところであり

まして、若年者の就職支援など、雇用の維持・

回復にも努めていくこととしております。

○蓬原正三議員 実は私もＵターンでありま

す。見渡したところ、この中にも何人かＵター

ンの方がいらっしゃるようでありますが、すね

かじり時代にこっちで育って、よその大企業に

行って、帰ってきたときにこっちの現実を知っ
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て、そのときに感じたＵターンショックみたい

なものがありまして、その都会と地方の格差の

大きさみたいなものを痛感したことがございま

す。ですから、そういう受け皿づくりというの

は非常に必要なことだと思いますので、力を入

れていただきたいと思います。

１件だけお尋ねします。ちょっと話が変わり

ますが、景気対策という意味で聞きますけれど

も、県内の預貯金残高はどれぐらいあるもので

しょうか、県民政策部長、お願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内にある銀

行や農業協同組合などの金融機関全体の預貯金

残高でございますが、日本銀行及びゆうちょ銀

行のデータによりますと、本年３月末現在で約

４兆8,774億円となっております。

○蓬原正三議員 約５兆円貯金があると。普

通、金融資産というときには、株とか証券とか

保険も入れるそうですが、現金だけで約５兆円

あるということです。１人頭に換算すると大

体431万円、赤ちゃんも含めて、大変みんなお金

持ちでいらっしゃるんだなというふうに感じま

すけれども、県内ＧＤＰは３兆7,000億円ですか

ら、国が550兆、それで1,400兆と言われます。

単純な計算ですが、これでいくと、県内に10兆

円ぐらいの金融資産があるのかなというふうに

思いながら質問をするわけですが、全国で1,400

兆円ある中の1,000兆円は、報道によりますと、

高齢化による人口構造が、上は高齢者が多いと

いうこともあると思いますが、1,000兆円は高齢

者の方々の保有だというふうに聞きました。先

ほど言いましたように、県内の預貯金が約５兆

円ということは、10兆円ぐらいの金融資産があ

るのかなと思いますけれども、将来の年金制度

が不安だから、お金を使わない、使えないとい

う心理が作用しているのも事実でしょうが、今

の高齢者の方々は大変元気です。さらに、もっ

と大いに社会に参加していただいて、消費活動

を活性化できないものかというふうに考えます

が、県民政策部長の御見解をお聞かせくださ

い。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今、議員から

お話がありましたように、近年、健康で時間的

・経済的なゆとりのある高齢者がふえておりま

す。地域の経済振興に高齢者の需要を取り込ん

でいくことは、大変重要な視点であると考えて

おります。県では、県民の皆さんの県産品の消

費拡大など、できるだけ県内にお金が落ちるよ

うにする地域経済循環システムの構築に取り組

んでいるわけでございますけれども、高齢者に

おいては、例えば地元産の農水産物の消費、あ

るいは近場であります県内の行楽地での観光消

費―これにつきましては100万泊県民運動にも

つながっていきますが―などの面におきまし

て、大いに消費拡大が期待できますので、市町

村とも連携しまして、高齢者を含め県民の皆さ

んに、この取り組みの趣旨をしっかりとＰＲし

まして、具体的な消費行動につながるよう努め

てまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 県民政策部長には、その方面

の誘引策について、ぜひ知恵を絞って、いい政

策をまた新たに出していただくとありがたいと

いうふうに思います。

最後に、少し小さくなりますが、地域の経済

活性化策の一つだというふうに思っております

が、都城焼き肉三昧炭火定食というのが開発さ

れ、売り出されました。この状況についてお聞

かせいただきたいと思います。ほかにもいろい

ろあるようでございますが、そのことについて

は、この後、外山議員が詳しく行うことになっ

ておりますので、私はこの都城焼き肉三昧炭火
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定食についてお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 都城焼き

肉三昧炭火定食は、鶏肉、豚肉、牛肉の産出額

日本一を誇る「肉の都・都城」の新たな御当地

グルメとして、飲食店の方々や商工団体など、

関係者が協議会を立ち上げ、開発されたもので

あり、県としても支援を行っているところであ

ります。現在、市内８つの店舗、飲食店におい

て提供されておりますが、６月30日のデビュー

からきのうまでの２カ月余りで販売実績は

約4,000食と伺っており、今後、都城を代表する

御当地グルメとして定着していくことを期待し

ているところでございます。

○蓬原正三議員 今の焼き肉三昧については、

霧島工業クラブも大いにかかわっておりまし

た。もっとＰＲして、もっと売れ行きがよくな

るように、ひとつ側面から応援していただきた

いものだと思います。

最後になります。学校耐震化について２点ほ

どお尋ねいたします。

学校耐震化については、先日も質問がござい

ましたが、喫緊の重要な課題でございますの

で、改めて教育長にお尋ねいたしたいと思いま

す。公立学校の耐震化の状況と、耐震化100％に

向けてどのように推進していくのかお聞かせく

ださい。

○教育長（渡辺義人君） 学校施設は、教育活

動の場であるとともに、地震等の災害発生時に

は、地域住民の避難場所としての役割も担って

おりますことから、その安全性の確保は極めて

重要でありまして、耐震化を早急に図ることは

喫緊の課題であると考えております。公立学校

施設の耐震化につきましては、平成27年度末の

完了を目標に進めておりますが、平成23年４月

１日現在の耐震化率は、県立学校で91.6％、市

町村立小中学校で82.3％となっております。県

立学校の耐震化につきましては、必要となる事

業費の確保に努め、可能な限り早い時期に完了

するよう努めてまいりたいと考えております。

また、市町村立小中学校につきましても、国の

補助制度の周知や補強方法に関する情報提供に

努めるなど、耐震化が早期に完了するよう働き

かけてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 最後に１点であります。実は

ここをお尋ねしたかったのであります。非構造

部材の耐震化についてであります。非構造部材

とは、天井材や照明器具、設備機器、窓ガラス

などを指しておりまして、耐震化された建物自

体は被害が小さくても、非構造部材の落下や損

壊によって、人的被害のおそれがあると言われ

ております。実際、東日本大震災でも、体育館

に避難した生徒が、天井材の落下によってけが

を負っております。全国の耐震化実施率は45.4

％と聞いております。本県の状況と今後の取り

組みについてお聞かせください。教育長、お願

いします。

○教育長（渡辺義人君） 今回の震災におきま

しては、多くの学校施設で非構造部材の被害が

発生いたしまして、県教育委員会といたしまし

ても、公立学校の非構造部材の耐震化の重要性

を再認識したところであります。県立学校につ

きましては、専門技術者による定期点検や教職

員による日常の点検によりまして、補強や改修

の必要箇所の把握に努め、そのような箇所が判

明した場合には、速やかに対応しているところ

でありまして、今後とも、安全性の確保に努め

てまいりたいと考えております。それから、市

町村立小中学校につきましても、市町村におい

て点検等が実施されているところでありまし

て、今後とも、なお一層の耐震化が促進される
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よう働きかけてまいりたいと考えております。

なお、点検率といいましょうか、実施率といい

ましょうか、これは県立学校については100％と

とらえておりますが、市町村立につきまして

は、まだ課題があるというふうに受けとめてお

ります。以上です。

○蓬原正三議員 ちょうど３時になりましたの

で、終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 ここで休憩いたします。

午後３時０分休憩

午後３時10分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 何か世の中

に閉塞感が漂い、社会がせつな主義的な様相に

陥っているような感じがいたします。東日本大

震災、政治への不信、経済の低迷といったこと

も要因の一つかもしれませんが、私は、国のあ

りよう、国家観の欠落、国民一人一人の意識の

持ちように起因しているのだと考えます。野田

総理も同じようなニュアンスで語られたように

感じております。野田総理といえば、ドジョウ

が金魚のまねをしてもしようがない、ドジョウ

のように泥臭く国民のために汗をかきたいと力

を込めたドジョウ演説を思い出します。ドジョ

ウはウナギに劣らない滋養豊富さで、しかも安

価であったため、江戸時代には庶民に好まれて

いましたが、今やその数も減少し、高ねの花と

なりつつあります。時の流れとともに、価値観

は変化をいたします。ドジョウとして泥に潜っ

てしまうことなく、しっかりと庶民の食卓を潤

してほしいと願うものであります。今こそ真剣

に取り組み、議論をし、将来を語らなければ、

私どもの子供、そして孫たちが生きていく日本

が、民族的にも経済的にも壊れてしまいかねな

い状況にさらされていると思わざるを得ませ

ん。あすのことはわかり得ないのであります

が、国難とも言える状況を見据えながら、充実

した日々を過ごさねばと思いを強くしていると

ころであります。

それでは、質問に移ります。

壇上から１点、知事はリーダーの条件という

ものをどのように考えておられるかをお伺いい

たしまして、以下の質問は自席から行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

リーダーの条件についてであります。私は県

政運営を担う者といたしまして、この宮崎の発

展のためにみずから先頭に立ち、また部下であ

る職員との意思疎通を図りながら、将来を見据

えた明確なビジョンと戦略を持つとともに、緊

急時の危機管理も念頭に置きつつ、県政運営に

取り組んでいるところでありまして、大変厳し

い状況下において、それこそがリーダーに求め

られているものではないかと認識をしていると

ころであります。さらに、そういう認識のもと

に、県民の皆様はもちろんのこと、県議会や市

町村、関係団体の皆様との対話を心がけて、県

民本位の県政運営に努めているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○外山 衛議員 リーダーの条件は、信頼をし

て任せる勇気といいますか、また責任がとれる

ことが重要と考えます。また、泥をかぶる覚悟

なども求められると思います。押川議員も言っ

ておられましたけれども、知事の情報発信につ

いて、記者会見等、そつがない受け答えで問題
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はございません。ただ、ややインパクトに欠け

るような気がします。時に味わい深い広島弁な

どを駆使されてはと思いますが、これは聞きお

いてください。

１点伺います。にわかに、たばこを700円にな

どという話がマスコミをにぎわわせておりまし

た。大震災からの復興もままならず、また台風

による災害も発生しているときに、何とものう

てんきな印象を受けましたが、知事はどのよう

に感じられたかをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） その前に、私の言葉に

対するインパクトということがございました

が、やはり政治家たる者、言葉の大切さという

のは大変痛感するところでございます。言葉と

いうものは人を勇気づけ、元気づける一方で、

簡単に傷つけ、また元気をなくす、そういうこ

ともあるわけであります。そういう言葉の大切

さというものを痛感しながら、自分としては政

治家としてインパクトのある発信をしてまいり

たいというふうに考えておりますし、方針を打

ち出す際には、しっかりとしたその理由を国民

に対して説明するべきであるものと考えており

ます。

〔「たばこは」と呼ぶ者あり〕

○外山 衛議員 結構です。

今こそ、人間同士のきずなを大事にする社会

が求められていると考えます。家庭や地域、学

校や職場等においてお互いに助け合いながら生

きていく、そんな風土をつくっていくべきと考

えますが、知事はみずからの政治理念の中で、

きずなを大切にする宮崎をつくりたいと言われ

ていますが、就任から半年以上が経過した今、

改めてその所信を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私たち県民というもの

は、口蹄疫などの難局に立ち向かいますととも

に、東日本大震災への県民を挙げた支援を通し

まして、人と人との結びつきの大切さ、とうと

さというものを改めて認識して、きずなはより

強まったものと考えております。私は、この強

いきずなこそが本県のある意味、強みでもある

と考えております。また、将来に向けて大きな

可能性を生み出すものと考えておりまして、長

期ビジョンやアクションプランの中にも、強い

きずなを生かした施策を展開すると掲げたとこ

ろであります。県民一人一人が地域や将来のこ

とを考え、助け合い、そして力を結集する。ま

さに「みやざき感謝プロジェクト」や「みやざ

き元気プロジェクト」、また「未来みやざき子

育て県民運動」に込めた思いであるわけでござ

います。そのような思いでこのきずなを生かし

て新しい宮崎づくりに取り組めば、必ず希望に

満ちた宮崎の未来が開けるものと考えておりま

す。

○外山 衛議員 続きまして、風通しのよい職

場環境づくりを進めるとのことですが、役所は

元来おかたいところであって、どちらかといえ

ば風が通りにくい環境にあるものと思っており

ますが、そんな中で知事はどんな風を県庁に吹

かせたいとお考えかを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 風通しのよい職場環境

をつくるということは、県庁組織というものを

十分に活性化し、フル回転させていくために

は、重要な課題であると考えております。具体

的には、これまで庁内会議でなるべく意見を出

してもらうような進め方をするとか、そういう

活性化に取り組むとか、職員間の意思疎通の強

化などにも取り組むこととしておりますが、私

も庁内のＬＡＮの中で頻繁に職員に対してメッ

セージを送るとか、部局長とのフリートーキン

グ、また出先に出かけたときには出先機関にお
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ける職員とのランチミーティングのようなもの

など、いろんな機会を通して職員との意見交換

に努めているところでございます。

私も宮崎県に来て６年半になるところであり

ますが、県職員の多くは非常にまじめで優秀だ

というふうに考えているところでございます

が、一方で、失敗を恐れず課題に積極的にチャ

レンジしていこう、えいやというような気迫と

いうものが若干弱いのではないかという思いが

いたしておるところでございます。私も同じ役

所出身ということではございますが、総務省な

り他の都道府県、また市町村、市での勤務経験

というものがございますので、そういう外から

本県を見る視点というものも生かしながら、

違った視点での新しい風を吹かせていきたい、

また職員からのいろんな提案というのを受けと

める幅、度量というものを持ち合わせたいとい

うふうに考えておるところでございます。職員

の政策提案でありますとか事務改善などを取り

組む「かえるのたまご」という制度もございま

すが、そういったようなところで出てくる職員

の意欲なり新しい施策の芽というものをしっか

り育ててまいりたい、そのように考えておりま

す。

○外山 衛議員 もう一点伺います。部長以

下、幹部に対しまして、ある一定の権限といい

ますか、裁量の枠といいますか、その拡大など

の手法も取り入れられてはと思いますが、知事

の所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 本県におきましては、

事務委任規則ですとか事務決裁規程によりまし

て、部局長や出先機関の長などに一定の決裁権

というものをおろしている、既に取り組んでい

るところであります。御指摘のように、職員に

権限や裁量の枠を拡大するということは、自主

性の向上でありますとか、能率的な仕事をやる

上で大変重要なポイントであるというふうに考

えておりますので、先ほどの答弁でもありまし

たようなきずな、県職員とのきずなというもの

を生かしながら、任せるべきところは任せなが

ら、円滑な県政運営に努めてまいりたいと考え

ております。

○外山 衛議員 ありがとうございます。

次に、県民政策部長に伺います。宮崎県総合

計画についてでありますが、それぞれの項目の

中で県民の主な役割が記載をされています。し

かし、まだまだ理解している県民は少ないのが

実情ではないでしょうか。今後、どう周知と理

解を図り、実効性を高めていくのかを県民政策

部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 新たな総合計

画「アクションプラン」に掲げました目標を達

成し、目指すべき県の姿を実現するためには、

行政だけでなく、県民の皆様を初め、民間との

連携・協働を進めていくことが不可欠でござい

ます。このため、今回のアクションプランで

は、県がこれから実施する取り組み内容だけで

なく、県民の皆様に期待する取り組みの例示と

いたしまして、県民の主な役割を盛り込んだと

ころでございます。したがいまして、県民の皆

様にこの趣旨を理解していただきまして、実践

していただくことが何よりも重要でございます

ので、これまでも、ホームページあるいはテレ

ビの県政番組等を通じまして啓発に努めており

ますけれども、今後も、広報紙を初め、新聞、

ラジオ、テレビなどを効果的に活用しますとと

もに、県内各地での出前講座、あるいは大学で

の講義等、さまざまな場面で意見交換しなが

ら、周知と理解促進に努めてまいりたいと考え

ております。
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○外山 衛議員 また、今回初めて議会でもっ

て議決をした総合計画でありますから、推進に

当たりましては、議会や議員としての取り組み

も必要と考えます。そこで、議会に求めたいこ

とがあれば聞かせていただきたいと思います。

県民政策部長のお気持ちで結構ですから、お伺

いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 貴重な御意

見、ありがとうございます。御協力をよろしく

お願いしたいと思います。先ほど申し上げまし

たように、アクションプランにつきましては、

県民の皆様への周知と理解促進が当面の課題と

認識しているわけです。議員の皆様におかれま

しても、地元で県政報告会等があろうかと思い

ます。そのあたりを通じまして、地元の皆様と

いろいろ意見交換をされる機会もあろうかと思

いますので、その際に、アクションプランの内

容、あるいはそこに掲げております県民の主な

役割などにつきまして周知していただくなど、

県民の皆様の御理解の一助となるようお手伝い

いただければと考えております。また、企業誘

致あるいはコンベンションの誘致、あるいは医

師等の人材確保の面におきましても、議員の皆

様の幅広い人脈等を生かした情報提供などをぜ

ひお願いしたいと考えております。

なお、今議会では、「いきいき集落」の偏在

の御質問もありました。日南市でこの事業のＰ

Ｒをぜひともお願いしたいと思いますし、さら

にまた100万泊県民運動を進めていかなければな

りませんが、例えば日南市の地元の方が県北の

中山間地域である諸塚村に行っていただく、そ

ういう取り組みをしていただきますと、逆にま

た諸塚村から日南市にカツオ炙り重を食べに来

ていただく、そういう取り組みも出てくるので

はないかと思っています。ぜひとも御協力をよ

ろしくお願いします。

いずれにしましても、本計画は毎年、評価・

検証を行っておりますので、地元の皆様から寄

せられたさまざまな御意見、御提案について御

教示いただきまして、議員の皆様と一緒に、よ

りよい県政の構築に取り組んでまいりたいと考

えております。以上でございます。

○外山 衛議員 努力いたします。

次に、商工観光労働部長に伺います。１点目

ですが、「魅力ある観光地づくり総合支援事

業」、この事業についてどのような取り組みで

あるかをお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） この事業

は、本県への観光客増を図るため、今ございま

す観光資源の磨き上げや新たな観光資源の開発

に取り組み、地域外からの誘客を目指す市町村

等を支援するものであります。具体的には、観

光地づくりのための計画策定や、ソフト・ハー

ド事業の展開、観光ガイドの養成などの観光客

受け入れ体制の強化などといった取り組みに対

し補助を行いますとともに、観光地づくりに取

り組む地域への専門家派遣を行っております。

本年度は、串間市都井岬の小松ヶ丘展望広場の

整備や日之影町の森林セラピーロード整備な

ど、５つの市町の取り組みに対し補助を行いま

すとともに、体験・滞在型観光「ゆっ旅宮崎」

を推進する取り組み等に対しましても、支援を

行っているところであります。

○外山 衛議員 続きまして、観光客の誘客対

策についてであります。知事も東アジア市場に

関心を寄せておられる旨のコメントを新聞紙上

で目にいたしました。そこで、県として、国外

向けの取り組みに対しどのような方向性を示さ

れているのかを、商工観光労働部長に伺いま

す。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 海外向け

の観光誘客対策につきましては、韓国、台湾、

中国、香港の東アジア市場を中心に、本県の知

名度向上対策や旅行会社や航空会社が行う旅行

商品の企画、造成への支援などに取り組んでお

ります。特に、定期便が就航し、本県への観光

客が多い韓国、台湾については、知事、副知事

のトップセールスを含む、切れ目のない現地で

のプロモーション活動を展開しております。ま

た、中国についても、個人観光客へのビザ発給

要件が大幅に緩和され、訪日観光客の増加が見

込まれますことから、８月には副知事を団長と

する訪問団が北京を訪れ、中国政府や北京市、

旅行関係者等に観光リゾート地としての高いポ

テンシャルを売り込んだところでございます。

今後とも、東アジア市場における本県の知名度

向上に努め、現地の旅行会社や航空会社との連

携強化を図ることで、新たな観光需要を掘り起

こし、海外からの観光客増加につなげていきた

いと考えております。

○外山 衛議員 県職員の皆さんが現地へ行っ

て─海外ですね─肌で感じてくることも大

事であります。見て触れることによって感性が

養われ、何かを見出して、新たな展開、斬新な

アイデアが生まれることもあるのではと思いま

すが、商工観光労働部長の見解をお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 海外に出

かけ、その国の文化や習慣、国民性等に触れる

経験を持つことは、議員のお話にありましたと

おり、見聞を広め、また見識を深めることにつ

ながり、新たな発想や斬新なアイデアを持つ職

員として大きく成長するものと考えておりま

す。これまでも、韓国、台湾、香港、中国など

東アジア地域を中心に、観光プロモーション活

動や物産展等へ職員を派遣してきたところであ

り、その後、政策立案やＰＲ、販売促進活動等

において大いに力を発揮してもらっているとこ

ろでございます。今後とも、海外、特に成長著

しい東アジア地域の業務出張においては、可能

な限り若手職員に経験を積ませるなど、十分に

意を払ってまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 できるだけ機会あるごとに派

遣をお願いしたいと思います。我々議員もやっ

ぱりたまに行かんといかんですね。

観光に限らない県産品の販路拡大の施策で

もって「みやざき県産品東アジア販路拡大戦

略」なるものが展開されていますが、同じく内

容について商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 平成20年

度に策定をいたしました「みやざき県産品東ア

ジア販路拡大戦略」では、成長著しい東アジア

での販路拡大を図るため、香港、シンガポー

ル、中国など、重点的に取り組むべき輸出相手

国と輸出品目を定めるとともに、県産品の定番

・定着化、県内企業の輸出力強化と輸出環境の

整備、そして輸出拡大の支援という３つの柱を

掲げまして、官民一体の取り組みを行っている

ところであります。具体的には、現地での物産

フェアの開催や海外見本市への参加、海外から

のバイヤー招聘、上海市でのチャレンジショッ

プの開設などに取り組むとともに、輸出コー

ディネーターや輸出促進相談員の配置などによ

り、県内企業に対する支援を行っております。

これらの取り組みによりまして、台湾や香港に

おいて、カンショ、牛肉、漬物、焼酎などの定

番・定着化が図られますとともに、輸出に取り

組む県内企業が、平成20年度の52社から平成22

年度には63社に増加するなど、着実に成果が出

てきているところであります。円高の進行など
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厳しい情勢もございますが、引き続き、東アジ

アにおける定番・定着化や輸出環境の整備に戦

略的に取り組み、県産品の一層の輸出促進に努

めてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 全国的な自粛ムードによりま

して、さらに経済が冷え込むことが懸念をされ

ます。そこで、消費マインドを刺激する施策が

必要と思われます。経済活性化のために、飲食

や旅行など、県民に小さなぜいたくを推奨して

はと考えますが、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 地域の経

済を活性化する方策の一つとしまして、県内の

観光・消費需要を喚起し、その拡大を図ること

も重要なことであります。このため、県といた

しましては、これまでも、各地域におけるプレ

ミアム商品券の発行やイベントの開催に対する

支援等の対策を実施してきたところであります

が、100万泊県民運動といった新たな視点も取り

入れながら、議員御提案のように、県民の皆様

に財布のひもを少し緩めていただき、小さなぜ

いたくをしていただけるよう取り組んでいきた

いと考えております。

○外山 衛議員 部長、済みません。ちょっと

質問が前後しましたので、１点戻りますね。海

外に目を向けつつ、国内観光の拡大も重要課題

であります。県の施策で「宮崎を知ろう！100万

泊県民運動」というのがありますが、現在どの

ように動いているか、具体的な取り組みと今後

の展開方策を商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 100万泊県

民運動につきましては、県民の方々に、知りた

い、行きたい、泊まりたい、そしてまた行きた

いというようなことを思っていただくことが、

まずは必要だと思っております。このため、市

町村や観光協会等と連携し、観光情報サイトや

各種広報媒体を通じて、観光地やイベント開催

等のしゅんの情報を県民の方々に幅広く発信し

ているところであります。また、受け皿となり

ます観光地の魅力向上も重要でありますことか

ら、観光資源の磨き上げや、新たな観光資源の

開発、体験・滞在型観光の充実などに取り組む

市町村等に対し、先ほどお話し申し上げました

「魅力ある観光地づくり総合支援事業」等によ

り支援を行っているところであります。商工観

光労働部といたしましては、100万泊県民運動

は、県内観光の活性化にとどまらず、中長期的

には国内外からの観光誘客につなげていくべき

ものととらえておりまして、このような観点に

立って、これまでの取り組みをさらに充実しま

すとともに、市町村や観光協会等と連携しなが

ら、新たな取り組みについても検討してまいり

たいと考えております。

○外山 衛議員 商工観光労働部長にもう一点

伺います。食を楽しむ仕掛けは重要でありま

す。日南におきましてはカツオ炙り重、延岡で

はチキン南蛮、都城におきましては、先ほど

原議員が紹介されました焼き肉三昧―肉が３

枚じゃないですね。三昧ですね。それぞれ評価

されつつあるようでありますが、宮崎の庶民的

なグルメとして大いにＰＲをしていただきたい

と思います。ついては、どう対応されるのか、

また新たな展開についての取り組みを商工観光

労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 詳細にお

答え申し上げたいと思います。本県ならではの

食は有効な観光資源であり、県内外からの誘客

につながるものと考えております。そのため、

今お話がありましたような「日南一本釣りカツ

オ炙り重」や「都城焼き肉三昧炭火定食」を初
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め、地元ならではの食の情報につきまして、本

県の情報誌「Jaja」や「旬ナビ」、旅行会社向

けの商談会など、さまざまな機会をとらえて情

報提供に努めているところであります。また、

「東児湯鍋合戦」や、先月開催されました「み

やざきグルメとランタンナイト」など、食をテ

ーマにしたイベント開催への支援も行っており

ます。さらに、このようなイベントを旅行商品

に組み込んでいただくよう、セールス活動も展

開しているところであります。今後とも、地域

と連携しながら、メディア活用などによる情報

発信を行うとともに、地域の素材を生かした新

たなメニューの共同開発や食のルートづくりな

ど、食を生かした観光振興の取り組みを支援し

てまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 ありがとうございます。

続きまして、農政水産部長に伺います。中野

明議員の代表質問との重複となりますが、農

林水産業の６次産業化を進めているとのことで

ありますが、具体的な取り組み、現時点での成

果や課題等、お伺いしたいと思います。また、

目指すところは、「儲かる農業の実現」という

理解でよろしいか、あわせて農政水産部長に伺

います。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化

は、農林漁業者みずからが、生産を起点として

加工や販売の分野にも事業展開しまして、新た

な付加価値を経営に取り込むことにより、農林

漁業者の所得向上を図ろうとするものでござい

ます。県におきましては、地域ごとに推進体制

を整備し、６次産業化に取り組む農業者等の掘

り起こしを行いますとともに、県農業振興公社

に加工や販売分野の専門家を配置し、具体的な

支援を行っているところでございます。これら

の取り組みの結果、国の６次産業化計画の第１

回認定におきまして、養豚経営の法人が新たに

自社でハンバーガーやハムなどの加工及び移動

販売を行う取り組みなど、本県から７件が認定

されたところであります。今後は、これらの計

画実現に向けた事業者へのフォローアップを行

いますとともに、意欲的な事業者の育成や企業

等との連携につながるマッチングの機会の確保

に努めることにより、「儲かる農業の実現」に

つながる６次産業化の成功事例をさらに積み上

げてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、水産業振興について伺

います。近年の漁業経営は、燃油や資材の高騰

による漁業経費の増加や景気後退後の魚価低

迷、水産資源の減少など、厳しい状況が続いて

おります。本県の漁業が将来にわたって継続し

ていくためには、長期計画にも示されているよ

うに、早急な資源の回復とともに、漁業所得の

向上を図ることが必要と考えますが、県はこの

ような課題にどのように取り組まれるかを農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県におきまし

ては、ことし６月に策定しました「宮崎県水産

業・漁村振興長期計画」に基づき、「儲かる水

産業の実現」を目指して、水産資源の回復と漁

業所得の向上を進めていくこととしておりま

す。水産資源の回復につきましては、資源の状

況に応じた漁業管理が重要でありますことか

ら、今年度、漁業・資源管理室を設置し、漁業

と資源の一体的な管理を進めているところでご

ざいます。また、資源評価に基づく適切な資源

管理を継続して行うことを基本とし、種苗の放

流や育成の場づくりなどにも積極的に取り組み

ながら、着実な回復に努めてまいりたいと考え

ております。漁業所得の向上につきましては、

県及び関係団体で構成する「儲かる水産業実現
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プロジェクト」を設置し、農商工連携や６次産

業化など、収益性の高い漁業経営体の育成や、

競争力のある生産・流通体制の構築に向けた具

体的な取り組みを今後進めていくこととしてお

ります。以上です。

○外山 衛議員 財政の厳しさと国策に倣う施

策によりまして、公共投資額は減少の一途であ

ります。宮崎における経済基盤に目を向けます

と、建設業界の趨勢は、県勢の発展には必要不

可欠であると考えます。そこで、近年の建設業

界の実情についてどのように分析、認識されて

いるのかを県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県では、建

設投資額がピーク時に比べ半減していることに

加え、一般競争入札の拡大に伴う競争性の高ま

りなどによりまして、建設産業を取り巻く経営

環境は大変厳しい状況であると認識をしており

ます。そのような中でも、地域の建設業者の皆

様には、口蹄疫や鳥インフルエンザ発生の際の

埋却処分や消毒作業、それからまた新燃岳噴火

に伴う火山灰処理など、現場の最前線で地域を

守る担い手として使命感を持って対応いただい

ているところであります。このように建設産業

は、社会資本の整備や災害時の緊急対応はもと

より、中山間地域を初めとする地域の経済と雇

用を支える重要な産業であると考えております

ので、県といたしましても、技術と経営にすぐ

れ、地域に貢献していただいておる建設業者の

皆様が伸びていける環境づくりに、一層努めて

まいりたいと考えております。

○外山 衛議員 一昨年でしたか、県の指導と

いいますか、提案という形でもって盛んに説明

会等を開催され、建設業者の他業種、異業種へ

の進出促進に熱心であったように記憶しており

ますが、現状とあわせて成功事例等、示してい

ただきたいと思います。同時に、この取り組み

の今後についても、県土整備部長にお伺いをい

たします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県では、建設

業に軸足を置きながら新分野への進出を図る建

設業者に対しまして、必要な経費の一部を補助

する「建設産業経営基盤強化支援事業」を平

成19年度から実施しておりまして、平成22年度

までに、農業や小売業、サービス業などへの進

出を図る、延べ98の建設業者に支援を行ったと

ころであります。これらの企業の中には、例え

ばパンの製造販売、レストラン事業に進出しま

して、現在３店舗を展開している企業や、ある

いは約5,000羽のみやざき地頭鶏を飼育するとと

もに、鶏ふんの堆肥化の研究も進めている企業

など、積極的に新事業の展開を図っている事例

も見られるところでございます。新分野への進

出に当たりましては、補助金を活用した企業の

方から、販路開拓や、品質の向上、均一化など

が課題との意見を伺っておりますので、新分野

進出後のフォローアップ強化など、今後とも、

県産業支援財団などの支援機関との連携を図り

ながら、支援に努めてまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 続きまして、教育委員長にお

伺いいたします。今回の東日本大震災を教訓と

して、学校における防災対策や防災教育等の見

直しが行われているようでありますが、子供た

ちの心の健康についても目を向ける必要がある

と思います。学校現場における災害への備えと

して、物的な防災対策だけでなく、児童生徒の

心のケアのあり方について検討するべきと考え

ます。そこで、教育委員長は実際に被災地の様

子を目にされたとも聞いております。また、臨

床心理士としての専門的な経験を踏まえて、災
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害後の教育現場における児童生徒の心のケアに

ついての見解をお伺いいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 私は、この８

月、宮城県山元町に参りまして、現地の教育関

係者の方々からお話を伺い、実際に被災地の状

況もつぶさに拝見させていただきました。私自

身が自分の目で見、心で受けとめたことを踏ま

えて、お答えさせていただきます。

人は本来、困難な状況を乗り越えていく力を

持っていますが、強いストレスを受けると、当

然、心や体に大きな変化を生じ、回復がおくれ

ます。そのために、回復を支援する心のケアが

重要になります。心のケアを適切に進めるため

には必要なものがあります。それは「安心」と

「きずな」と「表現」です。安全な環境で、安

心できるつながりを実感し、自分の思いを言葉

や体で安心して表現する場を確保することが重

要となります。

特に、災害後の教育現場における心のケアで

忘れてはならないことがあります。それは、児

童生徒の心のケアに当たる学校関係者もまた被

災しているということです。つまり、学校全体

をケアする視点が必要となります。そのために

は、被災地域外の専門機関や専門家の支援が必

要です。今回の震災後の児童生徒の心のケアに

関しましては、被災県以外の臨床心理士などの

専門家が被災地域と連携し、学校の依頼に沿っ

た支援を続けられています。災害は、将来だれ

もが必ず出会う、避けることができないもので

す。今、必要なことは、心のケアに関しての正

しい知識を持つことです。正しい知識を持って

当たらなければ、さらに回復をおくらせること

にもなりかねません。そして、その知識をもと

に適切に支援依頼ができるよう、専門機関等の

情報を把握しておくことも重要だと考えます。

私が今回、山元町の方々のお話を聞きながら

心に残ったことは、山元町の教育関係者の皆様

が、一つでも少しでも多く宮崎に伝えたいとい

う思いを強く持っておられたことです。山元町

との縁を大切に、これからも多くのことを学

び、本県の防災教育に生かしていきたいと考え

ております。

○外山 衛議員 もう一点伺います。県内の各

学校では、避難訓練等の防災教育に取り組んで

おられますが、東日本大震災におきましては、

まさに学校にとっても先生にとっても、経験を

したことのない対応に迫られていた状況であっ

たと思います。そこで、今後の防災教育ではど

のようなことが求められるか、教育委員長の見

解をお伺いいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 防災教育には、

「みずから考え、判断し、行動する力」に加え

て、「あきらめない心」を育てるということが

求められていると考えております。災害には、

学校以外の場でも当然出会います。つまり、子

供たちが一人のときでも自分の命を守ることが

できる防災教育が必要であると考えます。その

ためには、過去の歴史や基本的な知識、より多

くの具体例などを学び、危機の際に想定する力

やイメージする力をはぐくむ防災教育が求めら

れていると考えます。また、それは子供の発達

段階や年齢に合ったものでなければならないと

考えます。

例えば、人が歩けないほどの揺れは震度６強

以上と想定されます。その場合、10分以内に６

メートル以上のところへ避難するようにと言わ

れていますが、果たして子供たちに６メートル

ということが理解できているかということが、

私には大変気になります。６メートルの高さを

学ぶ一例として、道路に設置されています信号
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機が通常5.5メートルほどですから、それよりさ

らに高い建物へ避難するなど、具体的で理解し

やすい知識が必要となります。

新聞の記事ですが、岩手県宮古市の小学校の

校長先生が、「自分や友達の命を守る力は、ふ

だんの遊びや学習の積み上げである」と話され

ております。防災教育に限らず、教育という場

の日々の取り組みが、子供たちのこれからの生

きる力につながっていくと、改めて感じるとこ

ろであり、教育委員会といたしましても、この

ような教育の実践にしっかりと取り組んでいき

たいと考えております。

○外山 衛議員 ありがとうございました。

続いて教育長にお伺いいたします。宮城県山

元町の小中学校に本県の先生方を派遣する事業

が行われました。この支援事業におきまして

は、被災した子供への対応だけでなく、避難場

所としての学校の姿や、復旧の様子を目の当た

りにされ、これらの経験は貴重なものであった

と思います。そこで、夏休み学校サポート活動

の成果と、今後どのように本県教育に生かして

いくのかを教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 山元町における夏休

み学校サポート活動につきましては、宮城県山

元町の小中学校４校へ、県内すべての市町村か

ら推薦されました教員等36名を派遣いたしまし

て、学校教育の面から被災地の復興支援を行っ

たものであります。この活動におきましては、

学習指導、図書室の整備、支援物資の仕分けな

ど、各学校からのさまざまな支援要請に対する

積極的な取り組みにより、子供たちの学習進度

のおくれを初めとする被災地が抱える教育的課

題の解決に尽力し、現地の教育長や校長から感

謝いただいたところであります。また、派遣さ

れた教員等は、被災地の視察や校長から被災体

験を聞く機会を通して、災害発生時における児

童生徒の安全確保や、避難所となった学校にお

ける対応など、学校の防災体制や防災教育のあ

り方について認識を新たにしたところでありま

す。

県教育委員会におきましては、このサポート

活動で得られましたさまざまな成果や教訓を本

県の教育に生かすために、市町村教育長等の参

加のもと、活動報告会をこの９月２日に開催し

たところであります。また、これに加えまし

て、先ほど教育委員長からもお話がありました

けれども、現地の教育関係者は、宮崎で自分た

ちの経験を何らかの形でお使いいただければあ

りがたいというようなことをおっしゃっており

ますので、その御厚意に甘えまして、10月31日

には、山元町の被災した学校の校長を講師に招

いて、教育関係者等を対象といたしました防災

研修会を開催することといたしております。今

後は、派遣された教員が、それぞれの市町村に

おいても、その成果を広く伝えていただくこと

はもとより、防災研修会の開催や防災マニュア

ルの見直しなど、学校における防災教育の中核

的な役割を担っていただけるものと期待いたし

ているところであります。以上です。

○外山 衛議員 体力の向上、精神面の鍛錬な

どの意味合いからの取り組みと理解をします

が、武道の必修化についてであります。24年度

から実施されるようでありますが、現状等を教

育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 武道の授業における

取り扱いでありますが、今回、学習指導要領が

改訂をされまして、すべての生徒が、中学校１

年生から２年生の２年間で、柔道、剣道、相撲

の中から少なくとも１種目を履修することに

なっております。なお、この３つの種目に限ら
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ず、地域や学校の実態に応じまして、なぎなた

など、その他の武道についても、学校長の裁量

で履修させることができることとなっておりま

す。県教育委員会ではこれまで、指導者の資質

向上を図りますために、保健体育科担当教員を

対象に、武道に関する講習会を開催していると

ころでありますが、本年度は、柔道、剣道、相

撲に加えまして、空手道につきましても、実技

講習を実施しますとともに、関係団体の協力を

得ながら、武道の授業に専門家を派遣する取り

組みを行うこととしております。また、一昨年

度から、必修化に備えまして、武道における指

導方法や指導計画作成上の留意点並びに安全指

導の徹底等につきまして、指導を行ってきてい

るところであります。県教育委員会といたしま

しては、市町村教育委員会と連携しながら、今

後とも、各中学校におきまして、武道の必修化

が円滑に進められますとともに、授業の充実が

図られるように支援に努めてまいります。以上

です。

○外山 衛議員 ことしの高校総体において、

男子バスケットやハンドボールが全国優勝を果

たすなど、選手たちの活躍に心から敬意を表し

たいと思います。優秀な成績をおさめたことの

分析を含め、大会の総括を教育長にお願いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 本年度の全国高等学

校総合体育大会は、７月から８月にかけまして

北東北４県で開催され、本県からは28の競技に

出場をいたしました。その結果、34種目の入賞

がありましたが、中でも、男子バスケットボー

ルが３年ぶりの優勝、男子ハンドボール、女子

カヌー総合の初優勝を初め、団体、個人合わせ

まして７種目の優勝を果たすなど、県民に元気

と感動を与えた大会となりました。このこと

は、競技力推進校の指定や、ジュニア期からの

優秀選手の発掘・育成、中学生と高校生による

合同練習の実施など、小・中・高一貫指導体制

による取り組みが着実に実を結んできているの

ではないか、そういうふうな受けとめをいたし

ているところであります。また、昨年度から全

国の強豪校を招聘しまして、本県のトップチー

ムが挑戦する「みやざきチャレンジマッチ事

業」を実施しておりますが、その実施競技であ

りましたバスケットボールとハンドボールで全

国優勝につながったことは、大変感慨深いもの

がございます。

なお、全国高校総体の開会式においてであり

ますが、本県の選手団が、昨年度の口蹄疫等で

の支援に対するお礼の気持ちを込めた、「がん

ばろう東北 がんばろう日本」と書かれた横断

幕を持って元気よく行進し、被災した方々へエ

ールを送る姿にも、私、直接触れまして、深い

感銘を受けたところであります。県教育委員会

といたしましては、今後とも、市町村教育委員

会や関係団体と連携しながら、少年競技力の向

上に積極的に取り組んでまいります。以上で

す。

○外山 衛議員 文化面におきましても、福島

県を中心に開催されました全国高校総合文化祭

で本県の高校生が活躍する姿が報道されていま

した。昨年、口蹄疫終息後に開催した本県か

ら、原発事故で苦悩する福島県へのバトンタッ

チということで、一層意義深いものがあったと

思いますが、ことしの全国高校総合文化祭につ

いても、総括を教育長にお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 全国高等学校総合文

化祭福島大会は、震災の影響から、残念ながら

一部開催を見送る部門もございましたが、総合

開会式及び全19部門に全国から約１万2,000人の
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高校生の参加があり、大きな感動とともに終了

いたしました。本県からは、作品出品を含め、

出場権のある部門、総合開会式等に236名が参加

をし、その結果、書道部門で２名が入賞をいた

しました。本県の高校生は、福島大会を支援す

るために、開催前からメッセージボードを届け

るとともに、義援金を送ったり、開催が見送り

となった吹奏楽部門の現地公開収録会に、県の

合同吹奏楽チームとして全国で唯一、参加した

りするなど、昨年、口蹄疫禍にあった宮崎大会

の開催に際し、全国から多くの元気や勇気をい

ただいたことへの感謝の気持ちと、復興を願う

強い気持ちを伝えようと、熱い思いを持って取

り組んでくれました。福島県の高校生からは、

昨年の困難を乗り越えて開催された宮崎大会の

成功、感動が大きな励みになったという声も聞

かれておりました。私も、近藤教育委員長とと

もに総合開会式に参加をいたしましたが、本県

の高校生は、前年度開催県として、しっかりと

バトンを引き継いだだけでなく、笑顔と感動を

届け、復興への力強いエールを送ることができ

たと思います。また、さまざまな困難を乗り越

え、明るい笑顔で大会を成功させた福島県の高

校生の姿から、決してくじけない心や、人と人

とのきずなの大切さを、昨年に引き続き、生徒

たちは改めて実感できたのではないか、そのよ

うな受けとめをいたしております。以上です。

○外山 衛議員 教育長、もう２点お伺いしま

す。学習面でありますが、授業がわからない、

おもしろくないといった声を耳にすることがあ

ります。スーパーティーチャーなど上手な先生

もいらっしゃいますが、教師にやる気や工夫が

足りないために、授業内容が理解できない子供

たちがいるのも事実であります。いわば教育の

不公平とも言えるわけでありまして、学校にこ

のような現実があることをどうとらえ、対処さ

れるのかを教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） わかる授業や生徒の

知的好奇心を高める授業を展開することは、教

師に求められる最も重要な使命の一つでありま

すが、教師の経験年数等によって指導力に差が

生じるという状況もございます。また、教科内

容が専門化、高度化する中で、授業が理解しづ

らいと感じている生徒もいるようであります。

このため、県教育委員会におきましては、教員

の資質・教科指導力向上に向けまして、初任者

研修や10年経過研修、長期研修など、各種研修

の充実を図りますとともに、各教科の指導主事

が授業を見て助言指導を行う学校訪問を実施す

るなど、さまざまな支援を積極的に行っている

ところであります。また、それぞれの教科の中

核を担う教師を養成するための「宮崎授業力リ

ーダー養成塾」事業を推進したり、教科指導力

向上支援教員による授業公開を実施したりして

おります。さらに、高校生活をスタートした生

徒が、初期の段階で苦手教科をつくらないよう

にするための取り組みといたしまして、高校１

学年の教科担任を対象にいたしました基礎学力

定着指導研究会を本年度から開始したところで

あります。また、各学校におきましても、効果

的な指導がなされるよう、校長の指導のもと

で、それぞれの教師がみずからの授業の創意工

夫を重ねたり、さまざまな校内研修等を行い、

授業力向上に努めております。今回策定をいた

しました「第二次宮崎県教育振興基本計画」で

も、教職員の資質向上を重要施策として盛り込

んでおりますので、今後、授業がわかる、おも

しろいという生徒がふえていくように、積極的

な施策の推進に取り組んでまいります。以上で

す。
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○外山 衛議員 続きまして、教師の評価につ

きましては、子供たちの声を尊重すべきと考え

ます。授業がわかる先生、指導者としてふさわ

しい先生など、教師の真の評価は、当事者の子

供たちが一番よくわかっているわけであります

から、それらのことを加味しながら勤務評価的

なことがなされ、給与等の待遇に反映させると

いったことができるとすれば、教師のやる気も

喚起できるのではと考えますが、教育長の見解

をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会におき

ましては、教職員の資質向上を図ることを目的

といたします教職員評価制度を設けているとこ

ろであります。この評価制度は、教職員の自己

評価をもとに、管理職が教職員と面談の上、評

価を行うものでありまして、面談に当たりまし

ては、授業に対する児童生徒のアンケート結果

も参考にしているところであります。この評価

結果につきましては、授業力向上等の教職員の

能力開発に積極的に活用しますとともに、管理

職や主幹教諭、指導教諭への昇任にも生かすこ

とによりまして、教職員のやる気の向上を図っ

ているところであります。今後とも、教職員評

価制度を活用し、教職員の意欲の喚起を図って

まいりたいと考えております。以上です。

○外山 衛議員 最後に、県警本部長に伺いま

す。犯罪の低年齢化、そして多様化、また専門

的知識を要する事案に対応するためには、頭脳

といいますか、考える力、応用力は必然であり

ますが、体力、気力の充実がその前提となるの

ではと考えます。そこで、警察官の採用に当た

り、そういったことが反映されているものかど

うかを県警本部長に伺います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察官には、凶

悪事件や大規模災害発生時の救助活動を初め、

あらゆる事態に的確に対処する精強な職務執行

力が求められます。そのため、体力にすぐれた

警察官を採用するということが大変重要であり

ます。警察官採用試験におきましては、従来か

ら、敏捷性、持久力、そして柔軟性等、警察官

として必要な体力についての検査を実施してき

たところであります。また、平成21年度からで

ありますけれども、体力検査の点数配分を引き

上げるということで、より体力を重視する観点

での改善を行ってまいりました。その結果、体

力のある受験生がより多く合格するということ

になりまして、知力、体力ともにバランスのと

れた警察官が確保できているというふうに考え

ております。なお、採用後でありますけれど

も、警察学校、それから配置をされました警察

署等におきまして、柔道、剣道、逮捕術等の術

科訓練にも積極的に参加をさせるということ

で、気力、体力の充実に努めさせているところ

であります。

○外山 衛議員 今回、項目が多かったために

少しはしょりました。自分の時間は残ったんで

すが、トータルの時間が参りましたので、質問

を終わります。どうもお疲れさまでした。（拍

手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時５分散会
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◎ 一般質問

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員37名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、坂

口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。質問に入ります前に、さきの台風で

犠牲となられました方々の御冥福を心からお祈

りいたしまして、そして被災されました皆様に

心よりお見舞いを申し上げ、一日も早い復興を

お祈りしたいと思います。

それでは、通告に従いまして、知事の政治姿

勢に関する問題から順次伺ってまいります。

知事は、施政に際しての基本理念として、

「対話と協働に基づく県民総力戦」を標語とさ

れました。つまり、県民の声に十分耳を傾け、

官と民とが互いに理解し合い、その上でそれぞ

れがその役割を果たし合いながら、一体となっ

て県政を発展させていこうということであろう

と存じます。河野知事は、直接宮崎県にかかわ

られたのは、総務部長及び副知事として本県に

在籍された６年間のみであり、あえて対話の姿

勢をモットーとされたのは、県民の信頼感や親

近感につなげたいとの強い思いもあってのこと

かと拝察をいたすところであります。そこで、

知事にお尋ねをいたしますが、知事のみなら

ず、副知事までもが中央省庁の御出身であるが

ゆえ、県民には、今、県政に対し、大きな期待

と同時に幾ばくかの懸念もあるようでありま

す。具体的に申し上げますと、国とのパイプの

大きさ、これに対する期待も大きいものがある

わけでありますが、すなわち中央への影響力の

大なる期待であります。そしてまた一方では、

地元の人じゃないから、本気で宮崎のために力

してくれるのだろうかとの払拭し切れぬ不安で

あります。知事は、これら県民の思いをどう受

けとめ、どう対応していかれるのか、施政に際

しての基本的な考え方をお願いいたします。

後は自席から質問をいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

県民の皆様の思いについてであります。県民

の皆様からの期待と不安という御指摘でござい

ました。期待につきましては、ありがたく受け

とめて、それを胸に頑張ってまいりたいという

ふうに考えております。不安という面でござい

ますが、副知事も含めてともに中央省庁出身で

はないか、どれだけ本気でこの宮崎のためにと

いう御指摘でございますが、私は宮崎県民とな

りまして７年目を迎えるわけでございますが、

今、御紹介いただきましたように、県民の皆様

との対話、そして現場主義を基本といたしまし

て、可能な限り県内各地に赴きまして、県民の

皆様を初め市町村、関係団体の皆様と、きめ細

かく丁寧な対話を心がけることによりまして、

宮崎県に軸足を置いた県民本意の県政運営に努

めているところであります。副知事の選任に関

しましては、これまでも御説明しましたとお

り、口蹄疫を初めとするさまざまな農政を中心

とした課題に対して、しっかりとした知識、経

験、また国とのパイプというものを生かしてま

いりたいということで、牧元副知事に就任して

いただいたわけでございますが、結果的に、知

事、副知事が省庁出身になったということでご

ざいます。国との関係、さまざまな課題がござ
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いますので、予算、また制度改正の要望など、

あらゆる機会を通じまして、私や副知事が持つ

パイプというものを十分に生かしつつ、大変厳

しい宮崎の実情・実態が反映されるよう、強く

国に対して要望してまいりたいというふうに考

えております。これからも宮崎に軸足を置い

て、この宮崎の発展のために全身全霊で取り組

んでまいりたいと考えておるところでございま

す。以上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 どうもありがとうございまし

た。やはり地元のことを一生懸命やっていただ

けるということで、安心できたんじゃないかな

と思っております。また、県民が寄せておる大

きな期待というと、具体的に言ったら、やっぱ

り国からお見えになったお二人だから、本県の

ためにたくさん予算を獲得してくれるんじゃな

いかという具体的な露骨な期待が大きいようで

あります。なかなか難しいんですけれども、例

えば昨年、本県は口蹄疫に遭いました。知事が

副知事を辞任されたのが、たしか10月13日だっ

たと記憶しています。当然、それまで一生懸命

やっていただいたんです。そのとき、口蹄疫に

関する県費を相当出しておりました。100億余

り。第１回目の特交が交付される直前でありま

した。隣の中村さんが議長のときだったんです

けれども、東国原前知事と国とがちょっとぎく

しゃくした関係で、あんまり激しくやってくれ

るなと、次の予算が心配だというような状況の

中で、しかも知事が副知事をおやめになった後

だったものですから、これは100億以上出費して

いて、60～70億もらえればいいほうかなという

のが率直な感想だったんですけれども、結果的

には年末に、口蹄疫関連が109億円、それから一

般、特交が19億円、合計128億円交付されまし

た。その後、１月21日に知事就任式、その後は

３月の２回目の特交だったんですけれども、こ

のときにも14億ぐらいだったですか、通常分30

数億がしっかり確保できたということで安堵し

たわけですが、あのとき、もし河野知事が既に

ここにいられたらどうだっただろうかと、「も

し」はないわけですけれども、そういうことを

考えながらのきょうの質問でありました。今お

答えいただきましたように、この交付税等いろ

んな財政に絡む制度の改革も含めてということ

なんですけれども、これまでも幾度か議論して

まいりましたが、やはり地方交付税に係る基準

財政需要額算定ですね。きょうは副知事もお見

えですけれども、我が県は農業県であります。

農業なら、農業経費の基準財政のあり方という

のが、戸数、人口、面積となっているものです

から、本当に家庭菜園というようなところでも

たくさん農家があれば、宮崎とほぼ同じぐらい

の財政需要額になるんですね。ところが、これ

を出荷額で見てみますと、本県は全国平均の２

倍、カロリーベースでいっても、60％ぐらい生

産している県なんです。それが10％、３％の県

と一緒というのはおかしい。ここらは変えてい

ただかないといけない。ぜひこういった制度に

ついても、今度は知事として頑張っていただき

たいし、特交については、もちろんでありま

す。これは要望をいたしておきたいと思いま

す。

そこで、財政問題について、知事に具体的に

お伺いしたいと思います。

長引く景気低迷の中で、申し上げましたよう

に、口蹄疫がありまして、せんだっての一般質

問でも出ましたけれども、28億円ほどの県単公

共事業などを中心に、地域の経済対策を一生懸

命やっていただきました。しかしながら、依然

として、まだ景気・経済を取り巻く環境という
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のは、全国的になかなか厳しいわけでありま

す。さらに、東日本大震災ということで、相当

大きなダメージを受けました。円高や株安も激

しく進んでおります。こういった依然として厳

しい状況ですが、そんな中で野田総理大臣が誕

生いたしまして、もともと財務大臣でありまし

た。そのときから、財政再建というものを前面

に出して、厳しい姿勢で臨まれていたんです。

その野田総理ですけれども、財務大臣当時に、

予算のあり方として、長期的に見ていこうとい

うことで、中期財政フレームというのをまず設

定して、その中で翌年度の財政を組んでいこう

ということで、去年が初めてでありました。で

すから、ことしが初めての改訂になります。中

間で見直すんだという、それをもとに来年度の

予算を組んでいくということで、その改訂とい

うのが８月にずれ込んで、ついこの前、終わっ

たばかりです。だから、特例で今度、概算要求

の締め切りを９月末にしてしまったんですね。

一日も早く来年の予算がどうなるのかというこ

とを知りたい本県にとりましては、このおくれ

というのが今後どう響いていくのか。ややもす

ると、来年度の予算編成に間に合わないぐらい

響くんじゃないかという心配も持っているんで

すけれども、そこらの見通しというのを教えて

いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありましたよ

うに、24年度の国の予算につきましては、例年

と異なりまして、財務省が８月23日に各省庁へ

「概算要求に向けての作業手順」を示しまし

て、９月末の要求締め切りに向けて、実務上の

作業が１カ月おくれて進められているというふ

うに伺っております。また、国において検討が

進められております社会保障と税の一体改革の

問題、さらには東日本大震災の復興財源の取り

扱いなど、大きな制度改革等が検討されておる

ところでございまして、来年度以降の地方の税

財政制度に影響が生じることも考えられるとこ

ろでございます。私どもとしましては、そうい

うところに大変不安を持っておるところでござ

いますが、県庁内部の作業というものは粛々と

進めながら、一方で、今後、国の動きに対しま

しては、しっかり情報収集を行うなど、国の動

きというものを十分注視しながら、適切な対応

に努めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 どうぞよろしくお願いしま

す。

続きまして、知事に、この数年間、経済対策

ということで造成されてきた基金についてお尋

ねしたいんですが、麻生政権、自民党政権のと

きでありました。さまざまな基金を造成して、

それで事業をやっていこうということで、福

祉、雇用、子育て、さまざまな事業をその基金

をもとにやってきたんですけれども、平成20

年、21年にかけてつくられた基金のほとんど

は、今年度が最終年度になっておるわけです。

しかしながら、どの事業も大変ありがたい事業

で、また、これが今打ち切られると、即座に、

具体的に暮らしにかかわるようなものばかりで

あります。今後とも、ぜひこれは継続していく

べきなんですけれども、この見通しについて、

知事にお伺いをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありました国

の経済対策などによりまして、造成した基金に

つきましては、これまで雇用対策を初め、福

祉、医療、環境対策、さらには公共事業など、

さまざまな分野の事業において活用がなされ、

財政的にも一息ついたというところがあるとこ

ろでございますが、これらの基金の多くは、23

年度までが活用の期限となっております。社会
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福祉施設等の改修ですとか公共投資のための基

金など、これまでの期間によりまして一定の目

的を果たしたものもありますが、一方では、民

間の自主的な取り組みなどを支援するための事

業ですとか、県民の医療、雇用の維持などを図

る事業など、期限到来後も一定の取り組みが求

められるものもございます。緊急雇用創出事業

臨時特例基金につきまして、設置期限が延長さ

れる動きなどもあるわけでありますが、いずれ

にしても財政状況が非常に厳しい中、こうした

基金にかわる新たな財源が確保できない場合

は、事業の継続は困難となる見込みであります

ので、基金の設置期限の延長ですとか新たな財

源の確保などにつきまして、引き続き、国に対

して強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 どうぞよろしくお願いしま

す。我々も意見書なんかも考えなければいけな

いかなとも思っております。

続けて、知事にお伺いをします。地方交付税

についてなんですけれども、先ほど申し上げま

した中期財政フレーム、これを通過しまして、

今度は基礎的財政収支対象経費を71兆円、です

から、国債費と調整繰入金を引いた分が71兆円

で来年度も予算が組まれるということです。社

会保障費の自然増というのが当然あるわけです

から、これらが地方交付税に響いてくるんじゃ

ないかな、削減されるんじゃないかなという懸

念を大きく持っているんですけれども、その見

通しについて、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国が示しました「概算

要求に向けた作業手順」によりますと、来年度

の地方交付税につきましては、「中期財政フレ

ームとの整合性に留意しつつ要求する」という

ふうにされておりまして、ほかの裁量的経費な

どのように、一律10％削減の対象とはなってお

りませんが、その総額につきましては、今後、

年末の地方財政対策などを経て決定されるもの

と考えております。今、御指摘がありましたよ

うに、社会保障経費の自然増などが１兆円以上

見込まれているところでございまして、全体を

この71兆円にはめ込む、そのつじつまを合わせ

るには、地方交付税も含めた最大限の節減努力

が必要ではないかということが見込まれている

ところでございます。いずれにいたしまして

も、県税等の自主財源が少なく、地方交付税に

大きく依存する脆弱な財政基盤にある本県とい

たしましては、ふえ続ける社会保障関係費への

対応を含め、必要な地方交付税総額の確保につ

きまして、年末のそういう地方財政に向けた議

論などに、全国知事会等と一体となりながら、

国に対して強く要望してまいりたいと考えてお

ります。

○坂口博美議員 特に力のない、財政基盤の弱

い県にとっては深刻な問題だと思います。今の

説明のようなことなんですけれども、具体的

に10％削減で、義務的経費を除いた政策的経費

が大体１兆2,000億円ぐらい出る。その中の自然

増が１兆1,600億円ですね。ほとんど残らない。

とにかく71兆円という枠の中で泳ぐわけですか

ら、減らした分はどこかに行くのは間違いな

い。それを国費分だけでやってくれるのなら安

心ですけれども、昨年も同じ手法をとりまし

て、ことしで２年目です。昨年は、地方交付税

が入り口で7,000億円減らされました。公共事業

が8,000億円減らされました。たまたま税収が

あったから、後の追加で、結果として出口で

は5,000億円ふえて出たんですけれども、ことし

はそうはいかないわけであります。地方交付税

ですけれども、これについては、政府も何かそ
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れは触らずにそのまんま確保するんだと言われ

ているんですけれども、問題は、その調整され

るという基準財政需要額を幾らに設定するかだ

と思うんです。ここをしっかり持たなければい

けないと思うんですけれども、この本当の実態

を、標準的な行政サービスにこれだけ必要だと

いう、ここをしっかり反映させていかなければ

いけないと思うんですけれども、これら地財計

画を含めた財政需要額の設定についての考え方

を知事にお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地方交付税の算定基礎

となる基準財政需要額でありますが、地方公共

団体の行政運営に必要な財源を保障するため

に、地方財政計画の歳出見積もりに基づきまし

て、各団体において標準的な行政サービスを提

供するために必要な経費が算入されているとい

うものでございます。地方財政計画の歳出につ

きましては、国と歩調を合わせまして、給与関

係経費や投資的経費など、近年、抑制が図られ

ている部分もありますが、一方で、医療、介護

などの社会保障関係費の増額や、地域活性化・

雇用等対策費の加算などの措置も講じられてき

ておりまして、これらが毎年の基準財政需要額

に反映されているというものであります。御指

摘にありましたように、地方交付税総額の確保

を図るためには、地方において必要な経費とい

うものが適切に基準財政需要額に算入されると

いうことが大変重要でありますので、特に財政

力の弱い本県といたしましては、今後とも、国

に対し、地方交付税の持つ財源保障機能の充実

強化につきまして、強く求めてまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 次に、臨財債についてお尋ね

したいと思うんですけれども、これは最初は３

年くらいと言っていたような気がするんですけ

れども、恒常化した感があります。この臨財

債、せんだってから、この議会でもいろいろ問

題になったわけですが、本県の場合、臨財債の

果たす役割とか臨財債に対する認識といいます

か、そこらのところを、基本的なところでいい

んですけれども、説明をいただきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 臨時財政対策債につき

ましては、地方財政計画上、見込まれます財源

不足額を補てんするために、本来、地方交付税

として算定される額の一部につきまして、特例

的な地方債に振りかえられた、いわば地方交付

税の代替財源であるものと認識しております。

本来、地方交付税の財源不足額につきまして

は、地方交付税の法定率の見直しなどによりま

して対応がなされるべきものでありますが、国

全体として税収の大幅な増が見込まれず、地方

交付税財源総額の確保が困難と見込まれる現状

におきまして、臨時財政対策債は、地方交付税

制度の一部として必要な役割を担っているもの

と考えております。財政の健全性を確保する観

点から、臨時財政対策債の発行につきましては

さまざまな御意見もございますが、その償還財

源は、後年度に全額が地方交付税により措置さ

れることが地方財政法によりまして明確に規定

されておりますので、例えば交付税措置がない

ものですとか、あるいは少ない一般的な地方債

というものは抑制しながらも、こういった制度

的に償還財源が担保されております臨時財政対

策債につきましては、自主財源に乏しい本県に

おきまして、県民への行政サービス水準を維持

していくために、活用していくべき財政措置で

あるものと考えております。

○坂口博美議員 私もそう思います。目いっぱ

いこれは執行していくべきたぐいの財源である
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なと思っています。せんだって、このことにつ

いて、我が党の右松議員もお触れになりまし

た。厳しいスタンスからだったんですけれど

も、それで僕も愛知県の執行枠残について

ちょっと調べてみたんですけれども、どうして

も見つけることができませんでした。岐阜県、

これは残していたんですね。平成20年度、この

年は24 6億円の臨財債を出しています。12

億3,000万円を使っていないんですね。それか

ら、平成22年度は700億円出して、118億残して

いる。何かなと、これは不交付団体でもないの

になと。一方では、通常の県債、これは1,220億

ぐらい出しているんですよ。元金も何も手持ち

資金が要らないものを発行せずに、なぜそうい

うものを発行したのか、これはどうやってもわ

からないんですけれども、これはよその県の話

でありまして、時間がもったいないですから次

に移ります。

知事、副知事にちょっとお聞きいただきたい

んですけれども、「我が宮崎の地たるや史跡豊

潤にして人民すこぶる少なく、固有の天産に富

むと言えども、これを収拾するの力足らず。捨

てて塵芥となるもの、その幾ばくなるを知ら

ず。日に月に困迫に傾き、まさになすべきの義

に耐えざらんとするものは何ぞや。けだし人民

の知力に乏しく資本の足らざるによる」、128年

前、再置県のときの第１回の県議会の建議書に

あるということがものの本に書かれておりまし

た。県令田辺輝実、議長川越進。早速学校をた

くさん整備し、道路をつくり、そして殖産、サ

トウキビの工場をつくって、砂糖で売るよりサ

トウキビだということで、６次産業化でありま

す。今も同じ課題を、たくさんのニーズが県政

に対して寄せられております。加えて、防災、

安心・安全、福祉、教育、環境、ますます増大

してきております。言いますならば、我々のニ

ーズというのは日々とどまるところを知らな

い。だから発展があるのかもわかりませんけれ

ども、こういったことに対して、行政は的確に

対応しながら生活を守らなければならないと思

うわけであります。ですから、財源はあらゆる

手だてを講じて確保していくことが必要であ

る。もちろん健全化は大前提であります。です

から、そういう意味で、私は臨財債というのは

大いに活用すべきだと思うんです。ただし、県

民の借金ではないけれども、国の借金には変わ

りない、国民の借金には変わりない。ここらの

ところが将来長く見たときのちょっと不安材料

かなという気もしないでもありません。ですか

ら、今後なんですけれども、やはり臨財債とい

うのはあくまでも交付税ですから、代替、代替

と言っていないで、とりわけ我が県のように財

政力の弱いところ─先ほどの愛知県、県税だ

けで１兆円あります。留保金だけで2,500億円へ

そくれるんですね。我が県は800億円で、25％だ

から200億円しかへそくれない。そんなところと

対等に配分されたんじゃ、なかなか難しい。で

すから、自主財源の率でも何でもいいですよ。

そこに応じて、逆に臨財債のパーセントは低く

して、現金でもらえるような交付のあり方とい

うものも、今後、改善していくことを求めてい

くべきじゃないかなと思うんですけれども、所

見をお聞かせいただきたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありましたよ

うに、財政力の強い・弱いにかかわらず、それ

ぞれの地方はさまざまな行政課題を抱えておる

わけでございまして、それをいかに財政面で調

整するかというのが地方財政制度の大変重要な

課題でありまして、地方交付税というものは、

そうした地方団体間の財政力の格差を調整しま
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して、財源の均衡化を図ることが大きな目的で

ありますので、その算定に当たりましては、本

県のように財政力の弱い団体につきましては、

財政力の強い団体よりも、臨時財政対策債への

振りかえではなく、地方交付税そのものとして

配分される割合を高くする必要があるものと考

えております。このため、国におきましては、

臨時財政対策債発行可能額の算定をするに当た

りまして、これまで人口を基礎に一律に算定し

ておりました方式というものを見直しておりま

す。平成25年度からは、財源不足額に財政力を

加味して算定する方式に改めることとされてお

りまして、現在、移行措置がとられておりま

す。本県の場合、他県に比べて、相対的に臨時

財政対策債が減少いたしまして、地方交付税の

割合が増加する傾向にあるところであります。

県としましては、今後とも、安定的な財政運営

の確保のために、地方交付税の財源調整機能の

強化などにつきまして、国に対して強く要望し

てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 どうぞよろしくお願いしま

す。期待をいたしております。

次に、農政水産部長にお尋ねをいたします。

６月の議会で議決したばかりなんですけれど

も、第七次農業・農村振興長期計画、県はこれ

に「儲かる農業」を目指すんだということで推

進の目標に立てておるわけですが、資材や機材

あるいはあらゆる関連するものの値上がり、そ

して逆に産物の価格は下がっていくという大変

厳しい中にあるわけですけれども、そんな中

で、またＴＰＰに対する心配すら出てきたわけ

ですが、このような中にあって「儲かる農

業」、つまり生産コストにプラスアルファの出

る農業、これをどのようにして現実のものにさ

れようとしているのか、具体的な考え方をお聞

かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「儲かる農業

の実現」につきましては、所得構成要因である

生産量、また生産コスト、販売価格の３つの視

点からの施策対応が必要であると考えておりま

す。生産量につきましては、新品種や栽培技術

の開発、生産コストでは、省力・機械化技術の

開発、物流の効率化、販売価格では、ブランド

力や価格交渉力の強化など、多様なニーズにこ

たえる攻めの生産・流通・販売対策を講じるこ

とが重要であると考えております。また、本県

農業の特徴である畜産や園芸などの集約型農業

に加えて、加工・業務用に向けた土地利用型農

業の展開を進めるとともに、６次産業化や農商

工連携などの取り組みを通して、素材供給型産

地から高付加価値型産地への構造転換を進めて

いくことが大変重要な課題であると考えており

ます。さらに、地域における担い手を明確化

し、農地など経営資源の円滑な継承を促進する

とともに、他産業が有する人材、技術、資金な

どの経営資源等を農業・農村に結びつける連携

と参入を促進することによりまして、経営資源

の担い手への集中化を進めていく必要があると

考えております。以上のような生産から販売に

わたる総合的な取り組みを進め、消費者の御理

解もいただきながら、農業者を初め市町村、関

係団体等と一体となりまして、「儲かる農業の

実現」に向けて一生懸命取り組んでまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 よく聞いていると、ことごと

くこれまでやってきたことなんですね。私はこ

の際、宮崎ならではの優位性を前面に出した農

業の展開、これをしていくべきだと考えており

ます。何か。宮崎の農産物は健康にいいという

ことを売りにするということであります。どう
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いうことかというと、植物というのは、御案内

のように、光合成によって炭水化物、その他さ

まざまな化学物質を蓄積していくわけですけれ

ども、ビタミン、精油、アミノ酸、ホルモン、

さまざまあります。今、植物にどれぐらいそう

いった成分があるかというと、約10万種ぐらい

こういった化学物質が確認されているんです。

ＮＨＫで、６月中ごろだと思いますが、これは

たくさんの方が記憶にあるんじゃないかと思う

んですけれども、「あなたの寿命は延ばせる」

というタイトルのテレビ番組がありした。どん

なことかというと、私たちの体の中には、御案

内のように、細胞の中にミトコンドリアがあ

る。エネルギー生産工場と言われる。しかし、

これは老化していくと活性酸素を発生してし

まって、周りのものをことごとくやってしま

う。細胞を傷つける。がん細胞になる。それか

ら免疫細胞、これもみんな持っています。これ

は老化していくと、今度はコントロールがきか

なくなって、本来なら病原菌だけをやっておけ

ばいいのに、あたり構わずやって血管を傷めて

しまう。で、老化とか細胞が死んでしまうこと

につながる。ここで、あることが起こると、こ

ういったことが起こらなくなるんだということ

です。あることとは何かといったら、これがカ

ロリー制限だと言っていました。25％カロリー

を制限すると、サーチュインという眠っていた

遺伝子が動き始めて、サーチュイン酵素という

酵素を出す。これがまず活性酸素を中和してフ

リーラジカル、それから、黙っとれ、暴れるん

じゃないよということで、免疫細胞をおとなし

くしてしまう。だから細胞が若々しく保てて、

長寿につながるんですよという番組でした。

そしてもう一つ、おまけがありました。アメ

リカの女性だったんですけれども、なぜそうい

うサーチュインが出るかというと、カロリー

を25％、これは話しましたね。「私はとても

じゃないけどカロリー制限できない。だからサ

プリメントを飲んでいるんですよ」「何という

サプリメントですか」と言ったら、レスベラト

ロールというサプリメント。レスベラトロール

というのは、宮崎にもたくさんあるんですね。

赤ブドウの皮の中にたくさん入っている機能性

成分であります。これはアルコールにしても役

割は変わらない。どういう役割を持っているか

というと、さっきのように、まずレスベラトロ

ールという成分、節食しなくてもサーチュイン

機能を起こしてくれるというのと同時に、イタ

リア人はワインをたくさん飲みますよね。肉も

たくさん食べますよね。ところが、北欧と比べ

ると、心臓病で亡くなる人が極端に少ない。こ

れは、レスベラトロールという成分には、まず

心臓の機能とか、そういったものをよくしてく

れる、そういう働きも持っているということで

あります。そのほかにたくさんあります。例え

ば、イチロー選手は朝夕、毎日カレーを食べ

る。これは何だろうかと思うと、これは想像で

す。カレーは香辛料があります。カルダモンと

いう香辛料があるんですけれども、これはヌー

トカトンという機能性成分を持っています。神

経を物すごく集中させてくれるんですね。だか

ら、ホームランにつながるんじゃないかなと思

います。

それで、時間がないからこれを続けます。

しゃべり過ぎた。昔から、僕らの世代以上だ

と、女性の人がお産をしたら、コイのみそ汁を

食べたら、鯉こくを食べたら、おっぱいがたく

さん出るというんです。コイに何があるんだろ

うかと調べると、コイの脂にはセロトニンとい

う機能性成分があり、ほかのものと比べると圧
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倒的に多く含まれているんですね。これは神経

を物すごくいやしてくれる機能を持っている成

分なんですね。だから、想像ですよ。封建的な

時代に女性が嫁いでいく、お産をする、子供は

育てなきゃならない、家事はしなきゃならな

い、普通だったら、今でいう、うつになります

よ。でも、そういったものを食べることで精神

がうまくコントロールできたんじゃないかな、

結果として、おっぱいがたくさん出たんじゃな

いかなという気がいたします。ほかにもたくさ

んあるんですけれども、時間がないからやめま

すが、そういった機能性成分、申し上げました

ように光合成の副産物なんですね。でん粉をつ

くったついでにできるものです。本県は、残留

農薬の判定と同時に、こういったものも今、手

がけておられるんですよね。これをどのくらい

含んでいるということがわかるわけです。光合

成というと日照時間です。全国で圧倒的に多

い。だから、必ずや宮崎の野菜あるいはそう

いったものをえさにしている動物、水産物もで

すけれども、その含有率は高いと思うんです。

じゃ、堂々と、健康にいいんですよ、理由はこ

うですよ、宮崎のものなんですよということを

前面に出した売り、これを展開すべきと思うん

ですが、部長の見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今、御指摘の

健康に着目した新戦略の取り組みということだ

と思います。これまでピーマンなどの一部の品

目におきまして、ビタミンＣなどの栄養・機能

性成分の含有量が全国平均を上回っているとい

うことを表示した販売を試行的に実施してきた

ところでございます。このような取り組みによ

りまして、健康に対する消費者の関心は極めて

高く、栄養・機能性成分に関する情報が消費者

の購買判断を大きく左右するものであることが

確認されております。栄養・機能性成分が豊富

な農産物の生産は、気候条件に恵まれた「宮崎

県ならでは」の、他産地にはまねのしにくい取

り組みになるということですので、今後も、宮

崎県農産物全体の評価を高める新戦略として、

各種データの蓄積や、より効果的な販売方法等

の検討に、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 これは県が今持っているマー

カーのリスト。102あるんですけれども、この中

に機能性成分じゃないものが１つあるんです。

ジャスモン酸というのがあります。これは植物

ホルモンなんですよね。これがなぜ１つだけこ

こに列記されているのか。どういう目的でこれ

を研究対象にされたのかお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） ジャスモン酸

は植物ホルモンの一種でございまして、植物

が、外敵による食害や病原菌の感染、また水の

欠乏などのストレスを受けたときにつくられ、

この成分により植物の抵抗力が増すと言われて

おります。したがいまして、ジャスモン酸は、

狭義の栄養・機能性成分には該当いたしません

が、本成分の生成メカニズムなどを明らかにで

きれば、今後、農薬の使用低減につながる可能

性もございます。このように、本成分の研究

は、消費者ニーズをより反映した農産物の生

産、さらには健康に着目した新戦略を進める上

でも重要な切り口と考えられますことから、分

析技術を開発したところでございます。

○坂口博美議員 １つだったから、そういう目

的を持ってのことだとは思ったんですけれど

も、じゃそうなると、アブシジン酸という、全

くジャスモン酸とは反対の作用、芽を眠らせた

り、あるいは葉っぱを落っことしたり、実を

落っことしたりする、冬に入る準備をする植物
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ホルモンもあります。それからエチレンは、果

物を熟れさせて落下させたりとか。そういった

ものがたくさんあるから、現に球根を貯蔵する

ときとか、芽を出さなくするときとか、わき芽

を防ぐとか、有機栽培の入り口で研究されてい

るんですね。ソバのルチンとかセイタカアワダ

チソウのシスデヒドロマトリカリアエステルは

発芽抑制とか、これは徹底して研究していくべ

きじゃないかなと。それから、トリプトファン

というのもここに載っていますけれども、これ

は必須アミノ酸で、体で絶対できない８種類の

中の１つなんです。こういったものを徹底して

今からデータを集められて、新戦略としてこれ

を宮崎に有利に、そしてもうけていくという、

そこらについての戦略的な考えがあればお聞か

せいただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県では、総

合農業試験場におきまして、平成16年度から栄

養・機能性成分の分析技術の開発に取り組んで

おりまして、現在、ポリフェノール類やビタミ

ン類などに分類される102の成分の分析が可能と

なっております。この分析技術を用いて、平

成17年度以降、ピーマンや日向夏などの商品ブ

ランドを中心とした本県農産物33品目につい

て、各種データの蓄積に取り組んでいるところ

でございます。今後とも、新たな成分の分析技

術の開発等を通じまして、さらなるデータの蓄

積に努め、本県農産物の高付加価値化につなげ

てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

それでは、防災問題について、これは総務部

長に、関連で１問だけなんですけれども、この

議会で、対策本部となるべく県庁の耐震補強は

しっかりしているのかとか、大丈夫なのかとい

う質問が出たんですけれども、仮にここをどん

なにしっかりしても、この宮崎市の平野という

のは、加江田川から北側は、大体海岸から５キ

ロの範囲、液状化が強く起こることが想定され

る地域なんですよね。液状化というのは、地震

の揺れの強さだけじゃなくて、時間とか、砂の

かみ合わせですから、連続して蓄積時間も関係

してくる。だから、液状化の心配がたくさんあ

るんですよ。そこで、エコクリーンプラザみた

いな基礎にしっかり打ちつけられているかとい

う民間の建物の問題、どこか道路が落っこちた

り倒れたりしたら、ここに来られないんです

ね。出られないんですね。１日の３分の１しか

ここにいないわけですから。だから、こういう

機能をここ以外のところに僕は整備すべきだ

と。ただ、お金の問題があるから、ここをまず

使いながらも、万が一のときはということで、

知事公舎、あそこにはある程度のものが整備さ

れていますよね。ここらを考えるべきじゃない

かと思うんですけれども、部長の見解をお聞か

せください。

○総務部長（稲用博美君） 今回の東日本大震

災のような大規模災害を踏まえますと、県の本

庁庁舎が大きな被害を受けまして、災害対策本

部が県庁内に設置できない、議員が御指摘のよ

うな最悪の事態に至る可能性は否定することが

できないというふうに考えております。その場

合の代替的な機能をどのように確保するのか、

このことにつきまして、現在、検討を行ってい

るところであります。お話のありました知事公

舎、これにつきましては、震度７に耐え得るよ

うな耐震性を持っております。また、一定

の通信機能も確保されておりますことから、一

時的な代替機能を担うことは可能であるという

ふうに考えられます。知事公舎を含めましたさ
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まざまな可能性につきまして、シミュレーショ

ンも交えながら、今後さらに検討してまいりた

いというふうに考えております。

○坂口博美議員 輸送道路も含めて、液状化と

いうものを想定すべきだと思います。

次に、農政水産部長に家畜改良についてお伺

いするんですけれども、ことしは家畜改良増殖

計画の見直しの年だったと思うんですが、計画

の中に疾病に強い牛とかいうようなものはちゃ

んと明示されているのかどうか教えてくださ

い。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の家畜・

鶏改良増殖計画は、繁殖性や産肉性の高い家畜

集団を形成するために、遺伝的能力の改良並び

に産肉能力等に関する目標等を定めるものでご

ざいまして、本県におきましては、現在、改訂

作業中でございます。一方、御指摘の疾病に強

い和牛の改良につきましては、大学等の専門研

究機関において、抗ウイルス活性の高い遺伝子

の探索が開始されておりますが、現時点では、

実用化レベルに達しているものはないとお聞き

しております。しかしながら、昨年の口蹄疫等

の経験を踏まえますと、疾病に強いという点も

大変重要でございます。このため、本計画にお

いては、和牛の多様な遺伝資源の確保という観

点から、遺伝的に特徴のある系統の掘り起こし

を進め、計画的な利用を図ることによりまし

て、発育性や強健性、また抗病性の改善など、

将来の改良ニーズに対応していくことにしたい

と考えております。

○坂口博美議員 続けて畜産問題なんですけれ

ども、鳥インフルエンザとか口蹄疫の感染状況

というのを見てみますと、同じ目とか科の中に

いる同種の動物でありながらも、野生のものと

いうのは、こういった病気が入る、その最悪の

事態を回避して生き続けてきているんですよ

ね。一方、家畜の場合は、これでことごとく全

滅していく。極めて深刻な事態に追いやられ

る。この違いというのは、どこから来るものな

んですか。

○農政水産部長（岡村 巖君） インフルエン

ザウイルスは、抗原性の違いによりまして、144

種類の亜型がありますが、この抗原性の違いに

よって、感染する動物の種類が決まっておりま

す。また、鳥インフルエンザウイルスについて

は、自然の宿主であるカモ類に対しては、ほと

んど病原性を示さないということが知られてお

ります。御質問の野鳥と家禽等の家畜での違い

でございますが、野鳥はふだんから病原体にさ

らされており、自然淘汰的に病気に対して感受

性の低いものが生き残った可能性が考えられる

一方で、家畜ではそのような状況にないなど、

飼育環境が野鳥と全く異なることが、罹患した

場合に深刻な事態に至る一つの要因であるとの

意見もございます。しかしながら、現在のとこ

ろ、科学的な根拠については解明されておりま

せん。

○坂口博美議員 いずれにしても、病気に打ち

かって生存し続けるということは、生き物とし

て極めて重要な価値ある遺伝資源であると言え

ると思います。病気に対する遺伝的な抵抗力を

知って、野生生物の生活様式に家畜の飼養管理

のあり方というのを学ぶ。家畜改良の中では、

こういったことが自然淘汰でなくて人為的に排

除されていくんですね。目指すところ、逆のほ

うに行っているのかもわからない。ですから、

改良に際しては、そういった遺伝子というのを

たくさんプールしておくべきじゃないかなと僕

は思うんです。これが肝要であると思います

が、部長の見解をお聞かせいただきたいと存じ
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ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 家畜の育種改

良は、発育性や乳量、また肉質などの経済的形

質について選抜を繰り返し、望ましい遺伝子の

割合を高めるものでありますことから、そのも

ととなる家畜集団が多様な遺伝子を有すること

が必要でございます。例えば、和牛において

は、特に牛肉輸入自由化以降、外国産牛肉との

差別化を図るため、肉質に重点を置いた育種改

良が進められました結果、特定の系統の種雄牛

が多数利用され、肉質の向上は図られたもの

の、一方では、和牛の遺伝的多様性が減少して

いると言われております。今後の家畜育種の方

向性として、疾病に対する抵抗性を付与すると

いうことは大変重要でございます。現時点で

は、大学等の専門研究機関において、遺伝子特

定の研究中でありますことから、そのような成

果を踏まえ、特徴ある品種や系統を確保しなが

ら、さまざまな遺伝資源をプールしていくこと

は、大変意義のあることと考えております。

○坂口博美議員 一昨日でしたか、議会の答弁

にもあったんですけれども、宮大内にセンター

ができて、いろいろせんだっての口蹄疫につい

ての解明、シミュレーションを進めていくんだ

ということでありました。宮大のそういった感

染に関しての調査というのは、我々が一番知り

たい、実際どこからどうやってまず日本に入っ

て宮崎に来たのかというところをたどっていっ

てくれるのかなと思って聞いていたんですけれ

ども、ニュースを見ると、どうもそうじゃなく

て、まず入ってきてからどうやって広がって

いったのかということを徹底して解明して、行

き着くところは、宮崎県内における感染の広が

り方とかさまざまな、とにかく地域内における

ことが主になっていくような感じが報道なんか

でなされるんですけれども、ここらのところは

どうなっているんですか。どういうところを目

指そうとした研究所なんですか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫の疫学

調査につきましては、国におきまして、県も協

力しながら、ことし５月に、児湯地域の未発生

農場における防疫措置のあり方など、感染拡大

の要因等について追加調査を行いまして、最終

報告の取りまとめに向けて、現在、分析を進め

ているところでございます。御質問にありまし

た宮崎大学の取り組みにつきましては、県とし

て、これまでも意見交換や情報提供を行ってい

るところでありますし、その成果についても十

分お聞きしたいと考えております。また、本

年10月に宮崎大学に設置予定でございます「産

業動物防疫リサーチセンター」においては、本

県での口蹄疫について、さらに詳細な疫学分析

を実施し、感染拡大の要因分析や発生シミュレ

ーション等の研究を行うと伺っておりますの

で、県といたしましても、その研究に協力いた

しますとともに、連携を図りまして、適切な防

疫対策を構築してまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 リサーチセンターというんで

したね。今の部長の答弁を聞くと、どうもそこ

で今後やっていくというのは、前回、後手に

回った─ワクチンも後手だったとかいう批判

とか反省があったんですけれども─そういっ

たことを踏まえて、今後は早い時点でワクチン

ならワクチンをぱんと打っていこう、それも本

来のワクチンの目的のようにリングをつくって

いこう、それをいつどういったところにどうや

るかというような、そういうことを探っていく

という可能性が高いのかなと思います。しかし

ながら、ワクチンを打ってあれだけ大量な殺生
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というのは避けなければ、二度と入れてはいけ

ない。だから、水際なんかもまだまだ心もとな

い部分はあるんですけれども、国と県、農家任

せじゃなくてしっかりしてほしいと思います。

それから、韓国ですけれども、ここはワクチン

接種清浄国を目指そうとしているという話でも

ありました。しかし、ワクチン接種清浄国とな

りますと、これは現在の国際ルールで、貿易

―輸出入の貿易なんですけれども、ここで一

つにはハンディになってしまう、不利益になっ

てしまう。さらに、現在のワクチンによる感染

の防止、100％期待というのはやっぱり難しい。

前回３種混合だったですか、うまくいったほう

だと思います。それから、抗体がワクチンに由

来する抗体なのか、野外に由来する抗体なのか

の判別がなかなか難しいとも伺っているんです

ね。だから、今後は、こういったものを100％完

璧に対応できるようなワクチンの開発、それか

ら即座に判断できるようなキットの開発、こう

いったものを全力で目指すべきじゃないのか。

これが成功した暁には、今の国際ルールのワク

チンを使ったら清浄国じゃありませんよという

このルール、これを見直すことが僕は可能だと

思うんですね、オーエスキーみたいに。これは

やっぱり求めるべき、選択すべき道だと思うん

です。何百万頭も、どの国も悩んでいると思い

ます。ここらのところをどうしても実現すべき

だと僕は思うんですけれども、そういった観点

から、ワクチンの開発等に関する研究とか実態

はどうなっているのか教えていただきたいと存

じます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫ウイル

スは種類が多く、今回、本県で発生いたしまし

たＯ型を初め、７種類の血清型がございます。

また、多様な抗原性を示し、同一血清型でも抗

原性に差があることから、感染の広がった国で

は、ワクチンによる口蹄疫の清浄化は難しく、

ワクチンによって口蹄疫を制圧し、ワクチン接

種清浄国となっておりますのは、世界でも南米

ウルグアイの１国のみとなっております。ワク

チンの開発につきましては、抗原性が多様なこ

とから、流行しているウイルスを培養する方法

がとられており、我が国では製造を行っておら

ず、東南アジアで頻発しているＯ型を主体に、

海外で製造されたワクチンを備蓄しておりま

す。また、オーエスキー病ワクチンのような、

いわゆるマーカーワクチンは開発されていない

ことから、韓国等のワクチン接種国で現在行わ

れている感染抗体かワクチン抗体かの識別方法

は、完全な手法ではないと伺っております。こ

のようなことから、口蹄疫ワクチンについて

は、今回改正される口蹄疫防疫指針において、

「韓国の事例も踏まえ、さらに研究・検討を進

める」とされたところでございます。以上でご

ざいます。

○坂口博美議員 豚のオーエスキーにはマーカ

ーワクチンがあるんですよね。100％の信頼度な

んですよね。じゃ、これが牛となると、なぜで

きないのか。これはどういう理由、どういった

事情からなんですか。どういう困難さがあるの

か教えていただきたいと存じます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 豚オーエスキ

ー病ワクチンは、ワクチンを製造する過程で、

ウイルスの増殖に関与しない遺伝子の一部を除

去することで、野外ウイルスと識別できるマー

カーワクチンを製造しております。一方、口蹄

疫ウイルスは、オーエスキー病ウイルスと異な

り、遺伝子の一部を除去しますと、ウイルスが

増殖できなくなることから、ワクチンそのもの

を製造することができません。このような理由
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から、現時点では、口蹄疫のマーカーワクチン

は開発できないと聞いております。

○坂口博美議員 真核生物との違い、一部を

カットするというのは、遺伝子の一部なんです

か。テロメアとかそういうものじゃなくて、た

んぱく物質とかじゃなくて、遺伝子の一部を

カットするわけですか。

○農政水産部長（岡村 巖君） ワクチンの製

造過程で除去される物質というのは、今、御指

摘ありましたテロメアではないということでご

ざいます。

○坂口博美議員 わかりました。ただ、それだ

けが理由で開発できないということはないと思

うんですね。東大の名誉教授、山内先生を、副

知事はよく御存じじゃないかなと思うんですよ

ね、消費・安全局におられて、いろんな指針な

んかもやられて。この方は、無駄なことをやっ

たんじゃないのか、マーカーワクチンがあるん

だから―広い意味でのマーカーワクチンと思

うんですね―と言われているから、今後、僕

は全力を挙げていけば不可能ということじゃな

いと思うんですね。ただ、ウイルスですから、

普通の細菌みたいでなくて、単体では確かに生

存できないというところの難しさもあるのかも

わからないですけれども、あの殺生だけは避け

る、避けるためには総力を挙げるべきだと思い

ます。

時間が参りましたので、質問を終わります。

（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 今期初の一

般質問であります。知事を初めとして、関係各

部長、教育長及び警察本部長には、前期同様、

前向きな答弁をお願いいたします。なお、通告

しておりました地域連携保全活動については、

やや時期尚早、次回取り上げたいと思います。

さて、去る９月１日、東日本大震災のつめ跡

が今なお生々しく残る中で迎えた「防災の日」

でありました。報道によれば、県内の自治体や

小学校では、この日、巨大地震や津波を想定し

た防災訓練が実施されたとのこと。大災害に対

する危機意識が高まる中、本番さながらの緊張

感に包まれての訓練が実施されたとありまし

た。昭和35年に制定された「防災の日」、１年

に１回めぐりくる記念日でありますが、全国の

多くの方々が、それぞれの思いの中で、ことし

のこの日を迎えられたことと思います。宮崎県

行政のトップとして、知事はことしの「防災の

日」をどのような思いで迎えられたか、まずは

伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

この「防災の日」は、政府、地方公共団体な

ど関係諸機関を初め、広く国民が台風高潮、津

波、地震等の災害についての認識を深め、これ

に対処する心構えを準備するために、関東大震

災にちなんで９月１日とされたものでございま

す。本県独自の「防災の日」は、梅雨や台風シ

ーズンを前にした５月の第４日曜ということに

しておりまして、本県におきましては、年に２

回、防災に関する思いを新たにする日を設けて

いるところでございます。この９月１日、災害

について思いを寄せる一日ではありますが、こ

としの場合は、本県におきましても新燃岳の噴

火災害もありました。また、東日本大震災もご

ざいました。防災に対する意識というものが例

年以上に高まっている中での「防災の日」でご

ざいましたので、例年と比べると特別な思いが
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いたさない、すなわち、それほど防災に対する

意識というものが高まっている状況というもの

を、改めて身をもって感じたところでございま

す。また、その後、台風12号による甚大な被害

も発生したところでございます。「防災の日」

を迎え、改めて自然災害の恐ろしさとともに、

災害は、どこにあっても発生し、だれにでも被

害が及ぶ可能性があるということを強く感じた

ところであります。地震、津波はもちろんであ

りますが、今も相次いで発生しております台風

などの風水害、さらには活動を続けております

新燃岳の火山災害など、さまざまな災害への警

戒というものを怠りなく継続し、一人の犠牲者

も出さないよう県民一丸となった防災対策に取

り組んでまいりたいと、決意を新たにしている

ところでございます。以上であります。〔降

壇〕

○新見昌安議員 ことしの９月１日、まさに

「新たな防災の日」とでも位置づけて、災害へ

の心構えを新たにした日ではなかったかと思い

ます。台風はともかく、大地震や大津波は、何

となくどこか遠くにあるものというような感じ

が今までしておりましたけれども、そうではな

く、今ここにあるものだということを思い知ら

されたと思っております。昔見た映画のタイト

ル風に言えば、「今そこにある危機」でありま

す。防災意識を高めるための第一歩、それは災

害への恐怖心に対して素直であること、正直で

あるところから始まるとも言われております。

地震、津波、台風、集中豪雨、日本は災害多発

列島であるということを改めてしっかりと認識

し、不断の防災対策に取り組んでいかなければ

ならないというふうに思ったところでありまし

た。

それでは、以下、通告に従い、順次わかりや

すい質問をしていきたいと思います。まず、防

災対策について何点か伺っていきたいと思いま

す。我が公明党宮崎県本部では、先月、党員力

強化のために、県内各地で党員研修を行ってき

ました。認知症サポーター養成講座、救命救

急、防災対策等々、研修の一環として、さまざ

まな取り組みもしてきました。私も幾つか参加

をしたところですが、その中で一つ気になった

ことがあったので、今回取り上げてみたいと思

います。ＡＥＤを使用して心肺蘇生を図る講習

であります。倒れている人を発見、肩をたたき

ながら声をかけ反応を見る、大声で人を呼

び、119番通報とＡＥＤ手配を依頼、間髪入れず

気道の確保、呼吸の有無を確認、呼吸がなけれ

ば心肺蘇生法を開始というふうに流れていくわ

けですけれども、119番通報とＡＥＤ手配を依頼

するとき、集まってきた人たちにただお願いし

てもだれも動かない、だから明確に指示をして

くださいということでした。「あなたは119番通

報を」「あなたはＡＥＤを持ってきてくださ

い」というふうにであります。119番通報を依頼

された人はそんなに難しくはないと思います

が、問題はＡＥＤのほうであります。「私に言

われても」「どこにあるんだ」というふうに

なってくるんじゃないかと思います。設置場所

が明確になっていること、それが重要だと思い

ます。そこでまずは、県内のＡＥＤの設置場所

及び設置台数はどのような状況なのか、福祉保

健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自動体外式除

細動器、いわゆるＡＥＤにつきましては、薬事

法に規定する高度管理医療機器に指定されてお

りますけれども、設置場所の届け出が義務づけ

られていないことから、正確な設置場所や設置

台数は把握できていないというのが実態でござ



- 287 -

平成23年９月13日(火)

います。なお、財団法人日本救急医療財団にお

きまして、任意登録による検索システムを設け

ておりますが、県内では、公共施設を初め、学

校・保育施設、医療施設、会社・事業所、介護

・福祉施設などに846台が登録されております。

また、ＡＥＤの製造販売業者等を通じまして今

回調べたところでございますが、県内への販売

台数は、約5,000台となっているところでござい

ます。

○新見昌安議員 ＡＥＤについては、21年２月

定例県議会でも質問しました。当時の宮本福祉

保健部長の答弁では、販売代理店で把握してい

る台数は、約2,000台ということでした。台数と

してはかなりふえている感じがしますが、正確

な設置場所の把握については、依然として難し

いようであります。「ＡＥＤはあそこに行けば

必ずある」、すなわち、だれでも知っている場

所に、まずは設置を進めていくべきではないか

と考えます。地域でだれでも知っている場所、

その一つが地域の安全・安心を守る拠点でもあ

る交番・駐在所ではないかと思います。警察

署、交番・駐在所などにおけるＡＥＤの設置状

況はどうなっているのか、警察本部長に伺いた

いと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察施設におき

ましては、県下13警察署すべてにＡＥＤを設置

しておりますほか、警察本部、宮崎免許センタ

ー、高速隊、機動隊、警察学校に合わせて20台

設置しております。なお、交番・駐在所には設

置しておりません。

○新見昌安議員 県内の交番等施設数、これ

は172施設あるというふうに聞いておりますが、

そこに１台も設置していないのは、いかがなも

のかという思いであります。先ほど述べたよう

に、交番・駐在所、これは地域の安全・安心の

拠点、地域の灯台でもあります。一遍に全施設

設置は予算的に厳しいものがあるかもしれませ

んけれども、できるところから設置を進めてい

くべきではないかと考えます。警察本部長の見

解を伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） ＡＥＤの効果に

つきましては、十分理解をしております。交番

・駐在所へのＡＥＤの設置につきましては、県

の関係部局とも協議してまいりたいというふう

に考えております。

○新見昌安議員 何か高くて強固な障壁がある

ような感じがいたしますが、十分に協議してい

ただいて、まずは駐在所からじゃないかと思い

ます。よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

地域でだれでも知っている場所、ほかにもあ

ると思います。先週金曜日の宮崎日日新聞でも

取り上げていましたけれども、コンビニもそう

じゃないかと思います。県内には現時点で、セ

ブンイレブンが142店舗、ローソンが76店舗、

ファミリーマートが85店舗のほか、九州地場の

コンビニがあります。また、金融機関も多くの

支店を展開しております。これらは民間ですけ

れども、今、ＣＳＲ（Corporate Social Respon

sibility）、すなわち企業の社会的責任という

ことが言われております。利用してくれるお客

に対して、安全・安心を提供することで、地域

社会へ貢献していこうという考えは、それぞれ

持っているんじゃないかと思います。民間に対

するＡＥＤ設置への働きかけ、知事がそのリー

ダーシップをとっていけば、必ず対応してくれ

るんじゃないかと確信しておりますが、知事、

いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） ＡＥＤであります。心

肺停止に陥った患者に対しまして、救急隊が到
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着する前の応急措置を行うための医療機器とし

て、大変重要な役割を果たすものだと考えてお

ります。先日も、サッカーの元日本代表の松田

選手が急性心筋梗塞で亡くなられましたが、競

技施設にも、それからチームにもＡＥＤを持っ

ていなかったということで、もしＡＥＤがあれ

ばどうだったんだろうかという思いを強くした

ところであります。県内でも、公共施設だけで

なく、民間の施設へも拡大し、また、一般の方

々に正しく使用していただくための講習会も各

地で開催されるようになってきております。私

も１回受講したことがあるわけでありますが、

ＡＥＤが県内のできるだけ多くの場所に設置さ

れ、救命率の向上につながっていくことが大変

重要な課題だと思っておりますので、今、ＣＳ

Ｒというような御指摘もございましたが、さま

ざまな機会をとらえまして、関係者の方々に設

置のお願いをしてまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきたい

と思います。

だれでも知っている場所への設置が進んで

も、先ほどの答弁であった日本救急医療財団が

開設している検索システムの登録台数は、販売

台数に比べると、少な過ぎるという感じがいた

します。登録をするかしないか、これは購入者

次第ということも一因ですけれども、さきの宮

崎日日新聞では、スマートフォンでも検索でき

る全国ＡＥＤマップのアプリを紹介しておりま

した。有料版と無料版があるということで、私

も200円払って有料版を買って使ってみました

が、地図上にＡＥＤのマークが表示されて、そ

れをタップすると住所も出てくるということ

で、それなりに使えるアプリじゃないかと思い

ます。ただ、地図に表示されないＡＥＤもたく

さんあるのかなと思うと、やはり私は、県独自

で県内のＡＥＤの設置場所を検索するシステム

をつくるべきだと、そして、それに積極的に登

録してくれるように推進していくことも重要

じゃないかと思いますが、福祉保健部長の見解

を伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ＡＥＤ設置場

所の検索システムということでございます。先

ほども申し上げましたところでございますが、

ＡＥＤの設置場所等に関する情報につきまして

は、日本救急医療財団において、任意登録によ

る検索システムを設けておりまして、施設名や

所在地、設置台数がホームページに表示されて

おります。このシステムにつきましては、厚生

労働省がＡＥＤの設置者に対し登録を要請し、

情報の充実が図られているところでございま

す。この登録について本県では、先ほど申し上

げましたが、販売台数約5,000台に対して846台

ということで、約17％にとどまっておりますこ

とから、県といたしましては、まずはこの登録

件数が拡大するよう、ＡＥＤ販売業者等を通じ

て、設置者に働きかけてまいりたいというふう

に考えております。また、今後の情報提供のあ

り方につきましては、関係機関と十分連携を図

りながら、調査研究を進めてまいりたいという

ふうに考えております。

○新見昌安議員 これもネットでいろいろ調べ

たら、埼玉県では、平成19年８月から県独自の

検索システムをスタートさせているようです。

これは検索方法も簡単で、スタートしたとき

は2,649台の登録台数だったそうですけれども、

ことし３月末現在では8,751台となっているよう

であります。埼玉県以外にも、同じような対応

をしているところもあるんじゃないかと思いま

す。それらも研究していただいて、独自の検索
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システムも前向きに取り組んでいただければと

いうふうに要望しておきたいと思います。

次ですが、県では現在、防犯・防災メールサ

ービスを実施されております。私も登録してい

るわけですけれども、まずはこのサービスの利

用状況について伺っていきたいと思います。続

けて２点目ですけれども、ＮＴＴドコモが平

成19年12月からエリアメールというものを開始

しております。これは、気象庁が配信する緊急

地震速報、あるいは国・地方公共団体が配信す

る災害・避難情報、これらを回線の混雑の影響

を受けずに受信することができるということ

で、ドコモ携帯電話向けのサービスでありま

す。対象エリアにいるドコモの携帯所持者は、

使用料・通信料一切なしで、無料で利用できる

というサービスです。ただ、無料で利用できる

のは利用者だけであって、配信する側の国ある

いは地方公共団体は、初期の費用、また月額利

用料等々、有料でした。これがことしの７月１

日以降に無料になったということで、県内の市

や町でも導入する動きがあるようであります。

このエリアメールは、ＮＴＴドコモのＣＳＲの

一環じゃないかとも思いますけれども、何しろ

ただであります。県としても、このエリアメー

ル、ぜひとも導入すべきじゃないかと考えます

が、以上２点について、総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 県の防犯・防災情

報のメールサービスにつきましては、住民に対

し、気象警報や防災・防犯に関する情報を直接

提供するサービスとして、平成18年８月にスタ

ートいたしました。その年度末の登録者数は

約5,500人であったわけですが、ことしの９月２

日時点では、登録者数は約２万3,000人というこ

とで、順調にふえてきているというふうに思っ

ております。エリアメールにつきましては、防

犯・防災メールサービスのような登録制ではな

く、情報を発信した県や市町村の区域内にある

受信可能なすべての携帯電話─今、御指摘あ

りましたように、今の場合はドコモになってい

ますが─そこに情報が配信されるものであり

まして、避難勧告など特定の地域の住民が一斉

に緊急的な対応が必要となる場合の情報提供に

有効に活用できるというふうに考えておりま

す。東日本大震災以降、サービス運用上の費用

も、おっしゃったように無料化されております

ことから、県としましても、エリアメールの導

入を考えております。現在、具体的な運用等の

検討を行っておるところであります。

○新見昌安議員 前向きに取り組まれるという

ことで評価したいと思います。県が配信する情

報、そしてこれから利用がふえてくるであろう

市町村の情報、これらが県民に有効に活用され

るよう期待したいと思います。ただ、エリアメ

ールは、何度も言っておりますけれども、ＮＴ

Ｔドコモの携帯を持っている人しかその恩恵を

こうむることはできません。ＫＤＤＩが来春か

ら同じようなサービスを開始するというふうに

も聞いておりますけれども、県の防犯・防災情

報メールサービスの登録推進もあわせて、しっ

かりと継続していただきたいというふうに思い

ます。

ところで、今回の東日本大震災を契機にし

て、自然災害に関する言い伝えがマスコミで取

り上げられていました。「高き住居は児孫の和

楽 想へ惨禍の大津浪」、これは岩手県宮古市

の重茂半島東端の姉吉地区にある石碑ですが、

昭和８年の昭和三陸大津波の後、海抜60メータ

ーのところに建てられたそうです。そして、

「ここより下には家を建てるな」というふうに

も戒めてあるそうです。この言い伝えを忠実に
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守った結果、すべての家屋がここでは被害を免

れたというふうにありました。また、1854年の

安政南海地震の津波被害を伝える大阪市大正区

にある石碑には、その末尾に「願わくば心あら

ん人、年々文字よみ安きよう墨を入れ給ふべ

し」、つまり、この石碑の意義を理解してくれ

る人がいたら、この石碑の文字をいつまでも人

々が読みやすいように、どうぞ毎年、墨を入れ

てほしいと彫ってあって、そのとおりこの石碑

には、今も黒々と墨が入っているそうでありま

す。この石碑を建立した家の子孫が、今でも毎

年、墨を入れ続けているそうであります。全国

のこのような自然災害に関する多くの言い伝え

と同様、本県にも自然災害の被害にかかわる伝

承がたくさんあるんじゃないかと思います。そ

れらを今後の防災対策に生かすためにも、県民

に普及啓発を図るべきじゃないかと考えます

が、これも総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 地震や風水害、火

山など、本県ではさまざまな災害を経験してお

りまして、これらの言い伝えや記録などの情報

は、平成18年に「宮崎県における災害文化の伝

承」という冊子に取りまとめまして、県のホー

ムページにも掲載しているところでございま

す。さまざまな自然災害などに対しまして、被

害を最小限にするためには、住民それぞれが

「自分たちの地域は自分たちで守る」、つまり

自助・共助という意識が必要でありまして、そ

のためには、このような災害に関する伝承等を

県民にも広く広報し、防災に対する意識を高め

ていくことが重要であるというふうに認識して

おります。県といたしましては、今後とも引き

続き、防災講座や研修など、さまざまな機会を

とらえまして、過去の災害の伝承等も含めた防

災に関する知識の普及と啓発に努めてまいりた

いというふうに考えております。

○新見昌安議員 釜石の奇跡、これは全国に大

きな感動を呼び起こしたわけですけれども、助

かった女子中学生の言葉が大変示唆に富んでい

ますので、紹介したいと思います。「何か起

こったら自分の命は自分で守る、これが地元の

言い伝え。それを学んで育ったから」、また、

ある別の子は「助かったのは奇跡じゃない。言

い伝えを守って訓練を重ねた結果です」と言っ

たそうです。いにしえ人の被災体験が継承され

た、命を守る大事な言い伝えが、宮崎にもたく

さん残っているようであります。しっかり学ん

でいきたいというふうに思っております。

さて、私たち公明党では、先般、女性議員を

中心にして女性防災会議というものを立ち上げ

ました。女性は男性に比べて、地域に人脈もあ

る、地域をよく知っている、そして子育てや介

護といった具体的な経験を通して、子供や高齢

者、また生活者の視点を持っている。こういっ

た女性たちが、災害時の担い手として、その力

を発揮できるような仕組みをつくっていこうと

いうのが、この女性防災会議を立ち上げた背景

であります。今回の東日本大震災での避難所で

も、女性の人権にかかわるいろんな問題が相次

いだというふうに言われております。既存の災

害・防災対策に、相変わらず女性の視点が欠け

ていたんじゃないかというふうに思っておりま

す。この女性の視点を今後の防災対策に取り入

れることが重要になってくるんじゃないかと思

いますが、同じく総務部長に見解をお願いした

いと思います。

○総務部長（稲用博美君） 防災対策に女性の

視点を取り入れる必要性につきましては、平成

７年の阪神淡路大震災、それから平成16年の中

越地震での経験を通じて課題とされてきたもの
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でありまして、災害対策基本法におきまして

は、男女双方の視点に配慮した防災を進める旨

の改正がなされているところであります。ま

た、この改正では、地方公共団体が行う避難所

運営におきまして、プライバシーの確保や男女

双方の視点などに配慮するよう求められており

まして、これらの考え方を受けまして、本県の

地域防災計画におきましても、市町村が行いま

す避難所運営の中で配慮すべき事項として記載

しているところであります。しかしながら、今

回の東日本大震災に伴う避難所運営におきまし

ても、依然として問題が生じております。内閣

府からは、各地方自治体に対しまして、男女共

同参画の視点を踏まえた対応を講ずるように、

改めて要請があったところでございます。県と

いたしましては、今後、地域防災計画の見直し

の中で、関係機関の意見も十分伺いながら、こ

の問題に対応してまいりたいというふうに考え

ております。

○新見昌安議員 党のほうも近いうちにメンバ

ーが聞き取りに来るかもしれませんので、その

ときは対応方よろしくお願いしておきたいと思

います。

次に、省エネルギー対策について伺っていき

たいと思います。

ことしの夏は、全国的にいやが上にも節電意

識が高まった夏になったんじゃないかと思いま

す。先週、気象情報会社のウェザーニュース

が、節電に関する生活スタイルを全国アンケー

ト調査した結果が報道されておりました。これ

によると、県内の家庭におけるエアコン設定温

度は27.5度、全国で４番目に高かったそうであ

ります。稼働時間は4.5時間で、最長だった大阪

府より３時間以上短く、設定温度は全国平均よ

り0.5度高かったということで、回答数そのもの

は少なかったわけですけれども、県内の節電意

識の広がりをうかがわせたというふうに記載し

てありました。こういった中で、県庁では本

年、ピークカット大作戦なるものに取り組んで

おられるようでありますが、その取り組みの背

景と現状及び今後の省エネに対する考え方につ

いて、環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 「真夏の県庁

ピークカット大作戦2011」は、地球温暖化問題

や大震災に伴う夏場のエネルギー需給の逼迫に

対応するため、県庁みずから節電に取り組むと

ともに、この取り組みを通じて、県民の皆様の

自主的な取り組みを促そうとするものでありま

す。具体的には、ことし７月から９月までの３

カ月間、午前11時から午後３時までの時間帯に

おいて、使用最大電力を昨年度比で15％削減す

ることを目標として、エレベーターの一部運転

停止、執務室内の照明の15％以上消灯などに取

り組んでいるところです。その成果として、県

庁本館と１号館の使用最大電力を前年同月と比

較すると、７月は21.6％、８月は21.4％削減さ

れたところであり、効果があったものと考えて

おります。「県庁ピークカット大作戦」は９月

末で終了しますが、10月以降も引き続き、それ

ぞれの職員ができる範囲内で省エネの率先行動

に取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 省エネや地球温暖化防止を目

的とした全国展開の「昼も夜もライトダウ

ン2011」では、事業者に対してキャンペーン参

加を呼びかけられております。ことしのピーク

カット大作戦は、県庁内の取り組みでしたけれ

ども、来年以降は広く県内事業者へも取り組み

を呼びかけていただければというふうに要望し

ておきます。

次に、県庁舎における照明に関して伺いたい
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と思います。ＣＯ２を大幅に削減でき、環境に優

しい、電気料金も蛍光灯の半分以下、おまけに

長寿命ということで、いいことずくめのＬＥＤ

照明でありますけれども、まだまだ高い。大量

に導入すれば相当の電力を削減できる反面、初

期費用は相当な額に上ります。何とかならない

かという多くの事業所の思いが通じたのか、某

大手家電量販店がこの４月から、事業所向けの

ＬＥＤ照明レンタルサービスをスタートさせた

ようであります。ネットで調べてみると、同様

の取り組み、結構多いようであります。それだ

けの需要があるということじゃないでしょう

か。省エネのために、本県でも庁舎内の照明を

ＬＥＤ照明に変え、なおかつ経費節減の観点か

ら、それをリース方式で導入してはどうかとい

うふうに考えますが、これは総務部長の見解を

伺いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 県庁舎の照明器具

につきましては、省エネのため、平成22年度か

ら、本庁舎の廊下やエレベーターホール等のい

わゆるダウンライトにつきまして、従来の照明

器具と余り価格差がなく、消費電力の少ないＬ

ＥＤに順次切りかえてきております。また、執

務室内の照明につきましては、昨年度、性能が

向上しました省エネ型の蛍光灯に更新しており

ますが、これは蛍光灯タイプの直管型ＬＥＤ照

明器具の価格が、現段階では、省エネ型蛍光灯

に比べてかなり高額なためであります。しかし

ながら、昨年10月、業界におきまして、直管型

ＬＥＤ照明器具の統一規格ができたことにより

まして、今後、メーカーの増産も見込まれ、低

価格化も進むものというふうに予想されます。

このため、ＬＥＤ照明器具の導入につきまして

は、市場価格の動向も見ながら、費用の平準化

が図られるリース方式を含めて、今後、検討し

てまいりたいというふうに考えております。

○新見昌安議員 しっかり検討していただきた

いと思います。

省エネ対策の最後になりますけれども、電気

自動車に関してであります。ガソリン車やディ

ーゼル車と異なり、二酸化炭素や大気汚染物質

を排出しない電気自動車、地球環境に優しい車

と言われているゆえんですけれども、現段階で

の課題は、航続距離がまだまだ短い、そして価

格が高いということじゃないかと思います。し

かし、今後、電池の改良とともに、航続距離は

延びてくるでしょうし、価格も徐々に下がって

くることが期待されます。まさしく目の前に電

気自動車時代が来ているんじゃないかと思いま

すが、本県における電気自動車に係る取り組み

はどうなっているのか、また、今後の普及を図

る上での支援策について、県民政策部長に伺い

たいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内における

電気自動車の販売台数でございますが、本年８

月末現在で51台となっております。また、充電

器につきましては、同じく本年８月末現在で、

急速充電器が３基、普通充電用コンセントが53

基設置されているところでございます。これま

での県の取り組みとしましては、平成22年度に

企業局で電気自動車を１台導入し、県庁本館前

に急速充電器を１基、それから、企業局と出先

機関に普通充電用コンセントを設置していると

ころでございます。また、本年１月には、連携

協定に基づきまして、日産自動車と合同で、県

民向けの普及啓発のイベントを行ったところで

ございます。電気自動車の普及につきまして

は、本県における低炭素社会の実現を図るため

に非常に重要であると考えておりますので、県

といたしましては、今後、電気自動車や充電器
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に係る国の助成制度をＰＲいたしますととも

に、自動車メーカー等と連携しまして、普及啓

発活動、あるいは充電インフラ整備についての

検討等を進め、普及促進に努めてまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次は、文書センターについてであります。

外来者第１駐車場の南側、企業局庁舎西側

に、レンガづくりで重厚なたたずまいの建物が

あります。私にとっては、当時、都市銀行と

言っていた第一勧業銀行の宮崎支店のイメージ

のほうが強いわけでありますけれども、現在は

県庁の５号館、県文書センターであります。申

しわけない限りですけれども、私もほとんどこ

の文書センター、足を踏み入れたことがござい

ません。再確認する意味で、まずは文書センタ

ーの設置目的、人員体制及び業務内容につい

て、総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 文書センターにつ

きましては、明治から現代までの宮崎県の公文

書や宮崎県史編さんの過程で収集しました資料

の保存を行いますとともに、これらを県民の皆

様に利用してもらうことを目的に、平成14年７

月に設置しております。人員体制につきまして

は、現在、センター長１名、非常勤職員11名、

臨時職員２名の計14名であります。業務内容と

しましては、歴史的な価値のある公文書等の選

別収集や保存管理、閲覧サービス、資料の展

示、そのほか歴史文書解読講座の実施などを

行っております。

○新見昌安議員 今の答弁で、公文書の保存と

か選別収集等々の言葉がありました。県には、

おびただしい量の公文書が存在していることは

容易に想像できます。そこで次に、公文書は現

在、どのようなルールにのっとって取り扱われ

ているのか、同じく総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 県の公文書につき

ましては、「文書取扱規程」において、公文書

の作成方法、保存、廃棄等の基準を定め、取り

扱うこととしております。また、保存期間が経

過した文書のうち、歴史資料としての価値を有

するものにつきましては、「歴史資料文書管理

規程」に基づきまして、文書センターで管理し

ております。

○新見昌安議員 「文書取扱規程」「歴史資料

文書管理規程」、この２つがあるということで

した。本題に入りますけれども、ことしの４月

１日に、公文書等の管理に関する法律、通称公

文書管理法が施行されております。この背景に

は、平成19年４月に起こった年金記録問題な

ど、ずさんな公文書の管理が明らかになったこ

となどがあるようですけれども、この内容は、

先進国でも例を見ない厳格なものになっている

ということであります。文書管理が抜本的に変

わっていくことが期待できるわけです。そこで

伺いたいと思いますが、同法第34条において

は、地方公共団体に、法の趣旨にのっとって、

その保有する文書の適切な管理に関して、必要

な施策を策定し、実施する努力を求めていま

す。法律用語で「努めなければならない」とい

うのは、やらなくてもいいということにもなる

かもしれませんけれども、法律は基本的に不都

合があるからつくる、国が不都合を認識したか

ら、この法律も制定されたんじゃないかと思い

ます。同じことは地方でも言えるんじゃないか

と思います。県においても、もしも何か同様の

不都合があったら、条例という形でそれをなく

していくための方策を練っていくべきじゃない

か。隣の熊本県あるいは島根県では、条例の制
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定に向けての取り組みを開始しているようであ

ります。本県においても、公文書管理条例を制

定すべきじゃないかと考えます。あわせて、文

書センターも公文書館という位置づけができな

いか、以上、総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） まず、公文書管理

条例の制定でありますが、県の公文書につきま

しては、先ほどもお答えいたしましたように、

「文書取扱規程」などの統一的な基準を定めま

して、適正な管理を行っているところでありま

す。公文書管理条例の制定につきましては、そ

の必要性も含めまして、今後、研究してまいり

たいというふうに考えております。文書センタ

ーの公文書館への移行についてでありますが、

公文書館では、歴史的価値の高い公文書の閲覧

に加えまして、専門職員を配置しての調査研究

を行うこととされており、文書センターが公文

書館に移行するためには、専門職員の配置、調

査研究や公文書の保管・修復等のためのスペー

スの確保等の検討すべき課題がございます。公

文書館の設置につきましては、新たな施設整備

ということも必要になりますので、今後、検討

してまいりたいというふうに考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

続いて、有機農業の推進についてでありま

す。

有機農業を取り巻く状況は、その生産性の低

さ、安定的に供給できる生産体制の不十分さ、

販路確保の難しさなど、極めて厳しいものがあ

るんじゃないかというふうに認識はしておりま

す。その一方で、安全で安心だ、健康によいと

いった消費者の思いとの間には隔たりもありま

す。有機農業を推進するに当たっては、解決す

べき多くの課題もあるのではないかというふう

に思っております。有機農業に関して有名なの

は、民主党参議院議員のツルネン・マルテイ氏

でありますけれども、彼が事務局長を務める有

機農業推進議員連盟が議員立法で国会に提出し

て、平成18年の衆参両院本会議で可決・成立、

同年12月に施行されたのが「有機農業の推進に

関する法律」であります。本日は、この翌年の

平成19年４月に農林水産省が策定した「有機農

業の推進に関する基本的な方針」に示された、

平成23年度までに有機農業の推進計画を策定し

推進を行うこととなっている、この取り組み状

況について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 環境への負荷

軽減や食の安全・安心への消費者ニーズが高ま

る中で、有機農業を含む環境保全型農業の推進

は大変重要でございます。現在、県におきまし

ては、総合的作物管理技術の開発・普及や農業

生産の工程管理、いわゆるＧＡＰなど環境に配

慮した農産物の生産体制の強化を内容とします

「環境保全型農業推進の基本方針」を策定中で

あり、この中で有機農業への取り組みについて

も位置づけてまいりたいと考えております。な

お、本県では現在91戸の農業者が有機ＪＡＳ認

証を受けておられますが、本県のように病害虫

が発生しやすい気象条件下では、化学肥料や化

学合成農薬を全く使わない有機農業は、品質や

収量の低下が起こりやすいといった課題もあ

り、なかなか取り組みが進まない現状にござい

ます。このため、基本方針の策定に当たって

は、本県の有機農業の実態を踏まえまして、推

進上の課題や解決策などを整理しながら進めて

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 次に、農作業事故防止につい

てであります。

「トラクターを運転中に誤って農道から転落
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し、下敷きになって死亡」、こういった事故の

ニュースが時々新聞の社会面に載ることがあり

ます。新聞に載らない事故はどれほどあるかわ

かりません。批判を恐れずに言えば、亡くなっ

た方は女性や高齢者が多いように思われます。

機械になれていない、あるいは運動能力の低下

などが指摘されるかもしれませんが、いずれに

しろ痛ましく、事故を未然に防ぐ手だてを講じ

なければならないというふうに思います。本県

の農作業事故の現状と事故防止のためにどのよ

うな対策を講じておられるのか、同じく農政水

産部長に伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

農作業事故につきましては、毎年300数十件発生

し、そのうち、死亡事故で10数名の方がお亡く

なりになるなど、大変痛ましい状況にございま

す。農作業事故の多くが、高齢者や女性による

農業機械作業中の事故であり、機械別で見ます

と、農業用トラック、草刈り機、乗用型トラク

ターの順に多くなっております。このため、県

では、毎年３月から５月、９月から10月の計５

カ月間を「農作業安全運動期間」として設定

し、県内各地で農作業事故防止に向けた研修会

やポスター等での啓発活動を行い、農作業事故

ゼロに向けた取り組みを展開しているところで

ございます。特に今年度は、女性リーダーや技

術指導者を対象とした研修会の開催や、オペレ

ーター等を対象に実技も含めた研修などに、重

点的に取り組んでいるところでございます。今

後とも、関係機関と連携し、農作業事故防止に

向けた取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 ぜひともよろしくお願いして

おきます。

次に、生活弱者対策についてです。

まず、音声コードの普及促進について伺って

いきたいと思います。本年２月議会も含め、４

度目の質問であります。２月議会では、音声コ

ードが読み取れる携帯電話が製品化目指して開

発が進んでいるということを述べましたけれど

も、これは４月22日にリリースされておりま

す。これを機に、携帯電話対応の音声コードが

一気に普及するでしょうし、また、普及させて

いかなきゃならないというふうに思っておりま

す。多くの文字情報が携帯電話で簡単に聞き取

れるということは、視覚障がい者のみならず、

文字が読みづらいと感じる高齢者にとっても朗

報であります。何度もお願いしている県の刊行

物への音声コード添付、まずは県民にとって身

近な県広報にぜひともつけていただきたいと思

いますが、県民政策部長、よろしくお願いしま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県の広報紙

「広報みやざき」でございますけれども、現

在、約36万部、年６回発行しているわけでござ

いますが、この「広報みやざき」につきまして

は、視覚障がい者の方々向けに、昭和47年から

点字版を発行し、さらに、平成元年から音声版

の配布を行っているところでございます。御提

案のありました県広報紙への音声コードの添付

につきましては、紙面をふやす必要がありまし

て、制作コストが大幅に増加するなどの問題が

あります。しかしながら、県政の動きを広く周

知しまして、対話と協働による県政を推進する

ためには、視覚障がい者の方々を初め、県民の

皆様から親しまれる広報紙づくりに常に努めて

いく必要があると考えております。したがいま

して、御提案の内容につきましては、まずは、

現状の紙面内で一音声コードの添付が可能であ

りますので、例えば「知事コラム」への導入な
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どを検討してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。内容

的には不十分ですけれども、一歩前に進んでい

ただいたというふうに思います。なお、全国の

広報紙をいろいろ調べてみたところ、長野県千

曲市の市広報、30数ページあるわけですけれど

も、すべてのページに音声コードがついており

ますので、参考になるんじゃないかと思いま

す。

次は、出張理容についてであります。介護老

人福祉施設などに入居のため、みずから理容所

に出向くことのできない方々がおられます。そ

の方たちのために、理容師がそこに出向いて行

う、いわゆる出張理容という制度があります。

高齢化の進展により、ニーズは高まっているの

ではないかと思いますが、本県の出張理容の状

況はどうなっているか、福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 理容業務は、

理容師法におきまして、原則として理容所で行

うものとされております。ただし、出張理容

は、その特例といたしまして、疾病や事故など

により寝たきりの方や、社会福祉施設その他の

入所施設の入所者など、やむを得ない理由によ

りまして理容所に来ることができない方に対し

て、理容師が出張して、民家や入所施設で業務

を行うことが認められているものでございま

す。出張理容を行おうとする理容師は、業務地

を所管する保健所へ届け出る必要があります

が、近年の届け出件数でございますけれども、

平成20年度が166件、21年度が162件、22年度

が149件となっているところでございます。

○新見昌安議員 結構需要は多いようでありま

す。ところで、出張理容を行う場合の保健所へ

の届け出は、本県では３カ月ごとに行う必要が

あります。これは結構面倒という声もありま

す。調べてみたところ、１年ごとの届け出でオ

ーケーとしている県もたくさんございます。何

の支障もないようでありますので、本県でも届

け出有効期間の延長をすべきであると考えます

けれども、同じく福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 出張理容の届

け出につきましては、県において出張業務取扱

要領を定めておりまして、届け出の際に、衛生

面を確保する観点から、携行する器具の確認な

どを行っており、届け出の有効期間は３カ月と

しているところでございます。御指摘のありま

した有効期間の延長につきましては、保健所に

おける実務の状況や、お話のございました他県

の状況等も踏まえまして、今後、検討してまい

りたいというふうに思っております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。早目の対応をお願いしておきます。

次に、教育行政についてであります。

まず、ＩＣＴ教育の推進に関して伺っていき

たいと思います。教育のＩＣＴ化は、文部科学

省はもちろんのこと、総務省、経済産業省でも

推進を図っております。宮崎の未来を担う子供

たちに対して、きちんとした情報教育を施して

いく、非常に重要じゃないかと思います。とこ

ろで、文部科学省は、「学校における教育の情

報化の実態等に関する調査」を毎年実施してお

りますけれども、先月、平成22年度の調査結果

が公表されております。まずは、本県の教育現

場におけるＩＣＴ環境の整備状況について、教

育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 平成23年３月現在の

調査によりますと、まず、教育用コンピュータ

ー１台当たりの児童生徒数でありますが、小学

校が7.6人、中学校が5.5人、高校が6.1人であり
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ます。次に、普通教室のＬＡＮ整備率につきま

しては、小学校が74.8％、中学校が66.4％、高

校が22.1％であります。また、１学校当たりの

電子黒板の整備台数につきましては、小学校

が1.5台、中学校が1.0台、高校が0.3台となって

おります。

○新見昌安議員 調査項目は大きく２つありま

した。１つが、今答弁にあった「学校における

ＩＣＴ環境の整備状況」、もう１つが「教員の

ＩＣＴ活用指導力」であり、県別に多項目にわ

たって調査してあります。ところで、本県の教

員のＩＣＴを活用した指導力状況、高校の状況

がよくないようであります。「教材研究・指導

の準備・評価などにＩＣＴを活用する能力」が

全国で47位、「授業中にＩＣＴを活用して指導

する能力」が46位、「児童・生徒のＩＣＴ活用

を指導する能力」が47位、「情報モラルなどを

指導する能力」が、ちょっとよくて43位、「校

務にＩＣＴを活用する能力」が47位というふう

になっております。大変厳しい数字ではないか

と思います。この状況をどのようにとらえ、ま

た、改善に向け今後どのような取り組みをして

いくのか、同じく教育長に伺いたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 先ほどと同じ調査に

よりますと、本県高校教員の授業中にＩＣＴを

活用して指導する能力につきまして、「わりに

できる」もしくは「ややできる」と答えている

教員は50.4％でありまして、全国平均の64.2％

を下回っております。このような結果が生じて

いるのは、高校の普通教室へのＬＡＮ整備率が

低いため、通常の授業でＩＣＴを活用し指導す

る環境が十分でないこと、それから、教員のＩ

ＣＴ活用に関する研修も必ずしも十分でないこ

とが影響しているのではないかと考えておりま

す。ＩＣＴを活用した教育は、例えば、授業に

おきまして、黒板の板書だけでは理解しにくい

内容を画像を使って解説するなど、わかりやす

く深まりのある授業を実現できるとともに、生

徒の情報活用能力も育成するなど、大変重要な

ものと認識いたしております。したがいまし

て、今後は、厳しい財政状況の中ではあります

が、いろいろと工夫しながら、普通教室へのＬ

ＡＮ整備や教員の研修のさらなる充実に向けて

検討してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 先ほどの能力別順位、平成21

年度はそれぞれ、46位、47位、47位、42位、40

位でありました。手をこまねいているとは決し

て思いませんけれども、このままでは大きく九

州他県の後塵を拝することになるんじゃないか

と心配しております。これが杞憂と終わるよ

う、何とぞよろしくお願いしておきたいと思い

ます。

さて、本年６月17日、スポーツ基本法が成立

しております。昭和39年の東京オリンピックを

目前に控えた昭和36年、施設整備や学校体育を

主眼に置いて制定されたのがスポーツ振興法で

ありますけれども、今回成立したスポーツ基本

法は、この振興法を全面改正したものですか

ら、実に半世紀ぶりであります。今後は、国が

スポーツ基本計画を策定し、地方はこの基本計

画の動向を参酌し、障がい者スポーツの推進も

含めた地方スポーツ推進計画の策定というふう

に流れてくるようでありますけれども、新たに

成立したスポーツ基本法を、アスリートでもあ

る知事はどのように評価されているか伺いたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） このスポーツ基本法

は、御指摘がありましたように、スポーツ振興

法を50年ぶりに全部改正する形で制定されたわ
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けでありますが、スポーツ振興というものを国

家戦略として位置づけまして、すべての国民に

スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む権利

があるというふうにうたわれるなど、新しい時

代におけるスポーツの基本理念が示されたとこ

ろであります。私もスポーツが大好きでありま

すし、ほぼ毎日のようにウオーキングやスイミ

ングをやっておりますし、サッカー、トライア

スロンに取り組んでいるところでございます。

スポーツには、基本法の前文にも書かれており

ますように、「心身の健康の保持増進」を初め

としまして、「次代を担う青少年の体力の向上

や人格の形成」、さらには「地域の一体感と活

力の醸成」など、さまざまな価値や重要な社会

的役割というものがあるということを実感して

おるところでございます。しかも、東日本大震

災からの復旧・復興に向けて、国民が一体と

なって元気を出していかなくてはならないとい

うときに、大変時宜を得た法律の制定ではない

かというふうに考えております。県としまして

も、「スポーツランドみやざき」を掲げておる

ところでございます。この基本法の趣旨を踏ま

え、だれもがスポーツに親しみ、参加できます

ような県民総参加型の生涯スポーツの推進や、

県民に勇気や元気、感動を与える競技スポーツ

の強化など、スポーツの振興に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 頑張ってください。また、よ

ろしくお願いしておきます。

教育行政に関して最後の質問となりますけれ

ども、中学校では、少子化によって、運動部活

動の休部・廃部、部員不足により十分な活動が

できていない部がふえている状況にあるという

ふうに聞いております。県としてはどのように

対応しているのか、教育長に伺いたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 本県の中学校の運動

部活動加入者数は、本年度約２万3,900人であり

まして、10年前の平成13年度約３万1,500人と比

較しますと、人数にして7,600人、率にして24％

の減となっております。そのため、学校により

ましては、従来どおりの部活動運営ができなく

なっておりまして、生徒のニーズを初め、保護

者や地域の方々の願い、指導者や施設設備の状

況、さらには今後の生徒数の推移等を勘案しま

して、やむなく部活動の取捨選択を進めており

ます。中にはそれでも、少子化の影響を受け

て、部員不足により十分な活動ができない状況

も見られております。このような状況を踏まえ

まして、県中学校体育連盟では、単独校でのチ

ーム編成ができない学校に対しまして、県中学

校総合体育大会など主催する大会に、合同チー

ムによる出場を可能とする措置を講じておりま

す。また、部活動がない場合でも、学校長の承

認があれば、道場やスイミングクラブなど、学

校外で活動している生徒の参加も認めていると

ころであります。県教育委員会といたしまして

は、部活動の意義や生徒の活動する機会が保た

れるように、各学校に対しまして、長期的な児

童生徒数の推移も見きわめながら、今後とも、

運営上の工夫を行うよう、さまざまな機会を通

して指導・助言してまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 スポーツ基本法には、青少年

スポーツの一層の拡充に向け、学校、スポーツ

団体、家庭、地域が相互に連携する重要性も盛

り込んであります。あらゆる手だてを講じなが

ら、しっかり取り組んでいっていただきたいと

いうふうに思います。

最後に、警察に係る課題等についてでありま
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す。

チャイルドシートについてであります。７

月22日の宮崎日日新聞に、チャイルドシートの

県内使用率低迷、39％、全国44位との報道がな

されていました。ワースト４位であります。ち

なみに、昨年９月８日の同じ宮崎日日新聞の報

道では、使用率はことしと同じ39％でワースト

３位とありました。ことしは一つ上がったとは

いえ、依然として低位であります。その本質的

な原因は何なのか。子供の命が大事じゃないか

と、本当にわからなくなってきます。自発的に

取り組んでくれないのであれば、警察として極

めて厳格に取り組んでいくべきではないか。

チャイルドシート使用率向上に向けての取り組

みはどのようになされているのか、警察本部長

に伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） チャイルドシー

トの本県の使用率は、ただいま議員がおっしゃ

いましたように、大変低い状態でございます。

最近の調査におきましても、全国ワースト４位

ということであります。チャイルドシートを使

用しない理由といたしまして、子供が嫌がると

か取りつけるのが面倒だと、そういった声がご

ざいますけれども、被害軽減のために有効であ

るということがございまして、幼稚園とか保育

所、こういったところを訪問いたしまして、保

護者の方々に対しまして、事故事例を挙げなが

ら、その必要性について講習を行いましたり、

また、昨年度から「チャイルドシート使用及び

シートベルト着用啓発事業」として民間に業務

委託いたしまして、乳幼児健診や母親教室にお

きまして、正しい取りつけ方法について指導を

行うなど、普及啓発に努めております。また、

いわゆるチャイルドシート着用義務違反の指

導、取り締まりも強化しておりまして、昨年は

１年間で2,915件を検挙しました。これは前年と

比べまして、プラス1,398件、92.2％の増加であ

ります。また、本年も７月末現在で1,929件を検

挙しておりまして、これも前年同期比で、プラ

ス393件、25.6％の増加となっております。子供

たちの大切な命を守るために、今後とも、指

導、取り締まりを強化いたしますとともに、関

係機関等と連携した継続的な啓発活動を行って

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 あらゆる手段を駆使して、地

道にやっていくしかないということじゃないか

と思います。大変でしょうけれども、よろしく

お願いしておきます。私も先月、３人目の孫が

誕生いたしました。じいじの責任をしっかり果

たしていきたいと思います。

時間が来ました。以上で質問のすべてを終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

でございます。最終日で、しかも午後、残り３

名となりました。代表質問、一般質問合わせ

て17名の方が既に質問をされました。私の質問

とかなりの部分で重複いたしておりますので、

私は単刀直入に端的に質問してまいりたいと思

います。

まずは知事の政治姿勢についてであります。

宮崎県における最大の公の場は、この本会議
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場だというふうに認識をしているところでござ

います。その認識、皆さんと同じだというふう

に思っておるところであります。それで、議会

の会期や時間について確認の質問をしていきた

いと思うんですが、地方自治法で、県議会招集

権は確かに知事にあります。しかし、会期は、

議会初日に我々で議決して決めます。会議時間

は、規則によりまして午前10時から午後５時ま

で、もちろん会期の延長、時間の変更はできま

す。このことは、この本会議場にいる我々議員

はもちろんのこと、執行部の皆さん方も含めて

全員が認識されていることと思いますが、この

ことについて知事に確認の質問をさせていただ

き、後は質問者席から質問していきたいと思い

ます。〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

議会の会期日程、議会の開会時間等御指摘の

あった件については、そのように認識をしてお

るところでございます。以上であります。〔降

壇〕

○中野一則議員 次に、職員の不祥事につきま

して質問したいと思いますが、知事は開会日の

冒頭に、不祥事につきまして謝罪のあいさつを

され、また再発防止についても触れられており

ました。こういう不祥事はあってはならないこ

とでありますが、この５年間にどのくらいの件

数発生したか、その実態を御報告願いたいと思

います。総務部長よろしくお願いします。

○総務部長（稲用博美君） 平成18年度以降で

は、公金、準公金等の横領が５件、談合事件や

不適正な事務処理など職務上の違法行為等が５

件、このほか交通法令違反が28件、その他公務

外非行６件を含めまして、合計44件の不祥事が

発生しております。

○中野一則議員 今のは知事部局の話だと思う

んですが、教育委員会、警察等と合わせるとか

なりの事案が多発しているなと、そう思ってい

るところであります。しかし、こういうのは厳

正に処分をしなければならないことはもちろん

でありますけれども、処分に不公平さがあって

はならないと、こう思っております。どうも懲

戒処分に統一性がないのではないか、こういう

気がしてなりません。知事部局と教育委員会、

あるいは警察等と比べてももちろんであります

が、知事部局内においても公平さがないんじゃ

ないかという気がいたします。それで、懲戒処

分の基準を総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 懲戒処分につきま

しては、各任命権者がそれぞれ定めました基準

に従いまして、非違行為の態様や過去の処分例

も参考にしながら行うことになっております。

知事部局の懲戒処分の基準は、国の指針や他県

の状況、本県での過去の処分例を参考に、外部

委員会の意見もお伺いした上で、平成17年12月

に教育委員会と共同で策定したものでございま

す。具体的には、戒告から最も重い免職までの

４段階の処分の中で、例えば、わいせつ行為の

場合ですと免職、停職または減給とするなど、

非違行為の類型ごとに標準的な処分の量定を定

めております。実際の処分に当たりましては、

この基準をもとに、本人の故意や過失の程度な

ど個別具体的に勘案して処分内容を決定するこ

ととしております。

○中野一則議員 それから、懲戒免職処分等に

おいては公表をされるわけですけれども、その

氏名の公表についても統一性がないんじゃない

かという気がいたします。それで、昨年から発

生している横領事件で、すべて懲戒免職処分に

なった件でありますが、昨年の２月に発生した
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準公金横領、これは処分と同時に氏名を公表さ

れた。刑事告発も検討している。それから昨年

５月に発生した準公金の横領事件、これは氏名

の公表がありませんでした。また刑事告発もし

ない、こういうことであります。そして今回発

生した、９月１日に公表がありましたが、これ

につきましては処分以前に、まだ処分がされて

いないのに氏名が公表された。刑事告発も検討

中と。この３件については、同じ懲戒処分で、

しかも横領事件にかわりはないわけですけれど

も、処分、氏名の公表を含めて差があるんじゃ

ないか、こう思っているところですが、氏名公

表の基準について、総務部長にお尋ねいたしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 懲戒処分を行いま

した場合は、原則としまして、所属部局名、職

位、年齢、処分内容を公表することとしており

ますが、重大な法令違反や非行の場合で社会的

な影響が著しい事案で、しかも免職としたとき

には、所属、職、氏名を公表することにしてお

ります。例示がありました準公金の横領の中で

も、いわゆる原資がもともと公金であるもの、

あるいは親和会という職員の積み立ての場合等

で、その公表に氏名等若干違いを設けた例がご

ざいます。なお、今回の場合ですが、発生いた

しましたものが公用郵便切手横領事案というこ

とでありまして、懲戒処分前ではありました

が、事情聴取におきまして本人が横領を行った

ということを認めております。また、公物の横

領という社会的影響の著しい事案であることか

ら、この公表基準に準じまして、所属、氏名、

職名を公表したものでございます。

○中野一則議員 とにかく公平な扱いをしてい

ただくように、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、人事異動についてお尋ねしますが、人

事異動は適材適所、これは決まり文句でありま

すが、そのようにされております。県民に最高

のサービスを、あるいは職員のやる気、士気高

揚のために、あるいはそのほかの理由で異動は

されていると思いますが、人事の昇級とか昇進

にどうも偏りがあるんじゃないか、そういう気

がしてなりません。端的に言いまして、一般行

政職の皆さん方は優遇され、現場職、技術職、

研究職そういう専門職、この方たちは冷遇をさ

れているんじゃないか、不安の声を聞かんでも

ないということでございます。それで、典型的

な例を申し上げたいと思います。本人を前にし

て申しわけないわけですけれども、実は４年前

にも同じことを指摘したところであります。こ

こにおられる部長さんが７名、それから部長級

といういろんな事務局長をされている方が５

名、合わせて12名いらっしゃいますが、この12

名のうち１人だけが今から言うのに当てはまら

ずに、11人は、次長の時代あるいは課長の時

代、そのいずれか、あるいは双方に、県民政策

部ないし総務部に所属された経験のある方ばか

りなんです。いわゆる課長か次長時代に県民政

策部か総務部を経験しない人は部長にはなれな

いと。例外的に１人だけ、県土整備部長がなら

れていると、こういうことでございます。これ

からの人事異動は、教育委員会、企業局、病院

局等も含めてでありますが、生え抜きの人、現

場、専門技術こういうことを冷遇せずに、どん

どん登用する人事をぜひしてほしい、そのこと

を知事にお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 人事異動につきまし

て、基本的なスタンスとしましては、効率的、

効果的な県政運営を図るために、能力主義、適

材適所というものを基本といたしまして、職員
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の希望や人材育成にも配慮しながら行っている

ところであります。特に幹部人事につきまして

は、県政の直面します課題解決に向けて中心的

な役割を担うこととなりますので、従来から、

それぞれのポストに求められる経験、能力、判

断力などを備えているかを総合的に判断して、

それにふさわしい人材の登用に努めてきたとこ

ろでございます。御指摘の点につきましては、

事務方で課長職以上のポストというものが県民

政策部、総務部の２部で全体の約４割を占めて

いるという状況もございますが、今申し上げま

したような基本的な考え方に基づきまして適材

を配置した結果であるというふうに考えており

ます。

○中野一則議員 出先を含めて優秀な職員の方

がたくさんいらっしゃいますから、全体に目を

配って人事異動をしていただくようにお願いい

たしたいと思います。

次に、入札制度の見直しについてであります

が、今月２日に我が党から知事に提言をいたし

ました。「県内の多くの建設産業が厳しい経営

環境にあるため、予定価格が3,000万円未満の公

共事業については、指名競争入札を復活させる

とともに、地元建設産業が受注しやすいよう入

札参加範囲の見直しを行うなど、入札・契約制

度の改善を図ること」というのも入っておりま

した。これが入札制度をぜひ見直してほしいと

いうことの提言であります。知事は自分の政策

提案の中で、「入札制度については、地域にお

ける建設業の役割も考慮した上対応します」と

いうことでしたが、就任時の記者会見では、

「指名競争入札の復活は、今の段階では考えて

いない」ということでありました。就任されて

もう８カ月になられました。すぐ１年が経過し

て、また新年度がすぐスタートすることになり

ますけれども、見直しをするのかしないのか含

めてはっきりとしたことをぜひ早く御披瀝願っ

て、するならする、いつからする。しないなら

しないということをぜひやってほしい。我々と

しては本年度中に指名競争入札の復活をしてほ

しいということを含めての提言でありますか

ら、そのことを含めてどう思われるかを知事に

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 入札問題であります

が、本県におきましては、談合事件により失わ

れました県民の県政に対する信頼を回復するた

めに、一般競争入札の拡大など、より公正、透

明で競争性の高い入札・契約制度の確立に取り

組むとともに、幅広く意見を伺いながら必要な

見直しというものを随時行ってまいりました。

中でも総合評価落札方式につきましては、工事

の品質確保を図り、地域の建設業者の育成や技

術力向上にもつながる制度であると考えており

まして、地元の建設業者が受注しやすい地域企

業育成型の活用を含めて、その適用を拡大して

きたところであります。入札・契約制度につき

ましては、これまでの改革を踏まえつつ、基本

的には一般競争入札の枠組みの中で引き続き総

合評価落札方式を活用してまいりますととも

に、地域要件の見直しも含めまして、今後とも

幅広く意見を伺いながら、制度の検証、必要な

見直し、改善を図ってまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 次に、郷土の代表者という視

点から２～３質問していきたいと思うんです

が、まず、高校野球甲子園初優勝へということ

で、知事も政策提案の中で述べられておりま

す。きのうは 原議員の質問に対して、県民に

夢や感動を与えるということで、ぜひ宮崎県か

らも甲子園初優勝へということで取り組む旨の
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話をされました。知事も、開会式、それともう

一回でしたか、２回行かれたように思いますけ

れども、非常に優勝というのが遠い存在であり

ますが……。

甲子園大会についてちょっと調べてみまし

た。全国高校野球選手権大会、いわゆる甲子園

の夏の大会ですが、これは大正４年に第１回が

始まってことしで93回、それから選抜大会、春

の大会ですが、大正13年にスタートしてことし

で83回。ことしの優勝は、春が神奈川県代表の

東海大相模高校、夏が西東京代表の日大三高で

ありました。それで優勝はどういうところがし

ているんだろうかと思って―私の数え方にミ

スがあるかもしれませんが、これは春夏合わせ

ての数であります。過去優勝した回数の一番多

いのは、愛知県と大阪府が18回同士で１位、第

３位が兵庫県で13回、そして次に来るのが12

回、ここは３都県ありまして、東京都と神奈川

県、そしてもう１つの県は知事の御出身の広島

県でありました。それから逆に優勝していない

ところが、全国に15県あります。九州・沖縄で

優勝していないのは宮崎県、しかも準優勝もし

ていない。それから固まって優勝していない地

域があるんですが、震災で苦しんでいる東北６

県、ここはひとつも優勝しておりません。それ

から北陸３県も優勝の経験がありません。

知事は、甲子園初優勝へということで政策提

案をされているわけですけれども、これは不可

能じゃないと思うんです。そのためにはやはり

優勝のための計画、スケジュールをきちっと立

てて、目標年度もある程度決めて強化する政策

を出さないと優勝は遠いと思うんです。ですか

ら、知事の抱負を含めて御答弁をお願いしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 競技スポーツは、県民

のきずなを深めて、口蹄疫からの再生・復興を

初め、「みやざきの新生」に向けての原動力に

なるという思いから、中でも県民の皆さんの関

心の高い、高校野球の甲子園での優勝という目

標を掲げて、今取り組んでおるところでござい

ます。その最初の取り組みとしまして、ことし

の夏の予選におきましては、23年ぶりとなる、

知事として開会式で始球式を務めますととも

に、閉会式にも出まして、優勝した日南学園を

激励したところであります。残念ながら、聖光

学院という大変な強豪に当たりまして、延長さ

よならということで、大変残念、惜敗であった

わけでございますが、あと一歩、そのあと一歩

の遠さというものを改めてまた実感したところ

でございます。なかなか一朝一夕になし遂げら

れるものではない、大変難しい課題だと思って

おりますが、県民の思い、夢というものを一つ

にして、そんな中で、関係者、高野連、それか

ら高校野球に携わるさまざまな方々の思いを一

つにして、その大きな目標に向かって進む。そ

のような一つの流れをつくりたいという思いで

この目標を掲げておるところでございます。具

体的には、昨日も御答弁申し上げましたよう

に、現在でも指導者の育成なり選手たちの技術

レベルアップの取り組みというのを進めており

ますが、今後どのようなさらなる強化策という

のが可能なのか、関係者とともに検討して取り

組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 日本を代表するような実績と

か人物、こういうのは高校野球だけじゃないん

です。宮崎県の後進性というか、いろいろと私

なりに調べてきましたが、スポーツでも、甲子

園は優勝も準優勝もしていないわけですが、国

技である大相撲、行司の横綱の木村庄之助は宮

崎県延岡出身でありますけれども、宮崎県から
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まだ横綱、大関が全く誕生いたしておりませ

ん。江戸時代からさかのぼって調べましたが、

おらない。それから政治の面ですが、総理大

臣、九州では宮崎だけがまだ総理大臣が誕生い

たしておりません。全国に18県あります。それ

から衆議院、参議院、昔の貴族院を含めての議

長は、衆議院が今まで58人、参議院が19人い

らっしゃいますが、宮崎県出身者はまだだれも

おりません。ぜひこの中からも頑張ってほしい

と思うんですが。それから芸術、学術、文化の

面で言いますと、芥川賞は昭和10年からあるん

ですが、第１回は石川達三の「蒼氓」だったと

思うんです。今まで150人受賞されている。宮崎

県にかかわる人はだれもいません。直木賞、こ

れも芥川賞と同時にスタートしたんです。170人

受賞しているが、宮崎県出身者はおられませ

ん。ノーベル賞はもちろんいないわけですけれ

ども、文化勲章これも宮崎県出身者がいないん

です。ただ、文化功労者はおられるそうであり

ますが、文化勲章はいないと、こういうことで

す。国民栄誉賞、19回というから19人いるわけ

ですけれども、これも全くいない。以上の分野

で日本を代表するトップ、実績、そういうのが

ない宮崎県でありますけれども、こういう状態

というか、こういう宮崎県を知事はどのように

思われるか、御感想をお聞きしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今、いろんな調査の結

果というのを伺いまして、大変興味深く伺った

ところでございます。宮崎県民はえてして控え

目で、我こそはというところが余りないという

ような言われ方をすることがあるわけでござい

ます。ただ、今言われたような、大相撲であり

ますとか政治ですとか、そういう分野で頂点を

きわめた方がいらっしゃらないという話ではご

ざいますが、そのほかにはたくさん、小村寿太

郎さんですとか高木兼寛さん、安井息軒さん、

ぞれぞれの分野で日本を代表するような仕事を

された方はたくさんいらっしゃるわけでござい

ます。日本を代表する、１番を目指していく、

オンリーワンを目指していく気概というものは

大変重要だろうと考えておりますので、これか

らの本県を担う、また我が国を担う若者たち

が、ぜひ日本のトップを目指して、そういう高

い志を持って頑張っていただきたい、そのよう

に考えております。

○中野一則議員 それから、ＮＨＫに大河ドラ

マがあります。日曜日の８時からスタートする

んですが、これは昭和38年に始まりました。第

１回目が井伊直弼が主人公の「花の生涯」であ

りまして、ことしが「江～姫たちの戦国」とい

うことでありますが、ちょうど50作目なんで

す。節目の回数なんです。ところが、宮崎県を

舞台にした大河ドラマはないわけです。朝ドラ

は過去、「たまゆら」と「わかば」が２回あり

ました。しかし、お隣の鹿児島県は、平成２年

の「翔ぶが如く」、そして20年の「篤姫」、昨

年の「龍馬伝」も一部鹿児島でロケやらいろい

ろありましてフィーバーしたわけですが、この

舞台になると非常に出身地がクローズアップさ

れて、観光としても非常に寄与するところが多

いわけです。宮崎県にＮＨＫの大河ドラマを誘

致したらどうだろうか、こういう気がいたしま

す。10年ぐらい前に神話を題材にしてそういう

話もあって一部運動がありましたが、不発に終

わりました。

今回は、先ほどくしくも知事が、いろいろな

中で小村寿太郎を言われましたが、私は明治の

外交官の小村寿太郎が最適任じゃないのかな

と、宮崎県の郷土の先覚者の偉人もたくさんお
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るわけですが、小村寿太郎が第一人者ではなか

ろうかなというふうに思います。それがあるか

ら知事も小村寿太郎ということが先に浮かんだ

のだと思います。

私から簡潔に理由を申し上げますと、寿太郎

は、少年・青年期、非常に勉学に頑張られて、

その生き方が青少年に非常にいいんじゃない

か、ためになるんじゃないかと思うし、それか

ら日英同盟の締結、ポーツマス条約の調印、不

平等条約の改正など非常に数多くの功績があり

ます。今は国際情勢が非常に厳しい中でありま

すが、恐らく彼の明治時代が放映されたら今日

に大きな参考になるんじゃないか。彼の生き方

なり姿勢なり、手腕、業績は大いに参考にな

る。また、国民そのものにも感銘を与えるので

はないかというふうに思います。また、中学校

の歴史教科書を見ましたが、１社だけが載って

いないんですが、ほかは全部、小村寿太郎とい

う名前は出ておりました。小学校の指導要領の

中に人物42名が挙げてあるんですが、その中に

もちゃんと小村寿太郎が書いてありました。今

までそういう人物の小村寿太郎がならなかった

のが不思議であるわけですけれども。

ところが、ＮＨＫのこのドラマは２年先まで

決まっているんです。それで小村寿太郎が没し

てちょうどことしが100年でしたから、本当はこ

とし放映すれば一番よかったんですけれども、

これが一つの節目として運動するのもいいん

じゃなかろうか。４年後は寿太郎の一つの節目

である生誕160年になります。ですから、明治の

外交官小村寿太郎でＮＨＫ大河ドラマ誘致とい

うことを提案するとともに、県民運動に仕立て

て、知事を先頭に大運動をやったらどうだろう

か。そのことが、知事のカラーが云々というこ

ともいろいろありましたけれども、きょうはま

たすばらしいワイシャツで来られております

が、こういう運動で知事の指導力発揮というこ

とをされたらどうだろうか、ぜひこのことを提

案方々お願いしたいと思いますが、知事の取り

組みの姿勢をお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のあった小村寿

太郎侯でございますが、ＮＨＫでは、昭和56年

の「ポーツマスの旗」で主人公として、最近で

は、平成21年から足かけ３年にわたって放送さ

れております「坂の上の雲」でも大変存在感の

ある登場人物の一人として取り上げられている

ところでございますが、郷土ゆかりの偉人が主

人公となるこういう大河ドラマの中では、宮崎

を全国にＰＲという意味では最適の人物の一人

ではないかと思っております。私個人としまし

ても、以前、外交官を志しておりましたし、東

京大学でもハーバードでも先輩に当たる。ま

た、実際に取り組まれた仕事の立派さという意

味でも、大変尊敬をして見ておる小村さんでご

ざいます。

これまで本県では、大河ドラマや連続テレビ

小説などの誘致につきまして、県民挙げた運

動、要望を行っておりまして、平成16年の「わ

かば」に結びついたような実績もあるところで

ございます。先日、県職員の提案制度「かえる

のたまご」の中でも、別の人物、島津義弘公で

ございましたが、ぜひ大河ドラマを誘致したら

どうかというふうな提案もありまして、大変興

味深く受けとめたところでございます。今のよ

うな御指摘を踏まえて、本県では官民共同で設

立しております宮崎フィルム・コミッションが

中心となりまして、制作会社などに対しまして

ドラマや映画などのロケ誘致活動を行っている

ところでございますが、ＮＨＫにも今後、大河

ドラマなどを含めて誘致について働きかけてま
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いりたいと考えております。

○中野一則議員 何か運動体として組織をつ

くってぜひやってほしいと思うんです。今、知

事も言われたとおり、知事の学校の先輩ですか

ら─東大前身の学校を出ているし、それから

アメリカのハーバードも出ている先輩ですから

─知事になった機会に、ぜひ先輩を大運動に

取り上げてほしいと思います。よろしくお願い

いたします。

それから郷土の先覚者の中で─いろいろと

おられるんですが─上原勇作元帥の肖像画に

ついてちょっと触れてみたいと思います。上原

勇作元帥といっても知らん人が多いと思います

が、ちょっと紹介いたしますと、安政３年

（1856年）都城の生まれ。経歴は、陸軍大将元

帥、陸軍大臣、教育総監、参謀総長、議定官、

都城に上原文庫設立、郷土を非常に愛し、青少

年の教育に尽くしたと紹介されております。

そして昭和58年10月に、宮崎県置県100年記念

に「郷土の先覚者展」というのがあって、この

ときにも上原元帥は大きく紹介されました。そ

れから58年から59年に、置県100年事業でいろい

ろ取り組まれて、肖像画を県の総合博物館が画

家に依頼して購入された。その総額が405万円。

そして10人というのは、今言った小村寿太郎、

安井息軒、石井十次、伊東マンショ、若山牧

水、川越進、高木兼寛、僧古月、三好退蔵、そ

して上原勇作であります。総合博物館で購入し

たわけですけれども、平成元年７月にはむかば

き青少年自然の家にこの肖像画は全部所管がえ

がされました。そして自然の家で展示をした。

今も展示されております。そして平成３年３月

にはその複製画、写真でありますが、本館の１

階の県民室で展示をされている。ところが、自

然の家の上原勇作のみがいつごろからか展示さ

れなくなったんです。そしてまた県民室での複

製画も上原勇作が展示されておりません。非常

に不可解な現象でありますが、その経過なり理

由を、教育長、それから県民政策部長にお尋ね

いたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、私のほうから

お答えさせていただきますが、むかばき青少年

自然の家にあります郷土先覚者の肖像画は、昭

和58年の置県100年記念として制作され、平成元

年から展示されているものであります。今回、

上原勇作氏の肖像画の件につきまして調査いた

しましたところ、平成７年ごろに外部の方から

青少年自然の家に対し、「青少年教育施設に軍

服姿の肖像画や「日清戦争・日露戦争で功績が

あった」と記載された解説文を展示することは

好ましくない」という御意見があり、関係者が

協議した結果、取り外すという判断をしたよう

であります。当時は、軍服姿、さらには戦争で

の功績が記述されたということで判断をされた

のではないかと推測いたしております。

なお、先ほど議員の御質問の中でも触れられ

ましたけれども、上原勇作氏は、郷土の青少年

育成のため、都城市で自身の蔵書を中心とした

図書館であります上原文庫の設立に尽力された

ほか、現在の都城泉ヶ丘高校の前身であります

旧制都城中学校の充実にも貢献されておりまし

て、都城市の小学校社会科副読本「都城の歴史

と人物」において「郷土を築いた人々」の一人

として取り上げられているところであります。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県民室にある

肖像画、これは写真でございますけれども、む

かばき少年自然の家にある原画を写したもので

ございまして、平成３年から展示されておりま

して、上原勇作元帥の肖像画につきましては、

教育長の答弁と同様の理由により取り外された



- 307 -

平成23年９月13日(火)

模様でございます。

○中野一則議員 旧軍人であっても、その生き

方なり、あるいは功績というのは、青少年教育

とか、郷土を愛するとか、あるいは、さっき

言ったように都城には文庫もあるんです。非常

に貴重な文庫を保存もされております。非常に

影響のあるというか、郷土のために尽くされた

方でありますから、何も青少年自然の家に飾っ

てふさわしくないということはないというふう

に思いますし、そうであれば別なところに展示

すればいいんです。なぜあの10名がむかばき青

少年自然の家だけにずっと置かれているのかと

いうことも不思議なんです。展示する場所を変

えるべきだ、このことも御提案しておきたいと

思いますし、それが理由であれば県民室でなぜ

張らないのかというのも、これがまた不思議な

話でありますから、ぜひ検討してください。そ

の後出版された書物とかパンフレット、県のそ

ういうものからは全部、上原勇作は、いろいろ

と調べましたが外されております。ぜひほかの

９人の先覚者と同じ扱いをするように、これは

県民政策部長にお願いいたしますが、御答弁を

よろしく。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 上原勇作元帥

につきましては、今、議員から御紹介がありま

したように、宮崎県の唯一の元帥、当時の陸軍

元帥、陸軍大臣、あるいは教育総監、あるいは

参謀総長、そういう経歴の大変立派な─当

時、陸軍にとっては宮崎県から初めて元帥が出

たということで─そういう歴史的な人物であ

るということはよく承知しております。ただ今

回、先ほど答弁しましたような経緯で取り外さ

れているということを確認できましたので、そ

のあたりの経緯も含めまして、今後の対応につ

いて検討していきたいと思っています。

○中野一則議員 ぜひ前向きに検討してくださ

い。

次に、教育行政についてお尋ねいたしたいと

思います。来年度から使用される中学校の社会

科の教科書選択についてでありますが、日本教

育再生機構のメンバーが執筆した歴史と公民の

教科書が、来年度からは全国の公立中学校400校

以上で使用されることになった。これは前回と

比べて歴史が６倍、公民が11倍の伸びで、特に

神奈川県では全体の43％で使用されるとの新聞

報道がある中で、我が宮崎県はすべての市町村

教育委員会が前回までと同じ出版社の社会科の

教科書を採択しましたが、このような結果を教

育長はどのように評価されておられるかを、ま

ずはお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 御質問にありまし

た、中学校社会科の歴史的分野・公民的分野の

教科書の採択が、議員の御質問にありましたよ

うにふえている都道府県もございます。このこ

とにつきましては、各採択地区協議会や各市町

村教育委員会、また各都道府県教育委員会にお

きましてそれぞれの地域や生徒の実態を考慮し

て教科書の選定・採択がなされ、その結果とし

て議員が御指摘されたような状況になったと考

えております。一方で、県内の市町村立中学校

の教科書採択につきましては、県内の７つの採

択地区におきましてすべての教科書について研

究が行われ、それぞれの地域や生徒の実態を考

慮し、適正に教科書採択が行われたものと考え

ております。その結果、今回採択されました社

会科の教科書につきましては、どの採択地区に

おきましても前回採択された出版社の教科書と

なり、また結果として、すべての地区が同じ出

版社によるものとなったと受けとめておりま

す。
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○中野一則議員 次に、県教育委員会の教科書

研究資料の出版社ごとの概評は全く区別がつか

ないほどほぼ同じでありますが、地区専門委員

からの順位づけや絞り込みは絶対ないとする中

で、県下７つあるすべての教科用図書採択地区

協議会は、社会科３科目すべてを前回までと同

じ、また小学校の社会科も同じ出版社の教科書

を今回も採択していますが、これは、採択地区

協議会の協議時間から考えても必然性を欠く結

果とも判断されますが、教育長はこの実態をど

う思われるかお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会は、市

町村の教育委員会が行う採択に関する指導・助

言、援助の一つとして、法令に基づきまして研

究資料の作成及び提供を行っております。この

研究資料は、教科書を十分に研究しますととも

に、出版社の趣意書等を参考にしてそれぞれの

教科書の特徴を示したものであります。それぞ

れの採択地区協議会では、教科書の専門的事項

を調査研究する専門員が任命され、県教育委員

会より提供されました研究資料等を参考にしな

がら、それぞれの教科書の特徴をさらに研究し

まして、教科書採択に必要な資料を作成いたし

ます。その後、各教科の専門員の代表が、採択

地区協議会においてそれぞれの教科書の特徴に

ついて調査研究した結果を説明いたします。採

択地区協議会では、その説明や質疑応答をもと

にしましてすべての教科書を吟味した上で、そ

れぞれの地域や生徒の実態を考慮し、どの教科

書が最も適しているかが慎重に審議され決定さ

れたものと考えております。

○中野一則議員 「教科書採択の在り方の改善

について」という文書が、平成２年３月20日付

で文部省から県教育長あてに通知されていま

す。この中の調査研究協力者会議の報告は、

「採択は採択権者が自らの権限と責任におい

て、適正かつ公平に行う必要がある」、また、

教職員の投票によって採択教科書が決定される

等採択権者の責任が不明確にならないよう採択

手続の適正化を図ることも重要との内容であり

ます。これは具体的な改善方策を求めた通知で

ありますが、県教育委員会はこのことを県下の

市町村教育委員会に周知徹底し指導されておら

れるか。また、各教育委員会はこのことを遵守

されているかを、教育長に御確認いたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成２年３月20日付

で文部省より、「教科書採択の在り方の改善に

ついて」に関する通知が出されております。こ

の通知には、１つには、採択地区において調査

研究の体制の充実を図ること。２つには、採択

は採択権者がみずからの権限と責任において適

正かつ公正に行う必要があること。３つ目に、

採択に保護者等の意見を取り入れていくことな

どが、採択手続の適正化を図る上での留意事項

として示されております。さらに平成14年に

は、平成２年の文部省通知と同様の趣旨の新た

な通知が出されたことから、この通知の趣旨徹

底を、その後も毎年、市町村教育委員会に対し

て文書で周知しますとともに、市町村教育委員

会や教育事務所の教科書担当者を集めた会議を

実施するなどして、適切な教科書採択事務がな

されるよう指導・助言を行っております。市町

村教育委員会におきましては、このことを受け

まして、通知を遵守し、適正な採択事務が行わ

れているものと認識をいたしております。

○中野一則議員 沖縄県八重山地区での今回の

教科書採択事案は、教科書無償措置法の形骸化

と、現在の教科書採択制度が崩壊しかねない

と、私は危惧するものであります。それで、先

ほども言われましたが、平成14年８月30日付の
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文部科学省から県教育長あての教科書制度の改

善についての文書は、教科書採択の判断が分か

れたときのために、事前に採択手続のルールを

定めておくべきとの内容であると思いますが、

この文書を市町村教育長に通知、指導し、既に

ルールが定められているかをお尋ねしますとと

もに、まだ策定されていなければ、八重山地区

のような混乱が発生しないようルールを急いで

定めるよう、県の教育委員会は市町村教育委員

会を指導すべきと思いますが、教育長のお考え

をあわせてお聞きいたします。

○教育長（渡辺義人君） 先ほどお答えいたし

ました平成14年の文部科学省通知に、市町村教

育委員会と採択地区との関係につきまして、１

つには、協議が１度で調わないことも想定し、

再協議が可能なスケジュールで採択事務を進め

ること。２つ目に、再協議の場合の手続を定め

ておくことなどが、採択手続を明確にするため

の取り組みの例として示されております。この

通知を受けまして県教育委員会といたしまして

は、毎年、市町村教育委員会に対し文書で周知

しますとともに、市町村教育委員会や教育事務

所の教科書担当者を集めた会議を実施するなど

して、適切な教科書採択事務がなされるように

指導・助言を行ってきております。これまで本

県におきましては採択地区内において協議が調

わない事例はございませんでしたが、ただいま

御紹介がありましたように、一部の地区で混乱

が見られるという実態もございますので、今

後、文部科学省の指導や他県での事例を参考に

しながら、明文化されたルールづくりについて

検討を進め、市町村教育委員会に対して指導・

助言に努めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 混乱があってからでは遅いの

で、ぜひそういう御指導をしてください。

次に、スポーツ施設の整備についてお尋ねい

たしたいと思いますが、県総合運動公園にある

スポーツ施設、調べてみましたが、運動場、そ

れから軟式野球場─これは昭和46年に建設さ

れて既に40年が経過いたしました。それから陸

上競技場も40年近くになっております。公式競

技はもちろんのことでありますが、使用上にい

ろんな支障があってはならんと思うんです。用

具等も含めて総点検をする時期に来ていると思

いますが、競技力向上とあわせて施設用具の整

備をすべきだと思いますので、教育長のお考え

をお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県総合運動公園のス

ポーツ施設は、置県80年を記念し「緑の中のス

ポーツ公園」として建設された総合体育施設で

ありまして、各種全国レベルの大会や国際大会

など競技スポーツの拠点であるとともに、県民

の皆様の生涯スポーツの拠点として、また、プ

ロスポーツキャンプなどスポーツランドみやざ

きの中核施設として多くの皆様に親しんでいた

だいている施設でございます。御指摘のありま

したように、その多くの施設が昭和54年の宮崎

国体前に建設をされたものでありまして、30年

以上経過しておりますことから老朽化が見られ

る状況にございます。そのため、県総合運動公

園を所管しております県土整備部等と連携しな

がら定期的な改修や維持補修を行っているとこ

ろでありますが、大規模な施設整備につきまし

ては、大変厳しい財政状況の中にありまして難

しい状況にございます。したがいまして、県教

育委員会といたしましては、今後とも県土整備

部など関係部局と連携いたしまして計画的な改

修や維持補修に努め、利用環境の向上を図って

まいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、人工授精自粛対策の件
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についてお尋ねいたしたいと思いますが、この

件につきましては、今議会に対策案が提出され

なかったことから、８月26日に我々自民党とし

て知事に申し入れいたしました。また、代表質

問では押川議員が、一般質問では宮原議員が既

に質問いたしました。しかし、その答弁は、た

だ、国と協議中、あるいは調整ということで、

私とすればつれない答弁でありました。対策案

を11月に提出では、対策の実効性が全く上がら

ないわけですから、国あるいは政府との調整中

ということであれば、県はその対策内容を承知

して、あるいはまた県でつくって取り組んだは

ずでありますから、子牛価格対策、あるいは購

買者対策、この内容、制度をもっと踏み込んだ

形で御答弁をすべきだ、そのことが生産者、関

係者の安心になるんだと、こう思いますから、

ぜひ踏み込んだ御答弁を農政水産部長にお願い

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 人工授精自粛

の市場上場頭数への影響を踏まえまして、子牛

出荷頭数の平準化を促し、肉用繁殖経営の安定

を図ることを目的といたしまして、農畜産業振

興機構の口蹄疫畜産再生基金を活用した事業の

実施について国と調整をしているところでござ

います。その内容といたしましては、人工授精

自粛の影響により出荷頭数が大きく増減する期

間につきまして、本県の平均子牛価格が一定価

格を下回った場合の価格安定対策、及び多くの

方に市場へ来ていただけるようにするための子

牛の購買者に対する輸送費の支援でございま

す。現在、事業の詳細について大詰めの協議を

行っているところでございまして、引き続き事

業の早期実施に向けまして全力で取り組んでま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 以前の２人の答弁からすると

かなり踏み込んだ御答弁であったと思います。

子牛価格がある一定額から下回った場合にそれ

をどう支えるか、あるいはまた購買者に対して

も具体的に輸送費を助成するんだと、こういう

御答弁でありました。恐らく国との調整も進捗

しているなという判断をしたところでありま

す。それで、これが正式に公表なったとき、本

来ならばこの議会に早くかけてほしいんですけ

れども、生産者、購買者、関係者にその内容を

一日も早く公表すべきだと思いますから、その

ことを部長にお願いしたいと思います。そのよ

うにされますか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 円滑に対策が

講じられ子牛出荷頭数の平準化が図られますよ

う、事業の詳細について、国からの了解が得ら

れた段階で、その内容について速やかに生産者

及び関係団体に対し説明をさせていただきたい

と思います。

○中野一則議員 今、えびの周辺では、肥薩線

の世界遺産登録、あるいは霧島のジオパークの

世界への登録、一生懸命世界レベルの話が進ん

でおります。夢のあるロマンのある話ですか

ら、県もこのことにぜひ一緒になって取り組ん

でほしいということを要望して、終わりたいと

思います。（拍手）

○外山三博議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 先般通告し

ておりました項目につきまして、順次質問させ

ていただきます。

まず初めに、我が県の高齢者保健福祉施策の

実態についてお伺いいたします。日本は既に世

界に類を見ない高齢化社会に突入しておりま

す。それは周知のとおりです。本県におきまし

ても既に高齢化率は25％を突破し、2030年に

は36.2％となり、今までよりも10％多くなり、
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実に県民の３分の１以上が65歳以上になること

になります。この実態を踏まえ、世界でも範を

示すべく、この宮崎県は高齢者福祉施策に取り

組んでいかなくてはいけないと思いますが、果

たして実態はどうなっているのか、その内容を

伺ってまいります。

まず初めに、お配りの資料をごらんくださ

い。これは我が県の高齢者保健福祉計画であり

ます。３年に１度改定されるわけですが、この

内容によって本県また市町村は高齢者施策を展

開しているわけです。見ていただきたいのは、

平成21年から23年の施設・居住系サービス入所

定員総数の中身です。注目していただきたいの

は各圏域ごとの合計数です。宮崎東諸県圏域以

外はほぼ横ばいで、日向入郷圏域では３年間

で14床の増、西諸圏域でも11床の増、延岡、西

臼杵圏域ではそれぞれ１けたの延びにとどまっ

ております。日南串間圏域においては３年間そ

のままの数字が横並びです。これは整備が停滞

していることを意味します。この数字から判断

すると、高齢化率の上昇と施設整備状況が連動

しておらず、とても地域の実態に即していると

は言えません。高齢者保健福祉計画は市町村の

計画が積算根拠となっていることは理解してい

ます。つまり、県が主導して計画を策定し、市

町村が実施主体となるといった性格のものでは

ありません。しかし、県内には、施設への入居

を希望されながら利用できない方々が約3,500人

いらっしゃいます。この実態は県当局も把握さ

れているはずです。その実態を知りながら、県

は市町村からの数字を足し算して資料にまとめ

るだけで、施設整備の展開は市町村任せでは、

余りにも県の福祉行政の存在感がなさ過ぎま

す。

資料の中では、介護保険適用事業所である認

知症の対応型共同生活介護、いわゆるグループ

ホームです。このグループホームが各圏域で微

量ながら増床していることは確認できます。し

かし、この高齢者保健福祉計画の中でカウント

されていない有料老人ホームや宅老所が、最近

は各地域で建設ラッシュとなっています。特別

養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施

設、いわゆる介護保険３施設と呼ばれているこ

の施設以外の有料老人ホーム等の整備がどの圏

域でどの程度進んでいるのか、県当局は把握さ

れているのでしょうか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県の有料老人ホームの整備状況についてで

ございます。本県の有料老人ホーム数は年々増

加しておりまして、平成20年度55施設、1,893床

であったものが、平成23年９月１日現在でござ

いますが、155施設の4,834床となっておりま

す。圏域ごとに申し上げますと、宮崎東諸県圏

域が82施設、2,232床、日南串間圏域が６施

設、222床、都城北諸県圏域が13施設、652床、

西諸圏域７施設、129床、西都児湯圏域11施

設、314床、日向入郷圏域12施設、362床、延岡

圏域23施設、887床、西臼杵圏域１施設、36床と

なっております。以上でございます。〔降壇〕

○図師博規議員 細かな数字の御答弁がありま

した。何と155施設、4,834床の有料老人ホーム

が建設されているということです。これらの数

字はこの保健福祉計画に落とし込まれていない

んです。では、それらの有料老人ホームの施設

職員の配置状況や衛生管理の実態は把握されて

いるのでしょうか。再度、福祉保健部長にお伺
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いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、届け

出に基づきまして職員配置状況等を把握いたし

ますとともに、届け出後においては、県の設置

運営指導指針に基づきまして、サービスの内容

に応じた設備や必要な職員の配置、施設におけ

る衛生管理や感染症の予防など、施設の管理、

運営等について指導・助言を行っております。

さらに、昨年度から、県内すべての有料老人ホ

ーム等を対象に合同研修会を開催いたしまし

て、施設におけるコンプライアンスや感染症対

策等についての理解の促進を図ったところでご

ざいます。

○図師博規議員 では続けます。施設のスプリ

ンクラーの設置や防災体制または防災計画がそ

れぞれの施設のほうで整備されているか、県は

把握されていますでしょうか。福祉保健部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 防災体制につ

きましては、届け出があった際に、図面や消防

用設備等検査済証などによりまして必要な

チェックを行っております。また、平成19年６

月の消防法施行令の一部改正によりまして、延

べ面積が275平米以上の有料老人ホームにつきま

してはスプリンクラーの設置が義務づけられた

ことから、スプリンクラーの設置補助など県と

して必要な支援を行ってきたところでございま

して、今年度末までには未設置施設は解消され

るものと考えております。さらに、先ほど申し

上げましたように、昨年度から有料老人ホーム

等を対象として合同研修会を開催しまして防災

対策等についての理解の促進を図ったところで

ございます。県といたしましては今後とも、適

切な防火体制等について指導してまいりたいと

考えております。

○図師博規議員 一定の指導がされているとい

うことは理解できました。ただ、この有料老人

ホームは介護保険の適用外のところが多いた

め、介護保険３施設のような人員配置の基準や

防災体制に関する明確な定めがありません。が

ゆえに、ここで働いている方々がたとえ無資格

であっても、そこでどのような食事が提供され

ていようとも、県は指導はできてもペナルティ

ーは科せられない。県の強制力がそこに及ばな

いがゆえに、施設間でのサービスの格差が大き

くなっているというのは、県のほうでも実態把

握されているはずです。ただ、私は、この有料

老人ホームの運営が介護保険３施設よりも劣っ

ていると言っているわけではありません。事

実、宮崎市内には、共同生活介護では困難なホ

スピスケアまで実践されている施設があり、住

みなれた地域でのみとりを実践されている宅老

所もあります。

介護保険は、保険者は市町村です。市町村

は、できる限り保険料を上げずに保険運用をし

たいと、介護保険の適用事業所の建設申請が

あったとしても、保険料が上がることにつなが

るために、その認可を容易におろせない実態が

あり、住民の居宅施設へ入りたい、そういうよ

うなニーズがあってもこたえ切れていないとい

うのが現状です。その介護保険の運用と利用者

のニーズが乖離しているところを埋めるがごと

く有料老人ホームが建設され、利用料が高い、

割高のところがほとんどです。それにもかかわ

らず入所を希望されている方々がまだまだい

らっしゃいます。何より、155施設、5,000床近

くの有料老人ホームの整備が進んでいるのに、

そのサービスを利用する方は、介護保険の適用

事業所でも有料老人ホームでも同じ高齢者なの

に、この県が示す保健福祉計画にはそれが反映
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されない。宮崎の福祉の将来像に反映されてい

ないということが、私は問題であると思いま

す。県として有料老人ホームや宅老所の整備内

容、サービス内容をより把握していただき―

来年度がこの計画の見直しの年になります。こ

こにはその内容も織り込んでもらい、県民への

適切な情報提供に努めていただきたいと考えて

おります。

それでは、ここからは施設のほうから在宅の

ほうに目を転じて質問をさせていただきます。

介護保険サービスの利用者のうち約７割から８

割の方々は、本当は住みなれた地域で、自宅で

介護を受けたいという希望を持たれています。

アンケートをとられてもその結果は出ていま

す。それでも在宅福祉サービスの手薄な地域で

は施設系サービスを利用せざるを得ないとなっ

ています。このように地域で暮らし続けたいと

いう県民の思いと、実際提供されている高齢者

の福祉サービスとはどんどんかけ離れていって

いるという実態もあります。何とか在宅介護が

かなったとしても、昼間はまだしも、夜間の介

護を担うのはほとんどが家族です。

その実態を如実にあらわすのが、お配りした

資料の裏面をごらんください。これは地域密着

型サービスの必要量を年度ごとに示しているも

のですが、見ていただきたいのは、圏域ごとの

一番上の項目になっている夜間対応型訪問介護

の数字です。この計画書では夜間訪問の介護は

宮崎東諸県圏域以外には数字がありません。３

年間ゼロが並んでいるんです。また、西諸圏域

では認知症の通所介護サービスも３年間ゼロ、

西諸圏域につきましてはグループホームの提

供、設置数すらもゼロ、ゼロ、ゼロです。つま

り、地域での暮らしを希望されても使えるサー

ビスがないんです。私が古賀総合病院に勤務し

ていたときにはつくづくそれを感じていまし

た。宮崎は、住む地域や市町村によって受けら

れるサービス、選択できるサービスがこんなに

も違うのかと。医療の格差や医師の偏在も今の

宮崎にとっては大変な問題ですが、実はこの福

祉サービスの地域間格差というのも早急に対応

すべき状況なんです。ここで伺います。福祉保

健部長、何で夜間訪問介護が展開されていない

のか、現場の実態はどうなっているのでしょう

か。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、地域密

着型サービスについて御説明いたしますと、こ

の議場のほうには配付されておりませんけれど

も、高齢者保健福祉計画のほうでは記載してお

るわけでございます。介護支援事業計画は、施

設居住に係る計画と市町村が所管いたします今

の地域密着型のサービス、それから県のほうで

指定いたします居住サービスの実施がございま

す。ですから、居住サービスの必要量で賄える

分につきましては、市町村は独自に地域密着型

ではサービス量を計上しないということがござ

いますので、市町村によって地域密着型につい

てはばらつきがあるという状況でございます。

お尋ねの夜間対応型の訪問介護でございます

が、これは夜の22時から明け方の６時までを中

心とした専門の夜間型の介護サービスの事業所

でございます。平成23年の９月１日現在で指定

訪問介護事業所が363カ所ございますが、このう

ちの45％に当たります約160カ所が─これは昼

間もやるんですが─夜間も対応がオーケーで

すよという事業所でございまして、この夜間対

応サービスで県下全域をカバーしているものと

いうふうに我々は考えております。

なお、夜間対応の訪問介護の体制は整えてあ

りますものの、地域の実情とか家族の事情等も
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ありまして、議員がおっしゃったように、夜間

における利用の申し出が少ない状況にあるとい

うことについては理解をしているところでござ

います。

○図師博規議員 部長の詳細な答弁は理解でき

るところです。つまり、施設が先にあるから、

そこにお願いしているから在宅のサービスが伸

びていない。在宅の、特に夜間のサービスの提

供できる事業所はあるけれども、ニーズがない

から伸びていない。私は逆もあると思うんで

す。サービスがないからニーズがない。じゃ、

夜間の介護がゼロでいいのか、そんなことはあ

り得ないですよね。鶏が先か卵が先かのような

議論にもなりますが、私は常々、この夜間介護

体制が整っていない、現場がゼロである、実態

が機能していないということは、まずはサービ

スありきの体制が整っていないからであると。

ただ、現場の事業所は体制は整っているという

届け出はしているんです。それが機能していな

いというのは、理由は２つあります。やはり昼

間のヘルパーさんたちに重きを置いていますか

ら、夜間ヘルパーまでの人材確保ができないこ

と、そして夜間介護ヘルパーを派遣したとして

も事業所の採算が合わない。これは明らかに介

護保険の不備であり欠陥です。ただ、国の改正

を待っていたのでは、いつまでたっても地域に

日が当たることはありません。ですから、県の

政策を待っている県民は多いんです。

私ごとでありますが、ことしに入り、半年の

間に祖父と祖母の葬式を出しました。祖父は10

年間寝たきりで、そのうち８年は施設にお願い

しました。「博規よ、家に連れて帰ってくれん

か」ということは、認知症が入るまでしきりに

言われていましたが、連れて帰れませんでし

た。それは家で祖母を介護していたからです。

祖母の介護も大変でした。私と両親が交代で寝

泊まりをし、食事介助をし、おむつをかえ、朝

食事を食べさせて、そして仕事に行くという生

活の中で、やはり家族ではどんどんストレスが

たまるんです。祖母はそういう家族を気遣って

か、半年寝たきりになってから永眠をしまし

た。ただ、あれ以上介護期間が長かったとき

に、果たして家族は健全な心身が保てたかどう

か、それは自信がないところもあります。

そこでお伺いしたいことがあります。その介

護の期間、一度もケアマネージャーから、「図

師さん、夜間の介護を利用されたらどうです

か」というアドバイスはありませんでした。つ

まり、体制があっても、そこに実態が伴ってい

ないからです。では、県内にも似たような介護

でストレスを、介護でつらい思いをされている

方々はたくさんいらっしゃると思います。平

成18年度に高齢者虐待防止法という法律ができ

ました。この法律ができてからようやく、在宅

介護、施設介護の虐待数がカウントされ始めた

んですが、その県内の推移について把握されて

いるかどうか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成22年度に

おいて県内の市町村によって確認された高齢者

虐待の件数が153件、虐待を受けた高齢者数

は158人となっております。このうち家族など養

護者によるものが149件、施設従事者等によるも

のが４件となっております。また、高齢者虐待

防止法が施行された平成18年度以降の虐待件数

の推移を見ますと、家族など養護者によるもの

が、18年度が112件、19年度が104件、20年度

が114件、21年度が163件となっておりまして、

施設従事者等によるものは、18年度から20年度

まではゼロ件、21年度が２件となっているとこ

ろでございます。
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○図師博規議員 今の数字からしても、地域に

おける介護実態からは多くの悲鳴が上がってい

ることが見てとれます。いじめも自殺も虐待

も、顕在化しているのはほんの氷山の一角で

す。高齢者虐待については、潜在化している虐

待者がたくさんいらっしゃると思います。た

だ、これは高齢者だけが被害者ではなく、家族

も被害者だと思います。その被害者を減らすた

めに、やはりサービスを充実させていくことが

必要だと思います。では、介護虐待、高齢者の

虐待がどんどんまだ伸びていっている、その数

字に対して県はどのような政策を打たれている

のでしょうか。再び福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県といたしま

しては、高齢者の虐待防止に大きな役割を担っ

ております市町村の体制整備に向けて、関係機

関から成る宮崎県高齢者虐待防止連絡会議や、

関係者を対象とした研修会を開催しているとこ

ろでございます。また、高齢者総合支援センタ

ーにおいて、市町村や地域包括支援センター、

家族などからの相談に応じて助言等を行います

とともに、対処が困難な事例につきましては、

市町村の求めに応じて、県弁護士会及び県社会

福祉士会の会員から構成される高齢者虐待対応

専門職チームを派遣するなど、必要な支援を

行っているところでございます。今後とも、市

町村等と十分に連携を図りながら、家族等によ

る高齢者虐待の防止に努めてまいりたいと考え

ております。

○図師博規議員 ぜひそれらの対策のさらなる

充実と、そしてその効果があらわれることを大

いに期待するところです。

今までの内容を踏まえまして、夜間介護の内

容、通所介護がゼロが並ぶような今の保健福祉

計画ではなく、繰り返しになりますが、県主導

で、県独自で地域密着型のサービスを拡充する

必要があり、グループホームや小規模多機能型

居住介護などが地域に偏在しているのではなく

て、均衡ある介護サービスが受けられますよ

う、県としての事業展開をしていくことが急務

だと考えます。ここでは、施設整備の内容、有

料老人ホームの内容、また地域福祉の実態の内

容を踏まえた上で、今後の県の高齢者保健福祉

施策の展望をどのようにお持ちか、知事にお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県におきましては、

いわゆる団塊の世代が75歳を迎えようとす

る2025年には、県民の３人に１人が高齢者とな

ると見込まれておるわけであります。したがい

まして、県民の皆様の幸せな暮らしを実現して

いく上で、こうした高齢者保健福祉に関する取

り組みを着実に進めていくことは、大変重要な

課題だというふうに認識しております。今の高

齢者の方々にはお元気でパワーに満ちあふれた

方々も多いんですが、そういう方には地域や人

の豊かなきずなの中で生涯現役で御活躍いただ

けるような地域社会を築いてまいりたいと考え

ております。一方で、介護を必要とされる方々

もふえてこられます。今、さまざまな実態につ

きまして御指摘をいただいたところでございま

すが、大事なのはやはり、現場の実態を踏まえ

て、県、市町村、民間がそれぞれの役割分担を

図りながらさまざまなサービスを組み合わせて

提供していくことかというふうに考えておりま

す。県としましては今後とも、各種介護基盤の

整備、さらには福祉に携わる人材の育成・確保

にも引き続き取り組んで、各界各層、県民一人

一人との連携を図りながら充実した福祉社会の

実現に努めてまいりたいと考えております。
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○図師博規議員 先日は、訪問看護ステーショ

ンのほうの視察を特別委員会でさせていただき

ました。そこも、ステーションは１カ所で東児

湯５町全域をフォローされているようなところ

で、少ない職員で24時間態勢を組まれていて、

かなりの激務であることは、話を聞くだけで十

二分にわかりました。ステーションも不足して

いるんです。そのときの職員さんが言われてい

たことは、「私たちは病院勤務のときよりも安

い給料ですが、地域が好きで、誇りに思って今

仕事をしています。私たちには情熱がありま

す」、生き生きと話されていました。ただ、私

はその姿が痛々しくも映ったんです。現場の声

があきらめのため息に変わる前に、家族や職員

の方が燃え尽きてしまう前に、ぜひ、福祉の先

進県となるような県の取り組みを大いに期待す

るものであります。

それでは、次の質問に移ります。ブランド農

産品の取り扱いについて、農政水産部長にお伺

いするものであります。

まず、口蹄疫の復興を期する宮崎牛について

であります。現在、県内種雄牛５頭からの精液

ストロー供給が滞らないよう、生産者からの要

望に応じ、北海道からは国牽白清が、岩手県か

らは菊福秀を一定量購入し、一般の繁殖農家に

販売が始められました。今まで家畜改良事業団

を中心にして取り組んできた宮崎牛ブランドの

構築の流れとは変わってきてはいます。現在、

種牛の待機牛19頭が、平成25年度中には11頭ほ

どが正規の種牛となり、ストロー販売が始まる

見通しが立ったとはお聞きしました。ただ、そ

の授精でできる牛が市場に出て、その市場で評

価されるまでにはまだ３年から４年の時間を要

します。今後、県として県外ストローをどのよ

うに取り扱っていくのか、農政水産部長お答え

ください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県では、基

本的には挙県一致の体制で種雄牛造成を行い、

その精液を広く県内で利用しながら肉用牛の改

良と増殖を進めておりますが、県外精液につい

ては、本県肉用牛の改良に必要な遺伝因子を確

保するため、種雄牛造成用に限って導入するこ

とを原則としております。しかしながら、現存

種雄牛が５頭になったことで、生産現場から、

「繁殖雌牛との血縁関係を考慮すると、県外精

液の導入が必要である」との声が高まってきた

ことから、県、関係機関・団体等から成る組織

の中で十分検討いたしました結果、今回、繁殖

農家の生産用として、一定の期限つきで３頭の

県外種雄牛の精液を導入することとしたところ

でございます。平成25年度以降は次世代の種雄

牛が順次誕生いたしますので、これらと現存の

５頭を活用して県内繁殖農家に精液を供給して

まいりますが、種雄牛造成用としては、従来ど

おり県外精液の導入も実施してまいりますし、

県外からの導入が必要になる場合には今回と同

様な検討を行うことになります。

○図師博規議員 県外精液ストローの取り扱い

については、密に生産者との連携をとって対応

していただきたいと思います。

それでは、口蹄疫復興対策基金運用について

でありますが、これは先輩の質問と重複いたし

ますので割愛させていただきます。

次に、水産物ブランド品についてお伺いいた

します。ブランド確立水産協議会が認証を行う

ことによって、県水産ブランド魚の消費拡大と

消費者の信頼を高めることを目的とし、カンパ

チ、北浦灘アジ、門川金鱧など７魚種と２つの

加工品が認証されています。これらの品目が実

際、ブランド認証を受けてどのような販売効果
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があったのか、消費拡大の効果があったのかを

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の水産物

のブランドにつきましては、関係機関・団体で

構成いたします「いきいき宮崎のさかなブラン

ド確立推進協議会」におきまして、北浦灘ア

ジ、みやざき金ふぐなどこれまでに９品目が認

証されております。これらブランド認証により

まして、例えば北浦灘アジでは、品質が評価さ

れ販路拡大や魚価の向上、またひむか本サバで

は、各種イベント等でのＰＲ効果による取引注

文の増加など、魚価の向上や需要の安定などの

効果が得られてきております。

○図師博規議員 効果が徐々にあらわれている

ということ、さらなる効果拡大に取り組んでい

ただきたいと思います。

それでは次に、ブランド魚種である金ふぐに

ついてお伺いいたします。現在、県では、ふぐ

取扱条例の見直しを検討されているようで、そ

の内容は、今までふぐ処理師免許を取得すれば

フグ処理ができていた内容が、鮮魚店や飲食店

ごとにフグ処理施設の認定が義務づけられるこ

とになるようです。つまり、人だけではなくて

建物までの認定が必要となる内容のようです。

このことは、消費者にとっては安心・安全な流

通を確保し、フグによる健康被害の未然防止と

なり得ることは理解できますが、果たして漁業

関係者にどのような影響があるのか。そもそも

県は、このブランド認証に際し、金ふぐ、いわ

ゆるシロサバフグの毒性の有無について、毒が

どの程度あるのかないのかについて、検査デー

タ、検証データを持たれていたのか。これは福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） フグの衛生確

保につきましては、従来から国においてフグの

種類別に食べられる部位を示しておりまして、

それ以外の部位については、食品衛生法第６条

第２号に基づきまして販売等が禁止されてお

り、シロサバフグについては筋肉、皮、精巣が

認められているところでございます。現在検討

していますふぐ取扱条例の一部改正でございま

すが、ふぐ取り扱いに関する事件・事故が発生

していること等を踏まえまして、より一層宮崎

県産フグの安全・安心な流通を確保する観点か

ら行うものでございまして、シロサバフグの毒

性に関して改めて県独自の調査は行っていない

ところでございます。

○図師博規議員 県独自の検査データは持ち得

ていない、その上で認証されたという答弁でし

た。長崎県では、地元で日常的に肝まで食され

ているこの同じシロサバフグ。このシロサバフ

グを肝まで提供できる特区を目指して、県独自

で検査データを取得され、厚生労働省と交渉さ

れた経緯があります。結果、特区までは至らな

かったものの、その可能性をこじあけようとす

る行政の取り組みは、漁業関係者からは理解を

得られたとのことです。金ふぐは宮崎県が認証

したブランド魚種です。私は県独自の検査デー

タを持つべきであったと考えます。先日、川南

漁協のほうで開催されたこの条例説明会では、

この条例改正が金ふぐの販売促進に本当につな

がるのか疑問の声が多く聞かれ、また、「店舗

を持たない漁師はだれも資格が取れなくなる

じゃないか」というような意見が出されまし

た。これらの意見を考慮した上での条例改正と

なるのか、内容がどのように検討されているの

か。再度、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在検討して

おりますふぐ取扱条例の一部改正の主な内容と

いたしましては、現行のふぐ処理師制度を設け
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ていることに加えまして、フグを処理し食品と

して販売する営業者に対しても、施設ごとに知

事の認証を受けることを義務づけるものでござ

います。この認証制度の導入によりまして、フ

グによる健康被害の未然防止を図り、ひいては

宮崎県産フグの安全・安心な流通を確保いたし

ますことで、みやざき金ふぐのブランド力の向

上にもつながるものと考えております。また、

制度の普及・定着を図りますため、ふぐ処理師

試験について、試験の回数をふやすことや、受

験資格を魚介類を取り扱う製造業に従事する者

にも広げることにより、漁業関係者を含めより

多くの方が受験できるようにしたいと考えてお

ります。

○図師博規議員 あくまでも安全面を全面に出

すことで消費拡大を図るということが示されま

した。その説明会では、漁業関係者からは、

「規制を強化するなら、加工や販売を強化する

具体的な支援策も同時に持ってきてくれ」とい

うような切実な訴えも続きました。これらの声

を受け、県として、あのトラフグで有名な大分

県の臼杵のようなフグの加工施設や直売所、ま

たは販路拡大、消費拡大のためのフグのイベン

ト、フグを食するイベントなどを打つような計

画があるのかどうか。これについては農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 水産物の加工

による付加価値向上、また直売による販売ルー

トの多様化は、漁業経営の安定を図る上で大変

重要な取り組みでありますことから、県といた

しましても漁業者等に対しこれらの取り組みを

促進させていただいているところでございま

す。したがいまして、地元の漁業者等の皆様か

らこれらの施設の整備等に関する御要望があっ

た場合は、国庫補助事業の活用など必要な支援

を行ってまいりたいと考えております。

○図師博規議員 県のブランド認証、認定が、

単なる看板を上げるだけではなく、生産者の所

得増につながる販売戦略、その展開を積極的に

していただくことを期待いたします。

それでは次に移ります。高等学校、中学校の

進学時における生徒の動向についてお伺いいた

します。

宮崎県立高等学校再編整備計画には、１学年

で４学級以下の高等学校について、さらに１学

級削減を行うことが余儀なくされる場合に統廃

合を検討する旨が記されています。地域から学

校がなくなることは、地域住民にとって大きな

喪失感を伴います。たとえ小規模校となっても

存続を訴える声は、この統廃合が語られるとき

には必ず上がってきます。一方、宮崎市の普通

科は、宮崎北高校を除くすべての普通科が10ク

ラスを超えるという大変大きな学年となり、生

徒の偏在が顕著になってしまいました。これ

は、３年前に県立高校普通科の校区撤廃が行わ

れたことが起因となっていることは明らかで、

郡部の普通科は推薦枠ですら定員割れをする高

校が出てきています。実際どれほどの数の生徒

が流動しているのか、またこの状況をどう認識

されているのか、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から普通科の通学区

域を撤廃いたしましたが、この制度変更による

旧通学区域以外からの合格者数は100名から160

名程度でありまして、これは普通科合格者全体

の３％から５％程度となっております。また、

入試志願倍率におきましても特定の高校に集中

するなどの状況にはなく、各高校の受験者数の

大きな動きは認められておりません。通学区域

撤廃の大きなねらいは、中学生が行きたい学校
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を主体的に選択できるようにすることでありま

す。現在、中学生は、各高校の特色を十分理解

した上で、通学距離等の条件も考慮しながら、

個性や能力、適性に応じた学校を適切に選択し

ているものと考えております。

○図師博規議員 私の母校、高鍋高校では、Ｏ

Ｂ会が中心となって独自の奨学金制度をつくる

ということが、さきのＯＢ会総会で承認されま

した。その内容は、高鍋高校を卒業し進学した

生徒の中から、１年間に１人ずつ、月２万円の

返還義務のない奨学金をその生徒に支給すると

いうものです。また西都市では、妻高校、西都

商業高校の魅力を高め進学率アップを目指す県

立高校活性化研究協議会が立ち上がり、えびの

市では「飯野高校を守り育てる市民の会」が高

校存続の署名を集められ、また福島高校につき

ましては、先日、岩下議員が取り上げられた内

容のとおりです。このように県立高校を抱える

市郡は生徒確保のために一生懸命汗をかいてい

ます。県教委としても、わざわざ長時間かけて

宮崎市内の高校に通わなくとも、郡部の高校に

進学してもらえる、学力向上、スポーツ力向上

のさらなる取り組みをしていただきたいと考え

ますが、教育長、お考えをお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど申しました通

学区域撤廃のねらいのもう一つの大きなねらい

は、高校の特色づくりであります。各学校にお

きましては、通学区域撤廃以降、多様な進路に

対応できる教育課程の編成ですとか、部活動の

活性化、魅力ある学校行事の実施など、特色あ

る学校づくりに関する取り組みがそれまで以上

に積極的に進められております。また、中学生

やその保護者への学校説明会等の充実ですと

か、高校の教員による中学校への訪問回数がふ

えるなど、高校と中学校との連携がより一層図

られており、高校の特徴やよさを積極的にＰＲ

しているところであります。それぞれの高校で

は、入学してきた生徒一人一人に対して個に応

じた指導を行いまして、その個性や能力をいか

に伸ばすことができたかによって、その高校の

よさというものが判断されるものであると考え

ておりまして、そのことを含めまして、特色の

あるオンリーワンの学校づくりに努めていると

ころであります。

県教育委員会といたしましては、県立高校に

対しまして、例えば、県立高等学校キャリア教

育総合推進事業によるインターンシップ等の取

り組みへの支援を初めといたしまして、少人数

学級編制などの各学校独自の教育課程を弾力的

に編成できます研究実践推進校の指定、それか

ら学校経営や授業改善のための学校訪問、さら

には少人数指導等を行うための教員の加配措置

など、各高校が特色を出しやすくするための支

援や指導・助言を行っているところでありまし

て、今後とも必要に応じて支援を行ってまいり

たいと考えております。

○図師博規議員 この状況、状態は少子化も相

まってのことですので、一概に言えない内容も

あるんですが、私は、県立高等学校の生徒の流

動もさることながら、今回、さらに驚かされる

事象を目の当たりにしました。それは、小学校

から中学校に進学する際に、住所地以外の中学

校に進学する生徒がふえているということで

す。私の地元木城町には木城小学校と石河内小

学校の２校しかないんですが、この２校合わせ

ても１学年が43人しかいません。もちろん中学

校は１つしかないのですが、その43人の生徒の

うち、今年度木城中学校に進学した生徒は34人

でした。実に９人、割合にして20％以上の生徒

が町外中学校に転校をしていってしまいまし
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た。理由は幾つかあります。１つは、中学校か

ら学力レベルの高い附属中学校に進学したり、

中学校の部活動で、特に団体競技─野球や

サッカーといった団体競技─のレベルの高い

近隣自治体の中学校に転校するといったような

状況です。自宅から長時間かけて通学している

生徒もいますし、学校近くに母親と引っ越すと

いうような生徒もいます。県内の中学校進学状

況で類似する状況がどれほどあるのか調べてみ

ました。すると、小規模校の多い町村立の小学

校から地元以外の、例えば私立中学校などの特

進クラスや選抜クラスに進学した生徒だけで

も70人ほどいました。この数字には、市から市

へ、例えば西都市から宮崎市への進学数は含ま

れていませんし、残念ながら宮崎大学の附属中

学校の数も調べがつきませんでした。それで、

１学年で70人として３学年にすると200人で

す。200人以上もの生徒が地元以外の中学校に進

学しているということが推測できます。さら

に、先ほど言いました、高校に行けば、高校の

普通科校区撤廃の数字が加わってくるわけで

す。この状況をどうとらえればいいのか。生徒

減少を危惧する地域がふえる一方、生徒の可能

性を最大限引き出すための選択肢は確保する必

要があるというような、非常にジレンマが襲っ

てきます。

県としても宮崎西高校と都城泉ヶ丘高校に附

属中学を開設されました。ここにも宮崎市や都

城市以外の市町村から今年度だけでも21人の生

徒が進学してきています。この県立高校の附属

中学校設置に当たり、郡部や周辺の中学校には

どのような配慮がされていたのか、教育長にお

伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 宮崎西高等学校附属

中学校の定員につきましては、進学する高等学

校理数科の定員を踏まえますとともに、周辺の

公立中学校への影響にも配慮いたしまして、１

学年80名としたところであります。また、都城

泉ヶ丘高等学校附属中学校の定員につきまして

は、都城地区の小学校６年生の児童数は宮崎地

区の同児童数の半分以下であることや、宮崎西

高等学校附属中学校と同様に周辺の公立中学校

にも配慮いたしまして、１学年定員40名とした

ところであります。

○図師博規議員 言うまでもありません。通学

に時間がかかれば、家庭や地域で過ごす時間が

少なくなり、家族の負担も大きくなると考えま

す。それでも転校する生徒が多いということ

は、地域の子供は地域で学び育つといったこと

が、これからはもう風化していってしまうの

か。とは言っても、やはり県として、市町村と

連携して中学校の学力向上策や団体スポーツの

競技力向上に取り組む必要は間違いなくありま

す。団体スポーツの競技力向上には、県として

も総合型地域スポーツクラブの育成に取り組ん

でおられ、中・高、小学校も加え、一貫したレ

ベルの高い指導が効果を出しつつあるとも聞き

ます。ここでは、その内容も踏まえ、今後、県

としてどのような対策を講じていくお考えか、

教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 本県では現在、13市

町で22の総合型地域スポーツクラブが設立をさ

れておりまして、２つの町村でクラブ設立に向

けた準備が進んでおります。活動中のクラブで

は、各種のスポーツ教室の開催などスポーツを

通したコミュニティー活動に積極的に取り組ま

れております。その運営につきましては、会員

からの会費を基本といたしまして、スポーツ振

興くじ助成金や地元自治体からの補助金、さら

には体育施設管理の受託や物品販売などによる
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財源確保を図りながら、会員が知恵や力を出し

合い、自立した運営に向けて努力をされており

ます。

一方で、現在のところは設立の動きのない町

村につきましては、県教育委員会といたしまし

ては、県体育協会のクラブ育成アドバイザーと

連携を図りまして、計画的に訪問してクラブの

意義や期待される効果等について説明を行い、

クラブ設立への働きかけを行っているところで

あります。また、市町村の体育指導委員やスポ

ーツ関係者に対しまして、生涯スポーツコー

ディネーターフォローアップ講習会等の各種の

研修会を通じてクラブ設立の啓発にも努めてい

るところであります。総合型地域スポーツクラ

ブは、地域スポーツ推進の核となる組織であり

ますので、県教育委員会といたしましては、市

町村、県体育協会等とのさらなる連携を図りな

がら、県内すべての市町村でクラブの設立を目

指しますとともに、設立されたクラブの自主的

かつ円滑な運営が図られるように適切な助言を

今後とも行ってまいりたいと考えております。

○図師博規議員 やはり地域の子供が地域で育

つ、そのための手だてというのは積極的に行っ

ていただきたい。この総合型地域スポーツクラ

ブの育成は、子供たちにその機会を与える大き

な施策でもありますので、さらなる支援継続を

していただきたいと思います。そして中学校

も、高等学校においても、さらなる学力の向

上、スポーツ力の向上につながるような政策を

打っていただきたいと思います。要は、地域の

子供がふえることが生徒の流動を防ぐことにも

つながりますので、私みずから少子化問題対策

をしっかり実践することをお約束いたしまし

て、私の一般質問を終わらせていただきます。

（拍手）

○外山三博議長 ここで休憩いたします。

午後２時42分休憩

午後３時10分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 本定例会最

後の質問となりました。代表質問から一般質問

まで、今議会でも多くの県政の課題が議論をさ

れました。20人目となりますと重なる質問も多

く苦労いたしましたが、角度を変えて質問をさ

せていただきます。なお、社会資本整備につい

ては割愛をさせていただきます。

私たちの子供のころの思い出は、山や川、野

原など自然と、身の回りにすんでいる生き物た

ちが相手でありました。夏休みには、ＮＨＫの

ラジオ体操に始まり、「夏休みの友」を勉強し

て、その後はクワガタやカブトムシ、セミやト

ンボ、チョウチョなどの昆虫採集や植物採集、

コイやフナ、ウナギやドジョウなどの魚や、カ

エルやザリガニなどあらゆる生き物をとった

り、澄み切った川で泳いだり、釣りをして遊ん

だものでした。また、友達と山に行ってカズラ

にぶら下がってターザンのまねや、木刀をつ

くってチャンバラ遊びなどをしたことを、久し

ぶりに懐かしく思い出したところであります。

今は、私の周辺の自然環境も子供のころとは大

きくさま変わりしてきております。私たちが子

供のころに自然を相手にした遊びを孫たちにも

体験させてやりたい気もしております。今、振

り返って考えてみますと、子供時代に自然と触

れ合いながら遊び、体験をしたことが、たくま

しさや創造力、いろいろな知恵を身につけるな

ど、自然力から生きる力を教えられた気がしま



- 322 -

平成23年９月13日(火)

す。今、自然のありがたさ、偉大さと、また恐

ろしさを知る日々でもあります。

ところで、東日本大震災や原発事故で被災さ

れた皆さんは、半年過ぎた今でも精神的に不安

定な状態で、落ちついた生活も送れず、厳しい

環境が続く中で暑い夏を過ごされたことと思い

ます。家族や友達、家や田畑、働く場所や貴重

な財産、そして山や川、海などの美しい自然や

楽しい思い出までも失われたのであります。被

災された皆さんの地域が一日も早く復旧・復興

がなされ、安心・安全な暮らしと明るい笑顔で

生活できる日が早く訪れることを祈るのみであ

ります。

河野知事が誕生してから早くも８カ月目にな

りましたが、知事が就任された１月21日の夜に

鳥インフルエンザが発生し、26日には新燃岳が

大噴火をし、また３月11日には東日本大震災が

発生し、地震と津波により大災害が発生いたし

ました。福島県では原発事故も発生し、いまだ

収束せず、放射能汚染問題は先行き不透明で不

安な毎日であります。また、先日の台風12号に

よる大雨で大災害が発生し、多くの死者や行方

不明者、貴重な財産等が失われてしまいまし

た。衷心よりお悔やみとお見舞いを申し上げま

す。

このような未曾有の大災害が発生したときこ

そ、政治家としての決断力や判断力、行動力や

責任感、信頼性などの資質、能力が問われるこ

とになります。ところで、一般的にリーダー

シップとは、組織において指導的な地位にある

人物の行動や傾向、人格の特性により生じる現

象として理解されております。ある学者は、政

治的リーダーシップを理解する一つの方法とし

て、政治的指導者の特性を３種類に分類してお

ります。１、消極的な立場に立って部下の自発

性を引き出す自由放任型、２、主導的な立場に

立って相互に協調しようとする交流型、３、前

面に出ることなく部下を動機づけようとする変

形型リーダーシップに区分しております。そこ

で知事は、政治的指導者の特性の３種類の中か

ら選ぶとすればどれでしょうか。また、トップ

リーダーとして日ごろから心がけている基本的

な考え方をお伺いいたします。

次に、知事は政治家として、県民が平和で安

心・安全な暮らしや、生命と財産、そして県土

を守るためにいろいろな施策を実行していかれ

るわけですが、厳しい財政状況の中で、元気な

宮崎を創造し、宮崎の未来に向けての基本的な

考え方と、また、宮崎の貴重な宝、財産は何だ

と思われますか、お伺いいたします。

次に、国と地方は対等だと言われだして随分

年月が経過しておりますが、昨年の口蹄疫、こ

としの鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火、東日

本大震災等の災害時の対応などを見ております

と、国と地方が本当に対等な関係なのか疑問に

思っているところであります。私は対等という

ことはあり得ないと考えておりますが、また、

県と市町村との関係は対等なのか、あわせて知

事にお伺いいたします。

次に、前東国原知事は職員との人間関係が少

し希薄だったと聞いておりましたが、県勢発展

のためには有能な県職員との人間関係をうまく

機能させて使うことが大前提だと考えます。河

野知事は職員にどのようなスタンスで対応して

いかれるのかお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席からいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、リーダーシップについてであります。
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政治的指導者の特性につきましてはさまざまな

考え方があると思いますが、議員が示された３

種類、なかなか頭の中でにわかに整理しにくい

この３種類でありますが、この中から選ぶとす

れば、２番目の「主導的な立場に立って相互に

協調しようとする交流型」が、自分の目指すと

ころに近いのではないかと考えております。ま

た、リーダーとしての心がけにつきましては、

県政を預かる者として、常に危機管理のことを

念頭に置きつつ、国、地方ともに課題が山積す

る状況を十分踏まえまして、県民の皆様に将来

を見据えた明確なビジョンを示した上で、みず

から先頭に立ち、職員、そして県民の皆様と一

丸となって施策を着実に実行していくことが大

切であると考えております。そして「対話と協

働」を掲げておりますので、県民の皆様との双

方向のコミュニケーション─しっかりと意見

をお聞きしながら、県の考え、また私の考えと

いうものをわかりやすく伝えていく、この双方

向のコミュニケーションを大切にしてまいりた

いと考えております。

次に、未来に向けての基本的な考え方につい

てであります。私は、この宮崎県を、夢や希望

が持てる社会、そして安心して暮らせる社会に

したいと考えております。その実現のために

は、まずは働く場所と生活の安定が必要であり

ます。また、地域の中での人のつながりや助け

合い、医療や福祉、教育などが確保されること

が大切であります。このため、まず「産業・雇

用づくり」では、農林水産業の振興はもとよ

り、宮崎の特性を生かした新産業の創出や、地

域課題にこたえるソーシャルビジネスの構築な

どに取り組み、雇用の確保・拡大を図ってまい

りたいと考えております。また「人財づくり」

では、将来世代の育成や若者が定住できる環境

づくりに努めますとともに、「くらしづくり」

におきましては、地域医療の再生や中山間地域

の活性化、持続可能な地域づくりに取り組んで

まいります。このような未来の宮崎を築いてい

くためには、宮崎の強みやよさを伸ばすことが

大切であり、そしてそれを実現していくのは人

であると考えております。先ほども、これまで

の宮崎を築かれた先覚者の議論があったわけで

ございますが、私は、宮崎の未来を築いていく

ための貴重な財産は、何よりも人や地域のきず

なであり、豊富な農林水産資源、そして温暖で

緑豊かな自然環境であると考えておるところで

あります。

次に、国や市町村との関係についてでありま

す。例えば、口蹄疫や東日本大震災などの大規

模な災害への対応に当たりましては、法令に基

づき国、県、市町村がそれぞれの業務を担って

いるところでありますが、国と地方が対等では

ないと受け取られるのは、権限や責任の所在が

わかりにくいということがあるのではないかと

考えております。このため、複雑化・多様化す

る諸問題に迅速かつ的確に対応するには、まず

は国と地方の役割をより明確にする必要があり

ます。基本的には、国は、外交、防衛、危機管

理、資源・エネルギー政策など国家の存立や国

家戦略に係るものを中心的に担い、地方は、住

民生活や地域づくりに直接かかわる分野につき

まして幅広く担うべきであると考えておりま

す。このような観点から国、県、市町村の役割

分担を見直し、権限、財源の移譲を行った上

で、対等な関係で相互の連携を強化していく必

要があるものと考えております。

最後に、職員に対するスタンスについてであ

ります。私は、みずからのリーダーシップはも

ちろんでありますが、職員の皆さんとの組織的
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な連携を図りながら県政運営を進めていくこと

が、大変重要であると考えております。行政の

それぞれの現場で実務を担っているのは職員で

あります。県にとっての財産と言えるものであ

りますので、知事である私の考えを職員に十分

に理解していただくとともに、私も職員の意見

や考えを十分に酌み取り、共通認識のもとに施

策を進めていきたいと考えておるところであり

ます。このため、ふだんからさまざまな機会を

とらえて、本庁、出先機関、また役職を問わず

職員とさまざまな形でコミュニケーションを

図っているところであります。私のほうからも

積極的に情報発信など努めているところであり

ます。こういったコミュニケーションという観

点も含めまして、このたび、８年ぶりになると

いうことでございますが、職員と家族と一緒に

なった運動会を、休みの日でありますが、行う

ことといたしました。そういう中で上下左右の

円滑なコミュニケーションを図りながら、県と

して組織力を高める、また元気を出す、そうい

う取り組みをしてまいりたいというふうに考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○星原 透議員 それぞれ答弁をいただき、あ

りがとうございます。県民が期待しておるわけ

でありますから、しっかりと県政運営をお願い

いたしたいと思います。

次に、中山間地域振興計画（案）についてお

伺いいたします。

本県の中山間地域の人口は、本県人口の約４

割を占め、面積は約９割を占める重要な地域で

ありますが、過疎化による人口減少や高齢化が

進み、基幹産業である農林水産業の低迷等によ

り、地域力が落ち込み、活力が失われてきてい

る現状にあります。中山間地域の産業である農

業は、過疎化が進み耕作放棄地や鳥獣被害の増

加等で危機的な状況にあり、林業は、木材価格

が安いために採算がとれず、商工業等の地場産

業は、経営規模が零細で資金力や販売力が弱

く、また観光についても、豊かな自然や伝統文

化等の地域資源には恵まれていますが、その魅

力を生かした取り組みは不十分であります。全

体としてどの産業分野も担い手不足等により厳

しい経営状態に追い込まれているのが現状であ

ります。また、中山間地域は人口減少により集

落の維持さえ難しい状況であり、児童生徒の減

少から小中学校の統廃合も行われております。

そして地理的条件から、医療機関がない地域

や、買い物客や利用客の減少による商店の閉店

やバス路線の廃止により、買い物や通学、通院

に不便となるなど多くの問題が発生し、交通弱

者にとっては日常生活が日々困難になってきて

おります。

このような現状をとらえて、今回、「宮崎県

中山間地域振興計画（案）～持続可能な中山間

地域づくりを目指して～」が提案され、ことし

から４年間の計画で取り組まれることになりま

す。この計画の目標や施策の中身を拝見してお

尋ねをいたします。本県の中山間地域が、人口

減少や高齢化に対応した地域として全国的なモ

デルとなることを目指すとありますが、どんな

対応、対策を考えておられるのか、県民政策部

長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 中山間地域で

ございますけど、議員の御質問にありましたよ

うに、まことに厳しい状況にあります。まさに

待ったなしの状況だと考えております。一方で

は、この中山間地域は、国土保全や水源の涵養

など公益的機能を有する非常に大切な地域でご

ざいます。このようなことから、計画案では、

特に中山間地域における特徴的な課題に対応し
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た施策としまして、地域資源を活用した多様な

業種の産業おこしの推進などによります「産業

の振興」、自主的な活力の向上や都市からの支

援と交流による「集落の活性化」、そして医療

や生活交通の確保等による「日常生活の維持・

充実」を重点施策としましてその推進を図るこ

ととしております。さらに、中山間地域の振興

に関する施策の中で、広く県民の皆様の理解と

協力を得ながら県民総力で取り組む必要がある

ものにつきましては、「中山間地域をみんなで

支える県民運動」として展開していくこととし

ております。こうした施策の展開によりまし

て、人口減少や急速な高齢化という厳しい状況

の中にありましても、活力を失わない「持続可

能な中山間地域づくり」を目指してまいりたい

と考えております。

○星原 透議員 次に、中山間地域の問題とし

て、少子高齢化と過疎化の影響で、児童生徒の

減少により小中学校の統廃合が行われていま

す。私の住んでいる高城町でも小中学校の２校

が廃校になりました。中山間地域にとって学校

は地域のシンボル的存在のため、廃校になるこ

とで地域から元気や活力がなくなり、地域力が

失われることになります。そこで、過去10年間

に小中学校が廃校になった数と、小規模校を維

持する方法としてどのような取り組みをしてお

られるのか、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

も、少子化の影響を受けまして学校の小規模化

や統廃合等が進んでおりまして、過去10年に小

中学校において51校が廃止となっております。

現在の少子化の状況をかんがみますと、今後も

学校の小規模化や統廃合はあり得るのではない

かと考えております。このため市町村教育委員

会によりましては、当該市町村以外から児童生

徒を受け入れる山村留学制度を設けたり、特定

の学校について、通学区域に関係なく当該市町

村内の小規模校へ就学を認める小規模特認校制

度を設けたりしております。また、近隣の学校

の児童生徒を１カ所に集め、それぞれの学校の

教師の協力によって学習を進めていく集合学習

など、地域の実情に応じた工夫を行っておりま

す。県教育委員会といたしましては、各市町村

教育委員会の意向も踏まえながら、情報提供等

必要な支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 次に、重点施策の展開とし

て、特に中山間地域における重要かつ特徴的な

課題に対応した施策として、「産業の振興」

「集落の活性化」及び「日常生活の維持・充

実」の推進を図っていくとあります。その中の

産業の振興について、中山間地域への定住を図

るためには、産業の振興による安定した雇用・

所得を確保することが最優先課題とし、産業の

振興に当たっては、地域の創意と工夫を基本

に、産業振興のための生産基盤の整備、流通対

策の強化、担い手の育成・確保を図り、多様な

産業をおこすとあります。そこで伺いますが、

現実に人口減少や高齢化が進む中山間地域に定

住を図るためには、担い手の育成・確保や若い

人が結婚しやすい環境、家族を守り食べていけ

るだけの安定した所得を得るための働く場所が

必要であります。これまでも企業誘致に取り組

んでこられたわけですが、今の景気や経済の状

況を考えますと、これまで以上に厳しい条件に

なってくると思います。そこで、具体的にどん

な業種の企業を何社ぐらい誘致するつもりなの

か。また、どれぐらいの雇用を考えておられる

のか、目標を掲げて取り組むべきだと思います

が、商工観光労働部長にお伺いをいたします。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中山間地

域における企業立地につきましては、平成18年

度から22年度までの５年間で、県全体の立地件

数の約４割に当たる49件の立地があり、最終雇

用予定者数は2,106名となっておりまして、業種

別で見ますと、食料品・飲料等製造業がこの約

４割と最も多くなっております。県といたしま

しては、用地や人材などについての企業側のニ

ーズや各地域の立地環境等もありますので、具

体的な目標は掲げておりませんが、豊富な農林

水産資源を活用できる食品関連産業などを重点

に、地域の特性や立地環境に応じた立地活動を

展開することにより、１件でも多くの企業立地

につなげてまいりたいと考えております。

○星原 透議員 持続可能な中山間地づくりを

目指すということであれば、企業誘致あるいは

地場企業の育成が大変大事になってくると思い

ます。積極的に誘致、そして育成を図っていた

だきますようお願いをいたします。

次に、耕作放棄地等がふえていく中で、産業

振興のために中山間地域総合整備事業や農村災

害対策整備事業等を活用して農業用用排水路の

整備や農道の整備、維持管理にかかる労力やコ

ストの節減、農業生産活動の維持増進を図って

いくということですが、中山間地域における農

業生産基盤整備への取り組みについて、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の中山間

地域は、農地面積や農業産出額の約６割を占め

るなど、食料生産の重要な部分を担いますとと

もに、県土・環境の保全や水源の涵養などの多

面的機能を有する重要な地域であると認識して

おります。このため、圃場や水路、農道などの

生産基盤の整備を進め、生産性の向上や維持管

理労力等の軽減により、農業の持続的発展を図

ることが重要であると考えております。しかし

ながら、中山間地域は工事にかかる経費が大き

く、まとまった農地の確保が困難であることな

ど、地理的条件による不利性がありますことか

ら、県では、補助率のかさ上げや面積要件の緩

和など、中山間地域に配慮したきめ細かな基盤

整備を実施してきたところであります。今後と

も、中山間地域における農業振興の重要性を踏

まえ予算の確保に努めますとともに、生産基盤

の整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 今、地域の建設業、土木業者

の人たちは仕事がないわけであります。予算を

確保するということでありましたから、ぜひ予

算の確保をしていただいて、中山間地に元気を

出させていただきたい、そのようにお願いをい

たしておきます。

次に、集落の活性化に当たっては、集落の現

状と課題をしっかりと見つめ直し、市町村や地

域住民等との連携による集落点検を実施すると

ともに、都市部との交流や次世代の育成、地域

文化の保存・継承等を促進するとありますが、

集落の活性化のための対策として具体的にどの

ように取り組まれるのか、県民政策部長にお伺

いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 計画案では

「集落の活性化」を重点施策の一つとして位置

づけておりまして、各般の施策を推進すること

にしております。具体的には、まず住民みずか

らが集落点検を実施しまして、集落の課題ある

いは将来像の整理を行った上で、地域に応じた

対策を図るように促進したいと考えておりま

す。また、元気な集落づくりに取り組んでいる

いきいき集落の全県的な拡大など、自主的な活

力の向上に努めるとともに、中山間盛り上げ隊
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等の外部人材による集落活動への支援、あるい

は中山間地域の魅力を生かした体験・交流事業

等による交流人口の拡大を図ってまいりたいと

考えております。さらに、地域の特色を生かし

た教育の推進や、子育て支援体制の充実を図り

まして、中山間地域を担う次世代の育成に努め

るとともに、伝統文化を学ぶ機会の充実等を図

ることによりまして、重要な地域文化の保存・

継承等の推進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○星原 透議員 中山間地域は子供が少ないわ

けでありますから、子供支援等にはぜひ力を入

れてほしいと思います。

次に、日常生活の維持・充実については、医

療、福祉、交通、災害対策など多様な分野にお

ける施策をきめ細やかに講じ、都市部にはない

豊かさを持った居住の場として魅力を一層高め

る施策を推進するというふうにありますが、具

体的にどんな取り組みを考えておられるのか。

私は、生活を守るための所得、収入の確保が裏

づけされないと若い人が住む条件にはならない

と思います。そこで、若い人が中山間地域に定

住できるためには安定した所得が必要であると

考えますが、農業や林業において今後どのよう

に取り組んでいかれるのか、環境森林部長と農

政水産部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 木材価格が長

期低迷する中で、林業所得を向上させるために

は、これまで以上に徹底した生産コストの削減

が必要です。このため、植栽の省力化が図られ

るコンテナ苗の導入や、林内路網の整備と高性

能林業機械の活用による低コスト素材生産など

に取り組んでおります。また、中山間地域の貴

重な換金作物であるシイタケなど、特用林産物

を取り入れた複合経営による安定的な収入確保

にも努めているところであります。今後とも、

これらの取り組みに加え、木材の加工・流通に

至るコスト削減や県産材の需要拡大を図るとと

もに、林地残材など未利用資源のバイオマス燃

料への新たな活用による山元への所得還元にも

取り組み、若者にも魅力ある安定的な林業経営

を確立し、中山間地域の定住促進につなげてま

いりたいと考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 若者の中山間

地域への定住を図るためには、まずは産業の振

興による安定した雇用・所得の確保を図ること

が大変重要であると考えております。とりわけ

中山間地域の基幹産業であります農林業の振興

は重要であり、農業については、夏場の冷涼な

気象条件を生かした収益性の高い園芸作物の生

産拡大や、中山間地域の特産物であるユズ、ク

リ等の振興、さらには放牧による肉用牛の低コ

スト生産など、地域の特性を生かした付加価値

の高い農業の推進に取り組んでいるところでご

ざいます。また、中山間地域においては、地域

の持つ美しい景観や伝統文化など、都市部には

ない魅力や豊かさを生かして都市住民にゆとり

や安らぎを提供するグリーン・ツーリズムなど

の取り組みも行われております。県といたしま

しては今後とも、地域の創意と工夫を基本とし

ながら、中山間地域の特色ある地域資源を生か

して付加価値を高める６次産業化や農商工連携

の取り組みなど、ソフト、ハードの両面から支

援し、雇用機会の創出と安定した所得の確保を

図ってまいりたいと考えております。

○星原 透議員 今回、この計画案を見せてい

ただきながらいろいろ考えたのでありますが、

中身的にはこれまでと同じ流れがかなりありま

す。県土の９割が中山間地域でありますから、

我が宮崎県にとっては、中山間地域に光が当た
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るか、中山間地域が本当に生活していける場所

になるかどうかが、これからの県政の方向を占

うんじゃないか、そのように思っております。

私から見ると、予算も組んでいただかないと、

なかなか守れないんじゃないかと思いますの

で、ぜひそのような形で努力をよろしくお願い

いたしておきます。

次に、本県の財産である農林水産物の食品加

工研究施設を設置することを提案させていただ

きます。

私は、食料供給県として日本一の食品加工研

究施設と日本一の研究スタッフをそろえ、農畜

産物、林産物、水産物等の加工と各種素材の分

析、料理の研究と調味料やたれの研究、健康食

品の研究開発等にしっかり取り組むべきである

と考えます。また、生産物は生鮮物であります

から冷凍保存の研究が命題になります。そして

生産から加工、製品にして販売する、最後に販

売方法や販売先の開拓まで取り組む必要がある

と考えております。これまで県は、農林水産物

の生産と生産技術に対しては大きく力を注いで

きました。今後は、加工と加工技術の研究開発

に力を発揮しながら、宮崎で生産されたすべて

の素材を１次加工、２次加工など６次産業化し

て安心・安全な食品にして販売する。このこと

により農家等の所得をふやしてもうかる農林水

産業にすれば、私は、黙っていても担い手や後

継者は育つと思っています。

そこで、儲かる農林水産業の実現を図ること

こそ、持続可能な中山間地域づくりを目指すた

めの方策だと思います。そのためには、他県よ

りすぐれた食品加工研究施設を新しく設置し、

生産県として資源を持っている強みを生かすべ

きだと考えます。私は、県内各地に食品加工場

をふやすことで雇用の場もふえることになり、

５年後、10年後に元気で明るい中山間地域に生

まれ変わるのではないかと考えています。財政

状況が厳しいことは十分承知しておりますが、

「儲かる農業の実現」を図るための食品加工研

究施設を設置することについて、知事に考えを

お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 県内におきます農畜産

物加工の取り組みにつきましては、従来の素材

供給型の産地から、６次産業化や農商工連携に

よります高付加価値型産地への転換を通しまし

て、「儲かる農業の実現」と地域産業の活性化

を図る上で大変重要な取り組みであると考えて

おります。また、県内でも新たな野菜加工施設

の整備が進んでいる今日、冷凍や乾燥などによ

ります規格外品の活用や、長期保存などにより

ます周年供給体制というものを強化するととも

に、調理食品などの高次加工によりましてさら

に付加価値をつけるということは、県内の食品

加工機能の向上を図る観点からも大変重要な視

点であると考えております。

これまで本県は、食品開発センターにおきま

して、総合農業試験場との連携を図りながら、

焼酎原料カンショの新品種を活用した商品の研

究開発などに取り組みますとともに、地域の食

品加工グループの規格外マンゴーピューレ加工

や、地場食品企業の干したくあんを原料とした

ドレッシング開発など、加工技術向上と商品開

発に関する取り組みを支援してきたところであ

ります。県といたしましては、６次産業化や農

商工連携を支援するために、新商品の開発や販

路開拓、需要に即した生産・供給体制の確立な

どにつきましてスピード感を持って対処する必

要がありますことから、人材、技術、資金、経

験などの経営資源を有する民間企業や大学との

連携・参入を促進しますとともに、御指摘の趣
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旨も踏まえて、さまざまな試験研究機関のさら

なる連携強化を初めとした機能強化などにつき

まして、今後とも取り組んでまいりたいと考え

ております。

○星原 透議員 施設を設置することがなかな

か厳しい状況であれば、これまで生産、つくる

という面では、県の中でも、あるいは出先の振

興局や改良普及センター、市町村の役場、ＪＡ

にもいろんな技術者はいっぱいいるわけです。

しかし、それに比べれば加工する技術において

の専門職の人たちが少ない。ですから、施設が

無理であれば、専門的な研究員あたりのスタッ

フだけはせめて充実していただきたい、そのよ

うにお願いをいたしておきます。

次に、観光問題、国際交流。国際定期便が就

航している韓国と台湾についてお伺いいたしま

す。

2001年に宮崎とソウルを結ぶアシアナ航空の

国際定期便が就航してから、ことしの４月で10

周年を迎えました。これまで海外から宮崎を訪

れる観光客で最も多いのが韓国人で、冬場でも

楽しめるゴルフを中心に、日南市北郷町の森林

セラピーや霧島山系の韓国岳登山も、トレッキ

ングブームに沸く韓国人には人気があるようで

あります。しかしながら、ことしに入って、新

燃岳の噴火や東日本大震災による福島第一原発

の放射能漏れ事故の影響で、韓国から宮崎を訪

れる観光客が激減していると聞いております。

一方、台湾とは、宮崎と台北間に平成20年６月

からエバー航空が就航しておりましたが、平

成21年10月に休止になり、昨年１月からチャイ

ナエアラインが週２便運航しております。そこ

で、韓国と台湾の利用者と搭乗率など国際定期

便の状況について、県民政策部長にお伺いいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） まず、ソウル

線でございますが、ことしの４月に就航10周年

を迎えることができまして、これまでの利用者

数は約33万5,000人、平均搭乗率は61.6％となっ

ております。最近の状況につきましては、今、

議員からもお話がありましたように、新燃岳噴

火や東日本大震災の影響もありまして、一時利

用者が激減しました。しかし、７月から８月の

搭乗率は70％を超えておりまして、回復してい

る状況にあるのではないかと思っています。

次に、台北線でございますけど、御承知のと

おり、平成20年６月にエバー航空が就航し、現

在はチャイナエアラインが運航しております。

就航後の搭乗率でございますが、70～80％程度

と好調に推移してきたところでございます。し

かしながら、本年に入り、ソウル線同様一時利

用者が落ち込みまして厳しい時期もありまし

た。しかし、現在は持ち直している状況でござ

います。

本県の国際定期便、利用者のほとんどが観光

目的でありますことから、経済の動向や感染症

あるいは自然災害などの外的要因の影響を非常

に受けやすく、好・不調の波はございますが、

全体としておおむね順調に運航されているもの

と考えているところでございます。

○星原 透議員 次に、これまでの成果と交流

の取り組みをどのように評価し、そして今後の

取り組み状況について、県民政策部長と商工観

光労働部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 国際定期便の

就航によりまして、県民の利便性の向上や海外

からの観光客誘致による経済効果のほか、文化

・芸術、スポーツなど幅広い分野において交流

が図られておりまして、本県の国際化の進展に

寄与しているものと考えております。今後とも
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関係部局と連携しながら、海外からの観光客誘

致の強化や県民利用の促進はもちろんでござい

ますが、特に修学旅行や学校・民間団体間での

文化・芸術、スポーツ交流など幅広い分野での

交流を促進しまして、長期的で安定的な路線の

維持・充実に努めてまいりたい、そういうふう

に考えております。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 私のほう

からは、本県の海外観光客の誘致対策というこ

とでお答えさせていただきたいと思います。定

期便が就航し、観光客が多い韓国、台湾を中心

に、これまで、本県の知名度向上対策や、旅行

会社や航空会社が行う旅行商品の企画、造成へ

の支援などに取り組んでおります。韓国からの

観光客につきましてはゴルフ客が、また台湾か

らは南九州を周遊する観光客が中心となってお

りまして、平成21年は新型インフルエンザの影

響で減少するなど、年によって変動はあります

が、一定の需要を確保してきていると考えてお

ります。こういう中で、ことしに入り、新燃岳

の噴火や東日本大震災等の影響によりまして海

外観光客は大幅に落ち込みましたが、知事、副

知事のトップセールスを含みます現地での切れ

目のないプロモーション活動に取り組んだとこ

ろであり、現在は持ち直し、回復傾向にありま

す。今後の取り組みにつきましては、韓国、台

湾とも、冬のゴルフの定番化に続きまして、

春、秋はトレッキング、夏はマリンスポーツと

いう季節に合った本県の観光の新たな魅力を提

案することなどによりまして、引き続き観光客

の誘客に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 次に、利用者について、男性

と女性の割合、年代別や職業、観光やビジネ

ス、団体や家族、スポーツ・文化など、どのよ

うに分析しておられるのか、県民政策部長にお

伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 国際定期便の

利用者につきましては、航空会社や旅行会社な

どへの聞き取り、さらには国が毎年実施してお

ります調査によりますと、まず、日本人につき

ましてはほとんどの方が本県居住者でありまし

て、中高年の会社員や主婦の割合が高い、団体

による観光旅行が多い状況となっております。

次に、外国人でございますけど、韓国からはゴ

ルフや家族旅行で本県を訪れる方が多い状況で

ございますが、最近では個人旅行もふえており

ます。また、台湾からは家族旅行が主流となっ

ておりまして、本県だけでなく、鹿児島県を含

めて旅行される方が多いと聞いております。

○星原 透議員 次に、両路線の安定化を図っ

ていくためには、観光客の誘致だけではなく、

本県からの送客を進めていくことが重要ではな

いかと考えております。そこで、県民等の送客

をふやすための対策、取り組みについて、県民

政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 路線の安定化

を図るためには、今、議員から御指摘がありま

したように、双方向の交流を促進する必要があ

りますので、海外からの観光客の誘致だけでな

く、本県からの送客をふやすことも非常に重要

であると考えております。県におきましては、

市町村や関係団体と連携し、６名以上の団体に

対して補助を行う団体利用促進補助や、修学旅

行等の交流事業に対する助成、あるいは居住地

と宮崎空港間のバス等のチャーター経費に対す

る助成を行っているところでございます。これ

らの助成制度を含め、国際定期便の利用につき

ましては宮崎空港振興協議会のホームページや

県の広報等を通じまして広く周知を図りますと
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ともに、航空会社や旅行会社に旅行商品の造成

を働きかけるなど県民の利用促進に努めている

ところでございます。

○星原 透議員 次に、県内の中学校、高校の

修学旅行の現状と、教育委員会としての対応に

ついて、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、公立中学校で

ありますが、公立中学校につきましては、多く

の学校が関西方面を修学旅行先としておりまし

て、海外への修学旅行につきましては今年度は

ございませんが、過去５年間で見てみますと、

平成19年度、20年度にそれぞれ１校が韓国を旅

行先としております。また、県立高等学校につ

きましては、今年度、11校が海外への修学旅行

を計画しているところであります。修学旅行の

旅行先につきましては、生徒や保護者に説明を

十分に行いながら、それぞれの学校が主体的に

判断し決定しているところでありますけれど

も、県教育委員会といたしましては今後とも、

修学旅行のねらいや教育的な意義を踏まえた上

で、安全性や保護者の経済的負担等にも配慮し

ながら、海外も含めた修学旅行が適切に実施さ

れるよう学校を指導しますとともに、県の補助

金制度等につきましても情報提供に努めてまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 次に、本県における韓国、台

湾との姉妹都市交流、民間交流、留学生の受け

入れの現状と、交流促進のためのこれまでの取

り組み状況、そして今後の取り組みについて、

県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） まず、韓国と

の間では、宮崎市と美郷町が姉妹・友好都市を

締結しているほか、民間団体では県内のロータ

リークラブなど12組が友好提携を結んでおりま

して、青少年の相互派遣を初めとする交流が行

われております。また韓国からの留学生は、こ

とし５月現在、九州保健福祉大学などで計31名

を受け入れております。次に、台湾との間でご

ざいますが、高千穂町が花蓮市と観光友好交流

宣言書を交わしているほか、県内の４組の民間

団体が友好提携を結んでおりまして、台湾から

の留学生は、宮崎大学で６名を受け入れるなど

の交流が行われております。県では、韓国との

間で、児童生徒が相互にホームステイを行う

「アンニョンハセヨ！少年少女国際交流事業」

を行いますとともに、台湾とは東アジア民間交

流促進事業に取り組んでいるところでございま

す。今後は、これらの交流活動を生かしながら

県内の市町村や民間団体とも連携を図り、韓

国、台湾と文化・芸術、スポーツなど幅広い分

野での交流を促進してまいりたいと考えており

ます。

○星原 透議員 今、韓国、台湾との定期航空

路線が就航して、それぞれ誘客対策、誘致対策

にはいろいろ御努力いただいているというふう

に思うんですが、実は今回、この質問するに当

たって、姉妹都市の状況がどうかなということ

で調査しましたので、読み上げさせていただき

たいと思います。日本と海外との最初の姉妹都

市連携は、1955年12月に長崎県長崎市とアメリ

カ合衆国ミネソタ州セントポール市との間で提

携されたようであります。姉妹都市の2008年度

末現在の提携状況でありますが、全体で1,574件

で、都道府県が127件、市区が1,161件、町村

が286件、国別では、アメリカ合衆国435件、中

国331件、韓国122件、オーストラリア108件など

となっております。また、日本と国交のない台

湾との間でも、2010年７月末現在で17件が結ば

れております。そこで、定期便が開設されてい

るのに、韓国、台湾との本県の姉妹都市交流や



- 332 -

平成23年９月13日(火)

民間交流は他県におくれているのではないか、

そのように思ったところであります。特に台湾

とはゼロ件であります。

実は、地元のことですが、都城市スポーツ少

年団では先月、台湾の新竹県中山小学校の子供

たちとの親善交流野球大会を行いました。歓迎

会や送別会で子供同士が、言葉はしゃべれない

はずなんですが、30分もすると打ち解け合っ

て、子供同士が本当にふだんの自分たちの仲間

と同じような感じで接するのを見て、子供の感

性というのはすごいなと、改めてそのようにも

思ったところであります。12月には都城市から

台湾を訪問する予定であります。子供たちを通

じて親同士の交流まで拡大し、大人になっても

継続できるような関係になればいいな、そのよ

うに考えております。小さい交流であります

が、知恵を出したり、やる気を出せば何かが生

まれてくると思います。そこで、県の各部局が

もっと連携をとり、市町村や団体などにも積極

的に情報提供などをして、さらなる交流拡大に

取り組むべきではないか、そのように考えます

が、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 議員の御指摘

のとおり、本県との間で定期便が開設されてい

るという交通利便性を生かしながら、韓国や台

湾との間で幅広い分野においてさらに交流を促

進していくことは大変重要であると認識してお

ります。本県では現在、韓国との間で─先ほ

ど答弁いたしましたが─県主催の少年少女国

際交流事業、あるいは宮崎市における青少年の

派遣事業、台湾との間では、宮崎市合唱協会に

よるジョイントコンサート、さらには、今、議

員からも御紹介がありましたように、都城市ス

ポーツ少年団による親善野球大会が行われてお

ります。今後、これらの交流の実績を参考にし

ながら、さらなる交流の掘り起こしが必要だと

考えております。このあたりを市町村、関係団

体とも連携しながら取り組んでいきたいと思っ

ていますし、加えましてビジネス交流、産業部

門における販路拡大などを図りながら、本県産

品の海外に対する販路拡大、こういうものも含

めまして今後とも定期便の利活用を図っていき

たいと考えております。

○星原 透議員 友好交流を盛んにしてほしい

と、今お願いはいたしました。しかし、地元で

は、畜産農家の皆さん方は、昨年の４月の口蹄

疫の関係で、「本当に行ったり来たりして大丈

夫なのか」という話がよく出ます。ですから、

これから３度目の口蹄疫の発生がないように、

ぜひ防疫体制にもしっかり取り組んでいただき

ながら、国際交流もさらに進めていただきたい

というふうに思います。

次に、災害対策について伺います。

昨年７月、地元の都城市では、ゲリラ豪雨に

より山崩れや河川の堤防決壊などで大災害とな

りました。また、新燃岳の噴火災害、東日本大

震災に見られる地震と津波、先日の台風12号が

もたらした大雨による大災害等が連続して発生

しております。今後は、常にこのような災害が

起こる可能性が予測される状況にありますか

ら、いろいろな準備と対応を考えて災害対策に

取り組むべきだと考えております。

ところで、さきの東日本大震災で、福島県で

はかんがい用ダムが決壊して下流集落で７人の

死者が出る災害が発生をしております。そこ

で、本県の農業用ダムやため池の数、その中で

危険なため池の数、そして整備状況や管理、点

検は、いつ、どのように実施されているのか。

また、点検の方法や基準はどのようになってい

るのか。そして地元の市町村との連携はどうな
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のか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、農業用

ダムにつきましては、国営事業で整備されまし

た農業用ダムが４カ所あります。それについて

は、地元関係市町が国との管理委託契約に基づ

き関係土地改良区と連携の上管理を行っており

ます。

次に、農業用ため池につきましては699カ所あ

り、土地改良区や水利組合が管理しております

が、そのうち359カ所を危険ため池に指定し、緊

急性の高いため池から改修を進め、現在まで

に162カ所の改修を完了したところであり、今後

とも計画的な改修を鋭意進めることとしており

ます。

なお、農業用ダムやため池につきましては、

それぞれの管理者が、国の基準に基づき、梅雨

や台風などの時期に備え、日ごろからの堤防な

どの点検や洪水時の水位調整、また、震度４以

上の地震発生直後における漏水や堤防などの目

視点検、異常発生時の落水など、日常的な管理

や災害発生時の適切な対応を行いますととも

に、その結果を県を通じ国に報告することとし

ております。県といたしましては、農業用ダム

やため池の下流の住民等の安全確保を図るた

め、市町村など関係機関と連携を図りながら適

切に対応してまいりたいと考えております。

○星原 透議員 今、危険なため池が359カ所あ

るということであります。そして改修をしたの

が162カ所ということで、残り197カ所でありま

す。ですから、いつ、どのような災害が起こる

かわかりません。特に今、地球温暖化のせいで

ゲリラ豪雨が─１時間に100ミリを超えるぐら

いの雨も降るときもあります。そういうことか

ら考えますと、財政的には厳しいんでしょう

が、少しでも多くの改修をお願いいたしたいと

思います。

最後になりますが、ゲリラ豪雨や台風による

大雨などの影響で土砂災害が発生した場合につ

いてでありますが、土石流による県内の危険な

渓流、また急傾斜地崩壊による危険な箇所、そ

して地すべりが発生するおそれのある危険区域

の箇所数と、どのような対応、対策を講じてお

られるのか、取り組みと予算の状況等につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県の土砂災

害危険箇所でありますが、土石流危険渓流

が3,239カ所、地すべり危険箇所が273カ所、急

傾斜地崩壊危険箇所が8,314カ所の合計で１

万1,826カ所であります。このうち被害想定区域

内に人家が５戸以上または公共施設があるなど

整備対象となる箇所は4,366カ所で、平成23年３

月末までに1,218カ所の整備が完了したところで

ありまして、整備率は27.9％となっておりま

す。

土砂災害防止対策につきましては、災害時要

援護者施設や避難場所がある箇所など、緊急度

の高いところから砂防設備等の整備を順次進め

ますとともに、住民の警戒避難態勢の整備を図

るため、土砂災害警戒区域の指定や防災情報の

提供を行うなど、総合的な対策を進めていると

ころでありまして、土砂災害防止に関する本年

度の６月補正後の予算は約43億8,000万円で、昨

年度の当初予算とほぼ同額となっております。

今後とも国や市町村との連携を図りながら、砂

防設備等のハード対策はもとより、住民の防災

意識を高めるための啓発活動や警戒避難体制の

整備など、ソフト対策の推進に一層努めてまい

りたいと存じます。

○星原 透議員 ぜひ、ハード、ソフト両面で

防災についてはしっかり取り組んでいただきた
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いというふうに思います。

それぞれ答弁いただきました。まだ消極的な

答弁もあったなというふうにも思っております

が、ぜひ、これから県民が安心できるすばらし

い宮崎県になるように、知事のトップリーダー

の判断でありますから、知事が先頭に立って我

が宮崎県を引っ張っていただきますようにお願

いをいたしまして、私のすべての質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○外山三博議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。一般質問に続いてであり

ますけれども、本日最後の質疑をさせていただ

きたいと思います。今回の提出議案に対する質

疑であります。

まず、議案第１号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算（第２号）」について、今回の補正

は一般会計で38億643万5,000円が計上されまし

た。今回の補正予算が東日本大震災対策や口蹄

疫・経済復興対策として有効活用され、また直

接、県民の暮らしや福祉の向上につながるよう

期待をするものです。

そこでまず、第１に、新規事業であります介

護職員等によるたんの吸引等の研修事業1,031

万7,000円について伺います。介護保険法が改定

をされて、たんの吸引等について介護職員に研

修が義務づけられたことによる研修経費という

ことですが、本来、たんの吸引などは医療行為

にかかわることであり、これまで、看護師不足

を補うやむを得ない措置として特養ホームやＡ

ＬＳ患者の方に限定されていたものを、在宅サ

ービスのヘルパーやほかの施設にも拡大をする

ことになるというものです。仮に事故が起きた

ときなどの対応措置への不安なども耳にいたし

ます。そこで、今回、介護職員等によるたんの

吸引等の研修事業を行うに至った背景について

伺いたいと思います。

次に、障害者自立支援対策臨時特例基金事業

３億5,303万2,000円について伺います。この事

業は障害者自立支援対策臨時特例基金で行われ

ますが、障害者自立支援法施行のもとで、新体

系への移行に伴う必要な施設の改修、増築、備

品の購入などへの助成の経費となっております

が、新体系に移行するとはどういう内容なの

か、事業を予定している施設数は幾つになるの

か。また、障がい者にとってどのような利益に

つながるのか伺いたいと思います。

次に、新規事業の認定こども園整備事業8,841

万9,000円について伺います。安心こども基金事

業費による認定こども園整備事業ですが、新設

予定及び改修予定の園はどれほどか、その整備

内容についてお伺いをいたします。

次に、公共関与支援事業１億6,900万円につい

て伺います。エコクリーンプラザみやざきの浸

出水調整池補強工事に関する経費について、財

団法人宮崎県環境整備公社に対して無利子貸し

付けを行う経費となっておりますが、貸付金で

あれば将来において返還されるものと認識をい

たしますが、どのような性格の支出であるのか

伺います。

また、今後の県のかかわり方や責任はどうな
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るのか、あわせてお伺いをしたいと思います。

次に、議案第７号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」について、同

条例改正の中で、県立延岡ととろ聴覚支援学

校、県立延岡わかあゆ支援学校及び県立延岡た

いよう支援学校の閉校と、県立延岡しろやま支

援学校の新設を行うことでの条例改正について

伺います。延岡にある特別支援学校３校を統合

して来年４月から新体制でスタートする計画で

すが、３校を統合するに至った背景や理由、経

緯、そして子供たちにとってどのような利点が

あるのかについてお聞かせください。

新しくスタートする校舎は、もとの県立延岡

西高校、私の母校でもありますが、この校舎を

活用するという点で、子供たちの障がいに対応

できるようにかなりの施設整備が必要になって

いるわけですが、新学期スタートまでに十分な

施設整備、また体制が整えられるのか、その工

程計画をお聞かせください。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、介護職員等によるたんの吸引等の研

修事業についてでございます。たんの吸引等に

関しましては、本年６月に「社会福祉士及び介

護福祉士法」の一部改正が行われたことにより

まして、平成27年４月以降に介護福祉士の資格

を取得する者については、たんの吸引等の業務

が可能とされたものであります。一方、現在、

特別養護老人ホーム等において厚生労働省の通

知に基づいてたんの吸引等を行っている介護職

員等につきましては、平成24年４月１日以降、

県の研修を受講することにより、引き続き、た

んの吸引等の業務を行うことが認められたとこ

ろでございます。そのため、介護職員等に対す

る研修を実施いたしまして必要な知識・技能を

身につけさせることによって、たんの吸引等に

かかる入所者の安全確保を図ろうというもので

ございます。

次に、障害者自立支援対策臨時特例基金事業

でございます。まず、新体系への移行でござい

ますが、平成18年度の障害者自立支援法の施行

に伴いまして、従来の身体、知的、精神といっ

た障がい種別ごとの制度を一元化し、生活介護

や就労支援などサービス機能別に分類した新し

い制度への再編を図るもので、現在、施設ごと

に順次移行が進められているものであります。

次に、今回の補正予算で整備等の対象となり

ます障害福祉サービス事業所等の数でございま

すけれども、45カ所を予定しているところでご

ざいます。また、本事業により障がい者に対す

る処遇の改善や訓練環境の整備等が図られるな

ど、より質の高い支援サービスの提供が進みま

して、障がい者の自立や社会参加の促進につな

がるものと考えております。

最後に、認定こども園事業についてでござい

ます。この事業は、５カ所の認定こども園の整

備費用の助成を行うものであります。このうち

既に認定を受けている２カ所につきましては、

保育室の新設または改修を行うものでございま

す。残り３カ所については、新たに認定を受け

る予定の園でありまして、調理室の新設や保育

室の改修を行うものでございます。以上でござ

います。〔降壇〕

○環境森林部長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

宮崎県環境整備公社に対する貸付金について

であります。この貸付金は、補強工事に要する

経費として県と関係市町村とが折半して貸し付
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けるものですが、将来、最終的な負担割合が決

まった時点で環境整備公社から返還されること

になります。最終的な負担割合につきまして

は、今後、施工業者等に対する損害賠償請求訴

訟などの法的な手続を経て、県及び関係市町村

間で協議の上決定することにしておりまして、

それに基づいて改めて公社への支出が必要と

なってまいります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、延岡地区の３つの特別支援学校につき

ましては、各校それぞれに台風等災害への脆弱

さ、施設の老朽化や狭隘化など喫緊の課題を抱

えております。また、平成19年度に３校のＰＴ

Ａや関係障がい者団体から、これらの課題解決

や医療、福祉、保健、労働等の関係機関と連携

した新しいタイプの特別支援学校の設置を期待

する旨の陳情をいただきました。このようなこ

とから、延岡西高等学校跡地に３校の移転・統

合を行うことといたしまして、平成20年度に、

基本構想策定委員会におきまして、保護者や関

係者の皆様の御要望や御意見を改めてお伺いし

ながら基本構想を策定したところであります。

この構想に基づきまして３校の課題解決を図る

とともに、子育て支援等の付加機能を備えるこ

とによりまして、地域とともに子供たちの自立

する心と力をはぐくむ延岡しろやま支援学校の

整備を行っているところであります。

次に、来年４月の開校に向けた施設設備の整

備状況でありますが、既に管理棟、聴覚障がい

教育棟、相談棟が完成するなど順調に工事が進

んでおります。なお、運動場と駐車場の一部に

つきましては、現在行っております工事の資材

置き場や搬入経路として使用する必要がありま

すことから、開校年度の平成24年度の整備を予

定いたしております。また、運動場等の工事中

の対応につきましては、児童生徒の教育に支障

を来さないように、授業計画等について、現

在、開設準備委員会で詳細に検討を行っている

ところであります。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれお答えをいただき

ました。ありがとうございました。

１つ、特別支援学校のことで再質疑させてい

ただきたいと思います。新設のしろやま支援学

校は、障がいを持つ子供たちの新たな学びの

場、そして生活の場になるわけですから、新し

い環境へスムーズに移行できるようにすること

が最重要、そして安全を最大限保障することが

大事だというふうに思います。今、教育長のお

答えでは、そういった点でスムーズに進められ

ていると、計画に沿って支障なく進められてい

るということでしたけれども、子供たちの安

全、そして体制、こういったものについて十分

保障されている、問題ないというふうに理解を

してもいいのでしょうか。もう一度お答えいた

だきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 子供たちの安全・安

心につきましては、現在、新設の特別支援学校

の開設準備委員会を設けて詳細に検討を進めて

おりまして、保護者の皆さん方、あるいは関係

者の教職員も含めまして御意見を伺いながら定

めてきているところであります。今後とも十分

意見を承りながら、子供たちの安心・安全、そ

して設置理念であります子供たちの心と力をは

ぐくむ特別支援学校になるように今後とも努力

をしていきたい、このように考えております。

○前屋敷恵美議員 以上で質疑を終わらせてい

ただきます。後は委員会その他で深めさせてい

ただきます。ありがとうございました。

○外山三博議長 ほかに質疑の通告はありませ
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ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第22号及び第23号採決

○外山三博議長 次に、さきに提案のありまし

た、教育委員会委員及び人事委員会委員の任命

または選任の同意についての議案第22号及び

第23号を一括議題といたします。

お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第22号及び第23号について、一括してお

諮りいたします。

両案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第21号まで及び請願

委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第21号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす14日から21日までは、常任委員会及び特

別委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、22日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時25分散会



９月22日（木）



平 成 2 3 年 ９ 月 2 2 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）
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県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文
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◎ 常任委員長審査結果報告

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで、及び決算議案の上程であります。

議案第１号から第21号まで、並びに請願第６

号、及び継続審査中の請願第３号を一括議題と

いたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、山下博三

委員長。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件及び新規請願１件の計６件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり、議案第３号については賛成多数、その他

の議案、請願については全会一致により決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算」についてであります。

今回の補正は、東日本大震災対策、口蹄疫・

経済復興対策及びその他必要とする経費につい

て措置することとしたものであり、38億600万円

余の増額補正となっております。補正予算に要

する一般会計の歳入財源については、繰越金23

億1,400万円余、繰入金12億1,000万円余が主な

ものとなっております。この結果、補正後の一

般会計の予算の規模は5,843億5,600万円余とな

ります。

このうち、県民政策部所管の予算につきまし

ては、3,200万円余の増額補正であり、補正後の

予算額は118億4,600万円余となります。また、

総務部所管の予算につきましては、22億4,300万

円余の増額補正であり、補正後の予算額は1,395

億7,500万円余となります。

次に、議案第６号「公の施設に関する条例の

一部を改正する条例」についてであります。

これは、現在、すべて公募により行っている

指定管理者の募集について、緊急時の場合等に

おいて速やかに指定管理候補者を選定すること

ができるよう、非公募による候補者選定を可能

とする規定を追加するものであります。

このことについて委員より、「本県の地域経

済を循環させるため、指定管理候補者を県内事

業者に限定することはできないのか」との質疑

があり、当局より、「県内事業者の育成も必要

であるが、一方では競争性を確保することも必

要であるので、双方のバランスをとることを念

頭に置いて指定管理候補者の選定手続を進めて

まいりたい」との答弁がありました。

次に、議案第21号「宮崎県中山間地域振興計

画の策定について」であります。

これは、持続可能な中山間地域づくりに取り

組むため、中山間地域の振興に関する基本的な

施策の展開方向を示すものであります。

このことについて委員より、「計画では、

県、市町村、住民等の協働がうたわれている。

県民に協働を求めるのであれば、事業の実施段

階において具体的に何をどうすればよいのか、

見えるようにしていただきたい」との要望があ

りました。

また、複数の委員より、「集落の活性化に向

けた次世代の育成という観点においては、教育

が重要となってくるので、計画に掲げる施策の

平成23年９月22日(木)
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具体的な推進に当たっては、学校の統廃合の進

め方や通学区域のあり方についても十分な検討

を行ってほしい」との要望がありました。

次に、「行政書士に行政不服審査法に係る不

服審査手続の代理権の付与を求める意見書」に

ついてであります。

これは、当委員会に付託を受けました請願第

６号に基づくものであります。行政書士制度

は、昭和26年の行政書士法施行以来、複雑多様

化する行政事務に対応し、適正で迅速な行政手

続に寄与するなど、国民と行政との橋渡し役と

して国民生活にも広く浸透しているところであ

ります。

しかしながら、行政不服審査法については、

行政書士は試験科目に行政手続法、行政不服審

査法が出題されるなど、不服審査手続に精通し

ているにもかかわらず、手続の代理権が付与さ

れていないこともあり、行政不服審査法が国民

にとって必ずしも利用しやすい環境になってい

るとは言えない状況にあります。

このようなことから、国に対して、国民の利

便性の向上と行政不服審査法の利用促進を図る

ため、実体法に精通し高度な専門性を有する行

政書士に、行政不服審査法に係る行政不服審査

手続の代理権を付与するよう強く要望するもの

であります。

次に、「国の経済対策により造成した基金の

設置期限の延長等必要な財政措置を求める意見

書」についてであります。

国においては、長引く景気低迷の中、平成20

年９月のリーマンショック以降、数次の経済対

策を実施してきたところであり、各都道府県で

は、国の交付金を原資に地域経済の活性化等の

ための各種基金を造成しているところでありま

す。

今回の予算議案に関連して委員より、これら

の基金の設置状況について質疑があり、当局よ

り、「本県においては、現在、20の基金を造成

し、必要な事業を行っている。これらの基金の

ほとんどが平成23年度に、また残る基金につい

ても26年度までに設置期限を迎えることとなっ

ている」との答弁がありました。

これらの基金を原資とする事業の中には、地

域における雇用の維持・創出、妊婦検診費用の

助成、子宮頸がん予防ワクチン等の接種促進、

私立高等学校の授業料減免、民間団体等が行う

子育て対策等の支援など、地域経済の活性化や

雇用対策はもとより、医療や福祉を初めとする

県民の暮らしの維持に必要不可欠な取り組みが

多く見受けられます。

特に、自主財源が乏しく財政基盤の脆弱な本

県においては、基金にかわる新たな財源が確保

できない場合には、これらの事業の継続が困難

となり、県民生活に大きな影響が生じることが

懸念されるところであります。加えて、地域経

済は依然として停滞を続けている中、最近の歴

史的な円高や株安の進行によって厳しさが増し

ており、基金を原資として実施している事業に

ついては、さらに積極的に展開していくことが

求められる状況となっております。

よって、国においては、これまでの国の経済

対策で造成した基金の設置期限の延長や増額、

基金にかわる新たな財源の確保など、必要な財

政措置を講ずるよう強く要望するものでありま

す。

次に、「環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰ

Ｐ）交渉への参加に反対する意見書」について

であります。

政府は昨年11月、「包括的経済連携に関する

基本方針」を閣議決定し、貿易自由化を柱とす

平成23年９月22日(木)
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るＴＰＰについて、関係国との協議を開始する

ことを菅前内閣総理大臣が表明するとともに、

本年１月の総理の施政方針演説において、６月

を目途に交渉参加を判断するとされたところで

あります。その後、東日本大震災の発生もあ

り、本年５月に閣議決定された「政策推進指

針」において、ＴＰＰ交渉参加の判断時期につ

いては総合的に検討するとされており、新たな

野田内閣において、今後、急速に議論が進めら

れていくことが懸念されます。

ＴＰＰは、関税撤廃の例外を認めない完全な

貿易自由化を目指しているため、将来、本格交

渉に参加し、関税などの国境措置が撤廃された

場合、海外から安い農林水産物が国内に大量に

流入し、我が国の農林水産業と食が壊滅的な影

響を受けることは明らかであります。また、無

原則的に外国人医師や看護師の受け入れが加速

し、国内の医師や看護師不足に拍車をかける可

能性があるほか、外国人労働者の国内労働市場

への流入による雇用の悪化、国民皆保険制度の

崩壊など、幅広い分野でさまざまな影響が指摘

されているところであります。

本県にとっても、基幹産業である農林水産業

を初め、さまざまな分野で影響が懸念されると

ともに、東日本大震災の被災地の復旧・復興に

も支障を来すおそれがあります。

よって、国においては、農林水産業や医療、

労働など、国民生活や経済全体に多大な影響を

及ぼす可能性が高いＴＰＰ交渉に参加すること

がないよう強く要望するものであります。

以上、これら３件の意見書の提出につきまし

ては、全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

くようお願いいたします。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第９

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、厚生常任委員会、黒木

正一委員長。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号であります。慎重に審査をいたしま

した結果、前回一致により原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、国庫補助の決定に伴うものや

基金事業の実施に伴うもの等で、一般会計で10

億4,800万円余の増額補正となっております。そ

の結果、補正後の一般会計予算額は985億2,700

万円余となり、一般会計と特別会計を合わせた

福祉保健部の予算額は989億800万円余となりま

す。

このうち、生活福祉資金貸付事業についてで

あります。

これは、県社会福祉協議会が実施する低所得

世帯等の自立助長を目的とした生活福祉資金の

貸し付けに要する事務費について補助を行うも

のであり、資金貸し付けや相談事務に従事する

相談員の増員、及び東日本大震災被災地への職

員派遣に伴う増額補正であります。

このことについて委員より、被災地への職員

派遣の具体的内容について質疑があり、当局よ
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り、「県社会福祉協議会等が、東日本大震災の

被災地へ延べ23人の職員を派遣し、生活福祉資

金の一つである緊急小口資金の貸付事務や、災

害ボランティアセンターの活動を支援したもの

である」との答弁がありました。

次に、介護職員等によるたんの吸引等の研修

事業についてであります。

これは、たんの吸引について研修を行うこと

により、医師の指示のもとに適切に実施できる

介護職員を養成し、たんの吸引等が必要な要介

護高齢者等に対する介護サービスの向上を図る

とともに、より安心・安全な介護サービスの提

供を図るものであります。

このことについて委員より、研修の受講対象

者について質疑があり、当局より、「介護福祉

士やホームヘルパー以外の方も含めて、施設の

介護職員すべてが対象になる」との答弁があり

ました。

これに関連して委員より、「有料老人ホーム

の中には無届けの施設もあるが、どのように対

応しているのか」との質疑があり、当局より、

「有料老人ホームについては、設置運営指導指

針に基づき指導しており、届け出のない施設に

ついても実態調査をした上で指導をしている。

また、法律上、届け出義務がない施設に対して

は、届け出をし、指導に応じるよう通知を出し

ている」との答弁がありました。

これに対して委員より、「今後も、さらに調

査、指導に力を入れてほしい」との要望があり

ました。

次に、認定こども園整備事業についてであり

ます。

これは、幼児教育と保育を一体的に提供する

認定こども園の施設整備に要する費用の一部を

補助することにより、子供を安心して育てるこ

とができる体制整備を図るものであります。

これに関連して委員より、「現在、国では幼

保一体化についての検討が行われているが、制

度改革に当たっては、現場の意見を十分に踏ま

え、子供に焦点を当てた検討を重ねるよう国へ

要望してほしい」との意見がありました。

そのほか、今回の補正予算では、国の交付金

を原資として造成されている各種基金を活用し

た事業がありますが、これら基金は平成23年度

から平成26年度までに設置期限を迎えます。

当委員会といたしましては、必要不可欠な事

業の原資となっている基金については、その設

置期限の延長や増額等を国に対して働きかける

ことを要望いたします。

次に、病院局における県立延岡病院救命救急

センターの整備についてであります。

これは、県北の第２次・第３次救急医療体制

の中心的な役割を担っている県立延岡病院内の

救命救急センターについて、県北地域の救急医

療機能の充実を図るため、新たに救命救急セン

ター棟を整備するものであります。

このことについて委員より、「センター棟の

整備に伴い、人員体制についても充実が図られ

るのか」との質疑があり、当局より、「当面は

現在の体制のまま対応することになるが、今

後、専門医の確保に努めるなど充実を図りた

い」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、早急にスタッフ

の拡充に努めることを要望いたします。

最後に、「福祉保健行政の推進並びに県立病

院事業に関する調査」につきましては、地方自

治法第109条第９項の規定により、閉会中の継続

審査といたしたいので、議長においてその取り

扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま
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す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、商工建設常任委員会、

松村悟郎委員長。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外９件の計10件であります。慎重に

審査をいたしました結果、継続審査中の請願１

件を含め、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、財団法人宮崎県産業支援財団の経営状

況についてであります。

このことについて委員より、「この財団は、

中小企業等に対する総合相談窓口の設置や各種

ファンド事業による支援など、宮崎県の産業振

興にとって非常に有益な法人である。しかしな

がら、長期間継続している事業や、それらに係

る職員の配置においては、さらなる改善の余地

があるのではないか」との意見があり、当局よ

り、「組織規模の適正化や事業の見直しについ

ても、今後、必要に応じて検討を進めていく」

との答弁がありました。

次に、県の施策により創出された雇用等につ

いてであります。

このことについて複数の委員より、「平成22

年度における新規雇用創出数は3,442人との報告

があったが、これは実際の雇用者数ではなく、

事業完了後に見込まれる雇用者数も含まれてお

り、議論するに当たっては、実際の雇用者数が

重要であるため、実態の把握に努めていただき

たい」との要望がありました。

次に、議案第13号から第15号の「工事請負契

約の締結について」であります。

このことに関連して委員より、「県と工事請

負契約を締結した建設業者等が県内事業者を下

請として活用していない事例があると聞いてい

るが、現状について教えてほしい」との質疑が

あり、当局より、「最終的には、県と工事請負

契約を締結した建設業者等の判断となるが、県

としては、下請として県内事業者が活用される

よう文書などでお願いをしている」との答弁が

ありました。

このことについて委員より、「技術力を必要

とするなどの理由で無理な場合はあると思う

が、できる限り県内事業者が活用されるよう努

めていただきたい」との要望がありました。

当委員会といたしましては、県内事業者が下

請として活用され、また建設資材等の県内調達

がされるよう、幅広い意味での地産地消を進め

ていただくよう要望いたします。

次に、「社会資本整備予算の確保に関する意

見書」についてであります。

本年３月に発生した東日本大震災は、広範な

地域にわたり甚大な被害が生じた未曾有の大災

害であります。また、今月襲来した台風12号

は、これまでの想定を上回る集中豪雨を伴い、

各地に深い傷跡を残しました。豪雨や地震など

の災害が発生しやすい地理的特性下にある我が

国において、どこで起こるかわからない次なる

災害に備えて、国民の生命・財産を守るために

国土の強靱化を図ることは喫緊の課題でありま

す。

こうした中、先般閣議決定された平成24年度

予算の概算要求基準においては、東日本大震災

からの復旧・復興対策に係る経費は別枠とされ

ていますが、他の裁量的経費などは、平成23年

度当初予算に比べ、一律10％削減を求める内容

となっております。これでは被災地を支えるべ
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き他の地域の経済まで落ち込むこととなり、か

えって復興の足かせとなるばかりでなく、次な

る災害への備えにも重大な支障を来すことにな

ります。

また、世界経済が混迷を深める中、日本経済

も円高・デフレ等の問題に直面しており、大変

厳しい財政運営の中にあっても、機動的かつ効

果的に地域の経済対策や雇用対策を講じていく

ことが必要であります。

よって、国においては、平成24年度予算の概

算要求に当たり、社会資本整備予算を確保する

よう強く要望するものであります。

なお、この意見書提出につきましては、全会

一致で決定したところでありますので、議長に

おいてよろしくお取り計らいいただきますよう

お願いいたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「商工観光振興対策及

び土木行政の推進に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第９項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、環境農林水産常任委員

会、田口雄二委員長。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で２億2,800万円余の

増額補正であり、この結果、一般会計及び特別

会計を合わせた補正後の環境森林部の予算額

は254億3,800万円余となります。

このうち、森林再生のための森林情報精度向

上事業についてであります。

これは、森林の情報を管理する森林地理情報

システムに地籍調査等に基づく森林境界や所有

者名などの情報を入力し、データの精度向上を

図るものであります。

このことについて委員より、「今回の調査に

より蓄積されたデータについては、今後の森林

経営計画の策定などに有効に活用してもらいた

い」との要望がありました。また、別の委員よ

り、「森林地理情報システムは、県、市町村、

森林組合に配備されているとのことだが、シス

テムの森林情報は広く民間業者にも提供できる

ようにすべきではないか」との意見があり、こ

れに対して当局より、「国において民間事業体

への情報提供の方向性が示されたので、今後、

検討していきたい」との答弁がありました。

次に、宮崎県林業公社についてであります。

このことについて委員より、「林業公社改革

研究会の議論は非公開で行ったとのことだが、

今後は公開の場で議論を行ってほしい」との意

見がありました。

また、複数の委員より、「林業公社改革研究

会の意見では、公社を廃止するより存続したほ

うが県の負担額は小さいとされているが、公社

存続を前提として試算されたものではないの

か」との意見や、「県民にとって公社を存続さ

せるのが本当に最良なのかを判断するために、

公社が破産した場合の県の負担額や、公社を存
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続した場合の県の負担を軽減する方策など、あ

らゆる角度から検討した資料を示してもらいた

い」との要望がありました。

これらに対して当局より、「慎重に検討し

て、県としての方針を示したい」との答弁があ

りました。

次に、浄化槽の法定検査についてでありま

す。

このことについて複数の委員より、「法定検

査でありながら、受検率が23％弱と低迷してい

るが、文書での通知だけでなく、訪問等により

直接説明することも必要であり、検査機関や保

守点検業者等とも連携して受検率を上げるよう

に努力してもらいたい」との要望がありまし

た。

次に、農政水産部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で２億100万円余、特

別会計で3,600万円余の増額補正であり、この結

果、一般会計と特別会計を合わせた補正後の農

政水産部の予算額は396億300万円余となりま

す。

このうち、家畜防疫体制強化事業についてで

あります。

このことについて複数の委員より、「昨年の

口蹄疫蔓延の反省に立って、県が責任を持って

防疫体制の強化を図ってもらいたい」との要望

がありました。

また、このことに関連して別の委員より、

「口蹄疫が万一発生した場合に埋却地の確保が

できなければ、県の責任となるのではないか」

との意見がありました。

これに対して当局より、「埋却地について

は、農家における確保の指導及び公有地の確保

が県の責務であり、市町村と連携して進めるこ

ととしている」との答弁がありました。

次に、宮崎県内水面振興センターについてで

あります。

このことについて複数の委員より、「内水面

の秩序維持に重要な組織であるが、センターで

供給しているウナギ稚魚の採捕量は、県内に供

給される量の3.6％にとどまっている。また、セ

ンターの事業は限られた地域を対象としてお

り、事業の見直しやセンターのあり方を検討し

ていく時期に来ているのではないか」との意見

がありました。

これに対して当局より、「センターの体制に

ついて関係業界とも協議してまいりたい」との

答弁がありました。

当委員会といたしましては、さきに述べまし

た林業公社や内水面振興センターのほか、今回

報告のあった農業振興公社などの法人につきま

しても、将来を見据えて、県民の負担が軽減さ

れ、かつ法人にとって最善となる経営や事業の

あり方について、改めて真摯に検討されるよう

強く要望いたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、文教警察企業常任委員

会、河野哲也委員長。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件の計５件であります。慎重に

審査をいたしました結果、お手元に配付の議案
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・請願委員会審査結果表のとおり、いずれも全

会一致により決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公安委員会所管の公益財団法人宮崎県

暴力追放センターについてであります。

当センターは、暴力団対策法に基づき指定を

受けており、暴力団員等による不当な要求行為

の被害者に対する支援や、犯罪被害防止の事業

を実施するものであります。

このことについて委員より、「センターの重

点推進事業である暴力追放相談活動の事業実績

と対応状況はどのようになっているか」との質

疑があり、当局より、「22年度の相談受理件数

は152件で、相談内容としては、暴力団等反社会

的勢力に関する問い合わせの相談が最も多く、

次に、金品等不当要求事案やヤミ金等の金銭ト

ラブル、書籍等の不当購読・寄附金要求に関す

る相談、暴力団離脱関係の相談となっている。

相談の多くはセンターで対応しているが、対応

できないものは警察や弁護士に引き継ぎを行う

等、適切に処理している」との答弁がありまし

た。

次に、企業局における電気事業についてであ

ります。

このことについて委員より、「東日本大震災

による原子力発電所の事故の影響で、新エネル

ギーの研究等が注目されている。今の経済・産

業活動や家庭生活の維持には電気は必要不可欠

なものであることから、今後、企業局が最も力

を入れるべきものは電気事業であると思うが、

どのように考えているか」との質疑があり、当

局より、「電気事業は企業局の基幹事業である

ことから、電力の安定供給に努めることはもと

より、今後は、ダムの維持流量や農業用水等を

活用した中小水力発電の検討を進めていきた

い」との答弁がありました。

これに対して委員より、「公営企業として健

全経営を維持することはもとより、本県の経済

発展に大きく貢献されるよう電気事業のさらな

る推進に努める等、強力な取り組みをしていた

だきたい」との要望がありました。

次に、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で5,200万円余の増額

補正となっており、この結果、補正後の一般会

計予算額は1,117億5,700万円余となります。

このうち、高等学校等生徒修学支援基金積み

立てについてであります。

この基金は、東日本大震災で被災し、本県に

避難してきた世帯のうち、経済的な理由から就

学等が困難となった幼児、児童または生徒の教

育機会の確保に資するものであります。

このことについて委員より、「東日本大震災

の影響の長期化が予想される中、国においては

この基金は今年度までとなっているが、来年度

以降の事業のあり方についてどのような考え方

を持っているのか」との質疑があり、当局よ

り、「今後も、児童または生徒等の家計の状況

によっては修学が困難な状況が続くと考えられ

ることから、当該基金事業の存続を望んでお

り、全国教育長協議会を通じて国に要望してい

る」との答弁がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕
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○外山三博議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。今

定例議会に提案されました議案に対する討論を

行います。

まず、議案第３号、第19号及び第20号につい

て、反対の立場から討論いたします。

議案第３号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」についてです。

同議案は、地方税法が改定されたことをもっ

て県条例も改定を行うとするものですが、その

一つに、不申告等に関する過料の引き上げ及び

新設が提案をされております。過料とは、軽い

行政罰、刑罰ではないと記されています。今回

の改定は、この過料をこれまでの３万円以下か

ら10万円以下に引き上げるというものですが、

今、長引く景気低迷の中で、仕事のない人、ま

じめに働いても所得が少なく、税金がなかなか

納められないといった人がふえている状況があ

ります。こうした中で過料を大幅に引き上げる

とすることに道理があるのでしょうか。今回の

大幅引き上げには反対をするものです。

次に、議案第19号及び第20号については、国

営都城土地改良事業、同じく綾川２期土地改良

事業における市町村負担金徴収について、徴収

金額の変更を行うとするものですが、本来、国

の直轄事業については国が責任を持って事業を

執行することが当然であるとする基本的立場か

ら、いずれの議案にも反対をするものです。

次に、議案第７号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」についてで

す。

同議案に反対するものではありませんが、た

だ、条例改正の中で、現在、延岡にある特別支

援学校３校を統合して新たな特別支援学校をス

タートさせることに関して、一言言及したいと

思います。

新たな特別支援学校の来年４月の開校に向け

た準備が進められており、施設設備の整備状況

などについては議案質疑の中でも伺ったところ

ですが、学校現場の先生方や保護者の方々も、

建設工事の進捗状況とともに、施設設備の不十

分さ、また新たな体制整備についてのさまざま

な不安を抱えておられる状況があります。

既に把握をしておられることと思いますが、

例えば特別支援学校での食育において欠かせな

いランチルームがないことで懸念されるさまざ

まな課題、調理室など特別教室の不足から起こ

る授業への支障、スクールバスに希望する生徒

が乗れるのか、またＪＲ駅が遠くなって、電車

やバスなど公共交通機関を利用する生徒への対

応が図れるのか、子供たちの健康管理を担う養

護教諭の配置はどうなっているのかなどなどで

す。

これから開校するこの学校は、障がいを抱え

る子供たちの新たな学びの場、生活の場となる

わけですから、より万全な体制が求められるも

ので、こうしたさまざまな心配や要望には丁寧

に十分にこたえていくことが必要であると思い

ます。何より大事なことは、子供たちにとって
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どうあるべきが最善なのかを考えることだと思

います。ですから、今後、施設設備の建設が間

に合わない事態が予想される場合は、生徒の安

全を第一義的に考慮して、開校を延期するなど

の措置を早目に、柔軟に検討することも必要な

ことではないでしょうか。医療、福祉、保健、

労働等の関係機関と連携して、多様な教育ニー

ズに対応した専門性の高い教育を目指すとする

新しい特別支援学校です。子供たちにとって、

安心・安全、そして健やかな学びの場になるこ

とを願っての討論としたいと思います。

次に、請願についてです。

前回に続いて継続審査との報告がありました

請願第３号「宮崎地方最低賃金改正についての

請願」については、採択を求めるものです。

ことしの最低賃金の改定額が示されました。

時給が全国平均で７円上がって737円です。宮崎

県は全国平均に及ばず、４円の引き上げにとど

まり、646円です。全国最下位が645円ですか

ら、わずか１円の差で、依然として最下位クラ

スに位置することに変わりはありません。地域

ごとの格差を見ても、最高と最低で時給192円も

の差があります。昨年の最低生計費の調査で全

国ほとんど差がないことが報告されております

が、本来、全国一律の最低賃金制度が必要なこ

とは言うまでもありません。最低賃金以下で働

く労働者をなくすことや、全国でも最下位クラ

スに位置する本県の最低賃金の見直しを図るこ

とは当然のことであり、喫緊の課題でもありま

す。最低賃金を引き上げることで消費購買力を

ふやし、県民の暮らしや地域経済を立て直すた

めにも、同請願の採択を強く求めるものです。

以上で討論を終わります。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第３号、第19号及び第20号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

まず、議案第３号、第19号及び第20号につい

て、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立または挙手を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第１号、第２号、第４号から

第18号まで及び第21号採決

○外山三博議長 次に、議案第１号、第２号、

第４号から第18号まで及び第21号の各号議案に

ついて、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第６号採決

○外山三博議長 次に、請願第６号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。
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◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第３号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに賛成の議員の起立または挙

手を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続調査については、各委員長の申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読をさせます。

〔事務局長朗読〕

平成23年９月22日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

円高・デフレを克服する経済対策を求める

意見書

議員発議案第２号

専修学校における質の高い職業教育の実現

を求める意見書

議員発議案第３号

特定疾患治療研究事業の充実と財源確保を

求める意見書

議員発議案第４号

「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置

法」の恒久法への見直しを求める意見書

議員発議案第５号

東九州自動車道の全線開通を求める意見書

議員発議案第６号

細島港臨海工業地帯の低レベル放射性廃棄

物の早期処理を求める意見書

議員発議案第７号

公共交通機関の存続に向けＪＲ九州等に係

る経営支援継続を求める意見書

議員発議案第８号

30人以下学級実現・義務教育費国庫負担拡

充等に係る意見書

議員発議案第９号

原子力発電・エネルギー政策に関する意見

書

議員発議案第10号

大規模災害時に備えた公立学校教職員派遣

制度の創設を求める意見書

議員発議案第11号

第11回都道府県議会議員研究交流大会への

議員の派遣

平成23年９月22日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿
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提出者 総務政策常任委員長 山下 博三

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第12号

行政書士に行政不服審査法に係る不服審査

手続の代理権の付与を求める意見書

議員発議案第13号

国の経済対策により造成した基金の設置期

限の延長等必要な財政措置を求める意見書

議員発議案第14号

環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）交

渉への参加に反対する意見書

平成23年９月22日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 商工建設常任委員長 松村 悟郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第15号

社会資本整備予算の確保に関する意見書

◎ 議員発議案第１号から第15号まで

追加上程、採決

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号から第15号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号から第15号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 議案第24号から第28号まで上程

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第24号から第28号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 ただいま提案

いたしました特別議案の概要について御説明申

し上げます。

初めに、議案第24号「平成22年度宮崎県歳入

歳出決算の認定について」であります。

これは、平成22年度の一般会計と13の特別会

計の決算について、地方自治法の規定に基づ

き、議会の認定に付するものであります。

このうち、一般会計歳入歳出決算の概要につ

いて御説明申し上げます。
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決算の結果は、歳入7,714億2,381万7,000円、

歳出7,596億8,617万8,000円となっており、翌年

度への繰越事業に充当する財源を差し引きます

と、実質収支は23億1,474万1,000円となってお

ります。

平成22年度の財政運営につきましては、雇用

の確保と就業支援、地域医療の再生など、新み

やざき創造戦略に基づく重点施策を積極的に推

進するとともに、最終年度となった宮崎県行財

政改革大綱2007の財政改革プログラムの取り組

みを着実に実行し、投資的経費の縮減・重点化

や一般行政経費の徹底した見直し、さらには人

件費の縮減等に努め、収支不足の圧縮を図った

ところであります。

一方で、口蹄疫や高病原性鳥インフルエン

ザ、新燃岳の噴火等の危機的事象に対応するた

め、多額の財政措置を要することとなり、さら

には景気の低迷が続く中、今後とも社会保障関

係費の大幅な増加が見込まれるとともに、口蹄

疫の発生等により疲弊した本県経済の再生・復

興のための経費が必要となるなど、引き続き、

本県財政は厳しい状況が続く見通しとなってお

ります。今後も、選択と集中の理念を徹底し、

本年６月に策定しました第３期財政改革推進計

画に基づき、基金の取り崩しに頼らない持続可

能な財政運営に転換できるよう、財政改革を進

めていく必要があるものと考えております。

議案第25号から議案第28号までは、平成22年

度の４つの公営企業会計の決算について、地方

公営企業法の規定に基づき、議会の認定に付す

るものであります。

このほか、報告が１件ございますが、説明は

省略をさせていただきます。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

次の本会議は、28日午前10時開会、決算特別

委員会の設置から決算議案の委員会付託までで

あります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時54分散会
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午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第24号から第28号までに対する質疑

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、議案第24号から第28号までに

対する質疑及び決算特別委員会の設置から決算

議案の委員会付託までであります。

まず、議案第24号から第28号までに対する質

疑の通告がありますので、発言を許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

提出をされました議案第24号から第28号の平

成22年度における決算議案に対する質疑を行い

ます。

まず、一般会計歳出における不用額について

お伺いいたします。

22年度の不用額が総額で62億444万円余と多額

に及んでおります。特に民生費、衛生費で13

億5,000万円余、農林水産業費で17億円余、教育

費で６億6,000万円余となっておりますが、その

内容、理由についてお聞かせください。

次に、監査意見書での指摘事項について伺い

ます。

随意契約、委託契約についての留意点や財務

会計事務について、依然として多くの事務処理

の誤りが見受けられたとのことですが、その内

容について伺います。

次に、各種施策・事業について伺います。

まず、保健・福祉の関連で、市町村国保にお

ける国保税の滞納状況、短期保険証や資格証明

書の発行状況、保険証未交付世帯の状況につい

てお聞かせください。また、未交付世帯に対す

る県の対応について伺いたいと思います。ま

た、生活保護世帯の状況について、その推移も

お聞かせください。あわせて、特別養護老人ホ

ームの入所待機者の状況、そして、どのような

対策がなされてきたのかについて伺いたいと思

います。

次に、雇用関連で伺います。まず、立地企業

における平成22年度の雇用実績をお聞かせくだ

さい。また、緊急雇用創出基金事業、ふるさと

雇用基金事業による雇用実績をお伺いします。

あわせて、平成22年度における企業倒産及びそ

の従業員数についても伺います。

次に、農業関連でお伺いいたします。本県の

農業就業の状況について、その推移もあわせて

お聞かせください。また、新規事業で取り組ん

だみやざき担い手経営資源継承総合対策事業の

内容と成果についてお伺いをいたします。

次に、教育関連でお伺いします。新規事業で

取り組まれた中学校１年生少人数学級推進事業

について、内容及び成果について、また、今後

の方向性についても教育長にお伺いいたしま

す。また、特別非常勤講師の活用事業について

も、内容、成果についてあわせてお聞かせくだ

さい。

次に、県立病院事業会計について伺います。

平成22年度決算で、単年度の純損失が３億7,400

万円余、累積欠損額273億6,600万円余と、厳し

い経営状況が示されておりますが、単年度の純

損失の圧縮などの努力が積まれております。現

状の分析と、公的な中核医療機関としての役割

を踏まえた今後の改善をどのように考えておら

れるか、お伺いをしたいと思います。

以上で壇上からの質疑を終わり、後は自席か

ら行います。〔降壇〕

平成23年９月28日(水)
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○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

大きくは４項目ございました。

初めに、民生費及び衛生費の不用額について

であります。民生費の不用額につきましては、

生活保護の扶助費のほか、重度障がい者等への

医療費助成や社会福祉施設の整備費補助等の事

業において、必要額が見込みを下回ったこと、

また、災害救助費において、幸いにも、新燃岳

の噴火対策で土石流等の大きな災害が生じな

かったことなどによるものでございます。衛生

費の不用額につきましては、子宮頸がん等に係

るワクチン接種、難病や肝炎に係る医療費助成

の事業等において、必要額が見込みを下回った

ことなどによるものでございます。

次に、市町村国保に関する一連のお尋ねでご

ざいます。

まず、市町村国民健康保険税の滞納世帯は、

平成22年６月１日現在で３万6,580世帯となって

おります。このうち、短期被保険者証を交付さ

れている世帯数ですが、１万5,627世帯となって

おります。

次に、被保険者資格証明書を交付されている

世帯数でございますが、3,130世帯となっており

ます。

次に、被保険者証、短期被保険者証、資格証

明書のいずれも持っていない、いわゆる未交付

世帯でございますが、市町村への聞き取りを

行ったところ、現時点で、22市町村、8,986世帯

となっております。

次に、未交付世帯に対する対応につきまして

は、それぞれの事情に応じた適切な対応が図ら

れるよう、市町村への助言等を行っているとこ

ろでございます。

次に、生活保護についてであります。平成23

年３月の被保護世帯数は１万2,343世帯で、平

成22年３月と比較しますと、818世帯、7.1％増

加しており、厳しい雇用・経済情勢を反映し

て、依然として増加傾向が続いております。

最後に、特別養護老人ホームの入所待機者の

現状と対策についてであります。特別養護老人

ホームへの申込者数は、平成22年４月時点

で3,425人となっております。申込者への対応に

つきましては、認知症高齢者グループホームや

小規模特別養護老人ホームの整備に努めますと

ともに、在宅での生活を支援するため、デイサ

ービスや訪問介護等の利用促進にも努めている

ところであります。以上でございます。〔降

壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、立地企業の雇用についてであります。

平成22年度に認定した立地企業は32件でありま

すが、工場建設等の設備投資に時間を要します

ことから、年度内に操業を開始した企業は15件

で、企業の事業計画によりますと、操業当初の

雇用者数は301人となっております。

次に、基金事業による雇用実績についてであ

ります。平成22年度は、延べ人数で申し上げま

すと、緊急雇用基金事業で3,017人、ふるさと雇

用基金事業で798人、計3,815人となっておりま

す。

最後に、県内企業の倒産状況等についてであ

ります。民間調査会社によりますと、平成22年

度の負債額1,000万円以上の倒産企業の件数

は、58件となっており、その従業員数は449人と

なっております。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、農林水産業費の不用額についてでご

平成23年９月28日(水)
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ざいます。不用額の主な要因といたしまして

は、口蹄疫、鳥インフルエンザに係る殺処分や

消毒ポイントの設置等の家畜防疫対策に要する

諸経費の執行残、及びその影響を受けました農

家に対する経営再開支援等の事業費確定に伴う

執行残でございます。

次に、農業就業の状況とみやざき担い手経営

資源継承総合対策事業の成果についてでありま

す。2010年農林業センサスによりますと、本県

の販売農家数は３万958戸で、５年前から12％減

少し、また、農業就業人口は５万7,076人で、14

％減少するなど、農業従事者の減少が進んでお

ります。このような中、県では、新規就農者等

の担い手の育成・確保を図るため、本事業にお

きまして、農地やハウス等の経営資源を円滑に

継承する仕組みづくりや、研修会の開催等によ

る農業法人等の育成に努めたところでございま

す。その結果、平成22年度は、９つの産地で経

営資源継承計画が策定されますとともに、301名

の新規就農者が確保されるなど、担い手の育成

が図られたところでございます。以上でござい

ます。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

県立病院事業の現状分析と今後の改善、展望

についてであります。県立病院では、職員の経

営参画意識の醸成を図りながら、収益の確保や

徹底した経費削減の取り組みにより、大きく収

支が改善したところでありますが、休診科の医

師確保に確実な見通しが立たないなど、依然と

して厳しい状況にありますことから、引き続

き、全県あるいは地域の中核病院としての役割

を果たしながら、一層の経営改善に努めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

まず、教育費の不用額についてであります

が、主なものは、県立学校耐震対策事業におい

て、経費の縮減を図ったこと及び入札に伴う執

行残によるものであります。また、教職員の人

件費におきまして、職員に産休や育児休業等が

あった場合に補充しております臨時的任用講師

等の雇用実績や、職員の時間外勤務手当等が見

込みを下回ったことによるものであります。

次に、中学校１年生少人数学級推進事業につ

いてであります。本事業につきましては、小学

校から中学校に進学した際に生じるさまざまな

課題の改善を図り、中学校３年間の落ちついた

学校生活を送る基礎とするために、平成22年度

から、中学校１年生に35人以下の少人数学級を

実施したものであります。この事業によりまし

て、生徒一人一人へのきめ細かな指導が可能と

なり、個に応じた指導ができるようになった、

生徒の人間関係を把握しやすく、トラブルを未

然に防ぐことができるようになったなどの成果

が見られたところであります。このようなこと

から、今後も引き続き、中学校１年生における

少人数学級の継続を図っていく必要があると考

えております。

最後に、特別非常勤講師の活用についてであ

ります。この事業は、小中学校における教科や

総合的な学習の時間の指導等の充実を図るた

め、書道や英語活動、農業、その他の専門的知

識や技能を有する地域人材を特別非常勤講師と

して活用する事業であり、平成15年度から８カ

年にわたって実施をいたしました。その成果と

いたしましては、特別非常勤講師の専門的な指

導により、児童生徒の学習意欲の高まりや技能

の向上等につながるとともに、地域人材を学校
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の教育活動に生かすことで開かれた学校づくり

の一助になったものと考えております。なお、

このような取り組みによりまして、地域人材を

活用した教育の推進につきましても、一定の成

果を上げることができましたので、この事業に

つきましては、平成22年度で終了することにい

たしましたが、今後とも、社会人等の地域人材

の活用が図られるよう、各市町村教育委員会へ

の情報提供などの支援を行ってまいりたいと考

えております。以上です。〔降壇〕

○代表監査委員（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、随意契約等についてでありますが、物

品購入等において複数業者による見積もり合わ

せとすべきものを、一者随意契約としていたも

のや、保守点検業務委託等で、委託期間終了前

に委託料を支払っていたものなどがありまし

た。

次に、財務会計事務については、例えば窓口

で収納した現金について、指定金融機関への払

い込みがおくれていたものや、旅費について、

パック旅行の計算誤りなどにより支給額を間

違っていたもの、などが多数見受けられまし

た。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれお答えをいただき

ましたが、今、代表監査委員から御説明もいた

だきましたけれども、財務会計事務における指

摘について、県として、その受けとめと対応を

どのように考えておられるか、お伺いをしたい

と思います。

○会計管理者（豊島美敏君） 財務会計事務に

つきましては、公正で適正な事務の執行が何よ

りも重要でありますので、今回の指摘事項を踏

まえて、職員の財務会計事務の研修や出先機関

に対する実地指導検査等の充実を図るなど、よ

り一層、職員の事務処理能力の向上に努めてま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

ぜひその方向で進めていただきたいと思いま

す。

最後になりますが、これから決算議案につい

てはさらに深めていきたいというふうに思いま

すが、最後に知事にお伺いをしたいというふう

に思います。この平成22年度の決算、知事とし

てどのように総括されておられるかお伺いをし

て、終わりたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の財政状況であり

ますが、県税等の自主財源が少なく、地方交付

税や国庫支出金などに大きく依存する構造的な

問題を抱えておりまして、長引く景気低迷に加

えまして、三位一体の改革により減少した地方

交付税が回復をしない中、社会保障関係費の増

嵩などもありまして、非常に厳しい状況に置か

れているという認識がございます。

このような中、特に平成22年度におきまして

は、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ、新燃

岳の噴火などに対応するために、延べ12回にわ

たりまして補正予算を計上し、これは過去最高

の回数になるわけでございますが、それに伴

い、多額の財政措置が必要となり、極めて厳し

い財政運営を強いられたところであります。

このため、歳入面におきましては、特別交付

税や口蹄疫対策転貸債などを初めとする必要な

財源の確保に積極的に取り組んでおります。ま

た、これは22年度の歳入になるわけではござい

ませんが、この10月15日から発売されます口蹄

疫復興宝くじ、そのような財源確保策などにも

しっかり手を打ったところであります。

歳出面では、人件費や投資的経費の縮減・重

点化及び事務事業の見直しのさらなる強化な
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ど、徹底した行財政改革に取り組んだところで

あります。このような取り組みの結果、財政調

整のための基金の取り崩しの圧縮でありますと

か、臨時財政対策債などの償還財源が確保され

た特例的な県債を除く実質的な県債の発行の抑

制を図るなど、全体としましては、厳しい財政

状況に対応いたしまして、堅実かつ着実な財政

運営を行うことができたのではないかと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 それぞれありがとうござい

ました。知事もありがとうございました。

以上で質疑を終わります。

○外山三博議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終わりました。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、議会運営委員会から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成23年９月28日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します

記

議員発議案第16号

決算特別委員会の設置について

◎ 議員発議案第16号上程、採決

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第16号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して、直ちに審議することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

本案を、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、議員発議案第16号は、原案のとおり可決さ

れました。

◎ 議案第24号から第28号まで

決算特別委員会付託

○外山三博議長 次に、議案の委員会付託につ

いてお諮りいたします。

議案第24号から第28号までの各号議案につい

ては、ただいま設置が決定しました決算特別委

員会に付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

ここで、決算特別委員会の正副委員長互選等

のため、暫時休憩いたします。

執行部は、ここで退席となります。

午前10時22分休憩

午前10時33分開議

◎ 議長の報告（決算特別委員会正副委員長

互選結果）
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○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

決算特別委員会 委 員 長 十屋 幸平

副委員長 山下 博三

○外山三博議長 以上で報告は終わりました。

これからの日程をお知らせいたします。

本日午後から10月10日までは、決算特別委員

会及び議事整理等のため、本会議を休会いたし

ます。

次の本会議は、10月11日午前10時開会、決算

特別委員長の審査結果報告から採決までであり

ます。

本日はこれで散会いたします。

午前10時33分散会



10月11日（火）



平 成 2 3 年 1 0 月 1 1 日 （ 火 曜 日 ）

午前 10時１分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）
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34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）
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◎ 決算特別委員長審査結果報告

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、決算特別委員長の審査結果報

告から採決までであります。

議案第24号から第28号までの各号議案を一括

議題といたします。

ここで、決算特別委員長の審査結果報告を求

めます。決算特別委員会、十屋幸平委員長。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 当決算特別

委員会に付託されました議案第24号から第28号

に係る「平成22年度決算の認定」について、各

分科会を中心に審査を行ってきたところであり

ますが、その審査の経過及び結果について御報

告申し上げます。

まず、議案第24号「宮崎県歳入歳出決算」の

概要についてであります。

一般会計の決算額は、歳入7,714億2,381

万7,000円、歳出7,596億8,617万8,000円で、前

年度決算額と比べ、歳入が25.8％の増、歳出

が25.3％の増と、口蹄疫の影響等により大きく

増加しております。この結果、歳入から歳出を

差し引いた形式収支は117億3,763万9,000円であ

り、このうち翌年度に繰り越すべき財源を除い

た実質収支は23億1,474万1,000円となっており

ます。

また、小規模企業者等設備導入資金など13の

特別会計の決算状況は、総額で、歳入が72

億9,453万7,000円、歳出が49億7,391万6,000円

で、差し引き残額は23億2,062万1,000円となっ

ております。

次に、議案第25号「宮崎県電気事業会計決

算」の概要についてであります。

平成22年度の事業収益は46億6,317万9,000

円、事業費用は41億4,725万1,000円で、当年度

純利益は５億1,592万8,000円であります。供給

電力量の目標達成率は、夏場以降、少雨傾向で

あった影響により94.5％となっており、電力料

金収入の目標達成率も98.5％となっておりま

す。

次に、議案第26号「宮崎県工業用水道事業会

計決算」の概要についてであります。

平成22年度の事業収益は３億5,701万2,000

円、事業費用は２億7,649万1,000円で、当年度

純利益は8,052万1,000円であります。なお、給

水量の目標達成率は112.9％となっております。

次に、議案第27号「宮崎県地域振興事業会計

決算」の概要についてであります。

平成22年度の事業収益は4,342万9,000円、事

業費用は2,289万円で、当年度純利益は2,053

万9,000円であります。なお、施設利用者数の目

標達成率は97.6％となっております。

最後に、議案第28号「宮崎県立病院事業会計

決算」の概要についてであります。

平成22年度の収支状況は、事業収益が266

億1,731万1,000円、事業費用が269億9,171万円

で、当年度純損失は３億7,439万9,000円とな

り、第１期の中期経営計画に掲げられていた単

年度黒字化には及ばなかったものの、前年度と

比較すると、純損失は７億5,430万6,000円減少

しております。

これらの決算審査に当たっては、予算の執行

が議会の議決の趣旨及び目的に沿って適正かつ

効率的になされ、所期の事業目的が達成された

かどうかについて確認することを基本とした決

算審査方針に基づき、慎重な審査を行いまし

た。その結果、一部に改善すべき点は見受けら

れるものの、全般的に適正に執行されており、

平成23年10月11日(火)
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議案第24号については賛成多数、議案第25号か

ら第28号については全会一致で認定すべきもの

と決しました。

以下、当委員会における指摘要望事項につい

て申し上げます。

まず、総括的事項として、本県財政につい

て、持続的に健全性が保たれるよう、自主財源

の一層の確保に努めるなど、財政改革の着実な

実行に取り組むことを求めます。

次に、個別的事項として、次の諸点につい

て、県当局の今後一層の取り組みや検討、改善

を求めるものであります。

１つ、収入未済額の縮減について、効果的な

滞納整理等による一層の取り組みを進めるこ

と。

１つ、移住促進について、他の振興施策を効

果的に組み合わせるなど、地域の活性化につな

がるよう取り組むこと。

１つ、国際定期航空路線の維持・充実につい

て、これまでの取り組みを十分検証した上で、

将来にわたって安定的に利用者が確保できるよ

う、相互交流の促進などの取り組みを強化する

こと。

１つ、自殺ゼロプロジェクトについて、実態

の分析等をさらに進めるなど、一層の自殺対策

に取り組むこと。

１つ、児童虐待について、市町村との連携や

子供を守るネットワークの充実など、児童虐待

防止対策をより一層強化すること。

１つ、県立病院について、人事体制の見直し

等により、経営ノウハウの蓄積を図るなど、さ

まざまな方策を検討し、経営改善により一層取

り組むこと。

１つ、商工会等の支援について、十分な予算

を確保すること。

１つ、東九州メディカルバレー構想につい

て、大分県や旭化成などの関係団体等と十分に

連携し、実現に向けて最大限の努力をするこ

と。

１つ、都市計画等によるまちづくりについ

て、関係機関や市町村と連携し、商工業者等の

ニーズに合ったきめ細かい施策を展開すること

により、中心市街地等の活性化を図ること。

１つ、口蹄疫からの再生・復興について、畜

産農家の経営再開を支援する取り組みを積極的

に行うとともに、防疫体制の一層の強化を図る

ほか、観光振興対策なども含めた地域経済の活

性化につながる各種施策を積極的に講じるこ

と。

１つ、浄化槽の適正管理について、引き続き

制度の啓発に努めるとともに、保守点検業者等

とも連携して、法定受検率が向上する仕組みを

講じること。

１つ、県産材の利用促進について、ＰＲに努

めるとともに、需要拡大のための施策を講じる

こと。

１つ、元気な農家をつくる経営健康診断につ

いて、農家の経営改善の実態が把握できる事業

内容に改善するとともに、より多くの農家が取

り組めるよう努めること。

１つ、事業所における暴力団等の排除につい

て、民間事業所はもとより、行政職員の意識の

向上に資する取り組みに努めること。

１つ、県立高等学校のキャリア教育につい

て、本県産業を担う人材を育成する取り組みと

して、より積極的に推進すること。

当委員会での指摘要望事項は以上であります

が、今後の予算編成及び事業執行に当たって

は、当委員会並びに監査委員の指摘要望事項に

ついて、特段の改善と努力が図られるよう、重

平成23年10月11日(火)
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ねて要望するものであります。

なお、各分科会の報告の取り扱いについて

は、会議録への登載を議長にお願いし、当委員

会の審査の経過及び結果についての報告を終わ

ります。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 決算特別委員長の審査結果報

告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり、１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

議案第24号「平成22年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について」、反対を表明し、討論をいた

します。

平成22年度は、４月20日に発生した口蹄疫の

終息に向けた懸命な取り組みや、農家を初め地

域経済に及んだ甚大な被害からの再生・復興

が、畜産宮崎県政の重要かつ最大の課題となり

ました。同時に、この口蹄疫被害が、長引く景

気低迷や雇用問題にも追い打ちをかけることに

もなりました。また、国政でも、新政権にか

わったものの、国の社会保障費削減路線が続く

中で、ますます国民・県民の暮らしは厳しい状

況に置かれてきました。こうした中で、県政が

県民の願いにどれだけこたえ、県民福祉の増進

という地方自治体本来の責務をどう果たしたか

が大きく問われました。

決算状況は、地方交付税は前年度と比較し

て12.3％ふえたものの、地方交付税の代替財源

である臨時財政対策債は前年度を上回る560

億1,400万円余とふえ、その結果、県債発行額は

口蹄疫対策転貸債の発行などとも相まって2,146

億5,100万円余、県債残高は１兆597億3,100万円

余と膨大な額に達し、公債費は931億4,400万円

余とさらに前年度を上回りました。こうした状

況では、決して健全な財政運営は図られませ

ん。臨財債の償還が30年にも及ぶやり方は、地

方財政にも大きな負担を負わせることは明らか

であり、地方交付税のあり方をもとに戻すよう

強く求めていくことが必要です。

また、自主財源の根幹をなす県税収入は、前

年度に比べさらに減収、個人県民税が収入未済

額の79.2％を占めるなど、厳しい県民の暮らし

が浮き彫りになっています。さらに今、社会保

障と税の一体改革と称して、国民にさらなる負

担増が押しつけられようとしていますが、国民

の暮らしが守られ安定してこそ、地域経済の活

性化も図られ、税収に結びつくものです。国民

への過度な負担増には、反対の態度を表明する

ことが必要であることは言うまでもありませ

ん。

県政運営では、まず第１に、農業関連で冒頭

述べましたが、口蹄疫被害からの再生・復興に

どれだけ尽力したかです。まずは、県の職員の

皆さんの日夜を分かたぬ献身的な御努力に敬意

を表するものです。口蹄疫は、被害農家はもち

ろんのこと、関連産業や地域経済へ深刻な影響

を及ぼし、復興への対策はまだまだこれからで

す。感染ルートの解明や防疫対策、畜産形態の

あり方など、多くの問題、課題を残しました。

今後さまざまな要望にこたえる復興支援を含

め、課題解決の迅速な施策対応を求めたいと思

います。

第２に、福祉の施策において、国民健康保険
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では、国保税を納めたくても納められない滞納

世帯に対する１カ月程度の短期保険証や医療窓

口10割負担となる資格証明書の発行が、合わせ

て１万8,757世帯、また、いずれの保険証も交付

されていない未交付世帯は、22市町村で8,986世

帯に及んでおり、前年度を2,658世帯も上回ると

いう深刻な事態が明らかになっています。事実

上、医療を受けられない人がふえる、助かる命

が守れない、こうした国民皆保険制度の崩壊に

つながりかねない事態をしっかりと直視して、

「都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全

に行われるように、必要な指導をしなければな

らない」と国保法にうたわれているように、県

民に責任を負う県の責務をしっかり果たすこと

が求められていると思います。また、高い保険

税となっている主な要因でもある、引き下げら

れている国庫負担をもとに戻すことを国に求め

るのは当然のこと、国保は社会保障であるとの

位置づけを明確にして、県も支援をすることが

求められていると思います。また、3,000人を超

える方々が特養ホームの入所を待っておられま

すが、一向に解消されてはおりません。対応の

おくれを指摘し、早急な対策を求めるもので

す。

第３に、商工施策については、本県の経済を

下支えしている地元中小零細企業の支援より、

誘致企業への助成が大きいことです。誘致企業

による雇用の創出等も必要ではありますが、自

治体間の過度な条件競争に走ることは、自治体

本来の姿ではなく、厳に改めることと思いま

す。雇用対策は、地元企業の行う雇用拡大にも

直接支援を行うなど、地元中小企業の支援を

しっかり位置づけることが必要だと思います。

第４に、市町村合併の問題では、44あった自

治体は26自治体となりました。昨年度、合併し

た５つの市に、５億円余の合併支援交付金が交

付されています。公共施設の建設や設備などの

ハード事業に充てられていますが、合併後の住

民の暮らしがどのように変わったのか、本当に

必要な合併だったのか、十分な検証が必要であ

り、行政の責任が求められていると思います。

第５に、国の直轄事業については国が責任を

持って、県の直轄事業については県が責任を

持って、事業を執行することが当然であるとい

う立場を表明してきましたが、決算において、

改めて県の支出や市町村からの徴収は見直すこ

とを求めるものです。

最後に、宮崎県行政改革大綱2007に基づい

て、行財政改革の名で、県職員の大幅削減とさ

まざまな県の管理運営を民間へ移す指定管理者

への委託・民営化、そして国の人事院勧告に追

随した職員給与の引き下げが行われてきまし

た。このことは県内経済にも大きな影響を及ぼ

し、とりわけ大惨事となった東日本大震災から

も、公務員の果たす役割が見直されることと

なっています。改めて、過度な人員削減や給与

のあり方についての再考を求めたいと思いま

す。

以上、平成22年度決算について、幾つかの問

題点を指摘し、決算についての反対討論といた

します。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第24号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

まず、議案第24号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は認定で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立または挙手を求めます。



- 372 -

平成23年10月11日(火)

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり認定されました。

◎ 議案第25号から第28号まで採決

○外山三博議長 次に、議案第25号から第28号

までの各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は認

定であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり認定され

ました。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成23年10月11日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第17号

葉たばこ農家の支援を求める意見書

◎ 議員発議案第17号追加上程、採決

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第17号を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第17号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○外山三博議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

これをもちまして、平成23年９月定例県議会

を閉会いたします。

午前10時23分閉会



資 料



平成２３年９月定例県議会日程

４０日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名

９． ２ 金 本会議
議会運営委員長審査結果報告
会期決定

議案上程

知事提案理由説明

３ 土
（ 閉 庁 日 ）

４ 日

５ 月 代表質問通告締切 12:00

休 会 （ 議 案 調 査 ）
６ 火 一般質問通告締切 12:00

７ 水 議会運営委員会 9:30

代 表 質 問
８ 木 本会議 請願締切 12:00

９ 金 一 般 質 問

１０ 土
（ 閉 庁 日 ）

１１ 日

１２ 月 一 般 質 問
議員発議案締切 17:00
（会派提出）

本会議

１３ 火 一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

１４ 水

１５ 木
休 会 常 任 委 員 会

１６ 金
議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

１７ 土

（ 閉 庁 日 ）
１８ 日

１９ 月 （ 閉 庁 日 ） 敬老の日

２０ 火 特 別 委 員 会 議会運営委員会
休 会

２１ 水 （ 議 事 整 理 ）
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月 日 曜 区 分 議 事 備 考

常任委員長審査結果報告 議会運営委員会 9:30

９．２２ 木 本会議
質疑、討論、採決
決算議案上程

知事提案理由説明

２３ 金 （ 閉 庁 日 ） 秋分の日

２４ 土

（ 閉 庁 日 ）
２５ 日

２６ 月

休 会 （ 議 案 調 査 ）

２７ 火

質疑 議会運営委員会 9:30
議員発議案上程、採決

２８ 水 本会議
（決算特別委員会設置）

議案委員会付託（決算認定）

決 算 特 別 委 員 会

２９ 木

休 会 決 算 特 別 委 員 会

３０ 金

１０． １ 土

（ 閉 庁 日 ）
２ 日

３ 月 決 算 特 別 委 員 会

４ 火

（ 議 事 整 理 ）

５ 水 休 会

６ 木 決 算 特 別 委 員 会

７ 金 （ 議 事 整 理 ）

８ 土

（ 閉 庁 日 ）
９ 日

１０ 月 （ 閉 庁 日 ） 体育の日

決算特別委員長審査結果報告 議会運営委員会 9:30

１１ 火 本会議 質疑、討論、採決
閉会
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平成２３年９月定例会

代 表 質 問 時 間 割

９月７日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 中野 廣明 １０：００～１２：００ 休憩

２ 自 由 民 主 党 押川修一郎 １３：００～１５：００

９月８日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

３ 新 み や ざ き 西村 賢 １０：００～１１：５０ 休憩

４ 社 会 民 主 党 髙橋 透 １３：００～１４：３０ 休憩

５ 公 明 党 河野 哲也 １４：４０～１６：１０

＊ 会派別の質問時間

自由民主党 １２０分以内

新みやざき ５５分以内

社会民主党 ４５分以内

公 明 党 ４５分以内
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平成２３年９月定例会

一 般 質 問 時 間 割

９月９日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 後藤 哲朗 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 右松 隆央 １１：００～１２：００ 休憩

３ 新 み や ざ き 徳重 忠夫 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 宮原 義久 １４：００～１５：００ 休憩

５ 自民党つくしの会 岩下 斌彦 １５：１０～１６：１０

９月１２日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

６ 社 会 民 主 党 鳥飼 謙二 １０：００～１１：００

７ 自 由 民 主 党 井本 英雄 １１：００～１２：００ 休憩

８ 新 み や ざ き 井上紀代子 １３：００～１４：００

９ 自 由 民 主 党 蓬原 正三 １４：００～１５：００ 休憩

１０ 自 由 民 主 党 外山 衛 １５：１０～１６：１０

９月１３日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１１ 自 由 民 主 党 坂口 博美 １０：００～１１：００

１２ 公 明 党 新見 昌安 １１：００～１２：００ 休憩

１３ 自 由 民 主 党 中野 一則 １３：００～１４：００

１４ 日 日 新 図師 博規 １４：００～１５：００ 休憩

１５ 自 由 民 主 党 星原 透 １５：１０～１６：１０

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内
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平成２３年９月定例会

議案・請願 委員会審査結果表

［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察
水産 企業

第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第２号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
平成23年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算

可決
（第１号）

第３号 宮崎県税条例の一部を改正する条例 可決

第４号
執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び

可決
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

第５号 宮崎県高等学校等生徒修学支援基金条例の一部を改
可決

正する条例

第６号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 可決 可決

第７号
教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する

可決
条例

第８号 宮崎県港湾管理条例の一部を改正する条例 可決

第９号 都市公園条例の一部を改正する条例 可決

第１０号 宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を 可決
改正する条例

第１１号 宮崎県一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設 可決
条例の一部を改正する条例

第１２号 都市計画法施行条例の一部を改正する条例 可決

第１３号 工事請負契約の締結について 可決

第１４号 工事請負契約の締結について 可決

第１５号 工事請負契約の締結について 可決

第１６号 工事請負契約の締結について 可決

第１７号 工事請負契約の変更について 可決

第１８号 工事請負契約の変更について 可決

第１９号
国営都城盆地土地改良事業執行に伴う市町村負担金

可決
徴収についての議決内容の一部変更について

第２０号
国営綾川二期土地改良事業執行に伴う市町村負担金

可決
徴収についての議決内容の一部変更について

第２１号 宮崎県中山間地域振興計画の策定について 可決
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察
水産 企業

第３号 宮崎地方最低賃金改正についての請願 継続

第６号
行政書士に行政不服審査法に係わる不服審査手続の

採択
代理権の付与を求める意見書についての請願
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２３年９月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

総務政策常任委員会 県民政策及び行財政対策に関する調査 調査を要す

るため

厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関する調査 調査を要す

るため

商工建設常任委員会
請願第３号 宮崎地方最低賃金改正についての請願 慎重な審査

・調査を要

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査 するため

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す

常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため
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平成２３年９月定例会

決算議案 委員会審査結果表

［議 案］

番 号 件 名 決 算 特 別 委 員 会

第２４号 平成２２年度宮崎県歳入歳出決算の認定について

第２５号 平成２２年度宮崎県電気事業会計決算の認定について

第２６号 平成２２年度宮崎県工業用水道事業会計決算の認定について 認 定

第２７号 平成２２年度宮崎県地域振興事業会計決算の認定について

第２８号 平成２２年度宮崎県立病院事業会計決算の認定について
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決算特別委員会各分科会主査報告



その１ 総務政策分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成22年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査いたしました結

果、賛成多数でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、決算の概要についてであります。

平成22年度の一般会計の決算規模は、口蹄疫対策等の影響等により過去最大となっており、歳入

が7,714億2,381万7,000円、歳出が7,596億8,617万8,000円で、前年度決算額と比べ、歳入が25.8％、歳

出が25.3％の増であります。

この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収支は、117億3,763万9,000円であり、このうち翌年度に

繰り越すべき財源を除いた実質収支は23億1474万1,000円の黒字となっております。

本県の財政は、県税等の自主財源比率が低いなど、財政基盤は脆弱な上に、社会保障関係費等の増加

に伴い極めて厳しい状況となっております。

当局におかれては、持続的に健全性が確保されるよう、引き続き、財政改革の着実な実行に取り組ま

れることを要望いたします。

次に、県税の収入未済額の縮減についてであります。

平成22年度の県税の収入未済額は、個人県民税や自動車税を中心に26億7,000万円余で、依然として

多額の未済額が発生しております。

このことについて当局より、「収入未済額の約８割を占める個人県民税については、平成19年度から

開始した税務職員の併任人事交流等により、市町村と一体となった徴収対策に努めており、今年度から

は給与所得者に係る特別徴収制度の適正化についても本格的な取組みを進めている。

今後とも市町村との連携を強化するなど税務行政の充実を図り、自主財源の確保に努めてまいりた

い」との答弁がありました。

当局におかれては、効果的な滞納整理等による収入未済額の縮減について、なお一層の取り組みを要

望するものであります。

次に、移住促進についてであります。

このことについて複数の委員より、「移住については、効果の測定が難しい面もあるが、他の振興施

策を効果的に組み合わせるなどして、地域の活性化につながるよう取り組んでいただきたい」との要望

がありました。

次に、国際定期航空路線の維持・充実についてであります。

このことについて複数の委員より、宮崎空港振興協議会を通じた団体利用者等に対する補助事業につ

いて質疑があり、当局より、「本県の国際定期便は、口蹄疫の発生や新燃岳の噴火などの影響を受けた

ところであり、また、九州各県においても新たな路線が開設されるなど競争も激しくなっている。今後

も県民の利用率向上に向けた対策を継続していくことで路線の定着化を図ってまいりたい」との答弁が

ありました。
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当局におかれては、これまでの取り組みを十分検証した上で、将来にわたって安定的に利用者を確保

できるよう相互交流の促進などの取り組みを強化し、国際定期航空路線の維持・充実に取り組まれるこ

とを要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で当分科会の報告を終わります。

その２ 厚生分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成22年度宮崎県歳入歳出決算及び宮崎県立病院事業会計決算の認定につきまして

は、慎重に審査をいたしました結果、いずれも全会一致により、これを認定すべきものと決定いたしま

した。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点につきまして申し上げます。

まず、自殺ゼロプロジェクトの推進についてであります。

本県における平成22年の自殺者数は307人であり、年々減少傾向にあるものの、今なお高い数字と

なっております。

このことについて委員より、「自殺に至る大きな要因をどのようにとらえているか」との質疑があ

り、当局より、「健康、経済、家庭などのさまざまな要因が、複合的に絡み合っているものと考えてい

る」との答弁がありました。当局におかれては、実態の分析等をさらに進めるなど、一層の自殺対策に

取り組むよう要望いたします。

次に、児童虐待対策についてであります。

このことについて委員より、「児童虐待については、マスコミ等で報道されたり、死亡事件が起こる

まで、児童相談所が把握していなかったケースが見受けられるが、もっと行政機関が積極的に介入し

て、最悪の状態にならないようにするべきではないか」との質疑があり、当局より、「虐待が疑われる

通告があれば、児童相談所等は、48時間以内に安全確認をするようにしている。また、市町村に設置さ

れている要保護児童対策地域協議会において、情報共有や連携を図っている」との答弁がありました。

当局におかれては、市町村との連携や子どもを守る地域ネットワークの充実など、児童虐待防止対策

をより一層強化するよう要望いたします。

次に、宮崎県立病院事業会計の決算の概要についてであります。

平成22年度の収支状況は、事業収益が266億1,731万1,000円、事業費用が269億9,171万円で、当年度

純損失は３億7,439万9,000円となり、第一期の中期経営計画に掲げられていた単年度黒字化には及ばな

かったものの、前年度と比較すると、純損失は７億5,430万6,000円減少しております。

これは、新たな施設基準の取得により、診療報酬の加算を得たことが大きな要因の一つであります。

当分科会といたしましては、人事体制の見直し等により、経営ノウハウの蓄積を図るなど、さまざまな

方策を検討し、経営改善により一層取り組んでいただくよう要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。
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以上で、当分科会の報告を終わります。

その３ 商工建設分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成22年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査をいたしました結

果、全会一致でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、商工会等への支援についてであります。

このことについて委員より、「商工会等への支援について、県としてどのような方針を持っている

か」との質疑があり、当局より、「地域を支えていく上で、各商工会等の果たす役割が大きいことは認

識している。商工会については、現在、県商工会連合会において、組織・体制のあり方についての検討

が行われているので、県としても、必要に応じて助言等を行ってまいりたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「会員数が少なくなっているなど、商工会等を取り巻く環境も厳しいと聞い

ている。県においては、行財政改革を推進している中ではあるが、商工会等は地域振興の核であるた

め、十分な予算を確保し支援していただきたい」との要望がありました。

次に、口蹄疫再生・復興支援についてであります。

このことについて委員より、「プレミアム商品券の発行など、口蹄疫復興中小企業応援ファンド事業

を活用して商工業者等への支援を行っているが、今後はどのように支援するのか」との質疑があり、当

局より、「今後ともプレミアム商品券の発行、地域活性化イベント事業への助成、観光振興の取り組み

に対する支援などを行っていく」との答弁がありました。

これに対して委員より、「口蹄疫からの再生・復興は道半ばであることから、ファンド事業による商

工業者等への支援のみならず、観光振興対策なども含めた地域経済の活性化につながる各種施策を引き

続き積極的に講じていただきたい」との要望がありました。

次に、東九州連携医療関連産業集積促進事業についてであります。

このことについて委員より、「東九州メディカルバレー構想の今後の見通しはどうか」との質疑があ

り、当局より、「研究開発や人材育成、地場企業参入支援などについて、ここ１～２年で足場をつく

り、10年後を目途に東九州地域が医療機器産業等の拠点として認知していただけるよう、産学官が知恵

を出し合って構想の実現に努めていきたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「大分県や旭化成などの関連団体等と十分に連携して、構想の実現に向けて

最大限の努力をしていただきたい」との要望がありました。

次に、都市空間づくりについてであります。

このことについて委員より、「都市空間づくりを推進するに当たっては、中心市街地の活性化は重要

な課題の一つであるが、県土整備部としてはどのように対応するのか」との質疑があり、当局より、

「都市計画のマスタープランの見直しや準都市計画区域の指定等により、日常的な生活が機能的に行え

るコンパクトなまちづくりを目指しているところである。バリアフリー化を進めるなど、ハード面から
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商工業者等への支援ができるよう努めていきたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「都市計画等によるまちづくりにおいては、県土整備部のみで検討するので

はなく、商工観光労働部門や各市町村との連携を図り、商工業者等のニーズに合ったきめ細かい施策を

展開し、引き続き中心市街地等の活性化を図っていただきたい」との要望がありました。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。

その４ 環境農林水産分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成22年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査をいたしました結

果、全会一致でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、浄化槽の適正管理強化についてであります。

このことについて当局より、「緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して雇用した啓発員により、法

定検査未受検者に対して文書や電話での適正管理の周知、啓発を行ったところである」との説明があり

ました。

これに対して委員より、「法定検査の受検率向上に当たっては、浄化槽設置者に検査の必要性を十分

に認識してもらうことが大切であるので、引き続き制度の啓発に努めるとともに、保守点検業者等とも

連携して、法定検査の受検率が向上する仕組みを講じてもらいたい」との要望がありました。

次に、県産材の利用促進についてであります。

このことについて複数の委員より、「県産材のＰＲに努めるとともに、大都市圏での消費を伸ばすた

めにパワービルダーを活用するなど、需要拡大のための施策を講じてもらいたい」との要望がありまし

た。

次に、元気な農家をつくる経営健康診断についてであります。

このことについて当局より、「本県農業の担い手の育成及び経営強化を図るため、専門のコーディネ

ーターを配置して、経営改善意欲の高い農家に対し、経営革新プランの作成支援やプランに基づく経営

健康診断、コンサルティング等の重点指導を実施した」との説明がありました。

これに対して委員より、「大事な事業であるが、効果が見えにくいので、農家の経営改善の実態が把

握できるような事業内容に改善してもらいたい」との要望がありました。

また別の委員より、「儲かる農家の実現に向けて、より多くの農家が経営改善に取り組めるように事

業を展開してもらいたい」との要望がありました。

最後に、口蹄疫からの再生・復興についてであります。

平成22年４月に発生した口蹄疫は甚大な被害をもたらし、畜産業のみならず地域経済や県民生活に大

きな影響を及ぼしました。

当局においては、同年８月に策定した「口蹄疫からの再生・復興方針」に基づき、各種施策を実施さ
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れているところでありますが、被害を受けた畜産農家が安心して経営を再開し、安全・安心な農畜産物

を供給していくために、畜産農家の経営再開を支援する取り組みを、より積極的に行うとともに、防疫

体制の一層の強化を図り、口蹄疫からの再生・復興を確実なものとしていただくよう要望いたします。

当分科会としましては、以上の点について要望するものであります。

以上、当分科会の報告を終わります。

その５ 文教警察企業分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成22年度宮崎県歳入歳出決算、宮崎県電気事業会計、宮崎県工業用水道事業会計及

び宮崎県地域振興事業会計決算の認定につきましては、慎重に審査いたしました結果、いずれも全会一

致でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、事業所暴力団等排除責任者講習についてであります。

この事業は、各事業所で選任されている暴力団等への対応責任者に、暴力団等反社会的勢力による不

当要求等の被害を防止する対応要領等を講義等を通じて習得してもらうものであります。

委員より、「行政の事務事業への暴力団の介入が、今後も問題となると思われることから、暴力団排

除に関する行政担当者側の認識、知識をさらに広げる必要があるので、講習会の充実などにより、民間

事業者はもとより、行政職員の意識の向上に資する取り組みにも努めてほしい」との要望がありまし

た。

次に、県立高等学校キャリア教育総合推進についてでであります。

この事業は、高校生が将来への夢を描き、目標を持って努力し、宮崎の産業を元気にできる人材へと

成長できるようキャリア教育を充実・推進するものであります。

委員より、「この事業の実績内容の『宮崎ものづくり人材育成塾』において、どのような取り組みを

行ってきたのか」との質疑があり、当局より、「工業高校の生徒代表約100名が、２泊３日の宿泊をし

ながら、県内企業の方々から講話をいただいたり、技能を直接学んだりする研修である。参加した生徒

は、学校に帰ってからその研修内容を還元するという役割を担っている」との答弁がありました。

このことについて委員より、「この事業は、子どもたちの将来の進路選択の幅が広がることになるほ

か、本県の人材育成における特徴的な取り組みにつながっていくなど、非常に評価すべき事業である。

少ない予算ではあるが、大きな成果が期待できると思われるので、本県の産業を担う人材を育成する取

り組みとして、より積極的に推進していただきたい」との要望がありました。

次に、宮崎県電気事業会計決算の概要についてであります。

平成22年度の事業収益は46億6,317万9,000円、事業費用は41億4,725万1,000円で、当年度純利益は５

億1,592万8,000円であります。供給電力量の目標達成率は、夏場以降、少雨傾向であった影響によ

り94.5％となっており、また、電力料金収入の目標達成率も98.5％となっております。

次に、宮崎県工業用水道事業会計決算の概要についてであります。
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平成22年度の事業収益は３億5,701万2,000円、事業費用は２億7,649万1,000円で、当年度純利益

は8,052万1,000円であります。なお、給水量の目標達成率は112.9％となっております。

最後に、宮崎県地域振興事業会計決算の概要についてであります。

平成22年度の事業収益は4,342万9,000円、事業費用は2,289万円で、当年度純利益は2,053万9,000円

であります。なお、施設利用者数の目標達成率は97.6％となっております。

以上で、当分科会の報告を終わります。
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議 案 議 決 件 名 一 覧 表



議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第２号） ９月22日・ 可 決

〃 第２号 平成23年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第３号 宮崎県税条例の一部を改正する条例 〃

〃 第４号 執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び 〃

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

〃 第５号 宮崎県高等学校等生徒修学支援基金条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第６号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第７号 教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第８号 宮崎県港湾管理条例の一部を改正する条例 〃

〃 第９号 都市公園条例の一部を改正する条例 〃

〃 第10号 宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第11号 宮崎県一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設 〃

条例の一部を改正する条例

〃 第12号 都市計画法施行条例の一部を改正する条例 〃

〃 第13号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第14号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第15号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第16号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第17号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第18号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第19号 国営都城盆地土地改良事業執行に伴う市町村負担金 〃

徴収についての議決内容の一部変更について

〃 第20号 国営綾川二期土地改良事業執行に伴う市町村負担金 〃

徴収についての議決内容の一部変更について

〃 第21号 宮崎県中山間地域振興計画の策定について 〃

〃 第22号 教育委員会委員の任命の同意について ９月13日・ 同 意

〃 第23号 人事委員会委員の選任の同意について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第24号 平成22年度宮崎県歳入歳出決算の認定について 10月11日・ 認 定

〃 第25号 平成22年度宮崎県電気事業会計決算の認定について 〃

〃 第26号 平成22年度宮崎県工業用水道事業会計決算の認定に 〃

ついて

〃 第27号 平成22年度宮崎県地域振興事業会計決算の認定につ 〃

いて

〃 第28号 平成22年度宮崎県立病院事業会計決算の認定につい 〃

て

議員発議案 第１号 円高・デフレを克服する経済対策を求める意見書 ９月22日・ 可 決

〃 第２号 専修学校における質の高い職業教育の実現を求める 〃

意見書

〃 第３号 特定疾患治療研究事業の充実と財源確保を求める意 〃

見書

〃 第４号 「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時特措法」の恒 〃

久法への見直しを求める意見書

〃 第５号 東九州自動車道の全線開通を求める意見書 〃

〃 第６号 細島港臨海工業地帯の低レベル放射性廃棄物の早期 〃

処理を求める意見書

〃 第７号 公共交通機関の存続に向けＪＲ九州等に係る経営支 〃

援継続を求める意見書

〃 第８号 30人以下学級実現・義務教育費国庫負担拡充等に係 〃

る意見書

〃 第９号 原子力発電・エネルギー政策に関する意見書 〃

〃 第10号 大規模災害時に備えた公立学校教職員派遣制度の創 〃

設を求める意見書

〃 第11号 第11回都道府県議会議員研究交流大会への議員の派 〃

遣

〃 第12号 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代 〃

理権の付与を求める意見書

〃 第13号 国の経済対策により造成した基金の設置期限の延長 〃

等必要な財源措置を求める意見書

〃 第14号 環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）交渉への参 〃

加に反対する意見書
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

議員発議案 第15号 社会資本整備予算の確保に関する意見書 ９月22日・ 可 決

〃 第16号 決算特別委員会の設置について ９月28日・ 可 決

〃 第17号 葉たばこ農家の支援を求める意見書 10月11日・ 可 決
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意 見 書、そ の 他



円高・デフレを克服する経済対策を求める意見書

欧州での経済危機や、米国の国債格下げ問題などを原因に円高が歴史的な水準で

進行している中にあって、我が国の経済は円高・デフレ傾向が長期化し、さらに東

日本大震災による経済状勢の悪化も懸念されている。

政府は、大震災からの復旧・復興に向けて、二度にわたる補正予算を編成したと

ころであるが、本格的な予算編成とはなっておらず、景気回復に向けた好材料につ

ながっていない。今後、電力需給の逼迫が長期化し、円高傾向も続くことになれば、

企業が海外に生産拠点を移すことは明らかであり、雇用、産業空洞化が進行するこ

ととなる。

また、歴史的な水準の円高は、地域の製造業や観光業に大きな打撃を与えており、

この状態を放置すると、地域経済は悪化の一途をたどることとなる。

今こそ政府は「日本経済全体の復興が被災地の復興につながる」との考え方のも

と、抜本的な円高・デフレ対策に取り組む必要がある。

よって、下記の事項について早急に実現を図るよう強く要望する。

記

１ 内需主導など経済全体を底上げするため、景気対策及び防災対策のための必要

な公共事業の推進などを含めた大規模な補正予算を早急に編成、執行すること。

２ 年末に向けた中小企業の万全な資金繰り対策の拡充など、円高の痛みを直接受

ける輸出産業への影響を緩和する対策を講じること。

３ 外国人観光客の減少による観光業への支援策を講じること。

４ 地域の雇用維持・確保に活用できる臨時交付金等を創設すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

財 務 大 臣 安 住 淳 様

経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 様

総 務 大 臣 川 端 達 夫 様

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 様
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専修学校における質の高い職業教育の実現を求める意見書

専修学校は、我が国の中核的な職業教育機関として進展を遂げ、多種多様な職業

実践教育により、これまで多くの専門的な職業人の育成を図ってきたところである

が、近年、若年層の非正規雇用が増大する中で、ますます専修学校に対する社会的

な要請が増大している。

本県においては、高校卒業生の１７．１％が専修学校（専門課程）に進学してい

るが、その卒業生の大部分が県内企業に就職しており、県内経済の発展に寄与して

いるばかりでなく、人口の流出防止にも大きく貢献しているところである。

しかしながら、専修学校は学校教育法第１条に定める「学校」としての位置づけ

がなされていないため、学生が卒業資格や就職先企業の受験機会等において、社会

的な不利益を受けている実態がある。

このような中、平成２３年１月の中央教育審議会の最終答申において、「職業実践

的な教育に特化した枠組み」の必要性が盛り込まれ、新たな学校種創設の道筋が明

確に示されたところであり、今後、具体的な制度設計に向けて議論が本格化してい

くことが予想される。

よって、国においては、専修学校におけるより質の高い職業教育の実現を図るた

め、専修学校の１条校化に向けて、新たな学校種創設に対する法改正を早期に行う

よう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

文 部 科 学 大 臣 中 川 正 春 様

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 様
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特定疾患治療研究事業の充実と財源確保を求める意見書

難治性疾患に苦しむ患者の医療費負担を軽減するとともに、疾患の原因究明、治

療法の開発を促す目的で、特定疾患治療研究事業が実施されており、現在５６疾患

が対象疾患として認定されている。

その一方で、その他の難治性疾患についても希少性、原因不明、治療方法未確立、

高額な医療費による生活面への支障等の要件を満たす疾患が認められているが、対

象疾患特定のための諮問機関である特定疾患対策懇談会は、平成２１年９月を最後

に開催されていない状況である。

よって、国においては、特定疾患対策懇談会を早急に開催し、その意見を基に特

定疾患治療研究事業の対象疾患拡大について検討を進めるよう強く求める。

あわせて、所要の予算を確保のうえ、適正な額の国庫補助金を特定疾患治療研究

事業に対して交付し、同事業における都道府県の超過負担の解消に努めるよう求め

る。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

財 務 大 臣 安 住 淳 様

厚 生 労 働 大 臣 小宮山 洋 子 様

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 様
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「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」の恒久法への見直しを求める意見書

国土の約１５％を占め、本県の全域が地帯指定されている特殊土壌地帯の災害防

除や農業生産力の向上については、昭和２７年に「特殊土壌地帯災害防除及び振興

臨時措置法」が制定されて以来、１１回にわたる期限延長が図られ、多大な成果を

あげてきている。

しかし、近年、局地的な集中豪雨などによる甚大な災害が発生する中、侵食を受

けやすい特殊土壌が広く分布している地域においては、治山・治水や急傾斜地崩壊

対策、道路・農地防災などの事業の重要性が高まっており、これらの対策を講じる

ことで、住民の安全・安心を確保していく必要がある。

また、特殊土壌の不利な点を補い､生産性の高い農業を効率的に展開していくため

の農用地整備など､農業生産力向上に向けた必要な事業も依然として残されている。

ついては、災害の多発や農業生産に不利な面があるなど、特殊土壌地帯の厳しい

実情を十分に考慮し、平成２３年度末で期限切れとなる「特殊土壌地帯災害防除及

び振興臨時措置法」の恒久的な法整備を強く要望する。

以上、地方自治法９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

総 務 大 臣 川 端 達 夫 様

国 土 交 通 大 臣 前 田 武 志 様

農 林 水 産 大 臣 鹿 野 道 彦 様

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 様
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東九州自動車道の全線開通を求める意見書

東九州自動車道は、沿線にある福岡、大分、宮崎及び鹿児島４県にとって、災害

時や救急医療に必要な「命の道」として、農林水産業の市場拡大や企業誘致、観光

振興を促進する「活力の道」として、さらに通勤や通学、買い物など暮らしに必要

な「生活の道」として重要な社会基盤である。

特に、東日本大震災によって、高速道路が「命の道」として果たす役割が改めて

認識されたところであるが、東九州地域は、東南海・南海地震が発生した場合には、

甚大な被害が懸念されており、東九州自動車道のミッシングリンクの解消は急務と

なっている。

また、九州新幹線の全線開通によって、交通基盤の東西格差がますます拡大して

いる状況を鑑みても、東九州自動車道の完成をこれ以上遅らせることは、とても容

認できない。

よって、国においては、高速道路の整備に要する予算を安定的に確保し、九州を

循環するネットワークの構築に向け、東九州自動車道・北九州～大分～宮崎～日南

間を平成２６年度までに完成させるとともに、日南～志布志間の早期整備を強く要

望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

財 務 大 臣 安 住 淳 様

国 土 交 通 大 臣 前 田 武 志 様

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 様
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細島港臨海工業地帯の低レベル放射性廃棄物の早期処理を求める意見書

本県の細島港臨海工業地帯一区には、かつて民間企業が行ったウラン濃縮実験

に伴う低レベル放射性廃棄物（低レベルのウラン含有固体と極低レベルのウラン

汚染物）の貯蔵施設があり、放射線管理区域となっている。

この低レベル放射性廃棄物の処分については、国における基本方針（平成２０

年法律第５１号）が決定し、さらにこの方針に基づき日本原子力研究開発機構が、

埋設処分業務の実施に関する計画を策定し、国の認可を受け事業を実施すること

となったところである。

しかしながら、この計画では、低レベル放射性廃棄物の埋設処分について、未

だその埋設候補地さえ決定されていない状況となっている。

貯蔵施設のある細島一区は、国の重点港湾に指定された細島港に隣接し、本県

ではこの港を核とした物流拠点づくりを目指しているところであるが、今後のグ

ランドデザインを描く上で支障をきたすことが懸念されるとともに、東海・東南

海・南海地震、さらには日向灘地震との連動による巨大地震も想定され、住民の

不安が高まる中、地元自治体をはじめ、住民、放射性廃棄物を管理する企業から

も可能な限り早期の処分を求める声が上がっている。

よって、国においては、放射性廃棄物の埋設処分事業の早期実現に向けて全力

で取り組むよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 様

文 部 科 学 大 臣 中 川 正 春 様
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公共交通機関の存続に向けＪＲ九州等に係る経営支援継続を求める意見書

昭和６２年４月１日に国鉄が分割・民営化されＪＲ７社が誕生した。ＪＲ東日本、Ｊ

Ｒ東海、ＪＲ西日本の本州３社は、株式を上場して完全民営化を果たしている。

一方、ＪＲ九州、ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ貨物の４社については、当初か

ら経営困難が予測されたことから経営安定基金の設置や固定資産税等の軽減による

支援策が講じられているが、発足２５年の節目を迎える現在も、赤字額の減少は認

められるものの、自立した経営に至っていない。

このような中で、本年度末にはこれら４社に対する経営支援策の重要な柱である

固定資産税等の減免措置特例が期限切れを迎える。

東日本大震災の教訓から地域鉄道の役割や鉄道貨物輸送の重要性が再認識されて

おり、鉄道は地域の産業や県民生活を支える重要な交通機関として欠くことのでき

ないものである。

支援の廃止は、ＪＲ九州の経営をさらに圧迫し、採算性の悪い路線の切り捨てや

運賃改定など、地域経済や住民生活に重大な影響を及ぼすことが懸念される。

よって、国においては、平成２４年度の税制改正において下記の事項を実現する

よう強く要望する。

記

１ ＪＲ九州等への固定資産税、都市計画税を減免する特例措置、いわゆる「承継

特例」と「三島特例」を今後も継続すること。

２ 鉄道事業各社における鉄道車両、軌道用車両などの動力源用軽油に対する軽油

引取税の減免措置を今後も継続すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

総 務 大 臣 川 端 達 夫 様

財 務 大 臣 安 住 淳 様

国 土 交 通 大 臣 前 田 武 志 様
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原子力発電・エネルギー政策に関する意見書

３月１１日に発生した東日本大震災は、東北地方太平洋岸を中心に未曾有の被害

をもたらした。被災した福島第一原子力発電所では、炉心のコントロールが失われ

大量の放射性物質が環境中に放出されるなど、原子力の「安全神話」は完全に崩壊

したところである。

この事故によって福島第一原発から半径２０キロ圏内の「警戒区域」や２０キロ

以遠の「計画的避難区域」の住民は住み慣れた家を追われ、故郷に帰れる見通しも

なく避難生活を余儀なくされている。

今回の事故を教訓に、また住民への危険や不安を解消するためにも、国のエネル

ギー政策を抜本的に見直すとともに、現在稼働中の原子力発電所の安全強化を図る

ことを強く求めるものである。また、国においては、事故の危険を繰り返さないた

めに必要な措置を講ずるよう次の事項の実現について強く要望する。

記

１ エネルギー政策を抜本的に見直し、再生可能エネルギー等の促進のため一層の

条件整備を進めること。

２ 現在稼働中の原子力発電所の安全を確保するため、安全指針・基準等の抜本的

見直しを行い、万全の対策を講ずるとともに、今後、原子力発電推進行動計画を

見直すこと。

３ ＥＰＺ(防災対策を重点的に拡充すべき地域の範囲)は、今回の事故で影響が及

んだ範囲、地形及び気象などの地域特性を踏まえて大幅に拡大すること。

４ 放射能汚染の状況や、廃棄物の処理、原発の安全性等について、十分な情報公

開を行い、住民や自治体の理解を得るよう努めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 様

国家戦略・経済財政担当大臣 古 川 元 久 様
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大規模災害時に備えた公立学校教職員派遣制度の創設を求める意見書

大規模地震や豪雨等の非常災害時において被災地に派遣された教職員は、現地
の学校現場における復旧支援に大きく貢献してきた。
この度の東日本大震災においても、学校機能の回復に向けた応急支援に加え、

被災児童生徒の心のケアや学習の遅れに対する個別指導など、様々な役割を果た
し、その重要性が改めて認識されている。
しかし一方で、大規模災害時における教職員派遣について、国として明確なス

キームが存在していないため、今回の大震災では、派遣教職員の確保にあたり、
派遣自治体と被災自治体間における職種面や人数面でのミスマッチ、教職員の派
遣に係る費用負担のあり方等について、様々な問題が浮き彫りになっている。
こうした実態を踏まえ、先般、宮城県教育委員会が文部科学省に対し、大規模

な災害があった場合に備えて、被災地に応援派遣する教職員をあらかじめ登録し
ておく仕組みづくりを要望するなど、現在、被災地を中心に大規模災害時に備え
た教職員派遣制度の構築を求める声が高まっている。
よって、政府においては、大規模災害時に、被災自治体に対して全国の自治体

から適切に教職員派遣を進めるため、公立学校教職員派遣制度の創設が不可欠で
あるとの認識に立ち、速やかに下記の事項について特段の措置を講ずるよう強く
要望する。

記

１ 東日本大震災で明らかになった教職員派遣に関する諸課題について、阪神・
淡路大震災や新潟県中越沖地震など、過去の大規模災害時における事例も参考
にしつつ、十分な検証を行うこと。

２ 大規模災害時における迅速かつ適切な教職員派遣を行うため、地方自治体に
よる派遣教職員情報のデータベース化や被災地とのマッチング支援などを図る
公立学校教職員派遣制度を創設すること。

３ 同制度の導入にあたっては、大規模災害時における教職員派遣に関する課題
が克服されるよう、費用負担のあり方を明記するなど、被災自治体の状況を踏
まえた制度設計に努めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様
参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様
内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様
総 務 大 臣 川 端 達 夫 様
文 部 科 学 大 臣 中 川 正 春 様
復興対策・防災担当大臣 平 野 達 男 様
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第１１回都道府県議会議員研究交流大会への議員の派遣

１ 目 的 災害と議会活動、議会の監視機能の強化及び議会の政策立案
機能の強化などについての意見交換

２ 派遣場所 東京都

３ 期 間 平成２３年１１月１５日（火）から
平成２３年１１月１６日（水）まで

４ 派遣議員 議会運営委員会において決定する１０名以内
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行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書

行政書士制度は、昭和２６年の行政書士法施行以来、複雑・多様化する行政事

務に対応し、適正で迅速な行政手続に寄与するなど、国民と行政との橋渡し役と

して国民生活にも広く浸透しているところである。

平成２０年７月には行政書士法の一部を改正する法律が施行され、行政書士が

行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述代理を法定

業務として行うこととなった。これにより行政書士がこれら代理を業とすること

が可能となり、行政手続法の利用が一層図られる環境が整備されたところである。

しかしながら、行政不服審査法については、行政書士は試験科目に行政手続法、

行政不服審査法などが出題されるなど不服審査手続に精通しているにもかかわら

ず、手続の代理権が付与されていないこともあり、行政不服審査法が国民にとっ

て必ずしも利用しやすい環境になっているとは言いがたい。

よって、国においては、国民の利便性の向上と行政不服審査法の利用促進を図

るため、実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に、行政不服審査法に係

る行政不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内閣総理大臣 野 田 佳 彦 様

総 務 大 臣 川 端 達 夫 様
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国の経済対策により造成した基金の設置期限の延長等必要な財政措置を

求める意見書

国においては、長引く景気低迷の中、平成２０年９月のリーマンショック以降、

数次の経済対策を実施してきたところであり、各都道府県では、国の交付金を原

資に、地域経済の活性化等のための各種基金を造成しているところである。

本県においては、現在、２０の基金を造成し、必要な事業を行っているところ

であるが、これらの基金のほとんどが平成２３年度に、また、残る基金について

も２６年度までに、設置期限を迎えることとなっている。

これらの基金を原資とする事業の中には、地域における雇用の維持・創出、妊

婦検診費用の助成、子宮頸がん予防ワクチン等の接種促進、私立高等学校の授業

料減免、民間団体等が行う子育て対策等の支援など、地域経済の活性化や雇用対

策はもとより、医療や福祉をはじめとする県民の暮らしの維持に必要不可欠な取

組が多く見受けられるところである。

特に、自主財源が乏しく財政基盤の脆弱な本県においては、基金に代わる新た

な財源が確保できない場合には、これらの事業の継続が困難となり、県民生活に

大きな影響が生じることが懸念されるところである。

加えて、地域経済は依然として停滞を続けている中、最近の歴史的な円高や株

安の進行により、基金を原資として実施している事業については、さらに積極的

に展開していくことが求められる状況となってきている。

よって、国においては、これまでの国の経済対策で造成した基金の設置期限の

延長や増額、基金に代わる新たな財源の確保など、必要な財政措置を講ずるよう

強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

総 務 大 臣 川 端 達 夫 様

財 務 大 臣 安 住 淳 様

文 部 科 学 大 臣 中 川 正 春 様

厚 生 労 働 大 臣 小宮山 洋 子 様

農 林 水 産 大 臣 鹿 野 道 彦 様

環 境 大 臣 細 野 豪 志 様

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 様

国家戦略・経済財政担当大臣 古 川 元 久 様
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環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）交渉への参加に反対する意見書

政府は、昨年１１月「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議決定し、貿易自

由化を柱とする環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）について、「関係国との協議

を開始する」ことを菅・前内閣総理大臣が表明するとともに、本年１月の総理の施

政方針演説において、「６月を目途に交渉参加を判断する」とされたところである。

その後、東日本大震災の発生もあり、本年５月に閣議決定された「政策推進指針」

において、ＴＰＰ交渉参加の判断時期については、「総合的に検討する」とされてお

り、新たな野田内閣において、今後、急速に議論が進められていく懸念がある。

ＴＰＰは、関税撤廃の例外を認めない完全な貿易自由化を目指しているため、将

来本格交渉に参加し、関税などの国境措置が撤廃された場合、海外から安い農林水

産物が国内に大量に流入し、我が国の農林水産業と食が壊滅的な影響を受けること

は明らかである。また、無原則的に外国人医師や看護師の受け入れが加速し、国内

の医師や看護師不足に拍車をかける可能性があるほか、外国人労働者の国内労働市

場への流入による雇用の悪化、国民皆保険制度の崩壊など、幅広い分野で様々な影

響が指摘されているところである。

本県にとっても、基幹産業である農林水産業をはじめ様々な分野で影響が懸念さ

れるとともに、東日本大震災の被災地の復旧復興にも支障をきたす恐れがある。

よって、国においては、農林水産業や医療、労働など国民生活や経済全体に多大

な影響を及ぼす可能性が高いＴＰＰ交渉に参加することがないよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

外 務 大 臣 玄 葉 光一郎 様

農 林 水 産 大 臣 鹿 野 道 彦 様

経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 様

厚 生 労 働 大 臣 小宮山 洋 子 様

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 様

国家戦略・経済財政担当大臣 古 川 元 久 様
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社会資本整備予算の確保に関する意見書

本年３月に発生した東日本大震災は、広範な地域にわたり甚大な被害が生じた
未曾有の大災害である。また、今月襲来した台風１２号は、これまでの想定を上
回る集中豪雨を伴い、各地に深い傷跡を残した。豪雨や地震などの災害が発生し
やすい地理的特性下にある我が国において、どこで起こるかわからない次なる災
害に備えて、国民の生命・財産を守るために、国土の強靱化を図ることは喫緊の
課題である。
こうした中、先般閣議決定された平成２４年度予算の概算要求基準においては、

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費は別枠とされているが、他の裁量
的経費等は、平成２３年度当初予算に比べ一律１０％削減を求める内容となって
いる。これでは、被災地を支えるべき他の地域の経済まで落ち込むこととなり、
却って復興の足かせとなるばかりでなく、次なる災害への備えにも重大な支障を
来すことになる。
また、世界経済が混迷を深める中、日本経済も円高・デフレ等の問題に直面し

ており、大変厳しい財政運営のなかにあっても、機動的かつ効果的に、地域の経
済対策や雇用対策を講じていくことが必要である。
よって、国においては、平成２４年度予算の概算要求にあたり、以下の事項を

実現するよう強く要望する。

記

１ 被災地以外の社会資本整備予算についても十分な総額を確保すること。

２ 特に、高速道路等の国土ミッシングリンクの解消や、大規模災害に備えた防
災・減災対策のための予算は、施設等の供用が遅れることのないよう、必要額
を確保すること。

３ 社会資本整備の一括交付金化において、年度間の事業規模の変動が大きい市
町村事業にその対象を拡げることは、必要な防災・減災対策を重点的に進める
妨げとなるため、拙速な導入は行わないこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様
参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様
内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様
総 務 大 臣 川 端 達 夫 様
財 務 大 臣 安 住 淳 様
国 土 交 通 大 臣 前 田 武 志 様
内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 様
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決算特別委員会の設置について

１ 名 称 決算特別委員会

２ 目 的 次の各号議案の審査

・議案第２４号「平成２２年度宮崎県歳入歳出決算の認定

について」

・議案第２５号「平成２２年度宮崎県電気事業会計決算の

認定について」

・議案第２６号「平成２２年度宮崎県工業用水道事業会計

決算の認定について」

・議案第２７号「平成２２年度宮崎県地域振興事業会計決

算の認定について」

・議案第２８号「平成２２年度宮崎県立病院事業会計決算

の認定について」

３ 権 限 地方自治法第９８条の議会の権限を委任する。

４ 定 数 議長及び監査委員の任にある３名を除く議員全員
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葉たばこ農家の支援を求める意見書

政府・与党は、９月２７日、東日本大震災からの復興に向け、所得税、法人税、

住民税、たばこ税を対象とする９．２兆円の臨時増税案を取りまとめた。

たばこは、平成２２年１０月にも１本あたり３．５円の増税がなされたばかりで

あり、既に国内の租税物品の中でも最高の税率になっているたばこという特定の商

品にのみ、これ以上多大な税負担を強いることは、税の公平性の確保の観点から、

大きな不公平感があると言わざるを得ない。

本県は、全国第２位の葉たばこの生産県であるが、近年の喫煙人口の減少や昨年

１０月の増税、東日本大震災などによって売り上げが減少しており、またここ数年、

気象災害等の影響で不作が続いていることもあって、今回の日本たばこ産業株式会

社（ＪＴ）による廃作募集に、本県の葉たばこ農家の約半数が希望をしている状況

にある。

このような中での増税は、葉たばこ農家に壊滅的な打撃を与えるだけでなく、地

域経済や地域農業にも計り知れない影響を及ぼすことは明らかである。

よって、政府においては、たばこ税の引き上げありきではなく、現状を十分に考

慮し、廃作する葉たばこ農家については、経営転換の支援や農地の有効活用を促進

するとともに、栽培を継続する葉たばこ農家が、夢と希望を持って生産に取り組め

るよう、特段の支援を強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年１０月１１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様

総 務 大 臣 川 端 達 夫 様

財 務 大 臣 安 住 淳 様

農 林 水 産 大 臣 鹿 野 道 彦 様

経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 様

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 様

国家戦略担当大臣 古 川 元 久 様
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請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 1 － 1

厚 生 － － －

商 工 建 設 － 1 1

環 境 農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 1 １ 2
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ６ 号 受理年月日 平成２３年９月２日

請 願 者 宮崎県宮崎市旭２丁目２番３２号 岡崎ビル２階

住所・氏名 宮崎県行政書士会

会長 蓑原 行満

行政書士に行政不服審査法に係わる不服審査手続の代理権の付与

を求める意見書についての請願

請願の趣旨

平成２０年７月１日、行政書士法の一部を改正する法律が施行

され、行政書士が行政手続法に係わる聴聞又は弁明の機会の付与

の手続その他の意見陳述代理を法定業務として行うこととなりま

した。これにより実体法に精通した行政書士がこれら代理を業と

することで行政手続法が多くの国民に利用され、国民の権利が十

請願の件名 分に擁護されるものと思われます。

しかしながら、行政不服審査法における行政書士の活用も急務

であり、依頼者である国民に手続の煩雑さや経済的な負担を強い

る現状は憂慮すべきものがあります。既に、登用試験科目に行政

手続法、行政不服審査法が出題されていない弁理士、税理士、司

法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士に一定の範囲で審査請

求代理権が付与されているところ、登用試験科目に行政手続法、

行政不服審査法、行政事件訴訟法が出題されるなど、日々研修し

ている我々行政書士に代理権がいまだに付与されていないことは

甚だ遺憾なことであります。

したがいまして、国会及び政府におかれては、国民の利便に寄

与し、行政不服審査法の利用促進をはかるため、実体法に精通し

高度な専門性を有する行政書士に行政不服審査法に係わる不服審

査手続の代理権を付与するよう強く要望するものであります。

地方自治法第９９条の規定による意見書を宮崎県議会として採

択していただき、是非とも当該意見書を関係大臣に提出方をお願

いいたす次第です。

以上、地方自治法第１２４条の規定により請願いたします。

紹 介 議 員 中野 一則 二見 康之 田口 雄二 井上紀代子 鳥飼 謙二

新見 昌安 岩下 斌彦 有岡 浩一 図師 博規 前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ３ 号 受理年月日 平成２３年６月１５日

請 願 者 宮崎県宮崎市別府町３番９号 宮崎県労働福祉会館４階

住所・氏名 日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）

会長 横山 節夫

請願の件名 宮崎地方最低賃金改正についての請願

紹 介 議 員 田口 雄二 井上紀代子 西村 賢 徳重 忠夫 鳥飼 謙二

髙橋 透 太田 清海 前屋敷恵美 有岡 浩一 図師 博規

摘 要
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議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（右松隆央議員、鳥飼謙二議員）

９月２日 金 本 会 議 議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第21号上程

知事提案理由説明

９月３日 土

９月４日 日

９月５日 月
休 会 （議案調査）

９月６日 火

議案第22号、第23号追加上程

知事提案理由説明
９月７日 水

代表質問（自由民主党・中野廣明議員、

自由民主党・押川修一郎議員）

本 会 議 代表質問（新みやざき・西村 賢議員、

９月８日 木 社会民主党宮崎県議団・髙橋 透議員、

公明党宮崎県議団・河野哲也議員）

９月９日 金
一般質問（後藤哲朗議員、右松隆央議員、徳重忠夫議員、

宮原義久議員、岩下斌彦議員）

９月10日 土

９月11日 日

９月12日 月
一般質問（鳥飼謙二議員、井本英雄議員、井上紀代子議員、

蓬原正三議員、外山 衛議員）

一般質問（坂口博美議員、新見昌安議員、中野一則議員、

本 会 議 図師博規議員、星原 透議員）

９月13日 火 議案に対する質疑（前屋敷恵美議員）

採決（議案第22号、第23号）（同意）

議案・請願委員会付託

９月14日 水

９月15日 木 休 会 常任委員会

９月16日 金



月 日 曜 区 分 議 事 内 容

９月17日 土

９月18日 日

９月19日 月

９月20日 火 特別委員会

９月21日 水
休 会

（議事整理）

常任委員長審査結果報告

討論（議案第３号に反対、議案第７号に賛成、議案第19号、

第20号に反対、請願第３号継続に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議案第３号、第19号、第20号）（可決）

採決（議案第１号、第２号、第４号～第18号、第21号）（可

決）

９月22日 木 本 会 議 採決（請願第６号）（採択）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申し出のとおり決

定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第15号追加上程、採決

議案第24号～第28号上程

知事提案理由説明

９月23日 金

９月24日 土

９月25日 日

９月26日 月
休 会 （議案調査）

９月27日 火

議案第24号～第28号（決算認定）に対する質疑(前屋敷恵美議

員）

議員発議案送付の通知

９月28日 水 本 会 議 議員発議案第16号上程、採決（可決）

議案第24号～第28号決算特別委員会付託

議長の報告（決算特別委員会正副委員長互選結果）

決算特別委員会

９月29日 木
休 会 決算特別委員会

９月30日 金
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

10月１日 土

10月２日 日

10月３日 月 決算特別委員会

10月４日 火
(議事整理）

10月５日 水 休 会

10月６日 木 決算特別委員会

10月７日 金 (議事整理）

10月８日 土

10月９日 日

10月10日 月

決算特別委員長審査結果報告

討論（議案第24号に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議案第24号）（認定）

10月11日 火 本 会 議 採決（議案第25号～第28号）（認定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第17号追加上程、採決

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 外 山 三 博

宮 崎 県 議 会 副 議 長 十 屋 幸 平

宮 崎 県 議 会 議 員 右 松 隆 央

宮 崎 県 議 会 議 員 鳥 飼 謙 二


